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１．「新子育て安心プラン」について

（１）「新子育て安心プラン」について （関連資料１、２参照）

待機児童の解消を目指し、女性の就業率の上昇を踏まえた保育の受け

皿整備、幼稚園やベビーシッターを含めた地域の子育て資源の活用を進

めるため、昨年12月21日に「新子育て安心プラン」を取りまとめ、公表

したところである。

「新子育て安心プラン」では、各市区町村が策定した第２期子ども・

子育て支援事業計画の積み上げの結果も踏まえ、令和３年度から令和６

年度末までの４年間で約14万人分の保育の受け皿を整備するほか、待機

児童の状況を踏まえ、

① 地域の特性に応じた支援

② 仕事・職場の魅力向上を通じた保育士確保

③ 幼稚園・ベビーシッターを含めた地域のあらゆる子育て資源の活用

を柱として、各種取組を推進していくこととしているので、これらを積

極的に活用いただき、待機児童対策をより一層推進いただきたい。

なお、「新子育て安心プラン」では、できるだけ早く待機児童の解消

を目指すこととしているが、これは現行の「子育て安心プラン」の目標

としている今年度末までの待機児童解消を先送りするものではなく、今

後の女性就業率の上昇に対応するためのものである。

各市区町村におかれては、引き続き、保護者に「寄り添う支援」の実

施等により、今年末までの待機児童解消に向けて取り組んでいただくよ

うお願いする。

また、実際の保育の受け皿整備に当たっては、保育の実施主体である

市区町村において、保育コンシェルジュ等を活用しながら保育を必要と

しているが申込みに至らないようなケースも含め、潜在的な保育ニーズ

を的確に把握し、整備計画に反映して整備を進めることが重要である。

来年度についても、「新子育て安心プラン実施計画」の採択を行うこ

ととしているため、保育コンシェルジュなどを積極的に活用し、保育ニ

ーズを適正に踏まえた計画を作成していただくようお願いする。

また、地域の特性に応じた支援が重要であることを踏まえ、今年度に

ついても、全国86自治体に対し要因・対策のヒアリングを行い、地域の

抱える課題や個別案件に対するフォローアップを行ったところである。

「新子育て安心プラン実施計画」についても、定期的なフォローアップ

をする予定であるので、ご承知置き願いたい。

各自治体においては、令和２年度末までの待機児童の解消に向けて取

組の強化・徹底を図っていただくとともに、各都道府県におかれては、
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市区町村が策定する保育ニーズの見込み等が適切かどうかを十分に精査

していただくようお願いする。

（２）保育の受け皿整備等について （関連資料３参照）

令和３年度は、「新子育て安心プラン」の初年度であり、5.9万人分

の受け皿整備に対応する予算として、令和２年度３次補正予算案（236

億円）と令和３年度予算案（602億円）を合わせて、838億円を計上し、

補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等を引き続き実施することで受け皿整備を

支援することとしている。

さらに、地域の実情に応じた保育の受け皿整備を進めるため、賃貸物

件を活用した改修費等補助について、利用者の利便性向上のための改修

や、よりよい保育の環境を整備するための改修等も補助対象に加えるこ

ととしたので、積極的に活用されたい。

（３）待機児童対策協議会について （関連資料４参照）

待機児童対策の一層の推進を図るため、平成30年から、保育所等の広

域利用の推進、待機児童解消等の取組について、都道府県等が関係市区

町村等と協議する場（待機児童対策協議会（以下、「協議会」という。））

の設置を促進している。

協議会は令和２年12月末時点で、21都府県において設置されており、

国としては、更なる協議会の設置及び取組を支援するため、令和３年度

度においても引き続き、「受け皿整備等」、「保育人材の確保」、「各自治

体からの提案型事業」に対する支援を盛り込んだところである。

協議会は、関係市区町村及び都道府県において、待機児童解消に向け

た課題や地域の特性を踏まえた有効な取組の共有を行う観点からも有効

であり、各都道府県においては、積極的に設置・活用いただきたい。

（４）地域におけるミスマッチの解消について （関連資料５参照）

待機児童解消に当たっては、保育所等の受け皿整備だけでなく、地域

におけるミスマッチの解消も、今後はより一層重要となる。このため、

令和３年度予算案では、保育コンシェルジュの事業の実施要件を緩和し、

待機児童数が50人未満である市町村でも「新子育て安心プラン」に参画

すれば利用可能とすることとしている。

また、保育コンシェルジュを含む利用者支援事業については、令和３

年度予算案において国庫補助率を１／３から２／３に引き上げているの

で、本事業をより積極的に活用いただき、保護者への「寄り添う支援」

のより一層の実施をお願いする。

－2－



加えて、地域におけるミスマッチの解消に当たっては、巡回バスによ

り自宅から遠距離にある保育所等の利用を可能することも有効と考えて

おり、令和３年度予算案では送迎バスの台数や保育士の配置に応じて補

助額を加算できる仕組みとするなどの拡充を行っているので、こちらも

積極的な活用をお願いする。

２．保育人材の確保に向けた総合的な対策について

（１）保育人材の確保に向けた総合的な対策について

（関連資料６参照）

「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備に伴い必要となる

保育人材を確保するため、処遇改善のほか、保育士資格の取得促進、就

業継続のための環境づくり、離職者の再就職の促進といった支援や保育

の現場と職業の魅力向上に総合的に取り組むこととしている。

令和２年度第３次補正予算案には、

・ 保育所等におけるＩＣＴ等の導入支援による保育士の業務負担軽減

・ 保育士修学資金貸付等事業の貸付原資等の積み増し

を盛り込むとともに、令和３年度予算案には、

・ 保育士という職業や保育の現場の魅力発信、保育士が相談しやすい

体制整備

・ 保育士の働き方改革への支援として、社会保険労務士などによる巡

回支援や保育所等の啓発セミナー等の実施

・ 保育士宿舎借り上げ支援事業について、対象者の要件や対象期間の

段階的な見直し

・ 保育士の補助を行う保育補助者の勤務時間週30時間以下の要件撤廃

・ 保育士・保育所支援センターの機能強化

などを盛り込んでいる。

各地方自治体においては、これらの事業等を積極的に活用するなど、

引き続き、保育人材確保の推進にご尽力いただきたい。また、保育人材

の確保に当たっては、市区町村における取組も重要であり、保育士の子

どもの保育所への優先入所等の取組も含め、管内市区町村に対し、保育

人材確保に積極的に取り組んでいただくよう周知等についても御配意願

いたい。

（２）「保育の現場・職業の魅力向上検討会」報告書について

（関連資料７参照）

近年、保育の担い手確保が困難になっていることや幼児教育・保育の

－3－



無償化が始まり保育の質を担う保育士等の役割が一層重要になっている

ことを踏まえ、令和２年２月より、厚生労働省では、保育士を目指す人

や保育士に復帰しようとする人が増え、保育現場に参加・復帰しやすく

なるよう、保育士という職業や、働く場所としての保育所の魅力向上と

その発信方法等について、学識者等を参集して議論を行い、令和２年９

月末に報告書をとりまとめた。

本報告書では、国や地方自治体、保育団体、養成校団体、保育所等の

関係者は以下の方策を推進することが提言されている。

・ 保育士の職業の魅力を広く地域や社会に発信するとともに、養成段

階の取組を充実させること

・ 保育士が生涯働ける魅力ある職場づくりを推進するため、働き方改

革と業務効率化・業務改善を進め、技能・経験・役割に応じた処遇と

しつつ、多様で柔軟な働き方を可能とする職場環境を整備すること

・ 保育士・保育所支援センターは関係機関とネットワークを構築する

こと

このため、各地方自治体におかれては、本報告書を参考に、国の各種

事業を活用しつつ、関係者とも連携して、地域の保育人材確保対策に積

極的に取り組んでいただくようお願いする。

３．保育所等における新型コロナウイルス感染症対策につい

て

（１）緊急事態宣言下における保育所等の対応について

（関連資料８参照）

令和３年１月に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成24年法律第31号）第32条に基づく緊急事態宣言下においては、「緊急

事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について（周知）」

でお示ししているとおり、今般の緊急事態宣言が社会経済活動を幅広く

止めるものではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となってい

る場面に効果的な対策を徹底するものであること等を踏まえ、感染防止

策の徹底を行いつつ、原則開所をお願いしており、国としては対象区域

の保育所等の利用者に対し登園自粛を求めていないものである。

各地方自治体におかれては、当該方針を踏まえつつ、下記に示す感染

防止策に資する各種支援策を活用することなどにより、必要な者に必要

な保育を提供できるような体制づくりを構築していただくようお願いす

る。
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（２）保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援

について （関連資料９参照）

保育所等において、感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹

底しつつ、事業を継続的に提供していくため、これまでも、感染防止用

の備品購入費や職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実

施していくために必要な経費等に対する補助を行ってきたところ。

今般の令和２年度第３次補正予算案においては、感染症の流行が続

く中、切れ目のない支援を行うため、令和２年度第１次、２次補正予

算に加え、令和３年度概算要求から令和２年度第３次補正予算案に前

倒し、

① 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施してい

くために必要な経費（かかり増し経費、研修受講等）

② 保育所等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品購入

を改めて補助することとしている。

この「かかり増し経費」の具体的な内容としては、職員が勤務時間

外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割

増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う

手当などに充当していただくことを想定している。

各自治体においては、支援を必要とするすべての保育所等へ支援が

行き渡るよう、予算措置に御配慮いただきたい。

（３）新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う

場合の公定価格等の取扱いについて （関連資料10参照）

新型コロナウイルス感染症により、保育所等が臨時休園する場合に

おける公定価格の取扱いについては、令和２年６月17日付けの通知に

おいて、

① 利用児童数の減少などの新型コロナウイルス感染症による影響を

除いた通常の状態に基づき、公定価格を算定すること

② 公定価格が通常どおり支給されていることを踏まえ、労働関係法

令を遵守した上で、人件費の支出について適切に対応すること

③ これらについて、指導監査の際に適切な指導等を行うこと

等をお示ししているところ。

各自治体においては、公定価格等が保育所等において適正に使われ

ているかについてが、子ども・子育て支援法及び児童福祉法における

指導監査の確認事項であることを踏まえ、保育所等に対して、改めて

人件費の適切な支出について、指導・助言を行っていただきたい。

なお、子ども・子育て支援法に基づく確認指導監査と児童福祉法に
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基づく施設監査については、必要に応じて連携し、効率的に実施され

たい。

（４）社会福祉施設等に必要な衛生・防護用品の確保について

（関連資料11参照）

① 令和２年度における対応状況

社会福祉施設等（高齢者関係、障害者関係、子ども関係、生活困窮

関係）に必要な衛生・防護用品については、各施設等で確保していた

だくことが基本であるが、新型コロナウイルス感染症対策等緊急的に

発生する大量の需要や購入費の値上がりに対する支援として、国にお

いては、施設等へのマスク等の衛生・防護用品の購入支援を行ってい

る。

さらに、衛生・防護用品が不足する事態に備え、都道府県・指定都

市・中核市から社会福祉施設等に対して衛生・防護用品が供給できる

ように、次のとおり、国が直接調達して、都道府県等に一定数量の配

布を行っている。

ア 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の国からの支援

社会福祉施設等での感染が発生した際、事業継続ができるよう

都道府県等から速やかに必要な防護具等の供給を行うこととし、

以下の種類・数量の衛生・防護用品を都道府県・指定都市・中核

市に配布している。

【配布状況】

（６月末から７月に配布）

・サージカルマスク（約50万枚）

・ガウン（約50万枚）

・フェイスシールド（約50万枚）

・使い捨て手袋（約330万双）

（９月中旬から12月に配布）

・ゴーグル（約50万個）

・ヘッドキャップ（約100万枚）

・使い捨て手袋（約570万双）

※ さらに不足が生じる場合等、都道府県等からの要望に応じ

て国から追加送付を行っている。

イ 全ての社会福祉施設等への使い捨てマスクの国からの支援

一般的な感染拡大防止の観点から、全ての社会福祉施設等向け
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に、以下の数量の使い捨てマスクを都道府県・指定都市・中核市

に配布を行い、適切な備蓄や社会福祉施設等への配布をお願いし

ている。

【配布状況】

（６月末から７月に配布）

・使い捨てマスク（約4,000万枚）

（９月末から11月に配布）

・使い捨てマスク（約5,000万枚）

※12月以降、年度内に毎月約3,000万枚の規模で配布予定。

ウ 使い捨て手袋の使用を必須とする排泄介助等（保育所等における

乳幼児のおむつ交換時の排便処理を含む。）のサービスを日常的に

提供する社会福祉施設等への国からの支援

世界的な受給状況の逼迫等により地域によっては入手困難な使

い捨て手袋について、今後のサービス提供に支障を及ぼさないよ

う、以下の数量の使い捨て手袋を都道府県・指定都市・中核市に

配布を行い、適切な備蓄や社会福祉施設等への配布をお願いして

いる。

【配布状況】

（10月末から12月に配布）

・使い捨て手袋（約5,000万双）

※12月以降、年度内に毎月約3,000万双～約5,000万双の規模で

入手困難な地域に配布予定。

② 令和３年度における実施予定

上記①のア～ウについて、令和３年度は、次の通り実施を予定して

いる。

ア 感染が発生した社会福祉施設等に対する防護具等の国からの支援

防護具等について、さらに不足が生じる場合、都道府県等から

の要望に応じて追加送付の実施を予定している。

イ 全ての社会福祉施設等への使い捨てマスクの国からの支援

新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮しつつ、一般的な

感染症流行期（秋季・冬季）に使い捨てマスクの配布を予定して

いる。

ウ 使い捨て手袋の使用を必須とする排泄介助等のサービスを日常的

に提供する社会福祉施設等への国からの支援
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使い捨て手袋の需給状況等を勘案しつつ、入手困難な地域に毎月

配布を予定している。

（５）地域子ども・子育て支援事業におけるマスク購入等の感染拡大

防止対策に係る支援について （関連資料29参照）

地域子ども・子育て支援事業において、感染症に対する強い体制を整

え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、これ

までも、感染防止用の備品購入費や職員が感染症対策の徹底を図りなが

ら事業を継続的に実施していくために必要な経費等に対する補助を行っ

てきたところ。

今般の令和２年度第３次補正予算案（内閣府計上）においては、感

染症の流行が続く中、切れ目のない支援を行うため、令和２年度第１

次（内閣府計上）、２次（厚生労働省計上）補正予算に加え、

① 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施してい

くために必要な経費（かかり増し経費、研修受講等）

② 事業所等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品購入

を改めて補助することとしている。

この「かかり増し経費」の具体的な内容としては、職員が勤務時間

外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割

増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う

手当などに充当していただくことを想定している。

各自治体においては、支援を必要とするすべての事業所等へ支援が行

き渡るよう、予算措置に御配慮いただきたい。

４．令和２年人事院勧告に対する公定価格の対応について

（関連資料12参照）

子ども・子育て支援新制度における公定価格では、「積み上げ方式」

の下、人事院勧告に伴う国家公務員の給与の改定状況を反映して水準を

見直してきた。

令和２年度においては、昨年10月の人事院勧告に伴い、国家公務員の

給与について今年度から期末手当を0.05月分引き下げる改定がされたこ

とを踏まえ、公定価格においても令和２年度分の単価からこの内容を反

映することとしている。（保育士平均▲0.3％）

なお、公定価格に係る告示の改正は通常国会に提出される令和２年度

補正予算案（第３号）の成立後に公布予定であるが、その適用開始月の

取扱いについては、従来と同様の年度当初に遡る取扱いとはせずに、改
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定告示の公布日が属する月の翌月分（公布日が月初日の場合は当該月分）

の公定価格からの適用とすることとし、適用月分以降の公定価格で年間

の減額相当額の全額（0.05月分）をまとめて減額※することとしている

のでご留意いただくとともに、都道府県におかれては管内市区町村に周

知をお願いする。

※ 例えば、令和３年２月分の公定価格から適用する場合は、令和３年

２月分及び３月分の公定価格からそれぞれ年間の減額相当額の半額

（0.025月分）を減額

５．認可外保育施設の質の確保・向上について

（関連資料13～18参照）

幼児教育・保育の無償化を契機に認可外保育施設の質の確保・向上を

図ることが重要であり、認可外の居宅訪問型保育事業等に係る保育従事

者の資格・研修要件の設定並びに集団指導の実施、立入調査の際の評価

基準について施設類型に応じた基準の設定等の対応を行っている。

令和３年度予算案においても、

・ 認可保育所等への移行を希望する施設に対する運営費や改修費等

の補助、

・ 指導監督基準の内容の説明や事故防止に向けた助言等を行う巡回

支援指導員の配置支援、

・ 指導監督基準のうち設備基準を満たしていない施設に対して、認

可基準を満たすための改修費等の支援

等に係る経費を計上している。

また、幼児教育・保育の無償化に係る給付事務の実施に当たり、市町

村が、都道府県等が有する認可外保育施設の情報を確認可能とする子ど

も・子育て支援情報公表システムを構築し、令和２年９月末に公開を開

始している。

なお、令和２年度に入り、マッチングサイトを介したベビーシッター

利用で、子どもへのわいせつ容疑でベビーシッターが逮捕される事案が

相次いで発生したことを受け、

・ 「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」の改訂、

・ 都道府県等に対して、マッチングサイトを利用する場合の事前の

情報収集の徹底などを保護者に促すよう依頼、

・ マッチングサイト運営者への注意喚起、

を行った。
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さらに、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に

関する専門委員会において、ベビーシッターがわいせつ事案等を起こし

た場合の更なる対応について検討を進めている。

６．令和３年度における社会保障（子ども・子育て支援）の

充実等について

（１）令和３年度における社会保障（子ども・子育て支援）の充実

等について

（関連資料19～22参照）

子ども・子育て支援の充実に関しては、「質の向上」及び「量的拡充」

を実施するため、令和３年度の「社会保障の充実」に充てられる消費税

増収分3.89兆円のうちの0.7兆円を充てることとしている。

また、消費税財源以外の財源で実施する「質の向上」としてはこれま

で、保育士等の２％の処遇改善の実施について平成29年度から取り組ん

でおり、また、保育所等において非常勤栄養士の配置を促進するための

加算の充実や、一時預かり事業を保育所以外で実施する施設の普及を促

進するための事務経費に対する支援について令和２年度から取り組んで

いるが、令和３年度においても引き続き実施していく。

これらにより必要となる地方負担については、地方財政措置が講じら

れるものであり、各地方自治体においても積極的な取組をお願いする。

また、平成29年12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケー

ジ」に基づき、消費税10％への引き上げによる財源を活用し、保育士の

更なる処遇改善、幼児教育・保育の無償化等に取り組んでおり、令和３

年度においても引き続き実施していく。

（２）病児保育事業の単価見直しについて （関連資料23参照）

病児保育事業は、保育所等と同様、新型コロナウイルス感染症の影響

化にあっても、地域において病児保育事業の提供体制を維持していくこ

とが引き続き必要である。

このため、来年度から、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ

つつ、提供体制を安定的に確保するため、基本単価の比率の引き上げ等

の単価見直しを行うこととしているところであり、各地方自治体におい

ては、引き続き病児保育事業の提供体制を確保するため、予算措置等を

講じていただくよう、お願いしたい。
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７．放課後児童対策について

（１）「新・放課後子ども総合プラン」の推進について

放課後児童クラブの実施状況について、毎年５月１日現在（令和２年

は７月１日現在）の状況を取りまとめているところであるが、令和２年

においては登録児童数、クラブ数ともに増加し、過去最高値となった。

また、利用できなかった児童（待機児童）数は対前年2,266人減少し、

15,995人（うち、小学１年生～３年生7,534人（前年比▲1,190人）、小

学４年生～６年生8,461人（前年比▲1,076人））となった。

１．登録児童数：前年比11,701人増加

1,299,307人（令和元年） → 1,311,008人（令和２年）

２．放課後児童クラブ数：前年比744か所増加

25,881か所（令和元年） → 26,625か所（令和２年）

３．放課後児童クラブの支援の単位数：前年比1,487支援の単位増加

33,090支援の単位（令和元年） → 34,577支援の単位（令和２年）

４．利用できなかった児童数：前年比2,266人減少

18,261人（令和元年） → 15,995人（令和２年）

うち、小学１年生～３年生：前年比1,190人減少

8,724人（令和元年） → 7,534人（令和２年）

小学４年生～６年生：前年比1,076人減少

9,537人（令和元年） → 8,461人（令和２年）

次代を担う人材を育成し、加えて共働き家庭等が直面する「小１の壁」

を解消する観点から、厚生労働省と文部科学省の連携のもと、平成30年

９月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童クラブの

待機児童の早期解消、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実

施の推進等による全ての児童（小学校に就学している児童）の安全・安

心な居場所の確保を図ることとしている。（関連資料24参照）

（ア）国全体の目標達成に向けた整備について

「新・放課後子ども総合プラン」では、

(ⅰ)放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整

備し、待機児童の解消を目指し、その後、女性就業率の更なる

上昇に対応できる整備を行い、2019年度から2023年度までの５

年間で約30万人分の整備を図る
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（ⅱ）全ての小学校区（約２万か所）で、放課後児童クラブ及び放課

後子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち一体型の放課

後児童クラブ及び放課後子供教室について、１万か所以上で実

施することを目指す

（ⅲ）新たに放課後児童クラブ又は放課後子供教室を整備等する場合

には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する

放課後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す

（ⅳ）放課後児童クラブは、単に保護者が労働等により昼間家庭にい

ない小学校に就学している児童を授業の終了後に預かるだけで

はなく、児童が放課後児童支援員の助けを借りながら、基本的

な生活習慣や異年齢児童等との交わり等を通じた社会性の習得、

発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができる「遊びの場」「生

活の場」であり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育

成を図る役割を負っているものであることを踏まえ、こうした

放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等

のより一層の向上を図る

こととしている。引き続き、市町村（特別区含む。以下同じ）におい

ては子ども・子育て支援事業計画を踏まえつつ、放課後児童クラブの

ニーズに応じた受け皿整備を着実に進めていただきたい。

なお、「一体型」の取組を進めるため、総合教育会議の活用や関係

者が参画する市町村毎または学校区毎の協議会の設置などにより、学

校施設の徹底活用を進めていただきたい。

また、学校内で放課後児童クラブを実施する場合の、学校施設の管

理運営に関する関係者の不安を払拭するため、学校、教育委員会、事

業の実施主体等の間で取り決める協定書のひな形を作成し、令和元年

７月４日付け事務連絡で周知しているので参考にされたい。加えて、

「一体型」の取組を進めるにあたっては、小学校の余裕教室の改修、

設備の整備・修繕及び備品の購入のための経費を放課後子ども環境整

備事業において補助しているので、積極的にご活用いただきたい。

（関連資料25、26参照）

（イ）「一体型」の推進について

「一体型」の放課後児童クラブと放課後子供教室は、同一の小学校

内等で両事業を実施することで、全ての児童の安全・安心な居場所が

確保できること、また、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放

課後子供教室の活動プログラムに参加し、多様な体験ができること、

さらに、地域のボランティア及び異年齢児との交流が図られることと

いうメリットがある。
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厚生労働省としては「新・放課後子ども総合プラン」において、20

23年度末までに、１万か所の一体型事業の実施を目指している。同一

学校内で両事業を実施する場合など、どのように共通プログラムを実

施できるか検討いただき、できる部分から取り組んでいただきたい。

なお、「一体型」として実施する場合でも、両事業の機能を維持し

ながら取り組んでいただく必要があり、特に放課後児童クラブについ

ては、児童が安心して生活できる場としての機能を十分に担保するこ

とが重要であるため、市町村が条例で定める基準を満たすことが必要

である。

（２）放課後児童対策関係予算の概要

令和３年度予算案については、「新・放課後子ども総合プラン」に基

づき、2021年度末までに約25万人分の受け皿を整備し待機児童の解消を

目指し、2023年度末までに計約30万人分の受け皿の整備を図るとともに、

引き続き施設整備費の補助率の嵩上げを行う。

また、放課後の子どもの居場所の確保や、放課後児童クラブの育成支

援の内容の質の向上や安全確保を図るため、放課後児童クラブを巡回す

るアドバイザーを市区町村等に配置する事業等の実施など、放課後児童

対策を推進するために必要な予算を計上している。

（関連資料27～31参照）

① ソフト面（運営費）について

令和３年度予算案においては、「新・放課後子ども総合プラン」に

基づき、138.6万人（令和２年度）→147.1万人（令和３年度）（＋8.

5万人）の受入児童数の拡大を予定している。

また、放課後児童クラブの育成支援の質の向上を図るため、令和３

年度予算案において、

ア 遊びや生活の場の清掃、消毒等の運営に関わる業務、児童が宿

題等に取り組むような促しや進捗管理のサポート等、育成支援の

周辺業務を行う職員の配置に必要な経費に対する補助

イ 第三者評価を受審した場合に必要な費用に対する補助

を創設することとしているので、積極的な事業実施をお願いしたい。

加えて、放課後児童健全育成事業の適切な運営を図るとともに育成

支援の質の確保及び向上を図るためには、放課後児童支援員等の処遇

改善に努めることが重要である。このため、

・ 平成26年度より、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組む

とともに、18時半を超えて事業を行う者に対して賃金改善に必要
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な経費を補助する放課後児童司絵人等処遇改善等事業や、

・ 平成29年度より、勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に必

要な経費を補助する放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事

業

を実施している。当該事業は、実施率が低調なことから、各市町村に

おかれては積極的に活用いただき、放課後児童支援員等の処遇改善に

取り組んでいただきたい。

② ハード面（整備費）について

令和３年度予算案の内容としては、

ア 昨今の資材費及び労務費の上昇傾向等を踏まえた国庫補助基準

額の引上げ

イ 放課後児童クラブに待機児童が発生している場合等に、補助率

の嵩上げを実施

○ 公立の場合の国庫補助率 １／３→２／３

○ 民立の場合の国庫補助率 ２／９→１／２

を予定している。

③ 放課後児童対策の推進について

放課後児童対策の推進を図るため、児童館、公民館等の既存の社会

資源の活用や、小規模・多機能による放課後の子どもの居場所の確保

を促進するために必要な予算を計上している。

また、放課後児童クラブの育成支援の内容の質の向上や安全確保を

図るため、放課後児童クラブを巡回するアドバイザーを市区町村等に

配置する事業等を実施するために必要な予算を計上している。

④ 研修事業について

研修事業については、放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研

修を実施するために必要な経費の補助、及び放課後児童支援員等の質

の向上のための現任研修を実施するために必要な経費の補助を引き続

き計上している。

認定資格研修については、令和２年７月現在で、放課後児童支援員

のうち当該研修を受講した者の割合は、90.4％であった。都道府県等

におかれては、放課後児童支援員の質の確保の観点から多くの放課後

児童支援員が研修受講できるよう、計画的な研修の実施に特段のご配

慮をいただきたい。

なお、放課後児童クラブの運営費において、「放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準」第10条第３項各号のいずれかに該
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当するものであって、令和５年３月31日までに認定資格研修を修了す

ることを予定している者であれば放課後児童指導員としてみなすこと

ができる。この場合、当該者の研修計画を放課後児童健全育成事業者

等と相談しながら市町村が作成し、原則採用から１年以内に研修を修

了させるよう努めることとしているため、都道府県等におかれては、

当該者が早期に認定資格研修を受講できるよう機会の確保に努めてい

ただきたい。

放課後児童支援員等資質向上研修事業については、平成27年３月に

とりまとめられた「放課後児童クラブに従事する者の研修体系の整理

－放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会まとめ－」に

おいて、「放課後児童支援員等の資質の向上を図るためには、個々の

職員の経験年数や保有資格、スキルに応じて、（略）計画的に育成し

ていくシステムを構築していくことが必要」とされている。また、放

課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業のうち、経験年数が概ね

５年以上の放課後児童支援員に対する支援については、一定の研修を

修了した者が対象となっているため、地域における現任研修に積極的

に取り組んでいただきたい。

⑤ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援について

放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染拡大防止を図る

ため、令和２年度第３次補正予算案において、

ア 感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事

業を継続的に提供していくため、職員が感染症対策の徹底を図り

ながら事業を継続的に実施していくために必要な経費（かかり増

し経費、研修受講等）のほか、事業所等が配布する子ども用マス

ク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や事業所等の消毒に必

要となる経費を補助

イ 業務のICT化を推進するとともに、オンライン研修を行うため

に必要な経費を支援

することとしている。

この、「かかり増し経費」の具体的な内容としては、職員が勤務時

間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の

割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴

う手当などに充当していただくことを想定している。

各市町村におかれては、支援を必要とするすべての放課後児童クラ

ブへ支援が行き渡るよう、予算措置に御配慮いただきたい。

また、令和３年度予算案において、新型コロナウイルス感染症への

対応として、
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ア 小学校の臨時休業等に伴う放課後児童クラブの対応にかかる財

政支援

イ 放課後児童クラブの利用料にかかる財政支援

を引き続き実施することとしているので、ご承知おき願いたい。

８．児童虐待防止対策の強化について

（１）児童相談所における児童福祉司の配置状況及び令和３年度の計

画について （関連資料32参照）

児童相談所の体制強化については、平成30年12月に「児童虐待防止対

策体制総合強化プラン」（新プラン）を決定し、計画的な増員に取り組

んできたが、今般、相談対応件数が増加している状況等を踏まえ、児童

福祉司及び児童心理司の増員について、計画を１年前倒し、来年度まで

にプランで掲げている人員体制の確保を目指すこととした。

具体的には、令和３年度までに、児童福祉司は5,260人、児童心理司

は2,150人となる体制を確保できるよう、必要な地方交付税措置が講じ

られる予定となっているほか、引き続き、自治体における採用活動等へ

の支援に取り組むこととしている。

自治体の皆様におかれても、新プラン達成に向け、引き続きご協力を

お願いする。

（２）要保護児童等情報共有システムについて （関連資料33参照）

児童相談所・市区町村における情報共有や、転居ケース等における対

応を効率的・効果的に行うために、今年度、国の予算において、全国統

一の情報共有システムの開発を行っており、来年度より運用を開始する

こととしている。

全てのケースの情報を登録することは、入力業務等の外部委託を行っ

たとしても、一定の時間を要するものと考えられるが、まず、他の自治

体に転居した事案のケース記録を転居先の自治体に情報提供すること

や、行方不明となった事案に関する全国の児童相談所への通知について

は、システムの運用開始とともに、全ての児童相談所において、システ

ムを利用して対応していただきたい。これにより、転居事案については、

より迅速かつ正確な情報提供が可能となり、行方不明事案の対応は、過

去に通知された事案の検索が容易になるといった利点がある。

全国すべての都道府県で実施されることが、地域の穴がないシステム

として運用するために必要となることから、来年度当初からの対応を重
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ねてお願いする。なお、来月（２月）、オンラインでのブロック別説明

会を開催する予定としており、そうした場にも積極的に参加していただ

きたい。

（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等

を踏まえた支援対象児童等への対応等について（関連資料34参照）

昨年４月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法

律第 31 号）に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、同宣言に

基づき緊急事態措置を実施すべき期間（同日から５月31日まで）におい

て、「「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施について」（令和

２年４月27日付け子発0427第３号厚生労働省子ども家庭局長通知）等を

発出し、子どもの生活環境の変化に伴う支援対象児童等の状況の変化の

把握に努めるとともに、必要な支援に取り組んでいただいたところ。今

般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和３年１月８日

から２月７日までが緊急事態措置を実施すべき期間とされたことに伴

い、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を

踏まえた支援対象児童等への対応等について」（令和３年１月８日付け

事務連絡）を発出した。緊急事態措置を実施すべき区域内の自治体にお

かれては、当該内容に留意の上、支援が必要な子どもや家庭に遺漏なく

対応していただくようお願いする。

（４）令和３年度予算案について （関連資料36参照）

令和３年予算案においては、「児童虐待防止対策対策の抜本的強化」

等を踏まえ、以下のとおり、児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策

を迅速かつ協力に推進するための予算措置を行っているので、各都道府

県等におかれては、積極的な取組をお願いしたい。

① 児童相談所の体制強化等

児童相談所における体制強化や職員の資質向上を図るため、令和３年

度予算案では、

〇 通信課程（１年）を活用した児童福祉司の任用資格の取得を支援す

る事業の創設

〇 自治体が行う採用活動への支援について、今後、児童相談所を設置

する予定の自治体を補助対象に加えるよう、事業を拡充すること

〇 オンラインによる研修の充実、児童相談所の指導的な立場の職員に

対する各ブロック単位での研修の実施、人材育成のために他の自治体

の児童相談所へ職員を派遣する取組に対して支援（広域的なマッチン
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グ）を行う仕組みを構築するなど、研修事業を拡充すること

などを盛り込んでいる。

このほか、令和２年度第三次補正予算案では、

〇 ＩＣＴの活用等による児童虐待・ＤＶ等の相談支援体制の強化

〇 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談の受付体制

（ＳＮＳ版「１８９」）の構築

〇 児童相談所相談専用ダイヤルの無料化

などを盛り込んでいる。

②一時保護に対する支援の充実

児童相談所における相談対応件数の増加に伴い、一時保護の件数も増

加している状況を踏まえ、令和３年度予算案では、

〇 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に

ついては、本体施設とは別に、一時保護の受入体制を整備した場合に

事務費が加算されるが、これらの施設以外の施設（障害児入所施設等）

についても同様に事務費が支弁できる仕組みの創設

〇 民間施設において一時保護の委託先となる施設整備を行う際の改修

費の補助対象について、賃貸物件以外の物件の改修についても対象と

なるよう、事業を拡充すること

〇 保護者が新型コロナウイルスに感染し、入院した場合等において、

濃厚接触者となった児童を医療機関で保護する際、医療機関に対して、

一時保護委託手当の支弁を可能とする仕組みの創設

〇 乳児院への入所措置の場合に設けられている病虚弱等児童加算につ

いて、一時保護委託の際にも適用すること

などを盛り込んでいる。

③ 地域における子どもの見守り体制の強化

新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの見守り機会が減少

し、児童虐待のリスクが高まっていることから、令和２年度第三次補正

予算案において、子ども食堂や子ども宅食を運営する民間団体等と連携

して地域における見守り体制を強化する「支援対象児童等見守り強化事

業」について、安定的実施に向け、引き続き財政支援を行う。令和３年

度当初予算案においては、児童の安全確認等のための体制強化を図るた

め、児童相談所や市区町村に子どもの状況確認を行うための職員を配置

するための補助を拡充する。また、児童虐待の早期発見・早期対応を一

層推進するため、市区町村における地域とつながりのない未就園児等の

いる家庭等を訪問する取組に対する補助を行う。
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④ 要保護児童等に関する情報共有システムの構築

児童相談所・市区町村における情報共有や、転居ケース等における対

応を効率的・効果的に行うため、要保護児童等に関する情報共有システ

ムの整備を進めることとしており、令和２年度第三次補正予算案におい

て、自治体におけるシステム改修費等に対する補助を行うこととしてい

る。また、令和３年度当初予算案においては、令和２年度において開発

した全国統一の情報共有システムの運用・保守に係る経費を計上してい

るところである。

９．社会的養育の充実について

（１）都道府県社会的養育推進計画について

（関連資料35参照）

平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「家庭養育優先原則」を徹底

し、子どもの最善の利益を実現していくため、各都道府県等において、

令和元年度末までに「都道府県社会的養育推進計画」を策定いただいた

ところである。

この計画は、

・ 全ての地域において、質の高い里親養育を実現するため、里親の

リクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里

親に対する研修、子どもと里親とのマッチング、子どもの里親委託

中における里親養育への支援、里親委託解除後における支援に至る

までの一連の業務（フォスタリング業務）を一貫して担う、包括的

な実施体制を2020年までに構築すること

・ 乳児院や児童養護施設については、施設での養育を必要とするケ

アニーズの高い子どものための質の高い養育や、小規模かつ地域分

散化の推進、里親や在宅家庭への支援等を行うなどの多機能化・機

能転換を進めること

・ 一時保護について、子どもの権利擁護が図られ、安全・安心な環

境で適切なケアが提供されることが重要であることから、一時保護

の改革を行い、見直しや体制整備を図ること

など、在宅での支援から特別養子縁組、代替養育や自立支援などが網羅

されたものとなっている。これらの項目全ては緊密につながっており、

一体的かつ全体的な視点をしっかり持って進めていただきたい。

特に、里親等委託率の目標値や里親等委託推進に向けた取組内容等に

ついては、昨年８月に各都道府県等の策定状況をレーダーチャートに取

りまとめて公表したところであるが、各都道府県等の里親等委託率の目
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標値は、国で掲げる目標に近いものから、現状の水準にとどまるものま

で、依然として地域によるばらつきが見られる状況である。

このため、先般、各都道府県等に対して、里親等委託推進に向けた取

組等について個別にヒアリングを実施し、国の財政面での支援の活用を

含めた更なる取組をお願いしたところであるが、各都道府県等におかれ

ては、今一度、児童福祉法における「家庭養育優先原則」の趣旨とこれ

を踏まえた国の数値目標、並びに本計画の意義を十分にご認識いただい

たうえで、一層の取組をお願いしたい。

（２）令和３年度予算案における社会的養育の推進関係事業等につい

て （関連資料36、37参照）

令和３年度予算案においては、「都道府県社会的養育推進計画」に基

づく各都道府県等の取組を支援するため、

① 令和６年度末までの期間に限り、目標の達成に向けて意欲的に取

り組む自治体に対する里親養育包括支援（フォスタリング）事業の

補助率の嵩上げ（1/2→2/3）などフォスタリング機関に対する支援

の拡充

② 子どもの出自を知る権利に関する支援等に取り組む養子縁組民間

あっせん機関に対する支援の拡充や、養親希望者の手数料負担の更

なる軽減などの実施による特別養子縁組の推進

③ 児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の施設整備費等の補助率

の嵩上げ（1/2→2/3）や、地域小規模児童養護施設等の定員要件の

緩和等の実施による児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進

④ 里親支援専門相談員や心理療法担当職員の配置支援の拡充等の実

施や、地域の要支援家庭等を一時的に入所又は通所させて支援を行

う親子支援事業の創設など、児童養護施設等の地域支援の取組の強

化

⑤ 児童養護施設等の退所者が適切に医療を受けるための医療連携に

必要な費用の補助の支援の拡充や、退所者の法律相談に対応するた

めの補助の創設など、自立に向けた継続的・包括的な支援体制の構

築

などを計上している。各都道府県等におかれては、令和３年度予算案で

拡充した内容も含め、国の財政面での支援を積極的に活用いただき、里

親等委託推進をはじめとする「都道府県社会的養育推進計画」に基づく

取組を一層強化していただくようお願いする。
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10．ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性

への支援等の推進について

（関連資料38、39参照）
ひとり親家庭を取り巻く状況については、平成28年度に実施した全国ひ

とり親世帯等調査の結果において、母子世帯の就業率は81.8％、父子世帯

の就業率は85.4％と高い水準にあるが、特に母子世帯については雇用環境

や所得状況が平成23年度の前回調査から改善しているものの、就業者のう

ち43.8％はパート・アルバイト等の不安定な就労形態にあり、平均年間就

労収入（母自身の就労収入）は200万円、平均年間収入（母自身の収入）は

243万円となっており、依然として厳しい状況にある。

このため、ひとり親家庭の支援については、「子供の貧困対策に関する

大綱」（令和元年11月29日閣議決定）及び「母子家庭等及び寡婦の生活の

安定と向上のための措置に関する基本方針」（令和２年３月23日厚生労働

省告示第78号）等に基づき、就業による自立に向けた就業支援を基本とし

つつ、子育て・生活支援、学習支援など総合的な支援施策を着実に進める

ことが重要である。

また、様々な困難な問題を抱える女性に対して、婦人相談所等で行う相

談、保護、自立支援等の取組を推進するとともに、婦人保護事業の運用面

の更なる改善に向けた取組の充実を図ることとしている。

（１）ひとり親家庭等の自立支援の推進について

令和３年度予算案においては、相談窓口のワンストップ化の推進、

子どもの学習支援、居場所づくり、親の資格取得支援、養育費確保支

援などの支援策を着実に実施するとともに、新たに以下の取組に必要

な予算を確保している。

各自治体におかれては、ひとり親家庭の生活実態や支援ニーズを踏

まえ、国庫補助金の活用も含め、支援施策の積極的な取組をお願いす

る。

① ひとり親家庭に対する相談支援体制強化事業について

ひとり親家庭の個々の状態に応じて適切な支援を提供できるよう、

タブレット等を活用した相談対応ツールの整備など、母子・父子自

立支援員等の専門性の向上を始めとした相談支援体制の強化を図る。

② ひとり親家庭住宅支援資金貸付について

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図り、自立に向けた取組を促進

するため、新たに住居費に係る貸付制度を創設する。

③ 母子家庭等就業・自立支援事業について

ひとり親家庭の親に対し心理面のアプローチも考慮した就業相談
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を実施するため、母子家庭等就業・自立支援センターに認定心理士

や産業カウンセラー等の心理カウンセラーを配置する。

④ 母子家庭等自立支援給付金事業について

高等職業訓練促進給付金について、准看護師養成機関を修了する

者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業す

る場合や４年以上の課程の履修が必要な養成機関で修学する場合に

は、４年間の支給を可能とする。

併せて、自立支援教育訓練給付金についても同様に４年間の支給を

可能とする。

⑤ 養育費等支援事業について

ＳＮＳによるオンライン相談などアクセスしやすい多様な方法に

よる相談支援を行うとともに、法的支援など専門的な相談支援体制

の更なる充実・強化を図る。

⑥ 離婚前後親支援モデル事業について

公正証書等による債務名義の作成費補助や保証会社と養育費の保

証契約を締結した際の保証料の補助など、地方自治体が先駆的に実

施する取組に対する支援の充実を図る。

⑦ 社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業について

児童扶養手当制度におけるマイナンバーを活用した情報連携のた

め、都道府県等に対して、関連するシステムの改修を行うための費

用の一部を補助する。

このほか、児童扶養手当について、本年３月分から、障害基礎年金

等の受給者について併給調整の方法を見直すことにより、児童扶養手

当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給

できるようにすることとしているので、見直し後の支給に当たっては、

受給者への周知について、特段のご配慮をお願いする。

（２）困難な問題を抱える女性への支援等の推進について

令和３年度予算案においては、婦人保護事業の運用面の更なる改善を

推進するために必要な予算を盛り込んでいるので各都道府県等におかれ

ては、地域の実情に応じた積極的な事業の実施をお願いする。

① 休日夜間電話相談事業について

ＤＶ被害、性暴力被害などの困難な問題を抱える女性からの相談に

ついては、相談者の状況によっては、深夜や祝日等に対応が必要とな

ることから、婦人相談所の体制について、土日祝日を含め２４時間対

応が可能となるよう支援体制の強化を図る。
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② 婦人相談所等職員への専門研修事業について

婦人相談員や一時保護所等職員が、入所者による携帯電話等通信機

器の利用に際して、通信機器の性能や取扱いによって生じ得る危険性

等について十分理解の上、対応するための研修に係る経費の拡充を図

る。

③ 若年被害女性等支援事業について

平成30年度からモデル事業として実施してきた本事業について、相

談支援体制や医療機関との連携等の強化、より安全・安心な居場所の

提供に向けて、夜間の相談や見守り支援を行う体制整備等を図り、本

格実施に移行する。

④ 困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業について

試行的な取組として、婦人相談員を配置している市区単位で、婦人

相談所等、都道府県の関係機関や市区の関係機関、民間団体の参画に

よる横断的な連携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援を展

開するためのネットワーク（協議会）の構築・運営への支援を行う。

⑤ 一時保護委託費の拡充について

民間支援団体への一時保護委託の積極的な活用を進めるため、同伴

児童に対する教育のための環境整備や人身取引被害者への支援等に係

る一時保護委託費の拡充を図る。

11．母子保健対策の推進について

（１）不妊症・不育症への支援について （関連資料40～42参照）

子どもを持ちたい人が、安心して産み育てられる社会の実現を目指して、

①不妊治療への経済的支援として保険適用までの間の現行の助成金の拡充

②不育症検査費用の助成制度の創設

③不妊症・不育症の方への相談支援等の充実

等の支援を行うこととしている。

①不妊治療への助成金の拡充について

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を拡充し、

・現行の夫婦合算730万円未満とする所得制限を撤廃

・助成額を１回15万円（初回のみ30万円）から１回30万円に引き上げ

・助成回数を生涯通算６回から、一子出産ごとに６回

（治療開始時に妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は３回）

・法律上の婚姻をしている夫婦に加え、事実婚の夫婦を対象

とし、令和３年１月１日終了の治療から対象とすることとした。
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この拡充に必要な予算については、令和２年度第三次補正予算案に計上

し、安心こども基金を活用して実施することとしているので、各都道府県

等におかれては、事務に遺漏のないようお願いしたい。

②不育症検査費用助成の創設について

不育症で悩まれている方々の子どもを産み育てたいという希望を叶える

ため、関係省庁による「不育症対策に関するプロジェクトチーム」が開催

され、令和２年11月30日に検討報告が取りまとめられた。

その中で、経済的支援については、現在、研究段階にある不育症検査（※

例：流産検体の染色体検査）について、先進医療の仕組みの中で実施する

ものに対して一定の補助を行うとして、保険適用を目指した検査費用助成

事業を創設する方針とされた。既に保険適用されている検査について保険

診療として実施することを要件とし、対象となる不育症検査を受けた場合

に５万円を上限として助成を行う事業を実施するための予算を令和３年度

予算案に計上した。各都道府県等におかれては、積極的な事業実施をお願

いしたい。

③不妊症・不育症への相談支援等の充実について

不妊症・不育症患者への支援としては、経済的支援のみならず、相談支

援等の拡充が求められているところである。このため、不妊専門相談セン

ター事業の加算として不妊症・不育症支援ネットワーク事業を創設し、

・ 不妊専門相談センターにおいて、医療機関、自治体、当事者団体等で

構成される協議会の実施、

・ 不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの配置、

・ 当事者団体等によるピアサポート活動等への支援の実施

などを実施するための予算を令和３年度予算案に計上したところであり、

各都道府県等におかれては、積極的な事業実施をお願いしたい。

また、上記の他、国において不妊治療等に関する広報啓発、ピアサポー

ター等の研修を実施することとしているので、ご承知おきいただきたい。

なお、不妊専門相談センターについては、令和２年８月１日時点で81箇

所の設置にとどまっていることから、センター未設置の指定都市・中核市

におかれては、設置に向けた積極的な検討をお願いしたい。また、指定都

市や中核市が単独で実施することが難しい場合、都道府県と市による共同

実施や複数の市による共同実施により協力・連携して実施する方法なども

含め、設置に向けた検討をお願いしたい。

既に設置している都道府県等におかれては、開設時間の延長や開設日数

の拡充を行うなど、相談窓口の利便性の向上や相談機能の強化について、

積極的な取組をお願いしたい。
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（２）新型コロナウイルス感染症に対する妊産婦への支援について

（関連資料43参照）

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制

約され、自身のみならず胎児・新生児の健康等について、強い不安を抱え

て生活をしている状況にあり、メンタルヘルス上の影響が懸念されるなど、

引き続き、妊産婦に対しては支援が必要な状況にある。このため、令和２

年度第二次補正予算に引き続き、第三次補正予算案においても、新型コロ

ナウイルス感染症の流行下における妊産婦への寄り添った支援を実施する

こととしている。

ただし、第三次補正予算案においては、一部事業の補助率を変更したほ

か、「不安を抱える妊婦への分娩前の検査」については、対象者を変更し

たのでご留意いただきたい。

また、幼児健康診査個別実施支援事業については、補助対象を１歳６か

月児健診及び３歳児健診へと変更している。

産後ケア事業を行う施設における感染症防止対策に係る事業も引き続き

実施する。

各自治体におかれては、地域の実情に合わせてご活用いただきたい。

（３）産後ケア事業等について

①母子保健法の一部を改正する法律について （関連資料44、45参照）

「母子保健法の一部を改正する法律」（令和元年法律第69号）につい

ては、第200回国会にて成立し、令和元年12月６日に公布された。

本法律において、市町村は、

・ 出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行

うよう努めなければならないこと、

・ 産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及

び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行わ

なければならないこと

・ 産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援

を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関

係機 関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図ることによ

り、妊産 婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を

講ずるよう努 めなければならないこと

が規定されている。

また、本法律は、令和３年４月１日から施行することとされている。

厚生労働省においては、本法律の施行に向けて、関係省令や産後ケア

事業ガイドライン等も改正したので、各都道府県におかれてもご承知い
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ただくとともに、管内市町村への周知をお願いしたい。

令和３年度予算案においては、2024（令和６）年度末までの産後ケア

事業の全国展開に向けて、十分な予算を確保しているほか、次世代育成

支援対策施設整備交付金においても、産後ケア事業を実施する施設に対

する整備費の補助を計上しているため、積極的な活用をお願いしたい。

②産前・産後サポート事業（多胎妊産婦への支援、及び父親支援につい

て） （関連資料46～48参照）

多胎妊産婦への支援として、令和２年度に、多胎児の育児経験者家族

によるピアサポート事業や、多胎家庭等へ育児サポーターを派遣する多

胎妊産婦サポーター等事業を創設した。

令和３年度予算案においては、多胎妊産婦サポーター等事業を市区町

村の規模に応じた単価の拡充等を行った。

また、新型コロナウイルス感染症の影響による急激な環境の変化のた

め、家族との関わり方に対する不安や、男性の育児参加の促進に伴って

生じる出産・子育てに関して悩む父親に対する支援のため、令和３年度

予算案において、父親等による交流会を実施するピアサポート支援や、

急激な環境の変化による父親の産後うつへの相談対応を実施するための

費用の補助を創設した。

③多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 （関連資料49参照）

多胎児を妊娠した妊婦は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査

受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が大きくなることから、令和３

年度予算案において、通常14回程度の妊婦健康診査よりも追加で受診す

る健康診査に係る費用の補助を創設した。

各市区町村においては、積極的にご活用いただきたい。

④産婦健康診査事業 （関連資料50参照）

産後２週間、産後１か月などの出産後間もない時期の産婦に対する健

康診査（母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等）に

係る補助事業を実施している。

令和３年度予算案においても、必要な件数を計上したところである。

なお、産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつへの早期対応

を行うため、産後ケア事業を実施することを要件としていることから、

産後ケア事業とともに積極的な取り組みをお願いしたい。

⑤新生児聴覚検査の体制整備事業 （関連資料51、52参照）

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害に
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よる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期

発見・早期療育が図られるよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚

検査を実施することが重要である。

しかしながら、平成30年度の母子保健課による調査結果では、検査の

受診者数を把握している市区町村における検査の受診率は86.9％、公費

負担を実施している市区町村は38.8％となっており、その取組は十分と

はいえない結果となっている。

このような状況を踏まえ、令和３年度予算案では、都道府県における

新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共有・指導

等、難聴と診断された子を持つ親への相談支援や、産科医療機関等の検

査状況・制度管理等の実施を支援するための補助を、引き続き、計上し

ている。

各市町村におかれては、検査の実施、公費による負担への取組をお願

いするとともに、各都道府県におかれては、関係者からなる協議会を設

置するなど新生児聴覚検査体制整備事業を活用し、管内市区町村におけ

る新生児聴覚検査の実施体制の整備への支援に積極的に取り組まれるよ

うお願いしたい。

（４）子育て世代包括支援センターの体制の強化について

（関連資料53参照）

子育て世代包括支援センターでは、地域のつながりの希薄化等により、

妊産婦等の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から子育て期まで

の支援を切れ目なく提供するために相談支援等を行うこととしている。

令和２年４月１日時点で1,288市区町村(2,052か所)に設置されており、

令和２年度末までの全国展開を目指して整備を進めていくこととしてい

る。

子育て世代包括支援センターの設置は、市町村の努力義務として母子

保健法上、位置づけられているところである（法律上の名称は「母子健

康包括支援センター」）。

各市町村におかれては、開設準備経費の補助や、市町村間での共同実

施に係る補助の活用や、令和元年９月にお示しした子育て世代包括支援

センター事例集を参照の上、地域の実情に応じた積極的な取組をお願い

したい。

また、令和３年度予算案においては、今般の新型コロナウイルス感染

症の状況により、不安を抱える妊産婦や家庭がある中で、誰もがより安

心・安全な子育て環境を整えるため、新型コロナウイルス感染症に不安

を抱える妊産婦、特定妊婦や、産後うつ、障害がある方への対応といっ
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た多様なニーズに対応できるよう、社会福祉士、精神保健福祉士や、そ

の他の専門職を配置することで、相談支援の機能強化を図ることとして

いる。

各都道府県においても、管内市町村のセンター設置に向けた支援をお

願いしたい。

（５）予期せぬ妊娠等で悩む若年妊婦等への支援について

（関連資料54、55参照）

児童虐待による死亡事例については、専門委員会での検証によると、

生後０日で子どもが亡くなった事案の要因は、大半が予期せぬ妊娠であ

り、予期せぬ妊娠に対する対応が０日児の死亡を防ぐことにつながると

考えれる。

そのため、令和３年度予算案では、予期せぬ妊娠などにより、身体的、

精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要な支援を

受けられるよう、若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるＮＰＯ

等による、ＳＮＳ等やアウトリーチによる相談支援や、緊急一時的な居

場所の確保などを実施するための費用を引き続き計上している。

また、当該若年妊婦等への支援については、ＮＰＯ等による実施だけ

でなく、女性健康支援センターで実施することも可能であることから、

様々な地域の実情に応じた支援の方法を検討いただき、当該補助を積極

的にご活用いただきたい。

（６）出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ）について

（関連資料56～59参照）

ＮＩＰＴについては、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、平

成25）年度から関係学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に基づき

実施されてきた。

他方、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の

不安や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていない等の問題

が指摘されている。

こうした状況を踏まえ、ＮＩＰＴの実施体制等の検討に資する必要な

データや事例の収集等を行い、その実態を把握・分析することを目的と

して、ワーキンググループを立ち上げ、令和元年10月より計４回の会議

を開催、令和２年７月にとりまとめ報告を行った。

ＮＩＰＴをはじめとした出生前検査についての検討を目的とし、令和

２年10月に、厚生科学審議会科学技術部会下に専門委員会を設置し、現

在議論を行っているところであるが、本専門委員会においては、出生前
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検査について悩みや不安を持つ妊婦や家族をサポートするため、自治体

における相談支援の充実が必要であると指摘されている。

このため、令和３年度予算案においては、女性健康支援センターの加

算として、出生前遺伝学的検査（ＮＩＰＴ）を受けた妊婦等への相談支

援体制の整備に係る補助の創設している。具体的には、ＮＩＰＴにより、

胎児が障害等を有する可能性が指摘された妊婦や家族に対し、疑問や不

安への相談支援やを行うことや、子の出生後における生活のイメージを

持っていただくことなどを目的として、障害福祉関係の機関等の紹介等

を実施することや、ＮＩＰＴに関する知識の習得や、関係機関との連携

を行うために必要となる事務等を実施することにかかる経費の補助を行

うこととしている。各都道府県等においては、積極的に活用いただきた

い。

（７）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について

（関連資料60～62参照）

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然

として深刻な社会問題となっている。

令和元年６月26日には、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童

福祉法等の一部を改正する法律」が交付されるなど児童虐待等への対応

の充実が必要となっている。

これらの状況を踏まえ、令和元年８月１日付け子母0801第１号「乳幼

児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について」において、

児童虐待防止に資する乳幼児健康診査の取組事例として、当省が実施し

た調査研究等のポイントや、自治体における取組事例を周知した。当通

知でお示ししたとおり、未受診者等に対する取組については、定期的に

フォローアップを行うこととしているので、引き続き対応をお願いした

い。

また、令和２年１月14日付け事務連絡「乳幼児健康診査未受診者等に

対する取組事例等に関するフォローアップについて」において確認させ

ていただいた取組状況については、現在、子ども子育て支援推進調査研

究事業において内容を精査しているところであり、結果については改め

て各自治体宛に連絡するので参考としていただきたい。

さらに、令和２年１月31日付け子発0131第７号「母子保健施策を通じ

た児童虐待防止対策の推進について」において、乳幼児健康診査未受診

者等の発育状況等の適切な把握や、市町村職員の専門性の強化のための

研修の実施について示しているところであり、引き続き、漏れることの
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ないように御対応いただきたい。

児童虐待の防止については、これらの取組以外にも、母子保健部署と

子育てに関わる様々な部署との連携がとても重要であることから、多機

関での情報共有や支援体制の構築などの取組みを、より一層推進してい

ただきたい。

・「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」（平成30

年７月20日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

・「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について」（令

和元年８月１日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

・「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」（令和２

年１月31日厚生労働省子ども家庭局長通知）

（８）母子保健情報の利活用の推進について （関連資料63参照）

厚生労働省「データヘルス改革推進本部」事務局に設置された「自身

のデータを日常生活改善等につなげるＰＨＲの推進」プロジェクトチー

ムにおいて、自らの健診・検診情報の利活用を推進することとしている。

母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関

する情報（特定個人情報番号86）についても、令和２年10月より情報連

携の対象となっている。

各自治体においては、引き続き、データ標準レイアウトに基づき、マ

イナンバー制度における中間サーバーへの副本登録を進めていただきた

い。

（９）成育基本法（略称）について （関連資料64～67参照）

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」（平

成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。）は平成30年12月14

日に公布され、令和元年12月１日に施行された。

本法は、子どもたちの健やかな成育を確保するため、

・成長過程を通じた切れ目ない支援

・科学的な知見に基づく適切な成育医療等の提供

・安心して子どもを産み育てることができる環境の整備

などを基本理念として、関係する施策を総合的に推進していくことを目

的としている。

厚生労働省においては、本法律に基づき、成育医療等に従事する者や

有識者から構成される成育医療等協議会の設置し、成育医療等基本方針

の策定に向け、関係省庁と連携して検討を進めている。
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本法律において、都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を作

成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が

確保されるよう適切な配慮するよう努めるものとされている。

各都道府県におかれては、上記の医療計画等を作成するに当たり、法

の趣旨や今後策定する予定の成育医療等基本方針の記載内容を踏まえ、

当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の内容等を記載す

るよう努めていただきたい。なお、成育過程にある者等に対する保健に

ついては、「健やか親子２１（第２次）」に基づき、引き続き取組を推

進していただきたい。

（10）ＣＤＲ（Child Death Review）について （関連資料68参照）

予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review（以下「ＣＤＲ」

という。））は、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機

関、警察、消防、行政関係者等）が、子どもの既往歴や家族背景、死に

至る直接の経緯等に関する様々な情報を収集し、死因の検証を行うこと

により、効果的な予防対策を導き出し予防可能な子どもの死亡を減らす

ことを目的とするものである。

今般、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、令和２年度

に一部の都道府県で実施している予防のための子どもの死亡検証体制整

備モデル事業について、令和３年度予算案においても、引き続き、モデ

ル事業として試行的に実施するための予算として、13自治体程度分を計

上している。

都道府県においては、趣旨をご理解いただき、積極的に実施を検討い

ただくようお願いする。

－31－





（連 絡 事 項）





１．保育対策等の推進について

（１）保育対策関連予算について （関連資料69参照）

① 待機児童の解消等に向けた取組の推進

できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25～44歳)

の就業率の上昇に対応するため、「新子育て安心プラン」に基づき、

保育所等の整備などを推進するとともに、保育を支える保育人材の

確保のため、保育士・保育の現場の魅力発信や保育士の業務負担軽

減等を実施する。

ア 保育の受け皿整備 602億円（767億円）

「新子育て安心プラン」に基づき、令和６年度末までに約14万

人分の保育の受け皿を確保するため、保育所等の整備などによる

受入児童数の拡大を図る。

《令和３年度予算案等の主な内容》

○保育所等整備交付金

「新子育て安心プラン」に参加する自治体においても、補

助率の嵩上げ（1/2→2/3）等を引き続き実施する。

○保育所等改修費等支援事業【拡充】

「新子育て安心プラン」に参加する自治体においても、補

助率の嵩上げ（1/2→2/3）等を引き続き実施する。

賃貸物件を活用して保育所等を設置する場合の改修費等の

補助について、ニーズに応じた受け皿整備や、地域偏在、保

育環境の向上等を図るため、利用者の利便性向上のための改

修や、よりよい保育の環境を整備するための改修等も補助対

象に加える。

【令和２年度補正予算案】 317億円

保育の受け皿整備等を進めるため、保育所等の整備に必要

な経費を補正計上。

◆ 安心こども基金における保育の受け皿整備事業の実施期

限について、「新子育て安心プラン」に合わせ、令和６年

度末まで延長する。

◆ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度による保育所等に

対する公費助成予算を延長する。（社会・援護局予算）
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イ 保育人材確保のための総合的な対策 191億円（190億円）

《令和３年度予算案等の主な内容》

○保育士・保育の現場の魅力発信事業【新規】

保育現場で就業しやすくなるよう、保育士の専門的な保育

技術を可視化するなどの保育の見える化を含め情報発信のプ

ラットフォームの作成や保育体験イベントなど、様々な対象

者に対する保育士・保育の現場の魅力発信を実施する。

また、保育士確保や定着、労働条件等の改善に配慮した取

組等に関して、関係機関とも連携して、相談しやすい環境を

整備する。

○若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業【拡充】

保育士の業務負担の軽減・働き方の見直しを行い、魅力あ

る職場づくりを支援するため、社会保険労務士などが巡回し、

保育所等を支援するとともに、魅力ある職場づくりを行う保

育所等の啓発セミナー等を支援する。

○保育士宿舎借り上げ支援事業【見直し】

対象者の予見可能性を高めるために要件を見直すとともに、

事業の対象となる者とならない者との公平性等に鑑み、対象

期間の段階的な見直しを図る。

＜見直し＞

採用された日から起算して９年以内の常勤の保育士

※ 直近２か年の１月の職業安定所別の保育士の有効求人

倍率が連続して２未満の場合は、採用日から５年以内

ただし、令和元年４月及び令和２年４月の待機児童数

がいずれも50人以上の場合は、令和３年度に限り９年以

内

※ 令和２年度に事業の対象だった者で引き続き令和３年

度も事業の対象となる場合は、令和２年度の年数を適用

○保育補助者雇上強化事業【拡充】

保育士の業務負担軽減を図るため、補助者の勤務時間週30

時間以下の要件を撤廃し、事業の促進を図る。

○保育士・保育所支援センター設置運営事業【拡充】

・ 現職保育士に対して、就業継続に向けた必要な相談支援

を実施するとともに、保育士以外の保育補助者や保育支援
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者のマッチングに係る経費を補助対象に加える。

・ 保育士・保育所支援センターと市町村がシルバー人材セ

ンターと合同で実施する就職相談会に係る経費を補助対象

に加える。

・ 保育士・保育所支援センターの情報発信機能を強化し潜

在保育士の掘り起こしを行うとともに、管内の保育所等を

巡回して求人情報の収集やヒアリング等を実施しマッチン

グ機能の向上を図る。

【令和２年度補正予算案】

○保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業 14億円

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、保育

の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務シス

テムの導入を支援するとともに、都道府県等で実施されて

いる研修について、在宅等で受講できるよう、オンライン

研修を行うために必要な教材作成経費等を支援する。

・ 都道府県が実施する保育士試験の申請手続や保育士資格

の登録申請手続等について、オンラインによる手続を可能

とするために必要なシステム改修費等を支援する。

○保育士修学資金貸付等事業【新規】 29億円

保育士資格の取得や再就職を目指す者等に対する修学資金

等の貸付原資等を補助する。

ウ 多様な保育の充実 110億円（ 70億円）

《令和３年度予算案の主な内容》

○医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

モデル事業として実施している医療的ケア児保育支援モデル

事業を一般事業化するとともに、喀痰吸引等研修を受講した保

育士が「医療的ケア児保育支援者」として管内保育所の巡回支

援を行う場合、処遇改善を実施する。

○広域的保育所等利用事業【拡充】

・ 地域の実情に応じて保育需要のマッチングを行うため、送

迎センターのか所数によらず、送迎バスの台数や保育士の配

置に応じて加算できる仕組みとするとともに、こども送迎セ

ンタ－等事業を実施する委託事業者が損害保険等に加入した

場合の保険料等を支援する。
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・ 保育所等への送迎後の空き時間を有効活用できるよう、本

事業をより有効に活用できるよう、保育所等への巡回以外の

時間帯において、一時預かり事業等への巡回を可能とする。

○家庭支援推進保育事業【拡充】

特別な配慮が必要な児童（40％以上）のうち、外国籍の子ど

もが占める割合が特に高い保育所等（20％以上）について、加

配保育士１名分を追加し、合計２名分の補助基準額を適用する。

【令和２年度補正予算案】

○保育環境改善等事業 117億円

令和２年度１次、２次補正に加え、職員が感染症対策の徹

底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経

費（かかり増し経費）や、都道府県等が保育所等に配布する

マスク等購入、保育所等の消毒に必要となる経費を支援する。

エ 認可外保育施設の質の確保・向上 20億円（ 29億円）

認可外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関す

る指導・助言を行う「巡回支援指導員」の地方自治体への配置や、

必要な知識、技能の修得及び資質の確保のための研修の実施等、

認可外保育施設の質の確保・向上に取り組む。

指導監督基準のうち、職員配置基準は満たしているが設備基準を

満たしていない認可外保育施設に対して、認可保育所等の設備の基

準を満たすために必要な改修費や移転費等を支援する。

② 子ども・子育て支援新制度の着実な実施 ※厚労省及び内閣府予算

「新子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿を整備するとと

もに、引き続き、すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町村

が実施主体となり、幼児期の学校教育、地域の子ども・子育て支援

の量的拡充及び質の向上等を図る。

ア 子どものための教育・保育給付

「新子育て安心プラン」に基づき、令和３年度から令和７年度

までの各年度において所要の額を確保。

イ 地域子ども・子育て支援事業

○利用者支援事業（保育コンシェルジュ）

保護者に「寄り添う」の実施を促し、地域におけるミスマッ

チ解消を図るため、実施要件を緩和し、待機児童数が50人未満
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である市町村でも「新子育て安心プラン」に参画すれば利用可

能とする。

○病児保育事業

補助単価について、提供体制を安定的に確保するため利用児

童数の変動によらない基本単価の引上げを図る。

また、令和２年度３次補正予算案により、病児保育事業所に

おいて、空き状況の見える化や予約・キャンセル等のＩＣＴ化

を行うために必要なシステムに係る導入費用の一部を補助する。

ウ 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の推進

仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制

の充実を図るため、企業主導型の事業所内保育等の保育を支援す

る。

・企業主導型保育事業

休日や夜間の対応など企業の勤務時間に合わせた保育や、複

数企業による共同利用などの柔軟で多様な保育の提供を可能と

した施設を支援する。

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が、ベビーシ

ッター派遣サービスを利用しやすくなるよう支援する。

また、「新子育て安心プラン」に基づき、割引券の補助枚数

を子ども１人につき１日１枚から２枚に引上げ。

・子ども・子育て支援に積極的な中小企業に対する助成事業

（仮称）【新規】

「新子育て安心プラン」に基づき、中小企業への支援策とし

て、くるみん認定を活用し、育児休業等取得に積極的に取り組

む中小企業に対する支援を行う。

（２）待機児童数等調査（令和３年４月１日時点）について

「新子育て安心プラン」では、できるだけ早く待機児童の解消を目

指すこととしているが、これは現行の「子育て安心プラン」の目標と

している今年度末までの待機児童解消を先送りするものではなく、今

後の女性就業率の上昇に対応するためのもである。

令和３年４月１日時点の待機児童数調査については、例年と同様、
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令和３年４月中旬に調査票の発出（提出期限：５月末）を予定してい

るので、各市区町村におかれては、引き続き、保護者に「寄り添う支

援」の実施等により保護者のニーズを丁寧に把握し、調査要領に沿っ

て適切に調査票を記載の上、提出いただくようお願いする。

（３）人口減少地域等における保育提供体制の在り方の検討について

人口減少地域等における保育提供体制の在り方については、子ども

・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について（令

和元年12月10日子ども・子育て会議）において、「離島・へき地を含

む人口減少地域等における保育に関するニーズの見通しや取組事例を

把握するための実態調査の実施など、その実態の把握や対応策として

何が考えられるかの検討に着手すべき」とされていること等を踏まえ、

今年度調査研究を行っているところ。

既に本調査研究の一環として、各自治体にアンケート調査を依頼し

たところであり、多くの自治体から回答をいただき感謝申し上げる。

人口減少のスピードや状況は地域においてそれぞれ状況が異なると

ころであり、今後とも地方自治体からのヒアリング等を通じながら施

策の検討等を行っていきたいと考えており、引き続き協力をお願いし

たい。

（４）災害発生時又は感染症流行時における保育所等の対応について

保育所等における非常時の臨時休園等の対応の実態と課題を把握す

るとともに、適切な対応を行うために求められる体制整備や取組、保

育の実施主体である市町村の役割について整理を行い、示すことを目

的として、令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保育所

等における災害発生時又は感染症流行時の対応等に関する調査研究事

業」を行い、令和２年３月に報告書等を取りまとめ、お示ししている

ところ。

報告書では、臨時休園における判断基準等を検討するに当たっての

考え方や、代替保育について、事前に市区町村において決めておくべ

き事項等についてお示ししているところである。

なお、本報告書が対象とする自然災害や感染症とは、季節性の豪雨

災害等の事前に予見可能性のあるものであり、地震や今般の新型コロ

ナウイルス感染症等に必ずしも適用できるものではない点について御

留意いただきたい。

新型コロナウイルス感染症等に関する臨時休園の考え方等について

は、既に発出している関連事務連絡等を参照されたい。
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（５）指定都市等が設置する保育所に対する指導監査の実施について

指定都市、中核市及び児童相談所設置市が設置する保育所に対する

指導監査の実施主体に関する取扱いについては、「指定都市、中核市

及び児童相談所設置市が設置する保育所に対する指導監査の実施主体

について（周知）（令和２年10月30日付け子保発1030第１号）」及び「指

定都市、中核市及び児童相談所設置市が設置する保育所に対する指導

監査の実施に関する直近の対応について（令和２年10月30日付け子ど

も家庭局保育課事務連絡）」においてお示ししているとおり、従来、「指

定都市等が設置者である公立の保育所の監査権限等については、指定

都市等に移譲されておらず、都道府県が指導監査を行う仕組みとなっ

ている」とお示ししていた経緯があるが、改めて精査したところ、本

取扱いは誤りであったことから、令和２年10月に「指定都市、中核市

及び児童相談所設置市が設置する保育所に対する指導監査については、

当該指定都市等の長が自ら行うものである」ことを

・ 指定都市、中核市及び児童相談所設置市が設置する保育所に対す

る指導監査の実施主体について（周知）（令和２年10月30日付け子

保発1030第１号）

・ 指定都市、中核市及び児童相談所設置市が設置する保育所に対す

る指導監査の実施に関する直近の対応について（令和２年10月30日

付け子ども家庭局保育課事務連絡）

によりお示ししたところ。

保育施策の実施に混乱が生じたことに改めて深くお詫び申し上げる。

本年度の指定都市等が設置する保育所に対する指導監査の取扱いに

ついては、上記事務連絡でお示ししたとおり、指定都市等の長が行う

よう可能な限り対応いただくことが望ましいものの、遅くとも令和２

年度中に実施体制を整えた上で令和３年度から実施するよう対応をお

願いしているところ。

（６）今年度実施している各種調査研究の検討状況等について

今年度において、次のような調査研究事業を実施しており、現在の

状況及び今後の見通しについてはそれぞれ以下のとおりである｡

① 人口減少地域等における保育に関するニーズや事業継続に向けた

取組事例に関する調査研究

調査研究の趣旨等については１．（３）で示したとおりであるが、

本調査研究は、Ⅰ：自治体へのアンケート調査、Ⅱ：自治体へのヒ

アリング調査、Ⅲ：研究会の開催で構成する予定であり、ⅡⅢにつ
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いて、令和３年１月以降順次実施し、今年度中に一定の取りまとめ

を行う予定である。

既にⅠのアンケート調査については御協力いただいたところであ

るが、当該アンケート調査を踏まえ、今後ⅡⅢについても一部の市

区町村に協力を依頼する予定であるため、その際は可能な範囲での

御協力をお願いしたいと考えている。

② 外国籍等の子どもへの保育に関する調査研究

昨年度に実施した「保育所等における外国籍等の子ども・保護者

への対応に関する調査研究事業」に引き続き、今年度についても外

国籍等の子どもの保育に関する調査研究を実施しているところ。

昨年度の調査研究においては、主に外国籍等の外国にルーツを持

つ子どもやその保護者に対応する上での基本的な考え方や自治体に

おける具体的な取組事例について紹介することを目的として事例集

を作成した。本年度の調査研究では、外国籍等の外国にルーツを持

つ子どもの保育所への在籍状況を調査するとともに、在籍状況を踏

まえた自治体や保育所の取組事例を調査するなど更に深掘りし、自

治体・保育所における外国籍等の外国にルーツを持つ子どもへの支

援に当たって、より具体的に参照できる成果物を今年度中に作成す

ることを目指している。

既に令和２年末に各自治体と管下の保育所にアンケート調査を依

頼し、多くの回答をいただいたところであり、御礼申し上げる。今

後、アンケート調査の結果等を踏まえ、取組内容の詳細に関するヒ

アリング調査を実施する予定であることから、その際には各市区町

村及び管下の保育所に対し、可能な範囲での御協力をお願いしたい

と考えている。

③ 不適切保育に関する対応についての調査研究

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第6

3号）第９条の２においては、「児童福祉施設の職員は、入所中の児

童に対し、（中略）当該児童の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない」との不適切保育や虐待を禁止する旨の規定が置かれ

ているが、保育所内の不適切保育等の防止の取組や、保育所内で起

こった不適切保育等への対応について、現在、国から自治体に対し

てマニュアル等を示したものはないことを踏まえ、Ⅰ：自治体への

アンケート調査、Ⅱ：自治体へのヒアリング調査、Ⅲ：研究会の開

催を経て、今年度中に一定の取りまとめを行うこととしている。

既にⅠのアンケート調査については御協力いただいたところである
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が、今後ⅡⅢについても一部の自治体に協力を依頼する予定であるた

め、その際は可能な範囲での御協力をお願いしたいと考えている。

④ 保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドラインに

関する調査研究

「2040年を見据えた社会保障・働き方改革本部」（厚生労働省に

設置。本部長は厚生労働大臣）における医療・福祉サービス改革プ

ランにおいて、福祉分野における業務フローの分析を踏まえた業務

の負担軽減と効率化に向けたガイドラインの作成、文書量削減に向

けた取組等を行うこととしている。

保育士の業務の負担軽減や効率化には、保育の周辺業務（補助業

務を含む。）にICT等のテクノロジーを活用すること、保育補助者や

保育支援者の業務を明確化した上で人手を要する時間帯や繁忙期に

活用すること、保育業務の書類様式の標準化・重複している内容を

省略すること等により文書作成業務の省力化を図ることや、働き方

の見直し・業務の再構築に取り組むことなどが有効であると考えら

れる。

このため、保育士の業務負担の軽減や業務の再構築に取り組んで

いる好事例の収集・横展開を行うとともに、研修等で活用できるよ

う、保育施設において保育士の業務負担軽減や業務の再構築を行う

ために必要なガイドラインの作成を行っているところであり、今年

度中に報告書をとりまとめることとしている。

（７）地方分権に係る地方からの提案等への対応方針について

令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年12月23日

閣議決定）において、主に以下の項目等が盛り込まれており、今後所

要の対応を行うこととしている。

① 保育所等整備交付金、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業

費国庫補助金及び保育対策総合支援事業費補助金の申請等に係る事

務については、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、申請書

類の簡素化やFAQの整備など必要な方策を検討し、令和２年度中に

結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

② 施設型給付費等に係る処遇改善加算Ⅱの要件となっている研修の

取扱いについては、事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減を図

る観点から、
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・ 研修の実施方法については、eラーニング等による研修の実施

が可能であることを明確化するとともに積極的な活用を促すた

め、地方公共団体に令和２年度中に通知する。

・ 保育所及び地域型保育事業所（以下この事項において「保育所

等」という。）が企画・実施する当該保育所等の職員等に対する

研修（以下この事項において「園内研修」という。）については、

保育所等が園内研修の認定申請に際し都道府県に提出する申請書

の標準様式を新たに定めるとともに、園内研修の取扱い等の留意

事項を明確化し、地方公共団体に令和２年度中に通知する。

・ 保育士等が受講したキャリアアップ研修の修了証の効力につい

ては、研修の受講地域以外の他の都道府県においても効力を有す

る旨を、地方公共団体に令和２年度中に改めて通知する。

・ 保育士以外の職員が受講することが望ましい研修分野について

は、受講科目を容易に選択できるよう整理を行い、地方公共団体

に令和２年度中に通知する。

③ 保育士確保のため、離職等した保育士からの届出を努力義務化す

ることにより、当該保育士の状況を都道府県等が把握できることと

する制度の導入については、保育士不足の状況や保育士・保育所支

援センター設置運営事業の活用状況、他業種における届出制度の効

果等を踏まえ検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づ

いて必要な措置を講ずる。

（８）保育所における自己評価ガイドラインの改訂について

（関連資料74参照）

「保育所における自己評価ガイドライン」（平成21年３月）について

は、保育所保育指針の改定等を踏まえ、平成30年５月より開催されてい

る「保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」において

「保育の振り返りを通じた質の確保・向上」が具体的な検討課題の一つ

に挙げられたことを受け、同検討会の下に設置された作業チームにより

見直しが行われ、令和元年５月に改訂版試案が公表された。

さらに、令和元年度８月より複数の保育所等の協力を得てこの試案に

基づく試行検証を実施し、改訂版の内容を確定するとともに、保育現場

での活用に資するようハンドブックを作成し、令和２年３月、「保育所

における自己評価ガイドライン（2020年改訂版）」及び「保育をもっと

楽しく 保育所における自己評価ガイドラインハンドブック」を公表し

た。
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同ガイドラインの周知と保育所保育指針に基づく保育士及び保育所の

自己評価の推進に向けて、令和２年11月に自治体担当者対象の説明会を

オンライン配信したほか、令和３年２月には保育所の職員等を対象に研

修会をライブ配信（計３回）する予定である。

（９）子育て支援に要する費用に係る税制上の措置の創設について

（関連資料75参照）

令和３年度税制改正において、国又は地方公共団体が行う保育その

他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成を

する事業により、これらの助成を受ける者の居宅において保育その他

の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施

設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金

品については、所得税・個人住民税を課さないこととした。

詳細については、今後、別途通知する予定。

（10）認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について

（関連資料76参照）

令和２年度税制改正において、１日当たり５人以下の乳幼児を保育す

る認可外保育施設のうち、都道府県知事等から指導監督基準を満たす旨

の証明書の交付を受けた施設において行われる保育に係る利用料を非課

税とすることとし、令和２年10月１日以後に行われる資産の譲渡等につ

いて適用している。

この非課税措置について、児童福祉法第６条の３第11項に規定する業

務を目的とする施設（複数の保育従事者を雇用している場合に限る。）

において雇用される保育に従事する者（都道府県知事等が行う保育に従

事鶴者に関する研修を修了していない者に限り、保育士又は看護師若し

くは准看護師の資格を有する者を除く。）について、新型コロナウイル

ス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、当該研

修の修了が困難であると都道府県知事等が認めるときは、当分の間、当

該保育に従事する者を当該研修を修了したものであるとみなして、非課

税措置の対象となる基準を満たすかどうかの判定を行うものとする経過

措置が置かれていることに留意されたい。また、各都道府県等におかれ

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に留意しつつ、研修機

会を確保できるよう努めていただきたい。

（11）保育事故防止に係る安全対策の強化について

保育施設等における事故防止の取組を推進するため、これまで、内閣
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府等とともに、死亡事故等の重大事故の予防や事故発生時の対応に関す

るガイドラインの作成及び周知を行ってきた。

このガイドラインの内容については、自治体担当者においても十分御

理解いただき、各施設に対する必要な支援・助言等をお願いするととも

に、各施設においても十分な理解が進み、必要な対応が行われるよう、

改めて各施設に対する周知をお願いしたい。

また、特定教育・保育施設等において重大事故が発生した場合には、

事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、施設・事業者から

報告を求めるとともに、都道府県等を経由して国へ報告することとして

おり、改めてこの事故報告の仕組みについて各施設への周知をお願いし

たい。

平成30年11月には、総務省行政評価局より当省及び内閣府に対し、「子

育て支援に関する行政評価・監視」の結果に基づく勧告があり、保育施

設等における重大事故対策や、それに関する監査の実施方法等に対して

行政評価の視点から指摘があった。

これを受け、指導監督における調査内容に事故発生時に適切な救命処

置が可能となるよう訓練を実施すること等について、指導監督基準等の

改正を行い明示するとともに、立入調査の際の調査内容として位置づけ

た。また、事故発生時の都道府県等への報告状況についても、調査内容

として位置づけたところであるが、その確認に当たっては、保険給付の

請求に係る資料を確認することで、事故発生時の報告状況を把握する方

法も考えられるため、参照されたい。

関連する予算としては、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故

等の重大事故の防止に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配

置に要する費用や、巡回支援指導員等に対して、遵守・留意すべき内容

や重大事故防止に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための

研修を実施するための費用の一部を補助する事業を行っており、各地方

自治体におかれては、本事業を活用し巡回支援指導員を積極的に配置す

るようお願いしたい。

なお、巡回支援指導については、指導監督部門との十分な連携を図っ

ていただくことにより、認可外保育施設に対する立入調査等の適切な実

施につなげていただきたい。

また、令和３年度予算案において、睡眠中の重大事故が発生しやすい

場面において、事故防止のために活用できる機器を購入した場合の経費

の一部を補助する事業を計上するとともに、令和２年度第三次補正予算

案において、認可外保育施設における保育記録の入力支援など、保育従

事者の業務負担軽減につながる機器の導入に係る費用の一部を補助し、

事故防止につなげる事業を計上している。
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各自治体におかれては、これらの事業の積極的な活用により、事故防

止に関する知識の普及やガイドラインの普及とともに、保育施設等への

適切な指導・立入調査の実施、安全な保育環境の整備等に努めていただ

くようお願いしたい。

２．児童健全育成対策等について

（１）放課後児童クラブについて

① 認定資格研修講師養成研修の実施

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（以下「基

準」という。）第10条において、放課後児童支援員となるためには、

「都道府県知事等が行う研修」（認定資格研修）を修了しなければな

らないこととしている。

平成27年度から、この認定資格研修の講師となる者を養成するため、

放課後児童クラブに放課後児童支援員として従事するために必要なア

イデンティティ、役割及び育成支援の内容等の共通の理解とそれを実

践する際の基本的な考え方や心得を共通の認識として持ち、講師とし

ての一定の資質及び水準を確保することを目的として、厚生労働省主

催の都道府県等認定資格研修講師養成研修を実施しており、令和３年

度も引き続き本研修を実施することとしている。開催時期等、詳細が

決まり次第お知らせするので、昨年度同様、自治体担当者を含め積極

的な受講者の推薦をお願いしたい。

② 都道府県等認定資格研修の実施 （関連資料77参照）

認定資格研修は、放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補

完し、基準及び放課後児童クラブ運営指針（以下「運営指針」という。）

に基づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等につい

ての共通の理解を得ることを目的として実施するものである。

認定資格研修は、放課後児童支援員という全国共通の認定資格を付

与するための研修として位置づけられているものであるため、講義内

容や担当する講師等に関して全国共通の一定程度の質が確保されてい

ることが必要である。また、研修科目の講師要件の中には、「放課後

児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後

児童支援員等」を設けているが、当該都道府県等内で長年放課後児童

クラブに従事してきた者が担当することで、その域内における人材育

成にも寄与することを想定しているものであるため、こうした趣旨も

踏まえて、委託先を選定する必要がある。
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認定資格研修の受講希望者が多い自治体においては、受講人数枠及

び研修回数を拡大するなど、地域の実情に応じた適切な研修実施に努

めていただきたい。

③ 「放課後児童クラブ運営指針解説書」の活用

平成27年３月に策定した運営指針は、最低基準としてではなく、望

ましい方向に導いていくための全国的な標準仕様としての性格を有す

るとともに、子どもの発達過程や家庭環境なども考慮して、異なる専

門性を有して従事している放課後児童支援員等が、放課後児童クラブ

が果たす役割や機能を再確認し、子どもとどのような視点で関わるこ

とが求められるのかという共通の認識を得ていただくために策定した

ものである。

このため、運営指針の内容が広く事業者（運営主体）及び実践者に

浸透し、その趣旨が正確に理解されるように、また、運営指針の基本

的な考え方を踏まえた上で、放課後児童クラブの多様性を生かしつつ、

放課後児童クラブにおける育成支援の一定水準以上の質の確保を図る

ために、厚生労働省において、「放課後児童クラブ運営指針解説書」

を作成（平成29年３月31日）した。当該運営指針解説書を活用いただ

き放課後児童クラブの質の確保に努めていただきたい。

④ 放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について

以下の２点について、「放課後児童健全育成事業の事務手続に関す

る留意事項について」（平成28年９月20日雇児総発0920第2号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を発出しているので、ご了

知願いたい。

○ 優先利用の基本的考え方について

放課後児童健全育成事業の対象は、児童福祉法（昭和22年法律第

164号）上、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とされて

いるが、その家庭の様態は多種多様であり、地域によっては、児童

の受入れに当たって、優先順位を付けて受入れを実施しているとこ

ろもある。

平成25年12月に取りまとめられた「社会保障審議会児童部会放課

後児童クラブの基準に関する専門委員会報告書」（以下「専門委員

会報告書」という。）において、市町村は、放課後児童健全育成事

業の提供体制を整備する必要があるものの、利用ニーズの増加に対

しては優先順位を付けて対応することも考えられ、優先的に受け入

れるべき児童の考え方について国として例示を示すべき、とされた
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ところである。

これらを踏まえ、放課後児童健全育成事業の優先利用に関する基

本的考え方として、優先利用の対象として考えられる事項について

例示すると次のとおりである。ただし、それぞれの事項については、

適用される児童・保護者、状況、体制等が異なることが想定される

ため、運用面の詳細を含め、実施主体である市町村において、それ

ぞれ検討・運用する必要があることにご留意いただきたい。

・ ひとり親世帯

・ 生活保護世帯

・ 主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高

い場合

・ 虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会

的養護が必要な場合

・ 児童が障害を有する場合

・ 低学年の児童など、発達の程度の観点から配慮が必要と考え

られる児童

・ 保護者が育児休業を終了した場合

・ 兄弟姉妹（多胎で生まれた者を含む。）についての同一の放

課後児童クラブの利用を希望する場合

・ その他市町村が定める事由

○ 情報収集及び利用手続等について

放課後児童健全育成事業の利用手続については、現状では、利用

申込先や利用決定機関が市町村である場合や各放課後児童クラブで

ある場合など様々である。

子ども・子育て支援新制度では、市町村は、地域子ども・子育て

支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時

期等を記載した事業計画を定め、提供体制を計画的に確保すること

が求められており、市町村は、放課後児童健全育成事業等の実施状

況や利用状況を把握することが必要となっている。

これを踏まえ、市町村が情報の収集を行い、利用のあっせん、調

整及び事業者への要請を行うとした児童福祉法第21条の11の趣旨に

基づき、利用申込み先及び利用決定機関については、可能な限り市

町村とすることが考えられる。また、地域の実情に応じ市町村以外

の者を利用申込み先及び利用決定機関とする場合についても、市町

村が放課後児童クラブの利用申込や待機児童の状況等について随時

報告を受ける等により、利用状況を把握し、利用のあっせん、調整

及び事業者への要請を行うことができるような実施体制を構築する
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ことが望ましいので、ご了知願いたい。

（２）利用者支援事業について

① 利用者支援事業の運営について （関連資料79参照）

利用者支援事業は、保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その

他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を実施する事業である。

このうち、基本型は、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できる

よう、当事者目線の寄り添い型の支援を実施するものである。また、

特定型は、待機児童等の解消を図るため、主として保育に関する施設

や事業を円滑に利用できるよう支援を実施するものである。さらに、

母子保健型は、保健師等の専門職が妊産婦等の状況を継続的に把握し、

関係機関との連携や情報の共有化を図りながら、必要に応じて支援プ

ランを策定するなど、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな

い支援を実施することとしている。

このため、「利用者支援事業の実施について」（平成27年5月21日付

け府子本第83号・27文科初第270号・雇児発0521第1号内閣府子ども・

子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長連名通知）に基づき事業を実施する場合に、運営費

や夜間・休日の時間外相談等の加算事業に対して補助を行っているこ

とから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いした

い。

② 令和３年度予算案について （関連資料79参照）

利用者の視点に立った機能強化を推進するため、令和３年度予算案

において、多機能型事業として、子育て家庭が身近な地域で安全にか

つ安心して子育てができるよう、利用者支援事業を核とした多機能型

地域子育て支援の新たな展開に向けた取組を進めることとしている。

具体的には、基本型において、地域の支援員が各事業所等を巡回し、

連携・協働の体制づくりや情報連携システムの構築等を行う場合の加

算を新たに計上しており、積極的にご活用いただくようお願いしたい。

また、本事業の国庫負担割合を２／３に引き上げることとしている。

③ 整備費について

利用者支援事業の実施事業所の整備に対する支援は、

・「次世代育成支援対策施設整備交付金」（ハード交付金）

・「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」（ソフト交付金）
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にて実施しているところである。

「次世代育成支援対策施設整備交付金」については、公立施設や社

会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人が設置する

施設を対象としてきたが、平成29年度より多様な主体の参画による地

域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮＰＯ法人等が設置する施

設まで拡充したところであるので、あらゆる地域資源の活用を積極的

に進めていただきたい。

また、「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」については、

利用者支援事業を新たに開設する場合に必要となる簡易な修繕や備品

の購入にかかる支援に対して必要な予算を計上したところである。

各自治体におかれては、子育て親子の支援の推進のほか、空き店舗

の活用等地域の活性化等にも寄与するため、各支援メニューを積極的

にご活用いただくようお願いしたい。

（３）地域子育て支援拠点事業について

① 地域子育て支援拠点事業の運営について（関連資料80参照）

現在、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子

育てをめぐる環境が大きく変化する中で、３歳未満児のいる家庭の約

６～７割は在宅で子育てをしており、地域における子育て支援機能の

充実や地域全体で子育て家庭を支える取組の推進が求められている。

地域子育て支援拠点事業は、公共施設、空き店舗、公民館、保育所

等の児童福祉施設等の地域の身近な場所で、子育て家庭の親とその子

ども（以下、「子育て親子」という。）が気軽に集い、交流や子育て

の不安・悩みを相談できる場を設け、子育ての孤立感、負担感の解消

を図るなど、地域における子育て支援の中核的機能として、その取組

を推進してきたところである。

このため、「地域子育て支援拠点事業の実施について」（平成26年

５月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき事業

を実施する場合に、運営費や子育て支援活動の展開を図る取組（一時

預かり事業等）、出張ひろば等の加算事業に対して補助を行っている

ことから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いし

たい。

② 令和３年度予算案について （関連資料80参照）

地域子育て支援拠点事業の更なる機能強化を推進するため、令和３

年度予算案において、両親共に参加しやすくなるよう休日に育児参加

促進に関する講習会を実施した場合の加算事業を計上しており、積極

的にご活用いただくようお願いしたい。

－48－



③ 整備費について

地域子育て支援拠点の整備に対する支援は、

・「次世代育成支援対策施設整備交付金」（ハード交付金）

・「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」（ソフト交付金）

・「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業」（ソフト交付金）

において実施しているところである。

「次世代育成支援対策施設整備交付金」については、公立施設や社

会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人が設置する

施設を対象としてきたが、平成29年度より多様な主体の参画による地

域の支え合いの実現に向けて、その対象をＮＰＯ法人等が設置する施

設まで拡大したところであるので、あらゆる地域資源の活用を積極的

に進めていただきたい。

また、「子ども・子育て支援交付金（開設準備経費）」については、

地域子育て支援拠点事業を新たに開設する場合に必要となる簡易な修

繕や備品の購入、及び開設前月分の賃借料にかかる支援に対して必要

な予算を計上したところである。

さらに、「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業」については、既に

開設している地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するために必要

な簡易な修繕、備品の購入にかかる費用の支援に対して必要な予算を

計上したところである。

各自治体におかれては、子育て親子の支援の推進のほか、空き店舗

の活用等地域の活性化等にも寄与するため、各支援メニューを積極的

にご活用いただくようお願いしたい。

④ 地域子育て支援拠点従事職員等資質向上研修事業について

（関連資料81参照）

地域子育て支援拠点事業の職員研修については、

・ 地域子育て支援拠点の管理者及び指導的立場の職員を対象とし

た実践的研修として「地域の人材による子育て支援活動強化研修」

【実施主体：国（※公募により民間団体に委託。令和２年度は、

ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会が受託】

・ 地域子育て支援拠点に新たに従事する者や経験年数が浅い職員

を対象とした基礎的研修として「子育て支援員研修（地域子育て

支援コース・地域子育て支援拠点事業）」

【実施主体：都道府県、市町村】

・ 地域子育て支援拠点の中堅職員に必要となる知識・技能等の取

得等資質の向上を図るための研修として「職員の資質向上・人材

確保等研修事業（地域子育て支援拠点事業所職員等研修事業）」
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【実施主体：都道府県、市町村】

の実施にかかる費用に対して必要な予算を計上しているので、経験年

数等や求められる役割等に応じた職員の質の確保・向上を図るため、

積極的に取り組んでいただくようお願いしたい。

（４）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事

業）について

① 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

の実施について （関連資料82参照）

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者等を会員とし

て、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相

互援助活動に関する連絡、調整等を行うことにより、地域における育

児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝

・夜間等の緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援などの多様なニ

ーズへの対応を図る事業である。

このため、「子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･セン

ター事業）の実施について」（平成26年５月29日付け雇児発0529第17

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき事業を実施する

場合に、運営費や土日実施等の加算事業に対して補助を行っているこ

とから、各自治体におかれては、本事業の積極的な実施をお願いした

い。

② 令和３年度予算案について （関連資料82参照）

子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業）の

更なる機能強化を推進するため、令和３年度予算案において、提供会

員の確保の促進や、安心して子どもの預かり等を実施するために地域

子育て支援拠点等と連携を行った場合の加算事業を計上しており、各

自治体におかれては、積極的にご活用いただくようお願いしたい。

なお、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費において、提供

会員等への講習経費やアドバイザー向け研修経費を助成対象とし、都

道府県・市町村へ補助することとしているので、こちらも併せてご活

用いただきたい。

③ 援助希望者及びアドバイザーの資質向上等について

（関連資料82参照）

子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業）の

実施に当たっては、子ども・子育て支援交付金の対象か否かに関わら
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ず、預かり中の子どもの安全確保のため、援助希望者の質の確保・向

上を図るための取組等が適切に行われることが重要であることから、

令和元年度より、会員の数に関わらず、事業の実施に当たり必要な基

本的事項について、「子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポー

ト･センター事業）の適切な実施について」（令和元年９月20日付け

子発0920第５号厚生労働省子ども家庭局長通知）において示している

ことから、事業の実施に当たってはご留意をお願いしたい。特に、預

かり中の子どもの安全対策等のため、ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生等

の実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習について、援

助を行う会員全員に対して必ず実施することとしている。また、これ

らの講習の少なくとも５年に１回のフォローアップ講習についても、

援助を行う会員全員に対して必ず実施することとしていることから、

適切な講習実施についてお願いしたい。

④ 事故報告等について

児童福祉法施行規則に基づき、市町村には、本事業に関わる事故の

把握及び都道府県への報告が義務づけられていることから、引き続き、

提供会員に事故発生時の速やかな報告を求める等の措置を講ずるよう

お願いする。なお、重大事故については、引き続き国への報告をお願

いする。

また、児童福祉法施行規則において、市町村は、事故の発生又は再

発防止に努める旨規定されていることから、報告のあった事故につい

ては、類似事故の再発防止のため、事案に応じて公表を行うとともに、

事故が発生した要因や再発防止策等について、提供会員に情報提供す

るなどの対応をお願いする。

（５）児童厚生施設について

① 児童館の運営について

児童館については、地域における子どもの遊びの環境の充実と健全

育成の推進を目的として、「児童館ガイドライン」（平成30年10月1日子

発1001第１号）において、地域のニーズに応えるための基本的事項、

望ましい方向性を提示している。

各都道府県等におかれては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、児童館

の運営の向上に努めるとともに、遊び及び生活を通じて子どもの発達

を促し、子育て支援活動等の役割が十分に発揮されるよう、管内市町

村及び児童館関係者に対して周知を図られたい。

また、児童館ガイドラインにおいては、下記の通り具体的な活動内容
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を示している。

＜児童館の活動内容＞

①遊びによる子どもの育成 ②子どもの居場所の提供

③子どもが意見を述べる場の提供 ④配慮を必要とする子どもへの対応

⑤子育て支援の実施 ⑥地域の健全育成の環境づくり

⑦ボランティア等の育成と活動支援⑧放課後児童クラブの実施と連携

子どもの健全育成を図る地域の中核的な活動拠点である児童館は、

子ども・子育て支援新制度と相まって地域を支えていく社会資源とし

て、大きな期待が寄せられているところである。

虐待の発生予防、地域の子育て支援、子どもの主体性を尊重した活

動の支援、放課後児童クラブの実施など地域に根ざした取組を進め、

子どもの健全な育成を地域ぐるみで取り組む中核施設としての役割を

担っていただきたい。

特に、児童虐待の発生予防と早期発見は、子どもと子育て家庭が抱

えている問題について早い段階から適切に対応していくことが求めら

れるため、地域の関係機関等が連携する要保護児童対策地域協議会へ

の児童館の参加が期待されるところであり、各地域での児童館の積極

的な参画が図られるようご配慮いただきたい。

さらに、放課後児童クラブに待機児童が生じていることに鑑み、特

に高学年児童については、子どもの状況や保護者のニーズに応じて、

放課後児童クラブに限らず、児童館も含めて子どもの放課後の居場所

の確保を図っていただきたい。

② 子ども・子育て支援新制度等における児童館の活用について

ア 地域子育て支援拠点事業について

地域子育て支援拠点事業については、子育て中の親子の交流促進

や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図り、す

べての子育て家庭を地域で支える取組として事業展開されていると

ころであり、子ども・子育て支援新制度においても重要な事業とし

て位置づけられており、このうち、「連携型」については、児童館

等を主な実施場所としているので、児童館を活用した積極的な事業

実施に努めていただきたい。

イ 利用者支援事業について

利用者支援事業については、子育て家庭にとって身近な場所で相

談に応じ、その個別のニーズを把握して、適切な施設や事業等を円

滑に利用できるよう支援することを内容としているところであり、
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地域の子育て家庭のニーズを実際の施設や事業等の利用に結び付け

るうえで、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定と「車の両輪」

ともなる極めて重要な事業である。

本事業の実施場所は「子ども及びその保護者の身近な場所」とさ

れており、保護者等が日常的、継続的に利用できる敷居の低い場所

が有効とされているので、その実施に際しては、児童館の積極的な

活用をご検討いただきたい。

③ 児童館等に従事する者の人材育成について

ア 全国子どもの健全育成リーダー養成セミナーについて

厚生労働省では、児童館及び放課後児童クラブにおいて、社会的

問題である児童虐待の発生予防と早期発見、地域の子育て支援、子

どもの主体性を尊重した活動の支援などの取組を進め、地域で子ど

もの健全な育成や成長・発達を支えていくことができる人材の育成

と専門性の向上を図ることを目的として、地域で子どもの健全育成

に携わる指導者及び実践者や行政担当者等を対象とする「全国子ど

もの健全育成リーダー養成セミナー」を実施している。

本年度においては、令和３年１月31日(日)に開催することとして

おり、令和３年度においても同様に実施する予定である。詳細が決

まり次第、追ってお知らせするので、各都道府県においては児童館、

放課後児童クラブ等に周知していただきたい。

イ 児童厚生員等研修事業について

児童館は、総合的な放課後児童対策として子どもの健全育成上重

要な役割を担っているため、都道府県及び市町村が児童厚生員（児

童の遊びを指導する者）等の資質の向上を図るための研修の実施に

必要な経費の補助を行っている。

児童館ガイドラインの普及啓発も含め、すべての子どもを対象と

した遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を担う人材の育

成に寄与するよう、本事業の趣旨をご理解いただき、積極的な事業

実施にご尽力いただきたい。

④ 社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」

について

社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」

（平成27年５月設置。以下「専門委員会」という。）では、15回にわた

って、児童館等における遊びのプログラム等の普及啓発や開発につい

ての検討、地域の児童館等の果たすべき機能及び役割の検討を行って
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いる。

専門委員会における検討内容及び結果は、「遊びのプログラムの普及

啓発と今後の児童館のあり方について」（平成30年９月20日）として報

告書にまとめられている。（URL； https://www.mhlw.go.jp/content

/000359262.pdf）

専門委員会は今後も継続し、本報告書で示された課題等も踏まえ、遊

びのプログラム等の普及啓発や開発、今後の地域の児童館のあり方等

について引き続き検討していく予定である。また、令和３年度予算案

においても、引き続き「児童館等における遊びのプログラム等の開発

・普及」に係る経費を計上し、これまでの成果を踏まえ、さらに各地

域の児童館等での遊びのプログラム等の普及・浸透を図ることとして

いる。

⑤ 児童館における第三者評価基準ガイドラインについて

児童館における第三者評価基準ガイドラインについては「「「福祉

サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」

の一部改正について」（平成30年３月26日付け子発0326第10号、社援

発0326第７号、老発0326第７号）並びに「児童館ガイドラインの改正

について」（平成30年10月１日付け子発1001第１号）の内容を踏まえ、

福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協議

会に設けられた「福祉サービス質の向上推進委員会」で、見直しに向

けた検討を行い、令和２年９月３日付けで改正を行ったところである。

各都道府県においては、本ガイドラインについて都道府県推進組織、

貴管内市町村等の関係者に対する周知をお願いしたい。

（URL；http://shakyo-hyouka.net/evaluation4/）

⑥ 児童厚生施設にかかる財政支援について

ア 令和２年度第３次補正予算案について （関連資料78参照）

児童厚生施設において、感染症に対する強い体制を整え、感染症

対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、令和２年度

第２次補正予算に加え、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業

を継続的に実施していくために必要な経費のほか、児童厚生施設が

配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や

児童厚生施設の消毒に必要となる経費について、令和２年度第３次

補正予算案に計上しているので、積極的な事業の活用をお願いした

い。

イ 民営児童館に対する財政支援措置について
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「民間児童館活動事業」及び「児童福祉施設併設型民間児童館事

業」に係る国庫補助金については、平成22年度税制改正による年少

扶養控除の廃止等に伴う地方増収分について、国と地方の負担調整

を行った結果、平成23年度末で一般財源化されたが、これらの事業

に係る経費相当分については、基準財政需要額に算入することによ

り地方交付税措置を講じているので、各自治体におかれては、地域

児童の健全育成を図るため、引き続き、民営児童館を活用した取組

の実施に努めていただきたい。

（６）児童委員・主任児童委員について

① 児童委員・主任児童委員の円滑な活動について

少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化、児童虐待、い

じめ、少年非行、子どもの自殺や貧困等、子どもや家庭をめぐる課題

が複雑かつ深刻化している。また、都市化に伴う地域のつながりの希

薄化等が課題となっており、社会全体で子育て家庭を支援する必要性

が高まっている。このような状況の中で、住民の立場に立ち、住民と

の信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援をボランティアとして

行う児童委員・主任児童委員への期待は高まっているが、一方、児童

委員・主任児童委員の活動について、地域住民や関係機関における理

解・浸透が十分ではないことが課題となっている。

乳幼児のいる子育て中の親子への訪問支援、中・高校生の居場所づ

くりに配慮した活動など、児童委員・主任児童委員が地域の実情に即

した様々な活動に取り組んでいただいていることを踏まえつつ、今後

も地域における身近な相談役として活躍できるよう、各自治体におか

れては、活動環境の整備について一層のご協力をお願いしたい。

なお、令和２年度「子ども・子育て支援推進調査研究事業」におい

て、「地域における児童委員・主任児童委員の業務実態等に関する調

査研究」を実施しており、本調査研究では、児童委員及び主任児童委

員の実状や意識等について把握するとともに、特性や課題等を検証し、

報告書を公表することとしており、各自治体におかれては、民生委員

・児童委員に周知するとともに、児童委員・主任児童委員活動に活用

いただきたい。

また、新型コロナウイルス感染症に伴う新たな支援の在り方も課題

であり、「民生委員・児童委員における相談・支援等の活動」にあた

っては、新型コロナウイルスによる感染の拡大防止の観点から、特に

留意していただきたい点について、「民生委員・児童委員活動におけ

る新型コロナウイルス感染拡大防止等のための当面の留意点につい
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て」（令和２年３月２日付事務連絡）を発出しているところであるが、

新型コロナウイルスに関しては、日々状況が変化している現状を踏ま

え、各自治体におかれては、地域の実情に応じた柔軟な活動ができる

よう検討・配慮されるとともに、最新かつ正確な情報を保健所等の関

係機関と十分連携しつつ収集し、これらの情報を民生委員・児童委員

に提供されたい。

② 関係機関との連携について

児童委員の職務は、地域の実情の把握、地域での相談・支援活動の

他、関係機関（市区町村、児童相談所、学校、保健所等）との連携、

子どもの健全育成のための地域活動(児童館、子育てサークル、子ど

も会等)の援助・協力など、情報の共有を含めた地域との関係づくり

が必要である。児童委員の中から指名される主任児童委員は、関係機

関と区域担当の児童委員との連絡調整や援助・協力などの活動が求め

られている。児童相談所や学校等の関係機関と顔の見える関係をつく

り、地域の子どもやその家庭の実情を把握することで、ひとり親家庭

や多子世帯等の自立支援、児童虐待の発生予防・早期発見を図る上で

も大きな役割を果たすことが期待されている。

特に、虐待を受けている子どもをはじめとする要支援児童等（児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第25条の２第２項に規定する「支

援対象児童等」をいう。以下同じ。）の早期発見や適切な支援・保護

を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方

を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるため、

要保護児童対策地域協議会の構成員として児童委員・主任児童委員の

積極的な参加が求められる。児童委員・主任児童委員が要保護児童対

策地域協議会の構成員となることで、児童福祉法第25条の５に基づく

守秘義務が課せられ、支援対象児童等に関する情報の共有と支援方策

に係る協議・対応の円滑化が期待できる。なお、児童福祉法第25条の

３に基づく資料又は情報の提供や必要な協力は、個人情報保護法上の

「法令に基づく場合」に該当し、法令違反には当たらないので留意さ

れたい。

また、就学中の子どもに関しては、学校だけでは抱えきれない課題

や問題が多く、学校に配置されるスクールソーシャルワーカーや養護

教諭と児童委員・主任児童委員が連携することで、効果的な支援が期

待できるため、行政において児童福祉部局、教育委員会及び学校等の

関係機関との連携を強化し、児童委員・主任児童委員と学校関係者が

協力・連携して子どもや子育て家庭への支援活動に積極的に取り組む

ことができる環境づくりに努めていただきたい。
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各自治体におかれては、児童委員の職務が円滑・適切に遂行される

よう、児童福祉施策等に関する知識や対人援助技術等の習得、守秘義

務の遵守及び違反した場合の罰則規定（児童福祉法第61条の３）に関

すること、子ども家庭支援に関する関係機関との情報の交換・共有を

含む役割や連携のあり方などをカリキュラムに盛り込んだ児童委員・

主任児童委員向け研修を計画的に企画・実施していただくようお願い

したい。

（７）児童福祉週間について

① 趣旨について

子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について、国

民全体で考えることを目的に、毎年５月５日の「こどもの日」から１

週間を「児童福祉週間（５月５日～11日）」と定め、国、都道府県、

市区町村等が連携して、各種事業及び行事を展開することにより、児

童福祉の理念の一層の周知と子どもを取り巻く諸問題に対する社会的

関心の喚起を図っている。

② 児童福祉週間の標語について

児童福祉週間の理念を広く啓発する標語の全国募集（令和２年９月

１日～10月20日）に際しては、管内市区町村をはじめ広く周知いただ

く等ご協力いただき御礼申し上げる。当該期間中、3,550点の応募が

あり、選考の結果、次の作品を令和３年度の児童福祉週間の標語に決

定した。

＜令和３年度児童福祉週間標語＞

あたたかい ことばがつなぐ こころのわ

（香川県 11歳)

この標語は、児童福祉週間の象徴として、広報・啓発ポスターや、

厚生労働省のホームページ等で広く周知するとともに、管内市区町村

への周知及び啓発事業、行事等に幅広くご活用いただき、児童福祉週

間の趣旨等について普及をお願いしたい。

（８）児童福祉文化財について

① 推薦について

児童福祉文化財とは、子どもの道徳、情操等を向上させることや、
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児童福祉に関する社会の責任を強調し、子どもの健全な育成に関する

知識を広めること等に積極的な効果を持つものであって、社会保障審

議会が絵本や児童図書等の出版物、演劇やミュージカルの舞台芸術、

映画等の映像・メディア等の優れた作品の推薦を行っている。推薦は、

昭和26年から毎年行われており、令和元年度には、出版物、舞台芸術、

映像・メディア等の３分野で53作品が推薦された。

② 広報・啓発について

厚生労働省では、児童福祉文化財を毎年度「児童福祉文化財年報」

にまとめ、その一覧をホームページに掲載しているほか、出版物につ

いては、前年度に推薦された作品を紹介する「子どもたちに読んでほ

しい本」と題した広報・啓発ポスター等を作成し、各都道府県等に通

知している。令和３年度においても、子ども達が優良な出版物と出会

う機会が得られるよう管内市区町村を通じて小・中学校、図書館、児

童館等の児童福祉施設、放課後児童クラブ等に広く周知していただく

ようお願いしたい。

③ 文化芸術に関する施策の推進について

文化芸術基本法（平成13年法律第148号）により、文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は「文化芸術推進

基本計画」(平成30年３月６日閣議決定)を定めた。文化芸術推進基本

計画の期間は、2018年度から2022年度までの５年間（第１期）とし、

４つの目標（「今後の文化芸術政策の目指すべき姿」）と６つの戦略

（「今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性」）を定め、その中

に、児童福祉文化財等が盛り込まれている。各地方公共団体において

も、国の文化芸術推進基本計画を参酌して、地方文化芸術推進基本計

画を定めるよう努めることとされていることから、地域の特性を活か

した文化芸術推進に積極的に努められたい。

（９）地域子ども・子育て支援事業の相互連携・協力の推進について

我が国では、少子化の進行や人口減少が深刻さを増しており、これら

の解決のためには、子育て家庭が身近な場所で、適切な支援を受けられ

る体制を作ることが必要となる。少子化社会対策大綱（令和2年5月29日

閣議決定）においても、子育て家庭における様々なニーズに対応し、全

ての子育て家庭が、それぞれが必要とする支援にアクセスでき、安心し

て子供を生み育てられる環境を整備することとされている。

これを踏まえ、子育て家庭が身近な地域で安全にかつ安心して子育て
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ができるよう、利用者支援事業を核とした多機能型地域子育て支援の新

たな展開に向け、取組を更に推進することとし、令和３年度においては、

利用者支援事業の基本型の中で、地域の支援員が各事業所等を巡回し、

連携・協働の体制づくりや情報連携システムの構築等への支援の創設等

を行うこととしている。さらに、こうした取組を各市町村が、計画的か

つ体系的に実施していくことが可能となるよう、子ども・子育て支援法

に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努める

べき任意的記載事項として、子ども・子育て支援の提供に係る機関の連

携の推進に関する事項を追加することを、内閣府において検討している

ところであり、ご了知願いたい。（子ども・子育て支援法改正法案に盛

り込むことを検討中。）

（10）地域共生社会について (関連資料84参照)

地域共生社会の実現に向けては、地域共生社会の実現のための社会福

祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号。以下「改正法」と

いう。）による改正後の社会福祉法（昭和26年法律第45号）に基づき、

現在社会・援護局を中心に、改正法による改正後の社会福祉法において

創設された重層的支援体制整備事業の施行の準備等が進められている。

重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニー

ズにも対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、介

護、障害、子ども、生活困窮などの属性を問わない相談支援、参加支援

及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施することを目的としてい

る。

子ども家庭局の事業で、重層的支援体制整備事業の対象となるものは、

利用者支援事業及び地域子育て支援拠点事業であるが、重層的支援体制

整備事業を行う市町村においては、円滑な施行にご協力いただきたい。

３．児童福祉施設等の運営上の留意事項等について

（１）児童福祉施設等の整備について

① 次世代育成支援対策施設整備交付金について

(関連資料85、86参照)

児童福祉施設等に係る施設整備については、次世代育成支援対策施

設整備交付金により財政支援を行っており、令和３年度予算案では、

児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進（①補助率の嵩上げ（１

／２→２／３）、②定期借地権設定のための一時金加算の創設）につ

いて拡充する予定である。
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また、近年多発する自然災害を踏まえ、児童福祉施設等における防

災・減災対策を推進していく必要があることから、次世代育成支援対

策施設整備交付金において、「防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）に基づき、児童福祉施設

等の耐震化等の整備を推進してきたが、引き続き防災・減災対策を推

進していくため、新たに「防災・減災、国土強靱化のための５か年加

速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）が取りまとめられ、令和７

年度まで５年間、児童福祉施設等の耐震化整備を含め、耐災害性強化

のための整備を進めていく。

さらに、この「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

においては、近年台風や梅雨前線による水害が頻発していることから、

水害による危険性が高い地域において、安全な避難を可能にするため

の施設整備について、推進することとしている。

各都道府県等におかれては、これらの補助制度を有効に活用し、児

童福祉施設等の施設整備を推進するとともに、防災・減災対策を着実

に進めて頂きたい。

なお、令和３年度の本交付金に係る協議等の手続については、追っ

てお知らせする。

② 児童福祉施設等の施設整備にかかる補助単価について

令和３年度における児童福祉施設等の施設整備にかかる補助単価に

ついては、昨今の資材費及び労務費の動向等を反映し、1.8％増の改

定を行う予定（※）であるのでご了知いただくとともに、管内市町村

への周知をお願いしたい。

※補助単価の改定を予定している施設整備事業

・ 次世代育成支援対策施設整備交付金

・ 保育所等整備交付金

・ 安心こども基金を活用した保育所緊急整備事業等

・ 子ども・子育て支援整備交付金（内閣府計上）

③ 独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業について

独立行政法人福祉医療機構における福祉貸付事業については、今年

度実施している事業について、令和３年度も引き続き実施することを

予定しているので、ご了知願いたい。

（貸付事業一覧）

○ 新型コロナウイルス対応支援資金に係る融資条件の優遇措置

○ 保育関連施設及び放課後児童クラブの整備に係る融資条件の優遇

措置
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○ 「児童養護施設等の家庭的養護への転換」の対象となる整備に係

る融資条件の優遇措置

○ 児童養護施設等における小規模かつ地域分散化を図る整備に係る

融資条件の優遇措置

○ 母子生活支援施設の一時保護委託のための居室を本体整備と併せ

て行った場合に係る融資条件の優遇措置

○ アスベスト対策事業に係る融資条件の優遇措置

○ 社会福祉施設等の防災・減災等に係る整備事業の融資条件の優遇

措置

○ 自家発電設備等の導入工事に係る融資条件の優遇措置

④ 木材利用の促進及びＣＬＴの活用について

国や地方自治体が整備する公共建築物については、「公共建築物等

における木材の利用の促進に関する法律」（平成22年法律第36号）に

基づき、木材の利用の促進を図ることとされている。また、林業及び

木材産業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇用の

確保を図り、地方創生を実現すること等を目的に、ＣＬＴ（Cross La

minated Timber：直交集成板）の公共建築物等への積極的な活用に向

けて、ＣＬＴ活用促進に関する関係省庁連絡会議を開催するなど、政

府としてＣＬＴ活用促進のための取組を行っている。

児童福祉施設等の整備に当たっては、木材の持つ柔らかさ、暖かさ

を取り入れることにより、施設入所者や利用者に精神的なゆとりと安

らぎを与えるなどの効果も期待できることから、「社会福祉施設等に

おける木材の利用の促進及びＣＬＴの活用について」（平成28年７月

21日雇児発0721第17号・社援発0721第５号・障発0721第２号・老発07

21第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会

・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知)等に基づき、木材の

利用やＣＬＴの積極的な活用について御配慮いただきたい。

⑤ しっくい塗りの活用について

平成31年版公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（※）の「15章

左官工事」において、しっくい塗りに関する具体的な内容が盛り込ま

れており、児童福祉施設等の整備においても当該仕様の選定が可能と

なっているので、管内市区町村及び社会福祉法人等に対し周知をお願

いする。

また、令和２年４月に、一般社団法人日本左官業組合連合会におい

て、しっくいの魅力や性能等を紹介するしっくい専門のホームページ

「しっくいWEB」が公開されるとともに、「しっくいまるわかり大辞典」
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も同連合会から発刊されているので、ご活用いただきたい。

※ 国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕

を実施するための統一基準として制定したもの。

（国土交通省ホームページ）

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_seibi_h28hyoujyun.html

（しっくいWEB）https://sikkui.net/

⑥ 社会福祉施設等に係るインフラ長寿命化計画（個別施設計画）の

策定について

インフラ老朽化対策については、平成25年11月に策定された「イン

フラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省

庁連絡会議決定。）において、今後、老朽化が進行した公共施設等が

一斉に更新時期を迎えることが見込まれる中で、中長期的な維持管理

・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る方向性が

打ち出された。

これを受け、厚生労働省では、施設の維持管理等を着実に推進する

ため、平成27年３月に「厚生労働省インフラ長寿命化計画（行動計画）」

を策定し、さらに、「インフラ老朽化対策の今後の取組について」（平

成29年３月23日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

申合せ）により、令和２年度末までに「個別施設毎の長寿命化計画」

（以下「個別施設計画」という。）の策定を推進することとしている。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」」(平成30年６月15日

閣議決定)に定められた「新経済・財政再生計画」にのっとり改革を

着実に推進するため、「新経済・財政再生計画 改革工程表2018」（平

成30年12月20日経済財政諮問会議決定）では、個別施設計画の策定率

を2020年度末までに100％とすることを掲げている。

厚生労働省では、令和元年12月に社会福祉施設等の長寿命化計画を

策定する際の参考となる手引を作成し、通知（「社会福祉施設等に係

るインフラ長寿命化計画（個別施設計画）策定のための手引」につい

て（令和元年12月27日付け福祉部局連名通知））したところであるが、

児童福祉施設等（公立）の「個別施設計画」の策定率は、令和２年３

月末日時点で42％と低調な状況となっていることから、今年度内に策

定率が100％となるよう、各地方公共団体において取り組まれること

をお願いする。

また、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算

の平準化を図りつつ、インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進す

るため、施設の維持管理・更新費の算定等に関する調査研究を行い、
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中長期的な施設の維持管理にかかる経費の試算方法をお示しする予定

であるので、ご活用いただくとともに、都道府県におかれては、貴管

内の市区町村(指定都市、中核市を除く)に周知されたい。

（２）児童福祉施設等の安全の確保について

① 建築基準法に基づく建築物の定期報告制度について

建築基準法においては、一定の建築物、昇降機及び排煙設備等の建

築設備について、利用者の安全・安心を確保する観点から、これらの

建築物等の所有者・管理者に対し、専門技術を有する資格者に調査・

検査をさせ、その結果を特定行政庁（建築主事を置いている地方公共

団体）へ報告することを義務づけている（定期報告制度）。

この定期報告制度については、平成28年６月以降国が政令で定める

施設が定期報告の対象となり、児童福祉施設等では、以下の施設が報

告対象となっているので、ご了知いただくとともに、報告先となる地

方公共団体の建築部局から、報告対象となる施設の所在地や所有者等

に関する情報を求められた場合には、適宜協力いただきたい。また、

当該施設の設置者等に対して、建築基準法に基づく定期報告の実施を

徹底するよう周知していただきたい。

※児童福祉施設等のうち報告対象となっている施設

助産施設及び乳児院のうち、以下のいずれかに該当するもの

を建築基準法施行令（委任告示を含む）で報告対象として指定。

(ｱ)当該用途（100㎡超の部分）が３階以上の階にある場合

(ｲ)２階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合

(ｳ)当該用途（100㎡超の部分）が地階にある場合

なお、施行令で指定していない規模であっても、地方公共団

体が上乗せの基準で指定することが可能。報告の頻度は、半年～

３年の間で、各地方公共団体が定めることとなっている。

② 社会福祉施設の防火対策の取り組み

社会福祉施設の防火対策については、入所者の安全確保の観点から、

「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」（昭和62年９

月18日社施第107号社会局長、児童家庭局長連名通知)等の趣旨を踏ま

え、管内社会福祉施設に対し指導をお願いしているところである。施

設の運営上、入所者の安全確保は最重要課題であることを再認識いた

だき、スプリンクラー及び屋内消火栓設備の整備、夜間防火管理体制

の整備など、施設における具体的・効果的な防災対策に万全を期すよ
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う管内社会福祉施設に対する指導の一層の徹底に努められたい。

なお、乳児院については、消防法関係法令の改正により、平成27年

４月１日（既存の施設にあっては平成30年４月１日）からスプリンク

ラー設備の設置及び自動火災報知設備の感知器の作動と連動した火災

通報装置の設置が義務づけられたところであり、指導の徹底に努めて

いただくようお願いする。

③ 社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

社会福祉施設等における吹付けアスベスト対策については、「社会

福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の結果

の公表及び今後の対応について」（平成20年９月11日雇児発第091100

1号・社援発第0911001号・障発第0911001号・老発第0911001号、厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害

保健福祉部長、老健局長連名通知）などにより、従来から適切な対応

をお願いしてきたところであるが、総務省行政評価局から、厚生労働

省を含む関係省庁に対し、「アスベスト対策に関する行政評価・監視

－飛散・ばく露防止対策を中心として－」の結果に基づく勧告が行わ

れたところである。

当該勧告を踏まえ、「吹付けアスベスト等の使用実態の的確な把握

及び除去等の推進並びにアスベスト含有保温材等に関する注意喚起に

ついて」（平成28年９月30日雇児発0930第１号・社援発0930第11号・

障発0930第１号・老発0930第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名

通知）により、吹付けアスベスト等の使用実態の的確な把握及び除去

等の推進並びにアスベスト含有保温材等に関する注意喚起をしている

ところであるが、通知発出後もアスベストが使用されている児童福祉

施設等において不適切な工事が行われた事例が見受けられた。このた

め、令和元年８月に児童福祉施設等の整備におけるアスベスト対策の

徹底について事務連絡を発出し、児童福祉施設等の改築や大規模修繕

等の工事を行う際には、上記通知の内容に加え、

・ 工事着工前の石綿障害予防規則等の法令に基づく措置状況の確認

・ 児童が施設を利用していない時間帯での工事の徹底

などの必要なアスベスト対策について改めて万全を期すよう依頼した

ところであるため、児童福祉施設等の管理者等に周知するとともに、

適切な対処について指導方お願いする。

また、児童福祉施設等の吹付けアスベスト等の除去等に要する費用

については、次世代育成支援対策施設整備交付金（民間保育所等につ

いては保育所等整備交付金）の交付対象となっていることから、これ
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らの補助制度を積極的に活用し、吹付けアスベスト等の除去等の早期

処理に努めるよう指導をお願いする。

④ 児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保について

児童福祉施設等に設置している遊具については、「児童福祉施設等

に設置している遊具の安全確保について」（平成20年８月29日雇児総

発第0829002号、障障発第0829001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）によ

り対応をお願いしているところである。この中で、児童福祉施設等に

おいても参考とすることとしている、「都市公園における遊具の安全

確保に関する指針」については、子どもの遊びや遊具の安全性・事故

等に関する基本的な内容を示したものであり、平成26年６月30日に改

訂第２版が策定されているので、当該指針を参考に、遊具の事故防止

対策に活用していただくよう周知をお願いする。

⑤ 児童福祉施設等における埋没ガス管等の耐震化の推進について

現在、児童福祉施設等の敷地内に埋設されているガス管の中には鋼

製のものが残存しており、年数の経過や土壌環境等に伴い、腐食が進

行していることが推測されるところ。

このような腐食したガス管については、強い地震の影響により、継

手部分（ねじ継手）が緩んだり、その他の腐食した部分が折れたりし

て、ガスの漏えいによる火災や爆発が生じる恐れがあるが、ガス事業

者から経済産業省への報告によると、現時点においても、未だ古い埋

設ガス管が残存している施設もあり、ガス漏えいリスクを回避できて

いない状況にある。

ついては、当該児童福祉施設等において劣化した鋼製のガス管をポ

リエチレン管等のガス管に更新し、埋設ガス管の耐震化を推進してい

ただくよう、管内市町村及び関係施設等に対し、周知いただくようお

願いする。

なお、平成28年熊本地震においても、古い埋設ガス管で亀裂・折損

等によるガス漏れが185箇所発生したのに対し、ポリエチレン管に交

換された埋設ガス管は一切被害を受けず、ポリエチレン管の耐震性能

が実証されたところである。

《参照通知》

・ 児童福祉施設等における埋設ガス管等の耐震化の推進について

（依頼）（平成30年２月７日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、

経済産業省産業保安グループガス安全室）
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⑥ 児童福祉施設等における児童の安全確保について

児童福祉施設等における児童の安全確保については、従来より種々

ご尽力いただいているところであるが、各都道府県等におかれては、

事件・事故の発生の予防や発生した場合の迅速、的確な対応が図られ

るよう、引き続き市町村及び児童福祉施設等に対する指導をお願いし

たい。

また、児童福祉施設等においては、日頃からの職員の協力連携体制

は勿論のこと、保護者を含む地域との協力体制を確立することが重要

であり、地域全体の協力による児童福祉施設等における児童の安全確

保に努めるとともに、令和３年度予算案においても、引き続き、児童

養護施設等の防犯対策の強化を早急に図るため、次世代育成支援対策

施設整備交付金や保育所等整備交付金等において、門、フェンス等の

外構の設置・修繕や非常通報装置・防犯カメラの設置等に係る費用の

一部を支援対象としているところであり、本交付金の積極的な活用を

お願いする。

《参照通知等》

・「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」（平

成28年９月15日雇児総発0915第１号・社援基発0915第１号・障障

発0915第１号・老高発0915第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課長、老健局高齢者支援課長連名通知）

・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のた

めのガイドラインについて」（平成28年３月31日府子本第192号、

27文科初第1789号、雇児保発0331第３号内閣府子ども・子育て本

部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知）

・「教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事

故の防止について」（令和２年６月12日府子本第659号、２初幼

教第10号、子少発0612第１号、子保発0612第１号内閣府子ども・

子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）、内閣府子ども・

子育て本部参事官（認定こども園担当）、文部科学省初等中等教

育局幼児教育課長、スポーツ庁政策課学校体育室長、厚生労働省

子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭

局保育課長連名通知）

・「児童福祉施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故

の防止について」（平成26年6月20日雇児総発0620第1号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）

・「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」（平成13
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年6月15日雇児総発第402号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長通知）

（３）児童福祉施設等の防災・減災対策について

① 児童福祉施設等の耐震化の推進について

児童福祉施設等の耐震化状況については、平成30年９月に公表した

「社会福祉施設等の耐震化状況調査」の結果によれば、平成29年３月

時点の耐震化率88.8％（5.7万棟／6.4万棟）であり、未だ耐震化され

ていない施設が見受けられる。特に、自力避難が困難な乳幼児等の利

用する施設など、子どもの安全を確保する観点からできる限り早期に

全ての施設の耐震化を完了する必要がある。

前述のとおり、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」において、社会福祉施設等の耐震化を着実に推進していくことが

掲げられるなど、今後、想定される南海トラフ地震等に備え、引き続

き、未耐震施設の耐震化整備を早急に進めていくことが喫緊の課題と

なっている。

各都道府県等におかれては、耐震化が図られていない児童福祉施設

等に対し、次世代育成支援対策施設整備交付金、保育所等整備交付金

等の活用や融資制度等の情報提供、助言を行うなど、対策の推進をお

願いする。

② 児童福祉施設等における防災対策について

児童福祉施設等における地震防災対策については、「社会福祉施設

における地震防災応急計画の作成について」（昭和55年１月６日社施

第５号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知）により、地震

防災応急計画の作成などをお願いしている。各都道府県等におかれて

は、引き続き、児童福祉施設等における地震防災対策の推進について

特段の指導をお願いしたい。

また、近年、特に梅雨前線や台風に伴う浸水害や土砂災害等の災害

は毎年の様に発生しており、令和２年７月豪雨では高齢者施設におい

て14名の死者が出る浸水被害が発生している。児童福祉施設等は、乳

幼児など災害時に特に配慮を要する者が入所（利用）していることか

ら、各種災害に備えた十分な防災対策を講じる必要がある。

このため、利用児童等の安全を確保するため、「児童福祉施設等に

おける利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底につ

いて」（平成28年９月９日雇児総発0909第２号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局総務課長通知）により、特に留意すべき事項をとりまとめ
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ているので、管内市町村及び社会福祉法人等に対し、周知をお願いす

るとともに、「児童福祉施設等における非常災害対策計画の作成及び

避難訓練の実施状況の点検及び指導・助言について」（令和２年７月

27日子保発0727第１号、子子発0727第１号、子家発0727第１号、子母

発0727第１号厚生労働省子ども家庭局保育課長、子育て支援課長、家

庭福祉課長、母子保健課長通知）により、都道府県、市町村において

は、非常災害対策計画の策定状況、避難訓練の実施状況に関し、改め

て確認いただき、必要な指導・助言をいただくようお願いする。

さらに、児童福祉施設等においては、災害時にあっても最低限のサ

ービス提供が行えるよう、事業継続に必要な事項を定める「事業継続

計画（BCP）」を作成することが重要である。福祉施設におけるBCPの

作成が進んでいないことから、各施設において作成の推進を図ってい

ただくため、「社会福祉施設等における事業継続計画（BCP）の策定

について（依頼）」（令和２年６月15日社会・援護局福祉基盤課事務

連絡）を発出し、事業継続計画様式及び事業継続計画様式解説集をお

示ししているので、管内の市町村及び児童福祉施設等に対して周知さ

れるとともに、作成の推進をお願いする。

③ 土砂災害のおそれのある箇所に立地する児童福祉施設等に係る土砂

災害対策における連携の強化について

土砂災害のおそれのある箇所に立地する児童福祉施設等に係る土砂

災害対策については、「土砂災害のおそれのある箇所に立地する『主

として防災上の配慮を要する者が利用する施設』に係る土砂災害対策

における連携の強化について」（平成27年８月20日27文施施企第19号

・科発0820第１号・国水砂第44号、文部科学省・厚生労働省・国土交

通省連名通知）により、土砂災害対策の一層の推進をお願いしてきた

ところである。

こうした中、平成28年の台風10号に伴う水害など、近年の水害・土

砂災害の発生等を踏まえ、平成29年６月に土砂災害防止法が改正され、

洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施

が義務付けられたところである。

各都道府県等におかれては、同法の施行も踏まえ、砂防部局や管内

市町村との連携体制を一層強化し、水害・土砂災害のおそれがある地

域に立地する社会福祉施設等を的確に把握するとともに、「要配慮者利

用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き」

や「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マ

ニュアル」を参考に、当該施設等に対して、改めて指導・助言等を行
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っていただくようお願いする。

また、平成29年５月には、総務省行政評価局より、土砂災害対策の

推進を図る観点から「土砂災害対策に関する行政評価・監視の結果に

基づく勧告」がなされたところである。

同勧告においては、土砂災害警戒区域等における社会福祉施設等の

新設計画について、砂防部局への情報提供を行うとともに、土砂災害

警戒区域に係る情報を新設計画者に提供するなどの対応を求められて

いる。

これを受け、厚生労働省においては、「土砂災害のおそれのある箇所

に立地する「主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」に係

る土砂災害対策における連携の強化について」（平成29年11月24日付厚

生労働省子ども家庭局子育て支援課長ほか連名通知）を通知している

ところであるので、各都道府県等におかれては、同通知を踏まえ、土

砂災害対策連携通知の内容の再確認、関係部局の情報共有、管内市町

村への周知等についても、併せて適切な対応をお願いする。

④ 災害発生時における被災状況の把握について（関連資料87参照）

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況については、従来よ

り、「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等につい

て」(平成29年２月20日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、

社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知)に基づき、各地

方公共団体から各施設等の被災状況の報告を求めていたところである

が、被災施設等への支援の迅速化、自治体の事務負担軽減及び災害対

応業務の重点化・効率化を図るため、災害発生時の被災状況等を各施

設等が直接入力し、国・地方公共団体が一元的に確認できるシステム

（災害時情報共有システム）を構築しているところであり、令和３年

度より運用を開始することとしている。

令和３年度からの運用に向けて、各地方公共団体には、１月下旬を

目途に、システムのアカウント登録や施設の緊急連絡先など基本情報

の登録などのご協力をいただくとともに、来年度当初にはシステムの

説明会を実施する予定であるので、あらかじめご了知願いたい。

また、災害時に備え、平時からの体制構築、関係機関との連携につ

いて、引き続き強化していただくようお願いする。

⑤ 被災施設の早期復旧等

社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設

等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成21年２月13日付
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雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基

づき、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期現状回復

に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。

なお、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社会

福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)金」により国庫負担(補助)して

きたところであるが、早期復旧の観点や社会福祉施設が地域の重要な

防災拠点としての役割及び災害対策基本法に基づく「福祉避難所」に

指定されている場合もあることから、平成18年度から一般財源化され

た公立保育所等についても、引き続き「社会福祉施設等災害復旧費国

庫補助金」の対象となっているので了知願いたい。

⑥ 令和２年７月豪雨により被害を受けた児童福祉施設等の災害復旧に

ついて（関連資料88参照）

令和２年７月豪雨への対応については、種々御尽力いただいている

ところであるが、被害を受けた児童福祉施設等に関し、災害による被

害から速やかな復旧を図り、もって施設入所児童等の福祉を確保する

ため、被災施設の施設復旧及び設備復旧に要する費用を計上している

ので活用をお願いする。

（４）児童福祉施設等の運営について

① 児童福祉施設等の運営について

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情処

理の仕組みの整備及び第三者評価を積極的に活用し、自らのサービ

スの質、人材養成及び経営の効率化などについて継続的な改善に努

めるとともに、地域福祉サービスの拠点としてその公共性、公益性

を発揮することが求められている。

このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開

放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよ

う各都道府県等においては、法人に対する適切な指導をお願いする。

また、事故防止については、利用者一人一人の特性を踏まえたサ

ービスの提供、苦情解決の取組や第三者評価の受審等を通じたサー

ビスの質の向上により、多くの事故が未然に回避されることから、

施設全体の取組として危機管理（リスクマネジメント）が実施され

るよう指導されたい。

なお、社会的養護関係施設については、３年に１回以上の第三者

評価の受審と結果の公表が義務付けられるとともに、第三者評価を

受審しない年においても、各施設は第三者評価の項目に準じて自己
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評価を行わなければならないこととなっているので、適切な指導を

お願いする。

イ 社会福祉施設の運営費については、不正使用など不祥事により社

会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことがないよう施設所管課

と指導監査担当課との連携を十分図り、適正な施設運営について引

き続き指導願いたい。

② 児童福祉行政指導監査について

児童福祉行政指導監査は、児童福祉行政の適正かつ円滑な実施の確

保のため、市町村の事務実施体制の整備並びに法人及び施設運営の適

正化に十分配慮した指導監査を実施する等により、常時その実態を把

握し、児童の安全確保、児童の最善の利益や権利擁護を踏まえた援助

の確保、不祥事事件、児童入所措置費の支弁事務などにおける不当事

項等の未然防止等を図るものであり、引き続き適切な指導監査及び指

摘事項に対する改善状況の確認等に努められたい。

特に、児童福祉施設等に対する指導監査については、児童福祉法施

行令の規定により、年１回以上の実地検査を行うこととされているこ

とを踏まえた適切な対応をお願いしたい。

なお、保育所等については、保育所等が遵守・留意すべき内容や、

死亡事故等の重大事故防止に関する助言・指導を行う巡回支援指導員

の配置を支援する事業を実施している。指導監査の実施率の低い自治

体をはじめ、各自治体におかれては、巡回支援指導員を積極的に活用

いただき、巡回支援指導員が助言・指導した内容を都道府県等の指導

監督部門に報告し、情報共有を行うとともに、問題が認められた保育

所等について優先的に実地監査等を実施するなど、巡回支援指導と指

導監督部門との十分な連携を図ることで適切な実地監査等の実施につ

なげていただくようお願いする。

また、社会福祉法人指導監査との連携については、「社会福祉法人

の法人監査及び施設監査の連携について」（平成29年９月26日府子本

第762号、29文科発第868号、子発0926第１号、社援発0926第１号、老

発0926第１号）を踏まえ、必要な連携を行い、適切な指導監査を行っ

ていただきたい。

③ アレルギー疾患対策基本法の施行について

「アレルギー疾患対策基本法」（平成26年法律第98号）に基づき、

気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなどのア

レルギー疾患について、総合的なアレルギー疾患対策が推進されてい

るところである。
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同法第９条において、学校等の設置者等の責務として、「学校、児

童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に

関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住

し又は滞在する施設（以下「学校等」という。）の設置者又は管理者

は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努め

るとともに、その設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾

患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又

は教育的配慮をするよう努めなければならない」と規定されているこ

とから、ご了知いただくとともに、管内市町村、関係団体及び関係機

関等に対する周知をお願いする。

《参照通知等》

・「アレルギー疾患対策基本法の施行について（施行通知）」（平成

27年12月２日健発1202第９号厚生労働省健康局長通知）

（５）東日本大震災により被災した子どもへの支援について

東日本大震災により被災した子どもへの支援については、「被災し

た子どもの健康・生活対策等総合支援事業」として、被災者支援の基

幹的事業を一括化した「被災者支援総合交付金」（復興庁所管）にお

いて実施しており、「復興・創生期間」は令和２年度末で終了となる

が、「復興・創生期間」後においても、心のケア等の被災者支援につ

いては、事業の進捗に応じた支援を継続するとされている。このため、

令和３年度予算案についても、被災地の支援ニーズや課題等を踏まえ

つつ、引き続き必要とされる支援を実施できるよう予算を確保してい

るため、地域の状況を踏まえ、被災した子どもへの支援に尽力してい

ただくようお願いする。

（「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（令和３年度）」と

して実施する事業）

① 子ども健やか訪問事業（原子力災害被災地域に限る）

② 遊具の設置や子育てイベントの開催（原子力災害被災地域に限る）

③ 親を亡くした子ども等への相談・援助事業

④ 児童福祉施設等給食安心対策事業（原子力災害被災地域に限る）
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４．児童虐待防止対策の強化について

（１）乳幼児健診未受診者等の状況確認等の実施について

「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成30年７月20

日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）において、「乳幼児健

診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施」が掲げられたこ

となどを受け、各市町村において、乳幼児健診未受診、未就園、不就学

等で福祉サービスを利用していないなど関係機関が安全を確認できてい

ない子どもの把握及び状況確認を行っており、その実施状況について毎

年度調査を実施している。令和２年度においては、調査結果（令和３年

３月31日時点）について４月７日までの報告をお願いしており、ご協力

をお願いする。

こうした子どもやその家庭は、特に支援を必要としている場合もある

ことから、

・ 確認対象児童を把握した場合は、速やかに要保護児童対策地域協

議会において情報共有し、関係部署及び関係機関が連携して家庭訪

問や情報収集などを実施し、目視による状況確認に努めること

・ 状況確認を実施した際に、支援が必要と認められる子どもを把握

した場合は、確実に要保護児童対策地域協議会にケース登録し、関

係部署及び関係機関が連携して支援の方針・内容を検討するととも

に、継続的に見守り等が行えるようにするため、積極的な家庭訪問

等により、子ども、保護者等と連絡を取り合う関係を構築しつつ支

援を実施すること

に留意しつつ、調査に対する報告時点で状況確認に至っていない子ども

も含め、引き続き、当該子どもの把握及び状況確認に取り組んでいただ

きたい。

（２） ヤングケアラーの実態に関する調査研究について

（関連資料89参照）

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の

世話などを日常的に行っている子どもを指すものとされており、年齢や

成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや

教育に影響を及ぼす可能性がある。

そのため、平成30年度より、

・ 市区町村の要保護児童対策地域協議会を対象にヤングケアラーの

実態調査の実施

・ ヤングケアラーの早期発見・支援に活用するためのアセスメント
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シートやガイドラインの作成及び周知

などを行っており、令和２年度においては、ヤングケアラーの実態をよ

り正確に把握するため、文部科学省と連携し、教育現場も含めた地方自

治体、子ども本人を対象とした調査を実施しているところである。

各自治体においては、アセスメントシートやガイドラインを活用する

などして、関係部署及び関係機関が連携し、ヤングケアラーが適切な支

援を得られるよう適切に対応していただきたい。

（３）「児童虐待防止推進月間」における主な取組、令和３年度子ども

の虐待防止推進全国フォーラムの開催について(関連資料90参照)

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、

児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・

啓発活動を実施している。

令和２年度においては、関係府省庁、関係団体等とも協力し、

・ 全国から募集した「児童虐待防止推進月間」標語の最優秀作品

や児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」、「体罰等によらない子

育て」について掲載したポスター・リーフレット等の作成及び関

係機関、関係団体等への配布

・ インターネット広告・SNS、政府広報等の活用による広報

・ 東京スカイツリー
®
のオレンジライティング

等の取組を実施した。

令和３年度においては、「児童虐待防止推進月間」に合わせ、厚生

労働省が主催、関係自治体が共催となって毎年度実施している「子ど

もの虐待防止推進全国フォーラム」を令和３年11月に福岡県において

開催する予定である。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

状況に応じて、オンライン開催といった開催方法の変更や参加人数の

制限といった措置を講じる場合があることを予めご了知願いたい。

各自治体においては、来年度も引き続き、「子どもの虐待防止推進

全国フォーラム」への積極的な参加をはじめ、「児童虐待防止推進月

間」での各種取組への協力をお願いする。

（４）子ども虐待防止に係るポスターコンテストの実施について

（関連資料91参照）

児童虐待防止対策の象徴であるオレンジリボン運動への理解を広め

るため、厚生労働省が後援し、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワ

ークが主催している「子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポスタ

ーコンテスト」は、広く国民から啓発ポスターのデザインを募集する
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ものであり、令和３年度も開催されるところ、現在、作品募集中であ

ることから、各自治体においても同ポスターコンテストについて広く

一般に呼びかけていただきたい。

５．社会的養育の充実について

（１）包括的な里親養育支援体制の構築・特別養子縁組の推進につい

て

① 令和３年度予算案における包括的な里親支援体制の構築・特別養子

縁組の推進について （関連資料36参照）

令和３年度予算案においては、「概ね５年以内に３歳未満児の里親

等委託率75％以上」等の目標の実現に向けて、

ア 令和６年度末までの期間に限り、目標の達成に向けて意欲的に

取り組む自治体に対する里親養育包括支援（フォスタリング）事

業の補助率の嵩上げ（1/2→2/3）

イ 目標の達成に向けて意欲的に取り組む自治体が行う先駆的な取

組を支援し、効果的な取組事例を横展開出来るよう、提案型補助

事業の創設

ウ フォスタリング機関に対して市町村との連絡調整に必要な費用

の支援

エ 障害児やその養育者への支援に関して専門的なノウハウを有す

る児童発達支援センター・障害児入所施設等と連携し、障害児の

養育を行う里親等を訪問して必要な支援を行うなど、障害児養育

に係る里親等の負担軽減に向けた支援体制の構築に向けたモデル

事業の創設

オ フォスタリング機関に進学・就職等の自立支援や退所後のアフ

ターケアを担う自立支援担当職員を配置し、委託解除前から自立

に向けた支援を行う事業の創設

カ ファミリーホームの養育者の負担軽減を図り、家庭養育優先原

則に基づく取組を推進するため、補助者を配置するための補助の

拡充や、児童養護施設等における一時的な休息のための援助（レ

スパイト・ケア）の対象にファミリーホームの追加

などを盛り込むとともに、養子縁組民間あっせん機関が行う先駆的な

取組等に対して支援を行うため、子どもの出自を知る権利に関する支

援等に取り組む民間あっせん機関に対する支援の拡充や、養親希望者

の手数料負担の更なる軽減を実施に必要な経費を盛り込んでいる。

各都道府県等におかれては、包括的な里親支援体制の構築及び特別
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養子縁組の推進に向けて、これらの拡充内容の積極的な活用をお願い

する。

② 里親制度・特別養子縁組制度の普及啓発について（関連資料92参照）

厚生労働省では、里親制度に対する社会的認知を高め、より一層の

推進を図るため、毎年10月を「里親月間（里親を求める運動）」と位

置付け、集中的な広報・啓発活動を実施しており、令和２年度におい

ては、

・ ポスター・リーフレット等の作成及び関係機関、関係団体等へ

の配布

・ 新聞広告及びインターネットによる広報活動

・ 政府広報（Twitter、Facebook、各種広報誌）による広報活動

などの従来からの取組に加え、

・ LINEなどSNSを活用した広報活動

・ 地上波テレビCMの放映

・ シンポジウムの開催

などを実施している。

また、特別養子縁組制度についても、里親制度と同様、新聞広告、

特設サイト、シンポジウムによる広報・啓発活動を行っている。

各都道府県等におかれても、里親制度や特別養子縁組制度の普及啓

発に向けて、地域の実情に応じて創意工夫を凝らした広報活動を展開

するなど、積極的な取組をお願いする。

里親の認知度については、「聞いたことがある」程度の認識である

者が多く、まずは里親制度についての情報の発信が必要である。この

ため、里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発においては、広く一般

市民が養育里親に関する情報に日常生活の中で触れる機会を数多く作

り、里親制度に関心を持つきっかけを作ることが重要である。

また、登録里親を増加させるには、従前より幅広いターゲット層に

対し、それぞれの特徴を捉えて戦略的なアプローチを行う必要がある。

そして、里親に関心を持った層に対しては、経験者の体験を共有す

る機会を持つことや、短期間のみの養育もあることの周知、サポート

体制などの説明を通じて、里親になることの不安や負担感を軽減する

ことが効果的であると考えられる。

（２）施設の小規模かつ地域分散化・施設における地域支援の取組の

強化について （関連資料36参照）

児童養護施設や乳児院には、平成28年改正児童福祉法に基づく家庭養
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育優先原則を進める中においても、

・ 施設での養育を必要とする子どもの養育に関し、小規模かつ地域分

散化を原則とする「できる限り良好な家庭的環境」において、高機能

化された養育や保護者等への支援を行う

・ 里親や在宅家庭への支援を行うことなど、施設の多機能化・機能転

換を図る

など、更に専門性を発揮していくことが期待されている。

このため、令和３年度予算案では、児童養護施設等の小規模かつ地域

分散化の推進に向けて、

① 意欲的に取り組む自治体・施設等を支援するため、小規模かつ地域

分散化された施設を整備する際の施設整備費等の補助率の嵩上げ（1/

2→2/3）や、自治体における整備候補地の確保に向けた取組等の支援

② 都市部等における取組を促進するため、地域小規模児童養護施設及

び分園型小規模グループケアの定員要件の緩和（現行定員６人→定員

４～６人の範囲内で設定）

③ 本体施設の基幹職員が地域小規模児童養護施設等のバックアップ活

動に専任できるよう、基幹職員の代替職員に係る人件費等の加算の創

設

を盛り込んでいる。

また、里親養育への支援の拡充など施設における地域支援機能を強化

するため、

① 自治体と連携して里親養育への支援に積極的に取り組む乳児院・児

童養護施設に対して、里親支援専門相談員の配置の拡充

② 施設の専門性・ノウハウを活用し、里親やファミリーホーム、自立

援助ホーム等への巡回支援を行う児童養護施設等に対して、心理療法

担当職員の配置の拡充

③ 市町村等と連携し、地域における要支援家庭等を一時的に入所又は

通所させて支援を行う親子支援事業の創設（児童入所施設措置費の施

設機能強化推進費加算の拡充）

④ 乳児院等の地域支援の取組を推進するため、地域の要支援家庭等へ

の訪問支援等を行う施設に対して、家庭支援専門相談員加算の加算要

件（定員30名以上の施設のみ配置可能）の緩和

などについても、令和３年度予算案で盛り込んでいる。各都道府県等に

おかれては、各施設に対して、これらの拡充内容の積極的な活用を促し

ていただきたい。
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（３）社会的養護出身者の自立支援の充実について（関連資料36参照）

児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成31年3月19日児童虐待防

止対策に関する閣僚会議決定）において、子どもの自立に向けた継続的・

包括的な支援体制の構築が求められており、厚生労働省においては、昨年

８月に社会的養護出身者との「社会的養護自立支援の強化に向けた意見交

換会」を開催したところである。

意見交換会での意見等を踏まえて、令和３年度予算案においては、

① 民間団体等が児童養護施設等に赴き、入所児童に対して自立に向け

た相談支援の実施に必要な費用の補助

② メンタルケア等、医療的な支援を必要とする者が適切に医療を受け

られるようにするため、嘱託医との契約等、医療連携に必要な費用の

補助の創設

③ 民間アパート等を借り上げて、一定期間、一人暮らしを体験するた

めの補助の創設

④ 退所者の法律相談に対応するための補助の創設

⑤ 入院時の身元保証に対する補助の創設

⑥ 母子生活支援施設に退所後のアフターケアや地域の母子家庭等への

支援を担う職員の配置

などを盛り込んでいる。各都道府県等におかれては、子どもの自立に向け

た継続的・包括的な支援体制の構築に向けて、これらの拡充内容の積極的

な活用をお願いする。

６．ひとり親家庭等自立支援施策について

（１）児童扶養手当について （関連資料93、94参照）

① 令和３年度の手当額について

令和元年の消費者物価指数が対前年比＋0.1％となったことから、

法律の規定に基づき、＋0.1％の引き上げを予定しているので管内市

町村に対する情報提供をお願いする。

＜本体月額＞

（令和２年度） （令和３年度）

全部支給 ４３，１６０円 → ４３，２００円（ ＋４０円）

一部支給 ４３，１５０円 → ４３，１９０円（ ＋４０円

～１０，１８０円 ～１０，１９０円 ～＋１０円）
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＜第２子加算月額＞

（令和２年度） （令和３年度）

全部支給 １０，１９０円 → １０，２００円（ ＋１０円）

一部支給 １０，１８０円 → １０，１９０円（ ＋１０円

～５，１００円 ～５，１００円 ～＋ ０円）

＜第３子以降加算月額＞

（令和元年度） （令和２年度）

全部支給 ６，１１０円 → ６，１２０円（ ＋１０円）

一部支給 ６，１００円 → ６，１１０円（ ＋１０円

～３，０６０円 ～３，０６０円 ～＋ ０円）

② 児童扶養手当と障害年金との併給調整の見直しに係る周知について

本年３月分から、障害基礎年金等の受給者について併給調整の方法

を見直すことにより、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の

額を上回る場合、その差額を受給できるようにすることとしているの

で、見直し後の支給に当たっては、受給者への周知について、特段の

ご配慮をお願いする。

③ プライバシーの保護に配慮した事務運営について

ア 事実婚の支給要件の確認方法に関する留意事項について

児童扶養手当の事実婚等の支給要件の確認に際しては、以下の点

を含め、プライバシーの保護に配慮した事務運営を行うよう、確認

をお願いするとともに、窓口を担う職員への周知徹底をお願いした

い。（令和元年９月30日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長

通知）

・ 支給要件に関し、受給資格者の生活実態の確認に際しては、

必要以上にプライバシーの問題に立ち入らないよう十分配慮す

る必要があり、これらについて確認を行う場合は、一律に確認

を行うのではなく、確認が必要と個別に判断した者に限るべき

であること。

・ 異性との交際関係など、プライバシーに関わる事項について

確認が必要な場合には、確認の必要性について理解が得られる

よう、児童扶養手当の支給要件との関係について十分に説明を

行うこと。

・ プライバシーに関する聞き取りをする場合には、個室や衝立

のあるコーナーで行うなど、できる限りプライバシーの保護に

配慮すること。
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・ 「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、窓口のワン

ストップ化を進めるとともに、窓口での相談を躊躇せず、支援

を必要とするひとり親が行政の窓口に確実につながるように留

意すること。

イ 児童扶養手当法第29条の規定に基づく調査の適正な実施について

児童扶養手当の事務運営における調査に際しては、以下の点に留

意をお願いするとともに、調査を担う職員への周知徹底をお願いし

たい。（令和元年９月30日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

長通知）

・ 児童扶養手当法第29条の規定に基づく調査については、受給

資格の有無及び手当額の決定のために必要な事項に関する書類

その他の物件の提出を命ずること、職員が受給資格者、児童そ

の他関係人に質問をすること、児童や児童の父母に石の診断を

受けさせること等が職権で行使できる旨が規定されているが、

受給資格者の自宅等へ立ち入って調査を行う権限は含まれてい

ない。

このため、自宅内を含めた調査で必要な場合には、同条に基

づく調査ではなく、受給資格者の同意を得て行う必要があるこ

と。

・ 調査に当たっては、真に確認が必要かの必要性について慎重

に個別判断するとともに、必要と判断した場合においては、必

ず丁寧に調査の趣旨を説明し、受給資格者の同意を得た上で、

調査される側の状況や立場を考慮し調査担当者や調査日時を設

定するなど、プライバシーに十分配慮し、対応する必要がある

こと。

・ 受給資格者が自宅内等への調査に応じないことのみをもっ

て、法第14条の規定に基づく支給停止を行うことは不適当であ

ること。

④ 相談体制等について

児童扶養手当の現況届時（8月）を集中相談期間として、子育て・

生活、就業、養育費の確保など、ひとり親家庭が抱える様々な問題を

まとめて相談できる体制の構築を支援することとしているところであ

るが、地域における新型コロナウイルス感染症の感染状況や実施され

ている感染対策等を踏まえ、地方自治体における組織的判断の下、必

ずしも対面による手続きを前提とすることなく、柔軟な対応を行うこ

とは差し支えない。
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一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるひとり親家庭に

対しては、現下の状況においてより一層子育て・生活、就業、養育費

の確保などの支援を行き届かせることが必要とされていることから、

児童扶養手当受給者を取り巻く状況を十分に踏まえられた上で、適切

な対応をお願いしたい。

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付金について

① 高等教育の修学支援新制度との併給について

令和２年４月から高等教育の修学支援新制度が実施されているが、

授業料の減免等の対象となる可能性のある者であっても、大学等にお

いて入学金等を一旦徴収する場合があり、その場合においては、入学

後に減免等が確定した際に、減免相当額が還付されることとなる。こ

のため、入学時において入学金等を納付する必要がある場合には、母

子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行っていただくようお願いす

る。

また、借受人に対しては、本貸付金を活用した上で、新制度による

支援を受けた場合には、新制度による支援を受けた分だけ貸付限度額

の上限が下がることとなるため、貸付限度額を超える部分は返還する

必要があることを予め説明いただくとともに、償還期限内に円滑に償

還を行うことができるよう、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学

金の過月分の給付が行われた場合には、可能な限り速やかに償還を行

うよう求めていただくことをお願いする。

なお、借受人等の経済状況等を勘案してこの取扱いが困難である

と認める場合には、一括償還のみならず、分割での償還を認めるなど、

償還の負担に配慮した柔軟な対応を行うことが可能であること及びや

むを得ない事情により償還期限内での償還ができない場合について

は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条第１項の規定に基づ

く償還の猶予を行うことが可能であることにご留意いただきたい。

② 母子父子寡婦福祉資金貸付金の運用上の留意事項について

修学資金及び就学支度資金については、経済的理由により修学が困

難なひとり親家庭等の子どもの進学を容易にする観点から設けられて

いるものであるが、都道府県等における貸付審査に一定の期間を要す

るため、ひとり親家庭等への修学資金等の支払いが高等学校等の学費

の納付期限に間に合わず、ひとり親家庭等が資金繰りに苦慮する場合

があるとの指摘がなされている。

これらの資金の貸付については、これまでも、願書の提出段階から
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事前の審査を受け付けるなどの対応をお願いしてきたが、各都道府県

等におかれては、入学金等の納付が必要となった際に適切に資金の貸

付が行えるよう、引き続き、円滑な貸付の実施に努めていただくよう

お願いする。

なお、他の資金についても、必要な時期に資金を貸付けることがで

きるよう、相談の段階から事前の審査を受け付けるなど、円滑な貸付

の実施に努めていただくようお願いする。

また、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けに当たっては、特に経

済的条件は定められていないことから、貸付を受けようとする者の必

要性を考慮するとともに、この資金の活用により、経済的自立の助成

及び生活意欲の助長を期し得る場合には、積極的に支援することをお

願いしたい。

③ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う償還金の支払猶予について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する

保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就

業環境が変化し、一時的に就労収入が減少する場合が想定される。

この場合については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条

第１項第１号に規定する「その他やむを得ない理由」、母子及び父子

並びに寡婦福祉法第32条第３項に規定する「政令で定める特別の事情」

とみなすことができ、１年以内の償還金の支払い猶予期間を設けるこ

とが可能であるため、都道府県等においては、借受人の状況に応じて、

特段の配慮をお願いする。

（３）就業支援等について （関連資料38、95参照）

① 母子家庭等就業・自立支援事業について

ひとり親家庭の親の自立支援について、就業支援のみならず、養育

費の確保の推進や地域での生活支援等、個々の実情に応じた総合的な

支援を提供することとしている母子家庭等就業・自立支援センター

に、認定心理士や産業カウンセラー等の心理カウンセラーを配置し、

ひとり親家庭の親に対し心理面のアプローチも考慮した就業相談を実

施することを可能とする予定としているので、積極的な活用をお願い

したい。

② 自立支援給付金事業について

ひとり親家庭の親が、看護師等の資格を取得するため養成機関で修

業する場合に、修業期間中の生活費負担を軽減するために支給する高
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等職業訓練促進給付金について、准看護師養成機関を修了する者が、

引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や

４年以上の課程の履修が必要な養成機関で修業する場合には、４年間

の支給を可能とする予定としている。併せて、ひとり親家庭の親が、

雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座及びこれに準じて地方自治

体が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部

を支給する自立支援教育訓練給付金についても、４年間の支給を可能

とする予定としているので、引き続き、これらの就職に有利な資格の

取得支援について、積極的な活用をお願いしたい。

③ 母子・父子自立支援プログラム策定事業について

個々のひとり親家庭の実情に応じた自立目標を設定し、適切な子育

て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせた自立支援プ

ログラムを策定する当該事業について、引き続きハローワークや母子

家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携しつつ効果的な実施に努

めていただきたい。

④ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について

高等学校卒業程度認定試験に合格することは、ひとり親家庭の親や

その子どもの就職先や取得可能な資格の拡大に資するものと考えられ

る。

このため、試験合格のための講座を受け、これを修了した時に支給

する受講修了時給付金及び合格時において支給する合格時給付金を支

給する当該事業について、、積極的な活用をお願いしたい。

⑤ 自治体窓口のワンストップ化の推進について

ひとり親家庭の相談窓口において、母子･父子自立支援員に加えて、

就業支援専門員を配置することにより、子育て・生活に関する内容か

ら就業に関する内容まで、ワンストップで寄り添い型支援を行うこと

ができる体制を整備するための事業を引き続き実施することとしてい

る。

併せて、児童扶養手当の現況届の時期（毎年８月）等に、子育て・

生活、就業、養育費の確保など、ひとり親が抱える様々な問題をまと

めて相談できる体制の構築を支援することとしているところであり、

これらの取組により、ひとり親家庭の相談窓口のワンストップ化を推

進していただくようお願いする。

また、各自治体での就業支援に当たっては、ハローワーク等の労働

関係機関や生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等と十分
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に連携を図り、ハローワーク等の施策も含め広報等を行い、施策の効

果的な実施に努めていただきたい。

⑥ 令和２年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」について

本事業については、令和２年12月３日付け子発1203第１号「令和２

年度母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図る優良企業等の

表彰について」を発出し、地方公共団体からの推薦をお願いした。よ

り多くの企業からの応募がなされるよう、管内市（指定都市及び中核

市を除き、特別区を含む）及び福祉事務所設置町村に対する周知等を

お願いしたい。

⑦ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法に

ついて

「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」

（平成24年法律第92号。以下「特別措置法」という。）が平成25年３

月１日に施行されている。

特別措置法においては、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支

援に関する施策の充実、民間事業者に対する就業支援の協力の要請、

母子福祉団体等の受注機会の増大への努力、財政上の措置等について、

国及び地方公共団体の努力義務が規定されている。

この中で、地方公共団体については、民間事業者に対する就業支援

の協力の要請及び母子福祉団体等からの受注機会への増大への努力に

関して、国の施策に準じて努めることとされているので、引き続き積

極的な取組をお願いしたい。

（４）子育て・生活支援、養育費の確保等について （関連資料38参照）

① ひとり親家庭等生活向上事業の積極的な実施について

ア ひとり親家庭等生活支援事業の実施について

ひとり親家庭は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理等

様々な面において困難に直面する。また、ひとり親家庭の親の中に

は、高等学校を卒業しておらず、希望する就業ができないことから、

安定した就業が難しいなどの支障が生じている。

このため、平成28年度から、ひとり親家庭の親に対し、ファイナ

ンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理等の講習会の実

施、高等学校卒業程度認定試験の合格支援などの学習支援、ひとり

親家庭同士のネットワークづくり等を行うひとり親家庭等生活支援

事業を実施している。特に、ひとり親家庭は経済的に厳しい状況に
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あることから、家計管理の支援をすることが重要であり、同事業に

よる講習会や個別相談の実施、必要に応じて、生活困窮者自立支援

制度の家計相談支援事業へつなぐ等の取組を進めることが重要であ

るため、本事業の積極的な実施をお願いする。

イ 子どもの生活・学習支援事業の実施について

ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖

を防止する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家

庭の子どもに対し、児童館・公民館や民家等において、悩み相談を

行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等

を行う「子どもの生活・学習支援事業」を2016（平成28）年度から

実施している。

令和３年度予算案においても必要な予算を確保しているので、各

地方自治体での本事業の積極的な実施をお願いする。

また、生活困窮者自立支援制度における「子どもの学習・生活支

援事業」との連携を図ることで、学生ボランティアや会場の確保な

どを効率的に実施することができると考えられることから、事業の

連携についてもご検討いただきたい。

② ひとり親家庭等日常生活支援事業について

母子家庭、父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活す

ることが出来る環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、

保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員（ヘルパー）

を派遣し、又はヘルパーの居宅等において子どもの世話等を行うひと

り親家庭等日常生活支援事業を実施している。

本事業は、就労と子育てを一手に担うひとり親家庭における、就労

と子育ての両立に向けた効果的な支援施策であることから、各自治体

におかれては、引き続き、本事業の積極的な実施をお願いする。

③ 養育費確保及び面会交流支援について

ア 養育費相談支援センターについて

厚生労働省においては、養育費相談支援センターを設置し、専門

の相談員がひとり親家庭等から直接相談に応じるとともに、養育費

や面会交流に関するパンフレットを作成し、制度の周知を図ってい

る。また、養育費相談支援センターによる地方自治体への支援とし

て、母子・父子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援センターの

相談員が受け付けた困難事例への相談対応、相談員の技術向上のた

めの研修、自治体が行う研修への講師派遣も実施している。

各自治体におかれては、養育費相談支援センターを積極的に活用
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されるとともに、地域のひとり親家庭等が養育費や面会交流に関す

る相談がしやすくなるよう、ホームページ等において、養育費相談

支援センターのホームページのURLを掲載するなどの周知も併せてお

願いしたい。

（参考）養育費相談支援センターホームページ

http://www.youikuhi-soudan.jp/

イ 母子家庭等就業・自立支援事業について

地方自治体における養育費の支払いや面会交流の実施に関する相

談の取組を推進するため、母子家庭等就業・自立支援事業における

養育費等支援事業により、養育費の支払いや面会交流の実施に関す

る相談を実施するための専門の相談員の配置を支援するとともに、

平成28年度からは、弁護士による相談の実施を支援している。

令和３年度予算案では、ＳＮＳによるオンライン相談などアクセ

スしやすい多様な方法による相談支援を行うとともに、法的支援な

ど専門的な相談支援体制の更なる充実・強化を図ることとしてい

る。

各自治体におかれては、養育費等支援事業を積極的に実施いただ

くとともに、養育費の確保や面会交流の実施等に関する周知に当た

っては、戸籍の窓口や児童扶養手当の窓口等でもパンフレット等を

配布し必要な相談につなぐなど、積極的に周知いただくようお願い

する。

なお、養育費等支援事業における弁護士相談等の実施に向けては、

厚生労働省から日本弁護士連合会に対して、自治体による養育費等

支援事業の実施に対する全国の弁護士会の協力を依頼しており、自

治体におかれては、地域の弁護士会と連携を図りながら、事業の積

極的な実施をお願いする。

また、面会交流の取り決めがある者を対象に、日程の調整、場所

の斡旋、付き添い、アドバイスなどの必要な支援活動を行う面会交

流支援事業については、平成30年度における実施自治体数は９自治

体と低調である。

すでに地域において面会交流支援を実施しているNPO法人等の活用

も含め、事業の実施に向けた検討をお願いしたい。

ウ 離婚前後親支援モデル事業の実施について

平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果によると、離婚する際

の養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯が42.9％、父子世

帯が20.8％となっており、面会交流の取り決めをしている割合は、

母子世帯が24.1％、父子世帯が27.3％となっており、引き続き、養

育費や面会交流の取り決めの促進を図ることが必要である。
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このため、離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与

える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を考える機

会を提供するため、「親支援講座」の開催や、地方自治体が養育費の

履行確保等に資するものとして先駆的に実施する事業等に対する補

助を行う離婚前後親支援モデル事業を実施している。

令和３年度予算案においては、公正証書等による債務名義の作成

費補助や、保証会社と養育費の保証契約を締結した際の保証料の補

助など、地方自治体が先駆的に実施する取組に対する支援の更なる

充実を図ることとしている。

各地方自治体においては、養育費や面会交流の取り決めの促進等

に向けて、本事業の実施に向けた検討をお願いしたい。

エ 令和元年版養育費の算定表について

平成15年に東京・大阪の裁判官等により提案された「標準算定方

式・算定表」が家庭裁判所の家事審判及び家事調停等における養育

費等の算定の実務において定着しているところであるが、一昨年12

月に、平成30年度司法研究（養育費、婚姻費用の算定に関する実証

的研究）の報告が公表され、養育費の算定に係る改定算定表が提案

された。

当該算定表は、養育費の取り決めに当たっての有用な目安となる

と考えられるので、その内容を理解いただき、ひとり親家庭に対す

る相談業務等に役立てていただきたい。もっとも，最終的な養育費

の額は，改定算定表の算定結果のほか，各事案における諸事情を踏

まえて定められるものであることにご留意いただきたい。

なお、改定算定表については、裁判所ホームページに掲載されて

いるので、ご確認いただきたい。

（参考）裁判所ホームページ

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkok

u/index.html

④ 母子・父子自立支援員等の相談員の専門性向上について

ひとり親家庭の個々の状態に応じて必要な支援を提供できるよう、

タブレット等を活用した相談対応ツールの整備など、母子・父子自立

支援員等の専門性の向上を始めとした相談支援体制の強化を図るに必

要な経費の補助を行うこととしている。

また、ひとり親家庭の相談については、生活困窮者自立支援制度、

ハローワークによる就業支援や養育費の履行確保に資する制度などに

関する知識も必要であり、また、中長期的な寄り添った支援が求めら

れるなど高い専門性が必要である。
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各地方自治体においては、国の補助事業を活用し、母子・父子自立

支援員等の相談員の質の向上を始めとした相談支援体制の強化に努め

るようお願いする。

⑤ ひとり親家庭住宅支援貸付について

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図り、自立に向けた取組を促進す

るため、令和３年度予算案において、新たに住居費に係る貸付制度の

創設を盛り込んだところであり、都道府県等においては、地域の実情

に応じて積極的にご活用いただきたい。

７．困難な問題を抱える女性への適切な支援の実施について
（関連資料39、96、97参照）

（１）新型コロナウイルス感染症への対応におけるＤＶ被害者等への適切な

支援について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により、生活不安やストレス

によるＤＶ被害者等の増加、深刻化や、家庭関係の破綻や生活困窮等に

より住居を失った又は失う恐れのある女性が居場所の確保に窮すること

となることが懸念されることから、ＤＶ被害者等からの電話や面談等に

よる相談や、家庭から避難したＤＶ被害者等を婦人相談所一時保護所や

民間シェルター等の一時保護委託契約施設において保護する場合は、引

き続き、十分な感染防止対策を行っていただいた上で、関係機関等とも

必要な連携を図りながら、相談対応から保護に至るまでの支援を継続的

かつ迅速に実施されるようお願いする。

また、ＤＶ被害者等が、婦人相談所における一時保護の要否判断を経

ることなく、民間シェルター等の一時保護委託契約施設に直接来所し、

一時保護を求める場合に必要となる対応については、「婦人相談所が行

う一時保護の委託について」（平成23年３月31日雇児発0331第20号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）によりお示ししているとおり、被

害者の負担軽減を図りつつ、迅速な一時保護委託契約施設における一時

保護を開始されるよう重ねてお願いする。

（２）婦人相談員の配置促進について

「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年３月19日児童

虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）により、婦人相談員が配置さ

れていない市においては、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化に資す

るよう、婦人相談員の配置について検討することとされており、昨年４

月１日に施行された改正後の児童虐待防止法には、婦人相談員について、
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児童虐待の早期発見に努める旨が規定されている。昨年４月１日時点で、

婦人相談員を配置している市区は45.8%に留まっていることから、未だ

配置していな市区におかれては、きめ細かな対応に向けて、早急に配置

を進められるとともに、各都道府県も含め、婦人相談員が担う役割の必

要性を十分考慮した上で、婦人相談員の専門性にふさわしい任用、処遇

等に対応されるとともに、ＤＶ対応と児童虐待対応の連携促進を図られ

たい。

（３）携帯電話等通信機器の使用に関する基本的対応方針について

令和元年６月２１日付けで取りまとめた「婦人保護事業の運用面にお

ける見直し方針について」に掲げる「４．携帯電話等の通信機器の使用

制限等の見直し」を踏まえ、令和元年度に「婦人保護事業における通信

機器等の取扱いに関する調査研究」を実施した上で、「婦人相談所一時

保護所及び婦人保護施設における携帯電話等通信機器の使用に関する基

本的対応方針」について（令和２年12月25日子家発1225第２号厚生労

働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）（以下「基本的対応方針」という。）

を策定したところである。

この基本的対応方針は、婦人相談所一時保護所及び婦人保護施設にお

いて、入所者が携帯電話等通信機器を使用する場合に必要な基本的な対

応を示すものであり、加害者からの追跡の回避など、入所者の安全・安

心を最優先としつつ、様々な制約の中でも可能な限り入所者の希望に添

った対応を行うべきであることを示したものである。

個別具体的な対応に当たっては、入所者の希望とともに、入所後の状

態の変化や加害者の状態・動向も見極めながら、入所者ごとに必要な対

応を決定し、施設における入所者の安全・安心を確保されるようお願い

する。

各都道府県等におかれては、基本的対応方針の内容について御了知い

ただくとともに、管内の婦人相談所及び一時保護所、婦人保護施設並び

に婦人相談員に対し周知をお願いする。

（４）婦人保護事業の見直しの検討について

婦人保護事業については、「困難な問題を抱える女性への支援のあり

方に関する検討会」における議論を踏まえ、引き続き運用面の見直しを

進めるとともに、同検討会の中間まとめを踏まえ、売春防止法を根拠と

した枠組みから、困難な問題を抱える女性を対象として専門的な支援を

包括的に提供する制度への見直しについての検討を加速することとして

いるので、各都道府県等におかれては、御了知いただきたい。
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８．母子保健対策の推進について

（１）乳幼児身体発育調査の実施について（関連資料98、99参照）

乳幼児身体発育調査は、1960（昭和35）年以降10年ごとに、全国の乳

幼児の身体発育の状態を調査し、我が国の乳幼児身体発育値を定め、併

せて、乳幼児の運動機能、栄養法などの現状を調査することにより、乳

幼児保健指導の改善に活用している。2020（令和２）年度に調査を実施

予定であったが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、2021（令

和３）年度に実施を予定している。前回（2010年）と同様に９月に調査

を実施する予定であり、事前に乳幼児身体発育調査説明会を開催するこ

ととしているので、調査にあたっては御協力をお願いする。

（２）各種健康診査の結果の把握及び母子保健施策への活用について

妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児健康診査の結果については、そ

れぞれ母子保健法や通知に基づき実施いただいているところであるが、

医療機関に健診の実施を委託している場合、健康診査の結果を集約でき

ていない状況が一部の自治体で生じている。

健康診査の結果を集約することは、

・妊産婦や乳幼児に対して保健指導を行うことや、

・Ｂ型肝炎やＨＴＬＶ－１などの母子感染防止事業の充実、

・マイナンバー制度を活用し、乳幼児健診及び妊婦健診情報をマイナポ

ータルでの閲覧や市町村間での情報連携

など、母子保健施策の企画立案等に資するものであることから、各自治

体におかれては、医療機関と密に連携の上、健康診査の結果を収集し、

積極的にご活用をお願いする。

（３）助産施設について

児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する

町村（以下「都道府県等」という。）は、妊産婦が、保健上必要がある

にもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場

合において、その妊産婦から申し込みがあった場合には、助産施設にお

いて助産を実施することとしている。

各都道府県等におかれては、上記に基づく適切な助産の実施や、同法

第22条第４項に基づく助産制度に関する情報の周知を図るとともに、助

産施設が未設置の都道府県等におかれては、設置について積極的な検討

をお願いする。

なお、助産制度の円滑な実施について、助産の実施が必要な妊産婦に
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対し助産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう通知を発出

しているところであり、助助産制度の周知と徴収金基準額の弾力運用、

各関係機関との連携について、特段の配慮をお願いする。

・「児童福祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について」（令

和元年８月８日厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

（４）旧優生保護法について （関連資料101、102参照）

①旧優生保護法一時金の支給について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給

等に関する法律」（平成31年法律第14号）については、平成31年４月24

日（旧優生保護法一時金認定審査会については６月24日）に施行された

ところである。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下「一

時金」という。）の厚生労働省及び都道府県への請求件数は1,018件（令

和２年１月３日時点）、支給認定件数は833件（令和２年12月末時点）

である。

一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、厚生労働

省において以下の周知広報を実施してきたところ。

・一時金についての特設ホームページの開設、新聞広告、インターネッ

ト広告、ラジオ広告などによる制度の周知広報

・障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付き動画、点字版リ

ーフレット、制度を分かりやすく説明したリーフレット（分かりやす

い旧優生保護法一時金リーフレット）を作成・配布

都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に情報

が届くよう、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行うようお願い

する。

②国会による調査について

一時金支給法第21条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術

等に関する調査その他の措置を講ずるものとされている。調査の主体は

国会であり、令和２年６月17日に衆参両委員長から衆参国会調査室に対

して調査命令（国会図書館に対しては協力要請）が出されたところ。

厚生労働省は国会の調査に協力しているところであり、都道府県にお

いても協力をいただくようお願いする。
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備
費
等
の

補
助
率
の
嵩
上
げ

・
待

機
児

童
対

策
協

議
会

に
参

加
す

る
自

治
体

へ
の
改
修
費
等
の

補
助
基
準
額
の
嵩
上
げ
・
先
駆
的
取
組
へ
の
支
援

○
マ
ッ
チ
ン
グ
の
促
進
が
必
要
な
地
域
へ
の
支
援

保
護

者
へ

の
「

寄
り

添
う

支
援

」
を

強
化

し
、

マ
ッ

チ
ン

グ
を

促
す

。

＜
施

策
例

＞
・
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
に
よ
る
相
談
支
援

の
拡

充
➣

待
機

児
童

数
が

50
人

未
満

で
あ

る
市

区
町

村
で

も
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

に
参

画
す

れ
ば

利
用

可
能

と
す

る
・
巡
回
バ
ス
等
に
よ
る
送
迎

に
対

す
る

支
援

の
拡

充
➣

送
迎

バ
ス

の
台

数
や

保
育

士
の

配
置

に
応

じ
た

き
め

細
か

な
支

援
を

行
う

・
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
の
改
修
等
の
補
助

対
象

へ
の

追
加

②
魅
力
向
上
を
通
じ
た
保
育
士
の
確
保

保
育

士
が

生
涯

働
け

る
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

職
業

の
魅

力
を

広
く

発
信

す
る

。

＜
施

策
例

＞
・
情
報
発
信
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
築

・
保
育
補
助
者
の
活
躍
促
進

➣
「

勤
務

時
間

30
時

間
以

下
」

と
の

補
助

要
件

を
撤

廃
・
短
時
間
勤
務
の
保
育
士
の
活
躍
促
進

➣
待

機
児

童
が

存
在

す
る

市
町

村
に

お
い

て
各

ク
ラ

ス
で

常
勤

保
育

士
１

名
必

須
と

の
規

制
を

な
く

し
、

そ
れ

に
代

え
て

２
名

の
短

時
間

保
育

士
で

可
と

す
る

・
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

➣
現

職
保

育
士

の
就

業
継

続
に

向
け

た
相

談
を

補
助

対
象

に
追

加
・
若
手
保
育
士
や
保
育
事
業
者
等
へ
の
巡
回
支
援

の
拡

充
➣

働
き

方
改

革
支

援
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
巡

回
や

魅
力

あ
る

職
場

づ
く

り
に

向
け

た
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

を
補

助
対

象
に

追
加

③
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
子
育
て
資
源
の
活
用

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
に

き
め

細
か

く
対

応
す

る
た

め
、

幼
稚

園
・

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
な

ど
、

地
域

の
あ

ら
ゆ

る
子

育
て

資
源

を
活

用
す

る
。

＜
施

策
例

＞
・
幼
稚
園
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
の
活
用

➣
預

か
り

保
育

等
の

ス
ペ

ー
ス

確
保

の
た

め
の

施
設

改
修

等
の

補
助

を
新

設
➣

待
機

児
童

が
存

在
す

る
市

区
町

村
に

お
い

て
空

き
ス

ペ
ー

ス
を

活
用

し
た

小
規

模
保

育
の

利
用

定
員

の
上

限
(1

9人
)を

弾
力

化
（

３
人

増
し

→
６

人
増

し
ま

で
可

と
す

る
）

・
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
活
用

➣
利

用
料

に
関

す
る

自
治

体
等

の
助

成
を

非
課

税
所

得
と

す
る

（
令

和
３

年
度

税
制

改
正

で
対

応
）

➣
企

業
主

導
型

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
の

利
用

補
助

を
拡

充
（

１
日

１
枚

→
１

日
２

枚
）

・
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進

➣
育

児
休

業
等

取
得

に
積

極
的

に
取

り
組

む
中

小
企

業
へ

の
助

成
事

業
の

創
設

(令
和

３
年

の
通

常
国

会
に

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

の
改

正
法

案
を

提
出

予
定

)
○
人
口
減
少
地
域
の
保
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
別
途
検
討
を
進
め
る

－94－



（
参
考
）
保
育
に
関
す
る
現
状

①
待
機
児
童
の
現
状

市
区

町
村

の
待

機
児

童
の

状
況

は
様

々
。

全
国

の
市

区
町

村
の

う
ち

約
８

割
の

市
区

町
村

は
待

機
児

童
を

解
消

。
待

機
児

童
の

い
る

市
区

町
村

で
は

以
下

の
よ

う
な

特
徴

が
あ

る
。

③
地
域
に
お
け
る
子
育
て
資
源
の
現
状

地
域

に
お

い
て

は
、

保
育

所
の

他
に

も
、

幼
稚

園
・

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
な

ど
の

子
育

て
資

源
が

存
在

す
る

。

○
待
機
児
童
の
６
割
超
が
都
市
部
で
発
生

○
待
機
児
童
の
い
る
市
区
町
村
の
９
割
超
が
9
9
人
以
下

東
京
圏

3
8
.2
％

大
阪
圏

1
5
.5
％

政
令

・
中

核
市

（
東

京
圏

・
大

阪
圏

以
外

）

15
.5

％

そ
の

他
36

.5
％

都
市
部

6
3
.5
％

9
9
人
以
下

9
4
.5
％

10
0人

以
上

5.
5％

＜
待

機
児

童
の

地
域

別
割

合
＞

＜
待

機
児

童
の

い
る

市
区

町
村

の
割

合
＞

②
保
育
士
確
保
の
現
状

保
育

士
の

確
保

を
進

め
る

に
当

た
り

、
保

育
業

務
に

関
す

る
以

下
の

課
題

が
存

在
す

る
。

○
保

育
士

が
退

職
し

た
理

由
（

複
数

回
答

）
仕
事
量
が
多
い
：
2
7
.7
％

○
保

育
士

が
再

就
業

す
る

場
合

の
希

望
条

件
（

複
数

回
答

）
勤
務
時
間
：
7
6
.3
％

雇
用
形
態
(パ
ー
ト
・
非
常
勤
採
用
)：
5
6
.0
％

※
い

ず
れ

も
「

東
京

都
保

育
士

実
態

調
査

報
告

書
」

（
令

和
元

年
５

月
公

表
）

よ
り

＜
幼

稚
園

＞
・

令
和

元
年

度
ま

で
に
幼
稚
園
の
2
4
.9
％
が
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行

・
預
か
り
保
育
(３
～
５
歳
児
)の
実
施
率
：
8
7
.8
%

（
令

和
元

年
度

）
・
幼
稚
園
等
の
定
員
充
足
率
：
6
3
.0
％

（
令

和
元

年
５

月
１

日
）

＜
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

＞
・

主
に

通
常

の
保

育
と

組
み

合
わ

せ
て

利
用

・
企
業
主
導
型
に
つ
い
て
利
用
の
補
助
（
１
日
１
枚
、
月
2
4
枚
が

上
限
）
を
実
施
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育
て

安
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プ
ラ
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【
趣
旨

】
市
区

町
村

が
策

定
す
る

整
備

計
画

等
に

基
づ
き

、
保
育
所

、
認
定
こ
ど
も
園
及
び

小
規

模
保
育

事
業

所
に

係
る

施
設
整

備
事

業
及

び
保
育
所
等
の

防
音

壁
設
置

の
実

施
に

要
す
る
経
費

に
充

て
る
た
め

、
市
区

町
村

に
交
付
金

を
交
付

す
る

。

（
※
）

市
区

町
村

が
作
成

す
る

保
育
所
等

の
整
備

に
関

す
る

計
画

（
市
区
町
村
整
備
計
画

）
に
よ

る
整

備
等

の
実

施
に
必

要
な

経
費

の
一
部
を

支
援

す
る

た
め
、

児
童

福
祉
法
第

56
条
の

４
の

３
に

基
づ
く
交
付
金
と
し
て

平
成

27
年
度

に
創

設
。

◆
「

新
子

育
て

安
心
プ

ラ
ン

」
に

参
加

す
る
自
治
体

に
つ
い
て
も
、
補
助
率

の
嵩
上
げ

（
１
／

２
→

２
／

３
）

等
を
引

き
続

き
実

施
。

【
対
象
事
業

】
・
保
育
所

整
備

事
業

・
認
定

こ
ど

も
園

整
備
事

業
（

幼
稚
園
型

）
・

小
規
模
保

育
整

備
事
業

・
防
音
壁
整

備
事

業
・

防
犯
対
策

強
化

整
備
事

業

【
実
施
主
体

】
市
区
町

村

【
設
置
主
体

】
社
会
福

祉
法

人
、

日
本
赤
十
字
社
、

公
益
社
団
法
人
、

公
益
財
団
法
人

、
学
校

法
人

等
（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も

園
に

つ
い
て

は
公

立
を

除
く

）

【
補
助
割
合

】
国
１
／

２
、

市
区
町
村

１
／
４

、
設
置
主
体
１

／
４

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
２
／
３
、
市
区
町
村
１
／
１
２
、
設
置
主
体
１
／
４

保
育
所
等
整
備
交
付
金

（
令

和
２

年
度

予
算
）

６
３
８
億

円
→

（
令
和

３
年
度
予
算
案

）
４
９
７

億
円

（
（

令
和

２
年
度

３
次
補
正
予
算
案

）
１
５
８

億
円

）

１
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【
趣
旨

】
賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
を

設
置

す
る

際
や

、
幼

稚
園

に
お

い
て

長
時

間
預

か
り

保
育

を
実

施
す

る
際

、
認

可
外

保
育

施
設

が
認

可
保

育
所

等
の

設
備

運
営

基
準

を
満

た
す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

等
の

一
部

を
補

助
す

る
。

(※
)都

市
部

を
中
心

に
保
育

所
等

の
整
備

が
困
難

な
状
況

に
か

ん
が
み
、

賃
貸

物
件
等

を
活

用
し
て

保
育
所
等

を
設
置
す
る
た
め
に

必
要

な
改
修
費
等

の
一
部

を
補
助

す
る

た
め

、
平
成

2
0年

度
に
創
設

。

≪
拡

充
≫

・
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
参
加
す
る
自
治
体
に
つ
い
て
も
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
１
／
２
→
２
／
３
）
を
引
き
続
き
実
施
。

・
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
受
け
皿
整
備
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
や
、
地
域
偏
在
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
、
保
育
環
境
の
向
上
等
を
図
る

た
め
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
の
改
修
や
、
よ
り
よ
い
保
育
の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
改
修
等
も
補
助
対
象
に
加
え
る
。

【
対
象

事
業

】
（

１
）

賃
貸

物
件

に
よ
る

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

（
２

）
小

規
模

保
育

改
修

費
等

支
援

事
業

（
３

）
幼

稚
園

に
お

け
る

長
時

間
預

か
り

保
育

改
修

費
等

支
援

事
業

（
４

）
認

可
化

移
行

改
修

費
等

支
援

事
業

（
５

）
家

庭
的

保
育

改
修

等
支

援
事

業

【
実
施

主
体

】
市

区
町

村

【
補
助

基
準

額
】

※
 
①

緊
急

対
策

参
加

自
治

体
、

②
待

機
児

童
対

策
協

議
会

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
自

治
体

（
１

）
新
設

ま
た

は
定

員
拡

大
の

場
合

１
施

設
当

た
り

利
用

（
増
加

）
定

員
1
9
名

以
下

1
5
,
0
0
0
千

円
（

①
2
0
,
0
0
0
千

円
、

②
2
3
,
0
0
0
千

円
）

利
用

（
増
加

）
定

員
2
0
名

以
上

5
9
名

以
下

2
7
,
0
0
0
千

円
（

①
3
2
,
0
0
0
千

円
、

②
3
5
,
0
0
0
千

円
）

利
用

（
増
加

）
定

員
6
0
名

以
上

5
5
,
0
0
0
千

円
（

①
6
0
,
0
0
0
千

円
、

②
6
3
,
0
0
0
千

円
）

老
朽

化
対

応
の

場
合

１
施
設

当
た

り
2
7
,
0
0
0
千

円
（

①
3
2
,
0
0
0
千

円
）

（
２

）
１

事
業

所
当

た
り

2
2
,
0
0
0
千

円
（

①
3
2
,
0
0
0
千

円
、

②
3
5
,
0
0
0
千

円
）

（
３

）
１

施
設

当
た

り
2
2
,
0
0
0
千

円
（

①
3
2
,
0
0
0
千

円
、

②
3
5
,
0
0
0
千

円
）

（
４

）
１

施
設

当
た

り
3
2
,
0
0
0
千

円
（

②
3
5
,
0
0
0
千

円
）

（
５

）
保
育

所
で

行
う

場
合

１
か

所
当

た
り

2
2
,
0
0
0
千

円
（

①
3
2
,
0
0
0
千

円
、

②
3
5
,
0
0
0
千

円
）

保
育

所
以

外
で

行
う

場
合

１
か

所
当

た
り

2
,
4
0
0
千

円

【
補
助

割
合

】
（

１
）

～
（

４
）

国
：

１
/
２

、
市

区
町

村
：

１
/
４

、
設

置
主

体
：

１
/
４

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
２
／
３
、
市
区
町
村
１
／
１
２
、
設
置
主
体
１
／
４

（
５

）
国

：
１

/
２

、
市

区
町

村
：

１
/
２

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
２
／
３
、
市
区
町
村
１
／
３

保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
 

令
和

３
年

度
予

算
案

：
4
0
2
億

円
の

内
数

）
（

令
和

２
年

度
３

次
補

正
予

算
案

：
1
6
0
億

円
）

２
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待
機

児
童

対
策

協
議

会
参

加
自

治
体

へ
の

支
援

施
策

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

お
い

て
、

①
待

機
児

童
の

解
消

に
向

け
た

受
け

皿
整

備
、

保
育

人
材

の
確

保
・

資
質

の
向

上
に

係
る

取
組

の
達

成
状

況
を

評
価

す
る

た
め

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

評
価

指
標

（
Ｋ

Ｐ
Ｉ

）
を

設
定

し
、

②
見

え
る

化
を

す
る

こ
と

で
、

よ
り

強
力

に
待

機
児

童
対

策
に

取
組

む
自

治
体

を
支

援
す

る
。

(1
)保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

賃
貸

物
件

等
に

よ
る

保
育

所
等

を
設

置
す

る
た

め
の

改
修

費
等

の
補

助
基

準
額

の
嵩

上
げ

※
補

助
基

準
額

賃
貸

物
件

に
よ

る
保

育
所

改
修

費
等

支
援

事
業

(2
0
名

以
上

5
9
名

以
下

の
場

合
)

3
5
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
7
,0

0
0
千

円
）

(2
)都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

新
設

の
場

合
に

限
り

、
建

物
借

料
と

公
定

価
格

の
賃

借
料

加
算

の
乖

離
が

２
倍

を
超

え
た

場
合

に
つ

い
て

も
補

助
（

通
常

は
３

倍
）

※
補

助
基

準
額

1
2
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
2
,0

0
0
千

円
）

(3
)待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
（
都
道
府
県
）

保
育

所
等

の
広

域
利

用
調

整
や

公
有

地
等

の
保

育
所

等
設

置
に

係
る

調
整

や
市

区
町

村
を

ま
た

ぐ
保

育
対

策
関

係
事

業
の

取
組

状
況

の
横

展
開

を
担

う
職

員
を

配
置

※
補

助
基

準
額

2
,6

7
8
千

円
※

補
助

割
合

国
：

１
/２

、
都

道
府

県
：

１
/２

１
．

受
け

皿
整

備
等

(1
)潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
（
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
）
〈
前
掲
〉

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

潜
在

保
育

士
の

把
握

や
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
4
,0

0
0
千

円

(2
)保
育
人
材
等
就
職
・
交
流
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）
〈
前
掲
〉

市
区

町
村

に
お

い
て

、
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
4
,0

0
0
千

円

２
．

保
育

人
材

の
確

保

○
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

参
加

す
る

自
治

体
が

実
施

す
る

、
待

機
児

童
解

消
に

向
け

た
先

駆
的

な
取

組
を

支
援

※
補

助
基

準
額

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

額
（

上
限

1
0
,0

0
0
千

円
の

定
額

補
助

）
※

補
助

割
合

国
：

1
0
/1

0

３
．

地
方

自
治

体
か

ら
の

提
案

型
事

業

設
定

及
び

見
え

る
化

す
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

は
、

待
機

児
童

の
解

消
に

向
け

た
受

け
皿

整
備

、
保

育
人

材
の

確
保

・
資

質
の

向
上

に
係

る
取

組
で

あ
っ

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
達

成
状

況
の

見
え

る
化

に
適

し
た

も
の

と
す

る
。

「
１
．
受
け
皿
整
備
等
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
待

機
児

童
数

（
対

前
年

度
減

）
（

市
区

町
村

）
✔

認
可

保
育

所
等

に
移

行
し

た
認

可
外

保
育

施
設

数
（

市
区

町
村

）
✔

広
域

利
用

に
係

る
協

定
の

締
結

を
目

指
す

各
市

区
町

村
の

施
設

ご
と

の
市

境
を

越
え

た
受

け
入

れ
児

童
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）
「
２
．
保
育
人
材
の
確
保
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
保

育
士

養
成

校
の

卒
業

生
の

保
育

所
等

へ
の

就
職

件
数

の
増

加
数

（
都

道
府

県
）

✔
潜

在
保

育
士

の
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

新
規

届
出

件
数

（
都

道
府

県
）

✔
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

求
人

登
録

の
件

数
（

都
道

府
県

）
✔

保
育

士
の

平
均

勤
続

年
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

及
び

見
え

る
化

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） ３
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利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

１
．
事
業
概
要

２
．
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
拡
充

主
と

し
て

市
町

村
の

窓
口

で
、

子
育

て
家

庭
等

か
ら

保
育

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

地
域

に
お

け
る

保
育

所
や

各
種

の
保

育
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
情

報
提

供
や

利
用

に
向

け
て

の
支

援
な

ど
を

行
う

。
《
職
員
配
置
》
専
任
職
員
（
利
用
者
支
援
専
門
員
）
を
１
名
以
上
配
置

※
子

育
て

支
援

員
基

本
研

修
及

び
専

門
研

修
（

地
域

子
育

て
支

援
コ

ー
ス

）
の

「
利

用
者

支
援

事
業

（
特

定
型

）
」

の
研

修
を

修
了

し
て

い
る

者
が

望
ま

し
い

実
施

主
体

：
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

補
助

率
：

国
２

／
３

（
都

道
府

県
１

／
６

、
市

町
村

１
／

６
）

実
施

か
所

数
：

H
3
0
年

度
3
7
5
か

所
→

R
元

年
度

3
8
9
か

所

《
令
和
３
年
度
補
助
基
準
額
（
案
）
》

①
基

本
分

3
,0

7
5
千

円
②

加
算

分
夜
間
開
所

休
日
開
所

出
張
相
談
支
援

機
能
強
化
取
組

多
言
語
対
応

特
別
支
援
対
応

1,
40
6千
円

75
7千
円

1,
08
2千
円

1,
87
5千
円

80
5千
円

75
0千
円

保
護

者
に

「
寄

り
添

う
支

援
」

の
実

施
を

促
し

、
地

域
に

お
け

る
ミ

ス
マ

ッ
チ

の
解

消
を

図
る

た
め

、
実

施
要

件
を

緩
和

し
、
待
機
児
童
数
が
5
0
人
未
満
で
あ
る
市
町
村
で
も

「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
参
画
す
れ
ば
利
用
可
能

と
す

る
。

３
．
事
業
実
施
イ
メ
ー
ジ
（
保
護
者
に
「
寄
り
添
う
支
援
」
の
実
施
）

令
和

２
年

度
予

算
1
,4

5
3
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
1
,6

9
1
億

円
の

内
数

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
）

４
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広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
【
拡
充
】

○
市

区
町

村
が

設
置

す
る

こ
ど

も
送

迎
セ

ン
タ

ー
等

か
ら

各
保

育
所

等
へ

の
子

ど
も

の
送

迎
を

行
う

た
め

の
バ

ス
等

の
購

入
費

、
運

転
手

雇
上

費
、

駐
車

場
の

賃
借

料
、

送
迎

セ
ン

タ
ー

の
実

施
場

所
の

賃
借

料
及

び
子

ど
も

の
送

迎
時

に
付

き
添

う
保

育
士

等
の

雇
上

費
等

の
補

助
を

行
う

。

事
業
内
容

１
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業

○
各

保
育

所
等

か
ら

遠
距

離
に

あ
る

屋
外

遊
戯

場
に

代
わ

る
場

所
へ

の
児

童
の

送
迎

を
行

う
た

め
の

バ
ス

等
の

購
入

費
、

運
転

手
雇

上
費

、
駐

車
場

の
賃

借
料

及
び

子
ど

も
の

送
迎

時
に

付
き

添
う

保
育

士
等

の
雇

上
費

等
の

補
助

を
行

う
。

２
代
替
屋
外
遊
戯
場
送
迎
事
業

○
既

存
の

建
物

を
改

修
し

て
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す

る
場

合
、

建
物

の
改

修
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

う
。

３
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
設
置
改
修
事
業
（
H
3
0
創
設
）

実
施
主
体

○
市

区
町

村

○
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

２

＜
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

2
8
自

治
体

（
3
3
か

所
）

R
1
：

3
4
自

治
体

（
4
1
か

所
）

＜
代

替
野

外
遊

技
場

送
迎

事
業

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

１
自

治
体

（
１

か
所

）
R

1
：

２
自

治
体

（
７

か
所

）
※

い
ず

れ
も

R
1
年

度
は

交
付

決
定

ベ
ー

ス

自
宅

送
迎
セ
ン
タ
ー

保
育
所
等

※
平

成
3
0
年

度
よ

り
、

自
宅

か
ら

直
接

保
育

所
へ

の
送

迎
も

可
能

事
業
イ
メ
ー
ジ

令
和
３
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応
（
案
）
《
拡
充
》

・
保

育
士

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
運

転
手

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
事

業
費

（
損

害
賠

償
保

険
含

む
）

1
0
,2

0
2
千

円
（

自
宅

送
迎

の
場

合
1
,1

1
9
千

円
）

・
バ

ス
購

入
費

1
5
,0

0
0
千

円

・
バ

ス
借

上
費

7
,5

0
0
千

円

・
改

修
費

7
,2

7
0
千

円

○
送

迎
セ

ン
タ

ー
の

か
所

数
に

よ
ら

ず
、

送
迎

バ
ス

の
台

数
や

保
育

士
の

配
置

に
応

じ
て

加
算

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
。

○
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
－

等
事

業
を

実
施

す
る

委
託

事
業

者
が

損
害

保
険

等
に

加
入

し
た

場
合

の
保

険
料

等
を

補
助

す
る

。

○
保

育
所

等
へ

の
送

迎
後

の
空

き
時

間
を

有
効

活
用

で
き

る
よ

う
、

保
育

所
等

へ
の

巡
回

以
外

の
時

間
帯

に
お

い
て

、
一

時
預

か
り

事
業

等
へ

の
巡

回
を

可
能

と
す

る
。

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）

５
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人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
や
事
業
継
続
に
向
け
た
取
組
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
や
事
業
継
続
に
向
け
た
取
組
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

●
人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
は
、今
後
、利
用
児
童
の
減
少
に
伴
い
、

・利
用
定
員
を
満
た
さな
い
状
態
で
の
施
設
運
営
、

・継
続
利
用
の
確
保
な
ど、

地
域
の
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
受
け
皿
の
確
保
、安
定
的
な
事
業
継
続
が
困
難
な
状
況
が
、生
じる
可
能
性
が
あ
る
。

●
本
調
査
研
究
で
は
、

・人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
提
供
確
保
に
向
け
た
取
組
事
例
や
、

・今
後
検
討
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て

調
査
、検
討
す
る
。（
今
年
度
末
に
報
告
書
を
取
りま
とめ
る
予
定
）

●
以
下
の
３
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
予
定
。

①
自
治
体
調
査

離
島
・へ
き地
を含
め
今
後
人
口
減
少
が
見
込
まれ
る
全
国
の
市
町
村
に
対
して
、地
域
の
保
育
ニー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
提
供
確
保
に
向
け
て
現
在
行
っ

て
い
る
事
業
継
続
支
援
等
の
取
組
み
や
今
後
の
対
応
方
針
、現
在
認
識
して
い
る
課
題
等
に
係
る
アン
ケ
ー
ト調
査
を実
施
。

②
ヒア
リン
グ
の
実
施

自
治
体
に
対
す
る
ア
ンケ
ー
ト調
査
の
結
果
を踏
まえ
、先
進
的
な
取
組
み
を
行
って
い
る
自
治
体
（
13
自
治
体
程
度
）
と、
現
在
、課
題
等
を
抱
え
て
い
る

自
治
体
（
７
自
治
体
程
度
）
それ
ぞ
れ
か
ら、
より
詳
細
な
取
組
内
容
や
認
識
等
をヒ
アリ
ング
。

③
研
究
会
の
開
催

自
治
体
担
当
者
、保
育
関
係
者
、有
識
者
か
らな
る
研
究
会
を
開
催
し、
①
自
治
体
調
査
と②
ヒア
リン
グ
に
お
い
て
得
られ
た
結
果
を
踏
ま
え
、人
口
減
少

地
域
等
に
お
け
る
保
育
ニー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
確
保
に
向
け
た
事
業
継
続
等
に
係
る
取
組
み
の
在
り方
に
つ
い
て
検
討
。

１
．
本
調
査
研
究
の
目
的

２
．
本
調
査
研
究
の
概
要

（
参
考
）
子
ども
・子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
しに
係
る
対
応
方
針
に
つ
い
て
（
令
和
元
年
12
月
10
日
子
ども
・子
育
て
会
議
）
抄

「離
島
・へ
き
地
を
含
む
人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
見
通
しや
取
組
事
例
を把
握
す
る
た
め
の
実
態
調
査
の
実
施
な
ど、
そ
の
実
態
の
把
握
や
対
応
策
とし
て
何
が

考
え
られ
る
か
の
検
討
に
着
手
す
べ
き」

６
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保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

【
新

規
】

【
事

業
内

容
】

保
育

士
を

目
指

す
方

や
保

育
士

に
復

帰
し

よ
う

と
す

る
方

が
増

え
、

保
育

現
場

で
就

業
し

や
す

く
な

る
よ

う
、

①
保

育
士

と
い

う
職

業
や

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

や
②

保
育

士
が

相
談

し
や

す
い

体
制

を
整

備
し

、
保

育
士

確
保

や
就

業
継

続
を

図
る

。

①
保

育
士

と
い

う
職

業
や

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

保
育

技
術

の
見

え
る

化
な

ど
情

報
発

信
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

を
国

に
お

い
て

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

な
が

ら
以

下
の

取
組

み
を

実
施

（
具

体
的

な
取

組
）

・
保

育
体

験
イ

ベ
ン

ト
・

情
報

発
信

サ
イ

ト
・

進
路

指
導

担
当

や
中

高
生

な
ど

に
対

す
る

魅
力

発
信

等

②
保

育
士

が
相

談
し

や
す

い
体

制
整

備
（

具
体

的
な

取
組

）
1
）

保
育

士
の

相
談

窓
口

（
S
N

S
等

も
含

む
）

の
設

置
・

心
理

職
や

社
労

士
等

を
配

置
し

、
人

間
関

係
や

労
働

条
件

等
に

関
す

る
相

談
支

援
を

実
施

・
相

談
内

容
に

応
じ

て
、

保
育

所
等

に
対

し
て

、
必

要
な

指
導

・
助

言
2
）

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

相
談

支
援

・
気

軽
に

相
談

で
き

る
感

染
対

策
相

談
窓

口
の

設
置

・
職

員
の

尊
厳

を
重

視
し

た
専

門
家

に
よ

る
相

談
支

援
を

実
施

【
実

施
主

体
】

①
都

道
府

県
、

指
定

都
市

②
都

道
府

県
、

市
町

村

【
補

助
基

準
額

】
①

１
自

治
体

あ
た

り
：

8
,1

0
8
千

円
②

１
自

治
体

当
た

り
：

１
）

4
,0

3
5
千

円
２

）
5
,5

9
9
千

円

【
補

助
割

合
】

①
国

：
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

：
1
/2

②
国

：
1
/2

、
都

道
府

県
・

市
町

村
：

1
/2

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）

７
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【
事

業
内

容
】

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

士
の

業
務

負
担

を
軽

減
し

、
保

育
士

の
離

職
防

止
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
保

育
士

の
補

助
を

行
う

保
育

補
助

者
の

雇
上

げ
に

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

。

【
保

育
補

助
者

の
要

件
】

保
育

所
等

で
の

実
習

等
を

修
了

し
た

者
等

【
補

助
基

準
額

】

定
員

1
2

1
人

未
満

の
施

設
：

年
額

2
,3

3
3

千
円

又
は

年
額

3
,1

1
1

千
円

※
／

定
員

1
2

1
人

以
上

の
施

設
：

年
額

4
,6

6
6

千
円

又
は

年
額

6
,2

2
2

千
円

※
※

保
育

士
確

保
が

困
難

な
地

域 【
保

育
所

】
【

市
区

町
村

】

補
助

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

士
を

補
助

保
育

士
と

し
て

引
き

続
き

勤
務

○
保

育
士

の
養

成
校

を
卒

業
（
夜

間
・
通

信
制

は
３

年
間

）

【
保

育
補

助
者

】

৳   ৱ ત  ੭

○
保

育
士

試
験

合
格

又
は

保
育
士
の
業
務
負
担
軽
減

⇒
離

職
防

止

【
補

助
割

合
】

国
：

3
/
4

、
都

道
府

県
1

/
8

・
市

区
町

村
（

指
定

都
市

・
中

核
市

除
く

）
1

/
8

／
国

：
3

/
4

、
市

区
町

村
1

/
4

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
【

拡
充

】

雇
上

げ

保
育
士
へ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

※
資

格
取

得
支

援
事

業
を

活
用

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

＜
要

件
撤

廃
＞

【
現

行
】

保
育

補
助

者
は

、
原

則
と

し
て

勤
務

時
間

が
週

3
0
時

間
以

下
で

あ
る

こ
と

【
撤

廃
理

由
・

見
直

し
後

】
事

業
の

促
進

を
図

る
た

め
、

当
該

規
定

を
撤

廃

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）

８
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短
時
間
勤
務
の
保
育
士
の
活
用

○
保

育
所

に
配

置
さ

れ
る

保
育

士
に

つ
い

て
、

入
所

児
童

の
処

遇
水

準
の

確
保

が
図

ら
れ

る
場

合
で

、
次

の
要

件
の

全
て

を
満

た
す

場
合

に
は

、
最

低
基

準
上

の
定

数
の

一
部

に
短

時
間

勤
務

（
１

日
６

時
間

未
満

又
は

月
2
0
日

未
満

勤
務

）
の

保
育

士
を

充
て

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。

①
常

勤
の

保
育

士
が

各
組

や
各

グ
ル

ー
プ

に
１

名
以

上
（

乳
児

を
含

む
各

組
や

各
グ

ル
ー

プ
で

あ
っ

て
当

該
組

・
グ

ル
ー

プ
に

係
る

最
低

基
準

上
の

保
育

士
定

数
が

２
名

以
上

の
場

合
は

、
１

名
以

上
で

は
な

く
２

名
以

上
）

配
置

さ
れ

て
い

る
こ

と

②
常

勤
の

保
育

士
に

代
え

て
短

時
間

勤
務

の
保

育
士

を
充

て
る

場
合

の
勤

務
時

間
数

が
、

常
勤

の
保

育
士

を
充

て
る

場
合

の
勤

務
時

間
数

を
上

回
る

こ
と

。

○
潜

在
保

育
士

の
保

育
現

場
へ

の
再

就
職

を
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

短
時

間
勤

務
の

保
育

士
の

配
置

に
関

す
る

要
件

①
に

つ
い

て
、

・
令
和
２
年
以
降
の
各
年
４
月
１
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の
待
機
児
童
数
が
１
人
以
上
で
あ
る
市
区
町
村
に
お
い
て
、

・
常
勤
の
保
育
士
が
十
分
に
確
保
で
き
ず
に
子
ど
も
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
市
区
町
村
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る

場
合
に
は
、

各
組

や
各

グ
ル

ー
プ

で
１

名
以

上
常

勤
の

保
育

士
を

配
置

を
求

め
る

規
制

を
撤

廃
し

、
１
名
の
常
勤
の
保
育
士
に
代
え
て
２
名
の
短
時
間

勤
務
の
保
育
士
を
充
て
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る

。

〇
そ

の
際

、
交

替
に

当
た

っ
て

の
適

切
な

引
継

ぎ
や

、
保

育
の

計
画

や
評

価
を

共
有

す
る

機
会

の
確

保
な

ど
、

利
用

児
童

の
処

遇
水

準
の

確
保

に
努

め
る

と
と

も
に

、
一

部
の

職
員

に
業

務
の

負
担

が
過

剰
に

偏
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

適
切

な
業

務
分

担
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

現
行
制
度
の
概
要

見
直
し
案

（
参

考
）

○
保

育
士

が
再

就
業

す
る

場
合

の
希

望
条

件
（

複
数

回
答

）
勤

務
時

間
：

7
6
.3

％
雇

用
形

態
(パ

ー
ト

・
非

常
勤

採
用

)：
5
6
.0

％
※

「
東

京
都

保
育

士
実

態
調

査
報

告
書

」
（

令
和

元
年

５
月

公
表

）
よ

り
９
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【
主

な
事

業
内

容
】

○
潜

在
保

育
士

に
対

す
る

取
組

・
再

就
職

に
関

す
る

相
談

・
就

職
あ

っ
せ

ん
、

求
人

情
報

の
提

供

○
人

材
バ

ン
ク

機
能

等
の

活
用

・
保

育
所

へ
の

離
職

時
に

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
に

登
録

し
、

再
就

職
支

援
（

求
人

情
報

の
提

供
や

研
修

情
報

の
提

供
）

を
実

施
・

ま
た

、
新

た
に

保
育

士
登

録
を

行
う

者
に

対
し

て
も

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

の
登

録
を

促
し

、
登

録
さ

れ
た

保
育

士
に

対
し

、
就

業
状

況
等

の
現

況
の

確
認

や
就

職
支

援
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
潜

在
保

育
士

の
掘

り
起

こ
し

を
行

う
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市

【
補

助
基

準
額

】

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
費

：
7
,2

0
0
千

円
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
雇

上
費

：
4
,0

0
0
千

円
※

マ
ッ

チ
ン

グ
の

実
績

が
年

5
0
件

以
上

あ
る

場
合

、
4
,0

0
0
千

円
（

１
名

分
）

を
加

算
※

待
機

児
童

対
策

協
議

会
参

加
自

治
体

の
場

合
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
更

な
る

追
加

配
置

を
支

援
復

職
前

研
修

実
施

経
費

：
4
6
9
千

円
離

職
し

た
保

育
士

等
に

対
す

る
再

就
職

支
援

：
6
,1

1
9
千

円
保

育
士

登
録

簿
を

活
用

し
た

就
職

促
進

：
3
,6

6
4
千

円
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

導
入

費
：

7
,0

0
0
千

円

【
補

助
割

合
】

国
：

1
/2

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
：

1
/2

①
卒
業
生
に
対
す
る

連
絡
依
頼

②
卒
業
名
簿
等
を
活
用
し
た

O
B
・
O
G
へ
の
連
絡

【
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
組
例
】

ⅱ
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

指
定
保
育
士
養
成
施
設

卒
業
生

（
潜
在
保
育
士
等
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

連
携

保
育
士

離
職
し
た
保
育
士

③
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

ⅰ
保
育
士
登
録
名
簿
を
活
用
し
た
情
報
発
信

ⅲ
再
就
職
支
援
機
関
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職

前
研
修
情
報
の
提
供

ア
登
録

※
保
育
士
登
録
の
際
に
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
勧
奨

ウ
研
修
情
報
提
供
・

就
職
あ
っ
せ
ん

イ
就
業
状
況
等
の
現
況
確
認

エ
就
職
相
談

保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

（都
道
府
県
等
）

④
再
就
職
支
援
機
関
や
そ
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職
前
研
修
情
報
の
提
供

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
設

置
運

営
事

業
【

拡
充

】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

＜
拡

充
＞

以
下

の
事

業
の

拡
充

を
図

る
。

①
現

職
保

育
士

に
対

し
て

就
業

継
続

に
向

け
た

必
要

な
相

談
支

援
や

、
保

育
補

助
者

や
保

育
支

援
者

の
マ

ッ
チ

ン
グ

に
係

る
経

費
を

補
助

対
象

に
加

え
る

。
②

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
が

、
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
と

合
同

で
実

施
す

る
就

職
相

談
会

に
係

る
経

費
を

補
助

対
象

に
加

え
る

。
③

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
の

情
報

発
信

機
能

の
強

化
、

管
内

の
保

育
所

等
を

巡
回

し
て

求
人

情
報

の
収

集
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

マ
ッ

チ
ン

グ
機

能
の

向
上

。

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） １
０
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若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

【
拡

充
】

【
事

業
内

容
】

保
育

士
の

離
職

防
止

や
保

育
所

等
の

勤
務

環
境

の
改

善
を

図
る

た
め

、
下

記
支

援
員

が
保

育
所

等
を

巡
回

支
援

す
る

た
め

に
必

要
な

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

。

①
「

保
育

事
業

者
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

」
：

保
育

の
質

の
向

上
や

事
故

防
止

、
保

護
者

・
地

域
住

民
等

と
の

ト
ラ

ブ
ル

等
に

関
す

る
助

言
・

指
導

②
「

保
育

士
支

援
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」

：
若

手
保

育
士

等
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
た

め
、

保
育

業
務

全
般

に
関

す
る

助
言

・
指

導
③

「
巡

回
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」

：
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
い

て
、

子
ど

も
の

安
全

の
確

保
や

子
ど

も
の

主
体

的
な

活
動

を
尊

重
し

つ
つ

、
子

ど
も

の
自

主
性

、
社

会
性

等
の

よ
り

一
層

の
向

上
を

図
る

た
め

の
助

言
・

指
導

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

区
町

村

【
補

助
基

準
額

】

保
育

事
業

者
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
保

育
士

支
援

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
巡

回
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
4
,0

6
4
千

円

働
き

方
改

革
支

援
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
保

育
実

践
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
4
,0

6
4
千

円

魅
力

あ
る

職
場

づ
く

り
に

向
け

た
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
、

自
己

評
価

地
域

協
議

会
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
1
,6

2
4
千

円

【
補

助
割

合
】

国
：

1
/2

、
都

道
府

県
、

市
区

町
村

：
1
/2

＜
拡

充
＞

以
下

の
事

業
の

メ
ニ

ュ
ー

を
新

た
に

追
加

す
る

。
①

社
会

保
険

労
務

士
な

ど
が

巡
回

し
保

育
所

等
の

事
業

者
を

支
援

す
る

、
「

保
育

士
働

き
方

改
革

支
援

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
」

の
メ

ニ
ュ

ー
を

追
加

②
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

に
向

け
た

保
育

所
等

の
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

③
保

育
所

の
自

己
評

価
等

の
充

実
に

よ
り

保
育

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

り
、

働
き

が
い

を
高

め
ら

れ
る

よ
う

、
「

保
育

実
践

充
実

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

」
の

メ
ニ

ュ
ー

を
追

加
④

公
開

保
育

実
施

の
支

援
や

各
保

育
所

の
自

己
評

価
の

促
進

を
図

る
た

め
、

「
地

域
協

議
会

（
仮

称
）

」
を

開
催

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） １
１
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私
立
の
幼
稚
園

対
象

校
種

事
業
者
（
学
校
設
置
者
）

実
施

主
体

国
１
/３
、事
業
者
２
/３

※
地
震
に
よる
倒
壊
等
の
危
険
性
が
高
い
施
設
の
耐
震
補
強

国
１
/２
、事
業
者
１
/２

補
助

割
合

工
事
費
、実
施
設
計
費
、耐
震
診
断
費
等

補
助

対
象

経
費

緊
急
の
課
題
とな
って
い
る
耐
震
化
の
た
め
の
園
舎
、外
壁
や
天
井
等
の
非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
、防
犯
対
策
、ア
ス
ベ
ス
ト対
策
、付
帯
設
備
の
エ
コ改
修
等

に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
。特
に
、預
か
り保
育
な
どコ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
子
供
を
安
心
して
育
て
る
こと
が
で
き
る
環
境
整
備
や
、感
染
症
予
防
の
観
点
か
ら

の
衛
生
環
境
の
改
善
を
促
進
す
る
。

１
耐
震
補
強
工
事

・・
・
耐
震
補
強
、非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
、防
災
機
能
強
化

２
防
犯
対
策
工
事

・・
・
門
・フ
ェン
ス
・防
犯
監
視
シ
ス
テ
ム
等
の
設
置
工
事

４
ア
ス
ベ
ス
ト等
対
策
工
事

・・
・
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
トの
除
去
等

５
屋
外
教
育
環
境
整
備

・・
・
ア
ス
レ
チ
ック
遊
具
、屋
外
ス
テ
ー
ジ
等
の
整
備

７
バ
リア
フリ
ー
化
工
事

・・
・
ス
ロー
プ
の
設
置
、障
害
者
用
トイ
レ
の
バ
リア
フリ
ー
化
等

３
新
築
・増
築
・改
築
等
事
業

・・
・
新
築
、増
築
、耐
震
改
築
、そ
の
他
危
険
建
物
の
改
築
・改
修

預
か
り保
育
へ
の
対
応
、分
散
保
育
に
対
応
す
る
た
め
の
保
育
ス
ペ
ー
ス
の
確

保
、

感
染
症
対
策
の
た
め
の
間
仕
切
りの
設
置
等

６
エ
コ改
修
事
業

・・
・
太
陽
光
発
電
の
設
置
、省
エ
ネ
型
設
備
等
の
設
置
・改
修

トイ
レ
の
乾
式
化
、分
散
保
育
に
対
応
す
る
た
め
の
空
き
教
室
の
空
調
整
備
等

私
立
幼
稚
園
施
設
整
備
費
補
助
金

令
和
3年
度
予
算
額
(案
)

5億
円

(前
年
度
予
算
額

5億
円
)

令
和
2年
度
第
3次
補
正
予
算
額
(案
)

15
億
円

１
２
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幼
稚
園
と
併
設
す
る
小
規
模
保
育
事
業
の
利
用
定
員
上
限
の
弾
力
化

○
小

規
模

保
育

事
業

（
利

用
定

員
：

６
人

以
上

1
9
人

以
下

）
に

つ
い

て
、

以
下

の
い

ず
れ

の
要

件
も

満
た

す
場

合
に

は
、

公
定

価
格

の
減

算
措

置
を

講
じ

て
い

る
。

①
直

前
の

連
続

す
る

５
年

間
常

に
利

用
定

員
を

超
過

し
て

い
る

こ
と

②
各

年
度

の
年

間
平

均
在

所
率

が
1
2
0
％

以
上

の
状

態
に

あ
る

こ
と

※
利

用
定

員
を

超
え

て
受

け
入

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

事
業

所
の

設
備

又
は

職
員

数
が

、
利

用
定

員
を

超
え

て
利

用
す

る
子

ど
も

を
含

め
た

利
用

子
ど

も
数

に
照

ら
し

、
設

備
運

営
基

準
等

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。

○
こ

れ
に

よ
り

、
小

規
模

保
育

事
業

に
つ

い
て

は
、

利
用

定
員

を
超

え
て

、
2
2
人

（
利

用
定

員
が

1
9
人

の
場

合
）

ま
で

の
受

け
入

れ
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。

○
公
定
価
格
の
減
算
措
置
を
講
じ
る
要
件
②
に
つ
い
て
、

・
令
和
２
年
以
降
の
各
年
４
月
１
日
時
点
の
い
ず
れ
か
の
待
機
児
童
数
が
１
人
以
上
で
あ
る
市
区
町
村
に
お
い
て
、

・
幼
稚
園
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
敷
地
内
に
お
い
て
小
規
模
保
育
事
業
を
実
施
す
る

場
合
に
は
、
各
年
度
の
年
間
平
均
在
所
率
を
1
3
3
％
（
利
用
定
員
の
３
分
の
１
程
度
）
ま
で
緩
和
す
る
。

※
利

用
定

員
を

超
え

て
受

け
入

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

事
業

所
の

設
備

又
は

職
員

数
が

、
利

用
定

員
を

超
え

て
利

用
す

る
子

ど
も

を
含

め
た

利
用

子
ど

も
数

に
照

ら
し

、
設

備
運

営
基

準
等

を
満

た
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。

○
こ

の
場

合
、

小
規

模
保

育
事

業
に

お
い

て
は

、
2
5
人
（
利
用
定
員
が
1
9
人
の
場
合
、
現
行
の
３
人
増
し
か
ら
６
人
増
し
ま
で
拡
大
）

ま
で
の
受
け
入
れ
が
可
能

と
な

る
。

現
行
制
度
の
概
要

見
直
し
案

１
３
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子
育
て
支
援
に
要
す
る
費
用
に
係
る
税
制
上
の
措
置
の
創
設

（
所

得
税

、
個

人
住

民
税

）
（

内
閣

府
と

共
同

要
望

）

○
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
行

う
保

育
そ

の
他

の
子

育
て

に
対

す
る

助
成

を
す

る
事

業
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

一
定

の
助

成
を

す
る

事
業

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

助
成

を
受

け
る

者
の

居
宅

に
お

い
て

保
育

そ
の

他
の

日
常

生
活

を
営

む
の

に
必

要
な

便
宜

の
供

与
を

行
う

業
務

又
は

認
可

外
保

育
施

設
そ

の
他

の
一

定
の

施
設

の
利

用
に

要
す

る
費

用
に

充
て

る
た

め
給

付
さ

れ
る

金
品

に
つ

い
て

は
、

所
得

税
・

個
人

住
民

税
を

課
さ

な
い

こ
と

と
す

る
。

○
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
行

う
保

育
そ

の
他

の
子

育
て

に
対

す
る

助
成

を
す

る
事

業
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

一
定

の
助

成
を

す
る

事
業

に
よ

り
、

こ
れ

ら
の

助
成

を
受

け
る

者
の

居
宅

に
お

い
て

保
育

そ
の

他
の

日
常

生
活

を
営

む
の

に
必

要
な

便
宜

の
供

与
を

行
う

業
務

又
は

認
可

外
保

育
施

設
そ

の
他

の
一

定
の

施
設

の
利

用
に

要
す

る
費

用
に

充
て

る
た

め
給

付
さ

れ
る

金
品

に
つ

い
て

は
、

所
得

税
・

個
人

住
民

税
を

課
さ

な
い

こ
と

と
す

る
。

○
地

方
自

治
体

等
（

※
）

が
行

う
子

育
て

支
援

に
係

る
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

の
利

用
料

等
の

助
成

に
つ

い
て

、
非

課
税

と
す

る
。

（
※

企
業

主
導

型
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

利
用

者
支

援
事

業
を

含
む

。
）

○
地

方
自

治
体

等
（

※
）

が
行

う
子

育
て

支
援

に
係

る
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

の
利

用
料

等
の

助
成

に
つ

い
て

、
非

課
税

と
す

る
。

（
※

企
業

主
導

型
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

利
用

者
支

援
事

業
を

含
む

。
）

１
．
大
綱
の
概
要

２
．
制
度
の
内
容

国
又
は
地
方
自
治
体

利
用
料

利
用
料
を
助
成

（
こ

れ
ま

で
）

雑
所

得

（
改

正
後

）
非
課
税

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
等

利
用
者

【
イ
メ
ー
ジ
】

１
４
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企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
（
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
費
補
助
金
）

企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
（
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
費
補
助
金
）

＜
事
業
内
容
＞

①
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

事
業

繁
忙

期
の

残
業

や
夜

勤
等

の
多

様
な

働
き

方
を

し
て

い
る

労
働

者
が

、
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

や
す

く
な

る
よ

う
利

用
に

係
る

費
用

の
一

部
を

支
援

す
る

。
（

補
助

額
2
,2

0
0
円

/枚
）

②
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

研
修

事
業

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
事

業
者

及
び

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

す
る

者
の

資
質

向
上

の
た

め
の

研
修

、
啓

発
活

動
を

実
施

す
る

。

＜
実
施
主
体
＞

公
募

団
体

（
独

立
行

政
法

人
、

社
会

福
祉

法
人

、
特

定
非

営
利

活
動

法
人

、
一

般
社

団
法

人
等

）

＜
補
助
単
価
（
案
）
＞

①
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

事
業

事
業

費
：

７
１

８
，

９
７

３
千

円
事

務
費

：
１

５
，

４
６

３
千

円
②

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
研

修
事

業
事

業
費

：
２

６
，

１
１

３
千

円
事

務
費

：
１

９
，

７
４

９
千

円

＜
補
助
率
＞

定
額

（
１

０
／

１
０

相
当

）

多
様

な
働

き
方

を
し

て
い

る
労

働
者

が
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た
場

合
に

、
そ

の
利

用
料

金
の

一
部

を
助

成
す

る
と

と
も

に
、

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
事

業
者

及
び

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
に

従
事

す
る

者
の

資
質

向
上

の
た

め
の

研
修

、
啓

発
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

様
々

な
時

間
帯

に
働

い
て

い
る

家
庭

の
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
を

促
し

、
仕

事
と

子
育

て
と

の
両

立
に

資
す

る
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
提

供
体

制
の

充
実

を
図

る
。

【
令

和
２

年
度

予
算

額
：

３
．

８
億

円
→

令
和

３
年

度
予

算
案

：
７

．
８

億
円

】

厚
生

年
金

適
用

事
業

主
等

①
割

引
券

の
申

込
み

事
業

実
施

団
体

（
公

募
）

②
割

引
券

の
発

行

子
育

て
中

の
労

働
者

等

③
割

引
券

の
交

付

⑤
利

用
料

金
支

払
い

（
割

引
券

適
用

）
、

割
引

券
の

提
出

④
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

派
遣

サ
ー

ビ
ス

の
提

供

⑦
割

引
料

金
の

支
払

い

⑥
割

引
料

金
の

請
求

ベ ビ ー シ ッ タ ー 事 業 者

（ 割 引 券 取 扱 事 業 者 ）

・ 事 業 者 請 負 型

・ マ ッ チ ン グ 型

国

割
引

券
使

用
承

認
申

込
・

承
認

公
募

、
評

価
検

討
委

員
会

開
催

、
交

付
要

綱
発

出
、

交
付

決
定

割
引

券
取

扱
事

業
者

認
定

申
請

・
認

定

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
事

業
者

、
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
者

に
対

す
る

研
修

の
実

施

＜
事
業
の
仕
組
み
＞

［
令

和
３

年
度

拡
充

内
容

］
○

補
助

枚
数

：
１

日
１

枚
→

１
日

２
枚

に
引

上
げ

（
月

の
上

限
枚

数
2
4
枚

は
変

更
し

な
い

。
）

１
５
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子
ども
・子
育
て
支
援
に
積
極
的
な
中
小
企
業
に
対
す
る
助
成
事
業
（
仮
称
）
［
拠
出
金
財
源
］

○
女
性
就
業
率
の
増
加
傾
向
等
に
伴
う保
育
サ
ー
ビス
の
需
要
が
増
え
て
い
る
こと
を
踏
ま
え
、社
会
全
体
で
少
子
化

対
策
に
取
り組
む
べ
く保
育
の
受
け
皿
確
保
を
進
め
て
い
る
とこ
ろ
、併
せ
て
子
育
て
環
境
を
整
備
す
る
観
点
か
ら、

従
業
員
に
育
児
休
業
等
を
積
極
的
に
取
得
させ
て
い
る
事
業
主
に
対
し、
助
成
金
を
支
給
す
る
。

○
育
児
休
業
の
取
得
は
保
育
サ
ー
ビス
に
対
す
る
需
要
の
低
減
に
も
つ
な
が
る
た
め
、子
育
て
支
援
に
積
極
的
な
事
業

主
を
相
互
に
支
援
す
る
仕
組
み
とし
、事
業
主
拠
出
金
の
負
担
増
に
対
す
る
緩
和
措
置
とな
る
こと
を
期
待
す
る
。

【事
業
概
要
】

企
業
か
らの
申
請
に
よ
り、
助
成
金
（
定
額
）
を
支
給
。令
和
３
年
度
か
ら、
当
分
の
間
の
措
置
とし
て
実
施
。

【対
象
企
業
案
】

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
き
、

・プ
ラチ
ナ
くる
み
ん
認
定

・く
る
み
ん
認
定
（
前
年
度
の
取
得
の
み
）

を
取
得
して
い
る
中
小
企
業
*（
従
業
員
30
0人
以
下
規
模
の
企
業
）

＊
子
育
て
環
境
の
整
備
、育
児
休
業
等
の
取
得
の
促
進
の
た
め
、企
業
数
に
比
して
認
定
企
業
数
の
割
合
が
低
い
中
小
企
業
に
対
して
支
援
を行
うこ
とと
す
る
。

【助
成
額
案
】
５
０
万
円
/企
業

【予
算
額
案
】
2.
0億
円
（
令
和
４
年
度
以
降
は
、毎
年
の
実
績
等
を
踏
ま
え
、所
要
額
を
精
査
し、
協
議
の
上
決
定
す
る
）

※
子
ども
・子
育
て
支
援
法
を
改
正
し、
附
則
に
お
い
て
、新
規
の
補
助
事
業
を
創
設
。く

る
み

ん
累

計
(う

ち
プ

ラ
チ

ナ
)

く
る

み
ん

[ 
H

3
1

.3
.～

R
2

.3
. 
]

（
参

考
）

企
業

数

大
企

業
2

0
0

1
（

3
0

8
）

1
1

1
1

万
1

1
5

7

中
小

企
業

1
3

1
1

（
5

9
）

1
1

6
3

5
7

.8
万

※
企
業
数
は
、
中
小
企
業
庁
発
表
（
平
成
30
年
1
1月
30
日
付
）
に
よ

る
。

１
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○
20
20
(令
和
２
)年
４
月
１
日
時
点
の
待
機
児
童
数
は
12
,4
39
人
（
対
前
年
▲
4,
33
3人
）
。

待
機
児
童
数
調
査
開
始
以
来
最
少
の
調
査
結
果
。

○
20
17
(平
成
29
)年
の
26
,0
81
人
か
ら
、
３
年
で
13
,6
42
人
減
少
し
、
待
機
児
童
数
は
半
数
以
下
に
。

※
自
治
体
ご
と
の
待
機
児
童
数
の
バ
ラ
つ
き
は
低
減
し
、
減
少
の
傾
向

待
機
児
童
が
い
る
自
治
体
（
40
0）
中
、
30
0人
以
上
は
３
自
治
体
（
昨
年
か
ら
▲
１
）
、
20
0人
以
上
は
８
自
治
体
（
昨
年
か
ら
▲
１
）

※
20
19
(令
和
元
年
)1
0月
１
日
時
点
の
待
機
児
童
数
は
3,
37
6人
減
少
。

待
機
児
童
数

４
月
１
日
時
点

10
月
１
日
時
点

増
減
数

増
減
数

20
13
(平
成
25
)年

22
,7
41
人

▲
2,
08
4人

44
,1
18
人

▲
2,
00
9人

20
14
(平
成
26
)年

21
,3
71
人

▲
1,
37
0人

43
,1
84
人

▲
93
4人

20
15
(平
成
27
)年

23
,1
67
人

1,
79
6人

45
,3
15
人

2,
13
1人

20
16
(平
成
28
)年

23
,5
53
人

38
6人

47
,7
38
人

2,
42
3人

20
17
(平
成
29
)年

26
,0
81
人

2,
52
8人

55
,4
33
人

7,
69
5人

20
18
(平
成
30
)年

19
,8
95
人

▲
6,
18
6人

47
,1
98
人

▲
8,
23
5人

20
19
(平
成
31
)年

（
令
和
元
年
）

16
,7
72
人

▲
3,
12
3人

43
,8
22
人

▲
3,
37
6人

20
20
(令
和
２
)年

12
,4
39
人

▲
4,
33
3人

ー
ー

2
/
1
2
（
水

）
16

:3
0

20
20
(令

和
２
)年

４
月
１
日
時
点
の
待
機
児
童
数
に
つ
い
て

１
７

令
和
２
年
９
月
４
日
公
表
資
料
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市
町
村
の
特
性
に
応
じ
た
待
機
児
童
解
消
支
援
の
重
点
化
・
強
化
①

✔
減

少
傾

向
を

継
続

さ
せ

る
た

め
、

保
育

の
受

け
皿

整
備

（
補

助
率

の
嵩

上
げ

）や
保

育
人

材
の

確
保

を
引

き
続

き
支

援

✔
各

自
治

体
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
地

域
の

ニ
ー

ズ
が

満
た

せ
る

よ
う

、
整

備
計

画
の

見
直

し
を

実
施

し
、

保
育

の
受

け
皿

整
備

を
着

実
に

促
進

✔
市

区
町

村
内

の
居

宅
か

ら
容

易
に

移
動

す
る

こ
と

が
可

能
な

区

域
（保

育
提

供
区

域
）ご

と
に

、
申

込
者

数
の

推
移

な
ど

を
分

析
し

、

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
整

備
計

画
の

検
討

や
、

保
育

コ
ン

シ
ェ

ル
ジ

ュ
や

巡
回

バ
ス

な
ど

を
活

用
し

た
マ

ッ
チ

ン
グ

支
援

等
を

実
施

①
過

去
２

年
で

待
機

児
童

数
が

大
き

く
（
10

0人
以

上
）

減
少

し
た

自
治

体
（
2
2
/1

,7
41

)

②
見

込
み

を
上

回
る

申
込

者
数

の
増

等
に

よ
り

、
待

機

児
童

が
増

加
し

た
自

治
体

（
17

2
/1

,7
41

）

③
待

機
児

童
数

が
３

年
間

１
～

1
00

人
台

で
推

移
し

て
い

る
自

治
体

（2
7
5/

1
,7

41
）

※
①

～
③

の
自

治
体

数
は

重
複

あ
り

○
20
19
(令
和
元
)年
度
に
お
い
て
は
、
20
19
(平
成
31
)年
４
月
時
点
の
待
機
児
童
数
を
元
に
、
以
下
の
①
～
③
に

分
類
し
、
各
自
治
体
か
ら
要
因
・
対
策
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
す
る
な
ど
、
個
別
の
支
援
を
実
施
。

➢
ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
状
況
：
18
都
道
府
県
83
市
区
町
村
（
20
19
(令
和
元
)年
10
～
11
月
）

○
20
20
(令
和
２
)年
度
に
お
い
て
も
、
更
に
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
、
個
別
自
治
体
へ
の

支
援
を
行
う
。
（
次
頁
に
続
く
）

23
,5
53
人

26
,0
81
人
19
,8
95
人

16
,7
72
人

12
,4
39
人

１
８

令
和
２
年
９
月
４
日
公
表
資
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市
町
村
の
特
性
に
応
じ
た
待
機
児
童
解
消
支
援
の
重
点
化
・
強
化
②

○
20
20
(令
和
２
)年
４
月
時
点
の
待
機
児
童
の
状
況
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
人
口
増
加
率
が
高
い
ほ
ど

待
機
児
童
の
い
る
自
治
体
が
多
い
こ
と
か
ら
、
人
口
が
増
加
し
て
い
る
自
治
体
に
は
、
引
き
続
き
、
保
育
の

受
け
皿
整
備
を
促
す
。

○
特
に
待
機
児
童
数
が
増
え
て
い
る
自
治
体
(図
：
赤
色
部
分
)に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
重
点
的
な
対
策
を
行
う
。

待
機

児
童

数
の

増
減

（
人

口
増

減
率

別
、

20
13

～
20

18
年

度
）

✔
待
機
児
童
対
策
協
議
会
の
活
用
を
図
り
つ
つ
、

女
性
の
就
業
率
の
上
昇
を
踏
ま
え
、

保
育
の
受
け
皿
の
更
な
る
整
備
を
促
す
。

①
人
口
増
加
率
が
高
い
自
治
体
や
人
口

減
少
率
が
低
い
自
治
体
(
1
1
0
/
1
,
7
4
1
)

✔
市
区
町
村
内
の
保
育
提
供
区
域
ご
と
の
整
備

計
画
の
再
検
討
や
、
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
・

巡
回
バ
ス
等
を
活
用
し
た
マ
ッ
チ
ン
グ
を
促
す
。

✔
整
備
に
つ
い
て
も
小
規
模
保
育
事
業
の
活
用

な
ど
を
促
す
。

✔
ま
た
、
保
育
士
の
不
足
が
要
因
の
一
つ
と
し

て
考
え
ら
れ
る
た
め
、
保
育
士
確
保
対
策
の
取

組
を
促
す
。

②
人
口
が
減
少
し
て
い
る
が
待
機
児
童
数

が
増
加
し
て
い
る
自
治
体
(
7
8
/
1
,
7
4
1
)

★
人
口
減
少
地
域
の
保
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

調
査
研
究
事
業
を
実
施
し
、
別
途
検
討
。

人
口
減
少

人
口
増
加

１
９

令
和
２
年
９
月
４
日
公
表
資
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22
8.

9万
人

23
4.

2万
人

24
7.

3万
人

25
5.

9万
人

26
5.

0万
人

27
1.

2万
人

27
8.

4万
人

28
4.

2万
人

29
0.

6万
人

24
0.

9万
人

24
8.

1万
人

26
2.

8万
人

27
2.

3万
人

28
3.

6万
人

29
4.

4万
人

30
5.

6万
人

31
3.

5万
人

32
4.

7万
人

22
,7

41
人

21
,3

71
人

23
,1

67
人

23
,5

53
人

26
,0

81
人

19
,8

95
人

16
,7

72
人

12
,4

39
人

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

2
0
1
3
(H
2
5
).
4

2
0
1
4
(H
2
6
).
4

2
0
1
5
(H
2
7
).
4

2
0
1
6
(H
2
8
).
4

2
0
1
7
(H
2
9
).
4

2
0
1
8
(H
3
0
).
4

2
0
1
9
(H
3
1
).
4

2
0
2
0
(R
2
).
4

2
0
2
1
(R
3
).
4

2
0
2
5
(R
7
).
4

67
.7

%

69
.5

%

70
.8

%
71

.6
%

72
.7

%

74
.3

%

76
.5

%

77
.7

%

（
万
人
）

〔 保 育 の 受 け 皿 量 ／ 申 込 者 数 〕

8
2
%

7
8
%

7
4
%

6
2
%

7
0
%

6
6
%

申
込
者
数

待
機
児
童
数

女
性
就
業
率

（
年
平
均
）

待
機

児
童

解
消

加
速

化
プ

ラ
ン

〔 女 性 就 業 率 （ ～ 歳 ） 〕2
5

4
4

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
新

制
度

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

更
な
る
保
育
の
受
け
皿
確
保

保
育
の
受
け
皿
量

保
育
の
受
け
皿
確
保
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
①

○
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
で
は
、
待
機
児
童
の
解
消
を

図
り
、
女
性
の
就
業
率
８
割
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

約
32
万
人
分
の
受
け
皿
確
保
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、

今
回
の
調
査
の
結
果
、
20
18
～
20
20
(平
成
30
～
令
和
２
)

年
度
末
ま
で
の
受
け
皿
拡
大
見
込
み
量
は
約
31
.2
万
人
分

で
あ
り
、
令
和
２
年
度
末
ま
で
に
約
32
4.
7万
人
分
の

受
け
皿
が
確
保
さ
れ
る
見
込
み
。

２
０

○
令
和
２
年
度
中
の
保
育
の
受
け
皿
確
保
を
進
め
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
女
性
の
就
業
率
の
上
昇
(2
02
5(
令
和
７
)年
に
82
％
の

目
標
(第
２
期
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
))
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に

は
、
更
な
る
保
育
の
受
け
皿
確
保
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

※
ま
た
、
市
町
村
の
第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

の
積
み
上
げ
で
は
、
20
24
(令
和
６
)年
度
末
ま
で
に
更
に
10
万

人
超
分
の
受
け
皿
整
備
が
必
要
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

取
組
状
況

今
後
の
課
題

令
和
２
年
９
月
４
日
公
表
資
料

－116－



（
保
育
の
受
け
皿
整
備
の
一
層
の
加
速
）

○
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
等
に
基
づ
く
保
育
の
受
け
皿
整
備

・
就
労
希
望
者
の
潜
在
的
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
就
労
し
な
が
ら
子
育
て
し
た
い
家
庭
を
支
え
る
た
め
、
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、

2
0
2
0
年
度
末
ま
で
に
待
機
児
童
解
消
を
図
り
、
女
性
就
業
率
８
割
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
約
3
2
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
す
る
。

・
2
0
2
1
年
度
以
降
の
保
育
の
受
け
皿
確
保
に
つ
い
て
、
必
要
な
者
に
適
切
な
保
育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
第
２
期
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
に
お
け
る
「
量
の
見
込
み
」
の
結
果
等
を
踏
ま
え
検
討
す
る
と
と
も
に
、
各
地
方
公
共
団
体
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
。

（
参
考
）

少
子
化
社
会
対
策
大
綱

～
新
し
い
令
和
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
少
子
化
対
策
へ
～
（
令
和
２
年
５
月
2
9
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

②
少
子
化
対
策
・
女
性
活
躍

2
0
2
1
年
度
以
降
の
保
育
等
の
受
け
皿
確
保
に
つ
い
て
、
必
要
な
者
に
適
切
な
保
育
等
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
第
２
期
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画
に
お
け
る
「
量
の
見
込
み
」
の
結
果
等
を
踏
ま
え
検
討
す
る
と
と
も
に
、
各
地
方
自
治
体
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
。

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
20
20

～
危
機
の
克
服
、
そ
し
て
新
し
い
未
来
へ
～
（
令
和
２
年
７
月
1
7
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

○
待
機
児
童
数
は
着
実
に
減
少
を
続
け
て
い
る
が
、
市
区
町
村
ご
と
に
み
る
と
、

・
更
な
る
受
け
皿
整
備
が
必
要
な
自
治
体
、

・
保
育
提
供
区
域
内
の
マ
ッ
チ
ン
グ
や
小
規
模
な
受
け
皿
整
備
が
必
要
な
自
治
体
、

・
待
機
児
童
は
い
な
い
が
人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
自
治
体
な
ど
、

地
域
ご
と
に
状
況
が
異
な
っ
て
お
り
、
今
後
は
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
支
援
が
よ
り
一
層
重
要
と
な
る
。

○
ま
た
、
女
性
の
就
業
率
に
つ
い
て
は
上
昇
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
今
後
の
目
標
（
20
25
(令
和
７
)年
に
82
％
）
に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は
、
更
な
る
保
育
の
受
け
皿
確
保
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
（
参
考
）
現
行
の
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
で
は
女
性
就
業
率
８
割
に
対
応

○
以
上
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
20
21
(令
和
３
)年
度
以
降
の
受
け
皿
確
保
に
つ
い
て
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方

針
20
20
」
等
に
基
づ
き
、
受
け
皿
の
数
の
見
込
み
を
さ
ら
に
精
査
し
つ
つ
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
支
援
や
保
育
士
確
保
対
策
も

含
め
、
令
和
３
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
。

対
応

の
方

向
性

保
育
の
受
け
皿
確
保
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
②

２
１

令
和
２
年
９
月
４
日
公
表
資
料
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市
町

村
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

に
つ

い
て

○
市
町
村
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
国
が
示
す
基
本
指
針
に
即
し
て
、
５
年
を
１
期
と
す
る
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
第
１
期
：
Ｈ
27
～
Ｒ
元
年
度
、
第
２
期
：

Ｒ
２
～
Ｒ
６
年
度
）
。

○
各
市
町
村
の
第
２
期
事
業
計
画
に
お
け
る
「
確
保
方
策
」
等
の
集
計
を
行
っ
た
（
10
月
５
日
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
で
公
表
）
。

「
確
保
方
策
」
＝
潜
在
ニ
ー
ズ
も
含
め
た
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
、
市
町
村
に
よ
る
提
供
体
制
の
確
保
の
予
定
（
供
給
）

※
自

治
体

か
ら

報
告

が
あ

っ
た

数
値

の
合

計
を

全
国

集
計

値
と

し
て

記
載

（
四

捨
五

入
）
。

※
事

業
計

画
上

の
算

出
方

法
が

調
査

票
と

異
な

る
一

部
市

町
村

に
つ

い
て

は
推

計
値

等
を

含
む

場
合

が
あ

る
。

◆
保

育
認

定
子

ど
も

の
必

要
受

け
皿

数
［
確

保
方

策
］

【
参

考
】
「
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
実

施
計

画
」
上

の
「
利

用
定

員
数

（
整

備
量

）
」

（
令

和
２

年
４

月
１

日
実

績
）

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度

確
保

方
策

3
1
5
.3

万
人

3
2
1
.6

万
人

3
2
5
.5

万
人

3
2
7
.8

万
人

3
2
9
.4

万
人

２
号

認
定

1
8
2
.7

万
人

1
8
5
.5

万
人

1
8
6
.8

万
人

1
8
7
.8

万
人

1
8
8
.5

万
人

３
号

認
定

1
3
2
.6

万
人

1
3
6
.1

万
人

1
3
8
.7

万
人

1
4
0
.0

万
人

1
4
0
.9

万
人

+
14
.1
万
人

令
和

２
年

４
月

１
日

実
績

利
用

定
員

数
（
整

備
量

）
3
0
4
.9

万
人

２
号

認
定

1
7
8
.1

万
人

３
号

認
定

1
2
6
.8

万
人

２
２
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「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
（
約
1
4
万
人
）
の
財
源
【
追
加
所
要
額
】

※
「
保
育
所
等
」
に
は
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
等
の
地
域
型
保
育
事
業
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
「
幼
稚
園
の
一
時
預
か
り
」
は
、
保
育

の
必
要
性
が
あ
る
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
一
時
預
か
り
事
業
（
２
歳
児
等
）
を
い
う
。

○
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
６
年
度
末
ま
で
の
４
年
間
で
約
1
4
万
人
分
の
保
育

の
受
け
皿
を
整
備
す
る
。

○
運
営
費
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
７年
度
ま
で
の
５
年
間
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
、
公
費
に
加
え

て
、
経
済
界
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の
と
お
り
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
。

【
令
和
７
年
度
ま
で
の
追
加
所
要
額
】

約
１
，
４
４
０
億
円

事
業
主
拠
出
金
財
源

・
保
育
所
等
０
～
２
歳
児

約
１
，
０
０
０
億
円

経
済
界
に
協
力
を
求
め
、
事
業
主
拠

出
金
を
充
当

公
費
（
税
財
源
）

・
保
育
所
等
３
歳
以
上
児

・
幼
稚
園
の
一
時
預
か
り

約
４
４
０
億
円

児
童
手
当
の
特
例
給
付
の
見
直
し
に

よ
り
生
じ
る
財
源
等
を
充
当

【
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
追
加
所
要
額
】
約
５
２
９
億
円

（
事
業
主
拠
出
金
財
源
：
約
３
０
６
億
円
、
公
費
（
税
財
源
）
：
約
２
２
３
億
円
）

令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
追
加
所
要
額

２
３
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【
趣

旨
】

市
区

町
村

が
策

定
す

る
整

備
計

画
等

に
基

づ
く

保
育

所
等

の
施

設
整

備
事

業
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
市

区
町

村
に

交
付

す
る

。

【
対

象
事

業
】

・
保

育
所

整
備

事
業

・
認

定
こ

ど
も

園
整

備
事

業
（

幼
稚

園
型

）
・

小
規

模
保

育
整

備
事

業
・

防
音

壁
整

備
事

業
・

防
犯

対
策

強
化

整
備

事
業

【
補

助
割

合
】

国
：

１
/２

、
市

区
町

村
：

１
/４

、
設

置
主

体
：

１
/４

※
国

：
２

/３
、

市
区

町
村

：
１

/1
2
、

設
置

主
体

：
１

/４
※

新
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
に

参
加

す
る

等
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

保
育
の
受
け
皿
整
備
等
に
つ
い
て

保
育

所
等

整
備

交
付

金

○
令

和
３

年
度

は
、

「
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
の

初
年

度
で

あ
り

、
５

．
９

万
人

分
の

受
け

皿
整

備
に

対
応

す
る

予
算

と
し

て
、

令
和

２
年

度
３

次
補

正
予

算
案

（
２

３
６

億
円

）
と

令
和

３
年

度
予

算
案

（
６

０
２

億
円

）
を

合
わ

せ
て

、
８

３
８

億
円

を
計

上
し

、
補

助
率

の
嵩

上
げ

（
１

／
２

→
２

／
３

）
等

を
引

き
続

き
実

施
す

る
こ

と
で

受
け

皿
整

備
を

支
援

す
る

。
○

賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
の

設
置

促
進

を
図

る
改

修
費

等
補

助
に

つ
い

て
、

利
用

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

の
改

修
や

、
よ

り
よ

い
保

育
の

環
境

を
整

備
す

る
た

め
の

改
修

等
も

補
助

対
象

に
加

え
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

積
極

的
に

活
用

さ
れ

た
い

。

【
趣

旨
】

賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
を

設
置

す
る

場
合

等
に

必
要

な
改

修
費

等
の

一
部

を
補

助
す

る
。

【
対

象
事

業
】

（
１

）
賃
貸
物
件
に
よ
る
保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業

（
２

）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業

（
３

）
幼

稚
園

に
お

け
る

長
時

間
預

か
り

保
育

改
修

費
等

支
援

事
業

（
４

）
認

可
化

移
行

改
修

費
等

支
援

事
業

（
５

）
家

庭
的

保
育

改
修

等
支

援
事

業

【
主

な
補

助
基

準
額

（
案

）
】

※
 ①

緊
急

対
策

参
加

自
治

体
、

②
待

機
児

童
対

策
協

議
会

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
自

治
体

（
１

）
新

設
ま

た
は

定
員

拡
大

の
場

合
１

施
設

当
た

り
利

用
（

増
加

）
定

員
1
9
名

以
下

1
5
,0

0
0
千

円
（

①
2
0
,0

0
0
千

円
、

②
2
3
,0

0
0
千

円
）

利
用

（
増

加
）

定
員

2
0
名

以
上

5
9
名

以
下

2
7
,0

0
0
千

円
（

①
3
2
,0

0
0
千

円
、

②
3
5
,0

0
0
千

円
）

利
用

（
増

加
）

定
員

6
0
名

以
上

5
5
,0

0
0
千

円
（

①
6
0
,0

0
0
千

円
、

②
6
3
,0

0
0
千

円
）

【
補

助
割

合
】

（
１

）
～

（
４

）
国

：
１

/２
、

市
区

町
村

：
１

/４
、

設
置

主
体

：
１

/４
※

国
：

２
/３

、
市

区
町

村
：

１
/1

2
、

設
置

主
体

：
１

/４
（

５
）

国
：

１
/２

、
市

区
町

村
：

１
/２

※
国

：
２

/３
、

市
区

町
村

：
１

/３
※

新
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
に

参
加

す
る

等
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

保
育

所
等

改
修

費
等

支
援

事
業

【
拡

充
】

《
拡

充
》

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
受

け
皿

整
備

や
、

地
域

偏
在

の
解

消
、

保
育

環
境

の
向

上
等

を
図

る
た

め
、

利
用

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

の
改

修
や

、
よ

り
よ

い
保

育
の

環
境

を
整

備
す

る
た

め
の

改
修

等
も

補
助

対
象

に
加

え
る

。
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待
機
児
童
対
策
協
議
会
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

○
現

時
点

で
2
1
都

府
県

に
お

い
て

設
置

。
当

該
2
1
都

府
県

に
お

け
る

待
機

児
童

数
は

9
,7

0
4
人

（
全

国
（
1
2
,4

3
9
人

）
の

約
８

割
）

（
R

2
.4

.1
時

点
）
。

県
名

設
置
日

構
成
員

協
議
内
容
（
議
題
）

（
参
考
）

待
機
児
童
数

青
森
県

H3
1.
2.
8

6市
町
村
、保
育
事
業
者
、保
育
士
養
成
校
、関
係
機
関
、学
識
経

験
者
、保
護
者

受
け
皿
整
備
、広
域
利
用
、保
育
人
材
確
保
等

0人
宮
城
県

H3
0.
5.
14

35
市
町
村
（
全
市
町
村
）

市
町
村
間
の
課
題
共
有
及
び
解
決
策
の
検
討
等

34
0人

秋
田
県

H3
0.
5.
9

17
市
町
、労
働
局
、保
育
協
議
会
、保
育
士
会
、私
立
幼
稚
園
・認

定
こど
も
園
連
合
会
、有
識
者

保
育
人
材
の
確
保
等

22
人

山
形
県

H3
0.
10
.2
9

28
市
町

協
議
会
が
別
に
定
め
る

０
人

福
島
県

H3
0.
7.
2

19
市
町
村
（
待
機
児
童
が
い
る
又
は
安
心
プ
ラン
採
択
自
治
体
）
、

子
ども
・子
育
て
会
議
委
員

受
け
皿
整
備
、保
育
人
材
確
保
、情
報
の
共
有
（
横
展

開
）

14
1人

埼
玉
県

H3
0.
5.
24

25
市
（
待
機
児
童
が
概
ね
20
人
以
上
）
、県
が
必
要
と認
め
る
市

町
村

広
域
的
な
調
整
、特
に
専
門
性
の
高
い
も
の
、好
事
例
の
横

展
開
等

1,
08
3人

千
葉
県

H3
0.
8.
27

30
市
町

保
育
の
受
け
皿
整
備
、保
育
所
等
の
広
域
利
用
（
広
域

連
携
）
、保
育
士
の
確
保
等

83
3人

東
京
都

H3
0.
6.
8

53
市
区
町
村

協
議
会
が
別
に
定
め
る

2,
34
3人

神
奈
川
県

H3
0.
7.
9

33
市
町
村
（
全
市
町
村
）

受
け
皿
確
保
の
促
進
、保
育
人
材
の
確
保
等

49
6人

静
岡
県

H3
1.
2.
28

30
市
町

受
け
皿
整
備
、保
育
人
材
確
保
等

12
2人

愛
知
県

H3
1.
4.
1

54
市
町
村
（
全
市
町
村
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

15
5人

滋
賀
県

H3
0.
8.
21

19
市
町
（
全
市
町
）

保
育
人
材
確
保
、広
域
利
用
等

49
5人

大
阪
府

H3
0.
8.
27

43
市
町
村
（
全
市
町
村
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

34
8人

奈
良
県

R1
.7
.1

11
市
町

協
議
会
が
別
に
定
め
る

20
1人

岡
山
県

H3
0.
5.
24

12
市
町
（
待
機
児
童
が
い
る
自
治
体
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

40
3人

香
川
県

R2
.3
.1
7

17
市
町
（
全
市
町
）

保
育
の
受
け
皿
確
保
に
関
す
る
こと
、保
育
人
材
の
確
保
及

び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こと
、待
機
児
童
の
解
消
及
び
発

生
防
止
に
向
け
た
情
報
の
共
有
等
に
関
す
る
こと
、そ
の
他

協
議
会
で
必
要
と認
め
る
事
項
に
関
す
る
こと

64
人

愛
媛
県

R2
.1
.7

20
市
町
（
全
市
町
）

保
育
の
受
け
皿
整
備
の
推
進
、保
育
人
材
の
確
保
・資
質

の
向
上
、保
育
に
関
す
る
情
報
の
共
有
・調
整
等

55
人

福
岡
県

H3
0.
12
.2
5

60
市
町
村
（
全
市
町
村
）

待
機
児
童
の
解
消
、保
育
士
の
確
保
等

1,
18
9人

佐
賀
県

H3
1.
1.
29

20
市
町
（
全
市
町
）

協
議
会
が
別
に
定
め
る

49
人

長
崎
県

R1
.5
.1
6

21
市
町
（
全
市
町
）
、長
崎
県
保
育
協
会
、長
崎
県
内
指
定
保
育

士
養
成
施
設

待
機
児
童
解
消
対
策
に
関
す
る
市
町
村
間
の
情
報
共
有

等
0人

沖
縄
県

H3
0.
10
.2
2

23
市
町
村

受
け
皿
確
保
の
促
進
、保
育
所
等
の
広
域
利
用
の
推
進

等
1,
36
5人

※
議

題
内

容
は

設
置

届
出

書
に

記
載

の
あ

っ
た

内
容

で
あ

り
、

そ
の

詳
細

は
協

議
会

の
中

で
決

定
さ

れ
る

。
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待
機

児
童

対
策

協
議

会
参

加
自

治
体

へ
の

支
援

施
策

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

お
い

て
、

①
待

機
児

童
の

解
消

に
向

け
た

受
け

皿
整

備
、

保
育

人
材

の
確

保
・

資
質

の
向

上
に

係
る

取
組

の
達

成
状

況
を

評
価

す
る

た
め

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

評
価

指
標

（
Ｋ

Ｐ
Ｉ

）
を

設
定

し
、

②
見

え
る

化
を

す
る

こ
と

で
、

よ
り

強
力

に
待

機
児

童
対

策
に

取
組

む
自

治
体

を
支

援
す

る
。

(1
)保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）

賃
貸

物
件

等
に

よ
る

保
育

所
等

を
設

置
す

る
た

め
の

改
修

費
等

の
補

助
基

準
額

の
嵩

上
げ

※
補

助
基

準
額

賃
貸

物
件

に
よ

る
保

育
所

改
修

費
等

支
援

事
業

(2
0
名

以
上

5
9
名

以
下

の
場

合
)

3
5
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
7
,0

0
0
千

円
）

(2
)都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）

新
設

の
場

合
に

限
り

、
建

物
借

料
と

公
定

価
格

の
賃

借
料

加
算

の
乖

離
が

２
倍

を
超

え
た

場
合

に
つ

い
て

も
補

助
（

通
常

は
３

倍
）

※
補

助
基

準
額

1
2
,0

0
0
千

円
（

通
常

2
2
,0

0
0
千

円
）

(3
)待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業
（
都
道
府
県
）

保
育

所
等

の
広

域
利

用
調

整
や

公
有

地
等

の
保

育
所

等
設

置
に

係
る

調
整

や
市

区
町

村
を

ま
た

ぐ
保

育
対

策
関

係
事

業
の

取
組

状
況

の
横

展
開

を
担

う
職

員
を

配
置

※
補

助
基

準
額

2
,6

7
8
千

円
※

補
助

割
合

国
：

１
/２

、
都

道
府

県
：

１
/２

１
．

受
け

皿
整

備
等

(1
)潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
（
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
）

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

潜
在

保
育

士
の

把
握

や
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
4
,0

0
0
千

円

(2
)保
育
人
材
等
就
職
・
交
流
支
援
事
業
（
市
区
町
村
）

市
区

町
村

に
お

い
て

、
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
4
,0

0
0
千

円

２
．

保
育

人
材

の
確

保

○
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

参
加

す
る

自
治

体
が

実
施

す
る

、
待

機
児

童
解

消
に

向
け

た
先

駆
的

な
取

組
を

支
援

※
補

助
基

準
額

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

額
（

上
限

1
0
,0

0
0
千

円
の

定
額

補
助

）
※

補
助

割
合

国
：

1
0
/1

0

３
．

地
方

自
治

体
か

ら
の

提
案

型
事

業

設
定

及
び

見
え

る
化

す
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

は
、

待
機

児
童

の
解

消
に

向
け

た
受

け
皿

整
備

、
保

育
人

材
の

確
保

・
資

質
の

向
上

に
係

る
取

組
で

あ
っ

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
達

成
状

況
の

見
え

る
化

に
適

し
た

も
の

と
す

る
。

「
１
．
受
け
皿
整
備
等
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
待

機
児

童
数

（
対

前
年

度
減

）
（

市
区

町
村

）
✔

認
可

保
育

所
等

に
移

行
し

た
認

可
外

保
育

施
設

数
（

市
区

町
村

）
✔

広
域

利
用

に
係

る
協

定
の

締
結

を
目

指
す

各
市

区
町

村
の

施
設

ご
と

の
市

境
を

越
え

た
受

け
入

れ
児

童
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）
「
２
．
保
育
人
材
の
確
保
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
保

育
士

養
成

校
の

卒
業

生
の

保
育

所
等

へ
の

就
職

件
数

の
増

加
数

（
都

道
府

県
）

✔
潜

在
保

育
士

の
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

新
規

届
出

件
数

（
都

道
府

県
）

✔
「

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

求
人

登
録

の
件

数
（

都
道

府
県

）
✔

保
育

士
の

平
均

勤
続

年
数

（
都

道
府

県
、

市
区

町
村

）

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

及
び

見
え

る
化

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）
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利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

１
．
事
業
概
要

２
．
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
拡
充

主
と

し
て

市
町

村
の

窓
口

で
、

子
育

て
家

庭
等

か
ら

保
育

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

地
域

に
お

け
る

保
育

所
や

各
種

の
保

育
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
情

報
提

供
や

利
用

に
向

け
て

の
支

援
な

ど
を

行
う

。
《
職
員
配
置
》
専
任
職
員
（
利
用
者
支
援
専
門
員
）
を
１
名
以
上
配
置

※
子

育
て

支
援

員
基

本
研

修
及

び
専

門
研

修
（

地
域

子
育

て
支

援
コ

ー
ス

）
の

「
利

用
者

支
援

事
業

（
特

定
型

）
」

の
研

修
を

修
了

し
て

い
る

者
が

望
ま

し
い

実
施

主
体

：
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

補
助

率
：

国
２

／
３

（
都

道
府

県
１

／
６

、
市

町
村

１
／

６
）

実
施

か
所

数
：

H
3
0
年

度
3
7
5
か

所
→

R
元

年
度

3
8
9
か

所

《
令
和
３
年
度
補
助
基
準
額
（
案
）
》

①
基

本
分

3
,0

7
5
千

円
②

加
算

分
夜
間
開
所

休
日
開
所

出
張
相
談
支
援

機
能
強
化
取
組

多
言
語
対
応

特
別
支
援
対
応

1,
40
6千
円

75
7千
円

1,
08
2千
円

1,
87
5千
円

80
5千
円

75
0千
円

保
護

者
に

「
寄

り
添

う
支

援
」

の
実

施
を

促
し

、
地

域
に

お
け

る
ミ

ス
マ

ッ
チ

の
解

消
を

図
る

た
め

、
実

施
要

件
を

緩
和

し
、
待
機
児
童
数
が
5
0
人
未
満
で
あ
る
市
町
村
で
も

「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
参
画
す
れ
ば
利
用
可
能

と
す

る
。

３
．
事
業
実
施
イ
メ
ー
ジ
（
保
護
者
に
「
寄
り
添
う
支
援
」
の
実
施
）

令
和

２
年

度
予

算
1
,4

5
3
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
1
,6

9
1
億

円
の

内
数

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
）
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広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
【
拡
充
】

○
市

区
町

村
が

設
置

す
る

こ
ど

も
送

迎
セ

ン
タ

ー
等

か
ら

各
保

育
所

等
へ

の
子

ど
も

の
送

迎
を

行
う

た
め

の
バ

ス
等

の
購

入
費

、
運

転
手

雇
上

費
、

駐
車

場
の

賃
借

料
、

送
迎

セ
ン

タ
ー

の
実

施
場

所
の

賃
借

料
及

び
子

ど
も

の
送

迎
時

に
付

き
添

う
保

育
士

等
の

雇
上

費
等

の
補

助
を

行
う

。

事
業
内
容

１
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業

○
各

保
育

所
等

か
ら

遠
距

離
に

あ
る

屋
外

遊
戯

場
に

代
わ

る
場

所
へ

の
児

童
の

送
迎

を
行

う
た

め
の

バ
ス

等
の

購
入

費
、

運
転

手
雇

上
費

、
駐

車
場

の
賃

借
料

及
び

子
ど

も
の

送
迎

時
に

付
き

添
う

保
育

士
等

の
雇

上
費

等
の

補
助

を
行

う
。

２
代
替
屋
外
遊
戯
場
送
迎
事
業

○
既

存
の

建
物

を
改

修
し

て
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す

る
場

合
、

建
物

の
改

修
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

う
。

３
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
設
置
改
修
事
業
（
H
3
0
創
設
）

実
施
主
体

○
市

区
町

村

○
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

２

＜
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

2
8
自

治
体

（
3
3
か

所
）

R
1
：

3
4
自

治
体

（
4
1
か

所
）

＜
代

替
野

外
遊

技
場

送
迎

事
業

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

１
自

治
体

（
１

か
所

）
R

1
：

２
自

治
体

（
７

か
所

）
※

い
ず

れ
も

R
1
年

度
は

交
付

決
定

ベ
ー

ス

自
宅

送
迎
セ
ン
タ
ー

保
育
所
等

※
平

成
3
0
年

度
よ

り
、

自
宅

か
ら

直
接

保
育

所
へ

の
送

迎
も

可
能

事
業
イ
メ
ー
ジ

令
和
３
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応
（
案
）
《
拡
充
》

・
保

育
士

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
運

転
手

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
事

業
費

（
損

害
賠

償
保

険
含

む
）

1
0
,2

0
2
千

円
（

自
宅

送
迎

の
場

合
1
,1

1
9
千

円
）

・
バ

ス
購

入
費

1
5
,0

0
0
千

円

・
バ

ス
借

上
費

7
,5

0
0
千

円

・
改

修
費

7
,2

7
0
千

円

○
送

迎
セ

ン
タ

ー
の

か
所

数
に

よ
ら

ず
、

送
迎

バ
ス

の
台

数
や

保
育

士
の

配
置

に
応

じ
て

加
算

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
。

○
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
－

等
事

業
を

実
施

す
る

委
託

事
業

者
が

損
害

保
険

等
に

加
入

し
た

場
合

の
保

険
料

等
を

補
助

す
る

。

○
保

育
所

等
へ

の
送

迎
後

の
空

き
時

間
を

有
効

活
用

で
き

る
よ

う
、

保
育

所
等

へ
の

巡
回

以
外

の
時

間
帯

に
お

い
て

、
一

時
預

か
り

事
業

等
へ

の
巡

回
を

可
能

と
す

る
。

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）
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◆
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
約
1
4
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
整
備
に
必
要
と
な
る
保
育
人
材
（
新
た
に
約
2
.5
万
人
）の
確
保
を
含
め
、

処
遇
改
善
の
ほ
か
、
保
育
の
現
場
・
職
業
の
魅
力
向
上
を
通
じ
た
、
新
規
の
資
格
取
得
、
就
業
継
続
、
離
職
者
の
再
就
職
の
支
援
に
総
合
的
に
取
り
組
む
。

保
育
人
材
の
確
保
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策

就
業

継
続

支
援

○
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

の
実

施
（

養
成

校
に

通
う

学
生

に
対

し
、

修
学

資
金

の
一

部
を

貸
付

け
）

・
学

費
5
万

円
(月

額
)な

ど
。

卒
業

後
、

５
年

間
の

実
務

従
事

に
よ

り
返

還
を

免
除

○
保

育
士

の
資

格
取

得
を

支
援

・
保

育
所

等
で

働
き

な
が

ら
養

成
校

卒
業

に
よ

る
資

格
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

授
業

料
、

保
育

士
試

験
の

合
格

に
よ

る
資

格
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

教
材

費
等

の
支

援

○
保

育
士

試
験

の
年

２
回

実
施

の
推

進
（

2
7
年

度
：

４
府

県
で

実
施

→
 2

9
年

度
：

全
て

の
都

道
府

県
で

実
施

）

○
保

育
士

・
保

育
の

現
場

の
魅

力
発

信
（

情
報

発
信

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

な
ど

、
様

々
な

対
象

者
に

対
し

て
魅

力
発

信
を

実
施

）
【

R
３

予
算

案
】

○
保

育
所

等
に

お
け

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

推
進

・
保

育
に

関
す

る
計

画
・

記
録

や
保

護
者

と
の

連
絡

、
子

ど
も

の
登

降
園

管
理

等
の

業
務

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
に

係
る

シ
ス

テ
ム

の
導

入
費

用
や

翻
訳

機
等

を
支

援
・

都
道

府
県

等
で

実
施

さ
れ

て
い

る
研

修
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

【
R
２

補
正

案
】

○
保

育
補

助
者

の
雇

い
上

げ
の

促
進

（
保

育
士

の
業

務
を

補
助

す
る

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
補

助
要

件
（

勤
務

時
間

週
3
0
時

間
以

下
の

要
件

）
の

撤
廃

＆
補

助
基

準
額

の
引

き
上

げ
（

１
施

設
１

名
分

（
2
3
3
.3
万

円
）

→
(3

1
1
,1
万

円
)
等

）
【

R
３

予
算

案
】

○
保

育
体

制
強

化
事

業
の

促
進

（
清

掃
等

の
業

務
を

行
う

方
の

賃
金

の
補

助
）

※
園

外
活

動
時

の
見

守
り

等
に

も
取

り
組

む
場

合
：

月
1
0
0
千

円
→

月
1
4
5
千

円
等

【
R
２

予
算

～
】

○
保

育
士

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

（
補

助
額

：
一

人
当

た
り

の
月

額
を

市
区

町
村

単
位

で
設

定
（

月
額

8
.2

万
円

を
上

限
）

、
支

給
期

間
：

採
用

か
ら

５
年

以
内

※
）

※
直

近
２

カ
年

の
い

ず
れ

か
で

保
育

士
の

有
効

求
人

倍
率

が
２

以
上

の
場

合
は

採
用

か
ら

９
年

以
内

【
R
３

予
算

案
】

※
令

和
２

年
度

に
事

業
の

対
象

だ
っ

た
者

は
令

和
２

年
度

の
年

数
を

適
用

【
R
３

予
算

案
】

○
保

育
士

の
働

き
方

改
革

へ
の

支
援

・
労

務
管

理
の

専
門

家
に

よ
る

巡
回

支
援

や
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

の
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

【
R
３

予
算

案
】

・
保

育
士

確
保

や
定

着
、

労
働

条
件

等
の

改
善

に
関

し
て

、
保

育
士

の
相

談
窓

口
を

設
置

【
R
３

予
算

案
】

新
規

資
格

取
得

支
援

○
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
（

潜
在

保
育

士
の

掘
り

起
こ

し
を

行
い

、
保

育
事

業
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
支

援
（

職
業

紹
介

）
を

実
施

）

・
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
費

用
を

支
援

し
、

業
務

の
効

率
化

・
き

め
細

か
な

マ
ッ

チ
ン

グ
を

実
施

（
補

助
額

7
0
0
万

円
）

・
保

育
補

助
者

等
の

マ
ッ

チ
ン

グ
や

現
職

保
育

士
に

対
す

る
支

援
、

管
内

の
保

育
所

等
へ

の
巡

回
等

に
よ

る
マ

ッ
チ

ン
グ

機
能

の
向

上
【

R
３

予
算

案
】

○
潜

在
保

育
士

再
就

職
支

援
事

業
・

長
い

ブ
ラ

ン
ク

に
よ

る
潜

在
保

育
士

の
職

場
復

帰
へ

の
不

安
を

軽
減

す
る

た
め

、
保

育
所

等
が

潜
在

保
育

士
を

非
常

勤
と

し
て

試
行

的
に

雇
用

す
る

際
に

行
う

研
修

等
に

要
す

る
費

用
を

補
助

（
補

助
額

1
0
万

円
）

○
就

職
準

備
金

貸
付

事
業

（
再

就
職

す
る

際
等

に
必

要
と

な
る

費
用

を
貸

し
付

け
（

4
0
万

円
）

、
２

年
間

勤
務

し
た

場
合

、
返

還
を

免
除

）

離
職

者
の

再
就

職
支

援
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①
保
育
士
の
職
業
の
魅
力
発
信
・養
成
の
充
実

【
概
要
】
保
育
の
現
場
・
職
業
の
魅
力
向
上
検
討
会
報
告
書

○
保
育
士
の
仕
事
は
魅
力
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。

・子
ども
の育
ちに
関
する
高
度
な専
門
知
識
を備
えた
専
門
職
・多
くの
子
ども
を見
守
りな
がら
育
み
続
ける
こと
がで
きる
仕
事
・子
ども
の成
長
の喜
びを
保
護
者
と分
かち
合
える
等

○
保
育
の
質
の
中
核
を
担
う保
育
士
の
確
保
や
専
門
性
を
向
上
させ
て
い
くた
め
に
は
、主
に
、以
下
の
方
策
の
推
進
が
必
要
。

①
保
育
士
の
職
業
の
魅
力
を
広
く地
域
や
社
会
に
発
信
す
る
とと
も
に
、養
成
段
階
の
取
組
を
充
実
させ
る
こと

②
保
育
士
が
生
涯
働
け
る
魅
力
あ
る
職
場
づ
くり
を
推
進
す
る
た
め
、働
き
方
改
革
と業
務
効
率
化
・業
務
改
善
を
進
め
、技
能
・経
験
・役
割
に
応
じた
処
遇
とし

つ
つ
、多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
可
能
とす
る
職
場
環
境
を
整
備
して
い
くこ
と

③
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
と保
育
所
との
マ
ッチ
ン
グ
を
図
る
た
め
、保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
は
関
係
機
関
とネ
ット
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こと

○
本
報
告
書
を
踏
ま
え
、国
や
地
方
自
治
体
、保
育
団
体
、養
成
校
団
体
、保
育
所
等
の
関
係
者
が
、取
組
を
進
め
て
い
くこ
とが
期
待
され
る
。

１
．
基
本
的
な
考
え
方

２
．
具
体
的
な
方
策

保
育
士
の
職
業
の
魅
力
や
専
門
性
を
地
域
や
保
護

者
等
に
発
信
す
る
とと
も
に
、養
成
段
階
の
取
組
を
充

実
させ
る
。

（
具
体
的
な
取
組
）

○
保
育
所
を
「開
く」
、保
育
参
加
を
呼
び
か
け
る

・保
護
者
や
地
域
の
住
民
等
に
保
育
所
を
積
極
的

に
開
く（
職
場
体
験
・ボ
ラン
テ
ィア
等
）

・保
護
者
に
保
育
参
加
を
呼
び
か
け
、保
育
現
場
の

日
常
、子
育
て
の
楽
しさ
、奥
深
さを
知
って
も
らう

○
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
保
育
の
魅
力
発
信

・保
育
の
魅
力
を
発
信
す
る
基
盤
の
構
築
の
検
討

・H
Pや
SN
S、
漫
画
等
を
活
用
し、
国
、養
成
校
、

保
育
団
体
等
が
連
携
して
、魅
力
を
発
信

○
養
成
校
に
お
け
る
教
育
の
充
実
と質
の
向
上

・
養
成
校
と保
育
所
双
方
の
実
習
担
当
者
の
共
通

研
修
等
を
実
施

・保
育
現
場
との
協
働
に
よ
り、
教
育
の
質
の
向
上

・卒
業
生
の
横
の
つ
な
が
りの
強
化
・保
育
士
の
コミ
ュ

ニテ
ィー
作
りの
サ
ポ
ー
ト

働
き
方
改
革
と業
務
効
率
化
・業
務
改
善
を
両
輪
とし
て
行
い
、

保
育
士
が
生
涯
働
け
る
魅
力
あ
る
職
場
づ
くり
や
、や
りが
い
に

見
合
った
職
場
づ
くり
を
推
進
す
る
。

（
具
体
的
な
取
組
）

○
保
育
所
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進

・産
休
・育
休
後
の
キ
ャリ
ア
パ
ス
の
明
確
化
や
多
様
で
柔
軟
な

働
き
方
を
選
択
で
き
る
勤
務
環
境
の
整
備
、技
能
・経
験
・役

割
に
応
じた
処
遇
とな
る
よ
う、
労
務
管
理
の
専
門
家
に
よ
る

支
援
や
働
き
方
に
関
す
る
研
修
会
の
開
催
等
に
よ
る
支
援

・財
源
確
保
と併
せ
て
、引
き
続
き
処
遇
改
善
の
検
討

○
IC
T等
に
よ
る
業
務
効
率
化
と業
務
改
善
の
推
進

・作
成
書
類
の
在
り方
を
踏
ま
え
た
IC
T化
、保
育
補
助
者
等

の
活
用
の
ガ
イド
ライ
ンの
策
定
、研
修
に
よ
る
普
及

・I
CT
等
の
活
用
に
係
る
研
究
の
推
進

○
ノン
コン
タ
ク
ト
タ
イ
ム
の
確
保
、保
育
の
質
の
向
上
等

・ノ
ンコ
ンタ
クト
タイ
ム
を
確
保
し、
保
育
の
振
り返
り等
を
行
う

・オ
ンラ
イン
研
修
の
推
進
、公
開
保
育
等
の
推
進

・保
育
士
が
外
部
人
材
に
相
談
しや
す
い
環
境
整
備

・シ
ニア
人
材
の
活
用
の
推
進

保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ンタ
ー
（
保
・保
セ
ン

ター
）
が
関
係
団
体
等
と連
携
して
、ネ
ット
ワ
ー
ク

を
構
築
し、
機
能
強
化
を
図
る
。

（
具
体
的
な
取
組
）

○
保
・保
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

・ハ
ロー
ワ
ー
ク、
養
成
校
や
保
育
団
体
との
ネ
ット

ワ
ー
クの
構
築

・学
生
等
の
資
格
取
得
支
援
や
現
役
保
育
士
の

就
業
継
続
支
援
の
実
施

・セ
ンタ
ー
の
好
事
例
の
収
集
、周
知

○
保
・保
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
の
推
進

・セ
ンタ
ー
の
認
知
度
向
上

・離
職
時
の
住
所
等
の
登
録
の
努
力
義
務
化
を

含
む
、「
潜
在
保
育
士
」の
把
握
方
法
の
検
討

○
そ
の
他

・保
育
士
試
験
合
格
者
に
対
す
る
実
習
の
推
進

・民
間
職
業
紹
介
事
業
者
に
対
す
る
規
制
や

取
組
に
つ
い
て
、保
育
所
関
係
者
へ
周
知

③
保
育
士
資
格
保
有
者
と保
育
所
の
マ
ッチ
ン
グ

②
生
涯
働
け
る
魅
力
あ
る
職
場
づ
くり

令
和

２
年

９
月

3
0
日

公
表
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00
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00
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00

50
00
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00
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00

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

3月5日
3月11日
3月18日
3月25日

4月1日
4月8日

4月16日
4月23日
4月28日

5月7日
5月14日
5月21日
5月28日

6月4日
6月11日
6月18日
6月25日

7月2日
7月9日

7月16日
7月22日
7月30日

8月6日
8月13日
8月20日
8月27日

9月3日
9月10日
9月17日
9月24日
10月1日
10月8日

10月15日
10月22日
10月29日

11月5日
11月12日
11月19日
11月26 日

12月3 日
12月10日
12月17日
12月24日

1月7日
1月14日

全
国
の
新
規

感
染
者
数

（
右
軸
）

保
育
所
等
の
臨
時

休
園
数
（
左
軸
）

（
箇
所
）

（
人
）

緊
急
事
態
宣
言
下
で
一

部
を
除
き
全
て
の
保
育

所
等
を
休
園
す
る
こと
と

した
２
区
を
除
く休
園
数

全
国
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
と
保
育
所
の
臨
時
休
園
数
の
推
移

緊
急
事
態
宣
言
期
間
中

緊
急
事
態
宣
言
期
間
中
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保
育

所
に

対
す

る
支

援
策

〇
保

育
所

が
臨

時
休

園
や

縮
小

を
行

っ
た

場
合

で
も

、
運

営
費

は
市

町
村

か
ら

通
常

ど
お

り
支

給
。

〇
休

園
等

し
た

場
合

の
保

育
料

は
、

日
割

り
で

保
護

者
に

返
還

。

〇
マ

ス
ク

や
消

毒
薬

な
ど

、
感

染
予

防
資

材
に

つ
い

て
は

、
国

が
財

政
支

援
。

市
区

町
村

等

②
配

布

保
育

所
等

卸
・

販
社

①
一

括
購

入

②
保
育
所
に
お
け
る
消
毒
液
等
購
入
等
に
係
る
支
援

国

メ
ー
カ
ー
等

マ
ス
ク

購
入

市
町
村

施
設
情
報
等
の
提
供

日
本
郵
便

配
送

郵
送

保
育
所
等

都
道
府
県

施
設
情
報
等
の

取
りま
とめ
・提
供

施
設
情
報
等
の
提
供

①
保
育
所
等
へ
の
布
製
マ
ス
ク
の
配
布
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令
和

２
年

１
月

3
1
日

「
保
育
所
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

→
入

国
規

制
の

地
域

か
ら

帰
国

し
た

子
ど

も
等

に
つ

い
て

は
、

保
育

所
の

利
用

を
控

え
る

よ
う

要
請

。
ま

た
、

咳
エ

チ
ケ

ッ
ト

や
手

洗
い

、
ア

ル
コ

ー
ル

消
毒

等
の

感
染

対
策

の
重

要
性

を
周

知
。

（
順

次
入

国
規

制
の

地
域

を
更

新
。

）

２
月

1
8
日

「
保
育
所
等
に
お
い
て
子
ど
も
等
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
」

→
都

道
府

県
等

は
必

要
で

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
、

市
区

町
村

に
対

し
、

保
育

所
の

臨
時

休
園

等
を

要
請

。
（

ま
た

、
都

道
府

県
等

か
ら

要
請

が
な

い
場

合
で

も
、

市
区

町
村

は
必

要
な

臨
時

休
園

等
を

行
う

こ
と

が
可

能
。

）
→

２
/2

5
に

第
二

報
と

し
て

、
感

染
し

た
子

ど
も

が
保

育
所

を
利

用
し

て
い

た
場

合
、

市
区

町
村

は
速

や
か

に
臨

時
休

園
を

判
断

す
る

よ
う

依
頼

。

２
月

2
7
日

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
の
た
め
の
学
校
の
臨
時
休
業
に
関
連
し
て
の
保
育
所
等
の
対
応
に
つ
い
て
」

→
学

校
が

一
斉

休
業

を
行

う
中

に
お

い
て

、
感

染
の

予
防

に
留

意
し

た
上

で
、

原
則

と
し

て
開

所
す

る
よ

う
に

依
頼

。

３
月

５
日

「
保
育
所
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
に
か
か
る
Q
&
A
に
つ
い
て
（
令
和
２
年
３
月
５
日
現
在
）
」

→
小

学
校

の
休

校
の

た
め

保
育

士
等

が
不

足
し

、
や

む
を

得
な

い
場

合
に

、
市

区
町

村
と

相
談

の
上

、
仕

事
を

休
ん

で
家

に
い

る
保

護
者

に
園

児
の

登
園

を
控

え
る

よ
う

お
願

い
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
旨

周
知

。

４
月

７
日

「
緊
急
事
態
宣
言
後
の
保
育
所
等
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
保
育
所
関
係
）

→
緊

急
事

態
宣

言
の

発
出

を
受

け
て

、
規

模
を

縮
小

し
て

開
所

す
る

こ
と

、
臨

時
休

業
を

検
討

す
る

こ
と

や
医

療
従

事
者

等
の

子
ど

も
の

預
か

り
が

必
要

な
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

等
を

依
頼

。

５
月

1
4
日

「
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
の
指
定
の
解
除
に
伴
う
保
育
所
等
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
保
育

所
関
係
）

→
緊

急
事

態
措

置
を

実
施

す
べ

き
区

域
の

指
定

の
解

除
が

さ
れ

た
後

も
、

原
則

開
所

と
し

つ
つ

、
こ

れ
ま

で
と

同
様

に
、

一
定

期
間

、
感

染
防

止
の

た
め

、
仕

事
を

休
ん

で
家

に
い

る
こ

と
が

可
能

な
保

護
者

に
対

し
て

市
町

村
の

要
請

に
基

づ
き

園
児

の
登

園
自

粛
を

お
願

い
し

た
り

、
園

児
や

職
員

が
罹

患
し

た
場

合
又

は
地

域
で

感
染

が
拡

大
し

て
い

る
場

合
に

は
、

市
区

町
村

に
お

い
て

臨
時

休
園

を
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
旨

周
知

。
令

和
３

年
１

月
７

日
「
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
保
育
所
等
の
対
応
に
つ
い
て
（
周
知
）
」

→
令

和
３

年
１

月
８

日
よ

り
発

令
さ

れ
る

緊
急

事
態

宣
に

つ
い

て
は

、
社

会
経

済
活

動
を

幅
広

く
止

め
る

も
の

で
は

な
く

、
感

染
リ

ス
ク

が
高

く
感

染
拡

大
の

主
な

起
点

と
な

っ
て

い
る

場
面

に
効

果
的

な
対

策
を

徹
底

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

感
染

防
止

策
の

徹
底

を
行

い
つ

つ
、

原
則

開
所

す
る

こ
と

を
要

請
し

、
登

園
自

粛
は

求
め

な
い

旨
周

知
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
保
育
所
等
の
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
つ
い
て
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令
和
３
年
１
月
に
発
令
さ
れ
た
緊
急
事
態
宣
言
後
の
保
育
所
等
の
対
応

※
令

和
３

年
１

月
に

発
令

さ
れ

た
緊

急
事

態
宣

言
下

に
お

い
て

は
、

令
和

２
年

５
月

の
緊

急
事

態
宣

言
時

と
異

な
り

、
対

象
区

域
の

保
育

所
等

に
通

う
利

用
者

へ
の

登
園

自
粛

は
求

め
な

い

○
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

保
護

者
が

働
い

て
お

り
、

家
に

一
人

で
い

る
こ

と
が

で
き

な
い

年
齢

の
子

ど
も

が
利

用
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
感

染
予

防
策

を
徹

底
し

つ
つ

、
原
則
と
し
て
開
所

。

○
た

だ
し

、
以

下
の

場
合

に
は

、
臨
時
休
園

を
検

討
。

原
則

園
児
や
職
員
が
罹
患
した
場
合

開
所

（
緊
急
事
態
宣
言
の
対
象
地
域
で
あ
って
も
、感
染
防
止
策
の
徹
底
を行

い
つ
つ
、原
則
開
所
す
る
こと
を
要
請
）

休
園

（
た
だ
し、
医
療
従
事
者
等
、仕
事
を休
む
こと
が
困
難
な
者
の
子
ども
等

に
対
して
代
替
措
置
を検
討
）
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【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

市
区

町
村

（
以

下
「

市
区

町
村

等
」

と
い

う
。

）
、

市
区

町
村

等
が

認
め

た
者

【
事

業
内

容
】

①
職

員
が

感
染

症
対

策
の

徹
底

を
図

り
な

が
ら

保
育

を
継

続
的

に
実

施
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
経

費
（

か
か

り
増

し
経

費
、

研
修

受
講

等
）

②
保

育
所

等
へ

の
マ

ス
ク

や
消

毒
液

等
の

配
布

、
感

染
防

止
用

の
備

品
購

入

【
対

象
施

設
等

】
保

育
所

、
幼

保
連

携
認

定
こ

ど
も

園
、

地
域

型
保

育
事

業
所

、
認

可
外

保
育

施
設

、
児

童
厚

生
施

設

【
補

助
基

準
額

】
①

及
び

②
の

合
計

１
施

設
当

た
り

（
１

）
定

員
※

1
9
人

以
下

3
0
0
千

円
以

内
（

２
）

定
員

※
2
0
人

以
上

5
9
人

以
下

4
0
0
千

円
以

内
（

３
）

定
員

※
6
0
人

以
上

5
0
0
千

円
以

内
（

４
）

児
童

厚
生

施
設

及
び

認
可

外
の

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
3
0
0
千

円
以

内

【
補

助
割

合
】

国
：

１
／

２
、

市
区

町
村

等
：

１
／

２

【
概

要
】

保
育

所
等

に
お

い
て

、
感

染
症

に
対

す
る

強
い

体
制

を
整

え
、

感
染

症
対

策
を

徹
底

し
つ

つ
、

事
業

を
継

続
的

に
提

供
し

て
い

く
た

め
、

令
和

２
年

度
１

次
、

２
次

補
正

に
加

え
、

職
員

が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
保

育
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費

の
ほ

か
、

保
育

所
等

が
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・

販
社

か
ら

の
一

括
購

入
等

や
保

育
所

等
の

消
毒

に
必

要
と

な
る

経
費

を
補

助
す

る
。

保
育
所
等
に
お
け
る
マ
ス
ク
購
入
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
）

※
（

認
可

の
）

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
は

定
員

で
は

な
く

、
月

初
日

に
お

け
る

利
用

児
童

数

厚
生
労
働
省

（
保

育
環

境
改

善
等

事
業

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
）

令
和

２
年

度
第

３
次

補
正

予
算

案
：

1
1
7
億

円
）

（
「
か

か
り

増
し

経
費

」
の

具
体

的
な

内
容

）

○
職

員
が

勤
務

時
間

外
に

消
毒

・
清

掃
等

を
行

っ
た

場
合

の
超

過
勤

務
手

当
や

休
日

勤
務

手
当

等
の

割
増

賃
金

や
、

通
常

想
定

し
て

い
な

い
感

染
症

対
策

に
関

す
る

業
務

の
実

施
に

伴
う

手
当

な
ど

、
法

人
（
施

設
）
の

給
与

規
程

等
に

基
づ

き
職

員
に

支
払

わ
れ

る
手

当
等

の
ほ

か
、

非
常

勤
職

員
を

雇
上

し
た

場
合

の
賃

金
※

手
当

等
の

水
準

に
つ

い
て

は
、

社
会

通
念

上
、

適
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

○
施

設
の

感
染

防
止

対
策

の
一

環
と

し
て

、
職

員
個

人
が

施
設

や
日

常
生

活
に

お
い

て
必

要
と

す
る

物
品

等
の

購
入

支
援

※
物

品
等

の
例

：
手

荒
れ

防
止

用
の

ハ
ン

ド
ク

リ
ー

ム
、

マ
ス

ク
、

帽
子

、
ゴ

ー
グ

ル
、

エ
プ

ロ
ン

、
手

袋
、

ウ
ェ

ス
ト

ポ
ー

チ
、

ガ
ウ

ン
、

タ
オ

ル
な

ど
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保
育
所
等
に
お
け
る
マ
ス
ク
購
入
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
）

（
保

育
環

境
改

善
等

事
業

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
）

令
和

２
年

度
補

正
予

算
：

1
0
8
億

円
）

【
事

業
内

容
】

保
育

所
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、

地
域

型
保

育
事

業
所

及
び

認
可

外
保

育
施

設
（

以
下

「
保

育
所

等
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

を
防

止
す

る
観

点
か

ら
、

市
区

町
村

等
が

保
育

所
等

に
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・

販
社

か
ら

の
一

括
購

入
等

や
保

育
所

等
の

消
毒

に
必

要
と

な
る

経
費

を
補

助
す

る
。

※
既

存
の

「
保

育
環

境
改

善
等

事
業

」
の

「
安

全
対

策
事

業
」

に
お

い
て

実
施

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

市
区

町
村

（
以

下
「

市
区

町
村

等
」

と
い

う
。

）
、

市
区

町
村

等
が

認
め

た
者

【
対

象
施

設
等

】
保

育
所

、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

、
地

域
型

保
育

事
業

所
、

認
可

外
保

育
施

設
（

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
を

除
く

。
）

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
5
0
0
千

円
以

内
（

令
和

元
年

度
か

ら
の

合
計

）

【
補

助
割

合
】

国
：

1
0
／

1
0

市
区

町
村

等

②
配

布

保
育

所
等

卸
・

販
社

①
一

括
購

入

■
保
育
所
等
へ
の
マ
ス
ク
や
消
毒
液
等
の
配
布

■
感
染
防
止
用
の
備
品
等
購
入

市
区

町
村

等
保

育
所

等

①
申

請 ③
補

助
②

感
染

防
止

用
の

備
品

等
の

購
入

厚
生

労
働

省
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【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

※
実

施
者

：
都

道
府

県
、

市
区

町
村

及
び

市
区

町
村

等
が

認
め

た
者

【
事

業
内

容
】

①
保

育
所

等
へ

の
マ

ス
ク

や
消

毒
液

等
の

配
布

、
感

染
防

止
用

の
備

品
購

入

②
職

員
が

感
染

症
対

策
の

徹
底

を
図

り
な

が
ら

保
育

を
継

続
的

に
実

施
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
経

費
（

研
修

受
講

、
か

か
り

増
し

経
費

等
）

③
感

染
防

止
対

策
の

た
め

の
相

談
・

支
援

事
業

（
感

染
対

策
相

談
窓

口
の

設
置

、
専

門
家

に
よ

る
相

談
支

援
）

【
対

象
施

設
等

】
保

育
所

、
幼

保
連

携
認

定
こ

ど
も

園
、

地
域

型
保

育
事

業
所

、
認

可
外

保
育

施
設

【
補

助
基

準
額

】
①

及
び

②
の

合
計

１
施

設
当

た
り

5
0
0
千

円
以

内

③
１

自
治

体
当

た
り

5
,5

9
9
千

円
以

内

【
補

助
割

合
】

国
：

1
0
／

1
0

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
交

付
金

令
和

２
年

度
第

２
次

補
正

予
算

：
2
3
5
億

円
）

【
概

要
】

保
育

所
等

に
お

い
て

、
感

染
症

に
対

す
る

強
い

体
制

を
整

え
、

感
染

症
対

策
を

徹
底

し
つ

つ
、

事
業

を
継

続
的

に
提

供
し

て
い

く
た

め

都
道

府
県

等
が

保
育

所
等

に
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・

販
社

か
ら

の
一

括
購

入
等

や
保

育
所

等
の

消
毒

に
必

要
と

な
る

経
費

の
ほ

か
、

職
員

が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
保

育
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費

を
補

助
す

る
。

ま
た

、
保

育
所

等
の

職
員

は
、

感
染

症
対

策
へ

の
不

安
や

疑
問

を
抱

え
精

神
的

に
多

大
な

負
荷

を
負

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
気

軽
に

相

談
で

き
る

感
染

対
策

相
談

窓
口

の
設

置
や

職
員

の
尊

厳
を

重
視

し
た

専
門

家
に

よ
る

相
談

支
援

を
行

う
た

め
に

必
要

な
経

費
を

補
助

す

る
。

厚
生

労
働

省

保
育
所
等
に
お
け
る
マ
ス
ク
購
入
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
）

新 新
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
保
育
所
等
が
臨
時
休
園
等
を
行
う
場
合
の

公
定
価
格
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

１
．
公
定
価
格
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
令

和
２

年
６

月
１

７
日

３
府

省
課

長
連

名
通

知
）

２
．
臨
時
休
園
等
に
伴
う
人
件
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て

３
．
指
導
監
査
等
に
つ
い
て

（
１

）
臨
時
休
園
等
を
行
っ
て
い
る
保
育
所
等
に
対
す
る
公
定
価
格
等
に
つ
い
て
は
、
各
保
育
所
等
に
お
け
る
教
育
・
保
育
の
提
供
体
制
が
維
持
さ
れ
る
よ
う

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
へ

の
感

染
や

濃
厚

接
触

者
と

な
っ

た
こ

と
に

伴
う

出
勤

や
登

園
の

回
避

、
要

請
に

基
づ

い
た

登
園

自
粛

に
よ

る
利

用
児

童
数

の
減

少
な

ど
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
を
除
い
た
通
常
の
状
態
に
基
づ
き
、
各
種
加
算
や
減
算
も
含
め
た
算
定
を
行
う
こ
と
。

（
２

）
臨

時
休

園
等

を
行

う
保

育
所

等
に

在
籍

す
る

子
ど

も
に

係
る

利
用

者
負

担
額

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

施
行

令
（

平
成

2
6

年
政

令
第

2
1
3

号
）

第
2
4

条
第

２
項

及
び

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

施
行

規
則

（
平

成
2
6

年
内

閣
府

令
第

4
4

号
）

第
5
8

条
第

４
号

に
基

づ
き

、
日

割
り

計
算

に
よ

る
減

免
が

行
わ

れ
る

こ
と

と
な

る
が

、
こ

の
場

合
の

国
及

び
地

方
公

共
団

体
の

負
担

増
分

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法

（
平

成
2
4

年
法

律
第

6
5

号
）

等
に

定
め

る
施

設
型

給
付

費
等

の
負

担
割

合
に

よ
り

負
担

す
る

こ
と

と
な

る
こ

と
。

公
定

価
格

等
の

対
象

と
な

る
職

員
の

人
件

費
に

つ
い

て
は

、
１

．
の

と
お

り
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
よ

る
影

響
を

除
い

た
通

常
の

状
態

に
基

づ
き

算
定

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
労
働
関
係
法
令
を
遵
守
し
た
上
で
、
人
件
費
の
支
出
に
つ
い
て
も
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る

こ
と

。

こ
の

場
合

の
「

適
切

な
対

応
」

と
は

、
通
常
の
状
態
に
基
づ
き
公
定
価
格
等
の
算
定
が
行
わ
れ
、
収
入
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

労
働

基
準

法
（

昭
和

2
2

年
法

律
第

4
9

号
）

に
基

づ
き

休
業

手
当

と
し

て
平

均
賃

金
の

６
割

を
支

払
う

こ
と

に
止

ま
る

も
の

で
は

な
く

、
休
ま
せ
た
職
員
に
つ
い
て
も
通
常
ど
お
り

の
賃
金
や
賞
与
等
を
支
払
う
な
ど
、
公
定
価
格
等
に
基
づ
く
人
件
費
支
出
に
つ
い
て
、
通
常
時
と
同
水
準
と
す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る

こ
と

。

ま
た

、
こ

の
対

応
に

当
た

っ
て

は
、
常
勤
・
非
常
勤
や
正
規
・
非
正
規
と
い
っ
た
雇
用
形
態
の
違
い
の
み
に
着
目
し
て
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
こ
と
は
、
適
切
で

は
な
い

こ
と

。

本
通

知
の

内
容

も
含

め
、
公
定
価
格
等
が
保
育
所
等
に
お
い
て
適
正
に
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

子
ど

も
の

た
め

の
教

育
・

保
育

給
付

に
関

す
る

事
務

の
一

部
を

構
成

す
る

も
の

と
し

て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
1
4
条
等
に
基
づ
く
市
町
村
の
確
認
指
導
監
査
の
対
象
と
な
る
。

市
町

村
に

お
い

て
は

、
１

．
及

び
２

．
の

内
容

も
踏

ま
え

、
適

切
な

指
導

等
を

行
う

こ
と

。

ま
た

、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
に
基
づ
く
施
設
監
査
の
指
導
監
査
事
項
で
は
、
「
措
置
費
等
を
財
源
に
運
営
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
経
理

事
務
は
、
適
切
に
事
務
処
理
さ
れ
、
措
置
費
等
が
適
正
に
使
わ
れ
て
い
る
か
。
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
確
認
に
あ
た
っ
て
は
、
本
通
知
の
内
容
も
含
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
に

お
い

て
も

、
適

切
に

指
導

等
を

行
う

こ
と

。
な

お
、

こ
の

指
導

等
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
市

町
村

の
確

認
指

導
監

査
と

必
要

に
応

じ
て

連
携

し
、

効
率

的
に

実
施

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
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（
１

）
感

染
が

発
生

し
た

社
会

施
設

等
に

対
す

る
防

護
具

等
の

国
か

ら
の

支
援

・
サ

ー
ジ

カ
ル

マ
ス

ク
（
約

5
0
万

枚
）

・
ガ

ウ
ン

（
約

5
0
万

枚
）

・
フ

ェ
イ

ス
シ

ー
ル

ド
（
約

5
0
万

枚
）

・
ゴ

ー
グ

ル
（
約

5
0
万

個
）

・
ヘ

ッ
ド

キ
ャ

ッ
プ

（
約

1
0
0
万

枚
）

・
使

い
捨

て
手

袋
（
約

9
0
0
万

双
）

※
さ

ら
に

不
足

が
生

じ
る

場
合

、
都

道
府

県
等

か
ら

の
要

望
に

応
じ

て
追

加
送

付
を

実
施

（
２

）
全

て
の

社
会

福
祉

施
設

等
へ

の
使

い
捨

て
マ

ス
ク

の
国

か
ら

の
支

援

・
約

4
,0

0
0
万

枚
（
６

月
～

７
月

に
配

布
）

・
約

5
,0

0
0
万

枚
（
９

月
～

1
1
月

に
配

布
）

※
1
2
月

以
降

、
年

度
内

に
毎

月
約

3
,0

0
0
万

枚
の

規
模

で
配

布
予

定

（
３

）
使

い
捨

て
手

袋
の

使
用

を
必

須
と

す
る

排
泄

介
助

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
日

常
的

に
提

供
す

る
社

会
福

祉
施

設
等

へ
の

国
か

ら
の

支
援

・
約

5
,0

0
0
万

双
（
1
0
月

～
1
2
月

に
配

布
）

※
1
2
月

以
降

、
年

度
内

に
毎

月
約

3
,0

0
0
万

双
～

約
5
,0

0
0
万

双
の

規
模

で
入

手
困

難
な

地
域

に
配

布
予

定

社
会

福
祉

施
設

等
（
高

齢
者

関
係

、
障

害
者

関
係

、
子

ど
も

関
係

、
生

活
困

窮
関

係
）に

必
要

な
衛

生
・
防

護
用

品
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

等
で

確
保

し
て

い
た

だ
く
こ

と
が

基
本

で
あ

る
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
等

緊
急

的
に

発
生

す
る

大
量

の
需

要
や

購
入

費
の

値
上

が
り

に
対

す
る

支
援

と
し

て
、

国
に

お
い

て
は

、
施

設
等

へ
の

マ
ス

ク
等

の
衛

生
・防

護
用

品
の

購
入

支
援

を
行

っ
て

い
る

。

さ
ら

に
、

衛
生

・
防

護
用

品
が

不
足

す
る

事
態

に
備

え
、

都
道

府
県

・指
定

都
市

・
中

核
市

か
ら

社
会

福
祉

施
設

等
に

対
し

て
衛

生
・防

護
用

品
が

供
給

で
き

る
よ

う
に

、
以

下
の

と
お

り
、

国
が

直
接

調
達

し
て

、
都

道
府

県
等

に
一

定
数

量
の

配
布

を
行

っ
て

い
る

。

上
記

１
の

（
１

）
～

（３
）
に

つ
い

て
、

令
和

３
年

度
は

以
下

の
と

お
り

実
施

す
る

予
定

。

（
１

）
感

染
が

発
生

し
た

社
会

福
祉

施
設

等
に

対
す

る
防

護
具

等
の

国
か

ら
の

支
援

→
さ

ら
に

不
足

が
生

じ
る

場
合

、
都

道
府

県
等

か
ら

の
要

望
に

応
じ

て
追

加
送

付
を

実
施

予
定

（
２

）
全

て
の

社
会

福
祉

施
設

等
へ

の
使

い
捨

て
マ

ス
ク

の
国

か
ら

の
支

援

→
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

状
況

を
考

慮
し

つ
つ

、
一

般
的

な
感

染
症

流
行

期
（秋

季
・
冬

季
）に

配
布

予
定

（
３

）
使

い
捨

て
手

袋
の

使
用

を
必

須
と

す
る

排
泄

介
助

等
の

サ
ー

ビ
ス

を
日

常
的

に
提

供
す

る
社

会
福

祉
施

設
等

へ
の

国
か

ら
の

支
援

→
需

給
状

況
を

勘
案

し
つ

つ
、

入
手

困
難

な
地

域
に

毎
月

配
布

予
定

１
．

令
和

２
年

度
に

お
け

る
対

応
状

況

２
．

令
和

３
年

度
に

お
け

る
実

施
予

定

社
会

福
祉

施
設

等
に

必
要

な
衛

生
・
防

護
用

品
の

確
保

に
つ

い
て
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2.
0%

3.
9%

5.
2%

6.
3%

7.
1%

8.
1%

7.
8%

2.
9%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

2.
9%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

1.
0%

1.
0%

0
.
0
%

2
.
0
%

4
.
0
%

6
.
0
%

8
.
0
%

1
0
.
0%

1
2
.
0%

1
4
.
0%

1
6
.
0%

1
8
.
0%

H
2
4年

度
H
2
5年

度
H
2
6年

度
H
2
7年

度
H
2
8年

度
H
2
9年

度
H
3
0年

度
R
元

年
度

R
2
年

度
(案

)/

R
3
年

度
(案

)

安
心
こ
ど
も
基
金

に
お
い
て
創
設

保
育

緊
急
確
保

事
業

で
事
業
継
続

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
15
）

（
2
0
1
6）

（
2
01
7
）

（
20
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
20
2
0
/
2
0
2
1）

＋
約

３
％

(月
額
約

0.
9万

円
)

＋
約

５
％

(月
額

約
1.
5万

円
)

＋
約

７
％

(月
額
約

2.
1万

円
)

＋
約

８
％

(月
額

約
2.
6万

円
)

※
処
遇
改
善
等

加
算

(賃
金
改
善
要
件
分
)

消
費
税
財
源
以
外

※
処
遇
改
善
等

加
算
Ⅰ

(賃
金
改
善
要
件
分
)

消
費
税
財
源

公
定
価
格
に
組

み
込
む

（
恒
久
化
）

（
改

善
率

）

※
処
遇

改
善
等

加
算

（
賃

金
改

善
要

件
分
）

は
、
平
成

2
5、

2
6
年
度
に

お
い
て

は
「
保

育
士
等

処
遇
改

善
臨
時

特
例

事
業

」
に

よ
り
実

施
※

各
年

度
の

月
額

給
与

改
善

額
は
、

予
算

上
の

保
育
士

の
給
与

改
善
額

※
上
記

の
改
善

率
は

、
各

年
度

の
予

算
に

お
け

る
改
善

率
を
単

純
に
足

し
上
げ

た
も
の

で
あ
り

、
2
4年

度
と
比

較
し

た
実

際
の

改
善

率
と

は
異

な
る
。

保
育
士
等
の
処
遇
改
善
の
推
移

新
し
い

経
済
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
消
費
税
財
源

）

０
．
３

兆
円
超

メ
ニ
ュ
ー

０
．
７

兆
円

メ
ニ
ュ
ー

（
消
費
税
財
源

）

※
処
遇
改
善
等

加
算
Ⅰ

(賃
金
改
善
要
件
分
)

消
費
税
財
源

人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
た

改
善

＋
約

1
1％

＋
最
大
４

万
円

(月
額
約

3.
5万

円
＋

最
大

４
万
円

)

＋
＋

＋
＋

＋
約
1
2％

＋
最
大

４
万

円

(月
額
約

3.
8万

円
＋

最
大

４
万
円

)

＋
約

1
4％

＋
最

大
４

万
円

(月
額

約
4.
5万

円
＋

最
大

４
万
円

)

技
能

・
経

験
に

着
目

し
た

更
な

る
処

遇
改

善

＋
約
1
4％

＋
最

大
４

万
円

(月
額

約
4.
4万

円
＋
最
大

４
万
円

)

〈
各

年
度

の
内

訳
〉

H
2
6：

＋
2
.
0％

H
2
7：

＋
1
.
9％

H
2
8：

＋
1
.
3％

H
2
9：

＋
1
.
1％

H
3
0：

＋
0
.
8％

R
元
：

＋
1
.
0％

R
２
：

▲
0
.
3％
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認
可
外
保
育
施
設
の
指
導
監
督
基
準
等
に
係
る
最
近
の
主
な
改
正
経
緯

平
成
31
年
３
月

○
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〔平
成
31
年
４
月
１
日
（
一
部
７
月
１
日
）
施
行
〕

令
和
元
年

５
月

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

７
月

○
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
子
ども
の
預
か
りサ
ー
ビス
の
在
り方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
議
論
の
とり
ま
とめ

「認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
資
格
・研
修
受
講
等
に
関
す
る
基
準
の
創
設
等
に
つ
い
て
」

９
月

○
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〔令
和
元
年
９
月
27
日
施
行
〕

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

○
『「
認
可
外
保
育
施
設
指
導
監
督
基
準
」に
定
め
る
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
お
け
る
保
育
に

従
事
す
る
者
に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て
』（
通
知
）

※
都
道
府
県
知
事
が
同
等
以
上
の
も
の
と認
め
る
研
修
の
基
準
等
は
、追
って
示
す
予
定
。

10
月

幼
児
教
育
・保
育
の
無
償
化
施
行

令
和
２
年

３
月

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

９
月

○
「認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
施
に
つ
い
て
」（
通
知
）
及
び
「認
可
外
保
育
施
設
指
導

監
督
基
準
を
満
た
す
旨
の
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
」（
通
知
）
の
一
部
改
正

＜
主
な
内
容
＞

・全
て
の
事
業
所
内
保
育
施
設
の
届
出
対
象
化

・利
用
料
変
更
に
係
る
変
更
の
内
容
及
び
理
由
の
掲
示
を義
務
づ
け

＜
主
な
内
容
＞

・全
て
の
事
業
所
内
保
育
施
設
の
届
出
対
象
化

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
係
る
保
育
従
事
者
の
資
格
・研
修
要
件
の
設
定

＜
主
な
内
容
＞

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
に
お
け
る
研
修
受
講
状
況
の
掲
示
の
義
務
づ
け

・幼
稚
園
併
設
施
設
の
届
出
対
象
化

＜
主
な
内
容
＞

・認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
の
集
団
指
導

・市
町
村
権
限
との
関
係

・地
方
自
治
体
か
らの
意
見
を踏
まえ
た
対
応

等

＜
主
な
内
容
＞

・証
明
書
交
付
要
領
の
別
表
（
評
価
基
準
）
を４
類
型
※
（
適
用
され
る
基
準
別
）
に
整
理

※
①
１
日
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
数
が
６
人
以
上
の
施
設
・②
5人
以
下
の
施
設
・③
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
（
法
人
）
・④
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
（
個
人
）
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認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
質
の
確
保
に
関
す
る
支
援
の
流
れ
（
イ
メ
ー
ジ
）

認
可

外
施

設
・

事
業

認
可

施
設

・
事

業

認
可
保
育
所
、
小
規

模
保
育
事
業
な
ど

指
導
監
督
基
準
を

満
た
す
施
設

指
導

監
督

基
準

設
備
運
営
基
準

認
可
化
移
行

希
望
施
設

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
立

入
調

査
の

実
施

（
年

１
回

）

↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守

す
べ

き
基

準
に

係
る

指
導

・
助

言

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

基
準

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

助
言

指
導

を
継

続
的

に
実

施

○
改
修
費
等
支
援

設
備

面
で

基
準

を
満

た
し

て
い

な
い

施
設

に
対

し
て

、
認

可
基

準
を

満
た

す
た

め
の

改
修

費
等

を
支

援

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
立

入
調

査
の

実
施

（
年

１
回

） ↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守

す
べ

き
基

準
に

係
る

指
導

・
助

言

認
可

化
移

行
計

画
を

作
成

し
、

計
画

期
間

内
に

認
可

へ
移

行
を

図
る

施
設

に
対

す
る

各
種

支
援

○
改
修
費
支
援

○
移
行
移
転
費
支
援

○
運
営
費
支
援

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

認
可

化
移

行
に

必
要

な
保

育
内

容
や

運
営

等
の

助
言

指
導

を
実

施

児
童

福
祉

施
設

設
備

運

営
基

準
に

基
づ

い
た

設
備

、

人
員

配
置

に
よ

る
保

育
の

実
施

。

↓

○
公
定
価
格
に
よ
る
運
営

費
の
支
援

○
施
設
整
備
に
要
す
る

費
用
の
補
助

指
導
監
督
基
準
を

満
た
さ
な
い
施
設
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１
．
施
設
数
・
事
業
所
数

ベ
ビ

ー
ホ

テ
ル

事
業

所
内

保
育

施
設

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
そ

の
他

の
認

可
外

保
育

施
設

合
計

届
出

施
設

数
1
,2

6
1
か

所
3
,3

9
3
か

所
3
,2

5
0
か

所

事
業

者
：

3
5
7

個
人

：
2
,8

9
3

4
,1

2
3
か

所
1
2
,0

2
7
か

所

（
出

典
：

平
成

3
0
年

度
認

可
外

保
育

施
設

の
現

況
と

り
ま

と
め

）

２
．
立
入
調
査
の
実
施
状
況

ベ
ビ

ー
ホ

テ
ル

事
業

所
内

保
育

施
設

そ
の

他
の

認
可

外
保

育
施

設
合

計

届
出

対
象

施
設

①
1
,2

6
1
か

所
3
,3

9
3
か

所
4
,1

2
3
か

所
8
,7

7
7
か

所

立
入

実
施

施
設

②
8
5
6
か

所
2
,4

1
7
か

所
3
,1

6
0
か

所
6
,4

3
3
か

所

実
施

率
(②

/①
)

6
7
.9

％
7
1
.2

％
7
6
.6

％
7
3
.3

％

※
認

可
外

保
育

施
設

の
う

ち
届

出
対

象
施

設
に

つ
い

て
は

、
指

導
監

督
基

準
に

お
い

て
年

１
回

以
上

立
入

調
査

を
行

う
こ

と
を

原
則

と
し

て
い

る
。

※
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

に
つ

い
て

は
、

指
導

監
督

基
準

上
、

平
成

3
1
.3

.3
1
時

点
に

お
い

て
は

、
都

道
府

県
等

が
必

要
と

判
断

す
る

場
合

に
指

導
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

た
こ

と
か

ら
、

施
設

数
・

事
業

所
数

、
利

用
児

童
数

の
み

把
握

し
て

い
る

。

３
．
指
導
監
督
基
準
の
適
合
状
況

ベ
ビ

ー
ホ

テ
ル

事
業

所
内

保
育

施
設

そ
の

他
の

認
可

外
保

育
施

設
合

計

立
入

実
施

施
設

③
8
5
6
か

所
2
,4

1
7
か

所
3
,1

6
0
か

所
6
,4

3
3
か

所

基
準

適
合

施
設

④
3
9
5
か

所
1
,5

5
4
か

所
1
,7

8
9
か

所
3
,7

3
8
か

所

基
準

適
合

率
(④

/③
)

4
6
.1

％
6
4
.3

％
5
6
.6

％
5
8
.1

％

※
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

の
「

事
業

者
」

は
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

を
雇

用
等

し
て

事
業

を
実

施
し

て
い

る
も

の
、

「
個

人
」

は
個

人
で

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
事

業
を

実
施

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。

認
可
外
保
育
施
設
の
現
状
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【
業

務
内

容
】

保
育

所
等

の
質

の
確

保
・

向
上

の
た

め
、

施
設

を
巡

回
し

、
以

下
の

内
容

に
関

す
る

助
言

・
指

導
を

実
施

①
保

育
中

に
お

い
て

死
亡

事
故

等
の

重
大

事
故

が
発

生
し

や
す

い
場

面
（

睡
眠

中
、

食
事

中
、

水
遊

び
中

等
）

②
保

育
所

等
が

満
た

す
べ

き
基

準
の

遵
守

状
況

③
保

育
所

等
の

事
故

防
止

の
取

組
、

事
故

発
生

時
の

対
応

【
要

件
】

次
の

要
件

を
い

ず
れ

も
満

た
し

て
い

る
者

と
し

て
、

都
道

府
県

等
が

適
当

と
認

め
る

者
・

上
記

【
業

務
内

容
】

に
掲

げ
る

業
務

に
関

し
て

、
専

門
的

な
知

見
を

有
す

る
者

・
巡

回
指

導
の

趣
旨

を
理

解
し

、
保

育
所

等
に

対
す

る
巡

回
支

援
指

導
を

適
切

に
実

施
で

き
る

者
※

指
導

員
の

具
体

例
：

保
育

所
の

園
長

や
保

育
士

経
験

者

【
配

置
主

体
】

・
認

可
外

保
育

施
設

、
認

可
外

の
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

（
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

）
：

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
・

認
可

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

、
地

域
型

保
育

事
業

、
地

域
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

：
市

区
町

村
※

巡
回

支
援

指
導

員
の

配
置

に
つ

い
て

、
保

育
に

関
す

る
知

見
等

を
有

す
る

団
体

等
へ

の
委

託
も

可
。

（
委

託
先

の
具

体
例

：
指

定
保

育
士

養
成

施
設

、
社

会
福

祉
協

議
会

、
地

域
の

N
P
O

法
人

、
子

育
て

支
援

団
体

な
ど

）

【
補

助
率

・
補

助
単

価
】

補
助

率
：

国
1
/2

、
都

道
府

県
又

は
市

区
町

村
1
/2

補
助

単
価

：
巡

回
支

援
指

導
員

１
人

あ
た

り
4
,0

6
2
千

円

【
配

置
状

況
(R

1
補

助
金

交
付

決
定

)】
5
0
自

治
体

2
0
8
名

※
こ

の
他

、
国

の
補

助
事

業
に

よ
ら

ず
各

自
治

体
独

自
で

実
施

し
て

い
る

事
例

も
あ

り
。

認
可
外
保
育
施
設

認
可
保
育
所
等

巡
回
支
援
指
導
員

巡
回
支
援
指
導
員
に
つ
い
て

都
道
府
県

市
区
町
村

公
募

等
に

よ
り

採
用

・
配

置
(知

見
の

あ
る

団
体

へ
の

委
託

可
)

＜
配

置
イ

メ
ー

ジ
＞

各
施

設
を

巡
回

し
助

言
・

指
導

巡
回

に
当

た
っ

て
は

、
国

の
定

め
る

事
故

防
止

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
ど

を
踏

ま
え

、
重

大
事

故
防

止
に

資
す

る
助

言
・

指
導

を
行

う
。
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【研
修
対
象
者
】

保
育
所
等
に
勤
務
す
る
保
育
士
等
や
保
育
士
以
外
の

職
員
、巡
回
支
援
指
導
員
等

【研
修
内
容
】

・
保
育
所
等
が
遵
守
・留
意
す
べ
き
内
容

・
保
育
中
の
事
故
防
止
、事
故
発
生
時
の
対
応

・
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
等

質
の

確
保

・
向

上
の

た
め

の
研
修

事
業

質
の

確
保

・
向

上
の

た
め

の
巡
回
支
援
指
導

事
業

【主
な
指
導
内
容
】

・
重
大
事
故
が
発
生
しや
す
い
場
面
、事
故
防
止
の
取
組
、事
故
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
助
言
・指
導

・
保
育
所
等
が
遵
守
・留
意
す
べ
き
内
容
や
利
用
料
の
便
乗
値
上
げ
の
注
意
喚
起

・
指
導
監
査
・立
入
調
査
の
事
前
準
備
な
どの
実
施
補
助
や
、監
査
後
の
ア
フタ
ー
フォ
ロー

・
園
外
活
動
等
に
お
け
る
安
全
対
策
の
実
地
指
導

【事
業
内
容
】

保
育
所
や
認
可
外
保
育
施
設
等
の
質
の
確
保
及
び
向
上
を
目
的
とし
て
、保
育
所
等
が
遵
守
・留
意
す
べ
き
内
容
や
死
亡
事
故
等
の
重
大

事
故
の
防
止
に
関
す
る
指
導
・助
言
を
行
う「
巡
回
支
援
指
導
員
」の
配
置
に
要
す
る
費
用
や
、保
育
所
職
員
や
巡
回
支
援
指
導
員
等
に
対
し

て
、遵
守
・留
意
す
べ
き内
容
や
重
大
事
故
防
止
に
関
して
必
要
な
知
識
、技
能
の
修
得
、資
質
の
確
保
の
た
め
の
研
修
の
実
施
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【実
施
主
体
】都
道
府
県
、市
区
町
村

【補
助
基
準
額
（
案
）
】・
研
修
事
業
：
１
回
当
た
り
35
3千
円

・巡
回
支
援
指
導
事
業
：
指
導
員
１
人
当
た
り
4,
06
2千
円

【補
助
割
合
】
国
：
1/
2、
都
道
府
県
・市
区
町
村
：
1/
2

保
育
所
等
の
質
の
確
保
・向
上
の
た
め
の
取
組
強
化
事
業

認
可

外
保

育
施

設
認

可
外

の
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

（
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

）

認
可

保
育

所
等

巡
回
支
援
指
導
員

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）
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認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援

＜
目

的
＞

認
可

外
保

育
施

設
の

認
可

化
移

行
を

支
援

し
、

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

を
行

う
。

＜
実
施
要
件
等
＞

・
認

可
化

移
行

計
画

（
*
1
）

を
策

定
し

、
計

画
期

間
内

（
*
2
）

に
移

行
を

図
る

こ
と

。

・
施

設
設

備
は

、
計

画
期

間
内

に
認

可
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

・
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
認

可
基

準
の

１
／

４
以

上
は

有
資

格
者

と
し

、
比

率
（

１
／

４
、

1
／

3
、

6
割

、
９

割
）

に
応

じ
て

補
助

単
価

を
設

定
。

*
1
 施

設
設

備
面

で
の

課
題

解
決

（
「

認
可

化
移

行
可

能
性

調
査

」
の

実
施

等
）

や
、

保
育

士
人

材
確

保
（

保
育

士
資

格
の

取
得

支
援

等
）

等
を

踏
ま

え
策

定
*
2
 地

方
単

独
保

育
施

設
以

外
の

施
設

は
５

年
間

が
上

限

・
認

可
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

等
の

補
助

を
行

う
。

（
間

仕
切

り
、

調
理

室
や

ト
イ

レ
の

設
備

の
改

修
費

、
賃

借
料

等
）

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

市
町

村
１

／
４

、
設

置
主

体
１

／
４

）
(*

)
*
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
実

施
計

画
の

採
択

を
受

け
て

い
る

等
一

定
の

条
件

を
満

た
す

市
町

村
に

つ
い

て
は

、
国

２
／

３
（

市
町

村
１

／
1
2
、

設
置

主
体

１
／

４
）

な
る

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
３

，
２

０
０

万
円

①
認

可
化

移
行

調
査

・
助

言
指

導
事

業
【

補
助

率
】

国
１

／
２

・
認

可
保

育
園

等
に

移
行

す
る

た
め

に
障

害
と

な
っ

て
い

る
事

由
を

診
断

し
、

移
行

す
る

た
め

の
計

画
書

の
作

成
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

５
６

.４
万

円
・

認
可

保
育

園
等

へ
の

移
行

に
必

要
な

保
育

内
容

や
施

設
運

営
等

に
つ

い
て

助
言

・
指

導
す

る
た

め
の

費
用

を
補

助
す

る
。

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
５

０
.４

万
円

・
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

が
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
助

言
指

導
を

継
続

的
に

行
う

た
め

の
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

７
５

.５
万

円

②
認

可
化

移
行

移
転

費
等

支
援

事
業

【
補

助
率

】
国

１
／

２
・

現
行

の
施

設
で

は
、

立
地

場
所

や
敷

地
面

積
の

制
約

上
、

設
備

運
営

基
準

を
満

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
の

移
転

等
に

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
（

移
転

費
）

】
１

施
設

当
た

り
１

２
０

万
円

【
補

助
基

準
額

（
仮

設
設

置
費

）
】

１
施

設
当

た
り

３
８

０
万

円

・
認

可
保

育
園

等
へ

の
移

行
を

希
望

す
る

認
可

外
保

育
施

設
に

対
し

、
運

営
費

を
補

助
を

す
る

。

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

都
道

府
県

１
／

４
、

市
町

村
１

／
４

）
【

補
助

基
準

額
】

①
運

営
費

補
助

（
児

童
一

人
当

た
り

月
額

）

※
地

域
区

分
2
0
/1

0
0
、

定
員

4
0
名

、
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
９

割
が

保
育

士
の

場
合

※
補

助
単

価
は

、
地

域
区

分
、

定
員

区
分

、
配

置
さ

れ
て

い
る

保
育

士
の

割
合

等
に

よ
り

異
な

る
。

②
保

育
サ

ポ
ー

タ
ー

加
算

（
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
、

保
育

士
以

外
の

従
事

者
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

1
4
.1

万
円

③
開

設
準

備
費

加
算

（
増

加
定

員
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

0
.8

万
円

④
地

方
単

独
保

育
施

設
加

算
（

児
童

一
人

当
た

り
月

額
）

【
補

助
基

準
額

】
2
.0

万
円

基
本

分
単

価
公 定 価 格 に 準 じ た

各 種 加 算

４
歳

以
上

児
６

.４
万

円

３
歳

児
７

.１
万

円
＋

１
，

２
歳

児
１

２
.６

万
円

０
歳

児
１

９
.５

万
円

２
．
移
行
費
支
援

１
．
改
修
費
支
援

３
．
運
営
費
支
援

－142－

TTYIY
テキスト ボックス
資料17



認
可
外
保
育
施
設
改
修
費
等
支
援
事
業

認
可

施
設

・
事

業
（

指
導

監
督

基
準
満
た
さ
な
い

）
（

指
導

監
督

基
準
満
た
す

）

認
可
外

施
設

・
事

業

◎
：
認
可

基
準

を
満

た
す

○
：
認
可
外

の
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
×

：
〃

を
満

た
さ

な
い

【事
業
内
容
】

○
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て
、指
導
監
督
基
準
の
うち
、職
員
配
置
基
準
は
満
た
して
い
る
が
設
備
基
準
を
満
た
して
い
な
い
施
設
に
対
して
、認
可
保
育
所
等
の

設
備
の
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
改
修
費
や
移
転
費
等
の
費
用
を
補
助
す
る
。

＜
補
助
要
件
＞

○
職
員
配
置
は
指
導
監
督
基
準
を
満
た
して
い
る
こと
（
有
資
格
者
の
配
置
１
／
３
以
上
）
。

○
設
備
基
準
に
つ
い
て
は
、改
修
費
等
の
支
援
を
受
け
る
こと
に
よ
り認
可
基
準
を
満
た
す
こと
。

○
「認
可
化
移
行
計
画
」を
策
定
し、

①
無
償
化
猶
予
期
間
で
あ
る
20
24
年
度
ま
で
の
間
に
指
導
監
督
基
準
（
※
）
適
合
化
を
図
る
こと

（
※
）
職
員
配
置
、設
備
基
準
だ
け
で
は
な
く、
職
員
の
健
康
診
断
の
実
施
、消
防
計
画
の
策
定
・訓
練
の
実
施
な
ど、
他
の
要
件
も
満
た
す
こと
。

②
当
該
事
業
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
後
、2
02
5年
度
ま
で
の
間
に
認
可
化
移
行
運
営
費
支
援
事
業
に
よ
る
補
助
を
開
始
し、
補
助
を
受
け
た
時
点

か
ら５
年
以
内
に
認
可
施
設
・事
業
へ
の
移
行
を
図
る
こと

に
よ
り、
段
階
的
に
認
可
施
設
・事
業
へ
の
移
行
を
目
指
す
。

【実
施
主
体
】

都
道
府
県
、市
町
村

【補
助
基
準
額
（
案
）
】

改
修
費
等
１
か
所
当
た
り
32
,0
00
千
円
、移
転
費
等
１
か
所
当
た
り
5,
00
0千
円

【補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、都
道
府
県
、市
町
村
：
１
／
４
、設
置
主
体
：
１
／
４

◎ ◎

職
員
配
置

設
備
基
準

○ ×

○ ◎
当
該
事
業

（
５

年
以

内
）

②

認
可

化
移

行
支

援
（

運
営

費
）

①

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム

○
幼

児
教

育
・

保
育

の
無

償
化

の
実

施
に

あ
た

り
、

償
還

払
い

の
給

付
事

務
に

必
要

と
な

る
認

可
外

保
育

施
設

の
情

報
に

つ
い

て
、

自
治

体
の

圏
域

を
超

え
て

確
認

可
能

な
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
、

適
正

か
つ

円
滑

な
事

務
の

実
施

を
図

る
。

ま
た

、
こ

の
シ

ス
テ

ム
を

活
用

し
て

、
保

護
者

の
方

が
、

指
導

監
督

基
準

の
適

合
状

況
な

ど
、

施
設

選
択

に
資

す
る

情
報

を
閲

覧
可

能
と

す
る

。
○

令
和

元
年

度
（

2
0
1
9
年

度
）

に
シ

ス
テ

ム
構

築
し

、
自

治
体

や
事

業
者

に
お

い
て

入
力

作
業

を
行

い
、

令
和

2
年

9
月

3
0
日

に
公

開
を

行
っ

た
。

シ
ス

テ
ム

構
築

・
運

用
の

補
助

○
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
運
用

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
Ｗ
Ａ
Ｍ
）

※
公

募
に

よ
り

決
定

施
設

基
本

情
報

や
基

準
適

合
状

況
、

監
査

実
績

な
ど

施
設

選
択

に
必

要
な

情
報

の
入

手

【
登

録
す

る
情

報
】

・
施

設
基

本
情

報
（

施
設

名
、

所
在

地
な

ど
）

・
指

導
監

督
基

準
適

合
証

明
書

交
付

の
有

無

・
施

設
設

備
情

報
（

構
造

、
面

積
な

ど
）

・
利

用
定

員
、

利
用

児
童

数

・
サ

ー
ビ

ス
内

容
(開

所
時

間
、

サ
ー

ビ
ス

種
別

な
ど

)

・
前

年
度

監
査

実
績

（
基

準
適

合
の

有
無

な
ど

）

・
そ

の
他

（
保

険
の

種
類

な
ど

）

無
償

化
の

給
付

【
業

務
フ

ロ
ー

】

認
可

外
保

育
施

設

国

施
設

情
報

の
登

録
(随

時
)

都
道
府
県
等

市
区
町
村

保
護

者

施
設

利
用

設
置

届
、

運
営

状
況

報
告

の
提

出

給
付

に
必

要
な

情
報

の
入

手
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○
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１

（
平

成
2
4
・

2
5
年

度
の

基
礎

年
金

国
庫

負
担

割
合

２
分

の
１

の
差

額
に

係
る

費
用

を
含

む
）

○
社
会
保
障
の
充
実

・
幼

児
教

育
・

保
育

の
無

償
化

・
高

等
教

育
の

無
償

化

・
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

着
実

な
実

施

・
医

療
・

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
体

制
改

革

・
医

療
・

介
護

保
険

制
度

の
改

革

・
難

病
・

小
児

慢
性

特
定

疾
病

へ
の

対
応

・
年

金
生

活
者

支
援

給
付

金
の

支
給

等

○
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
社
会
保
障
４
経
費
の
増

・
診

療
報

酬
、

介
護

報
酬

、
年

金
、

子
育

て
支

援
等

に
つ

い
て

の
物

価
上

昇
に

伴
う

増

○
後
代
へ
の
負
担
の
つ
け
回
し
の
軽
減

・
高

齢
化

等
に

伴
う

自
然

増
を

含
む

安
定

財
源

が
確

保
で

き
て

い
な

い
既

存
の

社
会

保
障

費

〈
令
和
３
年
度
消
費
税
増
収
分
の
内
訳
〉
（
公
費
ベ
ー
ス
）

令
和
３
年
度
の
消
費
税
増
収
分
の
使
途
に
つ
い
て

3
.4
兆
円

3
.8
9
兆
円

0
.6
3
兆
円

《
増
収
額
計
：
1
3
.4
兆
円
》

5
.1
兆
円

（
注
１
）
増
収
額
は
、
軽
減
税
率
制
度
に
よ
る
減
収
影
響
を
除
い
て
い
る
。

（
注
２
）
使
途
に
関
し
て
は
、
総
合
合
算
制
度
の
見
送
り
に
よ
る
4
,0
0
0
億
円
を
軽
減
税
率
制
度
の
財
源
と
し
て
い
る
。
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事
項

事
業

内
容

令
和
３
年
度

予
算
案

（
参
考
）

令
和
２
年
度

予
算
額

国
分

地
方
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
実
施

6
,5
2
6

2
,9
8
5

3
,5
4
1

6
,5
2
6

社
会
的
養
育
の
充
実

4
7
4

2
3
7

2
3
7

4
7
4

育
児
休
業
中
の
経
済
的
支
援
の
強
化

1
7

1
0

6
1
7

新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
の
実
施

2
2
3

1
1
1

1
1
2

－

医 療 ・ 介 護

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
体
制
改
革

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
の
推
進
等

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
分
）

う
ち
地
域
医
療
構
想
の
実
現
を
図
る
た
め
の
病
床
機
能
再
編
支
援

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
財
源
等
の
活
用
分

1
,1
7
9

1
9
5

8
0
3

8
5
1

1
9
5

5
9
2

3
2
8 0

2
1
1

1
,1
9
4 -

6
0
2

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
分
）

・
平
成
27
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
財
源
の
活
用
分

（
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
等
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
施
策
の
推
進
な
ど
地
域
支
援
事
業
の
充
実

8
2
4

1
,1
9
6

5
3
4

5
4
9

6
0
4

2
6
7

2
7
5

5
9
2

2
6
7

8
2
4

1
,1
9
6

5
3
4

医
療
・
介
護
保
険

制
度
の
改
革

国
民
健
康
保
険
等
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
措
置
の
拡
充

6
1
2

0
6
1
2

6
1
2

国
民
健
康
保
険
へ
の
財
政
支
援
の
拡
充

・
低
所
得
者
数
に
応
じ
た
自
治
体
へ
の
財
政
支
援

1
,6
6
4

8
3
2

8
3
2

1
,6
6
4

・
保
険
者
努
力
支
援
制
度
等

2
,2
7
2

2
,2
7
2

0
2
,2
7
2

被
用
者
保
険
の
拠
出
金
に
対
す
る
支
援

7
0
0

7
0
0

0
7
0
0

7
0
歳
未
満
の
高
額
療
養
費
制
度
の
改
正

2
4
8

2
1
7

3
1

2
4
8

介
護
保
険
の
第
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
軽
減
強
化

1
,5
7
2

7
8
6

7
8
6

1
,5
7
2

介
護
保
険
保
険
者
努
力
支
援
交
付
金

2
0
0

2
0
0

0
2
0
0

難
病
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
へ
の
対
応

難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
公
平
か
つ
安
定
的
な
制
度
の
運
用
等

2
,0
8
9

1
,0
4
4

1
,0
4
4

2
,0
8
9

年
金

年
金
受
給
資
格
期
間
の
25
年
か
ら
1
0
年
へ
の
短
縮

6
4
4

6
1
8

2
6

6
4
4

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
対
象
拡
大

8
0

7
6

5
6
8

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

5
,2
2
0

5
,2
2
0

0
4
,9
0
8

合
計

2
7
,0
7
8

1
8
,1
7
2

8
,9
0
6

2
7
,1
1
1

令
和
３
年
度
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
概
要
）

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）。
計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
２
）
消
費
税
増
収
分
（
2
.3
1兆
円
）
と
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等
に
基
づ
く
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る
財
政
効
果
（
▲
0
.4
兆
円
）を
活
用
し
、
上
記
の
社
会
保
障
の
充
実
（
2.
7
1兆
円
）
の
財
源
を
確
保
。

（
注
３
）
保
育
士
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
保
障
の
充
実
」に
お
け
る
全
職
員
を
対
象
と
し
た
３
％
の
処
遇
改
善
を
実
施
（平
成
2
7年
度
）
。
こ
の
ほ
か
、
「
社
会
保
障
の
充
実
」
と
は
別
に
、
平
成
29
年
度
か
ら
全
職
員
を
対
象
と
し
た

２
％
の
処
遇
改
善
を
行
う
と
と
も
に
技
能
・経
験
に
応
じ
た
月
額
最
大
４
万
円
の
処
遇
改
善
を
行
う
な
ど
、
取
組
を
進
め
て
い
る
。

（
注
４
）
令
和
３
年
度
に
限
り
、
令
和
４
年
度
か
ら
医
療
・介
護
分
野
に
お
い
て
不
妊
治
療
の
保
険
適
用
の
財
源
と
し
て
充
当
す
る
予
定
の
消
費
税
増
収
分
を
１
年
限
り
で
一
時
的
に
活
用
す
る
。

（
注
５
）
小
児
の
外
来
診
療
に
係
る
診
療
報
酬
上
の
特
例
的
な
評
価
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
度
に
一
時
的
に
措
置
し
た
19
0億
円
を
含
む
。

（
注
６
）
令
和
２
年
度
に
措
置
し
た
医
療
情
報
化
支
援
基
金
76
8億
円
を
含
む
。

（
注
４
）

（
単
位
：
億
円
）

（
注
３
）

（
注
５
）

（
注
６
）

（
注
４
）
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量
的
拡
充

質
の
向
上

所
要
額

４
，
２
５
８
億
円

２
，
７
４
２
億
円

主
な
内
容

○
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
園
、

地
域
型
保
育
の
量
的
拡
充

（
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進
等
）

○
３
歳
児
の
職
員
配
置
を
改
善
（
２
０
：
１
→
１
５
：
１
）

○
私
立
幼
稚
園
・
保
育
園
等
・
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
給
与

の
改
善
（
３
％
）

○
保
育
標
準
時
間
認
定
に
対
応
し
た
職
員
配
置
の
改
善

○
研
修
機
会
の
充
実

○
小
規
模
保
育
の
体
制
強
化

○
減
価
償
却
費
、
賃
借
料
等
へ
の
対
応

な
ど

○
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
的
拡
充

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
一
時
預
か
り
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
）

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実

○
病
児
・
病
後
児
保
育
の
充
実

○
利
用
者
支
援
事
業
の
推
進

な
ど

○
社
会
的
養
育
の
量
的
拡
充

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
を
改
善
（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）

○
児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
基
準
の
強
化
を
含
む
高
機
能
化
の
推
進

○
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
給
与
の
改
善
（
３
％
）
な
ど

量
的
拡
充
・
質
の
向
上
合
計
７
，
０
０
０
億
円

○
「
０
．
７
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
「
質
の
向
上
」
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

令
和
３
年
度
予
算
（
案
）
に
お
い
て
も
引
き
続
き
全
て
実
施
。

令
和
３
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
項
目

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
１
兆
円
超
」
の
財
源
が
必
要
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

政
府
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
。

－147－

TTYIY
テキスト ボックス
資料21



事
項

事
業
内
容

令
和
３
年
度

予
算
案

国
分

地
方
分

待
機
児
童
の
解
消

•「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
を
前
倒
し
し
、

20
20
年
度
末
ま
で
に

32
万
人
分
の
受
け
皿
を

整
備
。

• 
保
育
士
の
確
保
や
他
産
業
と
の
賃
金
格
差
を
踏
ま
え
た
処
遇
改
善
に
更
に
取
り
組
む

（
20

19
年
４
月
か
ら
更
に
１
％
（
月

30
00
円
相
当
）
の
賃
金
引
上
げ
）
。

7
2
2

3
5
8

3
6
4

幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化

• 
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
全
て
の
子
供
た
ち
及
び
０
歳
～
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

子
供
た
ち
の
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
の
費
用
を

20
19
年

10
月
か
ら
無
償
化
。

8
,8
5
8

3
,4
1
0

5
,4
4
8

高
等
教
育
の
無
償
化

• 
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
、
低
所
得
世
帯
で
あ
っ
て
も
社
会
で
自
立
し
活
躍
で
き
る
人
材
を

育
成
す
る
大
学
等
に
お
い
て
修
学
で
き
る
よ
う
、
高
等
教
育
の
修
学
支
援
（
授
業
料
等
減
免
・

給
付
型
奨
学
金
）
を
着
実
に
実
施
（

20
20
年
４
月
か
ら
実
施
）
。

5
,2
0
8

4
,8
0
4

4
0
4

介
護
人
材
の
処
遇
改

善

• 
リ
ー
ダ
ー
級
の
介
護
職
員
に
つ
い
て
他
産
業
と
遜
色
な
い
賃
金
水
準
を
目
指
し
、
経
験
・
技

能
の
あ
る
介
護
職
員
に
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
介
護
職
員
の
更
な
る
処
遇
改
善
を
実
施
。
こ

の
趣
旨
を
損
な
わ
な
い
程
度
で
、
介
護
職
以
外
の
職
員
の
処
遇
改
善
も
実
施
（2

01
9年

10
月
実
施
）
。

1
,0
0
3

5
0
6

4
9
6

合
計

1
5
,7
9
1

9
,0
7
8

6
,7
1
2

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）。
計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
２
）
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
実
現
に
必
要
な
企
業
主
導
型
保
育
事
業
（幼
児
教
育
・保
育
の
無
償
化
の
実
施
後
は
、
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
子
供
た
ち
及
び
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
た
ち
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
利
用
者
負
担
を

助
成
す
る
事
業
を
含
む
。
）
と
保
育
所
等
の
運
営
費
（０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
子
供
に
相
当
す
る
部
分
）に
は
、
別
途
、
事
業
主
が
拠
出
す
る
子
ど
も
・子
育
て
拠
出
金
を
充
て
る
。

（
注
３
）
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
無
償
化
を
行
う
。

（
注
４
）
障
害
福
祉
人
材
に
つ
い
て
、
介
護
人
材
と
同
様
の
処
遇
改
善
を
行
う
観
点
か
ら
対
応
を
行
う
。

令
和
３
年
度
に
お
け
る
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
概
要
）

（
注
３
）

（
単
位
：
億
円
）

（
注
４
）

社
会
保
障
の
充
実
と
財
政
健
全
化
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
、
安
定
財
源
と
し
て
、
2
0
1
9年
1
0
月
に
予
定
さ
れ
る
消
費
税
率
1
0
％
へ
の
引
上
げ
に
よ
る
財
源
を
活
用
す
る
。
消
費
税

率
の
２
％
の
引
上
げ
に
よ
り
５
兆
円
強
の
税
収
と
な
る
が
、
こ
の
増
収
分
を
教
育
負
担
の
軽
減
・
子
育
て
層
支
援
・
介
護
人
材
の
確
保
等
と
、
財
政
再
建
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
半
分

ず
つ
充
当
す
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
新
た
に
生
ま
れ
る
1.
7兆
円
程
度
を
、
本
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
幼
児
教
育
の
無
償
化
、
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
前
倒
し
に
よ
る
待
機
児
童
の

解
消
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
、
高
等
教
育
の
無
償
化
、
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
に
充
て
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
2
0
19
年
10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上
げ
を

前
提
と
し
て
、
実
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

新
しい
経
済
政
策
パ
ッケ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
平
成
29
年
12
月
８
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

（
注
２
）

（
参
考
）

令
和
２
年
度

予
算
額

7
2
2

8
,8
5
8

5
,2
7
4

1
,0
0
3

1
5
,8
5
7
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病
児

保
育

事
業

病
児

保
育

事
業

（
１

）
病

児
対

応
型

・
病

後
児

対
応

型
地

域
の

病
児

・
病

後
児

に
つ

い
て

、
病

院
・

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

等
に

お
い

て
看

護
師

等
が

一
時

的
に

保
育

す
る

事
業

。

（
２

）
体

調
不

良
児

対
応

型
保

育
中

の
体

調
不

良
児

に
つ

い
て

、
一

時
的

に
預

か
る

ほ
か

、
保

育
所

入
所

児
に

対
す

る
保

健
的

な
対

応
や

地
域

の
子

育
て

家
庭

や
妊

産
婦

等
に

対
す

る
相

談
支

援
を

実
施

す
る

事
業

。

（
３

）
非

施
設

型
（

訪
問

型
）

地
域

の
病

児
・

病
後

児
に

つ
い

て
、

看
護

師
等

が
保

護
者

の
自

宅
へ

訪
問

し
、

一
時

的
に

保
育

す
る

事
業

。

１
．

事
業

概
要

実
施

主
体

：
市

町
村

(特
別

区
を

含
む

。
) 

 補
助

率
：

国
１

/３
(都

道
府

県
１

/３
、

市
町

村
１

/３
)

子
ど

も
が

病
気

の
際

に
自

宅
で

の
保

育
が

困
難

な
場

合
に

、
病

院
・

保
育

所
等

に
お

い
て

、
病

気
の

児
童

を
一

時
的

に
保

育
す

る
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

整
備

を
図

る
。

＜
事

業
類

型
＞

＜
実

施
主

体
等

＞

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

5
0
3

5
5
6

6
2
0

6
9
8

8
0
3

8
9
6

9
8
5

1
0
6
8

5
2
3

5
0
4

5
5
3

5
7
3

5
9
9

6
1
9

6
3
7

6
4
3

4
5
7

4
8
7

5
3
2

5
6
3

8
1
9

1
0
4
6

1
2
5
5

1
4
1
2

1
3

5
8

1
1

9
7

非
施

設
型

（
訪

問
型

）
体

調
不

良
児

対
応

型
病

後
児

対
応

型
病

児
対

応
型

（
か

所
）

4
4

0
,5

1
7

 

4
4

9
,4

1
5

 4
9

8
,2

6
4

 

5
2

4
,6

8
8

 5
8

5
,2

7
6

 

8
8

6
,2

6
3

 

1
,0

0
2

,9
2

5
 

1
,0

0
8

,7
1

2
 

※
平

成
2
7
年

度
ま

で
の

延
べ

利
用

児
童

数
は

、
「

病
児

対
応

型
」

及
び

「
病

後
児

対
応

型
」

の
合

計
※

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

延
べ

利
用

児
童

数
は

、
「

病
児

対
応

型
」

、
「

病
後

児
対

応
型

」
、

「
体

調
不

良
児

対
応

型
」

の
合

計

（
人

）

計
3
,1

3
0
か

所

２
．

実
施

か
所

数
及

び
延

べ
利

用
児

童
数

３
．

実
施

場
所

（
１

）
病

児
対

応
型

（
２

）
病

後
児

対
応

型

3
9
.7

%
3
5
.1

%

1
1
.3

%1
0
.3

%
3
.6

% 診
療
所

病
院

保
育
所

単
独
施
設

そ
の
他

5
.1

% 8
.4

%

6
2
.8

%
7
.9

%

1
5
.7

%

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型

67
.7

%
30

.8
%

1.
4%

0.
1%

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
保
育
事
業

所

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
等

を
踏

ま
え

つ
つ

、
提

供
体

制
を

安
定

的
に

確
保

す
る

た
め

、
基

本
単

価
の

比
率

を
引

き
上

げ
。

＜
補

助
基

準
額

（
案

）
（

病
児

対
応

型
１

か
所

当
た

り
年

額
）

＞
基

本
分

単
価

：
令

和
２

年
度

5
,0

0
7
,0

0
0
円

→
令

和
３

年
度

案
7
,0

4
1
,0

0
0
円

加
算

分
単

価
：

（
例

）
2
0
0
～

3
9
9
人

の
場

合
令

和
２

年
度

2
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,4

3
4
,0

0
0
円

→
令

和
３

年
度

案
2
0
0
～

2
9
9
人

単
価

3
,0

0
0
,0

0
0
円

3
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,0

0
0
,0

0
0
円

■
令

和
３

年
度

予
算

案
に

お
け

る
対

応
【

別
紙

参
照

】

令
和

２
年

度
予

算
1
,4

5
3
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
1
,6

9
1
億

円
の

内
数

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
）
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病
児

保
育

事
業

の
単

価
見

直
し

に
つ

い
て

病
児

保
育

事
業

の
単

価
見

直
し

に
つ

い
て

令
和

３
年

度
予

算
案

に
お

け
る

対
応

○
病

児
保

育
事

業
の

補
助

単
価

に
つ

い
て

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

提
供

体
制

を
安

定
的

に
確

保
す

る
観

点

か
ら

、
利

用
児

童
数

の
変

動
に

よ
ら

な
い

基
本

単
価

の
比

率
を

引
き

上
げ

る
た

め
、

①
基

本
単

価
に

お
い

て
事

業
実

施
に

最
低

限
必

要
な

事
業

費
相

当
（

看
護

師
・

保
育

士
各

１
人

分
）

を
確

保
で

き
る

よ
う

、

基
本

単
価

を
引

き
上

げ
（

病
児

対
応

型
の

場
合

：
5
,0

0
7
千

円
を

7
,0

4
1
千

円
に

引
き

上
げ

(+
2
,0

3
4
千

円
)

②
一

方
、

基
本

単
価

の
引

き
上

げ
に

伴
い

、
加

算
単

価
を

引
き

下
げ

る
と

と
も

に
、

原
則

2
0
0
人

単
位

で
設

定
さ

れ
て

い
る

加
算

単
価

を
原

則

1
0

0
人

単
位

に
細

分
化

（
病

児
対

応
型

の
場

合
：

（
例

）
2
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,4

3
4
千

円
→

2
0
0
～

2
9
9
人

単
価

3
,0

0
0
千

円
、

3
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,0

0
0
千

円
）

別
紙

基
本

分
（

5
,0

0
7

千
円

）
※

改
善

分
を

含
む

2
0

0
人

単
位

加
算

分

①
基

本
単

価
の

引
き

上
げ

（
5

,0
0

7
千

円
→

7
,0

4
1

千
円

（
＋

2
,0

3
4

千
円

）
）

②
‘加

算
単

価
を

原
則

1
0

0
人

細
分

化
（

単
価

引
き

下
げ

）

1
0

0
人

単
位

②
加

算
単

価
の

引
き

下
げ

（
病

児
対

応
型

の
場

合
）

【
現

行
】

【
見

直
し

後
】
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H
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年
13

年
14

年
15

年
16

年
17

年
18

年
19

年
20

年
21

年
22

年
23

年
24

年
25

年
26

年
27

年
28

年
29

年
30

年
R
元

年
R
2年

ク
ラ
ブ

数

利
用

で
き

な
か

っ
た

児
童

数
（

待
機

児
童

数
）

登
録

児
童

数

○
クラ

ブ数
26

,6
25

か
所

（
参

考
：

全
国

の
小

学
校

19
,0

11
校

）
○

支
援

の
単

位
数

34
,5

77
単

位
○

登
録

児
童

数
1,

31
1,

00
8人

○
利

用
で

きな
か

った
児

童
数

（
待

機
児

童
数

）
15

,9
95

人

【事
業
の
内
容
、目
的
】

【現
状
】（
令
和
２
年
７
月
現
在
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

共
働

き家
庭

な
ど留

守
家

庭
の

小
学

校
に

就
学

して
い

る
児

童
に

対
して

、学
校

の
余

裕
教

室
や

児
童

館
、公

民
館

な
どで

、放
課

後
等

に
適

切
な

遊
び

及
び

生
活

の
場

を与
え

て
、そ

の
健

全
な

育
成

を図
る

。
※

平
成

９
年

の
児

童
福

祉
法

改
正

に
より

法
定

化
〈児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

２
項

〉：
平

成
10

年
４

月
施

行
※
平
成
24
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り、
対
象
年
齢
を
「お
お
む
ね
10
歳
未
満
」か
ら「
小
学
校
に
就
学
して
い
る
」児
童
とし
た
（
平
成
27
年
４
月
施
行
）

【今
後
の
展
開
】

（
か

所
）

（
人

）

※
５
月
１
日
現
在
（
令
和
２
年
の
み
７
月
１
日
現
在
）
厚
生
労
働
省
調
査

○
「新

・放
課

後
子

ども
総

合
プラ

ン」
（

平
成

30
年

９
月

14
日

策
定

）
を踏

まえ
、放

課
後

児
童

クラ
ブに

つ
い

て
、2
02
1年
度
末
ま
で
に
約
25
万
人
分
（
約
12
2万
人
か
ら約
14
7万
人
）

を整
備

し、
待

機
児

童
解

消
を目

指
し、

その
後

も
女

性
就

業
率

の
上

昇
を踏

まえ
20
23
年
度
末
ま
で
に
計
約
30
万

人
分
（
約
12
2万
人
か
ら約
15
2万
人
）

の
受

け
皿

整
備

を図
る

。ま
た

、子
ども

の
主

体
性

を尊
重

し、
子

ども
の

健
全

な
育

成
を図

る
放

課
後

児
童

クラ
ブの

役
割

を徹
底

し、
子

ども
の

自
主

性
、社

会
性

等
の

より
一

層
の

向
上

を図
る

。

［
ク
ラ
ブ
数
、
登
録
児
童
数
及
び
利
用
で
き
な
か
っ
た
児
童
数
の
推
移
］
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新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン

○
そ
の
た
め
、
引
き
続
き
共
働
き
家
庭
等
の
「
小
1
の
壁
」
・
「
待
機
児
童
」
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
児
童
が
放
課
後
を
安
全
・
安
心
に
過
ご
し
、
多
様
な
体
験
・
活

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と
放
課
後
子
供
教
室
の
両
事
業
の
計
画
的
な
整
備
等
を
推
進
す
る
た
め
、
下
記
の
と
お
り
目
標
を
設
定
し
、
新
た
な
プ

ラ
ン
を
策
定
。

■
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
2
0
2
1
年
度
末
ま
で
に
約
2
5
万
人
分
を
整
備
し
、
待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
、
そ
の

後
も
女
性
就
業
率
の
上
昇
を
踏
ま
え
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
計
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
（
約
1
2
2
万
人
⇒
約
1
5
2
万
人
）

（
2
0
1
8
（
平
成
3
0
）
年
９
月
1
4
日
公
表
）

「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ
る
目
標
（
2
0
1
9
～
2
0
2
3
年
）

○
現
行
プ
ラ
ン
に
お
け
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
放
課
後
子
供
教
室
の
両
事
業
の
実
績
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
3
0
万
人
分
整
備
が
順
調
に
進
む
な
ど
、
大
き
く
伸
び
て

い
る
が
、
近
年
の
女
性
就
業
率
の
上
昇
等
に
よ
り
、
更
な
る
共
働
き
家
庭
等
の
児
童
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
「
小
1
の
壁
」
を
打
破
す
る
と
と
も
に
待
機
児
童
を

解
消
す
る
た
め
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
追
加
的
な
整
備
が
不
可
欠
な
状
況
。

○
小
学
校
内
で
両
事
業
を
行
う
「
一
体
型
」
の
実
施
は
、
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
目
標
へ
の
到
達
を
果
た
し
て
い
な
い
。
一
方
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
社
会
教
育
施
設

や
児
童
館
等
の
小
学
校
以
外
の
施
設
を
活
用
し
て
両
事
業
を
行
い
、
多
様
な
体
験
・
活
動
を
行
っ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

背
景
・
課
題

■
全
て
の
小
学
校
区
で
、
両
事
業
を
一
体
的
に
又
は
連
携
し
て
実
施
し
、
う
ち
小
学
校
内
で
一
体
型
と
し
て
１
万
箇
所

以
上
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

■
子
ど
も
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
役
割
を
徹
底
し
、
子
ど
も
の

自
主
性
、
社
会
性
等
の
よ
り
一
層
の
向
上
を
図
る
。

■
両
事
業
を
新
た
に
整
備
等
す
る
場
合
に
は
、
学
校
施
設
を
徹
底
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
に
開
設
す
る
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
8
0
％
を
小
学
校
内
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
示
す
目
標
（
抜
粋
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
量
的
拡
充
を
図
り
、
2
0
2
1
年
度
末
ま
で
に
約
2
5
万
人
分
を
整
備
し
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
し
、
女
性
就
業
率

の
上
昇
を
踏
ま
え
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
さ
ら
に
約
５
万
人
分
を
整
備
し
、
５
年
間
で
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
す
る
。

1
2
2
万
人
⇒
1
5
2
万
人

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
受
け
皿
整
備
（
「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
）

「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」

（
４
年
間
）

2
0
1
5
（
Ｈ
2
7
）
年
度

2
0
1
8
（
Ｈ
3
0
）

年
度
末

2
0
2
3
年
度
末

約
3
0
万
人
増

2
0
2
1
年
度
末

待
機
児
童
数

女
性
(2
5
-
4
4
歳
)就
業
率

ゼ
ロ

8
0
％

小
１
の
壁
の
解
消
、
小
１
の
利
用
率
が
保

育
（
３
～
５
歳
児
）の
８
割
程
度

３
年
間
で
約
2
5
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備

約
1
.7
万
人
（
H
2
9
.5
)

約
2
5
万
人
増

7
2
.7
％
(H
2
8
)

自
治
体
を
支
援
し
､
３
年
間
で
待
機
児
童
を
解
消

約
5
万
人
増

目
標
値

1
2
2
万
人

目
標
値

1
5
2
万
人

放
課
後
子
ど
も
総
合

プ
ラ
ン
の
１
年
前
倒
し

「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」

（
５
年
間
）

登
録
児
童
数

約
1
1
7
万
人
（
H
2
9
.5
)

（
2
0
1
8
（
平
成
3
0
）
年
９
月
1
4
日
公
表
）
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    元 教 地 推 第 １ ２ 号 

 子 子 発 070 4 第 １ 号 

 令 和 元 年 ７ 月 ４ 日 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県教育委員会教育長 

各 指 定 都 市 市 長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 中 核 市 市 長 

各中核市教育委員会教育長 

 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 

                  中   野   理  美 

                              

                              （印影印刷） 

 

 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長 

                                              田   村    悟 

                                                 

 （印影印刷） 

 

放課後児童クラブの実施における学校施設の管理運営上の取決め 

について（通知） 

 

 

次代を担う人材を育成し，加えて共働き家庭が直面する「小１の壁」を打破する観点

から，厚生労働省と文部科学省の連携のもと，これまでの放課後児童対策の取組を更

に推進させるため，放課後児童クラブの待機児童の早期解消，放課後児童クラブと放

課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童の安全・安心な居場所の

確保を図ること等を内容とした，「新・放課後子ども総合プラン」を平成 30 年 9 月に策

定し，今年度から実施しています。 

 本プランにおいて，特に学校は，放課後も児童が移動せずに安全に過ごせる場所

であることから，学校教育に支障が生じない限り，余裕教室や放課後等に一時的に使

われていない特別教室等の徹底的な活用を促進するものとしており，その場合の学校

施設の活用に当たっての責任体制の明確化についても示しているところです。 

 これらを踏まえ，学校施設の管理運営上の責任の所在について，関係部局間での

殿 
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取決めが行われやすくするよう，既に独自の取組を行っている自治体等の例を参考に，

別添のとおり協定書のひな形を作成いたしました。 

つきましては，管内・域内市町村に対して，都道府県教育委員会にあっては所管の

学校及び域内の市区町村教育委員会に対して，指定都市・中核市教育委員会にあっ

ては所管の学校に対して周知いただきますようお願いいたします。 

なお，本通知は関係部局間での取組の一助となるよう参考として示すものであり，協

定書の策定を必須化したり，既存の取決めを変更したりするよう促すものではありませ

ん。また，協定書の項目や取り交わし先についてもあくまでも参考であり，自治体・教

育委員会・放課後児童クラブ・学校等がそれぞれの状況を踏まえて最も適した形で御

活用いただくようお願いいたします。 

 

 

○別添   首長部局と教育委員会が協定を結ぶ場合のひな形 

 

 

 

  ＜本件連絡先＞ 

【放課後児童クラブに関すること】 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

電話：03(5253)1111 内線：4845，4966 

 

【放課後子供教室，小学校の学校開放に関すること】 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

地域学校協働活動推進室 

電話：03(5253)4111 内線：3260 
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注：この協定書（案）は，あくまで各自治体等で内容を検討する際の一助となるよう作成したもので

あり，この項目や記述に厳格に則ることを必ずしも想定したものではない。 
 

（首長部局と教育委員会が協定を結ぶ場合のひな形） 
 

学校施設を活用した放課後児童クラブの整備に係る協定書（案） 
 
 

○○市▲▲（以下「甲」という。）と○○市教育委員会■■（以下「乙」という。）とは，乙の管理す

る学校施設を活用した放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の整備，開設及び運営（以下「整

備等」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。 
 

（基本的合意） 
第１条 児童クラブの整備等にあたっては，学校教育に支障が生じない限りにおいて，学校施設の活用

を基本とする。 
 

（施設の区分・管理） 
第２条 施設の区分は次の各号に定めるとおりとする。 
 （１）学校専用エリア（主として学校の児童・教職員等が使用するエリア） 
 （２）児童クラブ専用エリア（主として児童クラブを利用する児童・放課後児童支援員等（以下「児

童クラブ利用児童等」という。）が使用するエリア） 
 （３）共用エリア（学校の児童・教職員等と児童クラブ利用児童等が共同で使用するエリア） 
２ 施設・設備の維持管理等については，児童クラブ専用エリアは甲が，学校専用エリア及び共用エリ

アは乙が責任を負うものとする。 
３ 警備・防災等については，児童クラブ専用エリアは甲が，学校専用エリアは乙が責任を負うものと

する。共用エリアは原則として乙が責任を負うが，児童クラブだけが開設している場合には，甲が責

任を負う。 
 

（学校既存設備の利用等） 
第３条 児童クラブの整備等にあたっては，児童クラブ利用児童等が使用するトイレ，洗面所等につい

ては，できる限り新設することなく，学校の既存設備を使用するものとする。 
２ 児童クラブ利用児童等が使用する出入口については，児童クラブ専用エリア又は共用エリアに設置

するものとする。 
 

（事故等に係る責任の範囲） 
第４条 児童クラブ専用エリア，共用エリアに関わらず，児童クラブの使用開始時刻から使用終了時刻

までに児童クラブ利用児童等に事故があった場合，又は児童クラブ利用児童等に起因する事故があっ

た場合には，甲が責任を負うものとする。 
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（光熱水費の負担） 
第５条 児童クラブに係る電気・ガス・水道料金及び下水道使用料については，甲が負担する。ただし，

明確に区分できない場合には，甲乙協議により決定するものとする。 
 

（学校施設の不足により学校運営に支障が生じた場合の対応） 
第６条 学校施設の不足により，甲に学校施設から転用した施設を使用させることが困難な事態が生じ

たときは，乙は甲に速やかに通知し，甲乙協議の上，施設を学校施設へ再転用することを基本とする。 
２ 前項の協議の結果，甲，乙，双方が合意した場合には，甲は速やかに移転先を確保するものとする。 
 

（個別協議） 
第７条 各条の規定は原則的なものであり，具体的な事例については必要に応じて個別に協議するもの

とする。 
 

（疑義等があった場合の対応） 
第８条 この協定に定めのない事態が生じたとき又はこの協定に疑義が生じたときは，甲乙協議により

決定するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため，本協議書２通を作成し，当事者記名押印のうえ，甲，乙各自１通を保

有するものとする。 
 
 
  令和  年  月  日 
 
 

甲 ○○市 ▲▲ 
 
 

乙 ○○市教育委員会 ■■  
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令
和
２
年
度
予
算

９
７
８
億
円

→
令
和
３
年
度
予
算
案

１
，
０
９
２
億
円
（
う
ち
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

令
和
３
年
度
予
算
案

９
２
２
億
円
）

○
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学
校
に
就
学
して
い
る
児
童
に
対
し、
授
業
の
終
了
後
等
に
小
学
校
の
余
裕

教
室
、児
童
館
等
を
利
用
して
適
切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、そ
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
に
要
す
る
運
営
費
及
び

施
設
整
備
費
に
対
す
る
補
助
。

○
実
施
主
体
：
市
町
村
（
特
別
区
を含
む
）
※
市
町
村
が
適
切
と認
め
た
者
に
委
託
等
を行
うこ
とが
で
き
る

運
営
費
の
負
担
の
考
え
方

1 /
 3

1 /
 3

1 /
 3

国 1 /
 6

都
道
府
県

1 /
 6

市
町
村

1 /
 6

保
護
者

1 /
 2

※
国
(1
/
6
)は
事
業
主
拠
出
金
財
源

１
．
運
営
費
等

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
予
算
の
ポ
イ
ン
ト

（
１
）
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
運
営
費
）

放
課
後
児
童
クラ
ブの
運
営
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

（
２
）
放
課
後
子
ども
環
境
整
備
事
業

既
存
施
設
を活
用
して
、新
たに
放
課
後
児
童
クラ
ブを
実
施
す
るた
め
の
改
修
等
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

（
３
）
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業
等

障
害
児
を受
け
入
れ
た場
合
の
加
配
職
員
及
び
医
療
的
ケア
児
に対
す
る支
援
に必
要
な
専
門
職
員
の
配
置
等
に

必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

（
４
）
放
課
後
児
童
支
援
員
の
処
遇
改
善

①
18
:3
0を
超
えて
開
所
す
るク
ラブ
にお
け
る放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
処
遇
改
善
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

②
放
課
後
児
童
支
援
員
の
勤
続
年
数
や
研
修
実
績
等
に応
じた
処
遇
改
善
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

（
５
）
放
課
後
児
童
ク
ラブ
育
成
支
援
体
制
強
化
事
業
（
仮
称
）

遊
び
及
び
生
活
の
場
の
清
掃
等
の
運
営
に関
わ
る業
務
や
児
童
が
宿
題
に取
り組
む
よう
進
捗
管
理
の
サ
ポ
ー
ト等
、

育
成
支
援
の
周
辺
業
務
を行
う職
員
の
配
置
等
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

（
６
）
放
課
後
児
童
ク
ラブ
第
三
者
評
価
受
審
推
進
事
業
（
仮
称
）

放
課
後
児
童
クラ
ブの
第
三
者
評
価
の
推
進
を図
るた
め
、当
該
評
価
の
受
審
に必
要
な
費
用
に対
す
る補
助

（
１
）
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修

放
課
後
児
童
支
援
員
とし
て認
定
され
るた
め
に修
了
が
義
務
づ
け
られ
てい
る研
修
を実
施
す
るた
め
に必
要
な
経
費

に対
す
る補
助

（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
等
資
質
向
上
研
修
事
業

現
任
職
員
向
け
の
研
修
を実
施
す
るた
め
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助

放
課
後
児
童
ク
ラブ
の
施
設
整
備
に
必
要
な
経
費
に
対
す
る補
助

＜
国
庫
補
助
率
嵩
上
げ
（
平
成
28
年
度
か
らの
継
続
）
＞

公
立
の
場
合
：
（
嵩
上
げ
前
）
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

→
（
嵩
上
げ
後
）
国
２
／
３
、
都
道
府
県
１
／
６
、
市
町
村
１
／
６

２
．
研
修
関
係

３
．
施
設
整
備
費

４
．
そ
の
他

（
１
）
児
童
館
、公
民
館
等
の
既
存
の
社
会
資
源
を
活
用
した
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
の
確
保

待
機
児
童
が
解
消
す
る
ま
で
の
緊
急
的
な
措
置
とし
て
、待
機
児
童
が
10
人
以
上
の
市
町
村
に
お
け

る
放
課
後
児
童
クラ
ブ
を
利
用
で
き
な
い
主
とし
て
４
年
生
以
上
の
児
童
を
対
象
に
、児
童
館
や
公
民
館

等
の
既
存
の
社
会
資
源
を
活
用
し、
放
課
後
等
に
安
全
で
安
心
な
子
ども
の
居
場
所
を
提
供
す
る
。

（
２
）
小
規
模
・多
機
能
に
よ
る
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
の
確
保

地
域
の
実
情
に
応
じた
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
を
提
供
す
る
た
め
、小
規
模
の
放
課
後
児
童
の

預
か
り事
業
及
び
保
育
所
な
どを
組
み
合
わ
せ
た
小
規
模
・多
機
能
の
放
課
後
児
童
支
援
を
行
う。

Ⅰ
子
ども
の
居
場
所
の
確
保

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
質
の
向
上
【「
若
手
保
育
士
や
保
育
事
業
者
等
へ
の
巡
回
支
援
事
業
」の
中
で
実
施
】

利
用
児
童
の
安
全
確
保
や
、子
ども
の
自
主
性
、社
会
性
等
の
よ
り一
層
の
向
上
が
図
られ
る
よ
う、
放
課
後
児

童
クラ
ブ
を
巡
回
す
る
ア
ドバ
イザ
ー
を
市
町
村
等
に
配
置
す
る
。

（
２
）
放
課
後
児
童
支
援
員
の
人
材
確
保
【「
保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」及
び
「保
育
人
材
確
保
支
援

事
業
」の
中
で
実
施
】

放
課
後
児
童
支
援
員
の
専
門
性
向
上
と質
の
高
い
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、保
育
士
・保
育
所
支
援

セ
ンタ
ー
等
に
お
い
て
、求
人
情
報
の
提
供
や
事
業
者
との
マ
ッチ
ング
を
行
う。
ま
た
、同
セ
ンタ
ー
と連
携
し、
市
町
村

に
お
い
て
就
職
相
談
等
の
支
援
を
行
う。

Ⅱ
育
成
支
援
の
内
容
の
質
の
向
上

新 新
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５
．
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
主
な
拡
充
内
容

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラブ
育
成
支
援
体
制
強
化
事
業
（
仮
称
）

①
事
業
内
容

遊
び
及
び
生
活
の
場
の
清
掃
等
の
運
営
に関
わ
る業
務
や
児
童
が
宿
題
に取
り組
む
よう
進
捗
管
理
の
サ
ポ
ー
ト等
、育
成
支
援
の
周
辺
業
務
を行
う職
員
の
配
置
等
に必
要
な
経
費
に対
す
る補
助
。

②
実
施
主
体

市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を含
む
。）
。た
だし
、市
町
村
が
適
切
と認
め
た者
に委
託
等
を行
うこ
とが
で
きる
。

③
補
助
率

国
1/
3、
都
道
府
県
1/
3、
市
町
村
1/
3

④
令
和
３
年
度
補
助
基
準
額
（
案
）

１
支
援
の
単
位
当
たり
年
額
1,
44
3千
円

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラブ
第
三
者
評
価
受
審
推
進
事
業
（
仮
称
）

①
事
業
内
容

放
課
後
児
童
クラ
ブの
第
三
者
評
価
の
推
進
を図
るた
め
、当
該
評
価
の
受
審
に必
要
な
費
用
に対
す
る補
助
。

②
実
施
主
体

市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を含
む
。）
。た
だし
、市
町
村
が
適
切
と認
め
た者
に委
託
等
を行
うこ
とが
で
きる
。

③
補
助
率

国
1/
3、
都
道
府
県
1/
3、
市
町
村
1/
3

④
令
和
３
年
度
補
助
基
準
額
（
案
）

１
クラ
ブ当
たり
年
額
30
0千
円
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令
和
２
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

※
①
…
非
常
勤
を
含
む
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

②
…
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
（
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
を
含
む
）
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

N
o
.

都
道

府
県

実
施
市
区

町
村
数

1
北
海
道

7
札
幌
市
①
②

帯
広
市
①

江
別
市
①

函
館
市
①

鷹
栖
町
①

更
別
村
①

名
寄
市
②

2
青
森
県

4
新
郷
村
①

田
子
町
①

藤
崎
町
①
②

三
戸
町
①

3
岩
手
県

9
盛
岡
市
①
②

滝
沢
市
①
②

一
関
市
①

奥
州
市
①
②

陸
前
高
田
市
①

北
上
市
①
②

花
巻
市
①
②

大
船
渡
市
①

久
慈
市
①

4
宮
城
県

2
仙
台
市
①

登
米
市
①
②

5
秋
田
県

3
能
代
市
①

鹿
角
市
①

潟
上
市
②

山
形
市
①
②

庄
内
町
①

天
童
市
①
②

大
石
田
町
①
②

遊
佐
町
①
②

鶴
岡
市
①
②

米
沢
市
①
②

長
井
市
①

村
山
市
①

酒
田
市
①

新
庄
市
②

東
根
市
②

大
江
町
②

三
川
町
②

7
福
島
県

3
福
島
市
①
②

会
津
若
松
市
①
②

い
わ
き
市
①
②

8
茨
城
県

9
ひ
た
ち
な
か
市
①
②

小
美
玉
市
①

水
戸
市
①

石
岡
市
①

北
茨
城
市
①

常
陸
大
宮
市
①
②

か
す
み
が
う
ら
市
①
②

大
洗
町
①

東
海
村
①

9
栃
木
県

8
那
須
塩
原
市
①

大
田
原
市
①

日
光
市
①
②

足
利
市
①

佐
野
市
①

栃
木
市
②

矢
板
市
②

野
木
町
②

伊
勢
崎
市
①

邑
楽
町
①

安
中
市
①

榛
東
村
①

下
仁
田
町
①

み
な
か
み
町
①

明
和
町
①

沼
田
市
①

館
林
市
①
②

太
田
市
①

富
岡
市
①

藤
岡
市
①

渋
川
市
①

前
橋
市
①

高
崎
市
①

玉
村
町
②

桐
生
市
②

さ
い
た
ま
市
①
②

熊
谷
市
①
②

深
谷
市
①
②

越
谷
市
①

鴻
巣
市
①
②

東
松
山
市
①

戸
田
市
①
②

朝
霞
市
①

和
光
市
①
②

新
座
市
①

飯
能
市
①

秩
父
市
①

本
庄
市
①
②

加
須
市
①
②

幸
手
市
①

富
士
見
市
①

三
郷
市
①
②

鶴
ヶ
島
市
①
②

ふ
じ
み
野
市
①

白
岡
市
①

日
高
市
①
②

桶
川
市
①

久
喜
市
①

小
川
町
①

滑
川
町
①
②

と
き
が
わ
町
①
②

伊
奈
町
①

川
島
町
①

吉
見
町
①

上
里
町
①

杉
戸
町
①

宮
代
町
①

寄
居
町
①

行
田
市
②

草
加
市
②

上
尾
市
②

鳩
山
町
②

嵐
山
町
②

坂
戸
市
②

蓮
田
市
②

北
本
市
②

船
橋
市
①

千
葉
市
①

八
千
代
市
①

成
田
市
①

習
志
野
市
①

鴨
川
市
①
②

鎌
ケ
谷
市
①

四
街
道
市
①

印
西
市
①
②

酒
々
井
町
①
②

野
田
市
①

市
川
市
②

1
3

東
京
都

8
板
橋
区
①
②

新
宿
区
①

葛
飾
区
①
②

多
摩
市
①

武
蔵
野
市
①
②

青
梅
市
①
②

調
布
市
②

町
田
市
②

藤
沢
市
①

茅
ヶ
崎
市
①
②

伊
勢
原
市
①

三
浦
市
①

逗
子
市
①

平
塚
市
①

横
須
賀
市
①

鎌
倉
市
①
②

綾
瀬
市
①

相
模
原
市
①

横
浜
市
②

葉
山
町
②

1
5

新
潟
県

2
上
越
市
①

燕
市
①

1
6

富
山
県

5
富
山
市
①

高
岡
市
①

氷
見
市
①

射
水
市
①

舟
橋
村
①

1
7

石
川
県

8
白
山
市
①
②

野
々
市
市
①

津
幡
町
①

七
尾
市
①

金
沢
市
①

小
松
市
①

加
賀
市
①

羽
咋
市
②

1
8

福
井
県

0

1
9

山
梨
県

1
北
杜
市
①

2
0

長
野
県

4
須
坂
市
①

佐
久
市
①

松
本
市
②

上
田
市
②

2
1

岐
阜
県

5
瑞
浪
市
①

恵
那
市
①
②

岐
阜
市
①

中
津
川
市
①

大
垣
市
②

2
2

静
岡
県

4
焼
津
市
①

掛
川
市
①

伊
東
市
①
②

島
田
市
①
②

豊
川
市
①

犬
山
市
①

津
島
市
①
②

長
久
手
市
①

尾
張
旭
市
①
②

豊
明
市
①

知
立
市
①

東
海
市
①

名
古
屋
市
①
②

豊
橋
市
①
②

瀬
戸
市
①

春
日
井
市
①

一
宮
市
①

岡
崎
市
①

大
府
市
②

四
日
市
市
①

津
市
①
②

鈴
鹿
市
①

松
阪
市
①
②

熊
野
市
①

亀
山
市
①
②

川
越
町
①

志
摩
市
①

朝
日
町
①

多
気
町
①

御
浜
町
②

市
区
町
村

6
山
形
県

1
4

1
0

群
馬
県

1
7

2
4

三
重
県

1
1

1
4

神
奈
川
県

1
2

2
3

愛
知
県

1
5

1
1

埼
玉
県

4
1

1
2

千
葉
県

1
2
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令
和
２
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

※
①
の
合
計
：
3
01
市
区
町
村

②
の
合
計
：
1
26
市
区
町
村

①
、
②
の
合
計
：
8
7市

区
町
村

N
o
.

都
道

府
県

実
施

市
区

町
村
数

25
滋
賀
県

10
近
江
八
幡
市
①

栗
東
市
①

長
浜
市
①

湖
南
市
①
②

高
島
市
①

大
津
市
①

竜
王
町
①

日
野
町
①
②

東
近
江
市
①
②

野
洲
市
②

26
京
都
府

1
向
日
市
①

枚
方
市
①

茨
木
市
①

守
口
市
①

堺
市
①

泉
南
市
①

大
阪
狭
山
市
①

熊
取
町
①
②

河
内
長
野
市
①

寝
屋
川
市
①

富
田
林
市
①

豊
中
市
②

28
兵
庫
県

7
宝
塚
市
①

播
磨
町
①

三
木
市
①

川
西
市
①

明
石
市
①

神
戸
市
①
②

西
宮
市
①
②

29
奈
良
県

7
奈
良
市
①

生
駒
市
①

田
原
本
町
①
②

桜
井
市
①

橿
原
市
①

天
理
市
①

御
所
市
②

30
和
歌
山
県

8
橋
本
市
①

串
本
町
①
②

新
宮
市
①

湯
浅
町
①

御
坊
市
②

海
南
市
②

広
川
町
②

有
田
川
町
②

31
鳥
取
県

1
鳥
取
市
①

32
島
根
県

2
大
田
市
①
②

雲
南
市
②

33
岡
山
県

7
岡
山
市
①
②

瀬
戸
内
市
①

倉
敷
市
①
②

総
社
市
①

赤
磐
市
①

勝
央
町
①

吉
備
中
央
町
①

34
広
島
県

0

35
山
口
県

0

36
徳
島
県

6
徳
島
市
①

石
井
町
①
②

神
山
町
①

吉
野
川
市
①

小
松
島
市
①
②

美
馬
市
①

37
香
川
県

1
高
松
市
①
②

38
愛
媛
県

0

39
高
知
県

2
香
美
市
①

高
知
市
①

40
福
岡
県

5
大
木
町
①

志
免
町
①
②

粕
屋
町
①

鞍
手
町
①

行
橋
市
①

41
佐
賀
県

3
有
田
町
①

嬉
野
市
①

武
雄
市
①

諫
早
市
①

佐
世
保
市
①

大
村
市
①

長
崎
市
①
②

長
与
町
①

西
海
市
①
②

時
津
町
①

東
彼
杵
町
①

五
島
市
①

川
棚
町
①

波
佐
見
町
①

天
草
市
①

玉
名
市
①

宇
土
市
①

阿
蘇
市
①

合
志
市
①
②

菊
池
市
①

湯
前
町
①

益
城
町
①

山
都
町
①

御
船
町
①

あ
さ
ぎ
り
町
①

菊
陽
町
①

玉
東
町
①

八
代
市
①
②

水
俣
市
①

44
大
分
県

1
中
津
市
①
②

45
宮
崎
県

3
都
城
市
①

延
岡
市
①

串
間
市
①

霧
島
市
①

薩
摩
川
内
市
①
②

曽
於
市
①

長
島
町
①
②

南
さ
つ
ま
市
①
②

東
串
良
町
①

錦
江
町
①

南
大
隅
町
①

肝
付
町
①

鹿
屋
市
①
②

阿
久
根
市
①

出
水
市
①

沖
縄
市
①
②

名
護
市
①

糸
満
市
①
②

豊
見
城
市
①

浦
添
市
①

石
垣
市
①

嘉
手
納
町
①

南
城
市
①

今
帰
仁
村
①
②

金
武
町
①

国
頭
村
①

北
谷
町
①
②

西
原
町
①
②

大
宜
味
村
①

八
重
瀬
町
①

南
風
原
町
①
②

久
米
島
町
①

与
那
原
町
①

う
る
ま
市
①
②

宮
古
島
市
①
②

那
覇
市
①

宜
野
湾
市
①

本
部
町
②

3
4
0
(
2
0
.
9
%
)

市
区

町
村

27
大
阪
府

11

42
長
崎
県

11

43
熊
本
県

15

46
鹿
児
島
県

12

47
沖
縄
県

23

合
計

※
（
　
）
内
は
ク
ラ
ブ
実
施
市
区
町
村
数
（
1
,
6
2
3
市
区
町
村
）
に
対
す
る
割
合
で
あ
る
。
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令
和
２
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
の
実
施
状
況
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

N
o
.

都
道
府

県
実
施
市
区

町
村

数

札
幌
市

帯
広
市

苫
小
牧
市

旭
川
市

恵
庭
市

根
室
市

名
寄
市

白
糠
町

弟
子
屈
町

池
田
町

士
幌
町

石
狩
市

大
樹
町

当
別
町

豊
浦
町

音
更
町

安
平
町

厚
真
町

上
富
良
野
町

鷹
栖
町

月
形
町

栗
山
町

京
極
町

八
雲
町

函
館
市

2
青
森
県

4
む
つ
市

五
所
川
原
市

三
沢
市

新
郷
村

滝
沢
市

大
槌
町

住
田
町

花
巻
市

北
上
市

盛
岡
市

大
船
渡
市

奥
州
市

陸
前
高
田
市

一
関
市

久
慈
市

4
宮
城
県

6
利
府
町

富
谷
市

大
和
町

大
郷
町

塩
竈
市

登
米
市

大
仙
市

三
種
町

五
城
目
町

八
峰
町

北
秋
田
市

に
か
ほ
市

能
代
市

横
手
市

鹿
角
市

由
利
本
荘
市

湯
沢
市

潟
上
市

大
館
市

村
山
市

天
童
市

寒
河
江
市

鶴
岡
市

東
根
市

酒
田
市

新
庄
市

高
畠
町

遊
佐
町

庄
内
町

飯
豊
町

白
鷹
町

大
石
田
町

大
江
町

尾
花
沢
市

南
陽
市

河
北
町

山
形
市

米
沢
市

7
福
島
県

9
福
島
市

須
賀
川
市

南
相
馬
市

飯
舘
村

湯
川
村

川
俣
町

伊
達
市

会
津
若
松
市

い
わ
き
市

ひ
た
ち
な
か
市

日
立
市

結
城
市

石
岡
市

水
戸
市

常
総
市

つ
く
ば
市

北
茨
城
市

境
町

か
す
み
が
う
ら
市

那
珂
市

東
海
村

八
千
代
町

小
美
玉
市

那
須
烏
山
市

益
子
町

壬
生
町

芳
賀
町

茂
木
町

足
利
市

栃
木
市

小
山
市

真
岡
市

さ
く
ら
市

那
須
塩
原
市

矢
板
市

前
橋
市

高
崎
市

下
仁
田
町

玉
村
町

大
泉
町

千
代
田
町

み
な
か
み
町

中
之
条
町

邑
楽
町

榛
東
村

伊
勢
崎
市

桐
生
市

渋
川
市

富
岡
市

館
林
市

安
中
市

沼
田
市

狭
山
市

春
日
部
市

加
須
市

鴻
巣
市

上
尾
市

本
庄
市

戸
田
市

越
谷
市

蕨
市

さ
い
た
ま
市

川
越
市

飯
能
市

秩
父
市

熊
谷
市

志
木
市

朝
霞
市

蓮
田
市

幸
手
市

和
光
市

入
間
市

美
里
町

寄
居
町

上
里
町

宮
代
町

と
き
が
わ
町

鳩
山
町

吉
見
町

松
伏
町

川
島
町

鶴
ヶ
島
市

白
岡
市

滑
川
町

千
葉
市

船
橋
市

習
志
野
市

市
川
市

流
山
市

浦
安
市

富
津
市

鴨
川
市

勝
浦
市

四
街
道
市

酒
々
井
町

東
庄
町

1
3

東
京
都

9
多
摩
市

日
野
市

武
蔵
野
市

足
立
区

町
田
市

青
梅
市

板
橋
区

文
京
区

中
野
区

1
4

神
奈
川
県

9
横
浜
市

川
崎
市

茅
ヶ
崎
市

座
間
市

葉
山
町

平
塚
市

開
成
町

横
須
賀
市

相
模
原
市

1
5

新
潟
県

3
新
潟
市

南
魚
沼
市

魚
沼
市

1
6

富
山
県

0
野
々
市
市

穴
水
町

宝
達
志
水
町

志
賀
町

金
沢
市

小
松
市

輪
島
市

羽
咋
市

白
山
市

七
尾
市

加
賀
市

1
8

福
井
県

4
福
井
市

坂
井
市

越
前
町

鯖
江
市

1
9

山
梨
県

2
中
央
市

昭
和
町

2
0

長
野
県

7
上
田
市

松
本
市

伊
那
市

須
坂
市

木
曽
町

辰
野
町

佐
久
市

2
1

岐
阜
県

9
高
山
市

大
垣
市

中
津
川
市

関
市

瑞
浪
市

恵
那
市

多
治
見
市

可
児
市

岐
南
町

2
2

静
岡
県

7
袋
井
市

藤
枝
市

御
殿
場
市

掛
川
市

島
田
市

伊
東
市

三
島
市

名
古
屋
市

豊
田
市

津
島
市

瀬
戸
市

半
田
市

豊
川
市

春
日
井
市

一
宮
市

知
立
市

日
進
市

豊
明
市

知
多
市

北
名
古
屋
市

長
久
手
市

小
牧
市

扶
桑
町

大
府
市

2
4

三
重
県

8
熊
野
市

御
浜
町

紀
北
町

大
紀
町

尾
鷲
市

松
阪
市

四
日
市
市

津
市

山
形
県

1
9

8
茨
城
県

1
4

市
区
町
村

1
北
海
道

2
5

3
岩
手
県

1
1

5
秋
田
県

1
7

石
川
県

1
1

2
3

愛
知
県

1
7

1
1

埼
玉
県

3
2

1
2

千
葉
県

1
2

9
栃
木
県

1
2

1
0

群
馬
県

1
7

1
3

6
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令
和
２
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
の
実
施
状
況
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

N
o
.

都
道

府
県

実
施

市
区

町
村

数

高
島
市

東
近
江
市

米
原
市

甲
賀
市

湖
南
市

日
野
町

竜
王
町

大
津
市

長
浜
市

栗
東
市

守
山
市

近
江
八
幡
市

26
京
都
府

3
京
都
市

大
山
崎
町

木
津
川
市

27
大
阪
府

4
島
本
町

忠
岡
町

大
阪
市

泉
南
市

28
兵
庫
県

10
神
戸
市

尼
崎
市

上
郡
町

明
石
市

西
宮
市

三
木
市

三
田
市

川
西
市

加
古
川
市

播
磨
町

29
奈
良
県

4
田
原
本
町

生
駒
市

天
理
市

橿
原
市

30
和
歌
山
県

10
田
辺
市

上
富
田
町

有
田
川
町

白
浜
町

印
南
町

美
浜
町

広
川
町

湯
浅
町

九
度
山
町

か
つ
ら
ぎ
町

31
鳥
取
県

1
鳥
取
市

32
島
根
県

3
邑
南
町

安
来
市

大
田
市

33
岡
山
県

10
岡
山
市

倉
敷
市

津
山
市

矢
掛
町

里
庄
町

美
作
市

赤
磐
市

笠
岡
市

井
原
市

瀬
戸
内
市

34
広
島
県

3
広
島
市

東
広
島
市

安
芸
高
田
市

35
山
口
県

6
宇
部
市

山
口
市

下
松
市

美
祢
市

周
防
大
島
町

和
木
町

36
徳
島
県

2
小
松
島
市

石
井
町

37
香
川
県

3
高
松
市

多
度
津
町

小
豆
島
町

38
愛
媛
県

1
松
山
市

39
高
知
県

10
高
知
市

四
万
十
市

奈
半
利
町

香
美
市

土
佐
清
水
市

須
崎
市

土
佐
市

い
の
町

南
国
市

安
芸
市

北
九
州
市

う
き
は
市

行
橋
市

久
留
米
市

宮
若
市

嘉
麻
市

新
宮
町

み
や
ま
市

志
免
町

み
や
こ
町

朝
倉
市

41
佐
賀
県

6
嬉
野
市

唐
津
市

鳥
栖
市

有
田
町

太
良
町

佐
賀
市

42
長
崎
県

8
諫
早
市

大
村
市

佐
世
保
市

長
崎
市

時
津
町

長
与
町

西
海
市

東
彼
杵
町

宇
土
市

熊
本
市

菊
池
市

玉
名
市

水
俣
市

八
代
市

大
津
町

合
志
市

菊
陽
町

阿
蘇
市

あ
さ
ぎ
り
町

湯
前
町

嘉
島
町

山
都
町

氷
川
町

多
良
木
町

44
大
分
県

8
中
津
市

日
田
市

別
府
市

杵
築
市

豊
後
高
田
市

宇
佐
市

臼
杵
市

由
布
市

45
宮
崎
県

7
都
農
町

串
間
市

延
岡
市

綾
町

高
鍋
町

都
城
市

宮
崎
市

さ
つ
ま
町

姶
良
市

肝
付
町

大
和
村

奄
美
市

志
布
志
市

龍
郷
町

南
九
州
市

喜
界
町

徳
之
島
町

和
泊
町

指
宿
市

枕
崎
市

阿
久
根
市

出
水
市

垂
水
市

西
之
表
市

曽
於
市

南
さ
つ
ま
市

薩
摩
川
内
市

宜
野
湾
市

石
垣
市

宮
古
島
市

う
る
ま
市

南
城
市

宜
野
座
村

国
頭
村

大
宜
味
村

今
帰
仁
村

本
部
町

与
那
原
町

沖
縄
市

名
護
市

久
米
島
町

4
3
2
(
2
6
.
6
%
)

25
滋
賀
県

12

市
区

町
村

合
計

※
（
　
）
内
は
ク
ラ
ブ
実
施
市
区
町
村
数
（
1
,
6
2
3
市
区
町
村
）
に
対
す
る
割
合
で
あ
る
。

46
鹿
児
島
県

20

47
沖
縄
県

14

40
福
岡
県

11

43
熊
本
県

16
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【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
事
業
内
容
】

①
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
経
費
（
研
修
受
講
、
か
か
り
増
し
経
費
等
）

②
事
業
所
等
へ
の
マ
ス
ク
や
消
毒
液
等
の
配
布
、
感
染
防
止
用
の
備
品
購
入

【
対
象
事
業
所
】
(1
)放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
(2
)利
用
者
支
援
事
業
、
(3
)延
長
保
育
事
業
、
(4
)子
育
て
短
期
支
援
事
業
、

(5
)乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
(6
)養
育
支
援
訪
問
事
業
、
(7
)地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
(8
)一
時
預
か
り
事
業
、

(9
)病
児
保
育
事
業
、
(1
0
)フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
（
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
）

【
補
助
基
準
額
】
①
と
②
の
合
計

（
１
）
1
支
援
の
単
位
あ
た
り

利
用
定
員
1
9
人
以
下

3
0
0
千
円
以
内

利
用
定
員
2
0
人
以
上
5
9
人
以
下

4
0
0
千
円
以
内

利
用
定
員
6
0
人
以
上

5
0
0
千
円
以
内

（
３
）
事
業
を
実
施
す
る
保
育
所
等
の
補
助
基
準
額
の
1
／
2
の
額
以
内

（
２
）
、
（
４
）
～
（
1
0
）

１
か
所
等
当
た
り

3
0
0
千
円
以
内

※
（
5
)(
6
)(
1
0
)は
１
市
区
町
村
当
た
り
、
そ
の
他
事
業
は
１
か
所
当
た
り
。

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
：
１
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
３

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
）

【
概
要
】

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
お
い
て
、
感
染
症
に
対
す
る
強
い
体
制
を
整
え
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
し
つ
つ
、
事
業
を
継
続
的
に
提
供
し

て
い
く
た
め
、
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
事
業
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費
の
ほ
か
、
事
業
所
等
が
配
布
す

る
子
ど
も
用
マ
ス
ク
、
消
毒
液
等
の
卸
・
販
社
か
ら
の
一
括
購
入
等
や
事
業
所
等
の
消
毒
に
必
要
と
な
る
経
費
を
補
助
す
る
。

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
お
け
る
マ
ス
ク
購
入
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
）

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
い
て
、
業
務
の
I
C
T化

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
を
行
う
た
め
に
必
要

な
経
費
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け
た
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
を
図
る
。

１
．
事
業
の
趣
旨
・
内
容

①
I
C
T
化
の
推
進

利
用
児
童
等
の
入
退
出
の
管
理
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
や
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
相
談
支
援
に
必
要
な
IC
T
機
器
の

導
入
等
の
環
境
整
備
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
業
務
の
I
C
T化

を
推
進

す
る
。

②
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
研
修
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
講
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム
基
盤
の
導
入
に
か
か
る
費
用

等
を
補
助
す
る
。

４
．
実
施
主
体

５
．
補
助
率

市
区
町
村

国
：
1
／
3
、
都
道
府
県
：
1／

3、
市
区
町
村
：
1／

3

２
．
対
象
事
業

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
利
用
者
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

8

３
．
補
助
基
準
額

１
か
所
等
当
た
り

5
0
0千

円
※
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
は
１
支
援
の
単
位
当
た
り
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
は
１
市
区
町
村
当
た
り
、
そ
の
他
事
業
は
１
か
所
当
た
り
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
）

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
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○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
、
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
い
、
午
前
中
か
ら
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
開
所
す
る
等

を
行
っ
た
場
合
に
、
追
加
で
生
じ
る
費
用
に
つ
い
て
財
政
支
援
を
行
う
。

①
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
う放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
対
応
に
か
か
る
財
政
支
援

○
市
区
町
村
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
臨
時
休
業
さ
せ
た
場
合
等
、
市
区
町

村
が
保
護
者
へ
返
却
す
る
日
割
り
利
用
料
に
つ
い
て
財
政
支
援
を
行
う
。

②
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
料
に
か
か
る
財
政
支
援

○
小
学
校
の
臨
時
休
業
等
に
伴
い
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
･サ

ポ
ー
ト
･セ

ン
タ
ー
事
業
を
利
用
し
た
場
合
の
利
用
料
に
つ
い
て
、
減
免
を
行
っ
た

場
合
に
生
じ
る
費
用
に
つ
い
て
財
政
支
援
を
行
う
。

③
ファ
ミリ
ー
･サ
ポ
ー
ト･
セ
ン
タ
ー
事
業
の
利
用
料
に
か
か
る
財
政
支
援

補
助

基
準

額

・
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
い
、
午
前
中
か
ら
運
営
す
る
場
合
に
補
助

➣
１
支
援
・
１
日
当
た
り
、
計
３
２
，
０
０
０
円
の
申
請
が
可
能

・
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
い
、
支
援
の
単
位
を
新
た
に
設
け
て
運
営
す
る
場
合
に
補
助

➣
１
支
援
・
１
日
当
た
り
、
計
６
２
，
０
０
０
円
の
申
請
が
可
能

※
そ
の
他
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
い
、
午
前
中
か
ら
障
害
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
場
合
の
補
助
あ
り

※
保
護
者
負
担
は
求
め
な
い
こ
と
と
す
る

補
助

率
国
１
／
３

補
助

基
準

額
１
人
・
１
日
当
た
り
５
０
０
円

補
助

率
国
１
／
３

補
助

基
準

額
１
日
・
１
人
当
た
り
６
，
４
０
０
円

補
助

率
国
１
／
３

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

（
内
閣
府
所
管
）
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
お
け
る
学
校
の
臨
時
休
業
等
に
伴
う
対
応
に
対
す
る
財
政
支
援

令
和
３
年
度
予
算
案
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3
,
2
3
5
人

4
,
2
3
4
人

約
4
,
3
0
0
人

約
4
,
7
0
0
人

約
5
,
2
6
0
人

約
5
,
2
6
0
人

2,
50

0人

3,
00

0人

3,
50

0人

4,
00

0人

4,
50

0人

5,
00

0人

20
17
年
度
実
績

20
19
年
度
計
画

20
19
年
度
実
績

20
20

.4
.1
時
点

20
20
年
度
計
画

20
21
年
度
計
画

20
22
年
度
計
画

3
,
8
1
7
人

児
童

相
談

所
に
お

け
る

児
童

福
祉

司
の

配
置

状
況

及
び

令
和

３
年

度
の

計
画

に
つ

い
て

■
新
プ
ラ
ン
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
司
の

人
口
あ
た
り
配
置
標
準
を
人
口
４
万
人
に
１
人
か
ら
、
３
万
人
に
１
人
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
、

20
22
年
度
ま
で
に
約
5,
26
0人

の
体
制
と
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
。

■
児
童
福
祉
司
の
配
置
状
況
に
つ
い
て
は

、
20
17
年
度
の
実
績
（
3,
23
5人

）
に
対
し
て
、
20
20
年
４
月
１
日
時
点
で
約
1,
00
0人

増
加
し
、

4,
23
4人

と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
今
年
度
中

に
、
約
35
0人

が
追
加
配
置
さ
れ
る
見
込
み

（
※
）
と
な
っ
て
お
り
、
約
4,
60
0人

の
体
制
と
な
る
。

（
※
）

児
童

福
祉

司
の
任

用
前

講
習

会
を
修

了
す
る

こ
と
に

よ
り

、
児
童
福

祉
司

と
し
て

配
置
さ
れ

る
予
定

の
者

が
3
19
人

と
な

っ
て

い
る

ほ
か
、

令
和
２

年
７
月

に
児

童
相

談
所

を
設
置
し

た
荒

川
区
で
2
7
人
が
配

置
さ

れ
て
い
る

。
（

令
和
３

年
度
に
は

、
港
区

、
中
野

区
、

奈
良
市

が
新
た
に

児
童

相
談

所
を

設
置

予
定
）

■
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数

の
増
加

（
2
01
8年

度
：
1
59
,8
38
件

→
 
20
19
年
度
：

19
3,
78
0件

）
や
、
自
治
体
の
増
員
状
況
等
を
踏
ま
え
、

児
童
福
祉
司
に
関
す
る
新
プ
ラ
ン
の
目
標

に
つ
い
て
、
１
年
前
倒
し
を
行
い
、
20
21
年
度
（
令
和
３
年
度
）
に
約
5,
26
0人

の
体
制
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

（
※

）
児
童
心

理
司

に
つ
い

て
も

、
新

プ
ラ

ン
の

目
標
の

１
年
前
倒

し
を

行
い

、
20
21
年
度
（

令
和

３
年
度
）

に
約
2
,
1
5
0人

の
体

制
と

な
る

こ
と
を

目
指

す
。

（
※

）
こ
れ
ら

の
計

画
を
踏

ま
え

、
必

要
な

地
方
財
政
措
置
を

講
じ
る
予
定
。 ＋
約
1
,0
00
人

(対
2
0
1
7
年
度
）

（
プ
ラ
ン
最
終
年
度
）

（
プ
ラ
ン
初
年
度
）

（
プ
ラ
ン
２
年
度
目
）

＋
約
3
5
0
人

（
2
0
2
0
年
度
中
に

追
加
配
置
予
定
）

（
プ
ラ
ン
３
年
度
目
）

新
プ
ラ
ン
の
目
標
を
１
年
前
倒
し
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【
児
童
相
談
所
】

4,
30
0
人

4,
70
0
人

5,
26
0
人

5,
26
0
人

1,
07
0
人

1,
47
0
人

2,
02
0
人

2,
02
0
人

1,
61
0
人

1,
79
0
人

2,
15
0
人

2,
15
0
人

26
0
人

44
0
人

79
0
人

79
0
人

11
0
人

各
児
童
相
談
所

各
児
童
相
談
所

※
 
上
記
の
計
画
を
踏
ま
え
、
必
要
な
地
方
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
予
定
。

各
児
童
相
談
所

各
児
童
相
談
所

児
童
心
理
司

1,
36
0
人

保
健
師

10
0
人

児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
新
プ
ラ
ン
）
計
画
値

20
17
年
度

（
実
績
）

20
19
年
度

（
新
プ
ラ
ン
初
年
度
）

20
22
年
度

（
新
プ
ラ
ン
目
標
）

児
童
福
祉
司

3,
24
0
人

20
20
年
度

（
新
プ
ラ
ン
２
年
度
目
）

20
21
年
度

（
新
プ
ラ
ン
３
年
度
目
）

＋
＋ ＋

＋ ＋＋
＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋＋ ＋

＋ ＋＋ ＋
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要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
概
要

従
来
の
対
応
（
一
般
的
な
例
）

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
導
入
後
の
対
応

・
近
年
に
発
生
し
た
児
童
虐
待
の
事
案
で
は
、
転
居
し
た
際
の
自
治
体
間
の
引
き
継
ぎ
や
、
児
童
相
談
所
と
市
町
村
の
情
報
共
有
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が

課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
こ
の
た
め
、
転
居
し
た
際
に
自
治
体
間
で
的
確
に
情
報
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
と
市
町
村
に
お
い
て
夜
間
・
休
日
も
含
め
、
日
常
的
に
迅
速

な
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
。

・
令
和
２
年
度
予
算
で
は
、
全
国
統
一
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
開
発
経
費
と
自
治
体
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
改
修
経
費
、
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
で
は
、

自
治
体
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
改
修
経
費
、
令
和
３
年
度
当
初
予
算
案
に
お
い
て
は
、
全
国
統
一
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
運
用
・
保
守
経
費
を
計
上
し
て
い
る
。

背
景
・
目
的

①
通
告
受
理

・
関
係
機
関
等
か
ら
の
通
告
を
受
理
し
、
そ
の
際
に
得
た
情
報
を
記
録

・
児
童
相
談
所
に
お
け
る
過
去
の
対
応
歴
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

住
所
地
の
市
町
村
等
に
お
け
る
過
去
の
対
応
歴
を
電
話
で
確
認

・
通
告
者
が
把
握
し
て
い
る
情
報
以
外
の
情
報
を
収
集
。
必
要
に
応

じ
、
市
町
村
等
か
ら
電
話
で
聴
取
。

（
例
：
住
所
、
利
用
機
関
（
保
育
所
等
）
・
就
学
状
況
、
家
庭
の
状
況
等
）

【
児
童
相
談
所
が
新
た
に
虐
待
事
案
の
通
告
を
受
け
た
場
合
の
情
報
共
有
・
情
報
収
集
の
例
】

・
関
係
機
関
等
か
ら
の
通
告
を
受
理
し
、
そ
の
際
に
得
た
情
報
を
記
録

・
過
去
の
対
応
歴
の
有
無
に
つ
い
て
、
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
で
検
索

（
夜
間
・
休
日
な
ど
、
市
町
村
の
職
員
が
不
在
の
場
合
で
も
把
握
可
能
）

・
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
に
市
町
村
が
登
録
し
て
い
る
情
報
を
確
認

（
例
：
住
所
、
利
用
機
関
（
保
育
所
等
）
・
就
学
状
況
、
家
庭
の
状
況
等
）

②
ケ
ー
ス
の
進
行
管
理

・
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
実
務
者
会
議
（
２
月
に
１
度
程
度
）

や
電
話
等
に
よ
り
、
各
ケ
ー
ス
の
状
況
変
化
等
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
支
援
方
針
を
確
認

・
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
仕
組
み
に
加
え
、
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
、
児
童
相
談
所
と
管
内
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
有
す
る

ケ
ー
ス
記
録
を
常
時
、
相
互
閲
覧
可
能

（
ケ
ー
ス
記
録
の
登
録
情
報
が
変
更
さ
れ
た
際
、
シ
ス
テ
ム
上
で
自
動
的
に
関
係

自
治
体
に
通
知
（
（
例
）
市
町
村
→
児
童
相
談
所
）
）

③
転
出
の
際
の
引
き
継
ぎ
等

・
転
出
先
の
児
童
相
談
所
に
電
話
や
文
書
の
郵
送
等
に
よ
り
連
絡

（
緊
急
性
の
高
い
事
案
は
対
面
で
引
き
継
ぎ
を
実
施
）

・
児
童
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
、
各
都
道
府
県
の
児
童
相
談
所
に

FA
Xで
情
報
共
有
を
行
い
、
当
該
児
童
の
情
報
収
集
を
実
施

・
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
ケ
ー
ス
記
録
の
情
報
提
供
を
行
い
、

正
確
な
情
報
を
速
や
か
に
伝
え
る
こ
と
が
可
能

・
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
行
方
不
明
と
な
っ
た
児
童
の
情
報
共
有

や
情
報
収
集
を
実
施
（
電
子
的
な
管
理
に
よ
り
過
去
の
情
報
等
の
検
索
が
容
易
）
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事 務 連 絡 

令和３年 1 月８日 

 

緊急事態措置を実施すべき区域内の 

  都 道 府 県 

 指 定 都 市  児童福祉主管部局 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた 

支援対象児童等への対応等について 

 

児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

昨年４月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）に

基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、同宣言に基づき緊急事態措置を実施

すべき期間（同日から５月31日まで）において、「新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対象児童等への対応について」（令和２

年４月10日付け事務連絡）、「「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事

態宣言等を踏まえた支援対象児童等への対応について」に関するＱ＆Ａについて」

（令和２年４月23日付け事務連絡）、「「子どもの見守り強化アクションプラン」の実

施について」（令和２年４月27日付け子発0427第３号厚生労働省子ども家庭局長通

知）を発出し、子どもの生活環境の変化に伴う支援対象児童等の状況の変化の把握

に努めるとともに、必要な支援に取り組んでいただいたところです。（別添参照） 

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、令和３年１月８日から２

月７日までが緊急事態措置を実施すべき期間とされたことから、緊急事態措置を実

施すべき区域内の自治体におかれては、別添の内容にご留意の上、支援が必要な子

どもや家庭に遺漏なく対応していただきますよう、お願いいたします。 

また、各自治体での対応に当たっては、令和２年度第一次補正予算や第二次補正予

算において、 

① 支援を必要とする子ども等の状況把握や食事提供等を通じた見守り体制を強化す

るための「支援対象児童等見守り強化事業」 

② 濃厚接触者等の子どもの対応に当たって、一時保護所に看護師の配置等を行うこ

とによる体制強化を支援する「一時保護所及び児童養護施設等における医療連携

体制強化事業」 

③ 宿泊施設の借り上げ費用や、一時保護所等の改修費用等を支援する「児童養護施

設等の生活向上のための環境改善事業」 

を盛り込んでいるため、こうした事業も有効にご活用ください。 
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なお、これらの事業については、令和２年度第三次補正予算案に引き続き盛り込ん

でいるほか、令和３年度予算案においては、 

・ 濃厚接触者等の子どもを医療機関に一時保護委託する場合、医療機関に対して一

時保護委託手当（日額（案）：36,460円）の支弁を可能とする仕組みを創設（里

親委託費・児童入所施設措置費等） 

することとしておりますので、念のため申し添えます。 

各都道府県におかれましては、貴管内市町村（指定都市及び中核市を除き、特別区

を含む。）への周知をお願いいたします。 
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事 務 連 絡 

令和２年４月 10日 

 

都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部局・母子保健主管部局 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対

象児童等への対応について 

 

児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴

う、要保護児童対策地域協議会等における支援対象児童等への対応について」（令和

２年３月４日付け事務連絡）を発出し、学校の休業等を踏まえ、子どもの生活環境の

変化に伴う支援対象児童等の状況の変化の把握に努めるとともに、必要な支援に取り

組んでいただいているところです。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、外出自粛等が行われている

状況の中、今後、生活不安やストレスによるＤＶ被害等の増加も懸念されます。 

こうした中、今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）

に基づき、緊急事態宣言が行われたこと等を踏まえ、下記の内容に留意の上、支援が

必要な子どもや家庭に適切に対応していただきますよう、お願いいたします。 

 なお、各都道府県におかれましては、貴管内市町村（指定都市及び中核市を除き、

特別区を含む。）への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．支援対象児童等の状況の変化の確認 

要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童及び特定妊婦（以下

「支援対象児童等」という。）について、実務者会議や個別ケース検討会議の開催の

ほか、各ケースの主たる支援機関となっている機関との連絡等により、支援対象児

童等の状況の把握を行う体制を改めて確認し、引き続き、状況の変化の把握に遺漏

なきよう、お願いいたします。 

この際、地域の実情を踏まえつつ、以下の取組等を参考に、児童相談所又は市町

村（特別区を含む。以下同じ。）が教育委員会をはじめとする学校関係者・関係機関

との連携体制等を協議し、学校現場での取組等を活用して得た児童の情報の共有を
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図り、適切な支援につなげるための取組を検討いただきますよう、お願いいたしま

す。 

 

（参考例） 

・ 休校期間中に設けられた登校日において、教職員等が支援対象児童等と面会し、状況

の聞き取りを行うこと 

・ 学校が生徒に配布したタブレット等のＩＣＴ機器を用いた通信手段（チャット等）に

よる状況の確認を行うこと 

・ 学校に配置されているスクールソーシャルワーカー等が電話等により児童生徒の心の

ケアなど必要な支援を行うこと 等 

 

また、市町村の母子保健主管部局や子育て世代包括支援センターにおける相談支

援及び保健師の訪問指導等の母子保健事業等においても、生活環境の変化による児

童虐待等のリスクに留意し、支援対象児童等を把握した場合には、市町村の児童福

祉主管部局、子ども家庭総合支援拠点又は児童相談所に情報提供を行っていただき

ますよう、お願いいたします。 

なお、状況の変化の確認を行う中で、状況が悪化していると判断した場合、児童

相談所及び市町村は、支援内容の見直しを行うなど、支援対象児童等に、適切な支

援を講じることが必要です。特に、特定妊婦については、養育支援訪問事業等によ

る適切な支援につなげていただくよう、お願いいたします。 

 

２．児童虐待の通報に係る周知や子育てに関する啓発等 

子どもや家庭をめぐる生活環境の変化により、児童虐待が発生するおそれがある

ことから、改めて児童虐待の通報先（児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」等）

について、住民や関係機関に周知を行うとともに、育児疲れ等の相談についても、

適切な支援につなげるよう、必要な対応を行うことが必要です。 

また、本年４月１日に、体罰の禁止を含む 「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 46号）が施行されたこと

を踏まえ、体罰によらない子育てを社会全体で進めるための広報に取り組んでいた

だいているところですが、啓発用のリーフレット等も活用し、子育ての工夫や子育

て支援の相談窓口も含め、より一層の広報・啓発に取り組んでいただくよう、お願

いいたします。 

さらに、子育てに悩みを抱える者や子ども本人からの相談に対して、ＳＮＳ等を

活用した相談窓口の設置等も検討いただきますよう、お願いいたします。この対応

に当たり、令和２年度予算において、相談窓口の開設・運用するための補助（ＳＮ

Ｓ等相談事業）に必要な予算を計上しています。 

 

（参考）＜ＳＮＳ等相談事業＞ 

（児童虐待・DV対策等総合支援事業） 

【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 

－173－



【補助基準額】１自治体当たり 38,679千円 

       ※同一機関においてＤＶ相談も併せて行う場合の加算：28,979千円 

【補助率】    国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2 

 

３．児童虐待防止施策とＤＶ防止施策との連携強化 

今後、外出自粛の長期化等に伴うＤＶの増加も懸念されることから、ＤＶ事案

については、児童相談所・市町村と配偶者暴力相談支援センター等の関係機関が

連携し、迅速な情報共有を行い、適切な支援につなげるよう、一層の連携強化を

お願いいたします。 

なお、令和２年度予算において、婦人相談所に児童相談所等の関係機関との連絡

調整を行うコーディネーターを配置する経費を計上していますので、これも有効に

活用しつつ、連携体制の強化をお願いいたします。 

 

（参考）＜ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業＞ 

（児童虐待・DV対策等総合支援事業） 

【実施主体】 都道府県、婦人相談所を設置している指定都市 

【補助基準額】１か所当たり 6,217千円 

【補助率】    国：1/2、都道府県、婦人相談所を設置している指定都市：1/2 

 

４．市町村が実施する子育て支援に関する事業の活用等 

市町村の子ども家庭総合支援拠点等を通じて、支援が必要な子どもや家庭を把握

し、育児疲れを抱える保護者に対する子育て短期支援事業や養育支援事業等のほか、

令和２年度に創設した子育て支援訪問事業などの子育て支援に関する事業に適切

につないでいくよう、お願いいたします。 

また、市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業等を活用して、子ども家庭総合

支援拠点の設置や体制強化等に取り組んでいただくよう、お願いいたします。 

 

（参考）＜子育て支援訪問事業＞ 

（児童虐待・DV対策等総合支援事業） 

【事業内容】 

・継続的な関わりが必要な家庭に対し、訪問等を通じて、育児用品等（ミルクや食

材等を含む。）を配布する取組について補助 

【実施主体】 市町村 

【補助基準額】１人当たり 8千円 

【補助率】    国：1/2、市町村：1/2 

 

５．児童福祉施設等における感染予防対応等 

児童福祉施設及び一時保護所等においては、「社会福祉施設等における感染拡大

防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日付け事務連絡）等を踏

まえ、「３つの密」を避けることや消毒を徹底すること等の感染防止や、感染が発生
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した場合における感染拡大防止について、適切な対応をお願いいたします。 

 

６．保護者が新型コロナウイルス感染により入院した場合等の対応 

保護者が新型コロナウイルスの感染のため病院に入院した場合、衛生部門におい

て、同居していた子ども等の入院措置や、自宅・宿泊での療養、待機等につき必要

な判断が行われることとなりますが、親族等による保護が難しい場合には、子ども

の保護について、衛生部門から児童相談所への相談も想定されます。こうした場合

における子どもの迅速な保護ができるよう、あらかじめ、児童福祉部門と衛生部門

が連携し、都道府県、市町村のほか、関係施設等で相談の上で、役割分担等の子ど

もの保護の対応について、検討を行っていただきますよう、お願いいたします。 

なお、令和２年度予算においても、一時保護所や児童養護施設等における居室等

を空間的に分離するための個室化等の環境改善事業を計上しています。 

 

（参考）＜児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業＞ 

（児童虐待・DV対策等総合支援事業） 

【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 等 

【補助基準額】１か所当たり 800万円 

【補助率】    １/２ 

※児童養護施設のほか、児童相談所及び一時保護所等も補助対象となっている。 
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事 務 連 絡 

令和２年４月２３日 

 

都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部局 御中 

中核市 

 

 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 

 

 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援

対象児童等への対応について」に関するＱ＆Ａについて 

 

 

 

  児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、様々な対策が講じられている中、

児童相談所及び市町村における支援対象児童等への対応について、「新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対象児童等への対

応について」（令和２年４月10日付け事務連絡）を発出したところです。 

 当該事務連絡のうち、保護者が新型コロナウイルスに感染したことにより入院した

場合等の対応について、別添のとおり、Ｑ＆Ａを作成いたしましたので、参照してい

ただきますよう、お願いいたします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴管内市町村（指定都市及び中核市を除き、

特別区を含む。）への周知をお願いいたします。 
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保護者が新型コロナウイルスに感染したことにより入院した場合等の対応等に関するＱ＆Ａ  

 

 

 

 

 

 
 

（答） 

 

【子どもが濃厚接触者となった場合の保護について】 
 

○ 子どもが新型コロナウイルス陽性の保護者と濃厚接触した場合に、検査結果が陰

性であったり、検査対象となっていない（検査結果待ちを含む）ときは、基本的に

は自宅で待機していただくこととなる。こうした場合に、保護者の代わりに、親族

等に子どもの養育や健康管理をお願いすることとなるが、養育が可能な親族等がお

らず、子どもだけでは自宅での生活や健康管理が困難な場合も想定される。 

 

○ 上記のような場合に、子どもの保護について、衛生部門から児童福祉部門に相談

が行われることも想定されるが、例えば、 

（１）児童養護施設等において実施される子育て短期支援事業を利用すること 

（２）一時保護所で一時保護を行うこと 

（３）児童養護施設等に一時保護委託を行うこと 

が考えられる。 

  また、子どもの症状等を踏まえ、衛生部門と協議の上、保護者の入院先の医療機

関へ子どもの一時保護委託について相談することも考えられる。 

 

【子どもを保護する施設における感染拡大防止のための留意点について】 
 

○ こうした子どもを保護する施設においては、「社会福祉施設等における感染拡大

防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日付け事務連絡）等に基

づき、 

・原則として、個室で対応すること 

・保健所により濃厚接触者とされた子どもと、その他の子どもの対応に当たって、

可能な限り、担当職員を分けて対応すること 

・使い捨て手袋、マスクを着用すること。咳き込みなどがあり、飛沫感染のリスク

が高い状況では、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用す

こと 

など、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応を実施し、感染防

止に万全を図る必要がある。 

 

（別添） 

問 令和２年４月 10 日付け事務連絡では、「児童福祉部門と衛生部門が連携し、

都道府県、市町村のほか、関係施設等で相談の上で、役割分担等の子どもの保

護の対応について、検討」を行うこととされているが、具体的にどのような対

応が考えられるのか。 
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【受け入れ先の確保について】 
 

○ 子どもの受け入れ体制については、各地域の実情が様々であると考えられること

から、子どもを迅速に保護できるよう、あらかじめ、児童福祉部門と衛生部門が連

携し、都道府県、市町村のほか、関係施設等で相談の上で、上記の対応等も参考に

した上、役割分担や子どもの保護の対応を決定し、準備を進めておく必要がある。 

 

○ 受け入れ先については、他の子どもへの感染を防止する観点から、既存の一時保

護所等の活用が難しい場合には、時限的な措置として、自治体の設置している施設

の一部を専用の一時保護委託先として活用することや、既存の施設（宿泊施設を含

む。以下同じ。）を一時保護所の一部として転用すること等の工夫を行うことも考

えられる。 

 

○ 既存の施設を一時保護所の一部として転用する場合においては、当該施設単体で、

児童福祉法施行規則第 35条の基準（※）を満たす必要はないが、「社会福祉施設等

における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日付け

事務連絡）等に基づく取組を適切に実施するとともに、一時保護所と緊密に連携し、

当該施設における子どものケアが適切に行われることが必要である。 
 
（※） 児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号）第 35条（同条の規定に基づき、児

童養護施設に係る児童福祉施設最低基準の規定（児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第７章）を準用）及び児童相談所運営指針（平成２年３

月５日付け厚生省児童家庭局長通知）第９章第１節（２）第２節（３） 

 

○ こうした対応に当たっては、「「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策

（※）」等に係る児童養護施設等に対する財政措置等について（令和２年４月７日

事務連絡）」において、仮設による居室の設置等を図る場合の補助事業をお示しし

ているので、ご承知おきいただきたい。 
 
（※）新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 

【事業内容】感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する

改修費 

【対象施設】児童相談所一時保護所、児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施

設、乳児院、児童心理治療施設、婦人保護施設、婦人相談所一時保護所、自立

援助ホーム、ファミリーホーム、里親 等 

【補助基準額】8,000千円 

【補助割合】 国： 1/2 → 10/10（補助率の嵩上げについて補正予算に計上） 
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子 発 0 427 第 ３ 号 

令和２年４月 27 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

  児童相談所設置市市長 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

 

「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施について 

 

 

児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校等の休業や外出自粛が継続する

中で、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待等のリスクが高まっています。 

こうした中、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏

まえた支援対象児童等への対応について」（令和２年４月 10日付け事務連絡）等を発

出し、学校の休業等を踏まえ、子どもの生活環境の変化に伴う支援対象児童等の状況

の変化の把握とともに、必要な支援に取り組んでいただいているところです。 

今般、要保護児童対策地域協議会が中核となって、様々な地域ネットワークを総動

員し、支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強化するとともに、定期的

に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラン」（別添１）を下記の

とおり実施することといたしました。各自治体におかれては、下記に沿って、支援対

象児童等の定期的な状況把握を行うとともに、様々な地域のネットワークを活用した

見守り体制を強化し、支援が必要な子どもや家庭へ適切に対応していただきますよう

お願いいたします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴管内市町村（指定都市及び中核市を除き、

特別区を含む。）への周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．支援対象児童等の定期的な状況把握 

（１）支援対象児童等の区分と役割分担の決定 

市町村（特別区を含む。以下同じ）要保護児童対策地域協議会の把握している

支援対象児童等について、①就学児童、②保育所、幼稚園等の児童、③特定妊婦、
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④未就園児等に区分し、確認に係る役割分担を行うこと。 

 

（定期的な状況把握・支援を主として担う機関） 

①就学児童：学校（休業中の場合も含む） 

②保育所、幼稚園等の児童：保育所、幼稚園等（休業中の場合も含む） 

③特定妊婦：市町村の担当部局 

④未就園児等：要対協で主たる支援機関を決定 

 

（２）支援対象児童等の状況把握の実施 

支援対象児童等について、電話・訪問等により定期的な状況把握（少なくとも

１週間に１回）を行うこと。 

なお、確認方法については、感染防止の観点から、ＩＣＴ機器を用いた通信手

段による状況の確認を行うなど、柔軟な方法も考えられる。 

① 就学児童について 

学校休業中の支援対象児童については、文部科学省から各都道府県教育委員

会等に対して発出した通知（別添２）に基づき、学校において定期的な状況の

把握が行われるため、教育委員会をはじめとした学校関係者と連携し、状況の

把握を行うこと。 

② 保育所、幼稚園等の児童について 

登園自粛や臨時休園を行っている保育所、幼稚園等の支援対象児童については、

内閣府、文部科学省及び厚生労働省から発出した事務連絡（別添３～５－２）に

基づき、保育所、幼稚園等において定期的な状況把握が行われるため、保育所、

幼稚園等と連携し、状況の把握を行うこと。 

③ 特定妊婦について 

特定妊婦の家庭については、市町村において、子育て世代包括支援センター、

子ども家庭総合支援拠点における相談支援や、母子保健事業における保健指導

や相談支援、養育支援訪問事業（育児用品の配布等）等を有効に活用するとと

もに、地域のネットワークを最大限活用し、定期的な状況の把握を行うこと。 

④ 未就園児等について 

要保護児童対策地域協議会において、主たる支援機関を決め、地域のネット

ワークも最大限活用して、定期的に状況を把握すること。また、生活保護や障

害福祉等の各種福祉サービスを利用している場合の福祉事務所の担当職員等に

よる生活状況の確認等の機会を活用した状況の把握や、一時預かり等の福祉サ

ービス等の利用と連携した状況の把握を行うこと。 

※ 支援対象児童等の状況の把握においては、少なくとも１週間に１回の見守りを原則と

するが、③及び④の支援対象児童等については、把握した養育状況等に応じて、関係機

関で協議の上で、適宜、確認頻度の見直しを行うこと妨げるものではない。 

※ １８９等の通告や、子育て相談窓口、ＤＶ相談窓口等との連携のもと、支援が必要な
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子どもの把握を行い、各ケースについて適切にアセスメントの上、必要に応じて要保護

児童対策地域協議会のケース登録を行い、状況を把握すること。 

 

（３）確認した情報の集約と進捗管理等 

（２）で確認した情報については、要保護児童対策地域協議会で集約し、進捗

管理を行い、関係機関で情報共有を行うとともに、必要に応じて実務者会議や個

別ケース検討会議を開催する等により支援方法等を検討し、必要な支援・措置（児

童相談所による一時保護等を含む）につなげること。 

 

（４）地域のネットワークの活用 

都道府県・市町村の保健部門を中心に新型コロナウイルス感染症への対応に注

力している中で、人的資源の投入にも制約もあることから、支援対象児童等の把

握に当たっては、行政機関のみならず、日常的に子どもと接する機会を有する地

域の民間団体等の協力も得るなど、様々な地域のネットワークを活用して行われ

たいこと。 

 

（参考例） 

・子育てひろばや子ども食堂（食事の宅配等を含む）を運営する民間団体との

連携 

・民生委員・児童委員との連携 

・母子保健推進委員との連携 

・人権擁護委員との連携 

 

２．様々な地域のネットワークを活用した見守り体制の強化 

１の支援対象児童等の状況の定期的な把握を含め、児童虐待の早期発見・早期対

応の効果的な実施のため、行政機関だけではなく、要保護児童対策地域協議会に参

画する様々な関係機関のほか、さらに地域で子どもに対して様々な支援活動を実施

している民間団体等にも幅広く協力を求め、地域の様々なネットワークを総動員し、

子どもを見守る体制を強化されたいこと。 

特に、現下の行政機関の保健部門を中心とする新型コロナウイルス感染症対応の

状況にも鑑み、地域の見守り体制については、民間団体も含めて、地域の様々な機

関・団体等に幅広く協力を求め、地域で力をあわせ、協働して取り組んでいく必要

がある。 

厚生労働省においても、これらの関係機関や団体を所管する関係各府省に対して

も、「子どもの見守り強化アクションプラン」に基づく地域の見守り体制について協

力をお願いしたところである。 

また、これらの民間団体等に地域の見守り体制への協力を求めるに当たっては、

「子育て支援訪問事業」、ひとり親家庭等に対する「子どもの生活・学習支援事業」、
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生活困窮世帯等に対する「子どもの学習・生活支援事業」等の国庫補助事業も有効

に活用し、必要な支援を行われたいこと。 

  なお、要保護児童対策地域協議会の対面での開催が困難な場合には、インターネ

ットを活用した会議の開催も有効と考えられることから、インターネット会議シス

テムの導入等に対する補助を含む「子どもを守る地域ネットワーク事業」も有効に

活用されたいこと。 
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会

児
童
相
談
所

保
健
機
関
（
母
子
保
健
等
） 要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

・
支
援
対
象
児
童
、
特
定
妊
婦
等
の
状
況
の
確
認
に
関
す
る
役
割
分
担
の
決
定

・
確
認
や
支
援
に
関
す
る
進
捗
管
理
、
総
合
調
整

等

民
間
団
体
等

（
子
育
て
ひ
ろ
ば
、
子
ど
も
食
堂
等
）

子
ど
も
の
見
守
り
強
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

人
権
擁
護
委
員

定
期
的
な
状
況
把
握
・
支
援

支
援
対
象
児
童
、
特
定
妊
婦
等

虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

（
１
８
９
）

Ｄ
Ｖ
相
談

窓
口

○
学
校
等
の
休
業
や
外
出
自
粛
が
継
続
す
る
中
で
、
子
ど
も
の
見
守
り
機
会
が
減
少
し
、
児
童
虐
待
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。

〇
今
後
も
、
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
状
況
が
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
（
別
紙
）
に
加
え
、
様
々
な
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
総
動
員
し
て
、

支
援
ニ
ー
ズ
の
高
い
子
ど
も
等
を
定
期
的
に
見
守
る
体
制
を
確
保
し
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
に
つ
な
げ
る
た
め
、
「
子
ど
も
の
見
守
り
強
化
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
」
を
実
施
す
る
。

＜
実
施
主
体
＞

・
市
町
村
に
設
置
し
て
い
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
要
対
協
）

<
対
象
児
童
等

>
 

・
要
対
協
に
登
録
さ
れ
て
い
る
「
支
援
対
象
児
童
」
、
「
特
定
妊
婦
」

<
実
施
方
法
>

・
要
対
協
が
中
核
と
な
っ
て
、
対
象
児
童
等
ご
と
に
、
見
守
り
・
支
援
を
主
と
し
て
担
う
機
関
（
※
）
を
決
め
、
電
話
・
訪
問
等
に
よ

り
状
況
を
定
期
的
に
確
認
（
少
な
く
と
も
週
１
回
）
。

・
地
域
で
の
見
守
り
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
を
は
じ
め
と
し
た
要
対
協
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
な
く
、
民
間
団
体
等
に
幅
広
く
協
力
を

求
め
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
総
動
員
し
て
、
体
制
を
強
化
。

・
状
況
把
握
の
結
果
は
要
対
協
で
集
約
し
、
必
要
に
応
じ
支
援
・
措
置
（
児
相
に
よ
る
一
時
保
護
等
を
含
む
）
に
つ
な
げ
る
。

※
見
守
り
・
支
援
を
主
と
し
て
担
う
機
関

就
学
児
童

➡
学
校
（
休
業
中
の
場
合
も
含
む
）

就
学
前
児
童

➡
保
育
所
、
幼
稚
園
等
（
休
業
中
の
場
合
も
含
む
）

特
定
妊
婦

➡
市
町
村
の
担
当
部
局

未
就
園
児
等

➡
要
対
協
で
主
担
当
を
決
め
る

<
国
等
の
支
援
＞

・
民
間
団
体
等
に
子
ど
も
の
見
守
り
へ
の
協
力
を
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
活
動
経
費
等
を
支
援
。

※
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
は
、
児
童
相
談
所
、
教
育
委
員
会
、
警
察
は
ほ
ぼ
10
0
％
参
加
し
て
い
る
。

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

・
婦
人
相
談
所
・
婦
人
相
談
員

－183－
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２
．
児
童
虐
待
通
報
・
相
談
窓
口
の
周
知

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
の
学
校
休
業
や
外
出
自
粛
等
を
踏
ま
え
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進

４
．
体
罰
等
に
よ
ら
な
い
子
育
て
の
推
進


体
罰
禁
止
を
含
む
改
正
法
の
施
行
と
周
知
啓
発

○
令
和
２
年
４
月
の
児
童
虐
待
防
止
法
等
改
正
法
の
施
行
も
踏
ま
え
、
体
罰
等
に
よ
ら

な
い
子
育
て
（
子
ど
も
の
権
利
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
様
々
な
媒
体
を
通
じ
て
、
民

間
団
体
等
と
連
携
の
も
と
、
周
知
啓
発


民
間
団
体
が
実
施
す
る
相
談
支
援
等
と
の
連
携

○
民
間
団
体
が
実
施
し
て
い
る
子
育
て
の
不
安
・
悩
み
に
関
す
る
電
話
や
メ
ー
ル
に
よ
る

相
談
支
援
等
と
の
連
携


児
童
相
談
所
等
と
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
連
携
強
化

○
新
た
な
Ｄ
Ｖ
相
談
窓
口
と
婦
相
、
児
相
、
市
町
村
等
の
連
携

○
婦
人
相
談
所
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
ｺ
ｰﾃ
ﾞｨ
ﾈｰ
ﾀｰ
の
配
置
を
促
進


児
童
相
談
所
と
警
察
と
の
連
携
の
推
進

○
児
相
へ
の
警
察
O
B
の
配
置
や
要
対
協
へ
の
警
察
の
参
画
の
促
進
、
合
同
研
修
等

○
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
3
1
年
３
月
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
等
を
踏
ま
え
、
令
和
２
年
度
予
算
で

関
係
予
算
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
自
治
体
等
と
連
携
し
、
施
策
や
体
制
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
、
学
校
休
業
や
外
出
自
粛
等
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
子
ど
も
の
生
活
環
境
が
変
化
し
、
児
童
虐
待
が
増
え
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
関
係
府
省
庁
、
自
治
体
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
連
携
の
下
、
以
下
の
取
組
を
さ
ら
に
推
進
。

３
．
児
童
虐
待
防
止
施
策
と
Ｄ
Ｖ
施
策
の
連
携
強
化
等

１
．
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
た
子
ど
も
の
実
態
把
握
と
支
援


要
対
協
等
を
通
じ
た
支
援
対
象
児
童
等
の
状
況
の
把
握

○
自
治
体
に
お
い
て
支
援
対
象
児
童
等
の
状
況
の
変
化
の
把
握
と
支
援

（
必
要
な
場
合
は
躊
躇
な
い
一
時
保
護
の
実
施
）


学
校
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
子
ど
も
の
情
報
の
共
有

○
登
校
日
に
お
け
る
面
会
、
IC
T
の
活
用
、
定
期
的
な
子
ど
も
の
状
況
把
握

○
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
支
援
等
に
よ
る
心
の
ケ
ア
等


市
町
村
の
母
子
保
健
事
業
と
連
携
、
子
育
て
支
援
事
業
等
の
活
用

○
市
町
村
の
母
子
保
健
事
業
に
お
い
て
、
環
境
変
化
に
よ
る
リ
ス
ク
に
留
意

○
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
特
定
妊
婦
等
へ
の
子
育
て
支
援
訪
問
事
業
（
育
児
用

品
等
の
配
布
）
等
の
活
用

別
紙


児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
（

1
8

9
）
等
の
相
談
窓
口
の
周
知

○
昨
年
1
2
月
か
ら
1
8
9
の
通
話
料
を
無
料
化

○
厚
労
省
H
P
に
「
生
活
環
境
等
で
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い
る
方
」
の
サ
イ
ト
を
新
設

（
相
談
窓
口
、
子
ど
も
と
の
関
わ
り
の
ポ
イ
ン
ト
等
を
掲
載
、
ﾂｲ
ｯﾀ
ｰ、

ﾌｪ
ｲｽ
ﾌﾞ
ｯｸ
で
も
周
知
）

○
「
24
時
間
子
供
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ダ
イ
ヤ
ル
」
等
の
周
知
・
連
携
協
力

○
民
間
の
各
種
相
談
窓
口
の
周
知
と
連
携


S

N
S
に
よ
る
相
談
窓
口
の
設
置

○
自
治
体
に
令
和
２
年
度
予
算
も
活
用
し
、
S
N
S
に
よ
る
相
談
窓
口
（
子
ど
も
本
人
の
相

談
に
も
対
応
）
の
設
置
の
検
討
を
要
請
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1 しゅうかんのけいかくひょう   年
ねん

 組
くみ

 番
ばん

 名前
な ま え

            

 

こんしゅうのめあて                        
                             

  

 

学 習
がくしゅう

するきょうかとないよう、うんどう 
ふり 

かえり 

おうち

の人
ひと

の

しるし 

４月
がつ

13日
にち

 

（月
げつ

） 

おきたじかん 

8：30 〈こ く ご〉きょうかしょの音読
お ん ど く

、かんじドリル 

〈さんすう〉けいさんドリル、プリント 

〈たいいく〉なわとび 

◎ ✔ たいおん 

36.6℃ 

月
がつ

 日
にち

  

（月
げつ

） 

おきたじかん 

 
〈    〉                      

〈    〉                      

〈    〉                      

  

たいおん 

月
がつ

 日
にち

  

（火
か

） 

おきたじかん 

 
〈    〉                      

〈    〉                      

〈    〉                      

  

たいおん 

月
がつ

 日
にち

  

（水
すい

） 

おきたじかん 

 
〈    〉                      

〈    〉                      

〈    〉                      

  

たいおん 

月
がつ

 日
にち

  

（木
もく

） 

おきたじかん 

 
〈    〉                      

〈    〉                      

〈    〉                      

  

たいおん 

月
がつ

 日
にち

  

（金
きん

） 

おきたじかん 

 
〈    〉                      

〈    〉                      

〈    〉                      

  

たいおん 

 

「こんしゅうのめあて」のふりかえり                                

                             

おうちの人
ひと

から一言
ひとこと

 

先 生
せんせい

から一言
ひとこと

 

  

①学 習
がくしゅう

するきょうかを〈 〉の中
なか

にかき、そのとなりにないようをかきましょう。たいいく・うんどうのないようは、べつの 

シートにもかきましょう。 

②学 習
がくしゅう

がおわったら、ふりかえりましょう。  よくできた◎ できた○ もうすこし△ 

③おうちの人
ひと

にかくにんしてもらいましょう。  

（参考様式）小学校低学年用 
※教育委員会の取組を参考に作成 

かきかたの 

見
み

 本
ほん

 

別 紙 
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1 週間の計画表
ひょう

       年 組 番 氏名
し め い

           

 

今週のめあて 

  

 

学 習

しゅう

計画（教科、内容
ないよう

）、運動
うんどう

 
学 習

しゅう

時間 

ふり

返
かえ

り 

家の人

のかく

にん 

書き方

の見本 

起
お

きた時間 

8：30 
〈国 語〉音読(p.5-15)、漢

かん

字ドリル（２・３） 

〈算 数〉計算ドリル(p.6-10)、プリント 

〈体 育〉なわとび 

２  時間 

 ３０  分 
◎ ✔ 

体温
おん

 

36.5℃ 

月 日 

（月） 

起
お

きた時間 

 
〈   〉 

〈   〉 

〈   〉 

時間 

 分 

  

体温
おん

 

 

月 日 

（火） 

起
お

きた時間 

 
〈   〉 

〈   〉 

〈   〉 

時間 

 分 

  

体温
おん

 

 

月 日 

（水） 

起
お

きた時間 

 
〈   〉 

〈   〉 

〈   〉 

時間 

 分 

  

体温
おん

 

 

月 日 

（木） 

起
お

きた時間 

 
〈   〉 

〈   〉 

〈   〉 

時間 

 分 

  

体温
おん

 

 

月 日 

（金） 

起
お

きた時間 

 
〈   〉 

〈   〉 

〈   〉 

時間 

 分 

  

体温
おん

 

 

 
「今週のめあて」のふり返

かえ

り 

家の人から一言 

先生から一言 

 ①学 習
しゅう

する教科を〈 〉の中に書き、そのとなりに内容
よう

を書きましょう。体育・運動
うんどう

の内容
よう

はべつのシートにも書きましょう。 

②学 習
しゅう

が終
お

わったら、学 習
しゅう

時間を書きましょう。 

③学 習
しゅう

の内容
よう

をふり返
かえ

りましょう。  よくできた◎ できた○ もう少し△ 

④家の人にかくにんしてもらいましょう。  

（参考様式）小学校中学年用 
※教育委員会の取組を参考に作成 
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週間計画表           年 組 番 氏名           

 
今週のめあて（学習のめあてと生活のめあてを両方書きましょう） 

  

 
学習計画（教科、内容）、運動 学習時間 ふり返りコメント 

家の人の

確認
かくにん

 

例 

起きた時間 

8：30 
〈国語〉音読(5-15 ページ)、漢字ドリル(3・4) 

〈算数〉計算ドリル(6-10 ページ)、プリント 

〈社会〉世界の国々の特色調べ 

〈家庭科〉みそしるをつくる 

〈体育〉体をのばす・ほぐす運動 

 ３ 時間 

  ３０ 分 

国によって気候がちが

い、作られる農作物や

主食も全然ちがった。寒

い地域
い き

や 暖
あたた

かい地域
い き

も、もっと調べてみたい。 

✔ 体温 

36.5℃ 

月 日 

（月） 

起きた時間 

 
 
 
 
 
 

  時間 

   分 

  

体温 

 

月 日 

（火） 

起きた時間 

 
 
 
 
 
 

  時間 

   分 

  

体温 

 

月 日 

（水） 

起きた時間 

 
 
 
 
 
 

  時間 

   分 

  

体温 

 

月 日 

（木） 

起きた時間 

 
 
 
 
 
 

  時間 

   分 

  

体温 

 

月 日 

（金） 

起きた時間 

 
 
 
 
 
 

  時間 

   分 

  

体温 

 

 
「今週のめあて」のふり返り 

家の人から一言 

先生からのコメント 

 ①学習する教科を〈 〉の中に書き、そのとなりに内容
よう

を書きましょう。体育・運動の内容
よう

は別のシートにも書きましょう。 

②学習が終わったら、学習時間を書きましょう。 

③学習の内容
よう

をふり返り、コメントを書きましょう。 

④家の人に確認
かくにん

してもらいましょう。  

（参考様式）小学校高学年用 
※教育委員会の取組を参考に作成 
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週間計画表          年 組 番 氏名           

 

今週の目標（学習面、生活面の双
そう

方から書くこと） 

 

毎日のタイムスケジュール 

6   7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18    19   20   21   22   23   24 

                  

 

 

 学習計画（教科、内容）、運動 学習時間 振
ふ

り返りコメント 

例 

起 床
しょう

時間 

8：30 
〈国語〉プリント No.3-5、古文の音読（p.34-41） 

〈数学〉教科書の復習問題、応用問題（p.5-１2） 

〈理科〉学習動画視聴
ちょう

（第 2、3 回） 

〈音楽〉アルトリコーダー 

〈体育〉ジョギング（3km） 

 ４ 時間 

 ０  分 

かっこを外すときに、プラス 

マイナスを間違
ち が

えることが 

多かった。マイナスが出て 

来た時には符
ふ

号が逆にな 

ることを意識したい。 

体温 

36.5℃ 

月 日 

（月） 

起 床
しょう

時間 

 

 

   時間 

    分 

 

体温 

 

月 日 

（火） 

起 床
しょう

時間 

 

 

   時間 

    分 

 

体温 

 

月 日 

（水） 

起 床
しょう

時間 

 

 

   時間 

    分 

 

体温 

 

月 日 

（木） 

起 床
しょう

時間 

 

 

   時間 

    分 

 

体温 

 

月 日 

（金） 

起 床
しょう

時間 

 

 

   時間 

    分 

 

体温 

 

 

「今週の目標」の振
ふ

り返り 

担任からのコメント 

 

（参考様式）中学生用 
※教育委員会の取組を参考に作成 
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運動取組カード（小学生用）    年  組 名前               

★★★ 毎日、30分くらいを目安に、いろいろな運動を組み合わせて取り組みましょう。★★★ 

目  標 今週は、（    ）日、30分 運動できるようにする！ 
※目標を達成するためにがんばりたいことなどを書きましょう。 

日にち 取り組んだ運動（取り組んだ運動を○でかこみましょう。） 運動した時間 

／ 
（月） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

／ 
（火） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

／ 
（水） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

／ 
（木） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

／ 
（金） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

／ 
（土） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう（                    ） 

／ 
（日） 

        

分 

 

（   ） 他にも取り組んだ運動がありましたら、（ ）の中に書きましょう。（                   ） 

振り返り 今週は、（    ）日、30分 運動することができた！ 
※運動に取り組んだ感想などを書きましょう。 

 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 
使った運動 

竹馬や一輪車 
などに乗る運動 

ボールを 
使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 

使った運動 
竹馬や一輪車 

などに乗る運動 
ボールを 

使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 
使った運動 

竹馬や一輪車 
などに乗る運動 

ボールを 
使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 

使った運動 
竹馬や一輪車 

などに乗る運動 
ボールを 

使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 
使った運動 

竹馬や一輪車 
などに乗る運動 

ボールを 
使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 
使った運動 

竹馬や一輪車 
などに乗る運動 

ボールを 
使った運動 

ウォーキング ジョギング なわとび かけっこ 体を伸ばす・ 

ほぐす運動 

遊具などを 
使った運動 

竹馬や一輪車 
などに乗る運動 

ボールを 
使った運動 

○を書きましょう。 
30分取り組めた日は 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 

30分取り組めた日は 
○を書きましょう。 
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運動取組カード（中高生用）    年  組 名前               

★★★ 毎日、30分～60分程度を目安に、いろいろな運動を組み合わせて取り組みましょう。★★★ 

目 標 

運動に取り組む日数 

30分程度（   ）日 ・ 60分程度（   ）日 

※目標達成のために配慮することなどを書きましょう。 

日にち 
取り組んだ運動（取り組んだ運動を○で囲みましょう。） 

運動時間合計 
体の柔らかさ 動きを持続する能力 巧みな動き 力強い動き 

／ 
（月） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（火） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（水） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（木） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（金） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（土） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

／ 
（日） 

(       ) その他 (         ) その他 (         ) (       ) 

分 

 

 

(    ) 

振り返り 

運動に取り組んだ日数 

30分程度（   ）日 ・ 60分程度（   ）日 

※運動に取り組んだ感想等を書きましょう。 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 

 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 

 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 

 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 

 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 

60分運動した：◎ 

30分運動した：○ 

 
その他 

ストレッチ 

ウォーキング ジョギング 縄跳び 球 技 縄跳び 

腕立て伏せ、 

上体起こしなど

その他 
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事  務  連  絡  

令和２年４月２３日 

 

各都道府県私立学校主管課 

附属学校を置く各国公立大学法人学校事務主管課  御中 

各都道府県教育委員会幼稚園主管課 

 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業

を行う場合の留意事項及び幼児や職員が新型コロナウイルス感染

症に罹患した場合の関係者への情報提供について 

 

 

平素より幼児教育の振興に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業を行う場合

の１．（１）家庭及び地域における教育の支援等及び（２）児童虐待のリスクを

踏まえた幼児の情報把握等の留意事項並びに２．幼児や職員が新型コロナウイ

ルス感染症に罹患した場合の関係者への情報提供について下記の通りまとめま

したので、内容を御了知の上、各都道府県教育委員会幼稚園主管課においては域

内の市町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課においては所轄の私

立幼稚園に対して周知されるよう御願いします。 

 

                記 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業を行う場

合の留意事項について 

 

（１）家庭及び地域における教育の支援等 

 

幼稚園における臨時休業を行う際の考え方については、緊急事態宣言の対象

区域が全国になっている現在、「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休

業の実施に関するガイドライン（令和２年４月 17日改訂版）」（別添１）の１．

（３）以降に示したとおりとなりますが、このたび発出された「新型コロナウ

イルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行

う場合の学習の保障等について」（令和元年４月 21 日初等中等教育局長通知）

１．幼稚園において臨時休業を行う場合の（１）家庭及び地域における教育の

支援等及び（２）児童虐待のリスクを踏まえた幼児の情報把握等の留意事項

並びに２．幼児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者

への情報提供についてまとめましたのでお知らせします。（新規） 
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（別添２）において、児童生徒の心身の状況の把握と心のケアや、臨時休業を

行う場合の教職員の勤務等、幼稚園にとって参考になる事柄がより具体的に示

されています。ついては、同通知も参考にしていただき、自宅で過ごす幼児及

びその保護者との連携を密にし、幼児本人とも直接電話等で対話すること等に

より、幼児の健康状態の把握や心のケア等、家庭における幼児の心身の健全な

発達に向けた必要な支援を行うこと、また、在宅勤務や時差出勤を適切に実施

すること等、各幼稚園において、家庭及び地域における教育の支援等に努めて

いただくよう、お願いいたします。 

 

（２）要保護児童対策協議会に登録されている支援対象幼児に関する状況把握等 

 

特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の幼児に関して

は、臨時休業に伴い在宅時間が増加することに伴う児童虐待のリスク等も踏ま

え、各園において、電話等で定期的に幼児の状況を把握するようお願いします

（概ね１週間に１回以上）。加えて、自治体等を通じて児童相談所等の関係機

関と緊密に連携し、幼児に対する必要な支援を行っていただきますようお願い

します。 

 

 

２．幼児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者への情報

提供について（再周知） 

 

幼稚園において幼児や職員が罹患した場合の関係者への情報提供について

は、「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について」

（令和２年２月 18日付事務連絡）において、「都道府県等（※）は、地域の住

民等に対し、正しい理解を得るための必要な情報を提供するとともに、学校の

設置者と連携して、学校を通じ、保護者等に対しても、同様に情報を提供する」

とされていることを踏まえ、担当の部局と連携し、適切に対応いただきますよ

う、改めてお願いします。 

（※）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年

10月２日法律第 114号）第 12条第 1項の届け出を受けた都道府県、保健

所を設置する市又は特別区 

なお、一部の保育所で職員が新型コロナウイルス感染症に罹患したこと等

を受け、先般、保育所等において子どもや職員が罹患した場合の保護者への

情報提供等の対応について、厚生労働省から別添３の事務連絡が発出されて

いますので、参考に送付いたします。 

 
【担 当】文部科学省初等中等教育局幼児教育課               

ＴＥＬ 03-5253-4111（内線）3136 
直 通 03-6734-3136 
ＦＡＸ 03-6734-3736 
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１ 

 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン 

（令和２年４月１７日改訂版） 

  

１．臨時休業の実施にかかる考え方について 

（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方について 

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と

感染者の学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感染拡大の状況，

感染経路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時休業の必要性

について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模及び期間に

ついて判断することになります。この際，学校医等ともよく連携してください。【参

考資料参照】 

※学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 

（臨時休業）  

第 20 条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部または一部

の休業を行うことができる。 

この場合，感染の事実や感染者の人数のみで臨時休業を判断するのではなく，学

校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について，個別の事情

をみながら，臨時休業すべきか否かを判断します。具体的には，以下のとおりです。 

 

ア．学校内における活動の態様 

・ 感染者が，学校内でどのような活動を行っていたかを確認します。屋外で主

に活動していた場合と，狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合，不特定

多数との接触があり得た場合など，活動の態様によって感染を広めているおそ

れは異なってくることから，感染者の校内での活動状況などを確認します。 

 

イ．接触者の多寡 

・ 上記「ア．」と同様，不特定多数との接触があった場合などは感染を広めてい

るおそれが高まることから，接触者の多寡を確認します。 

 

ウ．地域における感染拡大の状況 

・ 地域において，感染者が出ていない場合や，地域における感染経路がすべて

判明していて，学校関係者とは接点が少ない場合などには，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

エ．感染経路の明否 

・ 学校内で感染者が複数出た場合，学校内で感染した可能性もあり，臨時休業
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２ 

を実施する必要性は高まります。 

・ 一方，感染経路が判明しており，学校外で感染したことが明らかであって，

他の児童生徒等に感染を広めているおそれが低い場合には，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

オ．その他 

・ 新型コロナウイルス感染症は，まだ解明されていないことが多い感染症であ

り，また感染者の活動の態様によっても感染拡大の可能性も異なってくること

などから，感染者数などによる一律の学校の臨時休業の基準を定めることは困

難です。感染者が発生した場合には上記の点に留意して個々の事例ごとに学校

の臨時休業の必要性，実施する場合の規模や期間について，衛生主管部局と十

分に相談の上，検討してください。この際，学校医等ともよく連携してくださ

い。 

 

（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え方について 

現在，地域によっては，新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に

増加している地域も出てきている状況です。４月１日の新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議（以下，「専門家会議」という。）の提言では，地域区分の考え方に

関して，『現時点の知見では，子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果た

してはいないと考えられている。したがって，学校については，地域や生活圏ごと

のまん延の状況を踏まえていくことが重要である。』と述べた上で，「感染拡大警戒

地域」について次のように示しております。 

 

『①「感染拡大警戒地域」 

○直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較し

て大幅な増加が確認されているが，オーバーシュート（p4 脚注参照1。爆発的患

者急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の帰国者・

接触者外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定の増加基調が確

認される。 

 

〇重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医療提供体制のキャパ

シティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのおそれが高まって

いる状況。』 

このような地域においては，感染拡大を抑える観点から，「３つの条件が同時に重

                                                      
1 専門家会議提言の p4 脚注には，以下のとおり記載されている。 

オーバーシュート：欧米で見られるように，爆発的な患者数の増加のことを指すが，2～3 日で累積患者数
が倍増（3 月 31 日時点での東京では 8.5 日毎に倍増）する程度のスピードが認められるものを指す。異常
なスピードでの患者数増加が見込まれるため，都市の封鎖いわゆるロックダウンを含む速やかな対策を必要
とする。 
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なる場」2を避けるための取組（行動変容）を徹底するため，自治体首長から，外出

自粛要請や，集会・イベント・会食などの行動制限メッセージの発信等がなされる

ことが考えられますが，その際には，学校の運営のあり方についても，以下のとお

り検討する必要があると考えられます。また，対応の検討にあたっては，専門家会

議の提言も踏まえ，地域の感染状況のみならず，子供や教職員の生活圏でのまん延

の状況もみながら判断することが必要です。 

 

１）学校運営上の工夫について 

学校への通学にあたって，電車等の公共交通機関を利用している場合には，も

っぱら徒歩圏内から通学している場合とは異なり，通学中に児童生徒等に感染が

生じたり，児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まります。このため，

通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には，時差通学や分散登校等の

工夫について検討することも考えられます。同様に，教職員が通勤に公共交通機

関を利用している場合においても，時差出勤等の工夫について検討することが考

えられます。 

 

２）臨時休業をする場合の考え方について 

４月１日に示された専門家会議の提言では，「感染拡大警戒地域」においては，

「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされて

います。 

このことも踏まえ，地域の感染状況に応じて，自治体の首長が地域全体の活動

自粛を強化する一環として，学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられ

ます。この場合には，他の社会・経済活動の一律自粛と合わせて行うことにより，

その効果が発現されるよう留意することが必要です。 

 

なお，今後，日本のどこかの地域で「オーバーシュート」（爆発的患者急増）が

生じた場合には，３月 19 日に専門家会議で示された見解に基づき対応することと

なります。 

  

                                                      
2 「3 つの条件が同時に重なる場」：これまで集団感染が確認された場に共通する「①換気の悪い密閉空間，②人

が密集している，③近距離での会話や発声が行われる」という３つの条件が同時に重なった場のこと。 
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（参考）「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年４月１日新型
コロナウイルス感染症対策専門家会議）（抜粋） 

Ⅳ.提言 

１．地域区分について 
（２）地域区分の考え方について 
〇 「３月 19 日の提言」における 「Ⅱ ７．地域ごとの対応に関する基本的な考え

方」において示した地域区分について は，上記 （１）の各種 指標や近隣県の状況
などを総合的に勘案して判断されるべきものと考える。なお，前回の３つの地域区
分については，より感染状況を適切に表す ①感染拡大警戒地域，②感染確認地域，
③感染未確認地域という名称で呼ぶこととする。 
各地域区分の基本的な考え方や，想定される対応等については以下のとおり 。 

なお，現時点の知見では，子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果た
してはいないと考えられている。したがって， 学校については，地域や生活圏ごと
のまん延の状況を踏まえていくことが重要である。また，子どもに関する新たな知
見が得られた場合には，適宜，学校に関する対応を見直していくものとする。 

①「感染拡大警戒地域」 
○ 直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較して

大幅な増加が 確認されているが， オーバーシュート（ p4 脚注参照。 爆発的患者
急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の 帰国者・接触者
外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定以上の増加基調が確認され
る 。 

〇 重症者を優先する医療重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医
療提供体制のキャパシティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのお
それが高まっている状況。 

＜想定される対応＞ 
〇 オーバーシュート（爆発的患者急増） を生じさせないよう最大限取り組んでいく

観点から，「３つの条件が同時に重なる場」２（以下「３つの密」という。）を避ける
ための取組 （行動変容を，より強く徹底していただく必要がある 。 

〇 例えば，自治体首長から以下のような行動制限メッセージ等を発信するととも
に，市民がそれを守るとともに，市民相互に啓発しあうことなどが期待される。 
・期間を明確にした外出自粛要請 ， 
・地域レベルであっても，10 名以上が集まる集会・イベントへの参加を避けること， 
・家族以外の多人数での会食など は行わないこと， 
・具体的に集団感染が生じた事例を踏まえた，注意喚起の徹底 。 

〇 また， こうした地域においては，その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢とし
て検討すべきである 。   （下線は文部科学省） 
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（参考）「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年３月 19 日新
型コロナウイルス感染症対策専門家会議）（抜粋） 

Ⅱ.状況分析等 

７．地域ごとの対応に関する基本的な考え方 
今後，日本のどこかでオーバーシュートが生じた場合には，地域ごとに断続的に発

生していくことが想定されます。こうした状況下では，社会・経済機能への影響を最
小限としながら，感染拡大防止とクラスター連鎖防止の効果を最大限にしていく観点
から，地域の感染状況別にバランスをとって必要な対応を行っていく必要がありま
す。 

感染状況が拡大傾向にある地域では，まん延のおそれが高い段階にならないよう
に，まずは，地域における独自のメッセージやアラートの発出や一律自粛の必要性に
ついて適切に検討する必要があります。その場合，社会・経済活動への影響も考慮し，
導入する具体的な自粛内容，タイミング，導入後の実施期間などを十分に見極め，特
に「感染拡大が急速に広まりそうな局面」や「地域」において，その危機を乗り越え
られるまでの期間に限って導入することを基本とすべきだと考えます。 
 
８．学校等について 

政府は，２月 27 日に，全国の小中高・特別支援学校の一斉臨時休校を要請しまし
た。学校の一斉休校については，３．で触れたように，北海道においては他の取組と
相まって全体として一定の効果が現れていると考えますが，学校の一斉休校だけを取
り出し「まん延防止」に向けた定量的な効果を測定することは困難です。 

また，この感染症は，子どもは重症化する可能性が低いと考えられています。一方
では，中国等では重症化した事例も少数例ながら報告されており，更に，一般には重
症化しにくい特性から，無症状又は症状の軽い子どもたちが，高齢者等を含む家族内
感染を引き起こし，クラスター連鎖のきっかけとなる可能性などを指摘する海外論文
なども見られており，現時点では，確たることは言えない状況であると考えています。
ただし，上記７．の「感染状況が拡大傾向にある地域」では，一定期間，学校を休校
にすることも一つの選択肢と考えられます。  （下線は文部科学省） 

－207－



６ 

（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属

すると特定された地域における臨時休業の考え方について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）（以下，「特措

法」という。）第 32 条第 1項に基づき，「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が

出されると，事態の進展に応じた措置が講じられることになります。 

・ 新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県

の知事（対策本部長）は，新型インフルエンザ等のまん延を防止し，国民の生

命及び健康を保護し，並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要

があると認めるときは，施設管理者等に対して，学校等の施設の使用の制限や

停止を要請することができるようになります（特措法第 45 条第２項）。また，

正当な理由がないのに要請に応じないときは，都道府県知事は，特に必要があ

ると認めるときに限り，当該施設管理者等に対し，要請にかかる措置を講ずる

よう指示することができます（同条第３項）。 

・ 市町村においても対策本部が設置され3，市町村長（対策本部長）から教育委

員会に対し，必要な措置を講ずるよう求めることができます（特措法第 36 条第

６項）。 

 

上記の学校施設の使用制限等の要請があった場合には，学校の設置者は，その

要請内容に応じて，学校保健安全法第 20 条に基づく「臨時休業」などを行うこと

になります。 

 

① 学校施設の使用制限等の要請があった場合の対応について 

 上記の要請に基づく臨時休業を行う場合には， 

・ 後述の「２（２）登校日の設定について」の趣旨に基づく児童生徒等の登校

日の設定については，必要最小限度にとどめ，都道府県の首長部局と十分相談

の上，行ってください。登校日を設ける場合には，手洗いや咳エチケット等の

基本的な感染症対策を徹底するとともに，３つの密（「密閉，密集，密接」をい

う。以下同じ。）を避けるため，分散登校や換気の徹底，近距離での会話や発声

等の際のマスクの使用等を行ってください。 

・ 教職員の勤務については，児童生徒等の学習の保障の見地から必要な業務を

継続していただくことになります。その際には，教職員自身の健康にも配慮し

つつ，在宅勤務や時差出勤等の工夫に努めてください。 

                                                      
3 緊急事態宣言がされたときは，緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域であるか否かにかかわら
ず，市町村対策本部が設置される（特措法第 34 条第１項）。 
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・ 子供の居場所の確保に向けた取組については，要請の趣旨を踏まえつつ， 

－ 保護者が医療従事者である場合 

－ 保護者が，社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者で

ある場合 

－ ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な場合 

－ 障害があることにより一人で過ごすことが難しい場合 

などについて，都道府県等の首長部局と十分相談の上，検討ください。 

  居場所の確保の取組を行う場合には，基本的な感染症対策を徹底するととも

に，空間を広くとるなど，３つの密を避けて行ってください。 

・ また，これらの居場所の確保の取組を実施するにあたっては，給食の調理場

や調理員を活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられるため，都道

府県等の首長部局と十分相談の上，地域の実情やニーズに応じて対応をご検討

ください。 

・ 児童生徒等の健康保持の観点から，地域における感染拡大の状況を踏まえ，

３つの密を避けつつ，学校の校庭や体育館等の施設の開放についても検討くだ

さい。 

 

② 学校施設の使用制限等の要請がなかった場合の対応について 

特措法第45条第２項に基づく学校施設の使用制限がない場合でも、同法第24

条第７項等に基づく要請又は事実上の協力要請により、学校の臨時休業が求め

られる場合があります。その場合には、学校の設置者は地域や児童生徒等の生

活圏（通学圏4や、発達段階に応じた日常的な行動範囲等）におけるまん延状況

を踏まえて臨時休業の必要性を判断してください。その際は、都道府県等の対

策本部において衛生主管部局の見解を踏まえつつ十分に検討し、慎重に判断し

てください。臨時休業を行う場合には「２．学習指導に関すること」から「８．

幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること」を参照しつつ、

子どもの学びや心身の健康の保持・増進等に十分に留意ください。 

 

※新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号） 

（都道府県対策本部長の権限） 

第二十四条 （略） 

２～６ （略） 

７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該

都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必

要な措置を講ずるよう求めることができる。 

                                                      
4 在籍児童生徒の大部分が徒歩で通学している場合、自転車で通学している場合、バスや電車等
で通学している場合により、考慮すべき範囲は異なる。 
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８・９ （略） 

（市町村対策本部長の権限） 

第三十六条 （略） 

２～５ （略） 

６ 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型イ

ンフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよ

う求めることができる。 

７ （略） 

 

２．学習指導に関すること  

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，地域の感染状況や学校，児童生徒の状

況等も踏まえながら，次の（１）に示す ICT 等も活用した家庭学習と，（２）及び

（３）に示す教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより，児童

生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。 

（１）家庭学習について 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，学校や児童生徒の実態等に応じ，可

能な限り，紙の教材やテレビ放送等を活用した学習，オンライン教材等を活用し

た学習，同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課

す等，必要な措置を講じること。特に，臨時休業が長期にわたり，令和２年度の

教育課程の実施に支障が生じる場合には，主たる教材である教科書に基づく家庭

学習を臨時休業期間中に課すよう，工夫が求められること。 

  その際，児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう，学校及び児童生徒の実態等を

踏まえて，教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。

文部科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の

学び応援サイト」5に随時掲載しており，家庭学習を課す際に本サイトを活用いた

だくことも考えられること。 

 

（２）登校日の設定について 

  家庭学習を課すことに加えて，各学校が児童生徒の学習状況の確認や補習等の

学習指導を適切に行うとともに，生徒指導，児童生徒等の健康観察を適切に行う

観点から，児童生徒等や学校の実態に応じて登校日（授業日を含む。以下同じ。）

を適切に設定することも考えられること。その際には，例えば，児童生徒等を分

散させて登校させ，人が密集しない環境を確保する等，最大限の感染拡大防止の

ための措置等を講じること。 

 

                                                      
5 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
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（３）その他の指導の工夫について 

  また，登校日以外の日においても，児童生徒の学習状況の確認等のための家庭

訪問を行ったり，体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など一部の

児童生徒については登校させたりするなど，きめ細かな対応のための工夫を行う

ことも考えられること。ただし，その際，教職員の勤務負担が過重とならないよ

うにするとともに，児童生徒及び教職員の健康管理についても十分に留意する必

要があること。 

 

３．教科書の取扱いに関すること 

  入学や新学期開始に際し，給与する教科書について，通常，入学式や始業式等，

児童生徒の登校日の際に給与されているが，出席停止や臨時休業等，児童生徒や各

学校の状況に応じて，例えば保護者のみを対象とした学校説明会等の場を活用して

給与する等，主たる教材である教科書が，臨時休業期間中における家庭学習にも用

いられるよう，各学校に納入された教科書について遅滞なく児童生徒に給与するこ

と。 

 

４．心のケア等に関すること 

臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし，新型コ

ロナウイルス感染症に起因するいじめ，偏見，ストレス等に関し，相談窓口（「24 時

間子供ＳＯＳダイヤル」等）を適宜周知・設置するとともに，必要に応じて養護教

諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど，児童生徒の心のケア等に配慮

すること。 

また，要保護児童対策地域協議会において，要保護児童として進行管理台帳に登

録されている児童生徒に関しては，在宅時間が大幅に増加することも踏まえ，スク

ールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し，必要な支

援を行うこと。 

 

５．学校給食休止への対応に関すること 

臨時休業に伴い学校給食を休止する際には，関係事業者等と十分協議を行うなど，

関係者の理解と協力を得られるよう留意すること。 

 

６．非常勤職員等の業務体制の確保に関すること 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常勤職員を含む職員

全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体としての業務体制の確保に万全を期

すこと。具体的には，授業がない場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や

児童生徒の家庭学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理員の場

合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒，寄宿

舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等

を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を含め，他の職員につ
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いても休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定されるところ

であり，各教育委員会等において，当該非常勤職員についてはその任用形態や学校

の運営状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助目的を踏ま

えながら，適切に対応すること。 

 なお，基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えら

れるが，これが困難である場合には，例えば，本人の同意を得て業務内容を変更し

て新たな業務を行わせることなど，適切に対応することが考えられること。 

 

７．子供の居場所確保に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなどの協

力が必要となるが，子供の居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては，当

該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮

し，慎重に判断する必要がある。 

その上で，子供の居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を

実施する場合には，一斉臨時休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス

感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用に

よる子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省

初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行うこと。その際，以下の

点には特に留意すること。 

(1) 学校の教室等の活用 

 学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサービスにおいて通

常時より利用児童のニーズが高まることが考えられるため，密集性を回避し感染

を防止すること等から，一定のスペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合は，国庫補助

を受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず，手

続は不要であり，積極的に施設の活用を推進すること。 

また，放課後等デイサービスについても，学校の臨時休業期間においては，放

課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも報

酬を請求することを認めるので，教室， 図書館，体育館，校庭等が利用可能であ

る場合は，積極的に施設の活用を推進すること。 

 

(2) 給食提供機能の活用 

子供の居場所確保にあたり，児童生徒等に対して学校給食の調理場や調理員を

活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられ，地域の実情やニーズに応

じて対応を判断いただきたいこと。 
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１１ 

 

８．幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき幼稚園の臨時休業を行う場合には，幼稚園は一人で家にいる

ことができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ，感染拡大防止のための万

全の対策を講じた上での預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて，必

要な者に保育が提供されないということがないよう，居場所の確保に向けた取組を

検討いただきたいこと。 

特に，子ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化において保育の必要

性の認定を受けている幼児であって，保護者が医療従事者や社会の機能を維持する

ために就業を継続することが必要な者である場合や，ひとり親家庭などで仕事を休

むことが困難な者の子どもの保育が必要な場合などについては積極的な対応を検

討いただきたいこと。 

  また，これらの居場所確保の取組に当たって昼食を提供することも工夫の一つと

考えられるため，地域の実情やニーズに応じて対応を判断いただきたいこと。 

  なお，新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府

県の知事から学校施設の使用制限等の要請があった場合については，「１（３）新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると

特定された地域における臨時休業の考え方について」に記載する子供の居場所の確

保に向けた取組に関する記載に基づき対応いただきたいこと。 
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１２ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

＜児童生徒等＞ 
・当該児童生徒等について，学校保健安全法第

19 条に基づく出席停止 
・他の児童生徒等について，濃厚接触者にあたる

と特定された場合，同条に基づく出席停止 
 
＜学校＞ 
・設置者は，都道府県等の衛生主管部局と 

学校内における活動の態様， 
接触者の多寡， 
地域における感染拡大の状況， 
感染経路の明否等 
を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，
臨時休業の必要性について十分相談 

感染した児童生

徒等及び濃厚接

触者の出席停止 

学校の全部又は

一部の臨時休業 

※なお，今後，日本のどこかの地域で，爆発的に患者が急
増する状況である「オーバーシュート」が生じた場合に
は，別途，国からその発生状況や必要な対応を示すこと

となっています。 

地域における新規感染者数や感染経路が明らか
でない感染者が急増等 
（「感染拡大警戒地域」） 

臨時休業 

実施せず 

臨時休業を実施 

※適宜登校日を設定す
るなどの対応も可 

参考資料 

感染者が判明した学校の臨時休業の 
考え方 

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場
合 

感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨
時休業の考え方 

 感染拡大を抑える観点から「３つの条件が同時
に重なる場」を避けるための取組（行動変容）
を徹底 

 自治体首長が，外出自粛要請，集会・イベン
ト・会食などの行動制限メッセージの発信    
等 

首長が地域全体の活動自
粛を強化する一環として要
請  

公共交通機関を
通学等に利用して
いる場合，時差
通学や分散登校
等の工夫も考えら
れる 

右の要請がなくとも 
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事 務 連 絡 

令和２年４月 17日 

 

 

 

 

  都 道 府 県   保育主管部（局） 

各 指 定 都 市   地域子ども・子育て支援事業主管部（局）  御中 

  中 核 市    

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  

厚生労働省子ども家庭局保育課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

   

 

子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の保育所等の対応に

ついて（再周知） 

 

子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の保育所や放課後

児童クラブ等（以下「保育所等」という。）の対応については、これまで「保育

所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）」や「保育所等において子

ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第二報）」

（令和２年２月 25 日付け事務連絡）等でお示ししてきたところですが、改めて

下記のとおりお示ししますので、内容について御了知いただくとともに、都道府

県におかれましては管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

なお、認可外保育施設においても、各施設において同様の取り扱いが行われる

よう、都道府県、指定都市又は中核市にて、必要に応じた情報提供及び助言等を

お願いいたします。 

また、ご不明な点等があれば、以下に御連絡・御相談ください。 

 

記 

 
１．保育所等の子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、

感染拡大を防止することが重要であり、「保育所における感染症対策ガイドラ

イン（2018 年改訂版）」等に即して、嘱託医等へ相談し、関係機関へ速やかに

報告するとともに、保護者への情報提供を適切に行うこと。 

 
２．また、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応について（第二報）」（令和２年２月 25 日付け事務連絡）等に基づ

き、当該保育所等の一部又は全部の臨時休園等について速やかに判断すると
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ともに、臨時休園等の規模及び期間については、都道府県等と十分相談するこ

と。臨時休園等を行う場合には、改めて保護者への情報提供を適切に行うこと。 

 
以上 

 

（保育所、地域型保育事業所、一時預かり事業について） 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５４，４８５３） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２６７４ 

E-mail：hoikuka@mhlw.go.jp 

 

（認可外保育施設について） 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８３８） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２３１３ 

E-mail：ninkagaihoiku@mhlw.go.jp 

 

（利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、放 

課後児童クラブ、児童厚生施設について） 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９６６） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２７４９ 

E-mail：clubsenmon@mhlw.go.jp 
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（２）感染症発生時の対応 

 

○ 感染症が発生した場合には、嘱託医等へ相談し、関係機関へ報告するとともに、

保護者への情報提供を適切に行うことが重要である。 

・嘱託医等へ相談し、関係機関へ報告するとともに、保護者への情報提供を適切に

行う。 

・感染拡大を防止するため、手洗いや排泄
せつ

物・嘔
おう

吐物の適切な処理を徹底すると 

ともに、施設内を適切に消毒する。 

・施設長の責任の下、感染症の発生状況を記録する。この際には、入所している 

子どもに関する事項だけではなく、職員の健康状態についても記録する。 

 

子どもや職員が感染症に罹
り

患していることが判明した際には、嘱託医等へ相談し、感染症法、

自治体の条例等に定められた感染症の種類や程度に応じて、市区町村、保健所等に対して速やか

に報告します。また、嘱託医、看護師等の指示を受け、保護者に対して、感染症の発症状況、症

状、予防方法等を説明します。さらに、施設長の責任の下、子どもや職員の健康状態を把握し、

記録するとともに、二次感染予防について保健所等に協力を依頼します。 

  保育所内での感染拡大防止の観点から、手洗いや排泄
せつ

物・嘔
おう

吐物の適切な処理を徹底するとと

もに、施設内を適切に消毒することも重要です。 

 

（具体的な対応） 

・予防接種で予防可能な感染症が発生した場合には、子どもや職員の予防接種歴及び罹
り

患

歴を速やかに確認します。 

・未罹
り

患で予防接種を必要回数受けていない子どもについては、嘱託医、看護師等の指示

を受けて、保護者に対して適切な予防方法を伝えるとともに、予防接種を受ける時期に

ついて、かかりつけ医に相談するよう説明します。 

・麻しんや水痘のように、発生（接触）後速やかに（72時間以内に）予防接種を受けるこ

とで発症の予防が期待できる感染症も存在します。このため、これらの感染症に罹
り

患し

たことがなく、かつ予防接種を受けていない、感受性が高いと予想される子どもについ

ては、かかりつけ医と相談するよう保護者に促します。なお、麻しんや水痘の発生（接

触）後72時間以上が経過していても、予防接種が実施されることがあります。 また、

保健所と連携した感染拡大防止策の一環として、感受性のある者については、本人の感

染予防のために登園を控えるようお願いすることがあります。 

・感染拡大防止のため、手洗いや排泄
せつ

物・嘔
おう

吐物の適切な処理を徹底します。また、感染

症の発生状況に対応して消毒の頻度を増やすなど、施設内を適切に消毒します。食中毒

が発生した場合には、保健所の指示に従い適切に対応します。 

・感染症の発生について、施設長の責任の下、しっかりと記録に留めることが重要です。

この際には、①欠席している子どもの人数と欠席理由、②受診状況、診断名、検査結果

及び治療内容、③回復し、登園した子どもの健康状態の把握と回復までの期間、④感染

症終息までの推移等について、日時別、クラス（年齢）別に記録するようにします。ま

た、入所している子どもに関する事項だけでなく、職員の健康状態についても記録する

ことが求められます。 

（参考）保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）（関係箇所抜粋） 
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（子どもが感染した場合について） 

１．感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場

合には、市区町村は、当該保育所等の一部又は全部の臨時休園を速やかに判

断すること。臨時休園の規模及び期間については、都道府県等と十分相談す

ること。 

 

２．感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園していた

場合には、現時点の知見の下では、一律に臨時休園が必要とまではいえない

可能性もある。このため、市区町村は、その必要性について、個別の事案ご

とに都道府県等と十分相談の上、慎重に判断すること。 

 

（職員における感染対策について） 

６．上記１．から５．については、職員についても、直接子どもに接する立場

にあることから一層厳格かつ迅速に対応する必要があり、同様の対応を行う

こと。この場合、職員については、休暇の取得や自宅待機等によって対応す

ること。 

  

（参考）保育所において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につ

いて（第二報）（令和２年２月 25 日）（関係箇所抜粋） 
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第６章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策 

２．衛生管理及び安全対策 

（１）衛生管理 

○ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携の

もと、あらかじめ放課後児童クラブとしての対応方針を定めておくととも

に、保護者と共有しておく。 

 

市町村が作成する感染症対策のマニュアル等の内容に従って、感染症等が発

生した場合の罹患した子どもに対する対応と感染防止に関する対策について

あらかじめ定めておき、その内容を保護者にも伝えて、理解と協力が得られ

るようにしておく必要があります。 

 感染症が流行している時期には、特に衛生的な環境を整えるよう心掛ける

必要があります。感染症が疑われる子どもを発見した場合には、他の子ども

との接触を断つようにし、保護者に速やかに連絡し、症状に応じて自宅安静

や医療機関への受診を勧めます。 

 

＜参考情報＞ 

「保育所における感染症対策ガイドライン」（平成 24 年 11 月 30 日雇児保発

1130 第 3 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）には、乳幼児期

の特性を踏まえた感染症対策の基本が示されています。放課後児童クラブに

おける感染症対策のあり方を検討するに当たって参考にしてください。 

 

（参考）放課後児童クラブ運営指針及び解説書（関係箇所抜粋） 
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事 務 連 絡 

令和２年４月 24日 

 

 

 

 

  都 道 府 県   保育主管部（局） 

各 指 定 都 市   地域子ども・子育て支援事業主管部（局）  御中 

  中 核 市    

 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

  厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登園自粛や臨時休園を行

う場合の配慮が必要な子どもへの対応について 

 

保育所等は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する児童福祉施設等であ

り、子どもの健全な育成を図るとともに、保護者を支援する重要な役割を担うもの

であることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登

園自粛や臨時休園を行う場合の配慮が必要な子どもへの対応について下記のとおり

お示ししますので、管下の保育所等に対して周知をお願いするとともに、都道府県

におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

なお、認可外保育施設においても、各施設において同様の取り扱いが行われるよ

う、都道府県、指定都市又は中核市にて、必要に応じた情報提供及び助言等をお願

いいたします。 

 

記 

 
登園自粛や臨時休業の継続に伴い、子ども及びその保護者が自宅で過ごす期間も長

くなることから、保育所等においては、保育等の実施責任を負う市区町村とも連携の

上、必要に応じて保護者に対する相談支援を行うなど、必要な関与を継続していただ

きたいこと。 
特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童（※）など、配慮

が必要な子どもについては、保育所等において、定期的に（支援対象児童については

概ね１週間に１回以上）その状況を確認していただくなど、関係機関との連携を密に

して取り組んでいただきたいこと。 
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※ 要保護児童対策地域協議会に登録される支援対象児童については、児童福祉法第

６条の３第８項の要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不

適当であると認められる児童）や同条第５項の要支援児童（保護者の養育を支援す

ることが特に必要と認められる児童）などが考えられます。 

 

以上 

 

（保育所、地域型保育事業所について） 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５４，４８５３） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２６７４ 

E-mail：hoikuka@mhlw.go.jp 

 

（認可外保育施設について） 

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８３８） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２３１３ 

E-mail：ninkagaihoiku@mhlw.go.jp 

 

（放課後児童クラブについて）  

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課  

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９６６）  

ＦＡＸ：０３－３５９５－２７４９  

E-mail：clubsenmon@mhlw.go.jp 
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事  務   連  絡  

令和２年４月 23 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 認定こども園担当課 御中 

  中 核 市 

 

内閣府子ども・子育て本部参事官付 

（認定こども園担当） 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のために認定こども園において臨時休業を行う場合

の留意事項及び園児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者へ

の情報提供について 

 

 

日頃より認定こども園行政の推進に御尽力・御協力いただき大変ありがとうござい

ます。 

認定こども園については、園児本人が感染した場合等における臨時休業や、地域全

体での感染拡大を防止することを目的とした臨時休業に係る考え方については、これ

まで、「認定こども園における新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につ

いて」（令和２年２月 25 日付け事務連絡）等でお示ししたとおりですが、このたび、

文部科学省より「新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業を

行う場合の留意事項及び幼児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の

関係者への情報提供について」（令和２年４月 23日付け事務連絡）が別添のとおり発

出されましたのでお知らせします。 

つきましては、当該事務連絡の内容をご確認の上、適切に対応いただくようお願い

いたします。特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている園児に関して、定期

的（概ね１週間に１回以上）にその状況を確認していただくなど、関係機関と緊密に

連携して取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 また、管内の認定こども園及び市町村に対して周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

                                  （本件担当） 

                                      内閣府子ども・子育て本部参事官付 

                                  （認定こども園担当） 

                                         Tel：03（6257）3095 

                                         Fax：03（3581）2521 
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事  務   連  絡  

令和２年４月 24 日 

  都道府県 

各 指定都市 認定こども園担当課 御中 

  中 核 市 

内閣府子ども・子育て本部参事官付 

（認定こども園担当） 

新型コロナウイルス感染症対策のために認定こども園において登園自粛や臨時休園

を行う場合の配慮が必要な園児への対応について 

日頃より認定こども園行政の推進に御尽力・御協力いただき大変ありがとうござい

ます。 

認定こども園については、園児本人が感染した場合等における臨時休業や、地域全

体での感染拡大を防止することを目的とした臨時休業に係る考え方については、これ

まで、「認定こども園における新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応につ

いて」（令和２年２月 25 日付け事務連絡）等でお示ししたとおりですが、このたび、

厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登園自粛

や臨時休園を行う場合の配慮が必要な子どもへの対応について」（令和２年４月 24日

付け事務連絡）が別添のとおり発出されましたのでお知らせします。 

つきましては、当該事務連絡の内容をご確認の上、適切に対応いただくようお願い

いたします。 

 また、管内の認定こども園及び市町村に対して周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 （本件担当） 

内閣府子ども・子育て本部参事官付 

（認定こども園担当） 

Tel：03（6257）3095 

Fax：03（3581）2521 

－223－

HNQLX
テキスト ボックス
別添５－２



都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
＜
概
要
＞

（
20

18
年

７
月

６
日

）
都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
＜
概
要
＞

（
20

18
年

７
月

６
日

）

・
「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」
を
基
に
、
各
都
道
府
県
で
行
わ
れ
て
き
た
取
組
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
見
直
し
、
子
ど
も
の
権
利
保
障
の
た
め

に
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
、
平
成
2
8年

改
正
児
童
福
祉
法
の
理
念
の
も
と
、
「
新
し
い
社
会
的
養
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
掲
げ
ら
れ
た
取
組
を
通
じ
て
、

「
家
庭
養
育
優
先
原
則
」
を
徹
底
し
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

・
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
念
頭
に
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
全
に
養
育
さ
れ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
踏
ま

え
、
子
ど
も
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
取
組
が
計
画
的
か
つ
速
や
か
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、

20
19
年
度
末
ま
で
に
策
定
す
る
新
た
な
計
画
に
つ
い
て
、
国
と
し
て
、
策
定
要
領
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

１
．
計
画
の
見
直
し
の
今
回
の
計
画
策
定
の
位
置
付
け

・
今
般
の
見
直
し
の
対
象
は
、
在
宅
で
の
支
援
か
ら
特
別
養
子
縁
組
、
普
通
養
子
縁
組
、
代
替
養
育
や
自
立
支
援
な
ど
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
項
目
す
べ
て
は
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
一
体
的
か
つ
全
体
的
な
視
点
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
都
道
府
県
や
市
区
町
村
、
特
別
養
子
縁
組
の
養
親
、
里
親
、
乳
児
院
等
の
児
童
福
祉
施
設
な
ど
の
関
係
者
に
抜
本
的
な
改
正
と
な
る
平
成
28
年
改
正

児
童
福
祉
法
の
理
念
等
が
徹
底
さ
れ
る
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
子
ど
も
達
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
の
実
情
は
踏
ま
え
つ
つ
も
、
子
ど
も
の
権
利
や
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
は
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
実

現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
国
に
お
け
る
目
標
を
十
分
に
念
頭
に
置
き
、
計
画
期
間
中
の
具
体
的
な
数
値
目
標
と
達
成
期
限
を
設
定
し
、

そ
の
進
捗
管
理
を
通
じ
て
、
取
組
を
強
化
す
る
。

・
国
に
お
い
て
は
、
毎
年
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
計
画
の
取
組
及
び
「
評
価
の
た
め
の
指
標
」
等
を
と
り
ま
と
め
、
進
捗
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
評

価
を
行
い
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
進
捗
の
検
証
を
行
っ
て
取
組
の
促
進
を
図
る
。

・
今
後
、
都
道
府
県
の
計
画
が
着
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
施
策
に
必
要
な
財
政
支
援
の
在
り
方
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
厚
生
労
働
省
と
し

て
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
20
1
9
年
度
以
降
の
予
算
に
お
い
て
、
引
き
続
き
検
討
し
、
安
定
的
な
財
源
の
確
保
に
向
け
て
、
最
大
限

努
力
し
て
い
く
。

２
．
基
本
的
考
え
方

第
三
条
の
二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
が
家
庭
に
お
い
て
心
身
と
も
に
健
や
か
に
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
児
童
の
保
護
者
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
こ
れ
ら
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
児
童
を
家
庭
に
お

い
て
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
又
は
適
当
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
児
童
が
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
に
お
い
て
継
続
的

に
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
児
童
を
家
庭
及
び
当
該
養
育
環
境
に
お
い
て
養
育
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
児
童
が
で
き
る
限
り
良
好
な

家
庭
的
環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
童
福
祉
法
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（
５
）
里
親
等
へ
の
委
託
の
推
進
に
向
け
た
取
組

②
里
親
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委
託
子
ど
も
数
の
見
込
み

（
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
）

○
国
に
お
い
て
は
、

「
概
ね
７
年
以
内
（
３
歳
未
満
は
概
ね
５
年
以
内
）
に
乳
幼
児
の
里
親
等
委
託
率
75
％
以
上
」
、
「
概
ね
1
0年

以
内
に
学
童
期
以
降
の
里

親
等
委
託
率
50
％
以
上
」
の
実
現
に
向
け
て
、
取
組
を
推
進
す
る
。

○
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
の
実
情
は
踏
ま
え
つ
つ
も
、

①
子
ど
も
の
権
利
や
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
は
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び

②
上
述
し
た
数
値
目
標

を
十
分
に
念
頭
に
置
き
、
個
々
の
子
ど
も
に
対
す
る
十
分
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
上
で
、
代
替
養
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
見
込

み
等
を
踏
ま
え
、
数
値
目
標
と
達
成
期
限
を
設
定
す
る
。

な
お
、
数
値
目
標
の
設
定
は
、
（
中
略
）
児
童
相
談
所
に
お
け
る
「
家
庭
養
育
優
先
原
則
」
を
十
分
踏
ま
え
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果

に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
里
親
等
委
託
率
の
数
値
目
標
達
成
の
た
め
に
機
械
的
に
措

置
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

○
国
と
し
て
は
、
必
要
な
支
援
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
委
託
率
の
引
き
上
げ
の
進
捗
と
子
ど
も
の
状
況
に
つ
い
て
丁
寧
に
フ
ォ
ロ
ー
の

上
、
都
道
府
県
の
代
替
養
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
状
況
や
里
親
等
委
託
の
取
組
状
況
を
評
価
し
、
支
援
の
在
り
方
や
進
め
方
に
つ
い

て
検
証
す
る
。
進
捗
状
況
は
、
毎
年
、
公
表
す
る
。

４
．
里
親
等
へ
の
委
託
の
推
進
に
向
け
た
取
組

都
道
府
県
は
国
の
目
標
を
踏
ま
え
、
里
親
等
委
託
率
の
「
数
値
目
標
」
と
「
達
成
期
限
」
を
設
定

３
．
都
道
府
県
推
進
計
画
の
記
載
事
項

（
１
）
都
道
府
県
に
お
け
る
社
会
的
養
育
の
体
制
整
備
の
基
本
的
考
え
方

及
び
全
体
像

（
２
）
当
事
者
で
あ
る
子
ど
も
の
権
利
擁
護
の
取
組
（
意
見
聴
取
・
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
）

（
３
）
市
区
町
村
の
子
ど
も
家
庭
支
援
体
制
の
構
築
等
に
向
け
た
都
道
府

県
の
取
組

（
４
）
各
年
度
に
お
け
る
代
替
養
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
数
の
見
込
み

（
５
）
里
親
等
へ
の
委
託
の
推
進
に
向
け
た
取
組

（
６
）
パ
ー
マ
ネ
ン
シ
ー
保
障
と
し
て
の
特
別
養
子
縁
組
等
の
推
進
の
た

め
の
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
た
取
組

（
７
）
施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・

機
能
転
換
に
向
け
た
取
組

（
８
）
一
時
保
護
改
革
に
向
け
た
取
組

（
９
）
社
会
的
養
護
自
立
支
援
の
推
進
に
向
け
た
取
組

（
10
）
児
童
相
談
所
の
強
化
等
に
向
け
た
取
組

（
11
）
留
意
事
項
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2
0
1
8
年
度
末

実
績

5
年
目

（2
02
4年
度
末
）

7
年
目

（
2
0
2
6
年
度
末
）

1
0
年
目

（
2
0
2
9
年
度
末
）

3
歳
未
満

3
歳
未
満

3
歳
以
上

就
学
前

3
歳
未
満

3
歳
以
上

就
学
前

学
童
期

以
降

国
が
策
定
要
領
で
示
す
数
値

2
0
.5
%

7
5
.0
%
以
上

7
5
.0
%

7
5
.0
%
以
上

7
5
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%
以
上

北
海
道

（
札
幌
市
）

3
4
.5
%

（
2
9
.7
%
）

現
状
か
ら
の

増
加

-
-

-

青
森
県

2
7
.8
%

3
8
.5
%

-
-

6
0
.9
%

6
2
.2
%

4
7
.9
%

岩
手
県

2
6
.2
%

3
4
.8
%

4
2
.8
%

4
4
.3
%

5
4
.8
%

5
2
.6
%

4
6
.6
%

宮
城
県

4
0
.2
%

5
1
.4
%

5
5
.4
%

5
1
.9
%

6
3
.2
%

6
2
.2
%

秋
田
県

1
2
.2
%

2
6
.0
%

-
-

4
0
.0
%

山
形
県

2
0
.0
%

5
7
.5
%

-
-

7
5
.0
%

7
5
.0
%

3
1
.7
%

福
島
県

2
4
.6
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

3
0
.0
%

茨
城
県

1
6
.8
%

7
0
.0
%

-
-

7
1
.4
%

6
9
.8
%

6
0
.7
%

栃
木
県

1
9
.2
%

5
3
.1
%

-
5
4
.4
%

-
-

4
1
.0
%

群
馬
県

1
7
.4
%

3
4
.0
%

3
8
.0
%

5
7
.0
%

4
0
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%

埼
玉
県

（
さ
い
た
ま
市
）

1
8
.8
%

（
4
0
.0
%
）

3
6
.0
%

-
-

-
-

-

千
葉
県

2
7
.9
%

5
7
.0
%

-
-

7
5
.4
%

5
0
.5
%

3
2
.5
%

千
葉
市

3
1
.2
%

5
5
.6
%

-
-

7
3
.7
%

7
4
.1
%

5
0
.0
%

東
京
都

1
4
.9
%

1
4
.1
%

2
8
.7
%

3
8
.2
%

5
0
.5
%

5
0
.5
%

3
3
.6
%

神
奈
川
県

1
6
.5
%

3
4
.2
%

-
-

7
5
.0
%

7
5
.0
%

2
4
.6
%

新
潟
県

（
新
潟
市
）

4
0
.0
%

（
5
5
.9
%
）

5
3
.0
%

-
-

6
1
.0
%

7
7
.0
%

5
7
.0
%

富
山
県

1
8
.5
%

4
6
.0
%

-
-

6
6
.7
%

6
6
.7
%

3
3
.3
%

石
川
県

（
金
沢
市
）

1
5
.9
%

（
1
5
.4
%
）

4
0
.0
%

-
-

6
0
.0
%

3
5
.0
%

福
井
県

1
6
.6
%

3
3
.0
%

-
-

6
5
.0
%

6
5
.0
%

3
5
.0
%

山
梨
県

2
8
.8
%

5
7
.7
%

-
-

7
5
.0
%
以
上

5
0
.0
%
以
上

長
野
県

1
6
.1
%

4
0
.7
%

-
-

7
5
.0
%

6
7
.7
%

3
6
.5
%

岐
阜
県

1
6
.1
%

4
8
.1
%

-
-

6
7
.9
%

4
7
.9
%

3
7
.5
%

静
岡
県

2
1
.9
%

4
5
.0
%

-
-

6
5
.0
%

5
8
.0
%

4
6
.0
%

愛
知
県

1
5
.9
%

2
8
.5
%

-
-

4
9
.4
%

4
5
.7
%

3
0
.1
%

三
重
県

2
8
.8
%

4
8
.4
%

-
-

6
0
.0
%

6
0
.0
%

4
0
.0
%

滋
賀
県

3
4
.3
%

5
2
.2
%

-
-

7
3
.9
%

6
5
.4
%

6
0
.2
%

京
都
府

1
4
.8
%

2
5
.0
%

-
-

4
0
.0
%

3
3
.0
%

大
阪
府

1
1
.6
%

4
7
.0
%

-
-

6
4
.0
%

4
4
.0
%

3
8
.0
%

兵
庫
県

1
9
.2
%

3
7
.5
%

4
4
.2
%

3
7
.9
%

5
5
.8
%

4
6
.8
%

4
7
.1
%

奈
良
県

1
7
.4
%

2
7
.0
%

-
-

4
7
.0
%

4
2
.0
%

3
1
.0
%

和
歌
山
県

2
0
.5
%

3
2
.0
%

-
-

5
5
.6
%

4
6
.4
%

4
2
.1
%

鳥
取
県

2
4
.6
%

4
0
.0
%

-
-

6
0
.0
%

島
根
県

2
3
.4
%

3
5
.0
%

4
1
.0
%

-
概
ね
5
0
%
以
上

-
概
ね
4
0
%
以
上

2
0
1
8
年
度
末

実
績

5
年
目

（2
02
4年
度
末
）

7
年
目

（
2
0
2
6
年
度
末
）

1
0
年
目

（
2
0
2
9
年
度
末
）

3
歳
未
満

3
歳
未
満

3
歳
以
上

就
学
前

3
歳
未
満

3
歳
以
上

就
学
前

学
童
期

以
降

国
が
策
定
要
領
で
示
す
数
値

2
0
.5
%

7
5
.0
%
以
上

7
5
.0
%

7
5
.0
%
以
上

7
5
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%
以
上

岡
山
県

（
岡
山
市
）

3
2
.7
%

（
1
4
.0
%
）

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%

広
島
県

（
広
島
市
）

1
4
.1
%

（
1
8
.8
%
）

2
9
.0
%

-
-

4
3
.5
%

4
4
.0
%

4
2
.4
%

山
口
県

2
0
.0
%

3
3
.3
%

-
-

4
5
.0
%

徳
島
県

1
2
.8
%

6
0
.0
%

6
0
.0
%

5
5
.0
%

6
0
.0
%

5
5
.0
%

4
3
.0
%

香
川
県

2
3
.8
%

5
1
.7
%

4
0
.5
%

7
0
.0
%

7
0
.0
%

4
0
.0
%

愛
媛
県

1
8
.1
%

4
8
.0
%

5
6
.0
%

6
0
.7
%

7
2
.0
%

7
7
.0
%

3
3
.3
%

高
知
県

1
8
.7
%

4
0
.0
%

-
-

6
5
.0
%

6
0
.0
%

5
0
.0
%

福
岡
県

2
0
.7
%

5
2
.4
%

6
0
.7
%

6
0
.4
%

6
0
.7
%

6
0
.4
%

4
1
.9
%

佐
賀
県

3
1
.1
%

5
3
.6
%

6
3
.0
%

7
5
.0
%

7
6
.9
%

8
1
.5
%

4
8
.0
%

長
崎
県

1
7
.6
%

6
1
.8
%

7
5
.0
%

3
7
.4
%

7
5
.0
%

5
0
.9
%

4
0
.3
%

熊
本
県

（
熊
本
市
）

1
2
.4
%

（
1
0
.8
%
）

4
5
.4
%

5
5
.9
%

4
4
.2
%

6
9
.8
%

5
8
.7
%

3
0
.3
%

大
分
県

3
3
.1
%

7
5
.0
%

-
-

7
5
.0
%

5
0
.0
%
～

7
5
.0
%

3
5
.0
%
～

5
0
.0
%

宮
崎
県

1
3
.4
%

3
6
.0
%

-
-

5
4
.0
%

4
4
.0
%

3
5
.0
%

鹿
児
島
県

1
7
.5
%

3
9
.7
%

3
9
.7
%

5
6
.5
%

3
8
.6
%

5
8
.2
%

3
7
.4
%

沖
縄
県

3
4
.7
%

3
7
.0
%

-
-

4
0
.0
%

仙
台
市

2
7
.7
%

3
8
.9
%

4
6
.4
%

5
2
.5
%

5
7
.6
%

6
5
.0
%

4
4
.3
%

横
浜
市

1
5
.2
%

3
3
.1
%

3
8
.7
%

4
3
.0
%

4
5
.3
%

4
6
.9
%

3
1
.4
%

川
崎
市

2
3
.2
%

7
5
.0
%

7
6
.0
%

7
5
.0
%

7
6
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%

相
模
原
市

1
6
.9
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
6
.0
%

7
5
.0
%

7
6
.0
%

5
0
.0
%

静
岡
市

4
8
.5
%

5
3
.0
%

-
-

6
4
.0
%

5
8
.0
%

5
2
.0
%

浜
松
市

2
6
.7
%

5
6
.0
%

-
-

6
7
.0
%

5
9
.0
%

4
9
.0
%

名
古
屋
市

1
4
.4
%

4
5
.0
%

-
-

7
0
.0
%

3
0
.0
%

3
0
.0
%

京
都
市

1
3
.1
%

7
5
.0
%

7
5
.0
%

7
5
.0
％

7
5
.0
%

7
5
.0
%

5
0
.0
%

大
阪
市

1
6
.5
%

2
5
.5
%

-
-

4
1
.0
%

4
2
.9
%

3
3
.9
%

堺
市

1
2
.4
%

3
1
.4
%

-
-

4
6
.0
%

3
7
.3
%

3
2
.2
%

神
戸
市

1
2
.4
%

3
8
.0
%

-
-

5
8
.3
%

3
0
.9
%

北
九
州
市

1
9
.1
%

3
8
.6
%

4
2
.2
%

4
2
.9
%

4
8
.9
%

4
7
.0
%

3
2
.1
%

福
岡
市

4
7
.9
%

7
7
.1
%

7
5
.8
%

7
6
.9
%

7
6
.7
%

7
5
.0
%

5
8
.8
%

横
須
賀
市

1
8
.9
%

3
3
.0
%

-
-

4
5
.0
%

明
石
市

5
7
.1
%

-
-

1
0
0
.0
%

1
0
0
.0
%

6
2
.1
%

は
、
策
定
要
領
に
示
す
国
の
基
準
を
満
た
す
も
の

※
1は

、
「
3
歳
未
満
」
と
「
3歳

以
上
就
学
前
」
合
計
の
委
託
率

※
2
は
、
全
年
齢
合
計
の
委
託
率

※
1

※
1

※
2

※
2

※
2

※
2※
1

※
2

※
2

※
2

※
2

都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
に
基
づ
く里
親
等
委
託
率
の
目
標
値
に
つ
い
て

－226－



厚
生

労
働
省

子
ど
も
家

庭
局

家
庭

福
祉
課
・

虐
待

防
止

対
策
推
進

室

※
＊

は
、

令
和
２

年
度
第
３

次
補

正
予

算
案

※
上

記
の

ほ
か
、

社
会
的
養

育
関

係
予

算
と
し

て
国
立
児

童
自

立
支

援
施
設

の
運
営
に

必
要

な
経

費
を
計

上
※

令
和
２

年
度
予

算
額
は
、

臨
時

・
特

別
の
措

置
を
除
く

（
令

和
３
年
度

予
算

案
※

）
（

令
和

２
年

度
予
算
額

）
１

，
９
０

２
億

円
（

１
，
７

３
１
億
円

）

※
令

和
２
年

度
第
３

次
補
正
予

算
案

１
６

６
億
円

を
含
む
。

○
児

童
相

談
所

や
市

区
町

村
の

子
ど

も
家

庭
支

援
体

制
の

強
化

、
特

別
養

子
縁

組
・

里
親

養
育

へ
の

支
援

の
拡

充
や

児
童

養
護

施
設

等
の

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

の
更

な
る

推
進

な
ど

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

抜
本

的
強

化
に

つ
い

て
」

（
平

成
31

年
3
月

19
日

関
係

閣
僚

会
議

決
定

）
等

を
踏

ま
え

た
児

童
虐
待

防
止

対
策
の

総
合

的
・

抜
本

的
強
化

策
を
迅
速

か
つ

強
力
に

推
進
す
る

。

○
「

新
た

な
日

常
」

の
下

で
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

防
止

に
配

慮
し

た
相

談
支

援
体

制
の

構
築

・
強

化
を

図
る

と
と

も
に

、
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

感
染

拡
大

防
止

対
策

へ
の

支
援

を
行

う
。

ま
た

、
家

庭
環

境
の

変
化

等
に

よ
り

児
童

虐
待

等
の

リ
ス

ク
が

高
ま

る
恐

れ
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
民

間
団

体
等
も

含
め

た
地

域
の
見

守
り

体
制
の

強
化
等

を
図
る

。

児
童
虐
待
防
止
対
策
関
係
予
算
及
び
社
会
的
養
育
関
係
予
算
の
主
な
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
。

◇
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

21
3億

円
＋
15
8億

円
＊
（

18
3億

円
）

◇
里
親
委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等

1,
35
6億

円
（

1,
35
5億

円
）

◇
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

64
億
円
（

10
6億

円
）

◇
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業

62
億
円
（

48
億
円
）

◇
産
婦
健
康
診
査
事
業

18
億
円
（

18
億
円
）

◇
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業

15
億
円
（

16
億
円
）

◇
児
童
相
談
体
制
整
備
事
業
費

2.
3億

円
＋
7.
9億

円
＊
（

2.
8億

円
）

◇
児
童
虐
待
防
止
対
策
推
進
事
業
委
託
費

0.
8億

円
（

0.
8億

円
）

◇
里
親
養
育
包
括
支
援
（
ﾌｫ
ｽﾀ
ﾘﾝ
ｸﾞ
）
職
員
研
修
事
業

0.
3億

円
（

0.
3億

円
）

◇
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員
研
修
事
業

0.
2億

円
（

0.
2億

円
）

◇
里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業

2.
1億

円
（

0.
8億

円
）

◇
社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業

0.
1億

円
（

0.
1億

円
）

1

令
和
３
年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
及
び
社
会
的
養
育
関
係
予
算
案
等
の
概
要

令
和
３
年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
及
び
社
会
的
養
育
関
係
予
算
案
等
の
概
要
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

児
童
相

談
所
や

市
町

村
（
特

別
区
を

含
む
。

以
下
同
じ

。
）
に

お
け

る
児
童
虐

待
に
係

る
相

談
対

応
件

数
は
依

然
と

し
て
増

加
傾

向
に

あ
り

、
虐

待
に

よ
る
死
亡

事
例

の
う

ち
、

０
歳

児
の
割

合
が
約

４
割
（
平

成
30
年

度
）

で
あ
る
こ

と
を

踏
ま
え

、
妊

娠
期

か
ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切
れ

目
の

な
い
支

援
や

地
域
社

会
か
ら

孤
立

し
て

い
る

家
庭
へ

の
ア

ウ
ト
リ
ー

チ
な
ど

を
通

じ
て
、
妊

娠
や
子

育
て

の
不

安
、

孤
立

等
に

対
応
し

、
児

童
虐

待
の

リ
ス

ク
を
早

期
に
発
見

・
逓
減

す
る

。
ま

た
、

児
童

虐
待
の

発
生
予
防

に
向
け

、
体

罰
の
禁
止

等
に
つ

い
て

啓
発

活
動

を
通
し

、
社

会
的

認
知

度
を
高

め
る

。

（
１
）
子
ど
も
の
権
利
擁
護

①
児
童
虐
待
防
止
対
策
推
進
広
報
啓
発
事
業

児
童

虐
待

の
根

絶
に

向
け

て
は

、
発

生
予

防
の

た
め

、
国

民
全

体
で

「
し

つ
け

の
た

め
の

体
罰

」
を

行
わ

な
い

子
育

て
を

推
進

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

体
罰

の
禁

止
や

体
罰

等
に

よ
ら

な
い

子
育

て
に

つ
い

て
の

社
会

的
認

知
度

を
高

め
、

も
っ

て
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

推
進

に
寄

与
す

る
た

め
、

国
に

お
い

て
、

様
々

な
広

告
媒
体
を
活
用
し
た
広
報
啓
発
を
行
う
。

【
児
童
虐
待
防
止
対
策
推
進
事
業
委
託
費
：
80
百
万
円
】

②
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
広
報
啓
発
事
業

自
治
体
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
通
告
先
の
周
知
や
意
識
啓
発
等
の
広
報
啓
発
を
行
う
取
組
に
対
す
る

補
助
を
行
う
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

③
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル

事
業

子
ど

も
の

権
利

擁
護

を
推

進
す

る
観

点
か

ら
、

電
話

や
ハ

ガ
キ

に
よ

る
相

談
、

第
三

者
の

訪
問

に
よ

る
聴

取
等

の
方

法
に

よ
り

、
児

童
相

談
所

が
関

与
し

た
子

ど
も
の
意
見
表
明
を
受
け
止
め
る
体
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
実
証
モ
デ
ル
事
業
に
係
る
補
助
を
行
う
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

（
２
）
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

①
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
等

【
拡
充
】

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

提
供

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

促
進

を
図

る
。

併
せ

て
、

困
難

事
例

へ
の

対
応

等
の
支
援
を
行
う
専
門
職
（
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
心
理
職
等
）
を
配
置
す
る
た
め
の
単
価
の
拡
充
を
図
る
。

※
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
」
（
運
営
費
）
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
支
援
事
業
（
内
閣
府
予
算

に
計
上
）
を
活
用
し
て
実
施
。

母
子

保
健

法
の

改
正

に
よ

り
法

的
に

位
置

付
け

ら
れ

た
「

産
後

ケ
ア

事
業

」
に

つ
い

て
、

少
子

化
社

会
対

策
大

綱
（

令
和

2
年

5
月

29
日

閣
議

決
定

）
を

踏
ま

え
、

全
国
展
開
を
目
標
に
実
施
箇
所
数
の
増
を
図
り
、
よ
り
身
近
な
場
で
妊
産
婦
等
を
支
え
る
た
め
の
総

合
的
な
支
援
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

予
期

せ
ぬ

妊
娠

等
に

よ
り

、
身

体
的

、
精

神
的

な
悩

み
や

不
安

を
抱

え
た

若
年

妊
婦

等
が

身
近

な
地

域
で

支
援

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
Ｓ

Ｎ
Ｓ

を
活

用
し

た
相

談
支

援
や

若
年

妊
婦

等
へ

の
支

援
に

積
極

的
な

Ｎ
Ｐ

Ｏ
に

よ
る

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

、
次

の
支

援
に

つ
な

げ
る

ま
で

の
緊

急
一

時
的

な
居

場
所

の
確

保
等

を
実

施
す

る
。

【
妊
娠
・
出
産
包

括
支
援
事
業
：
62
億
円
】
【
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業

：
15
億
円
】
【
産
婦
健
康
診
査
事
業
：
18
億
円
】

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

：
13
,
4
82
千
円

【
実

施
主

体
】
都
道
府
県
、

指
定
都
市

、
児
童
相
談
所
設

置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

：
8,
1
7
5千

円
【
実

施
主

体
】

都
道
府
県

、
指
定
都
市
、

児
童

相
談

所
設
置

市
【

補
助

率
】
定

額
（

国
：

1
0／

1
0相

当
）

2
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②
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業

妊
娠

期
か

ら
出

産
後

の
養

育
に

支
援

が
必

要
な

妊
婦

、
妊

婦
健

診
を

受
け

ず
に

出
産

に
至

っ
た

産
婦

と
い

っ
た

特
定

妊
婦

等
へ

の
支

援
を

行
う

産
前

・
産

後
母

子
支
援
事
業
を
推
進
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

（
３
）
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

①
支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

、
子

ど
も

の
見

守
り

機
会

が
減

少
し

、
児

童
虐

待
の

リ
ス

ク
が

高
ま

る
恐

れ
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
民

間
団

体
も

含
め

た
様

々
な

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
総

動
員

し
、

支
援

ニ
ー

ズ
の

高
い

子
ど

も
等

を
見

守
り

、
必

要
な

支
援

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
の

強
化

を
推

進
す

る
た

め
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
支

援
対

象
児

童
等

と
し

て
登

録
さ

れ
て

い
る

子
ど

も
等

の
居

宅
を

訪
問

す
る

な
ど

し
、

状
況

の
把

握
や

食
事

の
提

供
、

学
習

・
生

活
指

導
支

援
等

を
通

じ
た

子
ど

も
の

見
守

り
体

制
を

強
化

す
る

た
め

の
支

援
対

象
児

童
等

見
守

り
強

化
事

業
に

つ
い

て
、

安
定

的
実

施
に

向
け

、
引
き
続
き
財
政
支
援
を
行
う
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合

支
援
事
業
：
36
億
円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

②
未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業

児
童

虐
待

の
早

期
発

見
・

早
期

対
応

を
一

層
推

進
す

る
た

め
、

市
町

村
に

お
け

る
地

域
と

つ
な

が
り

の
な

い
未

就
園

児
等

の
い

る
家

庭
等

を
訪

問
す

る
取

組
に

必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

③
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
（
内
閣
府
予
算

）
生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児
の
い
る
全
て

の
家
庭
を
訪
問
し
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
や

養
育
環
境
等
の
把
握
を
行
う
。

【
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
予
算
）
：
1,
67
3億

円
の
内
数
】

④
養
育
支
援
訪
問
事
業
（
内
閣
府
予
算
）

養
育

支
援

が
特

に
必

要
な

家
庭

に
対

し
て

、
そ

の
居

宅
を

訪
問

し
、

養
育

に
関

す
る

指
導

・
助

言
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
当

該
家

庭
の

適
切

な
養

育
の

実
施

を
確
保
す
る
。

【
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
予
算
）
：
1,
67
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

・
支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー
の

配
置

等
１
か

所
当

た
り

7
,2
4
1千

円
・

看
護
師
の

配
置

等
１

か
所
当
た
り

5
,
09
0
千
円

補
助
職

員
を

配
置

す
る
場

合
１
か

所
当

た
り

1
,
12
5
千
円
加
算

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
中
核
市
・

児
童
相
談
所
設
置
市
：

1
/
2

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
：

1
/
4、

市
及

び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
：

1
/
4（

市
及
び

福
祉
事
務

所
設

置
町
村

が
実

施
す

る
場

合
）

・
改
修
費
・

備
品

費
等

１
か

所
当

た
り

8
,
0
00
千
円

・
賃
借
料

１
か

所
当

た
り

10
,
0
00
千
円

・
一
般
生
活
費

１
人

当
た

り
1
,
7
06
円
（
日

額
）

【
補
助
基
準

額
】

・
訪
問
費
用

訪
問
回
数
×

６
千
円

※
年

２
回
目
以
降

の
訪
問
も

補
助

対
象

・
事
務
職
員

雇
上

費
１
日
当
た
り

：
7,
2
1
0円

×
事
務
職
員
数

※
複
数
名

の
雇
上
も

可
能

・
民
間
団
体

へ
委

託
す

る
場
合

の
事

務
費

5
6
4千

円

【
実

施
主

体
】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

：
1/
2、

市
町
村
：

1
/
2

【
補
助
基
準

額
】

１
か

所
当
た

り
：

9
,
72
3
千
円

【
実

施
主

体
】

市
町
村

【
補

助
率
】

定
額

（
国
：

1
0
/1
0
相
当

）
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⑤
子
育
て
支
援
訪
問
事
業

支
援

が
必

要
で

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
行

政
機

関
や

地
域

の
支

援
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

家
庭

な
ど

、
継

続
的

な
関

わ
り

が
必

要
な

家
庭

に
対

し
、

家
庭

訪
問

等
を
通
じ
て
、
育
児
用
品
を
配
布
す
る
な
ど
、
保
護
者
が
支
援
を
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
取
組
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑥
子
育
て
短
期
支
援
事
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

・
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
の
実
施
（
内
閣
府
予
算
）

保
護

者
の

疾
病

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
、

家
庭

に
お

い
て

子
ど

も
を

養
育

す
る

こ
と

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
場

合
等

に
、

児
童

養
護

施
設

等
に

お
い

て
一

定
期
間
、
養
育
・
保
護
を
行
う
。

【
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
予
算
）
：
1,
67
3億

円
の
内
数
】

⑦
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
相
談
支
援
の
強
化
【

新
規
】

子
ど
も
や
家
庭
か

ら
の

相
談

に
つ
い
て
、
全

国
ど
こ

か
ら
で
も

相
談
を

行
う
こ

と
が
で
き
る

Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
よ

る
全
国
共
通
の
ア

カ
ウ
ン

ト
を

開
設
し
、
各

児
童
相

談
所
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
相
談
に
対
応
す
る
仕
組
み
を
新
た
に
構
築
す
る
。
【
児
童
相
談
支
援
事
業
委
託
費
：
6.
6億

円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

※
児
童
相
談
所
に
お
け
る
体
制
整
備
に
つ
い
て
は

、
児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
に
よ
り
支
援
。

⑧
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
無
料
化

【
新
規
】

児
童

相
談

所
に

相
談

し
や

す
い

環
境

整
備

を
進

め
る

た
め

、
児

童
相

談
所

相
談

専
用

ダ
イ

ヤ
ル

（
05
70
-7

83
-1
89

）
に

つ
い

て
、

無
料

化
を

行
う

。
（

児
童

相
談

所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
「
18
9」

は
令
和
元
年
12
月
よ
り
無
料
化
）

【
情
報
処
理
業

務
庁
費
：
45
百
万
円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

⑨
児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
【
拡
充
】

夜
間

・
休

日
を

問
わ

ず
、

児
童

相
談

所
が

通
告

・
相

談
に

応
じ

ら
れ

る
体

制
整

備
や

、
Ｓ

Ｎ
Ｓ

を
活

用
し

た
相

談
支

援
の

体
制

整
備

を
進

め
る

た
め

、
児

童
相

談
所
の
体
制
強
化
を
図
る
取
組
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

①
ス
ー
パ
ー

バ
イ

ズ
・

権
利
擁

護
機

能
強

化
事
業

5
1
1千

円
②

市
町
村
と

の
連

携
強

化
事
業

4,
2
1
2千

円
※

東
日
本
大
震
災
被
災

地
特
別

加
算

4,
5
6
5千

円
③

2
4時

間
・

3
6
5日

体
制

強
化
事

業
・

24
時
間

体
制

強
化

事
業
（

時
間

外
受
付
を

2
2時

ま
で
実
施
）

5,
2
6
3千

円
（

時
間

外
受
付
を

2
2時

以
降
も

実
施

）
1
3,
1
5
8千

円
・

36
5
日
体

制
強

化
事

業
2
,
60
0
千
円

④
医
療

連
携

支
援

コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー
配

置
事
業

4,
4
3
6千

円
⑤

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

相
談

事
業

3
9,
2
1
6千

円
※

同
一
機
関

に
お
い
て

Ｄ
Ｖ
相

談
も

併
せ

て
行

う
場

合
：

29
,
5
1
6千

円
を

加
算

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

１
家

庭
あ
た

り
：

8
千
円

【
実

施
主

体
】
市
町
村

【
補

助
率

】
国

：
1/
2
、
市

町
村
：

1
/
2

4
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

児
童
虐

待
が

発
生
し

た
場

合
の

子
ど

も
の
安

全
を
確
保

す
る
た

め
の

初
期
対
応

が
確
実

・
迅

速
に

図
ら

れ
る

よ
う
、

児
童

相
談

所
・
市

町
村

の
体

制
の

強
化
及

び
専
門
性

の
向

上
等
を

図
る
。

（
１
）
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
新
プ
ラ
ン
）
の
推
進

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総

合
強

化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
（

平
成

30
年

12
月

18
日

児
童

虐
待

防
止

対
策

に
関

す
る

関
係

府
省

庁
連

絡
会

議
決

定
）

に
基

づ
き

、
①

児
童

相
談

所
に

つ
い

て
は

、
児

童
福

祉
司

3,
24
0
人

体
制

か
ら

2,
02
0
人

程
度

の
増

員
、

②
市

町
村

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

全
市

町
村
へ
の
設
置
等
の
体
制
強
化
に
取
り
組
む
。

（
２
）
児
童
相
談
所
に
お
け
る
専
門
人
材
の
確
保

①
児
童
福
祉
司
任
用
資
格
取
得
支
援
事
業
【

新
規
】

児
童

福
祉

司
の

人
材

確
保

に
向

け
て

、
通

信
課

程
（

１
年

）
を

活
用

し
た

任
用

資
格

の
取

得
を

支
援

す
る

た
め

、
当

該
課

程
の

受
講

料
等

の
補

助
を

行
う

事
業

を
創
設
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

②
児
童
福
祉
司
等
専
門
職
採
用
活
動
支
援
事
業

【
拡
充
】

児
童

福
祉

司
の

計
画

的
な

人
材

確
保

を
進

め
る

た
め

、
自

治
体

が
行

う
採

用
活

動
へ

の
支

援
に

つ
い

て
、

今
後

、
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
予

定
の

自
治

体
や

一
部
事
務
組
合
が
補
助
対
象
と
な
る
よ
う
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

③
児
童
福
祉
司
等
の
処
遇
改
善

精
神

的
・

肉
体

的
負

担
が

大
き

い
業

務
の

性
質

や
専

門
性

を
有

す
る

人
材

の
確

保
が

求
め

ら
れ

て
い

る
児

童
相

談
所

の
児

童
福

祉
司

等
に

つ
い

て
、

地
方

交
付

税
に
お
け
る
特
殊
勤
務
手
当
の
積
算
単
価
を
月
額
２
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
処
遇
改

善
を
図
る
。
（
令
和
２
年
度
か
ら
実
施
）

（
参
考

）
地
方
交

付
税
に

お
け

る
特

殊
勤

務
手

当
の
積
算
単
価

【
補
助
基
準

額
】

１
人

当
た
り

：
13
0
千
円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

（
設
置
予
定
を

含
む
。
）

【
補

助
率

】
国
：

1
/
2、

都
道

府
県

・
指

定
都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1/
2

【
補
助
基
準

額
】

基
本

分
：

4,
1
8
2千

円
※
複
数
の

職
種
に

係
る

採
用
活
動

を
行

う
場
合

：
3,
5
2
8千

円
を

加
算

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

：
1/
2

令
和
元

年
度

令
和
２

年
度

以
降

児
童
福

祉
司

1
2
,
1
60
円

2
0
,
0
00
円

児
童
心

理
司

―
2
0
,
0
00
円

保
健
師

―
2
0
,
0
00
円

5
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（
３
）
専
門
的
な
対
応
の
強
化

①
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー

事
業
【
拡
充
】

児
童
虐

待
等

に
関
す

る
研

修
実
施

体
制

の
強
化

を
図

る
た
め

、
①

研
修

セ
ン

タ
ー
が

実
施
す

る
研

修
の

オ
ン
ラ

イ
ン

化
の
推

進
、

②
児
童

相
談
所

の
指

導
的

な
立

場
の

職
員

に
対

す
る

ブ
ロ

ッ
ク

単
位

で
の

研
修

の
実

施
、

③
他

の
自

治
体

の
児

童
相

談
所

に
職

員
を

派
遣

し
て

人
材

を
養

成
す

る
取

組
（

派
遣

研
修

）
へ

の
支

援
を
行
う
な
ど
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

②
医
療
的
機
能
強
化
事
業
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
等

に
お

い
て

、
医

学
的

判
断

・
治

療
が

必
要

と
な

る
ケ

ー
ス

に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

、
医

師
の

配
置

等
に

係
る

費
用

の
支

援
に

つ
い

て
、
補
助
単
価
の
見
直
し
を
行
い
、
各
児
童
相
談
所
へ
の
配
置
が
進
む
よ
う
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

③
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

常
時

、
弁

護
士

に
よ

る
助

言
又

は
指

導
の

下
で

法
的

な
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
弁

護
士

の
配

置
等

に
係

る
費

用
を

支
援

す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

④
保
護
者
指
導
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
強
化
事
業

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
に

対
す

る
ケ

ア
や

、
保

護
者

に
対

す
る

指
導

を
行

う
体

制
整

備
等

を
進

め
る

た
め

、
①

保
護

者
指

導
支

援
員

の
配
置
、
②
専
門
機
関
が
実
施
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
活
用
、
③
職
員
の
保
護

者
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
資
格
取
得
を
支
援
す
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

横
浜

市
：

43
7
,
9
89
千
円

、
明
石
市

：
15
8,
5
6
2千

円
≪
拡
充
≫

【
実

施
主

体
】
横

浜
市

、
明

石
市

【
補

助
率
】

定
額

（
国

：
10
/
1
0相

当
）

【
補
助
基
準

額
】

①
保
護
者
指

導
支

援
員

の
配
置

児
童
相
談
所

１
か

所
当

た
り

：
3
,5
2
8
千
円

②
保
護
者
指

導
支

援
カ

ウ
ン
セ

リ
ン

グ
事
業

児
童
相
談
所

１
か

所
当

た
り

：
11
,7
0
7
千
円

③
児
童
相
談

所
等

職
員

の
保
護

者
指

導
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
資
格
取
得
支
援
事
業

児
童
相
談
所

１
か

所
当

た
り

：
3
0
0
千
円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童

相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

：
7,
8
4
2千

円
（

児
童
相
談
所

に
お
い
て
は
、

１
か
所
当
た
り

7,
8
4
2千

円
≪

拡
充
≫

）
（
常

勤
職
員

の
配

置
に

向
け
た
取
組
を
実
施
し
な
い

場
合

：
74
8
千
円
）

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

市
町

村
【

補
助

率
】
国

：
1/
2
、
市
町
村

：
1
/2

6

【
補
助
基
準

額
】

児
童

相
談
所

１
か

所
当

た
り

：
15
,
6
44
千
円

（
常

勤
職
員

の
配

置
に

向
け
た
取
組
を
実
施
し
な
い

場
合

：
7,
8
2
2千

円
）

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

：
1/
2
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⑤
官
・
民
連
携
強
化
事
業
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
等

の
民

間
団

体
と

の
連

携
の

強
化

や
民

間
団

体
を

活
用

し
た

取
組

を
推

進
す

る
ほ

か
、

児
童

相
談

所
が

行
う

児
童

福
祉

施
設
等
へ
の
指
導
委
託
に
つ
い
て
必
要
と
な
る
費
用
を
支
援
で
き
る
よ
う
、
事
業
を
拡
充
す
る
。 【

児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑥
児
童
虐
待
防
止
対
策
研
修
事
業

児
童
相
談
所
の
職
員
等
の
専
門
性
の
強

化
を
図
る
た
め
、
法
定
研
修
の
実
施
や
、
資
質
向
上
に
関

す
る
研
修
事
業
の
実
施
等
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

①
民
間

団
体

委
託

推
進

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

3
,
20
2千

円
②

民
間

団
体

活
動

推
進

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

1
,
14
0千

円
③

民
間

団
体

育
成

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

1
,
25
3千

円
④

指
導
委
託

促
進

事
業

１
件

当
た
り
：

8
2
,4
9
0円

（
月
額

）
≪

新
規

≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

（
１

都
道
府

県
（

指
定

都
市
又
は

児
童
相
談
所
設
置
市
）

又
は

１
市
町
村
当

た
り

）
・

児
童
福
祉

司
任

用
前
講

習
会

等
3
,
11
8
千
円

（
児
童
福
祉
司
任
用
前
講
習
会

の
場
合
）

・
児
童
福
祉

司
任

用
後
研

修
3
,
11
8
千
円

・
児
童
福
祉

司
ス

ー
パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

2
,
31
3
千
円

（
自
主
開
催
の
場
合
）

・
要
保
護
児

童
対

策
調
整

機
関

調
整

担
当
者
研
修

3
,
02
2
千
円

・
児
童
相
談

所
長

研
修

2
,
31
3
千
円

（
自
主
開
催
の
場
合
）

・
虐
待
対
応

関
係

機
関
専

門
性

強
化

事
業

30
7
千
円

(協
力
体
制
の
整
備
の

場
合

）
・

児
童
相
談

所
及

び
市
町

村
職

員
専

門
性
強
化
事
業

1
,
66
8
千
円

（
研
修
実
施
費
用

）
・

医
療
機
関

従
事

者
研
修

1
,
84
0
千
円

・
研
修
専
任

コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

5
,
00
2
千
円

等

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
特
別
区

【
補

助
率
】

国
1/
2
、
都
道

府
県

・
指

定
都
市
・

中
核
市

・
特
別
区

：
1/
2

7
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（
４
）
一
時
保
護
の
受
け
入
れ
体
制
の
強
化
、
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進

①
一
時
保
護
に
対
す
る
支
援
の
充
実
【
拡
充

】
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
に
つ
い
て
は
、
本
体
施
設
と
は
別
に
、
一
時
保
護
の
受
入
体
制
を
整
備
し
た
場
合

に
事
務
費
が
加
算
さ
れ
る
が
、
一
時
保
護
の
受
け
皿
確
保
を
進
め
る
た
め
、
該
当
施
設
以
外
の
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
等
）
に
つ
い
て
も
同
様
に
事
務
費
が
支

弁
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
。

保
護
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
入
院
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
濃
厚
接
触
者
と
な
っ
た
児
童
を
医
療
機
関
で
保
護
す
る
際
、
医
療
機
関
に
対
し

て
、
一
時
保
護
委
託
手
当
（
日
額
36
,4
60
円
）
の
支
弁
を
可
能
と
す
る
。

乳
児
院
へ
の
入
所
措
置
の
場
合
に
設
け
ら
れ
て
い
る
病
虚
弱
等
児
童
加
算
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
委
託
の
際
に
も
適
用
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

②
賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業

【
拡
充
】

賃
貸

物
件

を
改

修
す

る
こ

と
に

よ
り

一
時

保
護

専
用

施
設

を
確

保
す

る
取

組
を

支
援

す
る

ほ
か

、
賃

貸
物

件
以

外
の

物
件

の
改

修
費

用
を

補
助

対
象

と
し

て
追

加
で
き
る
よ
う
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

※
児
童
福
祉
施
設
等
と
し
て
、
次
世
代

育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
等
の
補
助
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は

対
象
外
。

※
一
時
保
護
専
用
施
設
の
対
象
施
設
の
範
囲
に
つ
い
て
も
拡
大
。
（
①
「
一
時
保
護
に
対
す
る
支
援

の
充
実
」
参
照
）

③
一
時
保
護
等
機
能
強
化
事
業

一
時

保
護

所
が

担
う

行
動

観
察

や
短

期
入

所
指

導
の

機
能

を
充

実
・

強
化

す
る

た
め

、
教

員
Ｏ

Ｂ
、

看
護

師
、

心
理

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

及
び

技
術

を
有

す
る
者
、
警
察
官
Ｏ
Ｂ
、
児
童
指
導
員
Ｏ
Ｂ
及
び
通
訳
な
ど
に
よ
る
一
時
保
護
対
応
協
力
員
の
配
置
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

2
1
,9
0
0千

円
（
改

修
期

間
中

に
賃
借
料
が

発
生

す
る

場
合

、
当
該
費
用

（
上
限
：

1
0
,0
0
0千

円
）
を

加
算

）
※
賃

貸
物
件

以
外

の
物

件
に

係
る

改
修
費
用
を

補
助
対
象

に
追
加
≪
拡
充
≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
中
核
市
・

特
別
区
：

1
/
2

8

【
補
助
基
準

額
】

・
学
習
指
導

協
力

員
以

外
の
者

児
童
相

談
所

１
か

所
当
た
り
：

2
,
72
5
千
円

×
実
施
事
業
数

・
学
習
指
導

協
力

員
（

基
本
分

）
児

童
相

談
所

１
か

所
当
た
り
：

2
,
72
5
千
円

×
配
置
人
数

（
上
限
：

３
名
分
）

（
加
算
分

）
児

童
相

談
所

１
か

所
当
た
り
：

1
,
42
9
千
円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2
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④
一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
・
体
制
強
化
に

向
け
た
支
援
の
拡
充

一
時

保
護

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
を

適
切

な
環

境
に

お
い

て
保

護
し

、
安

心
・

安
全

に
、

一
人

ひ
と

り
に

応
じ

た
個

別
的

な
対

応
が

で
き

る
よ

う
、

施
設

整
備

に
係
る
費
用
及
び
職
員
体
制
の
強
化
に
係
る
必
要
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
一
時
保
護
所
職
員
の
処

遇
改
善
を
図
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

【
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
：
64
億
円
の
内
数
】

⑤
児
童
相
談
所
設
置
促
進
事
業

中
核

市
及

び
特

別
区

に
お

け
る

児
童

相
談

所
の

設
置

を
促

進
す

る
た

め
、

①
増

加
す

る
業

務
に

対
応

す
る

た
め

の
補

助
職

員
の

配
置

に
係

る
費

用
、

②
児

童
相

談
所

の
業

務
を

学
ぶ

間
の

代
替

職
員

の
配

置
に

要
す

る
費

用
、

③
児

童
相

談
所

の
設

置
を

目
指

す
中

核
市

・
特

別
区

等
へ

職
員

を
派

遣
す

る
都

道
府

県
等

に
お

け
る

代
替
職
員
の
配
置
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

9

（
参
考

）
令
和
２

年
度

に
お
け

る
拡

充
内

容

○
次
世

代
育

成
支
援

対
策

施
設
整

備
交
付
金

（
一
時
保
護
所

の
整
備
費

の
拡
充
（

定
員
増
が

図
ら
れ
る

場
合

等
）

）
（

補
助

率
）

国
：

1/
2
、
設

置
者

：
1
/
2

・
一
時
保

護
所

の
基
礎

単
価

の
引

き
上

げ
定
員
１

人
当

た
り

：
54
0
万
円

→
約

1,
2
7
1万

円
・
心
理
療

法
室

整
備
加

算
の

創
設

児
童
相
談
所
１

か
所
当
た
り
：

約
3,
4
4
2万

円
・
個
別
対

応
に

対
応
す

る
た

め
の

整
備

を
行

っ
た
場
合
の

加
算
上
限

の
引
上
げ

定
員

１
人
当
た
り
：

最
大

18
0
万
円

→
最

大
27
9
万
円

→
こ

れ
ら

を
合

わ
せ

て
、

定
員

1
2人

の
施
設
整
備
を

行
う

場
合

の
上
限
額

約
9
,
0
0
0
万
円

→
約

２
億

円

○
児
童

入
所

施
設

措
置
費

（
補
助

率
）

国
：

1
/
2、

都
道
府
県
・

指
定
都
市

・
児
童

相
談
所
設
置
市

：
1/
2

・
職
員
の

配
置

改
善

子
ど

も
：

職
員

＝
最
大
４

：
１

→
 
最
大

２
：

１
・
個
別
の

対
応

が
必
要

な
子

ど
も

に
対

す
る

支
援
体
制
の

強
化

（
利
用
児
童
数
に

応
じ
た
職
員
配
置
加
算
の
創

設
）

・
ア
レ
ル

ギ
ー

対
応
等

が
必

要
な

子
ど
も
へ
の
対
応
強
化

（
利
用
児
童
の

規
模
に

応
じ
て

調
理
員
を

加
配
す

る
と

と
も

に
、

利
用

児
童
が

一
定

数
以
上

の
一

時
保
護

所
に

お
い

て
栄
養
士

を
配
置

）
等

○
一
時
保
護

所
職

員
の
処

遇
改

善

＜
児
童
入

所
施

設
措
置

費
の

事
務

費
算
定
上

に
お
け
る
特
殊
業
務
手
当
の

額
＞

令
和
元
年
度

令
和
２

年
度

以
降

保
育
士

7
,
8
0
0円

2
0
,
0
00
円

心
理
療

法
担

当
職

員
9
,
3
0
0円

2
0
,
0
00
円

個
別
対

応
職

員
（

児
童

指
導
員

）
9
,
3
0
0円

2
0
,
0
00
円

看
護
師

9
,
4
0
0円

2
0
,
0
00
円

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

：
①

2
,
17
2
千
円

、
②
1
0
,
2
59
千
円

、
③

6
,
83
9
千
円

【
実

施
主

体
】
①

②
中

核
市

、
施

行
時

特
例
市
、

特
別
区

③
都
道
府
県
、

指
定
都
市
、

児
童
相
談
所
設

置
市

【
補

助
率
】

①
②

国
：

1/
2
、
中

核
市

・
施
行
時
特
例
市

・
特
別
区

：
1/
2

③
国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指

定
都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1/
2
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（
５
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
促
進

①
児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

【
新
規
】

児
童

相
談

所
及

び
市

町
村

に
お

け
る

①
相

談
対

応
や

状
況

確
認

を
行

う
際

の
ビ

デ
オ

通
話

の
活

用
、

②
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
等

を
行

う
際

の
テ

レ
ビ

会
議

の
活
用
、
③
安
全
確
認
等
を
行
う
外
出
先
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
活
用
、
④
通
信
環
境
の
整
備
等
を
進
め
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
支
援
す
る
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

：
4.
1億

円
の
内
数
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

②
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
緊
急
性
の
判
断
に
資
す
る

全
国
統
一
の
ツ
ー
ル
の
開
発
促
進
【
新
規
】

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
緊
急
性
の
判
断
に
資
す
る
全
国
統
一
の
ツ
ー
ル
の
開
発
に
向
け
た
取
組
（
仕
様
書

の
作
成
等
）
を
実
施
す
る
。

※
令
和
２
年
度
調
査
研
究
事
業
で
当
該
ツ
ー
ル
の
概
要
を
作
成
予
定

【
児
童
相
談
支
援
事
業
委
託
費

：
80
百
万
円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

（
６
）
市
町
村
に
お
け
る
取
組
の
充
実

①
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の

機
能
強
化
【
拡
充
】
（
一
部
再
掲
）

市
町

村
に

お
け

る
相

談
支

援
体

制
の

強
化

に
向

け
て

、
引

き
続

き
、

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

設
置

促
進

を
図

る
た

め
、

立
ち

上
げ

に
知

見
を

有
す
る
者
を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
派
遣
す
る
取
組
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
職
員
体
制
等
を
踏
ま

え
た
補
助
と
な
る
よ
う
運
用
面
の
見
直
し
を
行
う
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
等
に
よ
る
効
果

的
・
効
率
的
な
業
務
の
実
施
を
図
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

１
か

所
当
た

り
（

児
童

相
談
所
・

一
時
保
護
所

・
市
町
村

）
：

1
,
00
0千

円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

市
町

村
【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
市
町
村
：

1
/
2

1
0

○
市
区
町
村

子
ど

も
家

庭
総
合

支
援

拠
点

運
営
事
業

【
補
助
基
準

額
】

・
基
礎
単
価

（
直

営
１

か
所
当

た
り

）
小
規
模
Ａ

型
3
,7
69
千

円
小
規
模
Ｂ

型
9
,6
23
千

円
小
規
模
Ｃ

型
1
5
,9
80
千

円
中
規
模
型

2
1
,3
50
千

円
大
規
模
型

3
9
,6
19
千

円
※
上
乗
せ

配
置
単
価

１
人
当
た
り

2
,
71
5
千
円

【
実

施
主

体
】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

：
1/
2、

市
町
村
：

1
/
2

○
市
区
町
村

子
ど

も
家

庭
総
合

支
援

拠
点

機
能
強
化
事
業

【
補
助
基
準

額
】

基
本

分
単
価

：
56
4
千
円

加
算
分
単
価

宿
泊
あ
り
：

1
日
当

た
り
1
3
,
9
80
円
（

１
人

）
宿
泊
な

し
：

１
回

当
た

り
5
,
5
00
円

（
１

人
）

【
実

施
主

体
】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

：
1/
2、

市
町
村
：

1
/
2

○
次
世
代
育

成
支

援
対

策
施
設

整
備

交
付

金
（

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

）
【

補
助
単
価

（
令

和
２

年
度
）

】
8,
5
4
2千

円
（

１
施
設
あ
た
り
）

【
実

施
主

体
】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】
国

：
1/
2
、
指
定
都
市
・

児
童
相

談
所

設
置

市
・

市
町

村
：

1/
2

○
児
童
相
談

所
等

に
お

け
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
推

進
事
業
（

再
掲
）

※
令
和

２
年
度
第

３
次
補
正
予
算
案

【
補
助
基
準

額
】

１
か

所
当
た

り
（

児
童

相
談
所
・

一
時
保
護
所

・
市
町
村

）
：

1
,
00
0千

円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

市
町

村
【

補
助

率
】
国

：
1/
2
、
都
道
府
県
・
市
町
村

：
1/
2

※
上
記

の
ほ
か
、

支
援

拠
点
の

設
置

促
進

に
向

け
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
に

係
る

取
組
を

虐
待

・
思
春
期
問
題
情
報
研

修
セ

ン
タ

ー
事

業
に

計
上
。

・
開
設
準
備
経
費

7
,
67
8千

円
・

夜
間

・
土
日
加

算
運
営
時

間
に

応
じ

て
加

算
・

嘱
託
弁
護
士
・

医
師

等
配
置

加
算

36
0
千
円

・
地
域
活
動
等
推

進
加

算
研
修
・

広
報

啓
発

活
動

１
か

所
当

た
り

8
7
2千

円
見
守
り

活
動

等
１
か

所
当

た
り

1
3,
0
0
0千

円
通
訳
業
務

１
か

所
当

た
り

1,
5
6
0千

円
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②
市
町
村
へ
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

市
町

村
に

お
い

て
、

児
童

相
談

所
か

ら
の

指
導

措
置

の
委

託
を

受
け

る
ケ

ー
ス

な
ど

も
含

め
、

在
宅

で
の

子
ど

も
の

支
援

が
適

切
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
ス

ー
パ

ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児
童

虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

（
７
）
関
係
機
関
間
の
連
携
強
化
等

①
要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の

整
備
【
拡
充
】

児
童

虐
待

に
関

す
る

全
国

統
一

の
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
の

整
備

を
進

め
、

児
童

相
談

所
・

市
町

村
に

お
け

る
情

報
共

有
や

、
転

居
ケ

ー
ス

等
に

お
け

る
対

応
を

効
率
的
・
効
果
的
に
行
う
取
組
を
支
援
す
る
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合

支
援
事
業
：
53
億
円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

②
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強
化
事
業

（
内
閣
府
予
算
）

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

（
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

の
機

能
強

化
を

図
る

た
め

、
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

職
員

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
員
（
関
係
機
関
）
の
専
門
性
強
化
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
関
間
の
連
携
強
化
を
図
る
取
組
を
実
施
す
る
。

【
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
予
算
）
：
1,
67
3億

円
の
内
数
】

③
児
童
の
安
全
確
認
等
の
た
め
の
体
制
強
化
事
業

【
拡
充
】

児
童

の
安

全
確

認
等

の
た

め
の

体
制

強
化

を
図

る
た

め
、

児
童

相
談

所
や

市
町

村
に

子
ど

も
の

状
況

確
認

を
行

う
た

め
の

職
員

を
配

置
す

る
た

め
の

補
助

を
拡

充
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

○
市
町
村
相

談
体

制
整

備
事
業

（
市

町
村

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ

事
業

）
【

補
助
基
準

額
】

・
児
童
相
談

所
設

置
を

目
指
す

中
核

市
、

施
行
時
特
例
市
、

特
別
区

１
市
区
当

た
り

2,
6
0
5千

円
・
そ
の

他
市

町
村

１
市
町
村

当
た
り

1,
3
0
3千

円

【
実

施
主

体
】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

指
定
都

市
・

児
童

相
談
所
設
置

市
・

市
町
村
：

1
/
2

1
1

○
虐
待
防
止

の
た

め
の

情
報
共

有
シ

ス
テ

ム
事
業

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

40
,
0
00
千
円

（
軽
微

な
改
修
等

は
、

3
,
00
0
千
円
）

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

市
町
村
：

1
/
2

※
上
記
と

併
せ

て
、

全
国
統

一
シ

ス
テ

ム
の

運
用

・
保
守
経
費

を
計
上
（

全
額
国
費
）

【
補
助
基
準

額
】

・
児
童
相
談

所
分

１
児
童
相

談
所

当
た
り

2
5
,0
1
0千

円
≪
拡
充
※
≫

※
警
察

Ｏ
Ｂ

を
配
置
し

、
警
察
と
の

連
携
強
化

を
図

る
取
組
を
行

う
場
合
（

実
施

し
な

い
場
合

は
20
,
0
08
千
円

）
・

市
町
村
分

１
市
町
村

当
た

り
1
5
,0
0
6千

円
≪
拡
充
≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

・
市
町
村
：

1
/
2
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④
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
機
能
強
化

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
調

整
機

関
の

専
門

職
が

義
務

研
修

を
受

講
す

る
間

の
代

替
職

員
の

配
置

や
支

援
内

容
の

ア
ド

バ
イ

ス
等

を
行

う
虐

待
対

応
強

化
支
援
員
等
の
配
置
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑤
評
価
・
検
証
委
員
会
設
置
促
進
事
業

外
部

有
識

者
等

に
よ

る
重

大
事

例
の

検
証

、
児

童
相

談
所

の
業

務
管

理
等

に
関

す
る

評
価

・
助

言
等

を
行

う
「

評
価

・
検

証
委

員
会

」
を

都
道

府
県

等
に

設
置

す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑥
官
・
民
連
携
強
化
事
業
【
拡
充
】

（
再
掲

）
官

・
民

連
携

に
よ

る
効

率
的

な
運

営
を

図
る

た
め

、
保

護
者

指
導

を
行

う
民

間
団

体
育

成
の

た
め

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
・

実
地

訓
練

等
に

係
る

費
用

の
補

助
等

を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
が
行
う
児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
指
導
委
託
に
つ
い
て
、
必
要
と

な
る
費
用
を
支
援
す
る
た
め
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

○
市
町
村
相

談
体

制
整

備
事
業

（
要

保
護

児
童
対
策
地
域
協
議
会
機
能
強
化
事
業

）
【

補
助
基
準

額
】

・
代
替
職
員

１
市
町

村
当

た
り

6
8千

円
・

虐
待
対
応

強
化

支
援

員
１

市
町

村
当

た
り

2,
6
0
5千

円

【
実

施
主

体
】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

指
定
都

市
・

児
童

相
談
所
設
置

市
・

市
町
村
：

1
/
2

【
補
助
基
準

額
】

①
民
間
団
体

委
託

推
進

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

3
,
20
2千

円
②

民
間
団
体

活
動

推
進

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

1
,
14
0千

円
③

民
間
団
体

育
成

事
業

１
自

治
体

当
た
り
：

1
,
25
3千

円
④

指
導
委
託

促
進

事
業

１
件

当
た
り
：

8
2
,4
9
0円

（
月
額

）
≪

新
規

≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

１
自

治
体
当

た
り

93
4
千
円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定

都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

・
市
町
村
：

1
/
2

1
2
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３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援

平
成
28

年
改
正

児
童

福
祉

法
の

理
念
の

も
と

、
子
ど
も

の
最
善

の
利

益
の
実
現

に
向
け

、
家

庭
養

育
の

推
進
に

向
け

た
支

援
の

拡
充
、

児
童

養
護

施
設

等
の
小
規

模
か
つ

地
域

分
散

化
の

更
な

る
推
進

、
施
設
退

所
後

の
自
立

支
援

の
強

化
を
図

る
。

（
１
）
里
親
の
開
拓
及
び
里
親
支
援
の
拡
充

①
里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ

）
事
業
【
拡
充
】

「
概

ね
５

年
以

内
に

３
歳

未
満

児
の

里
親

等
委

託
率

75
％

以
上

」
等

の
目

標
の

実
現

に
向

け
て

、
里

親
養

育
包

括
支

援
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
）

事
業

の
拡

充
を

図
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

➢
令
和
６
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治
体

に
対
す
る
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
1/
2→

2/
3）

➢
目

標
の

達
成

に
向

け
て

意
欲

的
に

取
り

組
む

自
治

体
が

行
う

先
駆

的
な

取
組

を
支

援
し

、
効

果
的

な
取

組
事

例
を

横
展

開
で

き
る

よ
う

、
提

案
型

補
助

事
業
を
創
設

➢
市
町
村
と
連
携
し
て
里
親
等
委
託

推
進
の
た
め
の
取
組
を
行
う
た
め
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関

に
対
し
て
市
町
村
と
の
連
絡
調
整
に
必
要
な
費
用
を
支
援

➢
障

害
児

や
そ

の
養

育
者

へ
の

支
援

に
関

し
て

専
門

的
な

ノ
ウ

ハ
ウ

を
有

す
る

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

・
障

害
児

入
所

施
設

等
と

連
携

し
、

障
害

児
の

養
育

を
行

う
里

親
等

を
訪

問
し

て
必

要
な

支
援

を
行

う
な

ど
、

障
害

児
養

育
に

係
る

里
親

等
の

負
担

軽
減

に
向

け
た

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

た
モ

デ
ル

事
業

を
創
設

➢
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ

機
関

に
進

学
・

就
職

等
の

自
立

支
援

や
退

所
後

の
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
を

担
う

自
立

支
援

担
当

職
員

を
配

置
し

、
委

託
解

除
前

か
ら

自
立

に
向
け
た
支
援
を
行
う
事
業
を
創
設

【
補
助
基
準
額
】

①
統
括
責
任
者
加

算
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

5,
8
7
5千

円
②

市
町
村
連
携
加

算
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

5,
7
0
0千

円
≪

新
規
≫

③
里
親
制
度
等
普

及
促

進
・
里

親
リ

ク
ル

ー
ト

事
業

都
道
府
県
等
が

実
施

す
る
場

合
・

・
・

・
・

１
自
治
体
当

た
り

1,
9
3
8千

円
委
託

し
て

実
施

す
る

場
合
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

1,
2
9
2千

円
里
親

リ
ク
ル
ー

タ
ー

配
置
加

算
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

5,
7
4
5千

円
加
算

新
規
里
親
登
録

件
数

15
件
以

上
25
件
未
満

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

1,
3
0
5千

円
加
算

25
件
以

上
35
件
未
満

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

1,
8
6
0千

円
加
算

35
件
以

上
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

2,
4
1
5千

円
加
算

④
里
親
研
修

・
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

等
事

業
都
道
府
県
等

が
実

施
す
る

場
合

・
・

・
・

１
自
治
体
当

た
り

7,
7
5
9千

円
委
託
し
て
実

施
す

る
場
合

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

5,
1
7
3千

円
里
親
ト
レ
ー

ナ
ー

配
置
加

算
（

常
勤
）

１
か

所
当
た
り

5,
4
3
9千

円
加
算

里
親
ト
レ
ー

ナ
ー

配
置
加

算
（

非
常

勤
）

１
か

所
当
た
り

2,
6
0
4千

円
加
算

研
修
代
替
要

員
費

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
人
当
た
り

3
8千

円
⑤

里
親
委
託
推
進

等
事

業
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た
り

6,
4
8
5千

円
新
規
里
親
委

託
件

数
1
5件

以
上

3
0件

未
満
・

・
・

・
・

・
・

・
１

か
所
当

た
り

1
,
12
5
千
円
加
算

3
0件

以
上

4
5件

未
満
・

・
・

・
・

・
・

・
１

か
所
当

た
り

2
,
88
0
千
円
加
算

4
5件

以
上

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

・
１

か
所
当

た
り

3
,
94
5
千
円
加
算

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相
談
所
設
置
市

（
設
置
予
定
市
区
を
含

む
。
）

【
補

助
率
】

①
～

⑨
の
事

業
国
：

1
/
2（

又
は

2
/3
）
、
都
道
府
県
・

指
定
都
市
・

児
相
相
談
所
設
置
市

：
1/
2（

又
は

1
/
3≪

拡
充

≫
）

⑩
の

事
業

定
額
（

国
：

1
0
/1
0相

当
）

⑥
里
親
訪
問
等
支

援
事

業
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
9,
8
0
3千

円
里
親
等
委
託
児

童
数

20
人
以
上

40
人
未

満
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
2,
3
3
7千

円
加

算
40
人
以
上

60
人
未

満
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
4,
3
0
4千

円
加

算
60
人
以
上

80
人
未

満
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
7,
7
6
9千

円
加

算
80
人
以
上
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
1
0,
4
8
6千

円
加

算
心
理
訪
問
支
援

員
配

置
加
算

（
常

勤
）
・

１
か

所
当
た

り
5,
1
0
6千

円
加

算
心
理
訪
問
支
援

員
配

置
加
算

（
非

常
勤

）
・

１
か

所
当
た

り
1,
5
5
2千

円
加

算
面
会
交
流
支
援

加
算

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
2,
1
9
5千

円
加

算
夜
間

・
土
日
相
談
対

応
強
化

加
算

24
時
間

3
6
5日

の
相

談
支
援

体
制

を
整
備
す
る
場

合
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
6,
0
9
2千

円
加

算
上
記
以
外
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

１
か

所
当
た

り
2,
8
8
0千

円
加

算
⑦

里
親
等
委
託
児

童
自

立
支
援

事
業

≪
新

規
≫

ア
フ
タ
ー
ケ
ア

対
象

者
10
人

以
上

か
つ

支
援
回
数

1
2
0回

以
上

の
場
合

・
・

・
・

・
１

か
所

当
た
り

2
,
90
6
千
円

ア
フ
タ
ー
ケ
ア

対
象

者
20
人

以
上

か
つ

支
援
回
数

2
4
0回

以
上

の
場
合

・
・

・
・

・
１

か
所

当
た
り

5
,
81
2
千
円

⑧
共
働

き
家
庭
里
親
委

託
促
進

事
業

・
・
・

１
自

治
体
当

た
り

3,
7
4
9千

円
⑨

障
害
児
里
親
等

委
託

推
進
モ

デ
ル

事
業

・
・

１
か

所
当
た

り
2,
1
0
0千

円
≪

新
規
≫

⑩
里
親
等
委
託
推

進
提

案
型
事

業
・

・
・

・
・

１
自

治
体
当

た
り

1
0,
0
0
0千

円
≪

新
規
≫ 1
3
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②
施
設
と
連
携
し
た
里
親
養
育
へ
の
支
援
の

拡
充
【
拡
充
】

施
設
の
専
門
性
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
施
設
と
連
携
し
た
里
親
養
育
へ
の
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め

、
児
童
入
所
施
設
措
置
費
を
改
善
す
る
。

➢
里

親
委

託
の

推
進

に
向

け
て

意
欲

的
に

取
り

組
む

自
治

体
に

お
い

て
、

施
設

と
連

携
し

た
里

親
養

育
へ

の
支

援
体

制
を

強
化

す
る

た
め

、
里

親
養

育
へ

の
支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
む
乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
に
対
し
て
、
里
親
支
援
専
門
相
談
員
を
追
加
で
配
置
す
る
。

➢
施

設
の

専
門

性
・

ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
し

、
里

親
や

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

等
へ

の
巡

回
支

援
を

行
う

児
童

養
護

施
設

等
に

対
し

て
、

心
理

療
法

担
当

職
員

を
追
加
で
配
置
す
る
。

➢
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

養
育

者
の

負
担

軽
減

を
図

り
、

家
庭

養
育

優
先

原
則

に
基

づ
く

取
組

を
推

進
す

る
た

め
、

補
助

者
を

配
置

す
る

た
め

の
補

助
を

拡
充
す
る
と
と
も
に
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
一
時
的
な
休
息
の
た
め
の
援
助
（
レ
ス
パ
イ
ト
・
ケ
ア
）
の
対
象
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
を
追
加
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

③
里
親
へ
の
委
託
前
養
育
等
支
援
事
業

子
ど

も
と

里
親

の
交

流
や

関
係

調
整

を
十

分
に

行
っ

た
上

で
里

親
委

託
が

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
こ

の
間

の
一

般
生

活
費

や
施

設
等

へ
訪

問
す

る
た

め
の

費
用
等
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

④
里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ

）
職
員
研
修
事
業

包
括

的
な

里
親

養
育

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

て
、

児
童

相
談

所
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
等

の
民

間
機

関
、

乳
児

院
・

児
童

養
護

施
設

、
里

親
会

等
の

職
員

を
対

象
と

し
た
研
修
事
業
を
実
施
し
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
業
務
を
担
う
職
員
の
人
材
育
成
を
進
め
る
。

【
里
親
養
育
包
括
支
援

（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
職
員
研
修
事
業
：
33
百
万
円
】

⑤
里
親
制
度
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
促
進

【
拡
充
】

里
親

制
度

の
普

及
促

進
の

た
め

、
里

親
制

度
や

特
別

養
子

縁
組

制
度

に
関

し
て

様
々

な
広

告
媒

体
を

活
用

し
た

広
報

啓
発

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
制

度
に

対
す

る
社
会
的
認
知
度
を
高
め
そ
の
推
進
を
図
る
よ
う
、
補
助
を
拡
充
す
る
。

【
里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業
：
2.
1億

円
】

【
補
助
基
準

額
】

・
生
活
費
等

支
援

5
,
18
0円

（
日

額
）

・
研
修

受
講
支
援

3,
4
9
0円

（
日
額
）

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

相
相

談
所

設
置
市

：
1/
2

【
実

施
主

体
】
法

人
（

公
募

に
よ

り
選

定
）

【
補

助
率

】
定
額
（

国
：

1
0
/1
0相

当
）

【
実

施
主

体
】
法

人
（

公
募

に
よ

り
選

定
）

【
補

助
率

】
定
額
（

国
：

1
0
/1
0相

当
）

【
補
助
率
嵩
上
げ

要
件

】
令
和

６
年
度
末

ま
で

の
「
集

中
取

組
期

間
」

に
お
い
て
、

以
下

の
要
件
の
い
ず
れ
も
満

た
す

場
合

に
補
助
率

を
嵩
上

げ
（

１
／

２
⇒

 ２
／
３
）

（
要
件
）

（
1
）
「

３
歳

未
満

児
の
里

親
等

委
託

率
」

及
び

「
新
規
登
録
里
親
数
」

の
い
ず
れ
も
が
対
前
年
度
比

で
増
加
見
込

み
で

あ
る

こ
と

（
2
）
里
親
委

託
・

施
設
地

域
分

散
化

等
加

速
化

プ
ラ
ン

（
仮
称
）

を
策
定
し

、
当
該

プ
ラ
ン
に
お
け
る
計
画
値
が

以
下

の
要

件
の

い
ず

れ
か
に

合
致

し
て

い
る

こ
と

ⅰ
 令

和
６

年
度
末

時
点

の
３

歳
未

満
児

の
里
親
等
委
託
率

7
5％

以
上

を
目
指

す
自
治
体

ⅱ
 令

和
６

年
度
末

時
点

の
３

歳
未

満
児

の
里
親
等
委
託
率

が
令
和
元
年
度
末

と
比
較
し
て
３

倍
以
上
の
増

加
を

目
指

す
自

治
体

（
3
）
加
速
化

プ
ラ

ン
に
お

け
る

里
親

の
な

り
手

を
増
や
す
た
め
の

方
策

と
し
て
、
以
下
の

項
目

に
つ
い
て

、
事
後

的
に

取
組

状
況

を
検

証
可
能

と
す

る
具

体
的

な
取

組
内
容

を
策
定

し
て

い
る

こ
と

ⅰ
 フ

ォ
ス

タ
リ
ン

グ
体

制
の

構
築

ⅱ
 里

親
リ
ク
ル
ー
ト

ⅲ
 
研
修
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ⅳ
 マ

ッ
チ
ン

グ
ⅴ
 
委
託

後
の
相

談
支

援

1
4
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⑥
児
童
養
護
施
設
等
体
制
強
化
事
業
【
拡
充

】
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
の

養
育

者
の

負
担

軽
減

を
図

り
、

家
庭

養
育

優
先

原
則

に
基

づ
く

取
組

を
推

進
す

る
た

め
、

新
た

に
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
に

補
助

者
を

配
置

す
る
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

（
２
）
特
別
養
子
縁
組
制
度
等
の
利
用
促
進

①
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業

【
拡
充
】

子
ど

も
の

出
自

を
知

る
権

利
に

関
す

る
支

援
等

に
モ

デ
ル

的
に

取
り

組
む

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
対

す
る

支
援

の
拡

充
や

、
養

親
希

望
者

の
手

数
料

負
担

の
更

な
る
軽
減
を
実
施
す
る
な
ど
、
特
別
養
子
縁
組
の
取
組
を
推
進
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

②
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員
研
修
事
業

特
別

養
子

縁
組

等
に

係
る

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
お

い
て

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

の
業

務
に

従
事

す
る

者
に

は
、

実
父

母
と

養
子

縁
組

希
望

者
の

事
情

を
考

慮
し

、
児

童
の
最
善
の
利
益
を
見
通
す
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
の
職
員
等
が
受
講
す
る
研
修
事
業
を
実
施
す
る
。

【
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員
研
修
事
業
：
20
百
万
円
】

【
補
助
基
準

額
】

①
養
子
縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
基

本
助
成
事
業

・
養
子
縁

組
民

間
あ

っ
せ
ん

機
関

等
職

員
研
修
参
加
促
進
事
業

受
講
者

１
人
当
た
り

5
4千

円
・
第
三
者

評
価

受
審

促
進
事

業
１

か
所
当
た
り

3
2
1
千
円

≪
拡

充
≫

②
養
子
縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
支

援
体
制
構
築
等

モ
デ
ル

事
業

・
養
親
希

望
者

等
支

援
モ
デ

ル
事

業
１

か
所

当
た
り

4
,5
8
3
千
円

・
障
害
児

等
支

援
モ

デ
ル
事

業
１

か
所

当
た
り

3
,0
7
0
千
円

・
心
理
療

法
担

当
職

員
の
配

置
に

よ
る

相
談
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル

事
業

１
か
所

当
た
り

6
,1
7
9
千
円

・
特
定
妊

婦
へ

の
支

援
体
制

構
築

モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

6
,3
4
4
千
円

・
高
年
齢

児
等

の
た

め
の
支

援
体

制
構
築
モ
デ
ル

事
業

１
か
所
当
た
り

3
,3
5
4
千
円

・
資
質
向

上
モ

デ
ル

事
業

１
か
所

当
た
り

1
,1
0
0
千
円

・
子

ど
も

の
出

自
を

知
る
権

利
に

関
す
る
支
援
体
制
整
備

モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

6
,1
7
9
千
円

③
養
親
希
望

者
手

数
料

負
担
軽

減
事

業
１
人
当
た
り

上
限
4
00
千

円
≪

拡
充

≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

相
相

談
所

設
置
市

：
1/
2

1
5

【
実

施
主

体
】
法

人
（

公
募

に
よ

り
選

定
）

【
補

助
率
】

定
額

（
国

：
10
/1
0
相
当

）

【
補
助
基
準

額
】

・
指
導
員
等

を
目

指
す

者
の
配

置
１

人
当
た
り

4,
0
8
0千

円
・

補
助
職
員

の
配

置
１

か
所
当

た
り

4,
0
8
0千

円
・
フ
ァ
ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

へ
の
補

助
職

員
の

配
置

１
か
所
当

た
り

4,
0
8
0千

円
≪

新
規
≫

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童

相
談
所
設
置
市

、
市

及
び
福
祉
事
務
所
設
置

町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
中
核
市
・

児
童
相
談
所
設
置
市
：

1
/
2

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
：

1
/
4、

市
・

福
祉
事
務
所
設
置

町
村

：
1/
4
（
市
及

び
福
祉
事
務
所

設
置

町
村
が

実
施

す
る

場
合

）
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（
３
）
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
等

①
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
小
規
模
か
つ

地
域
分
散
化
の
推
進
【
拡
充
・
一
部
新
規
】

児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域

分
散
化
の
推
進
に
向
け
て
、
以
下
の
拡
充
を
図
る
。

➢
令

和
６

年
度

末
ま

で
の

期
間

に
限

り
、

意
欲

的
に

取
り

組
む

自
治

体
・

施
設

を
支

援
す

る
た

め
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
れ

た
施

設
を

整
備

す
る

際
の

施
設

整
備

費
等

の
補

助
率

の
嵩

上
げ

（
1/
2→

2/
3
）

を
行

う
と

と
も

に
、

定
期

借
地

権
契

約
に

よ
り

土
地

を
確

保
し

、
自

己
所

有
物

件
を

整
備

す
る

場
合

に
必

要
と

な
る

権
利

金
や

前
払

地
代

な
ど

の
一

時
金

の
一

部
を

補
助

す
る

。
ま

た
、

都
道

府
県

等
に

よ
る

整
備

候
補

地
の

確
保

に
向

け
た

取
組

等
を

支
援

す
る
た
め
、
児
童
養
護
施
設
等
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
を
創
設
す
る
。

➢
都

市
部

等
に

お
け

る
取

組
を

促
進

す
る

た
め

、
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

及
び

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

の
定

員
の

下
限

を
４

人
（

現
行

６
人

）
ま
で
引
き
下
げ
る
。

➢
本

体
施

設
の

基
幹

職
員

が
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

等
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

活
動

に
専

任
で

き
る

よ
う

、
基

幹
職

員
の

代
替

職
員

に
係

る
人

件
費

等
の

加
算
を
創
設
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

【
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
：
64
億
円
の
内
数
】

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

○
次
世
代
育

成
支

援
対

策
施
設

整
備

交
付

金
①
令
和
６

年
度

末
ま

で
の
「

集
中

取
組

期
間

」
に
お
い
て

、
以
下
の

要
件

の
い
ず
れ
も

満
た
す
施
設
の

整
備
計
画
に

対
し

て
補

助
率

を
嵩

上
げ
（

1
/
2→

2
/3
）
≪

拡
充

≫
（

要
件

）
ⅰ

概
ね
1
0
年
程

度
で

小
規
模

か
つ

地
域

分
散
化
を

図
る
た
め
の

整
備
方
針

（
計
画
）
を

策
定

し
て
い
る

こ
と

ⅱ
地
域
分

散
化

さ
れ

た
施
設

の
定

員
を

増
加

さ
せ
る
整
備
計
画

で
あ
る
こ
と

ⅲ
概

ね
1
0
年
程

度
で

ケ
ア
ニ

ー
ズ

が
非
常
に

高
い

子
ど
も
の
養
育
の
た
め

集
合

す
る
生
活
単
位
を

除
き

、
全

て
小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
せ
る

整
備

計
画

を
策

定
す

る
こ
と

②
定
期
借
地
権

設
定

の
た
め

の
一

時
金

加
算

の
創
設
≪
新
規
≫

定
期
借

地
権

契
約

に
よ

り
土
地

を
確

保
し

、
自
己
所
有
物
件

を
整
備
す
る
場
合
に

必
要
と
な
る

権
利
金
や

前
払

地
代
な

ど
の

一
時

金
の

一
部

を
補
助

（
補
助
額
の

算
定

方
法

）
路
線
価

に
基

づ
き

相
続

税
に
お

け
る

評
価
額
の

算
出
方
法
に
よ
り

算
出

さ
れ
た
額

（
※
）

の
２

分
の

１
×

補
助

率
（

※
）

路
線

価
が

定
め

ら
れ
て

い
な
い
地
域
に
お
い
て
は
固
定
資
産
税
評
価
額
に

国
税
局
長
が

定
め

る
倍

率
を

乗
じ
た

額

○
児
童

養
護
施
設

等
の

生
活
向

上
の

た
め

の
環
境
改
善
事
業

【
補
助
基
準

額
】

※
１

か
所
当

た
り

・
児
童
養
護

施
設

等
の

環
境
改

善
事

業
：

8
,
00
0
千
円

※
里
親

、
児

童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー

及
び

母
子
家
庭
等
就
業

・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

分
は

1
,
00
0
千
円

※
児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ

ー
開

設
支

援
事
業
は

3
,
00
0千

円
※

地
域

小
規

模
児

童
養
護

施
設

及
び

本
体
敷
地
外
の
分
園
で

原
状
復
帰

が
必
要
と
な
る
場
合
も

補
助

対
象

・
地
域
子
育

て
支

援
拠

点
の
環

境
改

善
事
業
：

8
,
00
0
千
円

・
児
童
相
談

所
及

び
一

時
保
護

所
の

環
境
改
善

事
業

：
8,
00
0
千
円

・
地
域
小
規

模
児

童
養

護
施
設

及
び

本
体
敷
地
外
の

分
園
を

賃
借
物
件

を
活
用
し

設
置
す
る
際

の
改
修
期
間
中

の
賃
借

料
：

1
0
,0
0
0千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
町
村

※
事
業
に
よ
り

一
部
異
な
る

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2（

又
は

2/
3
※
≪

拡
充

≫
）
、
都
道
府
県

・
指
定
都
市
・

中
核
市

・
児
童
相
談
所
設
置

市
：

1/
2
（
又

は
1/
3
※
≪

拡
充

≫
）

国
：

1
/
2（

又
は

2/
3
※
≪

拡
充

≫
）
、
都
道
府
県

：
1/
4
（
又

は
1
/
6※

≪
拡
充

≫
）
、
市

・
福

祉
事
務

所
設

置
町

村
：

1
/
4（

又
は
1
/
6
※
≪

拡
充

≫
）

※
補
助

率
嵩

上
げ

の
要

件
は
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

と
同
様

【
運

用
改

善
】
空

き
屋

等
を

改
修

し
て

小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
さ
れ
た

児
童
養
護
施
設
等

を
設
置
す
る
場
合
、
１

施
設

１
回

限
り

と
し

て
い
る

改
修

費
等

の
制

限
を

撤
廃

1
6
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②
里
親
養
育
へ
の
支
援
の
拡
充
な
ど
施
設
に
お
け
る

地
域
支
援
機
能
の
強
化
【
拡
充
】
（
一
部
再
掲
）

里
親
養
育
へ
の
支
援
の
拡
充
な
ど
施
設
に
お
け
る
地
域
支
援
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、
以
下
の
拡
充

を
図
る
。

➢
里

親
委

託
の

推
進

に
向

け
て

意
欲

的
に

取
り

組
む

自
治

体
に

お
い

て
、

施
設

と
連

携
し

た
里

親
養

育
へ

の
支

援
体

制
を

強
化

す
る

た
め

、
里

親
養

育
へ

の
支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
む
乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
に
対
し
て
、
里
親
支
援
専
門
相
談
員
を
追
加
で
配
置
す
る
。

➢
施

設
の

専
門

性
・

ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
し

、
里

親
や

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

等
へ

の
巡

回
支

援
を

行
う

児
童

養
護

施
設

等
に

対
し

て
、

心
理

療
法

担
当

職
員

を
追
加
で
配
置
す
る
。

➢
市

町
村

等
と

連
携

し
、

地
域

に
お

け
る

要
支

援
家

庭
等

を
一

時
的

に
入

所
又

は
通

所
さ

せ
て

支
援

を
行

う
親

子
支

援
事

業
（

施
設

機
能

強
化

推
進

費
加

算
）
を
創
設
す
る
。

➢
乳

児
院

等
の

地
域

支
援

の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

、
地

域
の

要
支

援
家

庭
等

へ
の

訪
問

支
援

等
を

行
う

施
設

に
対

し
て

、
家

庭
支

援
専

門
相

談
員

加
算

の
加
算
要
件
（
定
員
30
名
以
上
の
施
設
の
み
配
置
可
能
）
を
緩
和
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

③
乳
児
院
等
多
機
能
化
推
進
事
業
（
一
部
再
掲

）
乳

児
院

等
に

お
け

る
育

児
指

導
機

能
の

強
化

、
医

療
機

関
と

の
連

携
強

化
や

特
定

妊
婦

等
へ

の
支

援
を

行
う

な
ど

、
多

機
能

化
等

に
向

け
た

取
組

を
推

進
す

る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

①
育
児
指
導

機
能

強
化

事
業

１
か

所
当

た
り

4
,9
9
3千

円
②

医
療
機
関

等
連

携
強

化
事
業

・
連
絡
調

整
を

担
う

職
員

１
か

所
当

た
り

1
,9
2
7千

円
・
連
絡
調

整
を

担
う

職
員
が

看
護

職
員

で
あ
っ
て

、
直
接
支
援

も
実
施
す
る
場
合

医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

児
童

が
１

人
か
ら
５

人
以
下

の
場
合

１
か

所
当

た
り

2
,1
2
9千

円
医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

児
童

が
６

人
以
上
９

人
以
下

の
場
合

１
か

所
当

た
り

5
,0
8
4千

円
医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

児
童

が
10
人
以
上
の

場
合

１
か

所
当

た
り

6
,3
5
7千

円
③

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事
業

・
支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー

の
配

置
等

１
か

所
当

た
り

7
,
24
1
千
円

・
看
護
師

の
配

置
等

１
か
所
当
た
り

5
,
0
9
0千

円
補
助

職
員

を
配

置
す
る

場
合

１
か
所
当
た
り

1
,
1
25
千
円
加
算

・
改
修
費

・
備

品
費

等
１

か
所
当
た
り

8
,
0
0
0千

円
・
賃
借
料

１
か

所
当

た
り

1
0
,0
0
0千

円
・
一
般
生

活
費

１
人
当
た
り

1
,7
0
6円

（
日
額
）

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童

相
談
所
設
置
市

、
市

及
び
福
祉
事
務
所
設
置

町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
中
核
市
・

児
童
相
談
所
設
置
市
：

1
/
2

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
：

1
/
4、

市
・

福
祉
事
務
所
設
置
町
村

：
1/
4
（
市
及

び
福
祉
事
務
所

設
置

町
村
が

実
施

す
る

場
合

）
1
7

○
児
童
養
護

施
設

等
民

有
地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

≪
新
規
≫

【
補
助
基
準

額
】

・
土
地

等
所

有
者

と
法

人
等
の

マ
ッ

チ
ン
グ
支
援

１
自
治
体
当

た
り

：
5,
9
0
0千

円
・

整
備

候
補

地
等

の
確

保
支
援

１
自
治
体
当

た
り

：
4,
5
0
0千

円
・

地
域
連
携

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー
タ

ー
の

配
置

支
援

１
自
治
体
当

た
り

：
4,
4
0
0千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童

相
談
所
設
置
市

、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置

市
町
村

【
補

助
率
】

１
／

２
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④
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
等
事
業

虐
待

や
非

行
等

、
子

ど
も

の
福

祉
に

関
す

る
問

題
に

つ
き

、
子

ど
も

、
ひ

と
り

親
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

を
行

う
、

ま
た

、
児

童
相

談
所

か
ら

の
委

託
を

受
け

、
施

設
入

所
ま

で
は

要
し

な
い

が
要

保
護

性
が

あ
り

、
継

続
的

な
指

導
が

必
要

な
子

ど
も

及
び

そ
の

家
庭

に
つ

い
て

の
指

導
を

行
う

児
童

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
等
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑤
児
童
養
護
施
設
等
体
制
強
化
事
業
（
再
掲

）
児

童
養

護
施

設
等

の
職

員
の

離
職

防
止

や
新

規
職

員
の

確
保

等
の

人
材

確
保

の
た

め
、

ま
た

、
施

設
内

に
お

け
る

暴
力

、
性

暴
力

等
へ

の
対

応
、

外
国

人
の

子
ど

も
へ
の
対
応
や
夜
勤
業
務
へ
の
対
応
な
ど
の
た
め
、
補
助
者
を
配
置
す
る
た
め
の
費
用
を
補
助
す

る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑥
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の

研
修
等
事
業

児
童

養
護

施
設

等
が

高
機

能
化

及
び

多
機

能
化

・
機

能
転

換
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

を
進

め
る

う
え

で
、

必
要

な
人

材
を

育
成

す
る

た
め

の
研

修
を

開
催

す
る
た
め
の
費
用
な
ど
、
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
向
け
の
研
修
に
か
か
る
費
用
を
補
助
す
る
。
【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑦
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
強
化
等
【
拡
充

】
施
設
に
お
け
る
医
療
機
関
と
の
連
携
体

制
を
強
化
す
る
た
め
、
嘱
託
医
手
当
の
拡
充
を
行
う
ほ
か

、
予
防
接
種
費
用
の
対
象
を
拡
大
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

【
補
助
基
準

額
】

①
児
童
家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事

業
事
務
費

常
勤
心

理
職
配

置
の

場
合

１
か

所
当

た
り

1
1
,
79
6千

円
非

常
勤

心
理
職

配
置

の
場
合

１
か

所
当

た
り

7
,
85
4千

円
事
業
費

件
数
区

分
に
応

じ
て

１
か

所
当

た
り

35
3千

円
～

6
,
61
5
千
円

初
度
調

弁
費

１
か
所
当
た
り

4
00
千
円

②
児
童
養
護

施
設

退
所

児
童
等

に
対

す
る

自
立
促
進
事
業

１
か

所
当

た
り

1
,
06
9千

円
③

指
導
委
託

促
進

事
業

１
件
当
た
り
（

月
）

10
8千

円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
補
助
基
準

額
】

①
短
期
研
修

宿
泊

あ
り

１
人
当

た
り

1
3
3
,0
0
0円

宿
泊

な
し

１
人
当

た
り

7
3
,0
0
0円

②
長
期
研
修

送
り

出
し
施

設
１

人
当

た
り

1
,0
5
2
,0
0
0円

受
入

施
設
（

他
施

設
職

員
受
入
）

１
人
当

た
り

2
1
6
,0
0
0円

調
整

機
関
事

務
費

１
自
治
体
当

た
り

2
,9
9
2
,0
0
0円

受
入

施
設
（

実
習

生
受

入
）

実
習
１

回
当

た
り

8
6
,2
0
0円

受
入

施
設
（

実
習

生
等

就
職
促
進

）
１

日
当

た
り

3
,7
6
0円

③
研
修
開
催

費
１

自
治
体
当

た
り

（
各
施
設
種
別
単
位
）

2,
5
4
1,
0
0
0円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童

相
談
所
設
置
市

：
1/
2

1
8
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⑧
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
業
務
負
担
軽
減
等

の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業
【
新
規
】

児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

の
業

務
に

お
い

て
負

担
と

な
っ

て
い

る
書

類
作

成
等

の
業

務
等

に
つ

い
て

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
活

用
に

よ
る

子
ど

も
の

情
報

の
共

有
化
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等
、
施
設
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る
機
器
等
の
整
備
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

：
4.
1億

円
の
内
数
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

（
４
）
自
立
に
向
け
た
支
援
の
強
化

①
社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
等
の
充
実
【

拡
充
】

子
ど

も
の

自
立

に
向

け
た

継
続

的
・

包
括

的
な

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

、
民

間
団

体
等

が
児

童
養

護
施

設
等

に
赴

き
、

入
所

児
童

に
対

す
る

相
談

支
援

が
実

施
で

き
る

よ
う

補
助

を
拡

充
す

る
ほ

か
、

メ
ン

タ
ル

ケ
ア

等
、

医
療

的
な

支
援

が
必

要
な

者
が

適
切

に
医

療
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
、

医
療

機
関

等
と

の
連

携
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
創

設
す

る
。

ま
た

、
民

間
ア

パ
ー

ト
等

を
借

り
上

げ
て

、
一

定
期

間
、

一
人

暮
ら

し
を

体
験

す
る

た
め

の
補

助
や

、
退

所
者

の
法

律
相

談
に

対
応
す
る
た
め
の
補
助
を
創
設
す
る
。

身
元

保
証

人
の

対
象

範
囲

を
拡

大
し

、
退

所
者

支
援

を
行

う
民

間
団

体
等

を
追

加
す

る
と

と
も

に
、

同
一

の
保

証
人

か
ら

複
数

の
保

証
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
運

用
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
入
院
時
の
身
元
保
証
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

【
児

童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】 1
9

○
社
会
的
養

護
自

立
支

援
事
業

等
【

補
助
基
準

額
】

①
社
会
的
養

護
自

立
支

援
事
業

・
支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー

配
置

１
か

所
当
た
り
：

6
,
23
2
千
円

・
居
住
費

支
援

１
人

当
た
り

月
額

：
90
千
円

（
里
親
）
、

3
9
7千

円
（

児
童
養
護

施
設
）

等
・
生
活
費

支
援

１
人

当
た
り

月
額

：
51
,
8
70
円
（

就
学
・

就
労

を
し
て
い
な
い

者
）
、

1
1
,3
1
0円

（
就

学
し

て
い
る

者
）

等
・
生
活
相

談
支

援
賃

金
１
か

所
当
た
り
：

1
0
,2
1
2千

円
（

常
勤
２

名
以
上
配
置
）
、

6,
9
8
1千

円
（
左

記
以

外
）

事
務

費
１
か

所
当
た
り
：

4
,
70
4
千
円

（
対
象
者
が

気
軽

に
集

ま
れ
る
場

を
常
設

す
る

場
合

）
、

2
,
16
6
千
円
（

左
記

以
外

）
≪

拡
充

≫
・
就
労
相

談
支

援
１
チ
ー
ム
当

た
り

：
5,
7
3
9千

円
・
学
習
費

等
支

援
特
別
育

成
費

基
本
額

１
人
当
た
り
：

2
4
,4
2
0円

補
習
費

１
人

当
た
り

：
2
0
,
00
0
円

資
格
取
得

等
特

別
加
算

１
人
当
た
り
：

5
7
,6
1
0円

補
習
費
特
別
分

１
人

当
た
り

：
2
5
,
00
0
円

就
職
支

度
費

一
般
分

１
人
当
た
り
：

8
2
,7
6
0円

特
別

基
準
分

１
人

当
た
り

：
19
8
,
53
0
円

大
学
進

学
等

自
立

生
活
支

度
費

一
般

分
１

人
当
た
り
：

8
2
,7
6
0円

特
別

基
準
分

１
人

当
た
り

：
19
8
,
53
0
円

・
医
療
連

携
支

援
１

か
所
当

た
り

：
5,
9
0
0千

円
≪

新
規
≫

・
退
所
後

生
活

体
験

支
援

１
人
当
た
り
：

5
3
,7
0
0円

≪
新
規
≫

・
法
律
相

談
支

援
１

か
所
当

た
り

：
3,
0
0
0千

円
≪

新
規
≫

②
身
元
保
証

人
確

保
対

策
事
業

・
就
職
時
の

身
元
保
証

年
間
保
険
料

：
10
,
5
60
円

・
賃
貸
住
宅
等
の

賃
借
時

の
連
帯
保
証

年
間
保
険
料

：
19
,
1
52
円

・
大
学

・
高
等
学
校
等
入
学
時

の
身
元
保
証

年
間
保
険
料

：
10
,
5
60
円

・
入
院
時
の

身
元

保
証

年
間
保
険
料

：
2,
4
0
0円

≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】
①

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童
相
談
所
設
置
市

②
都

道
府
県

、
指

定
都

市
、

中
核
市
、
児
童
相
談
所
設
置

市
、

市
及
び

福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
中
核
市
・

児
童
相
談
所
設
置
市
：

1
/
2

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
：

1
/
4、

市
・

福
祉
事
務
所
設
置
町
村

：
1/
4
（
市
及

び
福
祉
事
務
所
設
置

町
村
が

実
施

す
る

場
合

）

【
補
助
基
準

額
】

１
か

所
当
た

り
：

1
,
00
0
千
円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補

助
率

】
国

：
1/
2
、
都
道

府
県

等
：

1
/
2
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②
自
立
支
援
担
当
職
員
の
配
置
【
拡
充
】

児
童

養
護

施
設

等
に

、
進

学
・

就
職

等
の

自
立

支
援

や
退

所
後

の
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
を

担
う

職
員

を
配

置
し

、
退

所
前

後
の

自
立

に
向

け
た

支
援

を
行

う
。

ま
た

、
新

た
に

母
子

生
活

支
援

施
設

に
も

退
所

後
の

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

や
地

域
の

母
子

家
庭

等
へ

の
支

援
を

担
う

職
員

を
配

置
し

、
母

子
家

庭
の

自
立

に
向

け
た

支
援

の
充

実
を
図
る
。

【
里
親

委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

③
社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業

子
ど

も
の

自
立

に
向

け
た

継
続

的
・

包
括

的
な

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

、
民

間
団

体
に

お
い

て
、

自
治

体
職

員
及

び
社

会
的

養
護

経
験

者
等

を
対

象
と

し
た

全
国
大
会
を
開
催
す
る
た
め
の
経
費
を
補
助
す
る
。

【
社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
：
12
百
万
円
】

④
未
成
年
後
見
人
支
援
事
業

未
成
年
後
見
人
の
確
保
を
図
る
た
め
、
未
成
年
後
見
人
に
対
す
る
報
酬
や
損
害
賠
償
保
険
料
の
補
助

を
実
施
す
る
。

【
児
童
虐
待

・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
：
21
3億

円
の
内
数
】

⑤
入
所
児
童
等
の
円
滑
な
自
立
に
向
け
た
取
組

の
強
化
【
拡
充
】

入
所

児
童

等
の

円
滑

な
自

立
に

向
け

た
取

組
を

強
化

す
る

た
め

、
分

園
型

自
立

訓
練

事
業

の
対

象
施

設
を

児
童

養
護

施
設

以
外

に
も

拡
大

す
る

と
と

も
に

、
一

人
暮
ら
し
体
験
が
可
能
と
な
る
よ
う
貸
物
件
等
の
賃
借
料
も
補
助
対
象
と
す
る
。

【
里
親

委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

○
就
学
者
自

立
生

活
援

助
事
業

【
補
助
基
準

額
】

①
生
活
費
支

援
１

人
当

た
り

月
額

：
11
,
3
10
円

②
特
別
育
成

費
基
本

額
１

人
当

た
り

月
額

：
24
,
4
20
円

、
資
格
取
得
等
特
別
加
算

１
人

当
た
り
：

5
7
,6
1
0円

③
児
童
用
採

暖
費

１
人
当

た
り

月
額

：
33
8
円

④
就
職
支
度

費
一
般

分
１

人
当

た
り

：
82
,
7
60
円
、
特
別
基
準
分

１
人
当

た
り
：

1
9
8,
5
3
0円

⑤
大
学
進
学

等
自

立
生

活
支
度

費
一
般

分
１
人

当
た
り

：
82
,
7
60
円
、

特
別
基
準
分

１
人
当

た
り

：
19
8
,
53
0円

⑥
補
習
費

１
人

当
た

り
月
額

：
20
,
0
00
円
、

補
習
費
特
別
分

１
人
当
た
り
月
額
：

25
,
0
0
0円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定

都
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市

：
1/
2

2
0

【
補
助
基
準

額
】

①
未
成
年
後

見
人

の
報

酬
補
助

事
業

年
額
：

2
4
0千

円
②

未
成
年
後

見
人

が
加

入
す
る

損
害

賠
償

保
険
料
補
助
事
業

未
成
年
後
見
人
：

5
,
21
0円

、
被
後
見
人
：

7
,2
4
0円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補

助
率
】

国
：

1
/
2、

都
道
府

県
・

指
定
都
市

・
児
童

相
談
所
設
置
市

：
1/
2

【
実

施
主

体
】
法

人
（

公
募

に
よ

り
選

定
）

【
補

助
率
】

定
額

（
国

：
10
/1
0
相
当

）
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⑥
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
体
制
強
化
【
拡
充
】

自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
体
制
を
強
化
し
、
自
立
に
向
け
た
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
管
理
宿
直
職
員

を
配
置
し
、
指
導
員
等
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

【
里
親
委
託
費

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
：
1,
35
6億

円
の
内
数
】

⑦
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業

【
拡
充
】

児
童

養
護

施
設

退
所

者
等

に
対

す
る

自
立

支
援

の
充

実
を

図
る

た
め

、
就

職
・

進
学

す
る

児
童

養
護

施
設

退
所

者
等

へ
の

生
活

費
や

家
賃

相
当

額
等

の
貸

付
を

行
い
、
一
定
期
間
の
就
業
継
続
に
よ
り
返
還
を
免
除
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て
、
安

定
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
貸
付
原
資
を
補
助
す
る
。

併
せ

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

休
業

等
に

よ
り

収
入

が
減

少
し

、
経

済
的

に
厳

し
い

状
況

に
あ

る
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
を

支
援

す
る
た
め
、
貸
付
金
額
（
生
活
費
貸
付
）
の
増
額
期
間
を
延
長
す
る
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

：
3.
6億

円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】 2
1

【
貸
付
対
象

者
及

び
貸

付
額
等

】
①

就
職
者
：

就
職

に
よ

り
児
童

養
護

施
設
等
を

退
所

し
た
者
等
で
あ
っ
て
、

保
護
者
が
い
な
い

又
は

保
護
者
か

ら
の
養

育
拒

否
等

に
よ

り
、

住
居
や

生
活

費
な

ど
安

定
し

た
生
活

基
盤
の

確
保

が
困

難
又

は
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る

者
［

家
賃

貸
付

］
貸

付
額

：
家

賃
相
当
額

（
生
活
保
護
制
度

に
お
け
る

当
該
地
域
の

住
宅
扶
助
額
を

上
限

（
東
京

都
特

別
区

で
単

身
世

帯
の
場

合
：

約
５

万
円

）
）

貸
付
期
間

：
２

年
間

（
３

年
間

※
）

［
生
活

費
貸

付
※

］
貸

付
額

：
月
額
８

万
円

貸
付
期
間

：
６

か
月
間
（

求
職
期
間
を

含
む

）
→

1
2か

月
間

≪
拡
充

≫
※

部
分

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染
症
の

影
響

に
よ
る

内
定
取
消

や
休
業
等

に
よ
り

収
入

が
減

少
し

、
経

済
的
に

厳
し

い
状

況
に

あ
る

者
が
対

象

②
進
学
者
：

大
学

等
へ

の
進
学

に
よ

り
児

童
養
護
施
設
等
を

退
所

し
た

者
等

で
あ
っ
て
保
護
者

が
い
な
い

又
は

保
護
者

か
ら

の
養

育
拒

否
等

に
よ
り

、
住

居
や

生
活

費
な

ど
安
定

し
た
生

活
基

盤
の

確
保

が
困
難
又
は
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る
者

［
家

賃
貸

付
］
貸

付
額

：
家

賃
相
当
額

（
生
活
保
護
制
度

に
お
け
る

当
該
地
域
の

住
宅
扶
助
額
を

上
限

（
東
京

都
特

別
区

で
単

身
世

帯
の
場

合
：

約
５

万
円

）
）

貸
付
期
間

：
正
規
修
学
年
数

［
生

活
費

貸
付

］
貸

付
額

：
月
額
５

万
円

（
８

万
円
※

）
貸

付
期
間

：
正
規
修
学
年
数
（

８
万
円

へ
の

増
額
期
間

は
６

か
月
間

→
12
か
月
間
≪

拡
充

≫
）

※
部
分

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染
症
の

影
響

に
よ
る

内
定
取
消

や
休
業
等

に
よ
り

収
入

が
減

少
し

、
経

済
的
に

厳
し

い
状

況
に

あ
る

者
が
対

象

③
資
格
取
得

希
望

者
：

児
童
養

護
施

設
等

に
入
所
中

の
者
等

で
あ
っ
て

、
就
職
に

必
要
な

各
種
資
格

を
取
得
す

る
こ
と

を
希

望
す

る
者

［
資
格

取
得

貸
付

］
実

費
（
上

限
25
万
円

）

【
返
還
免
除

の
要

件
】

５
年
間

（
③

は
２

年
間

）
の

就
業
継
続
を

満
た
し
た

場
合

は
返
還
免
除

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
が

適
当

と
認

め
る

民
間

法
人

【
補

助
率
】

定
額

（
国
：

9
/
10
相
当

）
※
都
道
府
県

は
、

貸
付
実
績

に
応

じ
て

1/
1
0
相
当

を
負
担

－247－



（
５
）
児
童
養
護
施
設
等
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
の
支
援

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

を
図
る
事
業

児
童

養
護

施
設

等
は

、
適

切
な

感
染

防
止

対
策

を
行

っ
た

上
で

の
事

業
継

続
が

求
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

を
防

止
す

る
観
点
か
ら
、
マ
ス
ク
の
購
入
や
消
毒
に
必
要
と
な
る
経
費
の
ほ
か
、
個
室
化
に
要
す
る
改
修
に
必

要
と
な
る
経
費
等
を
補
助
す
る
。

ⅰ
マ
ス
ク
等
購
入
費

感
染
経
路
の
遮
断
の
た
め
、
児
童
養
護
施
設
等
で
使
用
す
る
マ
ス
ク
、
消
毒
液
等
の
購
入
等
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
補
助

ⅱ
児
童
養
護
施
設
等
の
消
毒
経
費

施
設
内
で
感
染
が
広
が
ら
な
い
よ
う
、
利
用
者
・
従
事
者
が
触
れ
る
箇
所
や
物
品
等
の
消
毒
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
補
助

ⅲ
広
報
・
啓
発
経
費

施
設
で
活
動
す
る
子
ど
も
等
に
必
要
な
情
報
が
行
き
渡
る
よ
う
、
感
染
症
予
防
の
広
報
・
啓
発
経
費
に
つ
い
て
補
助

ⅳ
個
室
化
に
要
す
る
改
修
費
等

事
業

継
続

が
必

要
な

児
童

養
護

施
設

等
に

お
い

て
、

感
染

が
疑

わ
れ

る
者

を
分

離
す

る
場

合
に

備
え

、
感

染
が

疑
わ

れ
る

者
同

士
の

ス
ペ

ー
ス

を
空

間
的
に
分
離
す
る
た
め
の
個
室
化
に
要
す
る
改
修
費
等
（
宿
泊
施
設
の
借
り
上
げ
費
用
等
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
補
助

ⅴ
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要

な
経
費

事
業

継
続

が
必

要
な

児
童

養
護

施
設

等
に

お
い

て
、

職
員

が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
業

務
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費
（
研
修
受
講
、
か
か
り
増
し
経
費
等
）
を
補
助

②
感
染
防
止
対
策
等
の
た
め
の
相
談
・
支
援

事
業

児
童

養
護

施
設

の
職

員
等

が
抱

え
る

感
染

症
対

策
に

関
す

る
不

安
や

疑
問

等
に

対
応

す
る

た
め

、
医

療
機

関
や

感
染

症
専

門
家

等
に

よ
る

適
切

な
感

染
防

止
対

策
等
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
・
派
遣
指
導
を
行
う
ほ
か
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
窓
口
の
設
置
等
を
支
援
す
る
。

③
一
時
保
護
所
及
び
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る

医
療
連
携
体
制
強
化
事
業

濃
厚

接
触

者
等

の
子

ど
も

の
対

応
に

つ
い

て
、

医
療

機
関

へ
の

一
時

保
護

委
託

の
連

絡
調

整
等

を
行

う
ほ

か
、

一
時

保
護

所
や

児
童

養
護

施
設

等
で

受
け

入
れ

を
行

う
際

、
健

康
観

察
等

の
個

別
的

な
対

応
の

充
実

や
、

症
状

が
出

た
場

合
の

迅
速

な
関

係
機

関
（

保
健

所
・

医
療

機
関

等
）

と
の

連
携

を
図

る
た

め
に

看
護

師
等

の
配
置
・
派
遣
等
を
支
援
す
る
。

【
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業

：
62
億
円
（
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案
）
】

【
補
助
基
準

額
】

①
１
施
設
等

当
た

り
：

8
,0
00
千

円
（

里
親
等
：

1
,0
0
0千

円
）

②
１
施
設
等

当
た

り
：

1
1
,8
60
千

円
③

１
施
設
等

当
た

り
：

1
3
,3
08
千

円

【
実

施
主

体
】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市

、
市
町
村

【
補

助
率
】

①
・
②

国
：

1/
2
、
都

道
府
県

、
指

定
都
市
、

中
核
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
、

市
町
村

：
1/
2

③
定

額
（

国
：

1
0
/1
0相

当
）

2
2

※
本
資
料
に
お
け
る
補
助
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
予
算
案
時
点
に
お
け
る
案
で
あ
る
。
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「
児

童
虐
待
防

止
対

策
の

抜
本

的
強

化
」

等
を

踏
ま
え

た
児
童

虐
待

防
止
対
策

の
総
合

的
・

抜
本

的
強

化
策
を

迅
速

か
つ
強

力
に

推
進

す
る

。

令
和
３
年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
及
び
社
会
的
養
育
関
係
予
算
案
等
の
ポ
イ
ン
ト

子
ど
も
の
権
利
擁
護

児
童
相
談
所
が

関
与
し
た
子
ど
も
の
意
見
表
明
を
受
け
止
め
る
体
制
の
構

築
を
図
る
た
め
の
実
証
モ
デ
ル
事
業
を
実
施

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業

国
民
全
体
で
「
し
つ
け
の
た
め
の
体
罰
」

を
行
わ
な
い
子
育
て
を
推
進
す

る
た
め
、
ポ
ス
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

、
様
々
な
広
告
媒
体
を
活
用

し
た
広
報
啓
発
を
実
施

体
罰
禁
止
及
び
体
罰
に
よ
ら
な
い
子
育
て
等
の
推
進

児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
を
推
進
す
る
た
め
、
未
就
園
児
等
を

対
象
と
し
て
家
庭
を
訪
問
す
る
取
組
に
必
要
な
経
費
を
補
助

未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業

支
援
が
必
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
政
機
関
や
地
域
の
支
援
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
家
庭
な
ど
、
継
続
的
な
関
わ
り
が
必
要
な
家
庭
に
対
し
、
家

庭
訪
問
等
を
通
じ
て
、
育
児
用
品
を
配
布
を
行
う
な
ど
保
護
者
が
支
援
を
受

け
入
れ
や
す
く
な
る
取
組
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施

子
育
て
支
援
訪
問
事
業

妊
娠
期
か
ら
子
育

て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
す
る
子
育

て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
促
進

ま
た
、
地
域
に
お
け
る

柔
軟
な
実
施
を
推

進
す
る
た
め
、
市
町
村
同
士
で

の
共
同
実
施
を
推
進

す
る
た
め
の
経
費
を
補

助

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

退
院
直
後
の
母
子

に
対
し
て
心
身
の
ケ
ア
等
を
行
い
、
産
後
も
安
心
し
て

子
育
て
が
で
き
る

支
援
体
制
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
産
婦
健
康
診
査
事
業
、

産
後
ケ
ア
事
業
等

を
推
進
。
産
後
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
定
化
さ
れ
、

各
市
町
村
で
実
施

が
努
力
義
務
と
な
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
設
置
促
進
を

図
る

産
婦
健
康
診
査
事
業
・
産
後
ケ
ア
事
業
【
拡
充
】

予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
（
Ch
il
d 
De
at
h 
Re
vi
ew
）
に
つ
い

て
、
制
度
化
に
向
け
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
関
係
機
関
に
よ
る
連
絡
調
整
、

子
ど
も
の
死
因
究
明
に
係
る
デ
ー
タ
収
集
及
び
整
理
、
有
識
者
等
に
よ
る
検

証
並
び
に
検
証
結
果
を
踏
ま
え
た
政
策
提
言
を
行
う
た
め
の
経
費
を
補
助

予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
に
か
か
る
体
制
整
備

予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
よ
り
、
身
体
的
、
精
神
的

な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た

若
年
妊
婦
等
に
対
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

活
用
し
た
相
談
支
援
等
や
、
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
緊
急
一
時
的

な
避
難
場
所
の
宿
泊
支
援
を

行
う
た
め
の
経
費
を
補
助

若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
・
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
相
談
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
全
国
共
通

の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
開
設
し
、
各
児
童
相
談
所
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
相
談
に
対
応
す

る
仕
組
み
を
新
た
に
構
築
す
る
。

（
※

）
こ

の
ほ
か

、
児

童
相

談
所

に
相

談
し

や
す

い
環

境
整

備
を

進
め

る
た

め
、

児
童
相

談
所

相
談

専
用

ダ
イ
ヤ

ル
（
0
57
0
-
78
3
-1
8
9）

に
つ

い
て

、
無

料
化
を

行
う
。

（
児

童
相

談
所

虐
待

対
応

ダ
イ
ヤ

ル
「
1
89

」
は

令
和

元
年
1
2月

よ
り
無

料
化
）

S
N
S
を
活
用
し
た
相
談
支
援
の
強
化
等
【
新
規
】
※
Ｒ
２
第
３
次
補
正

夜
間
・
休
日
を
問
わ
ず
、
児
童
相
談
所
が
対
応
す
る
通
告
・
相
談
に
対
し

て
、
随
時
直
接
応
じ
ら
れ
る
体
制
整
備
を
支
援
（
24
時
間
・
36
5日

体
制
強
化

事
業
）
す
る
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
相
談
支
援

の
体
制
整
備
を
支
援
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
相
談
事
業
）
す
る
事
業
を
実
施

児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
【
拡
充
】

子
ど
も
食
堂
や

子
ど
も
宅
食
を
運
営
す
る
民
間
団
体
等
と
連
携
し
て
地
域
に
お
け
る
見
守
り
体
制
を

強
化
す
る
「
支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業
」
に
つ

い
て
、
安
定
的
実
施

に
向
け
、
引
き
続
き
財

政
支
援
を
実
施

支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業

※
Ｒ
２
第
３
次
補
正

2
3
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児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
防

止
を
図
る
中
、
①
相
談
対
応
等

に
お
け
る
ビ
デ
オ

通
話
の
活
用
、
②
関
係
機

関
と
の
連
絡
調
整
等
に
お
け
る

テ
レ
ビ
会
議
の
活
用

、
③
安
全
確
認
等
を
行

う
外
出
先
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の

活
用
、
④
通
信
環
境

の
整
備
等
を
支
援
す
る

事
業
を
新
規
計
上

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
IC
T
化
推
進
事
業
【
新
規
】
※
R
２
第
３
次
補
正

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た

緊
急
性
の
判
断
に
資
す

る
全
国
統
一
の
ツ
ー
ル
の
開
発

に
向
け
た
取
組
（

仕
様
書
の
作
成
等
）
を
実

施
（

※
）

令
和

２
年
度
調

査
研
究

事
業

で
当

該
ツ

ー
ル

の
概
要

を
作
成
予
定

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
ツ
ー
ル
の
開
発
促
進
【
新
規
】

※
R
2
第
３
次
補
正

児
童
相
談
所
の

児
童
福
祉
司
に
つ
い
て
、

通
信
課
程
（
１
年
）
を
利
用
し

て
任
用
資
格
を
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
当
該
課
程
の
受
講
料
等
の

補
助
を
行
う
事
業

を
新
規
計
上

児
童
福
祉
司
任
用
資
格
取
得
支
援
事
業
【
新
規
】

児
童
相
談
所
に
お
い
て
、
常
時
、
弁
護
士
に
よ
る
助
言
又
は
指
導
の
下
で

法
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
弁
護
士
の
配
置
等
に
係
る
費
用

を
支
援

法
的
対
応
機
能
強
化
事
業

医
師
の
配
置
等
に
係
る
費
用
の
支
援
に
つ
い
て
、
補
助
単
価
の
見
直
し
を

行
い
、
各
児
童
相
談
所
へ
の
配
置
が
進
む
よ
う
、
事
業
を
拡
充

医
療
的
機
能
強
化
事
業
【
拡
充
】

精
神
的
･肉

体
的
負
担
が
大
き
い
業
務
の
性
質
や
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の

確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司
等
や
、

一
時
保
護
所
の
職
員
の
処
遇
改
善
を
支
援

児
童
福
祉
司
等
の
処
遇
改
善

賃
貸
物
件
を
改
修

す
る
こ
と
に
よ
り
一
時

保
護
専
用
施
設
を
確
保
す
る
取

組
に
つ
い
て
、
賃
貸
物
件
以
外

の
物
件
の
改

修
費
用
を
補
助
対
象
と
し
て
追

加
す
る
よ
う
、
事
業

を
拡
充

賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
【
拡
充
】

一
時
保
護
所
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
基
礎
単
価
の
引
上
げ
や
心
理
療
法

室
を
整
備
し
た
場
合
の
加
算
等
に
よ
る
支
援
を
継
続

（
※
）

こ
の
ほ
か

、
一

時
保
護

所
の

体
制

強
化

の
た

め
、
職

員
配

置
の

改
善

（
子

ど
も

４
人
：

職
員

１
人

→
子
ど

も
２

人
：

職
員

１
人

（
最
大

）
）

等
の

支
援

を
継

続

次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

都
道
府
県
が
行

う
児
童
福
祉
司
等
の
採
用

活
動
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、

児
童
相
談
所
設
置
予
定

の
自
治
体
や
一
部
事

務
組
合
が
補
助
対
象
と
な
る
よ

う
、
事
業
を
拡
充

児
童
福
祉
司
等
採
用
活
動
支
援
事
業
【
拡
充
】

①
研
修
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進
、
②
児
童

相
談
所
の
指
導
的
な
立
場
の
職
員
に
対
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
研
修
の
実

施
、
③
他
の
自
治
体
の
児
童
相
談
所
に
職
員
を
派
遣
し
て
人
材
を
養
成
す
る

取
組
（
派
遣
研
修
）
へ
の
支
援
を
行
う
た
め
、
事
業
を
拡
充

（
※
）

虐
待

・
思
春
期

問
題
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー
事

業
を
拡

充
し

て
実

施

研
修
実
施
体
制
の
強
化
【
拡
充
】

児
童
相
談
所
が

行
う
児
童
福
祉
施
設
等
へ

の
指
導
委
託
に
つ
い
て
、
必
要

と
な
る
費
用
を
支
援

す
る
た
め
、
事
業
を
拡

充

官
・
民
連
携
強
化
事
業
【
拡
充
】

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
が
同
伴
す
る
子
ど
も
の
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
婦
人

相
談
所
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
す
る
「
児
童
虐
待

防
止
対
応
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
配
置
す
る
事
業
を
実
施

Ｄ
Ｖ
対
応
・
児
童
虐
待
対
応
連
携
強
化
事
業

2
4

一
時
保
護
の
受
入
体
制
を
整
備
し
た
場
合
に
事
務
費
が
支
弁
さ
れ
る

一
時

保
護
専
用
施
設
の

対
象
施
設
を
拡
大
す
る
。

一
時
保
護
委
託
に
対
す
る
支
援
の
充
実
【
拡
充
】
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児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

婦
人
相
談
所
一

時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
心
理
療
法
担
当
職
員
を

配
置
し
、
Ｄ
Ｖ
等

被
害
者
及
び
同
伴
す
る
子
ど
も
の
心
理
的
ケ
ア
を
図
る

児
童
相
談
所
や
市
町
村
に
子
ど
も
の
状
況
確
認
を
行
う
職
員
を
新
た
に
配

置
す
る
た
め
の
補
助
を
拡
充

児
童
の
安
全
確
認
等
の
た
め
の
体
制
強
化
事
業
【
拡
充
】

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等

が
同
伴
す
る
子
ど
も
が
、
婦
人
保
護
施
設
か
ら
小
・
中
学

校
等
に
安
心
・
安

全
に
通
学
す
る
た
め
に
、
生
活
支
援
員
に
よ
る
通
学
へ
の

同
行
に
必
要
な
旅

費
等
を
補
助

同
伴
児
童
通
学
支
援
事
業

心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置

児
童
虐
待
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
進
め
、
児
童
相
談

所
・
市
町
村
に
お
け
る
情
報
共
有
や
、
転
居
ケ
ー
ス
等
に
お
け
る
対
応
を
効

率
的
・
効
果
的
に
行
う
取
組
を
支
援

婦
人
保
護
施
設

に
入
所
し
た
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
が
同
伴
す
る
子
ど
も
に
つ
い

て
、
適
切
に
教
育

を
受
け
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
学
習
指
導
員
の
配
置

や
、
教
材
や
学
習

机
等
の
環
境
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補
助

同
伴
児
童
学
習
支
援
事
業

児
童
相
談
所
に
お
け
る
保
護
者
指
導
を
行
う
体
制
整
備
等
の
た
め
、
①
保

護
者
指
導
支
援
員
の
配
置
、
②
専
門
機
関
が
実
施
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
活
用
、
③
職
員
の
資
格
取
得
に
つ
い
て
支
援
す
る
。

保
護
者
指
導
・カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
強
化
事
業

社
会
的
養
育
の
充
実
・
強
化

里
親
等
委
託
率

の
目
標
達
成
に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治
体
に
対

し
て
、
補
助
率
の

嵩
上
げ
(1
/2
→
2/
3)
を
行
う
ほ
か
、
先
駆
的
な
取
組
を
支

援
し
、
効
果
的
な

取
組
事
例
を
横
展
開
で
き
る
よ
う
、
提
案
型
補
助
事
業
を

新
規
計
上
。
ま
た

、
市
町
村
と
の
連
携
や
障
害
児
入
所
施
設
等
と
の
連
携
に

必
要
な
費
用
の
補

助
を
計
上
す
る
。
加
え
て
、
里
親
等
の
委
託
解
除
前
か
ら

の
自
立
支
援
に
向

け
た
取
組
を
強
化
す
る
た
め
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
に

自
立
支
援
担
当
職

員
を
配
置
す
る
た
め
の
補
助
を
新
規
計
上

里
親
委
託
前
の

交
流
期
間
に
つ
い
て
、
一
般
生
活
費
や
施
設
等
へ
訪
問
す

る
た
め
の
費
用
を

補
助
を
計
上

里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
【
拡
充
】

里
親
へ
の
委
託
前
養
育
支
援
事
業

子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利
に
関
す
る
支
援
等
に
モ
デ
ル
的
に
取
り
組
む

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
や
養
親
希
望
者
の
手
数
料
負
担

の
更
な
る
軽
減
な
ど
、
特
別
養
子
縁
組
の
取
組
を
推
進

養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業
【
拡
充
】

2
5

里
親
養
育
へ
の
支
援
の
拡
充
な
ど
施
設
に
お
け
る
地
域
支
援
機
能
を
強
化

す
る
た
め
、
里
親
支
援
や
地
域
の
要
支
援
家
庭
等
へ
の
支
援
に
積
極
的
に
取

り
組
む
児
童
養
護
施
設
等
に
対
し
て
、
里
親
支
援
専
門
相
談
員
や
心
理
療
法

担
当
職
員
の
配
置
支
援
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
加

算
の
加
算
要
件
（
定
員
30
名
以
上
の
施
設
の
み
配
置
可
能
）
の
緩
和
等
を
行

う
。
ま
た
、
地
域
に
お
け
る
要
支
援
家
庭
等
を
一
時
的
に
入
所
又
は
通
所
さ

せ
て
支
援
を
行
う
親
子
支
援
事
業
（
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
）
を
創
設

里
親
養
育
へ
の
支
援
の
拡
充
な
ど
施
設
の
地
域
支
援
機
能
の
強
化
【
拡
充
】

里
親
制
度
の
普
及
促
進
の
た
め
、
里
親
制
度

や
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
関

し
て
様
々
な
広

告
媒
体
を
活
用
し
た
広
報
啓
発

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
制
度

に
対
す
る
社
会

的
認
知
度
を
高
め
そ
の
推
進

を
図
る
よ
う
、
補
助
を
拡
充

里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業
【
拡
充
】

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
の
養
育
者
の
負
担
軽
減
を
図
り
、
家
庭
養
育
優
先
原
則

に
基
づ
く
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
補
助
者
を
配
置
す
る
た
め
の
費
用
を
補
助

児
童
養
護
施
設
等
体
制
強
化
事
業
【
拡
充
】

要
保
護
児
童
等
に
関
す
る
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
整
備
【
拡
充
】
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社
会
的
養
育
の
充
実
・
強
化
（
続
き
）

都
市

部
等

に
お

け
る

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

に
向

け
た

取
組

を
促

進
す

る
た

め
、

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
等

の
定

員
の

下
限

を
４

人
（

現
行

６
人

）
ま

で
引

き
下

げ
る

（
※

）
ほ

か
、

本
体

施
設

の
基

幹
職

員
が

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

活
動

に
専

任
で

き
る

よ
う

、
基

幹
職

員
の

代
替

職
員

に
係

る
人

件
費

等
の
加
算
を
創
設

※
職
員
配
置
基
準
は
現
行
と
同
様
（
最
大
１
：
１
）

小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
に
向
け
た
定
員
要
件
の
緩
和
等
【
拡
充
】

児
童
養
護
施
設
等
の
退
所
者
が
集
ま
り
、
意
見
交
換
等
を
行
う
場
を
提
供

す
る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
社
会
的
養
護
出
身
者
を
対
象
と
し
た
交
流
会

等
を
開
催
す
る
た
め
の
経
費
の
補
助
を
計
上

社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業

令
和
６
年
度
末

ま
で
の
期
間
に
限
り
、
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治
体
・
施

設
を
支
援
す
る
た

め
、
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
さ
れ
た
施
設
を
整
備
す
る

際
の
施
設
整
備
費

・
改
修
費
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
1/
2→

2/
3）

を
行
う
と

と
も
に
、
定
期
借

地
権
契
約
に
よ
り
土
地
を
確
保
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る

権
利
金
や
前
払
地

代
な
ど
の
一
時
金
の
一
部
を
補
助

小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
に
向
け
た
整
備
費
等
の
補
助
率
嵩
上
げ
等
【
拡
充
】

都
道
府
県
等
に

よ
る
整
備
候
補
地
の
確
保
に
向
け
た
取
組
等
を
支
援
す
る

た
め
、
児
童
養
護

施
設
等
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
を
創
設

児
童
養
護
施
設
等
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
の
創
設
【
新
規
】

児
童
養
護
施
設

等
の
職
員
の
業
務
に
お
い
て
負
担
と
な
っ
て
い
る
書
類
作

成
等
の
業
務
等
に

つ
い
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
に
よ
る
子
ど
も
の
情

報
の
共
有
化
や
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
化
等
、
施
設
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る

機
器
等
の
整
備
に

要
す
る
費
用
を
補
助

児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
業
務
負
担
軽
減
等
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化

推
進
事
業
【
新
規
】
※
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入
所
児
童
等
の
円
滑
な
自
立
に
向
け
た
取
組
を
強
化
す
る
た
め
、
分
園
型
自
立

訓
練
事
業
の
対
象
施
設
を
自
立
援
助
ホ
ー
ム
な
ど
児
童
養
護
施
設
以
外
に
も
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
一
人
暮
ら
し
体
験
が
可
能
と
な
る
よ
う
貸
物
件
等
の
賃
借

料
を
補
助

ま
た
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
退
所
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
や
地
域
の
母
子
家

庭
等
へ
の
支
援
を
担
う
職
員
を
配
置
し
、
母
子
家
庭
の
自
立
に
向
け
た
支
援
の

充
実
を
図
る
ほ
か
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
体
制
を
強
化
し
、
自
立
に
向
け
た
取

組
を
促
進
す
る
た
め
、
管
理
宿
直
職
員
を
配
置
し
、
指
導
員
等
の
負
担
を
軽
減

施
設
に
お
け
る
自
立
支
援
の
取
組
の
強
化
等
【
拡
充
】

自
助
グ
ル
ー
プ
等
の
民
間
団
体
等
が
児
童
養
護
施
設
等
に
赴
き
、
入
所
児
童

の
相
談
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
な
旅
費
の
補
助
や
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携

に
必
要
な
費
用
の
補
助
を
計
上
す
る
ほ
か
、
民
間
ア
パ
ー
ト
等
を
借
り
上
げ
て
、

一
定
期
間
、
一
人
暮
ら
し
を
体
験
す
る
た
め
の
補
助
や
退
所
者
の
法
律
相
談
に

対
応
す
る
た
め
、
弁
護
士
等
と
の
契
約
に
必
要
な
費
用
の
補
助
等
を
新
規
計
上

社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
等
【
拡
充
】

就
職

・
進

学
す

る
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
へ

の
生

活
費

等
の

貸
付

を
行

い
、

一
定

期
間

の
就

業
継

続
に

よ
り

返
還

を
免

除
す

る
自

立
支

援
資

金
貸

付
事

業
に

つ
い

て
、

安
定

的
な

運
営

を
図

る
た

め
の

貸
付

原
資

を
補

助
。

併
せ

て
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

休
業

等
に

よ
り

収
入

が
減

少
し

、
経

済
的
に
厳
し
い
状
況

に
あ
る
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
を
支
援
す
る
た
め
、
貸
付
金
額
（
生
活
費
貸
付
）
の
増
額
期
間
を
延
長

児
童
養
護
施
設
等
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
の
支
援

※
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児
童
養
護
施
設

等
に
お
い
て
、
感
染
症
対
策

を
徹
底
し
つ
つ
、
事
業
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た

め
、
マ
ス
ク
等
の
購
入
や
感
染
が
疑
わ
れ
る
者
同
士
の
ス

ペ
ー
ス
を
空
間
的
に
分
離
す
る
た
め
の
施
設

の
個
室
化
に
要
す
る
改
修
費
、
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
経
費
等
を
補
助
す
る
と
と
も
に
、

医
療
機
関
や
感
染
症
専
門
家
等
か
ら
の
支
援
等
に
よ
り
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
感
染
症
対
応
力
を
底
上
げ

施
設
に
お
け
る
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
嘱
託
医
手

当
の
拡
充
を
行
う
ほ
か
、
予
防
接
種
費
用
の
対
象
を
拡
大

医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
強
化
等
【
拡
充
】

2
6

児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業
【
拡
充
】
※
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Ⅰ
包
括
的
な
里
親
養
育
支
援
体
制
の
構
築

Ⅱ
特
別
養
子
縁
組
の
推
進

Ⅴ
自
立
支
援
の
充
実

自
立

支
援

・
民

間
養

子
縁

組
あ

っせ
ん

機
関

に
対

して
、研

修
受

講
費

用
や

第
三

者
評

価
受

審
費

用
等

を
助

成
す

る
とと

も
に

、養
親

希
望

者
等

の
負

担
軽

減
等

に
向

け
た

支
援

体
制

の
構

築
に

向
け

た
モ

デ
ル

事
業

等
を

実
施

・
里

親
委

託
や

、児
童

養
護

施
設

等
へ

の
入

所
措

置
を

受
け

て
い

た
者

に
つ

い
て

、必
要

に
応

じて
18

歳
（

措
置

延
長

の
場

合
は

20
歳

）
到

達
後

も
原

則
22

歳
の

年
度

末
ま

で
の

間
、引

き
続

き
里

親
家

庭
や

施
設

等
に

居
住

して
必

要
な

支
援

を
提

供
す

る
事

業
に

要
す

る
費

用
を

補
助

＜
令
和
３
年
度
予
算
の
拡
充
内
容
＞

・
民

間
団

体
等

が
児

童
養

護
施

設
等

に
赴

き
、入

所
児

童
に

対
す

る
相

談
支

援
の

実
施

に
必

要
な

旅
費

を補
助

・
メン

タル
ケ

ア
等

、医
療

的
な

支
援

が
必

要
な

者
が

適
切

に
医

療
を

受
け

られ
る

よ
う、
医
療
機
関
等
との
連
携

に
必

要
な

経
費

の
補

助
を

創
設

・
円

滑
な

自
立

に
向

け
た

取
組

を
強

化
す

る
た

め
、民

間
ア

パ
ー

ト等
を借

り上
げ

て
、一

定
期

間
、一
人
暮
らし
を
体
験

す
る

事
業

を
創

設
・

施
設

退
所

者
等

の
法

律
相

談
に

対
応

す
る

た
め

、弁
護
士
等
との
契
約

に
必

要
な

費
用

の
補

助
を創

設
・

施
設

退
所

者
等

の
入
院
時
の
身
元
保
証
に
対
す
る
支
援
を
創
設

す
る

とと
も

に
、保

証
人

の
対

象
範

囲
の

拡
大

等
の

運
用

改
善

を
実

施
2
7

施
設

里
親

養
子

縁
組

・
①

里
親

の
リク

ル
ー

ト及
び

ア
セ

ス
メン

ト、
②

登
録

前
・登

録
後

及
び

委
託

後
に

お
け

る
里

親
に

対
す

る
研

修
、③

子
ども

と里
親

家
庭

の
マ

ッチ
ン

グ
、④

里
親

養
育

へ
の

支
援

に
至

る
ま

で
の

一
貫

した
里

親
養

育
支

援
を

総
合

的
に

実
施

す
る

事
業

を支
援

＜
令
和
３
年
度
予
算
の
拡
充
内
容
＞

・
里

親
等

委
託

率
の

目
標

達
成

に
向

け
て

意
欲

的
に

取
り組

む
自

治
体

に
対

して
、補
助
率
の

嵩
上
げ
(1
/2
→
2/
3)

を実
施

・
先

駆
的

な
取

組
を

支
援

し、
効

果
的

な
取

組
事

例
を横

展
開

で
きる

よ
う、
提
案
型
補
助
事

業
を
創
設

（
補

助
率

国
10

/1
0）

・
市
町
村
と連
携
した
里
親
支
援

に
取

り組
む

た
め

、フ
ォス

タリ
ン

グ
機

関
に

連
携

コー
デ

ィネ
ー

タｰ
の

配
置

の
補

助
を創

設
・

里
親

委
託

児
童

の
自

立
支

援
の

取
組

を強
化

す
る

た
め

、フ
ォス

タリ
ング

機
関

に
自
立
支
援
担
当
職
員
の
配
置

の
補

助
を創

設
等

Ⅲ
施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進

・
児

童
養

護
施

設
等

の
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の

推
進

を
図

る
た

め
、施

設
整

備
を

含
む

物
件

確
保

に
向

け
た

支
援

や
職

員
体

制
の

強
化

等
を

実
施

＜
令
和
３
年
度
予
算
の
拡
充
内
容
＞

・
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
に

意
欲

的
に

取
り組

む
自

治
体

・施
設

等
を

支
援

す
る

た
め

、
施
設
整
備
費
等
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
1/
2→
2/
3）

を
実

施
す

る
とと

も
に

、定
期

借
地
権
設
定
の
た
め
の
一
時
金
加
算
を
創
設

・
都

市
部

等
に

お
け

る
物

件
の

確
保

等
の

課
題

に
対

応
す

る
た

め
、整

備
候

補
地

の
確

保
に

向
け

た
民
有
地
マ
ッチ
ン
グ
事
業
を
創
設

す
る

とと
も

に
、地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

等
の
定
員
要
件
の
緩
和

を
実

施
（

定
員

６
人

の
み

→
定

員
６

～
４

人
の

範
囲

で
設

定
）

・
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

等
へ

の
バ
ック
ア
ップ
機
能
を
強
化

す
る

た
め

、本
体

施
設

の
基

幹
職

員
が

バ
ック

ア
ップ

活
動

に
専

任
で

き
る

よう
、代

替
職

員
に

係
る

人
件

費
等

の
加

算
を

創
設

＜
令
和
３
年
度
予
算
の
拡
充
内
容
＞

・
里

親
養

育
へ

の
支

援
に

積
極

的
に

取
り組

む
児

童
養

護
施

設
等

に
対

して
、里
親
支
援
専
門

相
談
員
の
配
置
を
拡
充

（
＋

１
名

）
・

施
設

に
お

け
る
レ
ス
パ
イ
ト・
ケ
ア
の
対
象
に
ファ
ミリ
ー
ホ
ー
ム
を
追
加

・
施

設
の

専
門

性
・ノ

ウハ
ウを

活
用

し、
地

域
の

里
親

等
へ

の
巡

回
支

援
を

行
う児

童
養

護
施

設
等

に
対

して
、心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置
を
拡
充

（
＋

１
名

）
・

市
町

村
等

と連
携

し、
地
域
に
お
け
る
要
支
援
家
庭
等
を
一
時
的
に
入
所
又
は
通
所
さ
せ
て

支
援
を
行
う親
子
支
援
事
業
を
創
設

（
施

設
機

能
強

化
推

進
費

加
算

を
拡

充
）

・
地

域
の

要
支

援
家

庭
等

へ
の

訪
問

支
援

等
を

行
う施

設
に

対
して

、家
庭
支
援
専
門
相
談
員

加
算
の
加
算
要
件
を
緩
和

（
現

行
は

定
員

30
名

以
上

の
施

設
の

み
対

象
）

・
里

親
養

育
支

援
や

地
域

の
要

支
援

家
庭

等
の

支
援

に
積

極
的

に
取

り組
む

施
設

に
対

して
、職

員
配

置
の

拡
充

等
を

実
施

＜
令
和
３
年
度
予
算
の
拡
充
内
容
＞

・
子
ども
の
出
自
を
知
る
権
利
に
関
す
る
支
援

等
に

モデ
ル

的
に

取
り組

む
養

子
縁

組
民

間
あ

っせ
ん

機
関

に
対

す
る

支
援

の
実

施
・

養
親

希
望

者
の
手
数
料
負
担
の
更
な
る
軽
減

を実
施

（
補

助
基

準
額

35
万

円
→

 4
0万

円
）

・
不

妊
治

療
へ

の
支

援
拡

充
と併

せ
て

、特
別

養
子

縁
組

制
度

等
の

普
及

啓
発

の
取

組
を

強
化

す
る

た
め

、普
及
啓
発
事
業
の
予
算
額
を

大
幅
に
拡
充

（
予

算
額

8,
10

0万
円

→
 ２

億
1,

00
0万

円
）

Ⅳ
施
設
に
お
け
る
地
域
支
援
の
取
組
の
強
化

家
庭
養
育
優
先
原
則
に
基
づ
く
取
組
等
の
推
進

・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
（
1
,3
5
6
億
円
）
・
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
（
2
1
3
億
円
の
内
数
）

・
里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業
（
2
.1
億
円
）
・
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
（6
4
億
円
の
内
数
）

・
社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
（
1
2
百
万
円
）
な
ど
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里
親
委
託
・
施
設
地
域
分
散
化
等
加
速
化
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
に
つ
い
て

①
今
後

、
「
見

え
る

化
」

し
た

結
果
も

踏
ま

え
つ
つ

、
各
都
道

府
県

等
に

対
し

て
、
国

の
財
政

面
の

支
援
の

活
用
も

含
め

た
更

な
る

取
組
や

里
親

等
委

託
率
の

目
標
値
の

引
き

上
げ
等

に
つ

い
て

個
別
に

助
言
等

を
実
施

し
て
い
く

予
定

。

➢
令
和

２
年

10
月

～
各

都
道

府
県

等
に
対

し
、
里
親
等
委
託

の
推
進
等
に
活
用
可
能

な
予
算
等

に
つ

い
て
説

明
（
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
の

オ
ン

ラ
イ

ン
実

施
）

個
別

助
言
を
行

う
に

当
た
っ
て
の

各
都
道
府
県
等
へ
の

事
前
調
査

を
実
施

（
計

画
の
記

載
の

み
で
は
分
か

ら
な

い
内

容
を

把
握

）
先

駆
的
な

取
組
み
を

行
っ
て
い
る

自
治
体

の
好
事
例
集

の
作
成

・
公
表
、
各
都
道

府
県

へ
の
個

別
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
を
実

施
。

➢
令
和

３
年

１
月

～
個

別
ヒ

ア
リ

ン
グ
等

の
結
果
を

踏
ま
え

取
組
が

不
十
分

な
自
治
体

へ
訪
問
指
導

個
別

指
導
の
実

施
結

果
を
踏
ま
え
た

数
値
目
標

・
取
り

組
み
等

の
最
終
把
握
、

レ
ー

ダ
ー

チ
ャ

ー
ト

の
修

正
・

公
表

②
加
え

て
、
都

道
府

県
等

の
取

組
を
強

力
に

支
援

し
、

計
画

の
加
速

化
を

促
す

た
め

、
令
和

６
年

度
末

（
※

）
ま

で
の
期

間
を
「

集
中

取
組

期
間
」

と
し

て
位
置

付
け
、

毎
年

度
、

「
里

親
委

託
・
施
設

地
域

分
散
化
等

加
速
化

プ
ラ
ン

（
仮
称

）
」
の

提
出
を

求
め

る
こ

と
を
予

定
。

（
※
）
計
画

の
中

間
年

、
か

つ
、

愛
着

形
成
に
最
も
重
要

な
時
期

で
あ
る
３
歳
未
満

の
里
親
等
委
託
率

の
数

値
目

標
を

概
ね

５
年

以
内

に
75

％
以

上
と

掲
げ

て
い

る
。

（
※
）
プ
ラ

ン
の
計
画

値
と
実

績
値
に

大
幅
な
乖
離
が
生

じ
て
い
る

場
合
、
毎
年
度

の
提
出
時

に
併
せ
て
、

要
因

分
析
さ

せ
る
と

と
も

に
、

対
処

方
法
を
求

め
る

。

③
プ
ラ

ン
に
基

づ
く

都
道

府
県

等
の
取

組
を

促
進

す
る

た
め

、
ⅰ

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
事

業
の
拡

充
や
、

用
地

確
保

に
向

け
た
施

設
整

備
費
等

の
加
算
の

創
設

な
ど
、

補
助

メ
ニ

ュ
ー

の
拡

充
等

を
図
る

と
と

も
に
、

ⅱ
集

中
取
組
期

間
に

お
け

る
補

助
率
の

嵩
上
げ

（
１
／

２
⇒
２

／
３
）

を
実
施

す
る

こ
と
に
よ

り
、
自

治
体

ご
と

の
財

政
面
で

の
課

題
や
用
地

確
保
等

の
課

題
等

に
対

応
し
、

意
欲

の
あ

る
自

治
体
の

取
組
を

強
力
に

後
押
し

す
る
。

今
後

の
取
組

方
針

○
平
成
2
8
年
改

正
児

童
福

祉
法

の
理

念
の

も
と
、
「

家
庭
養
育

優
先

原
則

」
を

徹
底

し
、

子
ど
も

の
最

善
の

利
益
を

実
現
し

て
い

く
た

め
、

都
道

府
県

等
に
対
し

て
、
令

和
元

年
度

末
ま

で
に
里

親
委

託
や
児
童

養
護
施

設
等

の
小
規
模

か
つ
地

域
分

散
化

等
の

推
進
に

向
け

た
「
都

道
府

県
社

会
的

養
育

推
進

計
画
」

の
策

定
（

計
画

期
間
：
R
2.
4
～

R
12
.
3
）
を

依
頼

。

○
本
年

８
月
に

は
、

各
都

道
府

県
か

ら
提

出
の
あ
っ
た

計
画

に
つ
い

て
、

里
親

等
委
託

率
の

数
値

目
標

や
里

親
推

進
に
向

け
た

取
組

等
を

「
見
え

る
化

」
し
、

レ
ー

ダ
ー

チ
ャ

ー
ト

に
て
取
り

ま
と

め
た
う
え

で
公
表

。

こ
れ

ま
で
の

取
組

2
8
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加
速

化
プ
ラ

ン
に
基

づ
く
里
親

委
託

に
向

け
た
取

組
を
強
力

に
推

進
す

る
た
め

、
以
下
に

よ
り

自
治

体
の
取

組
を
支
援

す
る

。

①
補

助
率
の

嵩
上
げ

令
和

６
年
度

末
ま
で

の
「

集
中

取
組

期
間

」
に
お

い
て
、
以

下
の

要
件

の
い
ず

れ
も
満
た

す
場

合
に
補

助
率

を
嵩
上
げ

（
１

／
２

⇒
 ２

／
３
）

（
要

件
）

（
1
）

「
３

歳
未
満

児
の
里
親

等
委

託
率

」
及
び

「
新
規
登

録
里

親
数

」
の
い

ず
れ
も
が

対
前

年
度

比
で
増

加
見
込
み

で
あ

る
こ

と
（

2
）

加
速

化
プ
ラ

ン
に
お
け

る
計

画
値

が
以
下

の
要
件
の

い
ず

れ
か

に
合
致

し
て
い
る

こ
と

ⅰ
令
和

６
年
度

末
時
点
の

３
歳

未
満

児
の
里

親
等
委
託

率
7
5
％
以

上
を
目

指
す
自
治

体
ⅱ

令
和

６
年
度

末
時
点
の

３
歳

未
満

児
の
里

親
等
委
託

率
が

令
和

元
年
度

末
と
比
較

し
て

３
倍

以
上
の

増
加
を
目

指
す

自
治

体
（

3
）

加
速

化
プ
ラ

ン
に
お
け

る
里

親
の

な
り
手

を
増
や
す

た
め

の
方

策
と
し

て
、
以
下

の
項

目
に

つ
い
て

、
事
後
的

に
取

組
状

況
を
検

証
可
能
と

す
る

具
体

的
な
取

組
内
容
を

策
定

し
て

い
る

こ
と

ⅰ
 
フ
ォ

ス
タ
リ

ン
グ
体
制

の
構

築
ⅱ

 里
親

リ
ク
ル

ー
ト

ⅲ
 
研
修

・
ト
レ
ー

ニ
ン

グ
ⅳ

 マ
ッ

チ
ン
グ

ⅴ
委

託
後
の

相
談
支
援

②
提

案
型
補

助
事
業

の
創
設
（

里
親

等
委

託
推
進

提
案
型
事

業
≪

新
規

≫
）

意
欲

的
に
取

り
組
む

自
治
体
が

行
う

先
駆

的
な
取

組
を
支
援

し
、

効
果

的
な
取

組
事
例
を

横
展

開
で

き
る
よ

う
、
提
案

型
補

助
事

業
を
創

設
（
定
額

（
国

1
0/
1
0
相
当

）
）

③
市

町
村
と

連
携
し
た

里
親
制

度
の

普
及

促
進
等

（
市
町
村

連
携

加
算

≪
新
規

≫
）

市
町

村
と
の

連
絡
調

整
に
必
要

な
連

携
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

の
配

置
等

の
支
援

を
行
い
、
市

町
村

と
連

携
し

た
里
親
制

度
の

普
及

促
進
や

新
規
里
親

の
開

拓
等

を
推
進

④
障

害
児
養

育
に
係

る
里
親
等

の
負

担
軽

減
（
障

害
児
里
親

等
委

託
推

進
モ
デ

ル
事
業
≪

新
規

≫
）

障
害

児
や
そ

の
養
育

者
へ
の
支

援
に

関
し

て
専
門

的
な
ノ
ウ

ハ
ウ

を
有

す
る
児

童
発
達
支

援
セ

ン
タ

ー
・
障

害
児
入
所

施
設

等
と

連
携
し

、
障
害
児

の
養

育
を

行
う
里

親
等
を
訪

問
し

て
必
要

な
支
援

を
行
う
な

ど
、
障

害
児

養
育

に
係
る
里

親
等

の
負

担
軽
減

に
向
け
た

支
援

体
制

の
構
築

に
向
け
た

モ
デ

ル
事

業
を
創

設

⑤
自

立
支
援

担
当
職
員

の
配
置

（
里

親
等

委
託
児

童
自
立
支

援
事

業
≪

新
規
≫

）
進

学
・

就
職

等
の
自

立
支
援
や

退
所

後
の

ア
フ
タ

ー
ケ
ア
を

担
う
自

立
支

援
担

当
職
員
を

配
置

し
、

委
託
解

除
前
か
ら

自
立

に
向

け
た
支

援
を
行
う

事
業

を
創

設

①
補
助

率
の
嵩
上
げ
な
ど

、
里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
の
拡
充

里
親
委

託
・
施
設
地

域
分

散
化

等
加

速
化

プ
ラ
ン
（

仮
称

）
を
策
定

し
、

里
親
委
託

を
推
進

す
る
自
治
体

の
取

組
を
強

力
に
支

援
す

る
た

め
、

里
親

養
育

包
括

支
援

（
フ

ォ
ス
タ
リ
ン

グ
）
事
業
の

補
助

率
の
嵩

上
げ

等
を
行
う
と
と
も
に

、
施
設

と
連
携
し
た
里
親
養
育

へ
の
支
援
体
制

を
強

化
す

る
。

令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
里
親
委
託
の
推
進
に
向
け
た
支
援
の
拡
充
内
容

施
設

の
専
門

性
・
ノ
ウ

ハ
ウ
を

活
用

し
、

施
設
と

連
携
し
た

里
親

養
育

へ
の
支

援
体
制
を

強
化

す
る

た
め
、

児
童
入
所

施
設

措
置

費
を
改

善
す
る
。

①
里

親
養
育

へ
の
支
援

の
拡
充

里
親

委
託
の

推
進
に

向
け
て
意

欲
的

に
取

り
組
む

自
治
体
に

お
い

て
、

施
設
と

連
携
し
た

里
親

養
育

へ
の
支

援
体
制
を

強
化

す
る

た
め
、
里

親
養
育

へ
の

支
援

に
積
極

的
に
取
り

組
む

乳
児
院

・
児
童

養
護
施
設

に
対

し
て

、
里
親
支

援
専
門

相
談

員
を

追
加
で

配
置

②
里

親
等
へ

の
巡
回
支

援
の
実

施
施

設
の

専
門

性
・
ノ

ウ
ハ
ウ
を

活
用

し
、

里
親
や

フ
ァ
ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

等
へ
の
巡

回
支
援

を
行

う
児

童
養
護

施
設
等
に

対
し

て
、

心
理
療

法
担
当
職

員
を

追
加

で
配
置

③
フ

ァ
ミ
リ

ー
ホ
ー

ム
の
養
育

負
担

の
軽

減
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー
ム

の
養
育
負

担
を

軽
減

す
る
た

め
、
児
童

養
護

施
設

等
に
お

け
る
一
時

的
な

休
息

の
た
め

の
援
助
（

レ
ス

パ
イ

ト
・
ケ

ア
）
の
対

象
に

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー
ム
を

追
加

②
施
設
と
連
携
し
た

里
親
養
育
へ
の
支
援
体
制
の
強
化

※
そ
の

他
、
国

の
実
施

す
る
里
親
制
度
の
普
及
促

進
に
向
け
た
広
報
啓
発
費
用
に
つ
い
て
、
大
幅
に
拡
充

す
る
。
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令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進
に
向
け
た
支
援
の
拡
充
内
容

加
速

化
プ
ラ

ン
に
基

づ
く
小
規

模
か

つ
地

域
分
散

化
さ
れ
た

児
童

養
護

施
設
等

の
整
備
を

強
力

に
推

進
す
る

た
め
、
以

下
に

よ
り

自
治
体

・
施
設
の

取
組

を
支

援
す
る

。

①
施

設
整
備

費
及
び

改
修
費
の

補
助

率
の

嵩
上
げ

（
次
世
代

育
成

支
援

対
策
施

設
整
備
交

付
金

、
児

童
養
護

施
設
等
の

生
活

向
上

の
た
め

の
環
境
改

善
事

業
）

令
和

６
年
度

末
ま
で

の
「

集
中

取
組

期
間

」
に
お

い
て
、
以

下
の

要
件

の
い
ず

れ
も
満
た

す
施

設
の

整
備
計

画
に
対
し

て
補

助
率

を
嵩
上

げ
（
１
／

２
⇒

 ２
／

３
）

（
要

件
）

ⅰ
概

ね
10
年

程
度

で
小
規
模

か
つ

地
域

分
散
化

を
図
る
た

め
の

整
備

方
針
（

計
画
）
を

策
定

し
て

い
る
こ

と
ⅱ

地
域
分

散
化
さ

れ
た
施
設

の
定

員
を

増
加
さ

せ
る
整
備

計
画

で
あ

る
こ
と

ⅲ
概

ね
10
年

程
度

で
ケ
ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に
高

い
子
ど
も

の
養

育
の

た
め
集

合
す
る
生

活
単

位
を

除
き
、

全
て
小
規

模
か

つ
地

域
分
散

化
さ
せ
る

整
備

計
画

を
策
定

す
る
こ
と

②
定

期
借
地

権
設
定

の
た
め
の

一
時

金
加

算
の
創

設
（
次
世

代
育

成
支

援
対
策

施
設
整
備

交
付

金
）

定
期

借
地
権

契
約
に

よ
り
土
地

を
確

保
し
、

自
己

所
有
物
件

を
整

備
す

る
場
合

に
必
要
と

な
る
権

利
金

や
前

払
地
代
な

ど
の

一
時

金
の
一

部
を
補
助

（
補

助
額
の

算
定
方

法
）

路
線

価
に
基

づ
き
相

続
税
に
お

け
る

評
価

額
の
算

出
方
法
に

よ
り

算
出

さ
れ
た

額
（
※
）

の
２

分
の

１
×
補
助

率
（

※
）

路
線

価
が
定

め
ら
れ
て

い
な

い
地

域
に
お

い
て
は
固

定
資

産
税

評
価
額

に
国
税
局

長
が

定
め

る
倍
率

を
乗
じ
た

額

③
改

修
費
等

の
補
助
回

数
の
制

限
の

撤
廃

（
児
童

養
護
施
設

等
の

生
活

向
上
の

た
め
の
環

境
改

善
事

業
）

空
き

屋
等
を

改
修
し

て
小
規
模

か
つ

地
域

分
散
化

さ
れ
た
児

童
養

護
施

設
等
を

設
置
す
る

場
合

、
１

施
設
１

回
限
り
と

し
て

い
る

改
修
費

等
の
制
限

を
撤

廃

①
施
設

整
備
費
・
改
修
費
等

の
補
助
率
の
嵩
上
げ
等

里
親
委

託
・
施
設
地

域
分

散
化

等
加

速
化

プ
ラ
ン
（

仮
称

）
を
策
定

し
、

児
童
養
護
施
設
等

の
小
規
模
か
つ
地

域
分

散
化

等
を

推
進

す
る

自
治

体
の
取
組

を
強

力
に
支

援
す

る
た
め
、
施
設

整
備
費

等
の
補

助
率

の
嵩

上
げ
等
を
行

う
。

ま
た
、

都
市
部
等
に
お
け
る

物
件

の
確
保
等
の
課
題

に
対

応
す

る
た

め
、
児

童
養

護
施

設
等
民

有
地
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業
を

創
設
し
、

都
道

府
県

等
に

よ
る
整

備
候
補
地
の

確
保

に
向
け
た

取
組

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、

地
域
小

規
模

児
童

養
護
施

設
等

の
定

員
要

件
の
緩
和

等
を

行
う
。

都
道

府
県
等

に
お
け

る
整
備
候

補
地

の
確

保
等
に

向
け
た
取

組
を

支
援

す
る
こ

と
に
よ
り

、
小

規
模

か
つ

地
域
分

散
化
さ

れ
た
児
童

養
護

施
設

等
の
整

備
を
促
進

す
る

。

①
土

地
等
所

有
者
と

法
人
等
の

マ
ッ

チ
ン

グ
支
援

土
地

等
所
有

者
と
法

人
の
マ
ッ

チ
ン

グ
を

行
う
た

め
、
地
権

者
か

ら
整

備
候
補

地
の
公
募

・
選

考
等

を
行

う
と

と
も
に

、
当
該
候

補
地

で
の

施
設
整

備
を
希
望

す
る

法
人

の
公
募

・
選
考
等

を
行

う
。

②
整

備
候
補

地
等
の

確
保
支
援

地
域

の
不
動

産
事
業

者
等
を
含

め
た

協
議

会
の
設

置
や
担
当

職
員

の
配

置
等
、

整
備
候
補

地
の

積
極

的
な

掘
り

起
こ
し

を
行
う
。

③
地

域
連
携

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ

ー
の

配
置

支
援

施
設

の
設
置

等
に
向

け
た
地
域

住
民

と
の

調
整
な

ど
、
施
設

の
設

置
を

推
進
す

る
た
め
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー
タ

ー
を
配

置
す
る
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県
、

指
定

都
市

、
中
核

市
、
児
童

相
談

所
設

置
市
、

市
及
び
福

祉
事

務
所

設
置

市
町

村
【

補
助

基
準

額
】
①

１
自
治
体

当
た

り
：

5
,
9
00
千

円
②

１
自
治
体

当
た

り
：

4
,
5
00
千

円
③

１
自
治
体

当
た

り
：

4
,
4
00
千

円
【

補
助

率
】
１

／
２

②
児
童
養
護
施
設
等
民
有
地

マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
の
創
設

小
規

模
か
つ

地
域
分

散
化
に
向

け
た

課
題

等
に
対

応
す
る
た

め
、

児
童

入
所

施
設
措

置
費
を

改
善
し
、

地
域

小
規

模
児
童

養
護
施
設

等
の

定
員

要
件

の
緩

和
や
、

地
域
小

規
模
児
童

養
護

施
設

等
へ
の

バ
ッ
ク
ア

ッ
プ

機
能

を
強

化
す

る
。

①
地

域
小
規

模
児
童

養
護
施
設

及
び

分
園

型
小
規

模
グ
ル
ー

プ
ケ

ア
の

定
員

要
件

の
緩

和
都

市
部

等
に

お
け
る

小
規
模
か

つ
地

域
分

散
化
に

向
け
た
取

組
を

促
進

す
る

た
め

、
地
域

小
規
模
児

童
養

護
施

設
及
び

分
園
型
小

規
模

グ
ル
ー

プ
ケ
ア

の
定

員
の

下
限
を

４
人

（
現

行
６
人

）
ま
で
引

き
下

げ
※

職
員

配
置

基
準
は

現
行
と
同

様
（

最
大

１
：
１

）

②
地

域
小
規

模
児
童

養
護
施
設

等
へ

の
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ
機
能

の
強

化
小

規
模

か
つ

地
域
分

散
化
に
向

け
た

取
組

を
促
進

す
る
た
め

、
基

幹
職
員

を
地
域

小
規
模

児
童
養
護

施
設

等
の

バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
活

動
に

専
任

さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う
、

代
替

職
員

に
係
る

人
件
費
等

の
加

算
を

創
設

。

③
定
員
要
件
の
緩
和
等

3
0
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乳
児
院
や
児
童
養
護
施
設
等
の
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
等
を
図
る
た
め
、
育
児
指
導
機
能
の
強
化
や
医
療
機
関
と
の
連
携
強
化
、
特
定
妊
婦
等
へ
の

支
援
体
制
の
強
化
等

に
係
る
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
補
助
。

①
育
児
指
導
機
能
強

化
事
業

乳
児
院
等
に
お

け
る
保
護
者
等
へ
の
支
援
の
た
め
、
施
設
に
育
児
指
導
を
行
う
者
を
配
置
し
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
子
育
て
方
法
を
一
緒
に
行
い
な
が

ら
伝
え
る
こ
と
等
に
よ
り
、
親
子
関
係
の
強
化

や
親
子
関
係
再
構
築
の
た
め
の
育
児
指
導
機
能
の
充
実
を
図
る
。

②
医
療
機
関
等
連
携

強
化
事
業

乳
児
院
等
に
お

け
る
医
療
機
関
と
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
医
療
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
を
担
う
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
児

童
等
の
円
滑
な
受
入
を
促
進
す
る
。

③
産
前
・
産
後
母
子

支
援
事
業

妊
娠
期
か
ら
、
出
産
後
の
養
育
へ
の
支
援
が
必
要
な
妊
婦
等
へ
の
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
乳
児
院
や
母
子
生
活
支
援
施
設
、
産
科
医
療
機
関
等
に
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
看
護
師
を
配
置
し
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
後
ま
で
の
継
続
し
た
支
援
を
提
供
す
る
。

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
相
談
支
援
、
支
援
計
画
の
策
定
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等

・
看
護
師
に
よ
る
専
門
性
を
活
か
し
た
自
立
に
向
け
た
支
援
等

・
特
定
妊
婦
等
を
受
け
入
れ
た
場
合
の
生
活
費
や
居
場
所
づ
く
り
に
係
る
賃
借
料
の
支
援

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市

・
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
２

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
及

び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
：
１
／
４
（
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
が
実
施
す
る
場
合
）

乳
児

院
等

多
機

能
化

推
進

事
業

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
２
１
３
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

３
．

補
助
率

①
育

児
指
導

機
能
強

化
事
業

4
,9
9
3
千
円

②
医

療
機
関

等
連
携

強
化
事
業

ⅰ
連
絡

調
整
を

担
う
職
員

1
,9
2
7
千
円

ⅱ
連
絡

調
整
を

担
う
職
員

が
看

護
職

員
で
あ

っ
て
、
直

接
支

援
も

実
施
す

る
場
合

ア
医

療
的
ケ

ア
が
必
要

な
児

童
が

１
人
か

ら
５
人
以

下
の

場
合

2
,1
2
9
千
円

イ
医

療
的
ケ

ア
が
必
要

な
児

童
が

６
人
以

上
９
人
以

下
の

場
合

5
,0
8
4
千
円

ウ
医

療
的
ケ

ア
が
必
要

な
児

童
が

1
0
人
以

上
の
場
合

6
,3
5
7
千
円

③
産

前
・
産

後
母
子

支
援
事
業

ⅰ
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ

ー
の

配
置

等
１

か
所
当

た
り

7
,
2
41
千

円
ⅱ

看
護

師
の
配

置
等

１
か
所
当

た
り

5
,
0
90
千

円
補

助
職
員

を
配
置
す

る
場

合
１

か
所
当

た
り

1
,
1
25
千

円
加
算

ⅲ
改
修

費
・
備

品
費
等

１
か
所
当

た
り

8
,
0
00
千

円
ⅳ

賃
借

料
１

か
所
当

た
り

1
0
,
0
00
千

円
ⅴ

一
般

生
活
費

１
人
当
た

り
日

額
1
,7
0
6
円

４
．

補
助
基

準
額

3
1
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特
定
妊
婦
等
へ
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
母
子
生
活
支
援
施
設
や
産
科
医
療
機
関
等
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
看
護
師
を
配
置
し
、
妊
娠
期
か

ら
出
産
後
ま
で
の
継
続
し
た
支
援
を
実
施
。

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
相
談
支
援
、
支
援
計
画
の
策
定
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等

・
看
護
師
に
よ
る
専
門
性
を
活
か
し
た
自
立
に
向
け
た
支
援
等

産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
の
実
施
イ
メ
ー
ジ

事
業
目
的

事
業
イ
メ
ー
ジ
（
医
療
機
関
で
実
施
す
る
場
合
）

＜
医
療
機
関
等
（
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
）
＞

特
定
妊
婦
等

＜
在
宅
支
援
＞

＜
児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
入
所
＞

・
親
に
よ
る
養
育
が
困
難
な
場
合
、
里
親
委
託
や
フ
ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー
ム
等
へ
入
所

・
母
子
生
活
支
援
施
設
へ
の
入
所

・
引
き
続
き
、
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
に
よ
る
相
談
支
援
や
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
な
ど
に
よ
り
、

母
親
に
よ
る
養
育
を
支
援

＜
連
携
機
関
＞

・
児
童
相
談
所

・
市
役
所

・
乳
児
院

・
母
子
生
活
支
援
施
設

・
法
テ
ラ
ス

※
法
的
事
案
の
相
談

支
援

・
保
育
園

※
保
育
及
び
乳
幼
児

の
養
育
相
談

等

（
出
産
後
、
母
親
に
よ
る
養
育
が
可
能
な
場
合
）

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
相
談
窓
口
の
設
置

・
電
話
、
メ
ー
ル
、
通
所
等
に
よ
る
相
談
支
援
の
実
施

・
支
援
計
画
の
作
成

・
必
要
な
支
援
の
検
討
、
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
調
整

等

（
妊
娠
期
）

○
看
護
師
に
よ
る
専
門
的
な
支
援

・
一
時
保
護
委
託
を
受
け
る
こ
と
で
緊
急
的
な
住
ま
い
を
提
供

・
日
常
生
活
上
の
援
助

等

・
満
床
等
の
理
由
に
よ
り
、

医
療
機
関
等
で
受
入
れ
が
で

き
な
い
場
合
に
、
近
隣
の
空

き
住
宅
等
を
確
保
す
る
た
め

の
賃
借
料
を
補
助

・
特
定
妊
婦
に
つ
い
て
は
、

就
労
も
困
難
で
あ
り
、
経
済

的
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合

が
多
い
た
め
、
受
入
れ
日
数

に
応
じ
て
一
般
生
活
費
を
補

助

（
出
産
後
、
母
親
に
よ
る
養
育
が
困
難
な
場
合
）

3
2
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国
：

10
/1
0
（

定
額

）

補
助
率

支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業

目
的

市
町

村
（

特
別

区
含
む

）

実
施

主
体

市
町
村

学
校
・
教
育
委
員
会

民
生
・
児
童
委
員

保
育
所
・
幼
稚
園
等

警
察

医
療
機
関

弁
護
士
会

児
童
相
談
所

保
健
機
関
（
母
子
保
健
等
）

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

・
支
援
対
象
児
童
、
特
定
妊
婦
等
の
状
況
の
確
認
に
関
す
る
役
割
分
担
の
決
定

・
確
認
や
支
援
に
関
す
る
進
捗
管
理
、
総
合
調
整
等

民
間
団
体
等

人
権
擁
護
委
員

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

・
婦
人
相
談
所
・
婦
人
相
談
員

子
育

て
支

援
を

行
う

民
間

団
体

等
※

（
子

ども
食

堂
、子

ども
宅

食
等

）

民
間

団
体

等
の

支
援

ス
タッ

フが
訪

問
等

を
実

施

支
援

対
象

児
童

等
の

居
宅

等

食
事
の
提
供

状
況
の
把
握

学
習
・
生
活
指
導
支
援
等

定
期

的
な

状
況

把
握

・支
援

見
守

り体
制

の
強

化

○
新

型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症
の

影
響

に
よ
り

、
子

ど
も

の
見

守
り

機
会

が
減
少

し
、

児
童
虐

待
の

リ
ス

ク
が

高
ま

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、

市
町

村
の
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議
会

が
中
核

と
な
っ
て

、
子

ど
も

食
堂

や
子
ど

も
に

対
す

る
宅

食
等
の

支
援

を
行
う

民
間

団
体

等
も

含
め

た
様
々

な
地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
総

動
員

し
、
支
援

ニ
ー
ズ
の

高
い

子
ど
も

等
を

見
守

り
、

必
要
な

支
援
に

つ
な

げ
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

の
強

化
を
推

進
す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た
、

未
就

園
児

は
、

地
域

の
目

が
届
き
に
く

く
、
子

ど
も

の
状

況
を

把
握
す

る
こ

と
が
困

難
な
場

合
も

あ
る

こ
と

か
ら
、
母

子
保

健
施

策
等
の
必

要
な
支
援

に
つ

な
げ
る
た

め
の

取
組
を

強
化
す
る

必
要

が
あ

る
。

○
そ

の
た
め

、
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議
会
の
支

援
対
象

児
童

等
と
し
て

登
録

さ
れ
て

い
る

子
ど

も
等

の
居

宅
を

訪
問
す

る
な

ど
し
、

状
況
の

把
握
や
食

事
の
提

供
、

学
習
・
生

活
指
導

支
援

等
を
通

じ
た
子

ど
も
の

見
守
り

体
制
を

強
化
す

る
「

支
援

対
象

児
童

等
見

守
り

強
化

事
業

」
に

つ
い
て
、
安

定
的

実
施
に

向
け

て
、

引
き

続
き
財

政
支
援

を
行
う

。

１
か
所
当

た
り
：

9
,7
2
3
千

円
※

民
間
団

体
等
の

支
援
ス
タ

ッ
フ

の
人

件
費
、

訪
問
経
費

な
ど

事
業

実
施
に

係
る
経
費

補
助

基
準

額

※
要
対
協
の
構
成
員
に
限
定
し
な
い

3
3

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案

：
３
６
億
円
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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児
童
の
安
全
確
認
等
の
た
め
の
体
制
強
化
事
業

児
童
の
安
全
確
認
等
の
た
め
の
体
制
強
化
事
業 令
和

３
年

度
予

算
案

21
3億

円
の

内
数

（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

○
支

援
対

象
児

童
等

に
つ

い
て

、
電

話
・

訪
問

等
に

よ
り

状
況

確
認

を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

体
制

の
確

保
を

図
る

た
め

、
児

童
相

談
所

や
市
町

村
に
状

況
確

認
を

行
う
職
員

を
新

た
に

配
置
す
る

た
め

の
補

助
の
拡
充

を
行

う
。

２
．

事
業

内
容

○
年

々
増

加
す
る
児

童
虐

待
の

相
談
対
応

に
加

え
、

新
型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染
症

の
影

響
に

よ
り
、
生

活
環

境
が

変
化
し
て

い
る

こ
と

に
鑑

み
、
令

和
３
年
度

に
お

い
て

も
、
令
和

２
年

度
第

二
次
補
正

予
算

で
計

上
し
た
取

組
を

引
き

続
き
継
続

し
、

児
童

相
談
所
及

び
市

町
村

が
子

ど
も

の
状
況
確

認
を

行
う

た
め
の
体

制
の

強
化

を
図
る
。

１
．
趣

旨

【
実

施
主
体

】
都
道
府

県
・

市
町

村

【
基

準
額

】
１
児
童

相
談

所
（

１
自
治
体

）
当

た
り

5,
00

2千
円

<拡
充

内
容

>

１
児

童
相
談

所
当
た
り

2
0,
0
08
千

円
（

４
名

分
）

→
25
,0

10
千

円
（

５
名
分

※
）

※
警

察
Ｏ
Ｂ

を
配
置

し
、
警
察

と
の

連
携
強

化
を
図

る
取
組

を
行
う

場
合
（

実
施
し

な
い
場

合
は
20
,0
0
8
千

円
）

１
自

治
体
当

た
り

1
0,
0
04
千

円
（

２
名

分
）

→
15
,0

06
千

円
（

３
名
分

）

【
補

助
率

】
1/
2

３
．
補
助

の
枠

組
み

3
4
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【
目

的
】

「
児
童
虐

待
防

止
対

策
の
強
化

に
向

け
た

緊
急
総
合

対
策

」
に

基
づ
き
、

地
域

と
つ

な
が
り
の

な
い

未
就

園
（
保
育

所
、

幼
稚

園
、

認
定
こ

ど
も
園
等

へ
入

所
・

入
園
等
を

し
て

い
な

い
）
の
子

ど
も

を
対

象
と
し
て

家
庭

を
訪

問
す
る
取

組
を

実
施

し
て
い
る

が
、

令
和
２

年
１
月
に

千
葉

県
市

原
市
で
発

生
し

た
生

後
10
ヶ
月

女
児

の
死

亡
事
案
や

同
年

６
月

に
東
京
都

大
田

区
で

発
生
し
た

３
歳

女
児
の

死
亡
事
案

等
を

踏
ま

え
、
児
童

虐
待

の
早

期
発
見
・

早
期

対
応

を
推
進
す

る
た

め
、

継
続
的
に

訪
問

す
る

取
組
を
支

援
す

る
。

（
※
）
「
児
童
虐
待
防
止
対
策

の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成
30
年
7月

20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策

に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

・
未
就

園
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
な
い
子
ど
も
に
、
地
域
の
目
が
届
く
よ
う
、
未

就
園
児
が
い
る
家
庭
を
訪
問
す
る
な
ど
の
取
組
を
進
め
る
。

（
※
）
令
和

元
年
度
予
算
に
お
い
て
事
業

を
創
設

【
事

業
内
容

】

・
訪
問

対
象
家
庭

を
訪

問
し

、
地
域
と

つ
な

が
り

の
な
い
未

就
園

児
等

の
状
況
を

確
認

す
る

取
組
に
必

要
な

経
費

を
補
助

【
実

施
主

体
】

市
町
村

【
補

助
基
準

額
】

・
訪

問
費

用
訪

問
１
回

当
た
り

6
,0
0
0円

×
訪

問
回
数

（
※
）

訪
問
は

委
託
す

る
こ

と
も

可
能

・
事

務
職
員

雇
上
費

１
日

当
た

り
：

7,
21

0円
×

事
務

職
員
数

（
※

）
複

数
名
の

雇
上
も

可
能

・
民

間
団
体

へ
委
託
す

る
場

合
の

事
務
費

56
4,
0
00
円

【
補

助
率
】

国
：
１

／
２

、
市

町
村
：
１

／
２未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業

令
和
３
年
度
予
算
案

21
3億

円
の
内
数

（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

3
5
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①
専
門
人
材
の
確
保

○
児
童
福
祉
司
任
用
資
格
取
得
支
援
事
業
の
創
設

・
児
童
虐
待
等
の
事
案
の
対
応
に
当
た
る
児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司
の
確
保
に
向
け
て
、
通
信
課
程
（
１
年
）
を
利
用
し
た
任
用
資
格
の
取
得
を
支
援
す
る
た
め
、

通
信
課
程
の
受
講
料
等
の
補
助
を
行
う
事
業
を
創
設
す
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
（
設
置
予
定
を
含
む
。
）

【
補
助
基
準
額
】
１
人
当
た
り
1
3
万
円
（
受
講
料
及
び
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
係
る
旅
費
）
【
補
助
率
】
１
／
２

○
児
童
福
祉
司
等
採
用
活
動
支
援
事
業
の
拡
充

・
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
児
童
福
祉
司
等
の
採
用
活
動
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
と
な
る
実
施
主
体
を
拡
大
し
、
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
予
定

の
市
及
び
一
部
事
務
組
合
を
追
加
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
→
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
（
設
置
予
定
を
含
む
。
）
及
び
一
部
事
務
組
合

【
補
助
基
準
額
】
１
自
治
体
当
た
り
4
,1
8
2
千
円

【
補
助
率
】
１
／
２

②
一
時
保
護
を
行
う
施
設
の
確
保

○
賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
の
拡
充

・
賃
貸
物
件
を
改
修
す
る
こ
と
に
よ
り
一
時
保
護
専
用
施
設
を
確
保
す
る
取
組
に
つ
い
て
、
賃
貸
物
件
以
外
の
物
件
の
改
修
費
用
を
補
助
対
象
と
し
て
追
加
。

（
児
童
福
祉
施
設
等
と
し
て
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
等
の
補
助
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
対
象
外
）

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額
】
１
か
所
当
た
り
2
1
,9
0
0
千
円

【
補
助
率
】
１
／
２

※
こ
の
ほ
か
、
一
時
保
護
の
受
入
体
制
を
整
備
し
た
場
合
に
事
務
費
が
支
弁
さ
れ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
の
対
象
施
設
を
拡
大
。

③
専
門
的
な
対
応
の
強
化

○
研
修
実
施
体
制
の
強
化
（
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
の
拡
充
）

①
研
修
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進

②
児
童
相
談
所
の
指
導
的
な
立
場
の
職
員
に
対
す
る
各
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
研
修
の
実
施

③
他
の
自
治
体
の
児
童
相
談
所
へ
職
員
を
派
遣
し
て
人
材
を
養
成
す
る
取
組
へ
の
支
援
（
派
遣
研
修
に
係
る
広
域
的
な
マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
支
援
）

【
実
施
主
体
】
事
業
を
実
施
す
る
研
修
セ
ン
タ
ー
（
横
浜
市
、
明
石
市
）
【
補
助
率
】
1
0
/
1
0
（
定
額
）

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
等
に
つ
い
て
①

【
令

和
３
年

度
予
算

案
】
児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対
策

等
総
合
支

援
事

業
：

2
1
3億

円
の
内
数

3
6
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③
専
門
的
な
対
応
の
強
化

○
医
療
的
機
能
強
化
事
業
の
拡
充

・
医
師
の
配
置
等
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
補
助
単
価
の
見
直
し
を
行
い
、
各
児
童
相
談
所
へ
の
配
置
を
促
進
す
る
。

（
令
和
元
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１
日
よ
り
、
各
児
童
相
談
所
へ
の
医
師
の
配
置
が
義
務
化
さ
れ
る
）

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額
】
１
自
治
体
当
た
り
7
,8
4
2
千
円
→
１
児
童
相
談
所
当
た
り
7
,8
4
2
千
円

【
補
助
率
】
１
／
２

○
官
・
民
連
携
強
化
事
業
の
拡
充

・
児
童
相
談
所
が
行
う
児
童
福
祉
施
設
等
へ
の
指
導
委
託
に
つ
い
て
、
必
要
と
な
る
費
用
を
支
援
す
る
。
（
官
・
民
連
携
強
化
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
の
１
つ
と
し
て
追
加
）

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額
】
１
件
当
た
り
月
額
8
2
,4
9
0円

【
補
助
率
】
１
／
２

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
等
に
つ
い
て
②

3
7
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ⅰ
児

童
相
談
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事

業
児
童
相
談
所
等
（
※
）
に
お
け
る
①
相
談
対
応
や
状
況
確
認
を
行
う
際
の
ビ
デ
オ
通
話
の
活
用
、
②
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
際
の
テ
レ
ビ
会
議
の

活
用
、
③
安
全

確
認
等
を
行
う
外
出
先
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
環
境
、
④
通
信
環
境
の
整
備
等
を
進
め
る
た
め
、
児
童
相
談
所
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る
機

器
等
の
整
備
に

要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

（
※

）
児
童

相
談
所

、
児
童
相

談
所

一
時

保
護
所

、
婦
人
相

談
所

、
婦

人
相
談

所
の
一
時

保
護

所
、

市
区
町

村
、
配
偶

者
か

ら
の

暴
力
等

に
関
す
る

相
談

や
支

援
等
を

行
う
民

間
団

体
、
児

童
家
庭

支
援
セ
ン

タ
ー

、
児

童
養
護

施
設
退
所

者
等

か
ら

の
相
談

や
支
援
等

を
行

う
民

間
団
体

等

ⅱ
児

童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
業
務
負
担
軽
減

等
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

児
童
養
護
施
設
等
（
※
）
の
職
員
の
業
務
に
お
い
て
負
担
と
な
っ
て
い
る
書
類
作
成
等
の
業
務
等
に
つ
い
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
に
よ
る
子
ど
も
の
情

報
の
共
有
化
や

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等
、
施
設
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る
機
器
等
の
整
備
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

（
※

）
児
童

養
護
施

設
、
乳
児

院
、

児
童

心
理
治

療
施
設
、

児
童

自
立

支
援
施

設
、
母
子

生
活

支
援

施
設
、

自
立
援
助

ホ
ー

ム
、

フ
ァ
ミ

リ
ー
ホ
ー

ム

都
道

府
県

、
指
定

都
市
、
中
核
市
、
児
童
相
談

所
設
置
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
、
市
町
村

ⅰ
国

：
１
／
２
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児

童
相
談
所
設
置
市
、
市
町
村
：
１
／
２
）

ⅱ
国

：
１
／
２
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中

核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４
）

国
：
１
／
２
（
都
道
府
県
：
１
／
８
、
市
及

び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
：
１
／
８
、
事
業
者
：
１
／
４
）

１
か

所
当
た
り
：
１
０
０
万
円

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

３
．

補
助
率

４
．

補
助
基

準
額

①
児
童
相

談
所
等

に
お

け
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化

推
進

事
業

・
ビ

デ
オ
通

話
を
活
用

し
た
相

談
対

応
や

、
関
係

機
関
と
の

オ
ン

ラ
イ

ン
会

議
に

よ
る
連

絡
・
調

整
な
ど
、

児
童

相
談

所
等
に
お

け
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
を

推
進

す
る

。

ビ
デ
オ
通

話
等

に
よ
る
相

談
・

状
況
確

認

ビ
デ
オ
通

話
等

に
よ
る
相

談
・

状
況
確

認
相

談
支

援
機

関
関

係
機

関
と

の
オ

ン
ラ

イ
ン

会
議
等
に

よ
る

連
絡

・
調

整

②
児
童
養

護
施
設

等
に
お

け
る
業

務
負

担
軽

減
等

の
た

め
の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化

推
進

事
業

・
タ

ブ
レ
ッ

ト
端
末

の
活
用
に
よ

る
子
ど

も
の
情

報
の
共
有

化
や

ペ
ー

パ
ー
レ

ス
化
等
、

施
設

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化
を

推
進
す
る

。

3
8

自
立
支

援
計
画

の
作
成

・
共
有

養
育

・
支
援

の
実
施
状

況
（
家
族
情
報

（
や
り
と
り
も

含
め

）
、

身
体
測
定

、
既

往
歴

、
性
格

、
生
活
記
録
等

）

日
常
記

録
（
体
温

・
食

事
摂
取

・
排
泄

等
の
状
況

、
疾

病
、

過
ご
し

方
、
疾
病
等

）

テ
ン
プ
レ

ー
ト
の

活
用

や
デ

ー
タ

連
動

・
一

括
処

理
等
に

よ
り
職

員
の

業
務

負
担

を
軽

減

児
童

養
護

施
設

等

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案

：
４
．
１
億
円
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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子
ど

も
や
家

庭
か
ら
の

相
談

に
つ

い
て
、
全

国
ど

こ
か

ら
で
も
相

談
を

行
う

こ
と
が
で

き
る

Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
よ
る

ア
カ

ウ
ン

ト
を
開
設

し
、

相
談
内

容
を
各

児
童
相
談

所
に

自
動

的
に
転
送

し
た

上
、

相
談
を
受

理
し

た
児

童
相
談
所

が
対

応
す

る
仕
組
み

を
新

た
に

構
築
す
る

。

【
令

和
２
年

度
第
３
次

補
正

予
算

案
】
６
．

６
億

円
（

児
童
相
談

支
援

事
業

委
託
費
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
全
国
一
元
的
な
相
談
の
受
付
体
制
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
版
「
１
８
９
」
）
の
構
築
等

①
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を

活
用
し
た

全
国

一
元

的
な
相
談

の
受

付
体

制
（
Ｓ
Ｎ

Ｓ
版

「
１

８
９
」
）

の
構

築

3
9

児
童

相
談
所

に
相
談
し

や
す

い
環

境
整
備
を

進
め

る
た

め
、
児
童

相
談

所
相

談
専
用
ダ

イ
ヤ

ル
（

05
7
0-
7
83

-1
8
9）

に
つ
い

て
、
無

料
化

を
行

う
た
め

の
環
境
整

備
を

進
め

る
。
（
児

童
相

談
所

虐
待
対
応

ダ
イ

ヤ
ル

「
18
9」

は
令

和
元
年

12
月

よ
り

無
料

化
）

【
令

和
２
年

度
第
３
次

補
正

予
算

案
】
４
５

百
万

円
（

情
報
処
理

業
務

庁
費

）

③
児
童

相
談

所
相
談
専

用
ダ

イ
ヤ

ル
（

05
70

-7
8
3-
1
89
）

の
無

料
化

Ａ
Ｉ

を
活
用

し
た
緊
急

性
の

判
断

に
資
す
る

全
国

統
一

の
ツ
ー
ル

の
開

発
に

向
け
た
取

組
（

仕
様

書
の
作
成

等
）

を
実

施
す
る
。

【
令

和
２
年

度
第
３
次

補
正

予
算

案
】
８
０

百
万

円
（

児
童
相
談

支
援

事
業

委
託
費
）

②
Ａ

Ｉ
を
活

用
し
た
緊

急
性

の
判

断
に
資
す

る
ツ

ー
ル

の
開
発
促

進
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＜
現
行
＞

・
児
童
養
護
施
設

・
乳
児
院

・
児
童
心
理
治
療
施
設

・
児
童
自
立
支
援
施
設

一
時
保
護
委
託
に
関
す
る
支
援
の
充
実

【
対
象
施
設
】

＜
令
和
３
年
度
＞

・
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
施
設
及
び
事
業
所

（
左
記
の
４
類
型
に
加
え
、
障
害
児
入
所
施
設
等
を
追
加
）

・
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
（
以
下
「
該
当
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
本
体
施
設

と
は
別
に
、
一
時
保
護
の
受
入
体
制
を
整
備
し
た
場
合
に
事
務
費
が
加
算
さ
れ
る
が
、
一
時
保
護
の
受
け
皿
確
保
を
進
め
る
た
め
、
該
当
施

設
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
に
事
務
費
が
支
弁
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
。

・
乳
児
院
へ
の
入
所
措
置
の
場
合
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
病
虚
弱
等
児
童
加
算
」
（
児
童
１
人
当
た
り
月
額
約
10
万
円
）
に
つ
い
て
、

一
時
保
護
委
託
の
際
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

・
一
時
保
護
委
託
手
当
は
、
医
療
機
関
に
支
弁
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
保
護
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
入
院
し
た

場
合
等
に
お
い
て
、
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
児
童
を
保
護
す
る
際
、
医
療
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
当
該
ケ
ー
ス
に
限
り
、

医
療
機
関
に
対
し
て
一
時
保
護
委
託
手
当
の
支
弁
を
可
能
と
す
る
。

（
日
額
（
案
）
：
36
,4
60
円
）

①
一
時
保
護
専
用
施
設
の
対
象
拡
大

③
乳
児
院
へ
の
一
時
保
護
委
託
に
お
け
る
加
算
の
創
設

②
医
療
機
関
へ
の
一
時
保
護
委
託
手
当
の
支
弁

【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
里
親
委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
1
,3
56
億
円
の
内
数

4
0
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・
近
年
に
発
生
し
た
児
童
虐
待
の
事
案
に
お
い
て
、
転
居
し
た
際
の
自
治
体
間
に
お
け
る
引
き
継
ぎ
や
、
児
童
相
談
所
と
市
町
村
の
情
報
共
有
が

不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
こ
の
た
め
、
転
居
し
た
際
に
自
治
体
間
で
的
確
に
情
報
共
有
を
行
う

と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
と
市
町
村
に
お
い
て
夜
間
・
休
日
も
含
め
、

日
常
的
に
迅
速
な
情
報
共
有
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
と
な
る
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
進
め
る
。

要
保
護
児
童
等
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
改
修
等
事
業

内
容

事
業
イ
メ
ー
ジ

背
景
・
目
的

○
自

治
体
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
改
修
費
用

等
の
補
助

【
実

施
主

体
】
都

道
府
県

、
市
町
村

【
補
助
基
準
額
】
１
自
治
体
当
た
り
40
,0
00
千
円
(軽

微
な
改
修
等
は
3,
00
0千

円
）

【
補

助
率
】
国
：
1/
2、

都
道
府
県
・
市
町
村
：
1/
2

市
町

村
児

童
相

談
所

（
都

道
府

県
）

市
町

村
厚

生
労

働
省

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

（
※
）
各
自
治
体

に
お
い
て

、
情
報
共
有

シ
ス
テ
ム
を

円
滑
に
利
用

で
き
る
よ
う

、
現
在
、
業
務

に
使
用

し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の

改
修
等
を
実
施

【
Ａ

県
】

全
国

統
一

シ
ス

テ
ム

の
運

用
・

保
守

都
道
府
県

・
市
町
村

が
ケ

ー
ス

記
録

を
共
有

（
日
常
的

に
情
報
共
有

を
行
う
こ
と
が

可
能
）

市
町

村
児

童
相

談
所

（
都

道
府

県
）

市
町

村

【
Ｂ

県
】

転
居

し
た

場
合

、
ケ

ー
ス

記
録

を
共
有

（
転
居
先

の
自
治
体

に
お
け
る
迅
速

な
対
応

が
可
能
）

・
ケ
ー
ス

記
録
の

情
報
共
有

の
た
め
に

各
都
道
府
県
等

が
利
用
す
る

全
国
統

一
シ
ス
テ
ム
の

運
用
・
保
守

※
 L
GW
AN
-
AS
P（

LG
W
AN
（
自
治
体

を
相
互

に
接
続
す
る

行
政
専
用

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

）
を
介
し
て
、

自
治
体
職
員

に
各
種
行
政
事
務

サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る

仕
組
み
）
を
活
用

4
1

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案

：
５
３
億
円
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
【
拡
充
】

里
親
の
リ
ク
ル
ー
ト
及
び
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
登
録
前
・
登
録
後
及
び
委
託
後
に
お
け
る
里
親
に
対
す
る
研
修
、
子
ど
も
と
里
親
家
庭
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
里
親
養
育
へ
の
支
援
（
未
委
託
期
間
中
及
び
委

託
解
除
後
の
フ
ォ
ロ
ー
を
含
む
。
）
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
里
親
養
育
支
援
及
び
養
子
縁
組
に
関
す
る
相
談
・
支
援
を
総
合
的
に
実
施
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
補
助
。

「
概
ね
５
年
以
内
に
３
歳
未
満
児
の
里
親
等
委
託
率
７
５
％
以
上
」
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
、
令
和
６
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治
体
に
対

し
て
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
補
助
率
１
／
２
→
２
／
３
）
を
行
う
。
≪
拡
充
≫

ま
た
、
市
町
村
と
の
連
絡
調
整
に
必
要
な
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
等
の
支
援
を
行
い
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
と
市
町
村
が
連
携
し
て
里
親
制
度
の
普
及
促
進
や
新
規
里
親
の
開
拓
等

の
一
層
の
推
進
を
図
る
。
≪
拡
充
≫

①
里
親
制
度
等
普
及
促
進
・リ
ク
ル
ー
ト
事
業

里
親
の
リ
ク
ル
ー
ト
に
向
け
た
現
状
分
析
や
企
画
立
案
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
積
極
的
な
広
報
啓
発
活
動
の
実
施
に
よ
り
新
た
な
里
親
を
開
拓
す
る
。

②
里
親
研
修
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
事
業

里
親
に
対
す
る
登
録
前
研
修
や
更
新
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
未
委
託
里
親
や
委
託
後
の
里
親
に
対
し
て
、
事
例
検
討
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
、
実
習
な
ど
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
養
育
技
術
の
維
持
、
向
上
を
図
る
。
ま
た
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
業
務
を
担
当
す
る
職
員
の
研
修
へ
の
参
加
を
促
進
し
、
資
質
向
上
を
図
る
。

③
里
親
委
託
推
進
等
事
業

子
ど
も
、
実
親
及
び
里
親
家
庭
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
情
報
を
基
に
、
委
託
先
の
候
補
と
な
る
里
親
家
庭
の
選
定
、
委
託
の
打
診
と
丁
寧
な
説
明
、
子
ど
も
と
里
親
の
面
会
等
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
委
託
後
の
子
ど
も
の
自
立
に
向
け
て
、
子
ど
も
や
里
親
等
の
意
向
を
踏
ま
え
た
効
果
的
な
自
立
支
援
計
画
を
作
成
す
る
。

④
里
親
訪
問
等
支
援
事
業

里
親
家
庭
等
へ
の
定
期
的
な
訪
問
や
夜
間
・
休
日
の
相
談
窓
口
の
開
設
等
に
よ
り
、
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
状
態
の
把
握
や
里
親
等
へ
の
援
助
を
行
う
。
ま
た
、
里
親
等
が
集
い
、

養
育
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
等
相
互
の
交
流
を
定
期
的
に
行
い
、
情
報
交
換
や
養
育
技
術
の
向
上
を
図
る
。

里
親
養
育
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
が
2
4
時
間
の
相
談
体
制
及
び
緊
急
時
に
里
親
家
庭
へ
駆
け
つ
け
ら
れ
る
緊
急
対
応
体
制
を
整
備
す
る
。

⑤
里
親
等
委
託
児
童
自
立
支
援
事
業
≪
新
規
≫

フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
に
進
学
・
就
職
等
の
自
立
支
援
や
退
所
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を
担
う
自
立
支
援
担
当
職
員
を
配
置
し
、
児
童
養
護
施
設
等
と
同
様
、
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
お
い
て
も

委
託
解
除
前
か
ら
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。

⑥
共
働
き
家
庭
里
親
委
託
促
進
事
業

企
業
に
働
き
か
け
、
里
親
委
託
と
就
業
の
両
立
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
官
民
連
携
の
下
、
共
有
し
、
分
析
・検
証
し
、
そ
の
成
果
を
全
国
的
に
普
及
拡
大
す
る
。

⑦
障
害
児
里
親
等
委
託
推
進
モ
デ
ル
事
業
≪
新
規
≫

障
害
児
や
そ
の
養
育
者
へ
の
支
援
に
関
し
て
専
門
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
・
障
害
児
入
所
施
設
等
と
連
携
し
、
障
害
児
の
養
育
を
行
う
里
親
等
を
訪
問
し
て
必
要
な

支
援
を
行
う
な
ど
、
障
害
児
養
育
に
係
る
里
親
等
の
負
担
軽
減
に
向
け
た
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
た
モ
デ
ル
事
業
を
創
設
す
る
。

⑧
里
親
等
委
託
推
進
提
案
型
事
業
≪
新
規
≫

「
概
ね
５
年
以
内
に
３
歳
未
満
児
の
里
親
等
委
託
率
７
５
％
以
上
」
の
目
標
の
達
成
に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
む
自
治
体
が
行
う
先
駆
的
な
取
組
を
支
援
し
、
効
果
的
な
取
組
事
例
を
横
展
開

で
き
る
よ
う
、
提
案
型
補
助
事
業
を
創
設
す
る
。

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
（
設
置
予
定
市
区
）
（
民
間
団
体
等
に
委
託
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
可
）

①
～
⑦
の
事
業
：
国
：
１
／
２
（
又
は
２
／
３
）
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
２
（
又
は
１
／
３
）
、
⑧
の
事
業
：
国
1
0
／
1
0

１
．

事
業
内

容
【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
２
１
３
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

２
．

実
施
主

体

３
．

補
助
率

4
2
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４
．

補
助
基

準
額

①
統

括
責
任

者
加
算

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
5
,
8
7
5千

円

②
市

町
村
連

携
加
算

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
5
,
7
0
0千

円

③
里

親
制
度

等
普
及

促
進
・
里

親
リ

ク
ル

ー
ト
事

業
都

道
府
県

等
が
実

施
す
る
場

合
・

・
・

・
・
１

自
治
体
当

た
り

1
,
9
3
8千

円
委

託
し
て

実
施
す

る
場
合
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
1
,
2
9
2千

円
里

親
リ
ク

ル
ー
タ

ー
配
置
加

算
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
5
,
7
4
5千

円
加
算

新
規

里
親

登
録
件

数
1
5
件

以
上

2
5
件
未
満

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
1
,
3
0
5千

円
加
算

2
5
件

以
上

3
5
件
未
満

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
1
,
8
6
0千

円
加
算

3
5
件

以
上

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
2
,
4
1
5千

円
加
算

④
里

親
研
修

・
ト
レ

ー
ニ
ン
グ

等
事

業
都
道
府

県
等
が

実
施
す
る

場
合

・
・

・
・
１

自
治
体
当

た
り

7
,
7
5
9千

円
委
託
し

て
実
施

す
る
場
合

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
5
,
1
7
3千

円
里
親
ト

レ
ー
ナ

ー
配
置
加

算
（

常
勤

）
１

か
所
当
た

り
5
,
4
3
9千

円
加
算

里
親
ト

レ
ー
ナ

ー
配
置
加

算
（

非
常

勤
）
１

か
所
当
た

り
2
,
6
0
4千

円
加
算

研
修
代

替
要
員

費
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

人
当
た
り

3
8千

円

⑤
里

親
委
託

推
進
等

事
業

・
・

・
・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
6
,
4
8
5千

円
新

規
里
親

委
託
件

数
1
5
件
以

上
3
0件

未
満
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
1
,
1
2
5千

円
加
算

3
0
件
以

上
4
5件

未
満
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
2
,
8
8
0千

円
加
算

4
5
件
以

上
・
・

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
3
,
9
4
5千

円
加
算

⑥
里

親
訪
問

等
支
援

事
業

・
・

・
・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
9
,
8
0
3千

円
里

親
等
委

託
児
童

数
2
0
人
以

上
4
0人

未
満
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
2
,
3
3
7千

円
加
算

4
0
人
以

上
6
0人

未
満
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
4
,
3
0
4千

円
加
算

6
0
人
以

上
8
0人

未
満
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
7
,
7
6
9千

円
加
算

8
0
人
以

上
・
・

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
10
,
4
8
6千

円
加
算

心
理

訪
問

支
援
員

配
置
加
算

（
常

勤
）

・
１

か
所
当
た

り
5
,
1
0
6千

円
加
算

心
理

訪
問

支
援
員

配
置
加
算

（
非

常
勤

）
・
１

か
所
当
た

り
1
,
5
5
2千

円
加
算

面
会

交
流

支
援
加

算
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
2
,
1
9
5千

円
加
算

夜
間

・
土

日
相
談

対
応
強
化

加
算

2
4
時
間

3
6
5日

の
相
談
支

援
体

制
を

整
備
す

る
場
合

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
6
,
0
9
2千

円
加
算

上
記
以

外
・
・

・
・
・
・

・
・

・
・

・
・
１

か
所
当
た

り
2
,
8
8
0千

円
加
算

⑦
里

親
等
委

託
児
童

自
立
支
援

事
業

ア
フ

タ
ー

ケ
ア
対

象
者
1
0人

以
上

か
つ

支
援

回
数

1
2
0回

以
上
の
場

合
・

・
・

・
・
・

・
・
・
１

か
所

当
た

り
2
,
9
0
6千

円
ア

フ
タ
ー

ケ
ア
対

象
者
2
0人

以
上

か
つ

支
援

回
数

2
4
0回

以
上
の
場

合
・

・
・

・
・
・

・
・
・
１

か
所

当
た

り
5
,
8
1
2千

円

⑧
共

働
き
家

庭
里
親

委
託
促
進

事
業

・
・

・
・

・
・
１
自

治
体

当
た

り
3
,
7
4
9千

円

⑨
障
害
児
里
親
等
委
託
推
進
モ
デ
ル
事
業

・
・

・
・

・
１

か
所

当
た

り
2
,
1
0
0
千

円

⑩
里
親
等
委
託
推
進
提
案
型
事
業

・
・

・
・

・
・

・
１

自
治

体
当
た

り
1
0
,
0
0
0
千

円

4
3

－269－



都
道
府
県

（
児
童
相

談
所
）

社
会
福
祉

法
人

NP
O

等

リ
ク

ル
ー

ト
リ

ク
ル

ー
ト

マ
ッ

チ
ン

グ
マ

ッ
チ

ン
グ

委
託

後
支

援
・

交
流

委
託

後
支

援
・

交
流

・
広
報
の

企
画
立

案
、

講
演
会

や
説
明

会
の

開
催

等
に

よ
る

制
度
の

普
及
啓

発

里
親
リ
ク
ル
ー
タ
ー
≪
常
勤
≫
、
リ
ク
ル
ー
タ
ー
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

研
修

･
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
研

修
･
ト

レ
ー

ニ
ン

グ

・
登
録
前

研
修

、
更
新

研
修

の
実

施
・
委
託
後

や
未
委

託
里

親
へ
の
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の
実

施

里
親
ト
レ
ー
ナ
ー
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

・
子
ど
も

と
里
親

と
の

マ
ッ
チ
ン

グ
・
自
立
支

援
計
画

の
作

成

里
親
等
委
託
調
整
員
≪
常
勤
≫
、
委
託
調
整
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

・
委
託
後

の
里
親

家
庭

へ
の
訪
問

支
援

、
夜

間
・

休
日

相
談

・
定
期
的

な
相
互

交
流

の
場
を
設

け
、
情

報
交

換
等
を
図

る

里
親
等
相
談
支
援
員
≪
常
勤
≫
、
相
談
支
援
員
補
助
員
≪
非
常
勤
≫
、

心
理
訪
問
支
援
員
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

自
立
支
援
担
当
支
援
員
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫
≪
拡
充
≫

リ
ク
ル
ー

ト
、
研
修

、
マ
ッ

チ
ン
グ

、
支
援

等
を
通

じ
た

一
貫
し

た
里

親
支

援
体

制

統
括
責
任
者
≪
常
勤
≫

事
業
の
全

部
又
は

一
部
を
委

託
可
能

里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
イ
メ
ー
ジ

4
4
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市
町
村
と連
携
した
里
親
等
委
託
の
推
進
に
つ
い
て
（
市
町
村
連
携
加
算
）

保
健
セ
ン
タ
ー

市
町
村

と
連
携
し
た
里
親
等
委
託
推
進
の
イ
メ
ー

ジ

事
業
内
容

○
「
家
庭
養
育
優
先
原
則
」
に
基
づ
き
、
里
親
等
委
託
の
推
進
す
る
に
当
た
り
、
里
親
の
確
保
や
養
育
支
援
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
地
域
に
お
い
て
児
童
福
祉

に
理
解
が
あ
る
者
や
子
ど
も
の
養
育
を
希
望
す
る
者
な
ど
を
把
握
し
、
地
域
の
子
育
て
支
援
を
担
う
市
町
村
と
の
連
携
は
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
に
市
町
村
連
携
コ
ー
デ
ィ
ー
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
、
里
親
制
度
等
普
及
促
進
・
リ
ク
ル
ー
ト
事
業
や
里
親
研
修
・
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
事
業
等
に
つ
い
て
、
市
町
村
と
の
連
携
し
た
取
組
を
推
進
す
る
。

加
算
額

保
育
園
・幼
稚
園

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

学
校
・教
育
委
員
会

シ
ョー
ト
ス
テ
イ

事
業
を
委
託

１
か
所
当
た
り

5
7
0
万
円

市
町
村

里
親
家
庭

一
般
家
庭

一
般
家
庭

一
般
家
庭

一
般
家
庭

都
道

府
県
等
と
市
町
村
が
連
携
し
て
里
親
等
委
託
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果

リク
ル
ー
ト

リク
ル
ー
ト

リク
ル
ー
ト

リク
ル
ー
ト

障
害
児
通
所
支
援
施
設

リク
ル
ー
ト

都
道
府
県
に
お
け
る
メ
リッ
ト

○
地

域
に

お
け

る
里

親
家

庭
の

理
解

促
進

が
図

られ
る

こと
。

○
地

域
の

児
童

福
祉

に
理

解
が

あ
る

者
や

子
ども

の
養

育
を

希
望

す
る

者
に

対
す

る
里

親
登

録
の

働
き

か
け

が
一

層
推

進
され

る
こと

。
○

短
期

間
で

も
子

ども
の

養
育

経
験

を
積

む
こと

に
よ

る
里

親
（

特
に

未
委

託
里

親
）

の
ス

キ
ル

ア
ップ

に
繋

が
る

こと
。

○
地

域
の

様
々

な
子

育
て

支
援

施
策

を
活

用
した

里
親

の
養

育
支

援
が

行
わ

れ
る

こと
。

市
町
村
に
お
け
る
メ
リッ
ト

○
地

域
の

子
育

て
支

援
の

資
源

とし
て

里
親

を
活

用
で

きる
こと

（
特

に
児

童
養

護
施

設
等

が
な

い
地

域
に

お
い

て
も

シ
ョー

トス
テ

イ事
業

を
実

施
で

き
る

よう
に

な
る

）
。

○
地

域
の

要
支

援
家

庭
等

に
つ

い
て

、フ
ォス

タリ
ン

グ
機

関
や

乳
児

院
・児

童
養

護
施

設
等

か
ら

の
バ

ック
ア

ップ
を

受
け

た
里

親
を

通
じて

支
援

を
行

うこ
とが

で
き

る
こと

。
○

地
域

の
支

援
が

必
要

な
子

ども
に

とっ
て

も
、地

域
に

お
い

て
里

親
制

度
が

広
ま

る
こと

に
よ

り、
養

育
環

境
が

急
激

に
変

化
す

る
こと

な
く、

支
援

を受
け

る
こと

が
で

きる
こと

。

里
親
家
庭

シ
ョー
ト
ス
テ
イ

事
業
を
委
託

市
町
村
と
の
連
携
内
容

○
地

域
資

源
を

通
じて

ター
ゲ

ット
を

絞
った

里
親

の
リク

ル
ー

ト活
動

の
実

施

○
児

童
相

談
所

が
保

有
す

る
里

親
情

報
の

共
有

○
地

域
の

子
育

て
支

援
の

資
源

と
して

里
親

家
庭

の
活

用

里
親
支
援
業
務

の
委
託

フォ
ス
タ
リン
グ
機
関 市
町
村
連
携

コー
デ
ィー
ネ
ー
タ
ー

連
携

都
道
府
県
等

（
児
童
相
談
所
）

4
5

（
里
親
養
育
包
括
支
援
（フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
）
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障
害
児
の
里
親
等
委
託
の
推
進
に
つ
い
て
（
障
害
児
里
親
等
委
託
推
進
モ
デ
ル
事
業
）

障
害
児
施
設
職
員
の
業
務
イ
メ
ー
ジ

①
障

害
児

へ
の

専
門

的
な

支
援

の
実

施
②

里
親

等
へ

の
養

育
に

関
す

る
相

談
支

援
③

地
域

社
会

との
交

流
支

援
④

他
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビス
との

連
携

支
援

⑤
障

害
児

養
育

に
知

見
の

あ
る

里
親

の
リク

ル
ー

ト

里
親

障
害
児
施
設

障
害
児
施
設
職
員

里
親

里
親

里
親

事
業
イ
メ
ー
ジ

事
業
内
容

○
「
家
庭
養
育
優
先
原
則
」
に
基
づ
き
、
障
害
児
も
含
め
里
親
等
委
託
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
委
託
さ
れ
た
子
ど
も

の
中
に
は
障
害
児
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
今
後
、
さ
ら
に
里
親
等
委
託
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
伴
い
、
障
害
児
の
受
け
入
れ
を
行
う
里
親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ

ー
ム
の
割
合
は
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
で
、
養
育
者
で
あ
る
里
親
等
は
障
害
児
の
養
育
に
つ
い
て
不
安
や
負
担
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
里
親

等
に
対
す
る
支
援
体
制
の
構
築
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
参
考
）
障
害
等
の
あ
る
児
童
の
割
合
（
平
成
3
0
年
1
0
月
1
日
時
点
）

里
親
：
2
4
.9
％

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
：
4
6
.5
％

○
こ
の
た
め
、
里
親
等
包
括
支
援
機
関
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
）
が
、
障
害
児
や
そ
の
養
育
者
へ
の
支
援
に
関
し
て
専
門
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
・
障
害
児
入
所
施
設
等
と
連
携
し
、
障
害
児
の
養
育
を
行
う
里
親
等
を
訪
問
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
な
ど
、
障
害
児
養
育
に
係
る
里
親
等
の
負

担
軽
減
に
向
け
た
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
た
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
。

（
参
考
）
障
害
児
入
所
施
設
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
（
令
和
２
年
２
月
1
0
日
）

・
障
害
児
に
お
い
て
も
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環
境
の
中
で
特
定
の
大
人
を
中
心
と
し
た
継
続
的
で
安
定
し
た
愛
着
関
係
の
下
で
育
ち
を
保
障
す
る
こ
と
で
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
向
上
を
目
指
す
必
要
が
あ

り
、
よ
り
家
庭
的
な
環
境
と
し
て
里
親
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
の
活
用
を
一
層
推
進
す
る
た
め
の
検
討
を
す
べ
き
。

・
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
提
言
を
受
け
て
関
係
部
局
で
施
策
を
さ
ら
に
一
層
推
進
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
障
害
児
支
援
を
担
当
す
る
障
害
保
健
福
祉
部
は
、
社
会
的
養
護
施
策
を

担
当
す
る
子
ど
も
家
庭
局
と
共
に
施
策
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

補
助
額
等

（
１
）
実
施
主
体

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

（
２
）
補
助
額

１
か
所
当
た
り

2
1
0
万
円

（
３
）
負
担
割
合

国
１
／
２
、
実
施
主
体
１
／
２

（
４
）
実
施
か
所
数

1
0
か
所
程
度

連
携

フォ
ス
タ
リン
グ
機
関

フォ
ス
タ
リン
グ
機
関

職
員

フォ
ス
タ
リン
グ
機
関
職
員
の
業
務
イ
メ
ー
ジ

①
支

援
ニー

ズ
の

把
握

②
障

害
児

施
設

との
連

絡
調

整
③

障
害

児
施

設
職

員
との

連
携

に
よる

支
援

④
他

の
児

童
福

祉
サ

ー
ビス

との
連

携
支

援

ファ
ミリ
ー
ホ
ー
ム

ファ
ミリ
ー
ホ
ー
ム

4
6

（
里
親
養
育
包
括
支
援
（フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
）
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里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
職
員
研
修
事
業

包
括

的
な
里

親
養
育
支

援
体

制
の

構
築
に
向

け
、

ど
の

地
域
に
お

い
て

も
、

質
の
高
い

里
親

養
育

を
実
現
す

る
た

め
、

児
童
相
談

所
の

み
な

ら
ず

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
等

の
民

間
機

関
、
乳
児

院
・

児
童

養
護
施
設

、
里

親
会

等
の
「
強

み
」

を
最

大
限
に
活

用
し

な
が

ら
、
地
域

の
実

情
に

応
じ

て
構

築
し

て
い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ
る
。

こ
の

よ
う
な

体
制
の
構

築
に

向
け

て
、
児
童

相
談

所
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等

の
民

間
機
関
、

乳
児

院
・

児
童
養
護

施
設

、
里

親
会
等
の

職
員

を
対

象
と

し
た
研

修
事
業
を

実
施

し
、

フ
ォ
ス
タ

リ
ン

グ
業

務
を
担
う

職
員

の
人

材
育
成
を

進
め

る
。

（
主

な
業
務

内
容
）

①
研

修
の
企

画
立
案
（

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
、
研

修
資

料
等

）
②

開
催

場
所

の
選
定
（

地
域

ブ
ロ

ッ
ク
単
位

で
実

施
）

③
講

師
の
選

定
・
招
聘

④
研

修
の
開

催
案
内
及

び
参

加
希

望
者
の
募

集
⑤

研
修

会
の

実
施

⑥
修

了
証
の

交
付
、
修

了
者

名
簿

の
作
成

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

※
別
途
、
里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
に
よ
り
、
参
加
費
用
（
旅
費
、
代
替
職
員
雇
上
費
）
を
補
助
。

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
令

和
３

年
度
予

算
案

】
３
４

百
万
円

（
里
親
養

育
包
括

支
援

（
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ
）

職
員

研
修

事
業

費
補

助
金

）

３
．

補
助
率

4
7
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里
親
に
子
ど
も
を

委
託
す
る
場
合
の
移
行
期
等
に
お
け
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
と
里
親
の
交
流
や
関
係
調
整
を
十
分
に
行
え
る
環
境
を
整
備

し
、
里
親
委
託
の
推

進
を
図
る
。

（
１
）
生
活
費
等
支

援
里
親
を
対
象

と
し
て
、
里
親
委
託
の
た
め
の
調
整
期
間
に
お
け
る
子
ど
も
と
の
面
会
や
、
里
親
宅
に
お
け
る
外
泊
な
ど
の
交
流
や
関
係
調
整
に
要
す
る
生
活
費

及
び
交
通
費
を
支
給
す
る
。

（
２
）
研
修
受
講
支

援
里
親
等
を
対

象
と
し
て
、
養
育
里
親
研
修
等
（
更
新
研
修
及
び
都
道
府
県
等
が
里
親
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
研
修
を
含
む
。
）
へ
参
加

す
る
際
の
交
通

費
を
支
給
す
る
。

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

国
1
/2
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
1
/2

（
１
）
生
活
費
等
支

援

１
人
当
た
り

日
額

5,
20
0円

（
２
）
研
修
受
講
支

援

１
件
当
た
り

日
額

3,
49
0円

里
親
へ
の
委
託
前
養
育
等
支
援
事
業

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
２
１
３
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

３
．

補
助
率

４
．

補
助
基

準
額

4
8
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里
親
制
度
等
広
報
啓
発
事
業
【
拡
充
】

①
里

親
制

度
の
普
及

促
進

を
図

る
た
め
、

年
間

を
通

じ
て
、
ま

た
、

毎
年

10
月

に
実

施
さ

れ
る

里
親
月
間

（
里

親
を

求
め
る
運

動
）

に
お

い
て

は
特

に
集

中
的
に
、

里
親

制
度

（
以
下
「

家
庭

養
護

」
と
い
う

。
）

に
関

し
て
様
々

な
広

告
媒

体
を
活
用

し
た

広
報

啓
発
を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
制
度

に
対
す
る

社
会

的
認

知
度
を
高

め
、

も
っ

て
そ
の
推

進
に

寄
与

す
る
こ
と

を
目

的
と

す
る
。

②
特

別
養

子
縁
組
制

度
の

普
及

促
進
を
図

る
た

め
、

年
間
を
通

じ
て

、
様

々
な
広
告

媒
体

を
活

用
し
た
広

報
啓

発
を

行
う
と
と

も
に

、
許

可
さ

れ
た

民
間

あ
っ
せ
ん

事
業

者
と

協
働
し
た

広
報

啓
発

を
行
う
こ

と
に

よ
り

、
制
度
に

対
す

る
社

会
的
認
知

度
を

高
め

、
も
っ
て

そ
の

推
進

に
寄

与
す
る

こ
と
を
目

的
と

す
る

。

（
広

報
啓
発

内
容
）

ⅰ
ポ

ス
タ

ー
・
リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
作
成
・

配
付

ⅱ
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ
ト

広
告

を
活

用
し
た
普

及
啓

発

ⅲ
新

聞
広

告
を
活
用

し
た

普
及

啓
発

※
民

間
事
業

者
等
の
提

案
に

よ
り

具
体
的
な

広
報

啓
発

内
容
を
決

定
。

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

１
．

事
業

内
容

２
．

実
施

主
体

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

．
１

億
円
（
里

親
制

度
等

広
報
啓
発

事
業

費
補

助
金
）

３
．

補
助

率

4
9
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民
間

養
子
縁
組
あ

っ
せ
ん
機
関
に
対
し
て
、
人
材
育
成
を
進
め
る
た
め
の
研
修
の
受
講
費
用
、
「
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童

の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
」
の
施
行
に
伴
い
対
応
が
必
要
な
第
三
者
評
価
受
審
費
用
等
を
助
成
す
る
と
と
も
に

、
実
親
や
養
親
希
望
者
等
の
負
担
軽
減
等
に
向
け
た
支
援

体
制
の
構
築
に
向
け

た
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
。
併
せ
て
、
養
親
希
望
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

①
養
子
縁
組
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
基
本
助
成
事
業

ⅰ
養

子
縁

組
民
間

あ
っ
せ
ん

機
関

等
職

員
研
修

参
加
促
進

事
業

養
子

縁
組
あ
っ

せ
ん

責
任
者
研

修
及

び
民

間
あ
っ

せ
ん
機
関

の
職

員
や

児
童
相

談
所
の
職

員
等

の
資

質
向
上

を
図
る
た

め
の

研
修

に
参
加

す
る
た
め

の
、

旅
費

及
び
研

修
代
替

要
員

費
、
参

加
費
用

に
つ
い
て

補
助

ⅱ
第

三
者

評
価
受

審
促
進

事
業

養
子

縁
組
民

間
あ
っ

せ
ん
機
関

が
第

三
者

評
価
を

受
審
す
る

た
め

の
受

審
費
用

に
つ
い
て

補
助

②
養
子
縁
組
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
支
援
体
制
構
築
等
モ
デ
ル
事
業

※
公
募
に
よ
り
選
定

③
養
親
希
望
者
手
数

料
負
担
軽
減
事
業
≪
拡
充
≫

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
を

利
用
す
る
養
親
希
望
者
は
、
児
童
相
談
所
に

よ
る
場
合
と
異
な
り
、
手
数
料
を
負
担
す
る
可
能
性
が
高
い

こ
と

か
ら

、
児
童

相
談
所
が
関
与
す
る
養
子
縁

組
里
親
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
、
養
親
希
望
者
の
手
数
料
負
担
を
軽
減
す
る
。

養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業
【
拡
充
】

１
．

事
業

内
容

【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
２
１

３
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

ⅰ
養

親
希

望
者
等

支
援
モ
デ

ル
事

業
児

童
相

談
所
等

の
関
係
機

関
と

連
携

し
、
子

ど
も
と
の

事
前

の
マ

ッ
チ
ン

グ
や

養
子
縁

組
後
の

相
談
・
援

助
、

養
親

同
士
の

交
流
の
場

の
提

供
な

ど
、
養

親
希

望
者
等

の
負
担

軽
減
に
向

け
た

支
援

体
制
を

構
築

ⅱ
障

害
児

等
支
援

モ
デ
ル
事

業
障

害
児

や
医
療

的
ケ
ア
児

な
ど

特
別

な
支
援

を
要
す
る

子
ど

も
を

対
象
に

し
た

あ
っ
せ

ん
及
び

養
子
縁
組

成
立

前
後

の
支
援

体
制
を
構

築

ⅲ
心

理
療

法
担
当

職
員
の
配

置
に

よ
る

相
談
支

援
体
制
構

築
モ

デ
ル

事
業

心
理
療

法
担
当

職
員
を
配

置
し

、
実

親
や
養

親
希
望
者

か
ら

の
相

談
に
応

じ
る

と
と
も

に
、
養
子

縁
組
成

立
後

の
実

親
へ
の

心
理
的
ケ

ア
、

養
子

縁
組
家

庭
へ

の
定
期

的
な
訪
問

や
相
談

窓
口

の
開

設
等
に

よ
り
、
養

子
縁

組
成

立
前
後

の
心

理
的
な

負
担
を

軽
減
す
る

た
め

の
相

談
支
援

体
制
を
構

築

ⅳ
特

定
妊

婦
へ
の

支
援
体
制

構
築

モ
デ

ル
事
業

産
科
医

療
機
関

と
も
連
携

し
て

特
定

妊
婦
か

ら
の
相
談

に
応

じ
る

と
と
も

に
、

看
護

師
を

配
置
し

、
産
科
医

療
機

関
と

連
携
し

た
妊
娠
期

の
ケ

ア
や

、
出
産

後
の

母
子
へ

の
養
育

支
援
、
自

立
に

向
け

た
関
係

機
関
と
連

携
し

た
就

業
支
援

等
、

特
定

妊
婦

へ
の
支
援

体
制
を

構
築

ⅴ
高

年
齢

児
等
へ

の
支
援
体

制
構

築
モ

デ
ル
事

業
社

会
福

祉
士
等

に
よ
る
社

会
診

断
及

び
診
断

に
基
づ
く

プ
レ

イ
セ

ラ
ピ
ー

や
カ

ウ
ン
セ

リ
ン
グ

等
を
行
う

な
ど

、
比

較
的
年

齢
の
高
い

養
子

と
そ

の
養
親

に
対

応
す
る

た
め
の

体
制
を
構

築

ⅵ
資

質
向

上
モ
デ

ル
事
業

養
子
縁

組
民
間

あ
っ
せ
ん

機
関

同
士

の
定
期

的
な
事
例

検
討

会
の

開
催
や

人
事

交
流
、

外
部
有

識
者
を
活

用
し

た
業

務
方
法

書
の
評
価

・
見

直
し

な
ど
、

民
間

あ
っ
せ

ん
機
関

の
職
員
の

資
質

向
上

を
図
る

ⅶ
子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利
に
関
す
る
支
援
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
≪
新
規
≫

子
ど
も

の
権
利

条
約
に
基

づ
き

、
民

間
あ
っ

せ
ん
機
関

に
お

い
て

も
、
確

実
に

養
親
か

ら
告
知

さ
れ
る
よ

う
必

要
な

支
援
を

行
う
こ
と

が
必

要
で

あ
り
、

養
親

に
対
し

、
告
知

を
経
験
し

た
先

輩
の

体
験
談

を
聞
く
機

会
を

設
け

る
等
の

子
ど

も
の
出

自
を
知

る
権
利
に

関
す

る
支

援
体
制

を
構
築

5
0
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都
道
府
県
・
指
定

都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市

①
養
子
縁
組
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
基
本
助
成
事
業

ⅰ
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
等
職
員
研
修
参
加
促
進
事
業

受
講
者
１
人
当
た
り

54
千
円

ⅱ
第
三
者
評
価
受
審
促
進
事
業

１
か
所
当
た
り

32
1千

円
≪
拡
充
≫

②
養
子
縁
組
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
支
援
体
制
構
築
等
モ
デ
ル
事
業

ⅰ
養
親
希
望
者
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

4,
58
3千

円

ⅱ
障
害
児
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

3,
07
0千

円

ⅲ
心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置
に
よ
る
相
談
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

6,
17
9千

円

ⅳ
特
定
妊
婦
へ
の
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

6,
34
4千

円

ⅴ
高
年
齢
児
等
へ
の
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

3,
35
4千

円

ⅵ
資
質
向
上
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

1,
10
0千

円

ⅶ
子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利
に
関
す
る
支
援
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業

１
か
所
当
た
り

6,
17
9千

円

③
養
親
希
望
者
手
数

料
負
担
軽
減
事
業

１
人
当
た
り

40
0千

円
を
上
限
≪
拡
充
≫

ⅰ
養
親
希
望
者
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

15
か
所

ⅱ
障
害
児
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

10
か
所

ⅲ
心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置
に
よ
る
相
談
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

10
か
所

ⅳ
特
定
妊
婦
へ
の
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

10
か
所

ⅴ
高
年
齢
児
等
へ
の
支
援
体
制
構
築
モ
デ
ル
事
業

12
か
所

ⅵ
資
質
向
上
モ
デ
ル
事
業

12
か
所

ⅶ
子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利
に
関
す
る
支
援
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業

5か
所

国
：

１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
２

５
．

補
助

率

３
．

補
助

基
準
額

４
．

予
算

か
所
数

２
．

実
施

主
体

5
1
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（
参
考
）
養
子
縁
組
民
間
あ
っせ
ん
機
関
助
成
事
業
の
支
援
の
拡
充
に
つ
い
て

※
毎

に
補

助
金

の
申

請
が

可
能

。

（
１
）
養
子
縁
組
民
間
あ
っせ
ん
機
関
基
本
事
業

（
２
）
養
子
縁
組
民
間
あ
っせ
ん
機
関
支
援
体
制
構
築
等
モ
デ
ル
事
業

（
３
）
養
親
希
望
者
手
数
料
負
担
軽
減
事
業
（
R0
1～
）

①
養

子
縁

組
民

間
あ

っせ
ん

機
関

等
職

員
研

修
参

加
促

進
事

業
※

受
講

者
1人

当
た

り5
4千

円

②
第

三
者

評
価

受
審

促
進

事
業

（
H3

0～
）

※
１

か
所

当
た

り3
00

千
円

①
養

親
希

望
者

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

（
H3

0～
）

※
１

か
所

当
た

り4
,5

72
千

円

②
障

害
児

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

（
H3

0～
）

※
１

か
所

当
た

り3
,0

07
千

円

③
心

理
療

法
担

当
職

員
の

配
置

に
よる

相
談

支
援

体
制

構
築

モ
デ

ル
事

業
（

R0
1～

）
※

１
か

所
当

た
り6

,1
27

千
円

④
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業

（
R0

1～
）

※
１

か
所

当
た

り6
,2

93
千

円

⑤
高

年
齢

児
等

へ
の

支
援

体
制

構
築

モ
デ

ル
事

業
（

R0
2～

）
※

１
か

所
当

た
り3

,3
54

千
円

⑥
資

質
向

上
モ

デ
ル

事
業

（
R0

2～
）

※
１

か
所

当
た

り1
,1

00
千

円

※
１

人
当

た
り3

50
千

円

（
１
）
養
子
縁
組
民
間
あ
っせ
ん
機
関
基
本
事
業

（
２
）
養
子
縁
組
民
間
あ
っせ
ん
機
関
支
援
体
制
構
築
等
モ
デ
ル
事
業

（
３
）
養
親
希
望
者
手
数
料
負
担
軽
減
事
業

①
養

子
縁

組
民

間
あ

っせ
ん

機
関

等
職

員
研

修
参

加
促

進
事

業
※

受
講

者
1人

当
た

り5
4千

円

②
第

三
者

評
価

受
審

促
進

事
業

≪拡
充

≫
※

１
か

所
当

た
り3

21
千

円
（

交
通

費
相

当
額

を
増

額
）

①
養

親
希

望
者

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

※
１

か
所

当
た

り4
,5

83
千

円

②
障

害
児

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

※
１

か
所

当
た

り3
,0

70
千

円

③
心

理
療

法
担

当
職

員
の

配
置

に
よる

相
談

支
援

体
制

構
築

モ
デ

ル
事

業
※

１
か

所
当

た
り6

,1
79

千
円

④
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業

※
１

か
所

当
た

り6
,3

44
千

円

⑤
高

年
齢

児
等

へ
の

支
援

体
制

構
築

モ
デ

ル
事

業
※

１
か

所
当

た
り3

,3
54

千
円

⑥
資

質
向

上
モ

デ
ル

事
業

※
１

か
所

当
た

り1
,1

00
千

円

⑦
出

自
を

知
る

権
利

の
支

援
体

制
モデ

ル
事

業
≪新

規
≫

※
１

か
所

当
た

り6
,1

79
千

円

※
１

人
当

た
り4

00
千

円
≪拡

充
≫

現
行

令
和
３

年
度
予

算
案

5
2
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養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員
研
修
事
業

特
別

養
子
縁

組
等
に
係

る
民

間
あ

っ
せ
ん
機

関
に

お
い

て
養
子
縁

組
あ

っ
せ

ん
の
業
務

に
従

事
す

る
者
に
は

、
実

父
母

と
養
親
希

望
者

の
事

情
を

考
慮
し

、
児
童
の

最
善

の
利

益
を
見
通

す
専

門
性

が
求
め
ら

れ
る

こ
と

か
ら
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機
関
の

職
員

等
が

受
講
す
る

研
修

事
業

を
実

施
す

る
。

①
養

子
縁
組

あ
っ
せ
ん

責
任

者
研

修
民

間
あ

っ
せ

ん
機
関
に

よ
る

養
子

縁
組
の
あ

っ
せ

ん
に

係
る
児
童

の
保

護
等

に
関
す
る

法
律

施
行

規
則
第

18
条

に
掲

げ
る
厚

生
労
働

大
臣

が
認

め
る
研

修
と
し
て

、
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
責

任
者

研
修
を
実

施
。

②
養

子
縁

組
あ

っ
せ
ん

機
関
等

職
員
研

修

民
間

あ
っ
せ

ん
機
関
の

職
員

や
児

童
相
談
所

の
職

員
、

市
町
村
の

職
員

等
、

養
子
縁
組

の
あ

っ
せ

ん
業
務
に

従
事

す
る

者
等
の
資

質
向

上
を

図
る

こ
と

を
目
的
と

し
た

研
修

を
実
施
。

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

※
別
途
、
参
加
者
よ
り
参
加
費
用
を
徴
収

（
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
し
て
は
、
特
別
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業
に
よ
り
当
該
参
加
費
用
を
補
助
）

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

０
百

万
円
（
養

子
縁

組
民

間
あ
っ
せ

ん
機

関
職

員
研
修
事

業
費

補
助

金
）

３
．

補
助
率

参
考

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

附
帯
決
議
（
抜
粋
）
＞

五
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
に
お
い
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
は
、
実
父
母
と
養
親
希
望
者
の
事
情
を
考
慮
し
、
児
童
の
最
善
の
利
益

を
見
通
す

専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
各
種
の
研
修
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
必
要
な
人
材
育
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

附
帯
決
議
（
抜
粋
）
＞

五
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
に
お
い
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
は
、
実
父
母
と
養
親
希
望
者
の
事
情
を
考
慮
し
、
児
童
の
最
善
の
利
益

を
見
通
す

専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
各
種
の
研
修
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
必
要
な
人
材
育
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

（
抜
粋
）
＞

第
二
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
に
従

事
す
る
者

に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

２
養
子
縁

組
あ
っ
せ
ん
責
任
者
は
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力

を
有
し
、

か
つ
、
社
会
福
祉
士
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
又
は
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

（
抜
粋
）
＞

第
二
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
に
従

事
す
る
者

に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

２
養
子
縁

組
あ
っ
せ
ん
責
任
者
は
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力

を
有
し
、

か
つ
、
社
会
福
祉
士
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
又
は
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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里
親
委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金

（
令

和
２
年

度
予
算
額

）
（

令
和

３
年

度
予
算
案

）
対

前
年

度
増

減
額

１
３

５
，
４

８
０
百
万

円
→

１
３

５
，
５

６
４
百
万

円
（

＋
８

４
百

万
円
）

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度
予
算
案

予
算
額

１
２
２
，
７
１
６

【
１
２
３
，
４
６
６
】

１
２
６
，
６
４
７

１
３
１
，
６
５
７

１
３
５
，
４
８
０

１
３
５
，
５
６
４

（
単
位
：
百
万
円
）

※
【

】
内

は
補

正
後
予
算

額
等

○
里
親
委
託
費
・
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
は
、
都
道
府
県
等
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
里
親
へ
の
委
託
や
児
童
養
護
施
設
等
へ
の
入
所
等
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
、
又

は
母
子
生
活
支
援
施
設
、
助
産
施
設
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
の
利
用
を
希
望
す
る
者
の
申
し
込
み
に
よ
り
都
道
府
県
等
と
契
約
し
て
入

所
し
た
場
合
等
に
、
そ
の
措
置
等
に
要
す
る
費
用
及
び
母
子
保
護
の
実
施
、
助
産
の
実
施
若
し
く
は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
等
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
都
道
府

県
等
が
支
弁
し
た
経
費
の
一
部
を
国
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
律
補
助
（
児
童
福
祉
法
第
53
条
）

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
１
／
２

国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
１
／
４

※

※
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
が
市
町
村
立
・
私
立
の
母
子
生
活
支
援
施
設
及
び
助
産
施
設
に
入
所
さ
せ
る
場

合
。
市
（
指
定
都
市
、
中
核
市
含
む
）
町
村
に
お
い
て
保
育
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合
は
市
町
村
。

１
．
予
算
額
の
推
移

２
．
事
業
の
目
的

３
．
補
助
根
拠

４
．
補
助
率
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（
１
）
里
親
養

育
へ
の
支
援
の
拡
充
な
ど
施
設
に
お
け
る
地
域
支
援
機
能
の
強
化

５
．
拡
充
内
容

項
目

内
容

里
親
養
育
へ
の
支
援
の
拡
充

里
親

委
託

の
推

進
に

向
け
て

意
欲

的
に
取

り
組
む

自
治

体
に

お
い
て

、
施
設

と
連

携
し

た
里
親

養
育

へ
の

支
援

体
制

を
強

化
す

る
た

め
、

里
親

養
育

へ
の

支
援

に
積

極
的

に
取
り

組
む

乳
児
院

・
児
童

養
護

施
設

に
対
し

て
、
里

親
支

援
専

門
相

談
員
を
追
加
で
配
置
す
る
。

施
設

の
専

門
性

・
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
用

し
た
里
親
等
へ
の
巡
回
支
援
の
実
施

施
設

の
専

門
性

・
ノ

ウ
ハ
ウ

を
活

用
し
、

里
親

や
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ
ー

ム
、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

等
へ

の
巡

回
支

援
を

行
う

児
童
養
護
施
設
等
に
対
し
て
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
追
加
で
配
置
す
る
。

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
養

育
負

担
の

軽
減

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

の
養
育

負
担

を
軽
減

す
る
た

め
、

児
童

養
護
施

設
等

に
お
け

る
一

時
的

な
休

息
の

た
め

の
援

助
（

レ
ス
パ
イ
ト
・
ケ
ア
）
の
対
象
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
を
追
加
す
る
。

地
域

に
お

け
る

要
支

援
家

庭
等

へ
の

支
援
の
強
化

市
町

村
等

と
連

携
し

、
地
域

に
お

け
る

要
支

援
家

庭
等

を
一

時
的

に
入

所
又

は
通

所
さ

せ
て

支
援

を
行

う
親

子
支

援
事

業
（
施
設
機
能
強
化
推
進
費
加
算
）
を
創
設
す
る
。

乳
児

院
等

の
地

域
支

援
の
取

組
を

推
進

す
る

た
め

、
家

庭
支

援
専
門

相
談
員

が
地

域
の

要
支
援

家
庭
等

へ
の

訪
問

支
援

等
を
行
う
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
現
行
の
加
算
要
件
（
定
員
30
名
以
上
の
施
設
の
み
配
置
可
能
）
を
緩
和
す
る
。

（
２
）
小
規
模

か
つ
地
域
分
散
化
の
更
な
る
推
進

項
目

内
容

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
及

び
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
の

定
員

要
件
の
緩
和

都
市

部
等

に
お

け
る

小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
に

向
け

た
取

組
を
促

進
す

る
た
め

、
地

域
小
規

模
児

童
養
護

施
設

及
び

分
園
型

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
定
員
の
下
限
を
４
人
（
現
行
６

人
）
ま
で
引
き
下
げ
る
。

※
職

員
配
置

基
準
は

現
行
と
同

様
（

最
大

１
：
１

）

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
等

へ
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
の
強
化

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

に
向

け
た

取
組

を
促

進
す

る
た

め
、

基
幹

職
員

を
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

等
の

バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
活
動
に
専
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
代
替
職
員

に
係
る
人
件
費
等
の
加
算
を
創
設
す
る
。
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（
４
）
一
時
保

護
の
受
け
入
れ
体
制
の
強
化

項
目

内
容

一
時
保
護
専
用
施
設

の
対
象
拡
大

一
時

保
護

専
用

施
設

加
算

の
対

象
施

設
（

※
）
を

拡
大

し
、

障
害

児
入

所
施

設
等

を
含

め
る

こ
と

に
よ

り
、

一
時

保
護

の
受
け
皿
確
保
を
進
め
る
。

※
現
行

、
加

算
対
象

を
児
童
養

護
施

設
・

乳
児
院

・
児
童
心

理
治

療
施

設
・
児

童
自
立
支

援
施

設
に

限
定

乳
児

院
に

お
け

る
一

時
保

護
委

託
の

強
化

病
虚

弱
等

の
乳

幼
児

を
一
時

保
護

委
託

す
る

際
の

養
育

体
制

を
充
実

す
る

た
め

、
病

虚
弱

等
児

童
加

算
の
対

象
に

一
時

保
護
児

童
を
加
え
る
。

保
護

者
が

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
へ

の
感

染
に

よ
り

入
院

し
た

場
合

の
対

応
の
強
化

保
護

者
が

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

罹
患

し
て

入
院

し
た

場
合

等
に
お
い

て
、

児
童

を
医

療
機
関

で
一

時
保

護
す

る
際
に
、
医
療
機
関
に
対
し
て
一
時
保
護
委
託
手
当
を
支
給
す

る
。

（
５
）
そ
の
他 項
目

内
容

医
療
機
関
と
の
連
携
体
制

の
強
化

施
設
に
お
け
る
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、

嘱
託
医
手
当
を
拡
充
す
る
。

予
防
接
種
費
用
の

対
象
拡
大

施
設
に
お
け
る
感
染
症
予
防
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
予
防
接

種
費
用
の
助
成
対
象
を
拡
大
す
る
。

※
Ｒ

Ｓ
ウ

イ
ル
ス

感
染
症
、

流
行

性
耳

下
腺
炎

を
追
加

（
３
）
自
立
に

向
け
た
支
援
の
強
化

項
目

内
容

入
所

児
童

等
の

円
滑

な
自

立
に

向
け

た
取
組
の
強
化

入
所

児
童

等
の

円
滑

な
自
立

に
向

け
た

取
組

を
強

化
す

る
た

め
、
分

園
型

自
立
訓

練
事

業
の
対

象
施

設
を
児

童
養

護
施

設
以
外

に
も
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
一
人
暮
ら
し
体
験
が
可
能
と
な
る
よ
う
貸
物
件
等
の
賃
借
料
も
補
助
対
象
と
す
る
。

母
子

生
活

支
援

施
設

に
お

け
る

自
立

支
援
体
制
の
強
化

母
子

生
活

支
援

施
設

に
、
退

所
後

の
ア

フ
タ

ー
ケ

ア
や

地
域

の
母
子

家
庭

等
へ
の

支
援

を
担
う

職
員

を
配
置

し
、

母
子

家
庭
の

自
立
に
向
け
た
支
援
の
充
実
を
図
る
。

自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

体
制
強
化

自
立

援
助

ホ
ー

ム
の

体
制

を
強

化
し

、
自
立

に
向

け
た

取
組

を
促
進

す
る

た
め

、
管

理
宿

直
職

員
を

配
置
し

、
指

導
員

等
の
負
担

を
軽
減
す
る
。
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児
童

養
護
施

設
等
に
お

い
て

、
児

童
指
導
員

等
の

補
助

を
行
う
者

を
雇

い
上

げ
る
こ
と

に
よ

り
、

児
童
指
導

員
等

の
業

務
負
担
を

軽
減

し
、

離
職

防
止
を

図
る
と
と

も
に

、
児

童
指
導
員

等
の

人
材

の
確
保
を

図
る

こ
と

を
目
的
と

す
る

。

（
１

）
児

童
指
導
員

等
と

な
る

人
材
の
確

保
児

童
指
導
員

、
母

子
支

援
員
、
児

童
自

立
支

援
専
門
員

、
児

童
生

活
支
援
員

、
指

導
員

の
資
格
要

件
を

満
た

す
こ
と
を

目
指

す
者

を
補

助
者

と
し

て
雇
上
げ

、
将

来
的

に
児
童
指

導
員

等
と

な
る
人
材

の
確

保
を

図
る
。
指

導
員

等
を

目
指
す
者

の
複

数
雇

用
を
可
能

と
す

る
。

（
２

）
夜

間
業
務
等

の
業

務
負

担
軽
減

児
童

養
護

施
設
等
に

お
い

て
、

補
助
者
等

を
雇

上
げ

、
施
設
内

に
お

け
る

性
暴
力
へ

の
対

応
や

、
外
国
人

の
子

ど
も

へ
の
対
応

、
夜

勤
業

務
対
応

な
ど
へ
の

体
制

を
強
化

す
る
と

と
も

に
、

児
童
指
導

員
等

の
業

務
負
担
軽

減
を

図
る

。

（
３

）
フ

ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

業
務
負
担

軽
減

≪
新

規
≫

年
々

増
加

し
て
い
る

障
害

児
の

対
応
や
、

今
後

、
家

庭
養
育
を

推
進

す
る

中
で
一
層

増
加

が
見

込
ま
れ
る

乳
幼

児
の

対
応
を
行

う
た

め
、

フ
ァ
ミ

リ
ー
ホ
ー

ム
に

お
い
て

補
助
者

等
を

雇
上

げ
体
制
を

強
化

し
、

養
育
者
の

負
担

軽
減

を
図
る
。

都
道

府
県
・

指
定
都
市

・
中

核
市

・
児
童
相

談
所

設
置

市
・
市
及

び
福

祉
事

務
所
設
置

町
村

・
児

童
指

導
員
等
と

な
る

人
材

の
確
保

１
人

当
た

り
4,

08
0千

円
・

夜
間
業

務
等
の
業

務
負

担
軽

減
１

か
所

当
た

り
4
,0
8
0千

円
・

フ
ァ
ミ

リ
ー
ホ
ー

ム
の

業
務

負
担
軽
減

１
か

所
当
た

り
4
,0
8
0千

円

国
：

１
／

２
、
都
道

府
県

・
指

定
都
市
・

中
核

市
・

児
童
相
談

所
設

置
市

：
１
／
２

国
：

１
／

２
、
都
道

府
県

：
１

／
４
、
市

及
び

福
祉

事
務
所
設

置
町

村
：

１
／
４
（

市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置

町
村

が
実
施
す

る
場

合
）

児
童
養
護
施
設
等
体
制
強
化
事
業
【
拡
充
】

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）
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児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
向
上
の
た
め
の
環
境
改
善
事
業
【
拡
充
】

【
事

業
内

容
】

地
域

子
育
て

支
援

拠
点

事
業

を
継

続
的
に

実
施
す

る
た

め
に

必
要

な
改
修

、
備

品
の
整
備

に
係

る
経

費
を

補
助

【
実

施
主

体
】

指
定

都
市
、

中
核

市
、
児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

町
村

【
補

助
基

準
額
】

１
か

所
あ

た
り
80
0
万
円

【
補

助
率
】

国
1/
2
（
指

定
都

市
・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1/
2
）

国
1/
2
（
都

道
府

県
1/
4
、
市

町
村
1/
4
）

２
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
環
境
改
善
事
業

【
事
業
内

容
】

（
１

）
入
所

児
童

等
の

生
活

環
境

改
善

事
業

①
児

童
養
護

施
設

等
に

お
い

て
小

規
模

な
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
ケ
ア
を

実
施
す
る
た
め

、
施
設

の
改

修
、
設
備

整
備
及

び
備

品
の

購
入
に

係
る
経
費
を

補
助

②
児

童
養
護

施
設

等
に

お
い

て
、

入
所

児
童
等
の
生
活
向
上

を
図
る
た
め
の

老
朽
化

し
た
設

備
の
購
入
や

更
新

及
び
改
修

に
係

る
経

費
を
補
助

（
２

）
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

等
開

設
支

援
事

業
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム
等

を
新

設
し
、
事
業

を
実
施

す
る

場
合
に

必
要

な
改
修
整
備

、
設

備
整

備
、
建
物

賃
借
料

（
敷

金
は

除
く
。

）
及
び
備
品
購
入

に
係
る
経
費
を
補
助

※
（
１

）
、
（
２

）
に

つ
い
て

、
地

域
小

規
模
児
童
養
護
施
設
及

び
本
体
敷
地
外

の
分
園

の
移
動
等

に
当
た
り
、

原
状

復
帰

が
必
要

と
な

る
場

合
の

改
修
費
も
補
助
対
象

（
３

）
児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

支
援

事
業

既
存
建
物

を
借

り
上
げ

て
児

童
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を

新
設
し

、
事
業

を
実
施
す
る
場

合
に
、

貸
し

主
に
対
し

て
支

払
う

礼
金

及
び
建
物
賃
借
料

に
係

る
経
費

を
補
助

（
４

）
耐
震

物
件
へ
の

移
転

支
援

事
業

耐
震

性
に

問
題
の

あ
る

賃
借

物
件

に
お

い
て

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
等

を
設
置
し

て
い

る
場
合

に
、
耐
震

物
件

へ
の
移

転
に

伴
う
経
費
に

係
る
補
助

【
拡
充
内

容
】

➢
令

和
６
年

度
末
ま

で
の

「
集

中
取

組
期

間
」

に
お
い
て

、
意
欲
的

に
取

り
組
む

自
治
体

・
施

設
を
支
援
す
る

た
め
、
小

規
模

か
つ

地
域

分
散
化

さ
れ
た

施
設

を
改
修

す
る

際
の
補
助
率

を
嵩
上

げ
（
1/
2→

2/
3
）

➢
小

規
模
か

つ
地
域

分
散

化
さ

れ
た

児
童

養
護

施
設
等

を
設
置

す
る
場
合

、
１
施
設

１
回
限

り
と
し
て

い
る

改
修

費
等
の
制

限
を

撤
廃

【
実
施
主

体
】
都
道
府

県
、
指

定
都

市
、

中
核
市

、
児
童
相
談
所
設
置
市
、

市
町
村

【
補
助
基

準
額
】

（
３

）
以
外

１
か
所

当
た

り
80
0
万

円
※
  
里
親
、

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー
、

母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る

事
業

は
、

1
0
0万

円
※
  
フ
ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
等

の
開

設
に
当

た
り

、
改
修
期
間
中

に
賃
借
料
が

発
生

す
る

場
合

は
、

1
,
00
0
万
円

を
上

限
に
加
算

（
３

）
１

か
所

当
た

り
30
0
万

円

【
補

助
率

】
国
1/
2
（

2/
3
≪

拡
充

≫
）

（
都
道
府
県
等

1/
2
（
1/
3≪

拡
充

≫
）
）

国
1/
2
（

2/
3
≪

拡
充

≫
）

（
都

道
府

県
1/
4
（
1/
6
≪
拡
充

≫
）
、

市
町
村

1/
4
（
1/
6
≪
拡
充

≫
）
）

１
児
童
養
護
施
設

等
の
環
境
改
善
事
業

【
令
和
３
年
度
予
算
案
】
２
１
３
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

【
事
業

内
容
】

児
童

相
談

所
に

お
い
て
、
児

童
の

心
理

的
負

担
を

軽
減

す
る
等

の
た
め

に
必

要
な

改
修
及

び
備

品
の
購

入
や
更

新
に
係
る

経
費
を

補
助

ま
た

、
一

時
保

護
所
に

お
い

て
、

児
童
の

生
活
環

境
の

向
上
を

図
る
た

め
に
必

要
な
改
修

及
び

必
要
な

備
品
の

購
入

や
更

新
に

係
る
経

費
を

補
助

【
実
施

主
体
】

都
道

府
県
、

指
定

都
市
、
児

童
相

談
所

設
置

市

【
補
助

基
準

額
】

１
か

所
あ

た
り
80
0
万
円

【
補

助
率
】

国
1/
2
（

都
道

府
県
・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市
1/
2
）

３
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
事
業
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児
童
養
護
施
設
等
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
【
新
規
】

都
道
府
県

等
に
お

け
る

整
備

候
補

地
の

確
保
等

に
向
け
た

取
組
を

支
援

す
る
こ
と

に
よ
り

、
小

規
模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
れ

た
児

童
養

護
施

設
等
の

整
備
を
促
進

す
る
。

①
土
地
等

所
有
者

と
法

人
等
の

マ
ッ

チ
ン

グ
支

援

土
地
等
所

有
者

と
法

人
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

行
う

た
め

、
地

権
者

か
ら

整
備
候
補
地

の
公
募

・
選

考
等
を

行
う

と
と

も
に

、
当

該
候

補
地
で

の
施

設
整
備
を
希

望
す

る
法

人
の
公

募
・

選
考
等

を
行

う
。

②
整
備
候

補
地
等

の
確

保
支

援

地
域

の
不

動
産

事
業

者
等
を
含

め
た
協
議

会
の

設
置
や
担

当
職
員

の
配

置
等

、
整

備
候
補

地
の

積
極

的
な

掘
り

起
こ

し
を
行

う
。

③
地
域
連

携
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
支
援

施
設

の
設

置
等
に

向
け

た
地

域
住

民
と
の

調
整

な
ど
、
施

設
の
設

置
を

推
進
す
る

た
め
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
す

る
。

都
道
府

県
、

指
定

都
市
、
中

核
市
、

児
童
相

談
所
設

置
市

、
市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置
市

町
村

①
１

自
治
体
当

た
り

：
5,
90
0
千

円
②
１

自
治
体
当

た
り

：
4,
50
0
千

円
③
１

自
治
体
当

た
り

：
4,
40
0
千

円

１
／

２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）

市
町

村
や

地
域

の
不

動
産

事
業

者
を

含
め

た
協

議
会

土
地

等
所

有
者

社
会
福
祉
法
人
等

整
備

候
補

地
の

募
集

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

した
施

設
整

備
の

募
集

都
道

府
県

等
都

道
府

県
・市

町
村

間
の

連
携

地
域

住
民

地
域

住
民

と施
設

の
関

係
構

築
支

援

関
係

構
築

○
地

域
の

不
動
産

の
情
報
を

持
つ

不
動

産
業
者

等
と
情
報

の
共

有
を

行
う

こ
と

で
、

市
町
村

内
に
お
け

る
活

用
可

能
な
物

件
を
把
握

○
不

動
産

業
者
等

と
児
童
養

護
施

設
等

の
設
置

に
必
要
な

手
続

き
や

助
成

制
度
等
に

つ
い
て

共
有

○
把

握
さ

れ
た
物

件
の
所
有

者
に

対
し

て
、
働

き
か
け

事
業

イ
メ
ー

ジ

5
9

－285－



児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
等
事
業

①
短

期
研

修
各
施

設
種

別
、

職
種

別
に

行
わ

れ
る

研
修

へ
の

参
加

を
促

進
し

、
入

所
児

童
に

対
す

る
ケ

ア
の

充
実

を
図

る
。

(
お

お
む

ね
３

～
４

日
程

度
の

宿
泊

研
修

を
想
定

）

②
長

期
研

修
一
定

期
間

（
１

～
３

か
月

程
度

）
、

児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

に
対

し
、

障
害

児
施

設
や

家
庭

的
環

境
の

下
で

の
個

別
的

な
関

係
を

重
視

し
た

ケ
ア

、
家

族
関

係
訓

練
を

実
施

し
て

い
る

施
設

等
に

お
い

て
、

専
門

性
の

共
有

化
の

た
め

の
実

践
研

修
を

行
う

。
ま

た
、

学
生

等
の

実
習

生
を

一
定

期
間

（
２

週
間

程
度

）
受

け
入

れ
、

実
習

指
導

を
行

い
、

実
習

を
受

け
た

学
生

等
を

非
常

勤
職

員
と

し
て

雇
い

施
設
体

験
を

通
し

て
就

労
促

進
に

つ
な

げ
る

。
な

お
、

事
業

の
実
施

に
当

た
り

、
都

道
府

県
等

に
１

か
所

研
修

調
整

機
関

を
設

け
、

研
修

の
受

入
側

と
送

り
出

し
側

の
調

整
、

代
替

職
員

の
あ

っ
せ

ん
等

事
業

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
。

③
児
童

養
護

施
設

等
が

高
機

能
化

及
び

多
機

能
化

・
機

能
転

換
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

を
進

め
る

う
え

で
、

必
要

な
人

材
を

育
成

す
る

た
め

の
研

修
を

開
催

す
る

た
め

の
費

用
を

補
助

す
る

。

都
道

府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
（

民
間

団
体

等
に

委
託

し
て

実
施

す
る

こ
と

も
可

）

①
短

期
研

修
宿

泊
あ

り
１

人
当

た
り

1
3
3
,
0
0
0
円

宿
泊

な
し

１
人

当
た

り
7
3
,
0
0
0
円

②
長

期
研

修
送

り
出

し
施

設
１

人
当

た
り

1
,
0
5
2
,
0
0
0
円

受
入

施
設

（
他

施
設

職
員

受
入

）
１

人
当

た
り

2
1
6
,
0
0
0
円

調
整

機
関

事
務

費
１

自
治

体
当

た
り

2
,
9
9
2
,
0
0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

受
入

）
実

習
１

回
当

た
り

8
6
,
2
0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

等
就

職
促

進
）

１
日

当
た

り
3
,
7
6
0
円

③
研

修
開

催
費

１
自

治
体

当
た

り
（

各
施

設
種

別
単

位
）

2
,
5
4
1
,
0
0
0
円

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

：
１

／
２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）

6
0

－286－



基
幹

的
職

員
研

修
事

業

社
会

的
養
護

の
質
を
確

保
す

る
た

め
に
は
、

そ
の

担
い

手
と
な
る

職
員

の
専

門
性
を
確
保

し
つ
つ

、
計
画
的

に
育

成
す

る
体
制
を

整
備

す
る

必
要

が
あ
る

。
こ
の
た

め
、

施
設

に
お
け
る

基
幹

的
職

員
（
ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー
）
を

養
成

す
る

た
め
、
一

定
の

経
験

を
有
す
る

者
を

対
象

に
、

都
道

府
県
が

実
施
す
る

研
修

事
業

に
対
し
て

補
助

を
行

う
。

都
道

府
県
・

指
定
都
市

・
児

童
相

談
所
設
置

市
（

民
間

団
体
等
に

委
託

し
て

実
施
す
る

こ
と

も
可

）

国
：

１
／
２

（
都
道
府

県
・

指
定

都
市
・
児

童
相

談
所

設
置
市
：

１
／

２
）

１
都

道
府
県

市
当
た
り

48
9,
0
00
円

4
9自

治
体

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）

３
．

補
助
率

４
．

補
助
単

価

５
．

予
算
か

所
数
等

6
1
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児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
等
事
業

①
児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事

業
・

虐
待

や
非
行

等
、

子
ど

も
の

福
祉
に

関
す

る
問
題

に
つ
き

、
子
ど

も
、
ひ
と

り
親
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

を
行

う
。

・
児
童

相
談
所

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
、
施

設
入
所

ま
で
は

要
し
な

い
が

要
保

護
性

が
あ
り

、
継

続
的

な
指

導
が

必
要
な

子
ど

も
及
び

そ
の

家
庭

に
つ

い
て
の

指
導
を

行
う
。

・
子

ど
も
や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を
迅

速
か

つ
的
確

に
行
う
た

め
、

児
童
相
談

所
、

児
童
福

祉
施

設
、

学
校

等
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。

②
児
童
養

護
施
設

退
所

児
童

等
に

対
す

る
自
立

促
進
事
業

自
立
援
助

ホ
ー

ム
に
心

理
担

当
職

員
を

配
置

し
、
入
居
児

童
等

に
対

し
心
理
面

か
ら
の

自
立
支

援
を
行

う
。

③
指
導
委

託
促
進

事
業

現
在

、
都

道
府

県
又
は

児
童

相
談

所
が

行
う
こ

と
と
さ
れ

て
い
る

要
保

護
児
童
発

見
者

か
ら
の

通
告
が

あ
っ

た
場

合
等

の
児

童
又

は
保

護
者
に

対
す

る
指
導
な

ど
の

業
務
に

つ
い

て
、

児
童

家
庭
支

援
セ
ン
タ

ー
等
に

委
託

し
た
場
合

の
補
助

を
行

い
、

地
域

に
お

け
る
相

談
・

支
援

体
制
の

強
化

を
図

る
。

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
民
間
団

体
等

に
委
託

し
て
実
施

す
る
こ

と
も

可
）

①
児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事

業
事
務
費

常
勤
心

理
職
配
置

の
場
合

11
,7
96

千
円

非
常
勤
心

理
職
配

置
の

場
合

7,
85
4
千

円
事
業
費

件
数
区

分
に

応
じ
て

3
53
千
円
～

6
,6
15

千
円

初
度
調
弁

費
１
か

所
当

た
り

40
0
千

円
②
児
童
養

護
施
設

退
所

児
童

等
に

対
す

る
自
立

促
進
事
業

１
か
所

当
た
り

1,
06
9
千
円

③
指
導
委

託
促
進

事
業

１
件
当

た
り
（

月
額
）

10
8
千
円

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県
・

指
定

都
市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１
／

２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）

6
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社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
等
【
拡
充
】

①
社

会
的
養

護
自
立

支
援
事
業
≪
拡
充
≫

里
親

等
へ

の
委

託
や

、
児

童
養

護
施

設
等

へ
の

入
所

措
置

を
受

け
て

い
た

者
に

つ
い

て
、

必
要

に
応

じ
て

１
８

歳
（

措
置

延
長

の
場

合
は

２
０

歳
）

到
達

後
も

原
則

２
２

歳
の

年
度

末
ま
で

の
間
、

引
き
続
き

里
親

家
庭

や
施
設

等
に
居
住

し
て

必
要

な
支
援

を
提
供
す

る
事

業
に

要
す
る

費
用
を
補

助
。

［
拡

充
内
容

］
・
自

助
グ
ル

ー
プ
が
特

定
日

に
児

童
養
護

施
設
等
に

赴
い

て
入

所
児
童

の
自
立
に

向
け

た
相

談
支
援

を
行
う
場

合
に

必
要

と
な
る

経
費
を
補

助
す

る
。

・
メ

ン
タ
ル

ケ
ア
等
、

医
療

的
な

支
援
が

必
要
な
者

が
適

切
に

医
療
を

受
け
ら
れ

る
よ

う
、

医
療
連

携
に
必
要

な
経

費
（

嘱
託
医

と
の
契
約

等
）

を
補

助
す
る

。
・
一

定
期
間

一
人
暮
ら

し
を

体
験

し
、
安

定
し
た
退

所
後

の
生

活
を
確

保
す
る
た

め
、

民
間

ア
パ
ー

ト
等
の
借

り
上

げ
に

必
要
な

経
費
を
補

助
す

る
。

・
法

律
相
談

が
必
要
と

な
る

ケ
ー

ス
（
金

銭
・
契
約

ト
ラ

ブ
ル

等
）
に

対
応
す
る

た
め

、
弁

護
士
等

と
契
約
に

必
要

な
経

費
を
補

助
す
る
。

②
身

元
保
証

人
確
保

対
策
事
業
≪
拡
充
≫

児
童

養
護

施
設

や
婦

人
保

護
施

設
等

を
退

所
す

る
子

ど
も

や
女

性
が

就
職

し
た

り
、

ア
パ

ー
ト

等
を

賃
借

す
る

際
に

、
施

設
長

等
が

身
元

保
証

人
と

な
る

場
合

の
損

害
保

険
契

約
を

全
国
社

会
福
祉

協
議
会
が

契
約

者
と

し
て
締
結

す
る
。

そ
の

保
険

料
に
対

し
て
補
助

を
行

う
。

［
拡

充
内
容

］
・
保

証
人
の

対
象
範
囲

を
拡

大
し

、
退
所

者
支
援
を

行
う

民
間

団
体
等

を
追
加
す

る
と

と
も

に
、
同

一
の
保
証

人
か

ら
複

数
の
保

証
を
受
け

ら
れ

る
よ

う
運
用

改
善
を
行

う
。

・
入

院
時
の

身
元
保
証

に
対

す
る

補
助
を

行
う
。

①
都

道
府
県

・
指
定

都
市
・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
民
間
団

体
等

に
委

託
し
て

実
施
す
る

こ
と

も
可

）
※
母

子
生
活
支

援
施

設
：

市
及
び

福
祉
事
務

所
設

置
町

村
②

都
道

府
県

・
指
定

都
市
・
中

核
市

・
児

童
相
談

所
設
置
市

・
市

及
び

福
祉
事

務
所
設
置

町
村

国
：

１
／
２

、
都
道

府
県
･指

定
都

市
･
中

核
市

･
児

童
相
談

所
設

置
市

：
１
／

２
（
国
：

１
／

２
、

都
道
府

県
：
１
／

４
、

市
及

び
福
祉

事
務
所
設

置
町

村
：

１
／
４

）

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）

４
．

補
助
率

①
社
会

的
養
護
自
立
支
援
事
業

・
支
援

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
配

置
１

か
所

当
た

り
年

額
6
,2
3
2千

円
・
居
住

費
支
援

１
人

当
た

り
月

額
9
0千

円
（

里
親

）
3
9
7千

円
（

児
童

養
護

施
設

）
等

・
生
活

費
支
援

１
人

当
た

り
月

額
51
,
87
0円

（
就
学

・
就
労

を
し
て

い
な
い

者
）

11
,
31
0円

（
就
学

し
て
い

る
者
）

等
・
生
活

相
談
支

援
賃

金
１

か
所

当
た

り
年

額
1
0
,2
1
2千

円
（

常
勤

２
名
以

上
配
置

）
6
,9
8
1千

円
（

上
記

以
外

）
事
務
費

１
か

所
当
た

り
年

額
4
,8
6
0千

円
（
対
象
者
が
気
軽
に
集
ま
れ
る
場
を
常
設
す
る
場
合
）

2
,1
6
6千

円
（

上
記

以
外

）
≪

拡
充

≫
・
医
療

連
携

支
援
１

か
所
当

た
り
年

額
5
,9
0
0千

円
≪

新
規

≫

・
就
労
相

談
支
援

１
チ

ー
ム

当
た

り
年

額
5
,7
3
9千

円
・

学
習
費

等
支
援

特
別

育
成
費

基
本

額
１

人
当
た

り
年

額
24
,
42
0円

資
格

取
得

等
特

別
加

算
１

人
当
た

り
年
額

57
,
61
0円

補
習

費
１

人
当
た

り
年
額

20
,
00
0円

補
習

費
特

別
分

１
人

当
た

り
年
額

25
,
00
0円

就
職

支
度
費

一
般

分
１

人
当
た

り
年
額

82
,
76
0円

特
別

基
準

分
１

人
当
た

り
年
額

1
98
,
53
0円

大
学

進
学
等

自
立

生
活

支
度

費
一

般
分

１
人

当
た

り
年
額

82
,
76
0円

特
別

基
準

分
１

人
当
た

り
年

額
1
98
,
53
0円

・
退
所
後

生
活
体

験
支

援
１

人
当
た

り
月

額
53
,
70
0円

≪
新

規
≫

・
法
律
相

談
支
援

１
か

所
当

た
り
年

額
3
,0
0
0千

円
≪

新
規
≫

②
身
元

保
証
人
確
保
対

策
事
業

・
就
職

時
の
身

元
保
証

年
間

保
険
料

1
0
,
56
0円

・
賃
貸

住
宅
等

の
賃
借

時
の
連

帯
保

証
年

間
保

険
料

1
9
,
15
2円

・
大
学

・
高
等

学
校
等

入
学
時

の
身
元

保
証

年
間

保
険

料
1
0
,
56
0円

・
入
院

時
の
身

元
保
証

年
間

保
険

料
2
,
40
0円

≪
新

規
≫
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社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
の
実
施
イ
メ
ー
ジ

①
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
全
体
を
統
括
）

＜
児
童
相
談
所
等
＞

※
児
童
の
措
置
解
除
前
に
、
支
援
担
当
者
会
議
を
開
催
し
、
退
所
後
の
生
活
等
を
考
慮
し
た
継
続
支
援
計
画
を
作
成

※
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
継
続
支
援
計
画
に
基
づ
く
支
援
状
況
を
把
握
し
、
生
活
状
況
の
変
化
な
ど
に
応
じ
て
計

画
を
見
直
し

措 置 解 除

2
2 歳

②
生
活
相
談
支
援
担
当
職
員
（
生
活
相
談
支
援
）

③
就
労
相
談
支
援
担
当
職
員
（
就
労
相
談
支
援
）

（
施
設
等
の
入
所
児
童
）

⑥
住
居
費
支
援
（
里
親
・
施
設
の
住
居
費
費
を
支
援
）

⑦
生
活
費
支
援
（
大
学
進
学
者
等
の
生
活
費
を
支
援
）

⑧
学
習
費
等
支
援
（
進
学
希
望
者
の
学
習
塾
費
等
を
支
援
）

＜
民
間
団
体
へ
の
委
託
等
＞

（
引
き
続
き
施
設
等
に
居
住
す
る
児
童
）※

家
庭
復
帰
・
自
立
し

た
者
の
家
賃
・
生
活
費
に
つ
い
て
は
、
「
自
立
支

援
資
金
貸
付
事
業
」
の
活
用
が
可
能

※
措
置
解
除
後
も
特

に
支
援
の
必
要
性
が
高
く
、
施
設
等
に
お
い
て
居

住
の
場
を
提
供
す
る
場
合
、
措
置
費
に
準
じ
て
居
住
費
等
を
支
給
。

※
措
置
費
に
よ
る
支
弁

※
居
住
、
家
庭
、
交
友
関
係
・
将
来
へ
の
不
安
等
に
関
す
る
生
活
上
の
相
談
支
援

※
対
象
者
が
気
軽
に
集
ま
る
場
を
提
供
す
る
等
の
自
助
グ
ル
ー
プ
活
動
の
育
成
支
援

※
安
定
し
た
退
所
後
の
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、
退
所
後
の
一
人
暮
ら
し
体
験
の
支
援

等

※
雇
用
先
と
な
る
職
場
の
開
拓

・
就
職
面
接
等
の

ア
ド
バ
イ
ス

※
事
業
主
か
ら
の
相
談
対
応
を
含
む
就
職
後
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

等

対
象
者
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
を
実
施

⇒
自
助
グ
ル
ー
プ
が
特
定
日
に
児
童
養
護
施
設
等
に
赴
い
て
入
所
児
童
の
自
立
に

向
け
た
相
談
支
援
を
行
う
場
合
に
必
要
と
な
る
経
費
を
補
助

（
家
庭
復
帰
又
は
自
立
し
た
児
童
）

④
嘱
託
医
等
（
医
療
連
携
支
援
）

※
嘱
託
医
等
と
契
約
す
る
な
ど
、
医
療
的
な
支
援
が
必
要
な
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う

※
弁
護
士
等
と
契
約
し
、
法
律
相
談
が
必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
（
金
銭
・
契
約
ト
ラ
ブ
ル
等
）
へ
の

対
応
を
行
う

⑤
弁
護
士
等
（
法
律
相
談
支
援
）
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就
学
者
自
立
生
活
援
助
事
業

大
学
等

に
就
学

し
て

い
る
自

立
援

助
ホ

ー
ム
の

入
居
者
に

つ
い
て

、
必

要
に
応
じ

て
２
２

歳
の

年
度

末
ま

で
引

き
続

き
入

居
し

て
継

続
し

た
支

援
を

行
う
た
め

、
２
０

歳
到

達
後
か

ら
２

２
歳
の

年
度

末
ま
で
の

間
に
お

い
て

行
わ
れ
る

児
童
自

立
生

活
援

助
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。

（
１
）

高
等
学
校

の
生

徒
や
大

学
の
学

生
そ
の

他
の
厚
生

労
働
省

令
で

定
め
る
者

で
あ
る

こ
と

（
２
）

満
２
０

歳
に
達

し
た

日
か

ら
満

２
２
歳

に
達
す
る

日
の
属

す
る

年
度
の
末

日
ま
で

の
間

に
あ

る
者

（
３
）

満
２
０

歳
に
達

す
る

日
の

前
日
に

お
い

て
児
童
自

立
生
活

援
助

が
行
わ
れ

て
い
た

者

（
４
）

児
童
養
護

施
設

、
児

童
心

理
治

療
施
設

、
児
童
自

立
支
援

施
設

へ
の
入
所

又
は
里

親
・

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業
へ

の
委

託
の

措
置
を

解
除
さ
れ
た

者
そ

の
他

都
道

府
県

知
事
が
必

要
と

認
め
た

者

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
民
間
団

体
等

に
委
託

し
て
実
施

す
る
こ

と
も

可
）

①
生
活
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
11
,3
1
0
円

②
特
別
育

成
費

基
本

額
１

人
当
た

り
月

額
24
,4
2
0
円

資
格
取
得

等
特
別

加
算

１
人

当
た

り
5
7,
61
0
円

③
児
童
用

採
暖
費

１
人

当
た

り
月

額
33

8
円

④
就
職
支

度
費

一
般

分
１

人
当
た

り
82
,7
6
0
円

特
別
基
準

分
１
人

当
た

り
19

8,
53
0
円

⑤
大
学
進

学
等
自

一
般

分
１

人
当
た

り
82
,7
6
0
円

特
別
基
準

分
１
人

当
た

り
19

8,
53
0
円

立
生
活

支
度
費

⑥
補
習
費

１
人

当
た

り
月

額
20
,0
0
0
円

補
習
費
特

別
分

１
人

当
た

り
月

額
2
5,
00
0
円

国
：

１
／

２
（

都
道

府
県
・

指
定

都
市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１
／

２
）

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
２

１
３

億
円
の
内

数
（

児
童

虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支

援
事
業

）
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社
会
的
養
護
経
験
者
等
の
孤
立
化
を
防
ぎ
、
自
立
に
向
け
た
継
続
し
た
支
援
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
民
間
団
体
等
に
お
い
て
、
自
治
体
職

員
及
び
社
会
的
養
護
経
験
者
等
を
対
象
と
し
た
全
国
大
会
を
開
催
す
る
。

（
内

容
）

ⅰ
都
道
府
県
に
対
す
る
自
立
支
援
に
関
す
る
啓
発

ⅱ
都
道
府
県
及
び
社
会
的
養
護
経
験
者
に
対
す
る
支
援
団
体
や
当
事
者
団
体
の
紹
介

ⅱ
都
道
府
県
及
び
社
会
的
養
護
経
験
者
に
対
す
る
支
援
制
度
の
周
知
等

※
民
間
事
業
者
等
の
提
案
に
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
決
定
。

法
人
（
公
募
に
よ
り
選
定
）

国
：
定
額
（
1
0
／
1
0
相
当
）

１
．

事
業

内
容

２
．

実
施

主
体

【
令

和
３
年

度
予
算
案

】
１

２
百

万
円
（
社

会
的

養
護

出
身
者
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形
成
事

業
）

３
．

補
助

率

社
会
的
養
護
出
身
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業

6
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○
児

童
養

護
施

設
や

自
立

援
助

ホ
ー

ム
等

を退
所

した
者

で
あ

って
就

職
した

者
又

は
大

学
等

へ
進

学
した

者
の

うち
、保

護
者

が
い

な
い

又
は

保
護

者
か

らの
養

育
拒

否
等

に
よ

り、
住

居
や

生
活

費
な

ど安
定

した
生

活
基

盤
の

確
保

が
困

難
な

状
況

に
あ

る
者

又
は

そ
れ

が
見

込
ま

れ
る

者
に

対
して

、家
賃

相
当

額
の

貸
付

や
生

活
費

の
貸

付
を

行
うこ

とで
安

定
した

生
活

基
盤

を
築

き
、こ

れ
ら

の
者

の
円

滑
な

自
立

を
支

援
す

る
こと

を
目

的
とす

る
。

○
ま

た
、児

童
養

護
施

設
や

自
立

援
助

ホ
ー

ム
等

に
入

所
中

の
者

等
に

対
して

、就
職

に
必

要
な

各
種

資
格

を取
得

す
る

た
め

に
必

要
とな

る
費

用
の

貸
付

を行
うこ

とで
、こ

れ
らの

者
の

円
滑

な
自

立
を

支
援

す
る

こと
を

目
的

とす
る

。児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業

目
的

貸
付
対
象
者
及

び
貸
付
額
等

○
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
資

金
貸

付
事

業
の

安
定

的
な

運
営

を
図

る
た

め
の

貸
付

原
資

を
補

助
す

る
。

○
新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

る
休

業
等

に
よ

り収
入

が
減

少
し、

経
済

的
に

厳
しい

状
況

に
あ

る
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
を

支
援

す
る

た
め

、一
定

期
間

の
就

業
継

続
に

より
返

還
が

免
除

され
る

生
活

費
の

貸
付

金
額

の
増

額
の

延
長

を
行

う。

拡
充
内
容

（
１
）
就
職
者

①
就

職
に

よ
り児

童
養

護
施

設
等

を
退

所
した

者
等

で
あ

って
、保

護
者

が
い

な
い

又
は

保
護

者
か

らの
養

育
拒

否
等

に
よ

り、
住

居
や

生
活

費
な

ど安
定

した
生

活
基

盤
の

確
保

が
困

難
又

は
そ

れ
が

見
込

ま
れ

る
者

【家
賃

貸
付

】
貸

付
額

：
家

賃
相

当
額

（
生

活
保

護
制

度
に

お
け

る
当

該
地

域
の

住
宅

扶
助

額
を上

限
）

貸
付

期
間

：
２

年
間

②
就

職
に

よ
り児

童
養

護
施

設
等

を
退

所
した

者
等

の
うち

、新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

内
定

取
消

や
休

業
等

に
よ

り収
入

が
減

少
し、

経
済

的
に

厳
しい

状
況

に
あ

る
者

【家
賃

貸
付

】
貸

付
額

：
家

賃
相

当
額

（
生

活
保

護
制

度
に

お
け

る
当

該
地

域
の

住
宅

扶
助

額
を上

限
）

貸
付

期
間

：
２

年
間

⇒
３

年
間

（
求

職
期

間
を

含
む

）
【生

活
費

貸
付

】
貸

付
額

：
月

額
８

万
円

貸
付

期
間

：
６

か
月

間
（

求
職

期
間

を
含

む
）

⇒
12

か
月

間
≪ 

拡
充

≫
（
２
）
進
学
者

①
大

学
等

へ
の

進
学

に
よ

り児
童

養
護

施
設

等
を

退
所

した
者

等
で

あ
って

保
護

者
が

い
な

い
又

は
保

護
者

か
らの

養
育

拒
否

等
に

より
、住

居
や

生
活

費
な

ど安
定

した
生

活
基

盤
の

確
保

が
困

難
又

は
そ

れ
が

見
込

まれ
る

者
【家

賃
貸

付
】

貸
付

額
：

家
賃

相
当

額
（

生
活

保
護

制
度

に
お

け
る

当
該

地
域

の
住

宅
扶

助
額

を上
限

）
貸

付
期

間
：

正
規

修
学

年
数

【生
活

費
貸

付
】

貸
付

額
：

月
額

５
万

円
貸

付
期

間
：

正
規

修
学

年
数

②
大

学
等

へ
の

進
学

に
より

児
童

養
護

施
設

等
を退

所
した

者
等

の
うち

、新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス感
染

症
の

影
響

に
よる

アル
バ

イト
休

業
等

に
より

収
入

が
減

少
し、

経
済

的
に

厳
しい

状
況

に
あ

る者
【家

賃
貸

付
】

貸
付

額
：

家
賃

相
当

額
（

生
活

保
護

制
度

に
お

け
る

当
該

地
域

の
住

宅
扶

助
額

を上
限

）
貸

付
期

間
：

正
規

修
学

年
数

【生
活

費
貸

付
】

貸
付

額
：

月
額

５
万

円
⇒

月
額

８
万

円
（

+
３

万
円

）
貸

付
期

間
：

正
規

修
学

年
数

（
拡

充
分

に
つ

い
て

は
６

か
月

間
⇒

12
か

月
間

）
≪ 

拡
充

≫
※

この
ほ

か
に

、児
童

養
護

施
設

等
に

入
所

中
の

者
等

で
あ

って
、就

職
に

必
要

な
各

種
資

格
を

取
得

す
る

こと
を希

望
す

る
者

を
対

象
に

資
格

取
得

貸
付

を
実

施
※

５
年

間
の

就
業

継
続

を
満

た
した

場
合

に
は

貸
付

金
は

返
還

免
除

（
資

格
取

得
貸

付
は

２
年

間
の

就
業

継
続

で
返

還
免

除
）

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案

：
３
．
６
億
円
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
） 6
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（
１
）
マ
ス
ク
の
購
入
や
消
毒
に
必
要
と
な
る
経
費

、
個
室
化
に
要
す
る
改
修
に
必
要
と
な
る
経
費
等
の
支
援

①
マ
ス
ク
等
購
入
費

感
染
経
路
の
遮
断
の
た
め
、
児
童
養
護
施
設
等

で
使
用
す
る
マ
ス
ク
、
消
毒
液
等
の
購
入
等
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
補
助

②
児
童
養
護
施
設
等
の
消
毒
経
費

施
設
内
で
感
染
が
広
が
ら
な
い
よ
う
、

利
用
者
・
従
事
者
が
触
れ
る
箇
所
や
物
品
等
の
消
毒
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
補
助

③
広
報
・
啓
発
経
費

施
設
で
活
動
す
る
子
ど
も
等
に
必
要
な

情
報
が
行
き
渡
る
よ
う
、
感
染
症
予
防
の
広
報
・
啓
発
経
費
に
つ
い
て
補
助

④
個
室
化
に
要
す
る
改
修
費
等

感
染
が
疑
わ
れ
る
者
を
分
離
す
る
場
合

に
備
え
、
感
染
が
疑
わ
れ
る
者
同
士
の
ス
ペ
ー
ス
を
空
間
的
に
分
離
す
る
た
め
の
個
室
化
に
要
す
る
改
修
費
等
（
宿

泊
施
設
の
借
り

上
げ
費
用
等
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
補
助

⑤
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費

職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら

業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
経
費
（
研
修
受
講
、
か
か
り
増
し
経
費
等
）
を
補
助

【
補
助
基
準
額
】
１
施
設
等
当
た
り
：
8,
00
0千

円
（
里
親
等
：
1,
00
0千

円
）

（
２
）

医
療
機
関
や
感
染
症
専
門
家
等
に
よ
る
適
切
な
感
染
防
止
対
策
等
に
関
す

る
相
談
窓
口
の

設
置
・
派
遣
指
導
、
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
窓
口
の

設
置
等
の
支
援

【
補
助
基
準
額
】

１
自
治
体
当
た
り
：
11
,8
60

千
円

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
案

：
６
２
億
円
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

児
童
養
護
施
設
等
は
、
適
切
な
感
染
防
止
対

策
を
行
っ
た
上
で
の
事
業
継
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め

、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
マ

ス
ク
の
購
入
や
消
毒
に
必
要
と
な
る
経
費
の
ほ
か
、
個
室
化
に
要
す
る
改
修
に
必
要
と
な
る
経
費
等
を
補
助
す
る
と
も
に
、
医
療
機
関
や
感
染
症
専
門
家
等
か

ら
の
支

援
等
に
よ
り
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
感
染
症
対
応
力
を
底
上
げ
し
つ
つ
、
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
支
援
を
行
う
。

児
童
養
護
施
設
等
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
の
支
援

目
的

事
業
内
容

（
３
）
濃
厚
接
触
者
等
の
子
ど
も
の
対
応
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
へ
の
一
時
保
護

委
託
の
連
絡
調
整
等
を
行
う
ほ
か
、
一
時
保
護
所
や
児
童
養
護
施
設
等
で
受

け
入
れ
を
行
う
際
、
健
康
観
察
等
の
個
別
的
な
対
応
の
充
実
や
、
症
状
が
出

た
場
合
の
迅
速
な
関
係
機
関
（
保
健
所
・
医
療
機
関
等
）
と
の
連
携
を
図
る

た
め
に
看
護
師
等
の
配
置
・
派
遣
等
を
支
援

【
補
助
基
準
額
】

１
自
治
体
当
た
り
：
13
,3
08
千
円

【
対
象
施
設
等
】
児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
婦
人
保
護
施
設
、
婦
人
相
談
所
、
婦
人
相
談
所

の
一
時
保
護
所
（
一
時
保
護
委
託
施
設
含
む
）
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
、
里
親
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、

児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
（
一
時
保
護
委
託
施
設
含
む
）
、
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
、
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
・
市
町
村

【
補
助
率
】
（
１
）
・
（
２
）
国
１
／
２

（
３
）
定
額
（
国
10
/1
0相

当
）

6
8
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事
業

所
所

在
地

自
治

体
名

事
業

者
名

1
北

海
道

医
療

社
団

法
人

弘
和

会
森

産
科

婦
人

科
病

院
2

茨
城

県
特

定
非

営
利

活
動

法
人

Ｎ
Ｐ

Ｏ
Ｂ

ａ
ｂ

ｙ
ぽ

け
っ

と
3

埼
玉

県
医

療
法

人
き

ず
な

会
さ

め
じ

ま
ボ

ン
デ

ィ
ン

グ
ク

リ
ニ

ッ
ク

4
千

葉
県

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ベ

ビ
ー

ブ
リ

ッ
ジ

5
東

京
都

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
環

の
会

6
東

京
都

一
般

社
団

法
人

ア
ク

ロ
ス

ジ
ャ

パ
ン

7
東

京
都

社
会

福
祉

法
人

日
本

国
際

社
会

事
業

団
8

東
京

都
特

定
非

営
利

活
動

法
人

フ
ロ

ー
レ

ン
ス

9
東

京
都

一
般

社
団

法
人

ベ
ア

ホ
ー

プ
10

滋
賀

県
医

療
法

人
青

葉
会

神
野

レ
デ

ィ
ス

ク
リ

ニ
ッ

ク
11

奈
良

県
特

定
非

営
利

活
動

法
人

み
ぎ

わ
12

和
歌

山
県

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ス

ト
ー

ク
サ

ポ
ー

ト
13

山
口

県
医

療
法

人
社

団
諍

友
会

田
中

病
院

14
沖

縄
県

一
般

社
団

法
人

お
き

な
わ

子
ど

も
未

来
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
15

札
幌

市
医

療
法

人
明

日
葉

会
札

幌
マ

タ
ニ

テ
ィ

・
ウ

イ
メ

ン
ズ

ホ
ス

ピ
タ

ル
16

千
葉

市
社

会
福

祉
法

人
生

活
ク

ラ
ブ

生
活

ク
ラ

ブ
風

の
村

ベ
ビ

ー
ス

マ
イ

ル
17

大
阪

市
公

益
社

団
法

人
家

庭
養

護
促

進
協

会
大

阪
事

務
所

18
神

戸
市

公
益

社
団

法
人

家
庭

養
護

促
進

協
会

神
戸

事
務

所
19

岡
山

市
一

般
社

団
法

人
岡

山
県

ベ
ビ

ー
救

済
協

会
20

広
島

市
医

療
法

人
河

野
産

婦
人

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

21
熊

本
市

医
療

法
人

聖
粒

会
慈

恵
病

院
22

熊
本

市
医

療
法

人
社

団
愛

育
会

福
田

病
院

地
域

連
携

室
特

別
養

子
縁

組
部

門

養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
者
一
覧
（
令
和
２
年
11
月
12
日
現
在
）

家
庭

福
祉

課
調

べ

（
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る

養
子

縁
組

の
あ

っ
せ

ん
に

係
る

児
童

の
保

護
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
28

年
法

律
第

11
0号

）
に

定
め

る
許

可
を

受
け

た
も

の
）

※
 上

記
の

ほ
か

、
同

法
の

経
過

措
置

規
定

に
よ

り
、

許
可

を
受

け
て

い
な

く
て

も
事

業
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

事
業

者
が

あ
り

ま
す

。
詳

細
に

つ
い

て
は

、
各

都
道

府
県

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
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①
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
の
専
門
性
の
向
上
及
び
相
談
支
援
体
制
の
強
化
【
新
規
】

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
が
ひ
と
り
親
家
庭
の
個
々
の
状
態
に
応
じ
て
、
適
切
な
支
援
へ
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
相
談
対

応
ツ
ー
ル
や
、
動
画
に
よ
る
研
修
ツ
ー
ル
な
ど
を
作
成
し
、
専
門
性
の
向
上
及
び
相
談
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

②
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
住
居
費
支
援
【
新
規
】

母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
て
、
就
業
等
に
向
け
、
意
欲
的
に
取
り
組
む
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
し
て
、
家
賃
の
全
部
又
は
一
部
の
貸
し
付
け
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
活
基
盤
の
安
定
を
図
り
、
自
立
に
向
け
た
取
組
を
促
進
す
る
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

①
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
拡
充
【
拡
充
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
の
修
学
期
間
中
の
生
活
費
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
支
給
す
る
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
に
つ
い
て
、
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す

る
者
が
、
引
き
続
き
、
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
や
、
４
年
以
上
の
課
程
の
履
修
が
必
要
な
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合

に
は
、
４
年
間
の
支
給
（
※
）
を
可
能
と
す
る
。

併
せ
て
、
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
、
修
了
し
た
場
合
に
そ
の
経
費
の
一
部
を
支
給
す
る
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
に
つ
い
て
も
、
４
年
間
（
※
）
の
支
給

を
可
能
と
す
る
。
（
※
）
現
行
３
年
間

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

②
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
の
拡
充
【
拡
充
】

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
認
定
心
理
士
や
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
配
置
し
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
に
対
し
心
理

面
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
考
慮
し
た
就
業
相
談
を
実
施
す
る
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

①
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
拡
充
【
拡
充
】

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
な
ど
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
多
様
な
方
法
に
よ
る
相
談
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
弁

護
士
等
に
よ
る
専
門
的
な
相
談
体
制
の
構
築
を
図
る
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
8
0
百
万
】

②
養
育
費
等
支
援
事
業
の
拡
充
【
拡
充
】

養
育
費
の
取
り
決
め
な
ど
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
相
談
員
等
に
よ
る
身
近
な
地
域
で
の
相
談
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
相

談
、
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
、
外
国
籍
を
有
す
る
家
庭
へ
の
対
応
、
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど
相
談
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

③
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
拡
充
【
拡
充
】

養
育
費
や
面
会
交
流
の
取
り
決
め
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
離
婚
協
議
の
前
後
か
ら
、
父
母
が
子
ど
も
の
福
祉
を
念
頭
に
置
い
て
離
婚
後
の
生
活
等
を
考
え
る

た
め
の
「
親
支
援
講
座
」
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
に
つ
い
て
、
戸
籍
・
住
民
担
当
部
署
と
の
連
携
強
化
や
、
離
婚
の
前
段
階
か
ら
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、
地
方
自
治
体
が
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
も
の
と
し
て
先
駆
的
に
実
施
す
る
事
業
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

【
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
：
1
5
8
億
円
の
内
数
】

令
和
３
年
度
ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
関
係
予
算
案
の
概
要

１
．
子
育
て
・
生
活
支
援

２
．
就
業
支
援

３
．
養
育
費
確
保
支
援
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１
か
所
当
た
り

2
,2
0
0
千
円

※
市
内
の
区
役
所
・
支
所
な
ど
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
を
配
置
し
て
相
談
支
援
を
行
っ
て
い
る
場
所
毎
に
補
助
単
価
を
適
用
す

る
こ
と
が
可
能
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
民
間
団
体
等
に
委
託
可
）

【
補
助
率
】
国
１
/２
、
都
道
府
県
等
１
/２

○
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
相
談
対
応
ツ
ー
ル
や
、
動
画
に
よ
る
研
修
ツ
ー
ル
な
ど
を
作
成
し
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
の
専
門

性
の
向
上
及
び
相
談
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
。

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
【
新
規
】

○
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
が
ひ
と
り
親
家
庭
の
個
々
の
状
態
に
応
じ
て
、
適
切
な
支
援
へ
繋
ぐ
こ
と
で
き
る
よ
う
相
談
支
援
体
制
の

強
化
を
図
る
。

目
的

目
的

事
業
内
容

事
業
内
容

実
施
主
体
等

実
施
主
体
等

補
助
基
準
額
（
案
）

補
助
基
準
額
（
案
）

【
令
和
３
年
度
予
算
案
：
1
5
8
億
円
の
内
数
（
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
）
】
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ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
支
援
資
金
貸
付
【
新
規
】

母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
を
受
け
、
自
立
に
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
対
し
、
住
居
の
借

り
上
げ
に
必
要
と
な
る
資
金
の
貸
付
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
就
労
又
は
よ
り
稼
働
所
得
の
高
い
就
労
、
子
ど
も
の
高
等
教
育
の
確
保
な
ど
に

繋
げ
、
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
（
同
等
の
水
準
の
者
を
含
む
）
で
あ
っ
て
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
を
受
け
、
自
立
に
向
け
て
意
欲

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
者

対
象

者

貸
付
額
：
原
則
1
2
か
月
に
限
り
、
入
居
し
て
い
る
住
宅
の
家
賃
の
実
費
（
上
限
４
万
円
）
を
貸
付

償
還
期
限
：
都
道
府
県
知
事
等
が
定
め
る
期
間

利
息
：
無
利
子

貸
付

額
等

償
還
免
除
：
死
亡
又
は
障
害
に
よ
り
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
（
全
部
又
は
一
部
）

長
期
間
所
在
不
明
で
返
還
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
履
行
期
限
到
達
後
に
返
還
を
請
求
し
た
最
初
の
日
か
ら
５
年
経
過

（
全
部
又
は
一
部
）

償
還
猶
予
：
災
害
、
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
、
そ
の
事
由
が
継
続
す
る
期
間

償
還
免
除
・
猶
予

○
実
施
主
体
が
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
場
合

：
９
／
１
０
（
国
９
／
１
０
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
１
／
１
０
）

○
実
施
主
体
が
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
適
当
と
認
め
る
民
間
法
人
の
場
合
：
定
額
（
９
／
１
０
相
当
）

※
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
は
、
貸
付
実
績
に
応
じ
て
１
／
１
０
相
当
を
負
担

実
施
主
体
・
補
助
率

※
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付

事
業
の
新
規
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
創
設

【
令
和
３
年
度
予
算
案
：
1
5
8
億
円
の
内
数
（
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
）
】
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一
般
市
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

（
２
）
一
般
市
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業

○
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
８
つ

の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
中
か
ら
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
適
切

な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
選
択
し
て
実
施

※
面
会
交
流
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
8
年
度
か
ら

一
般
市
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
に
追
加
。

就
業
情
報
提
供
事
業

（
１
）
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

就
業
支
援
事
業

就
業
支
援
講
習
会
等
事
業

養
育
費
等
支
援
事
業

・
就
業
相
談
、
助
言
の
実
施
、

企
業
の
意
識
啓
発
、
求
人
開
拓

の
実
施
等

・
就
業
準
備
等
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー

や
、
資
格
等
を
取
得
す
る
た
め
の

就
業
支
援
講
習
会
の
開
催

・
求
人
情
報
の
提
供

・
電
子
メ
ー
ル
相
談
等

・
生
活
支
援
の
実
施

・
養
育
費
相
談
の
実
施
等

支
援
メ
ニ
ュ
ー

在
宅
就
業
推
進
事
業

・
在
宅
就
業
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
や
在
宅
就
業
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る
支
援
等

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

・
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
「
養
育
費
等
支
援
事
業
」
と
改
称
し
、
弁
護

士
に
よ
る
離
婚
前
を
含
め
た
養
育
費
確
保
の
た
め
の
法
律
相
談
な
ど
を

実
施
す
る
。
（
平
成
2
8
年
度
か
ら
）

・
「
管
内
自
治
体
・
福
祉
事
務
所
支
援
事
業
」
を
「
相
談
関
係
職
員
研
修

支
援
事
業
」
と
改
称
。
（
平
成
2
8
年
度
か
ら
）

・
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
に
対
し
心
理
面
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
考
慮
し
た
就
業
相

談
を
実
施
す
る
。
（
令
和
３
年
度
か
ら
）
【
拡
充
】

○
実
施
先
一
覧
：
ht
tp
:/
/
w
w
w
.m
hl
w
.g
o
.jp
/
st
f/
se
is
ak
un
it
su
it
e
/
b
un
y
a/
0
0
0
0
0
6
2
9
6
7
.h
tm
l

面
会
交
流
支
援
事
業

・
面
会
交
流
援
助
の
実
施
等

相
談
関
係
職
員
研
修
支
援
事
業

広
報
啓
発
・
広
聴
、
ニ
ー
ズ

把
握
活
動
等
事
業

・
相
談
関
係
職
員
の
資
質
向
上
の

た
め
の
研
修
会
の
開
催
や
研
修

受
講
支
援
等

・
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
広
報

啓
発
活
動
や
支
援
施
策
に
係
る

ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施
等

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
【
拡
充
】

○
母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
等
に
対
し
、
就
業
相
談
か
ら
就
業
支
援
講
習
会
、
就
業
情
報
の
提
供
等
ま
で

の
一
貫
し
た
就
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
養
育
費
の
取
り
決
め
な
ど
に
関
す
る
専
門
相
談
な
ど
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
事
業
。

事
業
内
容

事
業
内
容

【
実
施
主
体
】
（
１
）
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

（
２
）
一
般
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

（
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
可
）

【
補
助
率
】
国
1
/2
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
一
般
市
等
1
/
2

【
R
3
予
算
案
】
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
(
1
5
8億

円
)
の
内
数

※
平
成
15
年
度
か
ら
実
施

《
平
成
3
0
年
度
》

○
実
施
か
所
：
1
4
6
か
所

○
相
談
件
数
：
7
5
,9
1
8
件

○
就
職
件
数
：
4
,2
2
7
件

心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
配
置
【
拡
充
】
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【
支
給
対
象
期
間
】
修
業
す
る
期
間
（
令
和
元
年
度
よ
り
上
限
３
年
→
上
限
４
年
に
拡
充
）

※
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
、
引
き
続
き
、
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
や
、
４
年
以
上
の
課
程
の
履
修
が

必
要
な
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
は
、
４
年
間
の
支
給
を
可
能
と
す
る
。
【
拡
充
】

【
支
給
額
】
月
額
１
０
万
円
（
住
民
税
課
税
世
帯
は
月
額
７
０
，
５
０
０
円
）

令
和
元
年
度
よ
り
、
修
学
の
最
終
年
限
１
年
間
に
限
り
支
給
額
を
４
万
円
加
算
す
る
。

【
総
支
給
件
数
】
7
,9
9
0
件
（
全
て
の
修
学
年
次
を
合
計
）

【
資
格
取
得
者
数
】
2
,6
4
7
人
（
看
護
師
1
,1
2
7
人
、
准
看
護
師
1
,0
1
6
人
、
保
育
士
1
5
4
人
、
介
護
福
祉
士
5
0
人
な
ど
）

【
就

職
者
数
】
2
,1
0
6
人
（
看
護
師
1
,0
2
7
人
、
准
看
護
師

6
6
0
人
、
保
育
士
1
2
8
人
、
介
護
福
祉
士
4
3
人
な
ど
）

○
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
の
取
得
を
促
進
す
る
た
め
、
当
該
資
格
に
係
る
養
成
訓
練
の

受
講
期
間
に
つ
い
て
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
資
格
取
得
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

目
的

○
養
成
機
関
に
お
い
て
修
業
を
開
始
し
た
日
以
降
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
支
給

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
か
又
は
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と

②
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
こ
と

対
象
者

対
象
者

○
就
職
の
際
に
有
利
と
な
る
資
格
で
あ
っ
て
、
法
令
の
定
め
に
よ
り
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
等
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
。

《
対
象
資
格
の
例
》
看
護
師
､准
看
護
師
､保
育
士
､介
護
福
祉
士
､理
学
療
法
士
､作
業
療
法
士
､調
理
師
､製
菓
衛
生
師
等

対
象
資
格

対
象
資
格

支
給
内
容

支
給
内
容

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
市
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補
助
率
】
国
３
／
４
、
都
道
府
県
等
１
／
４

【
R
3
予
算
案
】
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
（
1
5
8
億
円
）
の
内
数

実
施
主
体
等

実
施
主
体
等

支
給
実
績
《
平
成
3
0
年
度
》

支
給
実
績
《
平
成
3
0
年
度
》

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
【
拡
充
】

※
平
成
15
年
度
に
創
設

5
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○
母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
が
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
、
修
了
し
た
場
合
に
そ
の
経
費
の
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
体
的
な

能
力
開
発
の
取
組
を
支
援
し
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
の
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
【
拡
充
】

目
的

目
的

※
平
成
15
年
度
に
創
設

○
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
支
給

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
か
又
は
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と

②
就
業
経
験
、
技
能
、
資
格
の
取
得
状
況
や
労
働
市
場
な
ど
か
ら
判
断
し
て
当
該
教
育
訓
練
が
適
職
に
就
く
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

対
象
者

対
象
者

○
実
施
主
体
の
自
治
体
の
長
が
指
定

①
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
又
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座

《
対
象
講
座
の
例
》
簿
記
検
定
試
験
、
介
護
職
員
初
任
者
研
修

等
②

同
制
度
の
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座
（
専
門
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
講
座
に
限
る
）

③
都
道
府
県
等
の
長
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
指
定
し
た
講
座

対
象
と
な
る
講
座

対
象
と
な
る
講
座

①
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

対
象
講
座
の
受
講
料
の
６
割
相
当
額
、
上
限
2
0
万
円
（
上
記
対
象
講
座
の
②
に
つ
い
て
は
修
学
年
数
×
2
0
万
円
、
最
大
8
0
万
円
）

②
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

①
に
定
め
る
額
か
ら
教
育
訓
練
給
付
金
の
額
を
差
し
引
い
た
額

※
①
②
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
1
2
,0
0
0
円
を
超
え
な
い
場
合
は
支
給
し
な
い
。

※
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
、
引
き
続
き
、
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
や
、
４
年
以
上
の
課
程
の
履
修
が
必
要
な
養
成
機
関
で
修
業

す
る
場
合
に
は
、
４
年
間
の
支
給
を
可
能
と
す
る
。
【
拡
充
】

支
給
内
容

支
給
内
容

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
市
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

【
補
助
率
】
国
３
／
４
、
都
道
府
県
等
１
／
４

【
R
3
予
算
案
】
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
（
1
5
8
億
円
）
の
内
数

実
施
主
体
等

実
施
主
体
等

【
支
給
件
数
】
2
,5
9
1
件

【
就
職
件
数
】
2
,1
8
3
件

支
給
実
績
《
平
成
3
0
年
度
》

支
給
実
績
《
平
成
3
0
年
度
》
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＜
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
＞
（
補
助
単
価
拡
充
）

①
公
正
証
書
の
作
成
支
援

②
弁
護
士
に
よ
る
個
別
相
談

③
保
証
契
約
に
お
け
る
保
証
料
補
助

④
戸
籍
抄
本
等
の
書
類
取
得
補
助

⑤
そ
の
他
先
駆
的
な
取
組
へ
の
補
助

⑥
取
組
の
横
展
開

相
談
支
援

取
り
決
め
に
係
る
支
援

確
保
に
か
か
る
支
援

養
育
費
の
確
保
に
関
す
る
今
後
の
施
策
の
方
向
性
に
つ
い
て

・
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
い
多
様
な
方
法
に
よ
る
支
援

・
身
近
な
地
域
で
伴
走
型
の
支
援
や
専
門
的
な
相
談
の
均
て
ん
化

・
先
駆
的
取
組
の
促
進

・
横
展
開

赤
字
：
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
拡
充
内
容

青
字
：
今
後
運
用
上
改
善
を
図
る
も
の
（
非
予
算
）

＜
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
＞

①
家
事
調
停
経
験
者
等
よ
る
相
談
支
援

②
弁
護
士
等
に
よ
る
専
門
相
談
（
単
価
拡
充
）

③
S
N
S
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
（
創
設
）

④
地
域
の
相
談
支
援
へ
繋
ぐ
機
能
の
強
化

・
よ
り
早
期
の
低
葛
藤
時
点
か
ら
の
支
援

・
受
講
し
や
す
い
方
法
に
よ
る
親
支
援
講
座
の
実
施

＜
養
育
費
等
支
援
事
業
＞

①
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
提
供

②
家
庭
裁
判
所
等
へ
の
同
行

地
方
自
治
体
に
お
い
て

独
自
の
確
保
支
援
策
を
実
施

養
育
費
に
つ
い
て
は
、
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
や
地
方
自
治
体
に
お
け
る
養
育
費
に
関
す
る
相
談
支
援
を
充
実
・
強
化
す
る
と
と

も
に
、
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
を
拡
充
し
、
離
婚
前
か
ら
の
親
支
援
の
充
実
や
養
育
費
の
確
保
に
係
る
支
援
施
策
の
推
進
に
取
り

組
む
。

※
養
育
費
の
確
保
の
推
進
に
際
し
て
は
、
離
婚
時
に
お
け
る
養
育
費
の

取
決
め
が
よ
り
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
。

＜
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
＞

（
補
助
単
価
拡
充
）

①
親
支
援
講
座
の
実
施

②
離
婚
前
段
階
か
ら
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
動
画

教
材
に
よ
る
講
義
な
ど
の
実
施

③
戸
籍
及
び
住
民
担
当
部
署
と
の
連
携
強
化

＜
養
育
費
等
支
援
事
業
＞

①
相
談
員
に
よ
る
手
続
相
談

②
S
N
S
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
（
創
設
）

③
弁
護
士
に
よ
る
説
明
会
（
単
価
拡
充
）

④
弁
護
士
会
と
連
携
し
た
個
別
相
談
（
創
設
）

⑤
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
（
単
価
拡
充
）

R
2
補
助
単
価
1
,7
1
3
千
円

⇒
R
３
補
助
単
価
案
1
5
,0
0
0
千
円
に
拡
充

－302－



養
育
費
等
支
援
事
業
（
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
」
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
の
一
つ
）
【
拡
充
】

○
母
子
家
庭
の
母
等
の
養
育
費
の
確
保
の
た
め
、
身
近
な
地
域
で
の
養
育
費
の
取
り
決
め
な
ど
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
相
談
員
等
に
よ
る

相
談
対
応
や
、
継
続
的
な
生
活
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
家
庭
へ
の
支
援
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
母
子
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
児
童
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

○
養
育
費
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
相
談
員
を
配
置
し
、
①
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や
支
払
い
の
履
行
・
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す

る
相
談
や
、
②
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
提
供
、
③
養
育
費
の
取
り
決
め
等
の
た
め
に
家
庭
裁
判
所
等
へ
訪
れ
る
際
の
同
行
支
援
、
④
講
演
会

の
開
催
等
を
実
施
す
る
。

○
弁
護
士
に
よ
る
離
婚
前
・
離
婚
後
の
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や
支
払
い
の
履
行
・
強
制
執
行
に
関
す
る
法
律
相
談
を
実
施
す
る
。

○
地
域
の
母
子
生
活
支
援
施
設
等
の
相
談
・
支
援
機
能
を
活
用
し
て
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
相
談
等
の
生
活
支
援
を
継
続
的
に
行
う
。

事
業
内
容

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
市
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

（
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
民
間
団
体
等
に
委
託
可
）

【
補
助
率
】

国
１
/２
、
都
道
府
県
等
１
/２

実
施
主
体

連
携
・
協
力

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

相
談
員

養
育
費
等
相
談

相
談
対
応
・
情
報
提
供
・
支
援

離
婚
前
後

離
婚
前
後

弁
護
士

○
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や

支
払
い
の
履
行
等
に
関
す
る
相
談

○
家
庭
裁
判
所
等
へ
の
同
行
支
援

○
家
庭
訪
問
等
の
継
続
的
な
生
活
支
援
な
ど

◆
託
児
サ
ー
ビ
ス
、
S
N
S
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

相
談
な
ど
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
相
談
支
援
体

制
を
構
築

①
弁
護
士
に
よ
る
養
育
費
等
に
関
す
る
法
律
相
談
を
行
う
場
合

１
セ
ン
タ
ー
当
た
り

3
,0
6
4
千
円
→
6
,6
3
3
千
円
【
拡
充
】

②
①
以
外
の
事
業
を
行
う
場
合

ア
週
５
日
以
下
の
実
施
の
場
合
3
,6
9
7
千
円
→
4
,4
0
5
千
円
【
拡
充
】

イ
週
５
日
以
下
（
土
日
を
含
む
）
の
実
施
の
場
合

3
,9
1
5
千
円
→
4
,8
4
5
千
円
【
拡
充
】

ウ
週
６
日
実
施
の
場
合

4
,1
3
5
千
円
→
5
,0
7
3
千
円
【
拡
充
】

エ
週
７
日
実
施
の
場
合

4
,5
7
8
千
円
→
5
,5
2
8
千
円
【
拡
充
】

③
弁
護
士
会
等
と
の
連
携
に
よ
る
個
別
相
談
支
援
を
行
う
場
合

1
,4
9
1
千
円
【
新
規
】

④
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
多
様
な
方
法
に
よ
り
相
談
支
援
を
行
う
場
合

1
1
,7
0
7
千
円
【
新
規
】

補
助
単
価

事
業
イ
メ
ー
ジ

◆
弁
護
士
単
価
の
拡
充

弁
護
士
会
等

◆
弁
護
士
会
等
と
連
携
し
た

個
別
相
談
を
実
施

※
赤
字
は
、
令
和
３
年
予
算
案
に
よ
る
拡
充
部
分

【
令
和
３
年
度
予
算
案
：
1
5
8
億
円
の
内
数
（
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
）
】
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離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
令
和
元
年
度
～
）
【
拡
充
】

＜
モ
デ
ル
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

○
離
婚
協
議
開
始
前
の
父
母
等
に
対
し
て
、
離
婚
が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響
、
養
育
費
や
面
会
交
流
の
取
り
決
め
や
離
婚
後
の
生
活
を

考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
講
座
の
開
催
や
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供
等
を
行
う
。

○
地
方
自
治
体
が
養
育
費
の
履
行
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
先
駆
的
に
実
施
す
る
取
組
を
支
援
す
る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
民
間
団
体
へ
の
委
託
可
）

＜
補
助
率
＞
国
1
/
2
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
1
/
2

地
方
自
治
体

民
間
団
体

＜
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
可
＞

講
座
等
の
開
催

◆
親
支
援
講
座
の
受
講
者
を
対
象
に
、
ひ
と
り
親
向
け
の
支

援
施
策
や
相
談
窓
口
等
の
情
報
提
供
を
行
う
。

②
情
報
提
供

【
講
義
】

◆
離
婚
前
後
の
父
母
等
を
対
象
に
、
離
婚
が
子
ど
も
に
与
え

る
影
響
や
養
育
費
等
の
取
り
決
め
の
重
要
性
等
に
関
す
る
講

習
を
実
施
す
る
。

◆
講
義
を
行
う
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
、

元
家
裁
調
査
官
な
ど
離
婚
問
題
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者
、

父
母
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
実
施
し
て
い
る
民
間
団
体
等
に

協
力
を
依
頼
す
る
。

【
グ
ル
ー
プ
討
議
】

◆
親
支
援
講
座
の
受
講
者
を
対
象
に
、
当
事
者
間
で
の
意
見

交
換
の
場
を
提
供
す
る
。

ま
た
、
様
々
な
立
場
の
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
工
夫
も
行
う
。

①
親
支
援
講
座

○
子
ど
も
の
心
情
の
理
解

○
離
婚
後
の
生
活
や
子
育
て
に
関

す
る
不
安
を
軽
減

○
同
じ
境
遇
に
あ
る
当
事
者
と
の

交
流
な
ど
に
よ
り
、
孤
立
感
を

解
消

○
養
育
費
や
面
会
交
流
に
関
す
る

取
り
決
め
を
促
進

○
ひ
と
り
親
に
な
っ
て
間
も
な
い

段
階
か
ら
必
要
な
支
援
の
提
供

が
可
能

○
養
育
費
の
履
行
を
確
保

◆
公
正
証
書
の
作
成
支
援
及
び
養
育
費
の
取
り
決
め
等
に
関

す
る
弁
護
士
へ
の
相
談
に
関
す
る
支
援
等
を
行
う
。

③
養
育
費
の
履
行
確
保
（
R
2
～
）
【
拡
充
】

【
令
和
３
年
度
予
算
案
：
1
5
8
億
円
の
内
数
（
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
）
】
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離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
拡
充
に
つ
い
て

＜
現
行
＞

離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
１
か
所
あ
た
り1
,7
13
千
円
）

①
親
支
援
講
座
（
H元
～
）

養
育
費
の
取
り決
め
の
重
要
性
等
の
講
義
や
当
事
者
間
で
の
意
見
交
換
を

実
施
。

②
情
報
提
供
（
R元
～
）

親
支
援
講
座
の
受
講
者
に
対
し、
ひ
とり
親
向
け
の
支
援
施
策
や
相
談
窓
口

の
情
報
提
供
を
行
う。

①
養
育
費
の
履
行
確
保
等
（
R２
～
）

公
正
証
書
の
作
成
支
援
及
び
弁
護
士
相
談
に
関
す
る
支
援
等
を
行
う。

＜
見
直
し案
＞

（
１
）
親
支
援
講
座

①
親
支
援
講
座

養
育
費
の
取
り決
め
の
重
要
性
等
の
講
義
や
当
事
者
間
で
の
意
見
交
換
を

実
施
。

②
情
報
提
供

親
支
援
講
座
の
受
講
者
に
対
し、
ひ
とり
親
向
け
の
支
援
施
策
や
相
談
窓
口

の
情
報
提
供
を
行
う。

（
２
）
養
育
費
の
履
行
確
保
に
資
す
る
取
組

①
戸
籍
・住
民
担
当
部
署
との
連
携
強
化

戸
籍
・住
民
担
当
部
署
に
相
談
員
を
配
置
し、
ひ
とり
親
担
当
部
署
と連
携

（
離
婚
届
の
受
け
取
り時
の
相
談
支
援
の
ほ
か
、リ
ー
フレ
ット
や
動
画
教
材
の

作
成
な
ど）
を
図
る
。

②
離
婚
前
段
階
か
らの
支
援
体
制
強
化

別
居
開
始
時
点
な
ど低
葛
藤
時
点
か
らの
個
別
ヒア
リン
グ
や
動
画
教
材
に

よ
る
講
義
、オ
ン
ライ
ンカ
ウン
セ
リン
グ
等
を
行
う。

③
公
正
証
書
等
に
よ
る
債
務
名
義
の
作
成
支
援

公
正
証
書
等
に
よ
る
債
務
名
義
を
作
成
を
支
援
す
る
。

④
保
証
契
約
支
援

保
証
会
社
と養
育
費
保
証
契
約
を締
結
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う。

⑤
戸
籍
抄
本
等
の
書
類
取
得
補
助

家
庭
裁
判
所
の
調
停
申
し立
て
や
、裁
判
に
要
す
る
添
付
書
類
の
取
得
な

どの
支
援
を
行
う。

⑥
弁
護
士
等
に
よ
る
個
別
相
談
支
援

弁
護
士
等
を
配
置
し、

養
育
費
に
関
して
、個
々
の
状
態
に
応
じた
専
門

的
な
相
談
支
援
を
行
う。

⑦
そ
の
他
先
駆
的
な
取
組

①
～
⑦
の
ほ
か
、養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
も
の
とし
て
先
駆
的
な

取
組

（
１
）
親
支
援
講
座

離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
１
か
所
あ
た
り1
5,
00
0千
円
）

（
２
）
養
育
費
の
履
行
確
保
に
資
す
る
取
組
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令
和
３
年
度
婦
人
保
護
事
業
関
係
予
算
概
算
案
の
概
要

１
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
支
援
（
婦
人
相
談
所
運
営
費
負
担
金
）

１
７
百
万
円

○
婦
人
相
談
所
活
動
費

・
婦
人
相
談
所
か
ら
要
保
護
女
性
等
を
婦
人
保
護
施
設
、
病
院
等
へ
移
送
す
る
際
の
旅
費
及
び
連
絡
・
調
整
等
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
。

○
外
国
人
婦
女
子
緊
急
一
時
保
護
経
費

・
外
国
人
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
を
保
護
し
た
際
の
通
訳
雇
い
上
げ
に
伴
う
費
用
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
必
要
な
経
費
等
を
補
助
す
る
。

○
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
広
域
措
置
の
実
施

・
他
の
都
道
府
県
へ
の
広
域
措
置
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
を
他
の
都
道
府
県
の
婦
人
相
談
所
等
へ
移
送
す
る
た
め
に
必
要
な
旅
費
等
を
補
助
す
る
。

○
相
談
・
一
時
保
護
同
伴
児
童
経
費

・
D
V
被
害
者
等
に
同
伴
す
る
児
童
の
た
め
の
保
育
の
備
品
等
を
整
備
し
、
相
談
及
び
一
時
保
護
の
環
境
を
整
え
る
。

○
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
一
時
保
護
の
実
施

・
職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
な
ど
の
生
活
費
、
施
設
の
維
持
・
管
理
費
を
補
助
す
る
。

・
同
伴
児
童
が
適
切
に
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
学
習
指
導
員
※
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
教
材
等
の
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補
助

・
一
時
保
護
委
託
先
の
同
伴
児
童
が
小
・
中
学
校
等
に
安
全
・
安
心
に
通
学
で
き
る
よ
う
、
生
活
支
援
員
※
に
よ
る
通
学
へ
の
同
行
に
必
要
な
旅
費
等
を
補
助
す
る
。

※
学
習
指
導
員
、
生
活
支
援
員
の
配
置
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
で
予
算
措
置

○
婦
人
相
談
所
が
一
時
保
護
委
託
す
る
た
め
の
経
費

・
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
婦
人
相
談
所
が
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
適
切
な
委
託
契
約
施
設
へ
一
時
保
護
を
委
託
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。
ま
た
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害
者
や
性
暴
力
・
性
犯
罪
の
被
害
者
、

に
つ
い
て
も
一
時
保
護
委
託
の
対
象
と
す
る
。

・
民
間
支
援
団
体
へ
の
一
時
保
護
委
託
の
積
極
的
な
活
用
を
進
め
る
た
め
、
同
伴
児
童
に
対
す
る
教
育
の
た
め
の
環
境
整
備
や
人
身
取
引
被
害
者
へ
の
支
援
等
に
係
る
一
時
保
護
委
託
費
の
拡
充
を
図
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
・
自
立
支
援
に
必
要
な
経
費

・
職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
な
ど
の
生
活
費
、
就
職
活
動
の
た
め
の
旅
費
、
施
設
の
維
持
・
管
理
費
を
補
助
す
る
。

・
様
々
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
個
別
対
応
職
員
の
配
置
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

・
同
伴
児
童
が
適
切
に
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
学
習
指
導
員
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
教
材
等
の
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

・
同
伴
児
童
が
小
・
中
学
校
等
に
安
全
・
安
心
に
通
学
で
き
る
よ
う
、
生
活
支
援
員
に
よ
る
通
学
へ
の
同
行
に
必
要
な
旅
費
等
を
補
助
す
る
。

○
心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置

・
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
心
理
療
法
担
当
職
員
を
配
置
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
及
び
同
伴
家
族
の
心
理
的
ケ
ア
の
支
援
を
図
る
。

○
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
の
配
置

・
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
、
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
を
配
置
し
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
へ
の
ケ
ア
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
保
護
さ
れ
た
女
性
が
自
立
に
向
け
た
取
組
を
安
心
し
て
行
え

る
環
境
を
整
え
る
。

○
夜
間
警
備
体
制
強
化
事
業

・
配
偶
者
の
暴
力
か
ら
逃
れ
て
入
所
し
て
い
る
被
害
者
や
職
員
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
夜
間
警
備
体
制
を
強
化
す
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
移
行
支
援

・
賃
貸
物
件
を
活
用
し
て
地
域
生
活
移
行
支
援
を
実
施
す
る
場
合
に
、
建
物
の
賃
貸
料
の
一
部
を
措
置
費
に
算
定
す
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
の
入
進
学
支
度
金
の
支
給

・
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
又
は
高
等
学
校
に
入
進
学
し
た
場
合
の
入
進
学
支
度
金
を
支
給
す
る
。

２
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
一
時
保
護
、
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
自
立
支
援

２
３
億
円

婦
人
保
護
事
業
費
負
担
金

婦
人
保
護
事
業
費
補
助
金

令
和
２
年
度
予
算
額

２
０
６
億
円
の
内
数

→
令
和
３
年
度
予
算
案

２
３
６
億
円
の
内
数

0
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○
婦
人
相
談
員
活
動
強
化
事
業

・
婦
人
相
談
員
の
手
当
や
、
調
査
・
指
導
の
た
め
の
旅
費
等
を
補
助
す
る
。
※
一
定
の
研
修
を
終
了
し
た
者
に
つ
い
て
勤
務
実
態
に
応
じ
た
手
当
額
を
支
給
。

・
婦
人
相
談
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
各
種
研
修
を
積
極
的
に
受
講
で
き
る
よ
う
、
研
修
派
遣
の
た
め
の
旅
費
や
派
遣
中
の
代
替
職
員
の
配
置
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

○
婦
人
保
護
啓
発
活
動
事
業

・
婦
人
相
談
所
等
が
、
地
域
住
民
に
対
し
て
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
及
び
暴
力
被
害
女
性
の
保
護
に
つ
い
て
的
確
な
理
解
と
密
接
な
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
婦
人
相
談
所
、
関
係
機
関
、
協
力
機
関
と
連
携
し
て
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
等
に
関
す
る
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
退
所
者
自
立
生
活
援
助
事
業

・
婦
人
保
護
施
設
に
生
活
援
助
指
導
員
を
配
置
し
、
対
象
者
の
来
所
等
へ
の
対
応
、
対
象
者
の
職
場
や
居
住
へ
訪
問
、
集
い
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
相
談
、
指
導
等
の
援
助
に
あ
た
る
。

○
休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業
【
拡
充
】

・
婦
人
相
談
所
に
婦
人
保
護
事
業
に
精
通
し
た
婦
人
相
談
員
経
験
者
等
に
よ
る
相
談
等
を
対
応
す
る
協
力
員
を
配
置
し
、
土
日
祝
日
を
含
め
2
4
時
間
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

・
婦
人
相
談
所
と
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
会
議
や
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
し
、
連
携
の
強
化
を
図
る
。

○
婦
人
相
談
所
等
職
員
へ
の
専
門
研
修
事
業
【
拡
充
】

・
婦
人
相
談
所
職
員
や
婦
人
相
談
員
等
、
直
接
被
害
者
か
ら
相
談
受
け
る
職
員
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
必
要
な
研
修
を
実
施
す
る
。
(年
3
回
)

・
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
等
の
入
所
者
に
よ
る
携
帯
電
話
等
通
信
機
器
の
利
用
に
際
し
て
、
通
信
機
器
の
性
能
や
取
扱
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
得
る
危
険
性
等
に
つ
い
て
、
婦
人
相
談
員
や
一
時
保
護
所
等
の
職
員
が
十
分
理
解

の
上
、
対
応
す
る
た
め
の
研
修
費
を
補
助
す
る
。

○
専
門
通
訳
者
養
成
研
修
事
業

・
人
身
取
引
及
び
D
V
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
通
訳
者
の
養
成
研
修
を
実
施
し
、
人
身
取
引
被
害
者
や
外
国
人
D
V
被
害
者
へ
の
適
切
な
支
援
を
確
保
す
る
。

○
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業

・
婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
か
ら
の
離
婚
問
題
、
生
活
破
綻
、
在
留
資
格
等
に
つ
い
て
の
相
談
等
に
対
し
、
弁
護
士
等
に
よ
る
法
的
な
調
整
や
援
助
を
行
う
。

○
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業

・
様
々
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
個
別
対
応
職
員
の
配
置
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

○
婦
人
相
談
所

SN
S等
相
談
支
援
事
業

・
若
年
層
を
は
じ
め
と
し
た
困
難
を
抱
え
た
女
性
が
支
援
に
円
滑
に
つ
な
が
る
よ
う
、
S
N
S
を
活
用
し
た
相
談
窓
口
の
開
設
準
備
費
用
、
運
用
経
費
を
補
助
す
る
。

○
地
域
生
活
移
行
支
援
事
業
（
ス
テ
ッ
プ
ハ
ウ
ス
）

・
婦
人
保
護
施
設
に
お
い
て
、
施
設
入
所
者
が
施
設
を
退
所
す
る
前
の
一
定
期
間
、
施
設
本
体
か
ら
離
れ
、
施
設
付
近
の
住
宅
に
お
い
て
生
活
す
る
こ
と
で
、
地
域
生
活
等
を
体
験
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
。

○
D

V対
応
・
児
童
虐
待
対
応
連
携
強
化
事
業

・
婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
D
V
被
害
者
等
が
同
伴
す
る
子
ど
も
の
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
す
る
「
児
童
虐
待
防
止
対
応
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
配
置
し
、
児
童
虐
待
対
応
と
の
連
携
強
化

を
図
る
。

○
若
年
被
害
女
性
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

・
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
実
施
し
て
き
た
当
該
事
業
に
つ
い
て
、
相
談
支
援
体
制
及
び
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
等
の
強
化
を
図
り
、
本
格
実
施
に
移
行
し
、
事
業
の
推
進
を
図
る
。

○
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
自
立
生
活
援
助
事
業

・
一
時
保
護
解
除
後
の
Ｄ
Ｖ
等
被
害
女
性
が
、
地
域
で
自
立
し
、
定
着
す
る
た
め
の
支
援
を
実
施
し
、
自
立
支
援
を
促
進
す
る
。

○
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
支
援
連
携
強
化
モ
デ
ル
事
業
【
新
規
】

・
婦
人
相
談
員
を
配
置
し
て
い
る
市
区
単
位
で
、
婦
人
相
談
所
等
の
都
道
府
県
の
機
関
や
市
区
の
関
係
機
関
、
民
間
団
体
の
参
画
に
よ
る
横
断
的
な
連
携
・協
働
の
下
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
展
開
す
る
た
め

の
ネ
ッ
ト
ー
ワ
ー
ク
（協
議
会
）の
構
築
・運
営
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

３
婦
人
相
談
員
活
動
強
化
、
Ｄ
Ｖ
対
策
等
の
機
能
強
化
等
（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

２
１
３
億
円
の
内
数

1
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【
事

業
内

容
】

婦
人

相
談

所
に

婦
人

保
護

事
業

に
精

通
し

た
婦

人
相

談
員

経
験

者
等

に
よ

る
相

談
等

を
対

応
す

る
協

力
員

を
配

置
し

、
2
4
時

間
の

対
応

を
実

施
す

る
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
婦

人
相

談
所

を
設

置
す

る
指

定
都

市
※

民
間

団
体

等
へ

の
事

業
委

託
を

可
能

と
す

る
。

【
実

施
内

容
】

①
各

婦
人

相
談

所
の

通
常

の
開

所
時

間
外

の
時

間
帯

に
行

わ
れ

る
相

談
等

に
対

応
す

る
協

力
員

を
時

間
外

に
配

置
す

る
。

②
各

婦
人

相
談

所
が

閉
所

し
て

い
る

土
日

祝
日

に
行

わ
れ

る
相

談
等

に
対

応
す

る
協

力
員

を
配

置
す

る
。

【
補

助
率

】
国

１
／

２
、

都
道

府
県

・
婦

人
相

談
所

を
設

置
す

る
指

定
都

市
１

／
２

【
補

助
基

準
額

案
】

①
平

日
夜

間
②

土
日

祝
日

a
）

1
8
:0

0
～

2
0
:0

0
月

額
3
7
,3

5
0
円

a
）

9
:0

0
～

1
8
:0

0
月

額
1
3
9
,3

0
0
円

《
拡

充
》

b
）

1
8
:0

0
～

2
2
:0

0
月

額
7
4
,7

0
0
円

b
）

1
8
:0

0
～

2
0
:0

0
月

額
1
7
,3

5
0
円

C
）

1
8
:0

0
～

9
:0

0
月

額
5
9
8
,4

3
0
円

《
新

設
》

C
）

1
8
:0

0
～

2
2
:0

0
月

額
3
4
,7

0
0
円

d
）

1
8
:0

0
～

9
:0

0
月

額
2
7
8
,5

9
0
円

《
新

設
》

休
日
・夜
間
電
話
相
談
事
業
【拡
充
】

○
DV
被
害
、性
暴
力
被
害
な
どの
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
か
らの
相
談
に
つ
い
て
は
、相
談
者
の
状
況
に
よ
って
は
、

深
夜
や
祝
日
等
に
対
応
が
必
要
とな
る
場
合
や
、新
型
コロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り、
よ
り大
き
な
負
担
が
心

身
に
生
じて
い
る
状
況
も
踏
ま
え
、婦
人
相
談
所
の
体
制
に
つ
い
て
、土
日
祝
日
を
含
め
24
時
間
対
応
が
可
能
とな
る
よ
う

支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

拡
充
の
内
容

令
和
２
年
度
予
算
18
3億
円
の
内
数
→
令
和
３
年
度
予
算
案
21
3億
円
の
内
数

（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

2
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【
事

業
内

容
】

D
V

被
害

女
性

等
の

人
権

や
特

性
、

通
信

機
器

の
性

能
等

に
関

す
る

理
解

を
深

め
る

た
め

に
専

門
研

修
を

行
う

。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
婦

人
相

談
員

を
設

置
す

る
市

【
実

施
内

容
】

D
V

被
害

や
性

暴
力

被
害

等
に

精
通

し
た

司
法

、
医

療
、

心
理

等
の

学
識

経
験

者
や

通
信

機
器

に
精

通
し

た
有

識
者

等
を

講
師

と
し

て
招

聘
し

、
被

害
者

の
人

権
へ

の
配

慮
や

D
V

被
害

等
の

特
性

や
通

信
機

器
の

性
能

等
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
の

研
修

を
実

施
す

る
。

【
補

助
率

】
国

１
／

２
、

都
道

府
県

・
婦

人
相

談
員

を
設

置
す

る
市

１
／

２

【
補

助
基

準
額

案
】 ・

研
修

を
年

1
回

開
催

す
る

場
合

年
額

8
7
,0

7
0
円

（
R

2
: 

 6
7
,7

8
0
円

）
＜

拡
充

＞
・

研
修

を
年

2
回

開
催

す
る

場
合

年
額

1
7
4
,1

4
0
円

（
R

2
:1

3
5
,5

6
0
円

）
＜

拡
充

＞
・

研
修

を
年

3
回

開
催

す
る

場
合

年
額

2
6
1
,2

1
0
円

（
R

2
:2

0
3
,3

4
0
円

）
＜

拡
充

＞

婦
人
相
談
所
等
職
員
へ
の
専
門
研
修
事
業
【拡
充
】

○
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
等
の
入
所
者
に
よ
る
携
帯
電
話
等
通
信
機
器
の
利
用
に
際
して
、通
信
機
器
の
性
能
や

取
扱
い
に
よ
って
生
じ得
る
危
険
性
等
に
つ
い
て
、婦
人
相
談
員
や
一
時
保
護
所
等
の
職
員
が
十
分
理
解
の
上
、対
応
す

る
た
め
の
研
修
費
用
を
補
助
す
る
。

拡
充
の
内
容

令
和
２
年
度
予
算
18
3億
円
の
内
数
→
令
和
３
年
度
予
算
案
21
3億
円
の
内
数

（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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◆
モ

デ
ル

事
業

と
し

て
実

施
し

て
き

た
当

該
事

業
に

つ
い

て
、

相
談

支
援

体
制

及
び

医
療

機
関

と
の

連
携

体
制

等
の

強
化

を
図

り
、

本
格

実
施

に
移

行
し

、
事

業
の

推
進

を
図

る
。

＜
主
な
拡
充
内
容
等
＞

➢
性

被
害

等
の

未
然

防
止

を
図

る
観

点
か

ら
、

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

や
相

談
支

援
に

対
応

す
る

職
員

を
増

員
す

る
と

と
も

に
、

IC
T
を

活
用

し
た

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

に
要

す
る

経
費

を
計

上
し

、
取

組
を

強
化

➢
性

被
害

に
よ

る
ト

ラ
ウ

マ
の

ケ
ア

や
感

染
症

検
査

等
に

つ
い

て
医

療
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

若
年

女
性

へ
の

支
援

の
実

施
➢

よ
り

安
全

・
安

心
な

居
場

所
の

提
供

に
向

け
て

、
感

染
防

止
対

策
を

図
っ

た
上

で
、

夜
間

に
お

け
る

相
談

、
見

守
り

支
援

を
行

う
支

援
員

を
配

置
➢

S
N

S
等

に
よ

る
相

談
支

援
に

お
い

て
、

被
害

女
性

居
住

市
町

村
と

の
広

域
的

な
連

携
を

充
実

さ
せ

る
た

め
、

調
整

旅
費

を
拡

充
➢

本
格

実
施

に
伴

い
、

補
助

率
を

国
1
0
/1

0
→

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

市
・

特
別

区
1
/2

に
変

更

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
＜
補
助
率
＞
国
1
/
2
、
実
施
主
体
1
/
2

＜
１
か
所
当
た
り
の
補
助
基
準
額
案
＞
2
6
,7
4
3
千
円

（
①

～
④

全
て

実
施

）

 ফ  ૩  ਙ ಉ Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 被 害 者 等

家 出 少 女 ・ Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・

＜
事

業
内

容
＞ ★
４
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
若
年
（
被
害
）
女
性
の
早
期
か
ら
の
自
立
を
支
援

①
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
支

援
【

必
須

】
②

関
係

機
関

連
携

会
議

の
設

置
等

(関
係

機
関

と
の

連
携

)【
必

須
】

③
居

場
所

の
確

保
【

任
意

】
➃

自
立

支
援

【
任

意
】

民
間
団
体

都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

事
業
の
一
部
（
②
を
除
く
）

を
委
託
可
能

＜
未
然
防
止
＞

◆
夜

間
見

回
り

・
声

か
け

・
IC

T
を

活
用

し
た

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

◆
相

談
窓

口
の

開
設

（
電

話
・

メ
ー

ル
・

LI
N

E
）

➀
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

➂
居
場
所
の
確
保

◆
一

時
的

な
「

安
全

・
安

心
な

居
場

所
」

の
提

供
、

感
染

防
止

対
策

の
充

実
、

相
談

・
見

守
り

支
援

の
実

施

➃
自
立
支
援

◆
学

校
や

家
族

と
の

調
整

、
就

労
支

援
、

医
療

機
関

と
の

連
携

に
よ

る
支

援
な

ど
自

立
に

向
け

た
支

援
を

実
施

国

補 助

➁
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等

（
関

係
機

関
と

の
連

携
）

◆
実

施
主

体
は

、
関

係
機

関
連

携
会

議
を

設
置

し
、

関
係

機
関

と
民

間
支

援
団

体
の

連
絡

・
調

整
を

図
る

◆
身

体
的

・
心

理
的

な
状

態
や

置
か

れ
て

い
る

状
況

等
に

応
じ

て
関

係
機

関
へ

つ
な

ぐ
（

同
行

支
援

を
含

む
）

警
察

警
察

児
童

相
談

所
児

童
相

談
所

婦
人

保
護

施
設

婦
人

保
護

施
設

労
働

関
係

機
関

労
働

関
係

機
関

医
療

機
関

医
療

機
関

福
祉

事
務

所
福

祉
事

務
所

婦
人

相
談

所
婦

人
相

談
所

D
V

セ
ン

タ
ー

D
V

セ
ン

タ
ー

民
間

支
援

団
体

民
間

支
援

団
体

男
女

共
同

参
画

ｾﾝ
ﾀｰ

男
女

共
同

参
画

ｾﾝ
ﾀｰ

自
立

相
談

支
援

機
関

（
生

活
困

窮
者

制
度

）
自

立
相

談
支

援
機

関
（

生
活

困
窮

者
制

度
）

若
年
被
害
女
性
等
支
援
事
業
【拡
充
】

令
和
２
年
度
予
算
18
3億
円
の
内
数
→
令
和
３
年
度
予
算
案
21
3億
円
の
内
数

（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
支
援
連
携
強
化
モ
デ
ル
事
業
【新
規
】

【モ
デ
ル
実
践
例
】

令
和
3年
度
予
算
案
21
3億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

○
困
難
な
問
題
を抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
関
す
る
検
討
会
中
間
まと
め
に
お
い
て
は
、地
方
公
共
団
体
の
役
割
分
担
の
考
え
方
とし
て
、都
道
府
県
と市

町
村
の
それ
ぞ
れ
の
役
割
や
強
み
を活
か
し、
地
域
コミ
ュニ
テ
ィの
状
況
や
支
援
ニー
ズ
、民
間
団
体
な
どの
社
会
資
源
の
状
況
に
係
る
地
域
の
多
様
性
も
考
慮
して
、

施
策
を推
進
して
い
くこ
との
必
要
性
が
述
べ
られ
て
い
る
。

○
さら
に
は
、新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
より
、困
難
な
問
題
を抱
え
る
女
性
に
、よ
り大
きな
負
担
が
心
身
とも
に
生
じて
い
る
状
況
も
踏
まえ
、試
行
的

な
取
組
とし
て
、婦
人
相
談
員
を設
置
して
い
る
市
区
単
位
で
、婦
人
相
談
所
等
、都
道
府
県
の
関
係
機
関
や
市
区
の
関
係
機
関
、民
間
団
体
の
参
画
に
よる
横

断
的
な
連
携
・協
働
の
下
、困
難
な
問
題
を抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を展
開
す
る
た
め
の
ネ
ット
ワー
ク（
協
議
会
）
の
構
築
・運
営
へ
の
支
援
を行
う。

【実
施
主
体
】

婦
人
相
談
員
を設
置
して
い
る
市
（
特
別
区
含
む
）

【補
助
率
】

国
：
定
額
（
１
０
／
１
０
相
当
）

【補
助
基
準
額
案
】
１
自
治
体
当
た
り
8,
51
9千
円

概
要

概
要

困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性

同
伴
児
童

相 談

調
整
機
関

①
相
談
の
受
理

市
区
（
福
祉
事
務
所

等
）
の
婦
人
保
護
担

当
課

相
談

②
受
理
会
議

（
緊

急
受

理
会

議
）

・
婦

人
相

談
所

・
配

暴
セ

ン
タ

ー
・

児
童

相
談

所
・

福
祉

事
務

所
・

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
等

民
間
団
体
等

１
．

事
態

の
危

険
度

や
緊

急
度

の
判

断

２
．

緊
急

で
な

く
と

も
検

討
を

要
す

る
場

合
の

個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議
の

開
催

の
判

断

３
．

会
議

の
招

集
メ

ン
バ

ー
（

機
関

）
の

決
定

婦
人
相
談
所
が

緊
急
を
要
す
る
場
合
、婦
人
相
談
所
が

中
心
とな
って
被
害
女
性
や
同
伴
す
る

家
族
の
安
全
を
確
保

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
支
援
ネ
ット
ワ
ー
ク
（
地
域
協
議
会
）

③
個
別
ケ
ー

ス
検
討
会
議

の
招
集
・
日

程
調
整

・
福

祉
事

務
所

（
婦

人
保

護
担

当
課

）
・

婦
人

相
談

所
・

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
・

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

支
援

セ
ン

タ
ー

・
児

童
相

談
所

・
警

察
・

医
療

機
関

・
市

町
村

保
健

セ
ン

タ
ー

・
保

健
所

・
教

育
委

員
会

・
司

法
関

係
機

関
・

社
会

福
祉

協
議

会
・

民
間

団
体

等

＜
④
協
議
会
の
開
催
＞

１
．
代
表
者
会
議

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

成
機

関
の

代
表

者
が

参
集

し
、

実
務

者
会

議
が

円
滑

に
運

営
さ

れ
る

た
め

の
環

境
整

備
を

図
る

。

２
．
実
務
者
会
議

実
際

に
活

動
す

る
実

務
者

が
参

集
し

、
全

て
の

ケ
ー

ス
の

定
期

的
な

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
、

支
援

対
象

者
の

実
態

把
握

や
、

支
援

を
行

っ
て

い
る

ケ
ー

ス
の

総
合

的
な

把
握

等
を

協
議

す
る

。

３
．
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

個
別

の
支

援
対

象
者

に
つ

い
て

、
直

接
関

わ
り

を
有

し
て

い
る

関
係

機
関

等
の

担
当

者
や

今
後

関
わ

り
を

有
す

る
可

能
性

が
あ

る
関

係
機

関
等

の
担

当
者

に
よ

り
、

当
該

支
援

対
象

者
に

対
す

る
具

体
的

な
支

援
内

容
等

を
検

討
す

る
た

め
に

適
時

開
催

す
る

。

⑤ 支 援 の 実 施
個 別 ケ ー ス 検 討 会 議 に て 話 し 合 わ れ た 支 援 の

方 向 性 、 各 関 係 機 関 ・ 職 種 の 役 割 分 担 に 基 づ

き 、 被 害 女 性 や 同 伴 す る 家 族 に 対 し て 適 切 な

支 援 を 行 う 。

判
定

連
絡

・
相

談

5
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＜
拡
充
の
内
容
＞

【一
時
保
護
委
託
費
の
拡
充
】（
婦
人
保
護
事
業
費
負
担
金
）

◆
同
伴
児
童
学
習
支
援
加
算
【拡
充
】

一
時
保
護
委
託
の
民
間
支
援
団
体
に
お
い
て
、D
V被
害
者
等
に
同
伴
す
る
子
ども
の
教
育
の
た
め
の
環
境
整
備
を図
る
た
め
、学
習
指
導
員
の
配
置
や
、

教
材
の
購
入
等
を行
った
場
合
に
加
算
す
る
。

◆
心
理
的
ケ
ア
対
応
加
算
【拡
充
】

一
時
保
護
委
託
の
民
間
支
援
団
体
に
お
い
て
、カ
ウン
セ
リン
グ
等
に
よ
る
心
理
的
ケ
アを
行
うた
め
、心
理
療
法
を担
当
す
る
職
員
を
配
置
した
場
合
に
加

算
す
る
。

◆
個
別
対
応
加
算
【拡
充
】

一
時
保
護
委
託
の
民
間
支
援
団
体
に
お
い
て
、障
害
等
を複
合
的
に
抱
え
、特
に
個
別
の
対
応
が
必
要
な
入
所
者
に
対
して
支
援
を
行
うた
め
、個
別
対

応
職
員
を
配
置
した
場
合
に
加
算
す
る
。

◆
人
身
取
引
被
害
者
等
支
援
加
算
【拡
充
】

一
時
保
護
委
託
の
民
間
支
援
団
体
に
お
い
て
、外
国
人
被
害
者
へ
の
きめ
細
か
な
支
援
の
充
実
を図
る
た
め
、通
訳
者
を雇
上
げ
た
場
合
に
加
算
す
る
。

（
事
業
の
目
的
・内
容
）

売
春
防
止
法
に
基
づ
き
、要
保
護
女
子
に
つ
い
て
そ
の
転
落
の
未
然
防
止
と保
護
更
生
を図
る
こと
及
び
配
偶
者
か
らの
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
き、
配
偶
者
か
らの
暴
力
被
害
女
性
の
保
護
を図
る
こと
を目
的
とし
て
、社
会
環
境
の
浄
化
、配
偶
者
か
らの
暴
力
の
防
止
等
に
関
す
る
啓
発

活
動
を行
うと
とも
に
、要
保
護
女
子
及
び
配
偶
者
か
らの
暴
力
被
害
女
性
の
早
期
発
見
に
努
め
、必
要
な
相
談
、調
査
、判
定
、指
導
・援
助
、一
時
保
護
及
び
収

容
保
護
を
行
い
、そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
とし
て
都
道
府
県
等
が
支
弁
した
経
費
に
対
し国
が
負
担
（
補
助
）
す
る
。

（
実
施
主
体
）
都
道
府
県
・婦
人
相
談
所
を
設
置
して
い
る
指
定
都
市

（
補
助
率
）

国
５
／
１
０
（
都
道
府
県
・婦
人
相
談
所
を
設
置
して
い
る
指
定
都
市
５
／
１
０
）

婦
人
保
護
施
設
措
置
費

（
令
和
2年
度
予
算
）
（
令
和
3年
度
予
算
案
）

23
億
円
→

23
億
円

（
婦
人
保
護
事
業
費
負
担
金
）

9億
円
→

9億
円

（
婦
人
保
護
事
業
費
補
助
金
）

14
億
円
→

13
億
円

6
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の
拡
充
に
つ
い
て

○
要
旨

不
妊
治
療
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
配
偶
者
間
の
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成

○
対
象
治
療
法

体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
（
以
下
「
特
定
不
妊
治
療
」
と
い
う
。
）

○
対
象
者

特
定
不
妊
治
療
以
外
の
治
療
法
に
よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い
か
、
又
は
極
め
て
少
な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
夫
婦

（
治
療
期
間
の
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
４
３
歳
未
満
で
あ
る
夫
婦
）

○
給
付
の
内
容

①
１
回
３
０
万
円

※
凍
結
胚
移
植
（
採
卵
を
伴
わ
な
い
も
の
）
及
び
採
卵
し
た
が
卵
が
得
ら
れ
な
い
等
の
た
め
中
止
し
た
も
の
つ
い
て
は
、
１
回
１
０
万
円

通
算
回
数
は
、
初
め
て
助
成
を
受
け
た
際
の
治
療
期
間
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
、
４
０
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
６
回
ま

で
、

４
０
歳
以
上
４
３
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
３
回
ま
で
助
成
（
１
子
ご
と
）

②
男
性
不
妊
治
療
を
行
っ
た
場
合
は
３
０
万
円

※
精
子
を
精
巣
又
は
精
巣
上
体
か
ら
採
取
す
る
た
め
の
手
術

○
拡
充
の
適
用

令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
に
終
了
し
た
治
療
を
対
象

○
指
定
医
療
機
関

事
業
実
施
主
体
に
お
い
て
医
療
機
関
を
指
定

○
実
施
主
体

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

○
補
助
率
等

１
／
２
（
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
）
、
安
心
こ
ど
も
基
金
を
活
用

※
原
則
、
法
律
婚
の
夫
婦
を
対
象
と
す
る
が
、
生
ま
れ
て
く
る
子
の
福
祉
に
配
慮
し
な
が
ら
、
事
実
婚
関
係
に
あ
る
者
も
対
象
と
す
る
。

事
業
の
概
要

✔
所
得
制
限
：
73
0万
円
未
満
（
夫
婦
合
算
の
所
得
）

▶

✔
所
得
制
限
：
撤
廃

✔
助
成
額
：
１
回
15
万
円
（
初
回
の
み
30
万
円
）

✔
助
成
額
：
１
回
30
万
円

✔
対
象
年
齢
：
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満

✔
対
象
年
齢
：
変
更
せ
ず

✔
助
成
回
数
：
生
涯
で
通
算
６
回
ま
で

（
40
歳
以
上
43
歳
未
満
は
３
回
）

✔
助
成
回
数
：
1子
ご
と

6回
ま
で
（
40
歳
以
上
43
歳
未
満
は
３
回
）

拡
充
前

拡
充
後

出
産
を
希
望
す
る
世
帯
を
広
く
支
援
す
る
た
め
、
不
妊
治
療
の
保
険
適
用
を
検
討
し
、
保
険
適
用
ま
で
の
間
は
、
現
行
の
助
成
措
置
を
大
幅
に
拡
充
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
今
般
、
可
能
な
限
り
早
期
に
そ
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
第
三
次
補
正
予
算
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
。

令
和
３
年
１
月
か
ら
３
月
の
拡
充
分
及
び
令
和
３
年
度
１
２
ヶ
月
分
（
計
１
５
ヶ
月
分
）
に
つ
い
て
、
第
三
次
補
正
予
算
案
に
計
上
。

目
的

令
和
２
年
度
第
三
次
補
正

予
算
案
：
37
0億
円
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不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業

自
己
負
担

○
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
保
険
診
療
に
お
け
る
実
施
を
促
し
つ
つ
、
現
在
、
研
究
段
階
に
あ
る

不
育
症
検
査
に
つ
い
て
保
険
適
用
を
目
指
し
た
助
成
制
度
を
創
設
し
、
患
者
の
自
己
負
担
軽
減
を
図
る
。

今
後
の
予
定
（
先
進
医
療
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
想
定
）

○
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
検
査
に
つ
い
て
保
険
診
療
で
実
施
し
て
い
る
こ
と

○
現
在
、
研
究
段
階
に
あ
る
検
査
の
う
ち
、
保
険
外
併
用
の
仕
組
み
で
実
施
す
る
も
の
※
（
例
：
流
産
検
体
の
染
色
体
検
査
）

を
対
象
に
、
自
治
体
が
行
う
助
成
に
対
し
、
一
定
の
補
助
を
行
う

※
先
進
医
療
と
呼
ぶ

目 的 概 要

関
係
学
会
に
お
い
て
対
象

と
す
べ
き
検
査
等
の
決
定

先
進
医
療
会
議

に
お
け
る
審
議
・
承
認

申
請
医
療
機
関
で
の
情
報
収

集
等
の
体
制
整
備

厚
生
局
へ
の

届
出
医
療
機
関
で
実
施

申
請

告
示

自
己
負
担

保
険
給
付

助 成 制 度 の イ メ ー ジ

＜
保
険
適
用
検
査
＞

＜
保
険
適
用
外
検
査
（
研
究
段
階
の
検
査
）
＞

不 育 症

来
春
目
途

国
1/

2
地
方

1/
2

（
新
規
）
助
成
5万
円
上
限

○
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

○
助
成
額
：
一
回
5
万
円
を
上
限

○
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
等
１
／
２

Ｒ
３
予
算
案
：
12
億
円
・
新
規
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不
妊
症
・
不
育
症
へ
の
相
談
支
援
等

①
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

○
不
妊
症
や
不
育
症
に
つ
い
て
悩
む
夫
婦
等
を
対
象
に
、

夫
婦
等
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じ
た
相
談
指
導
や
、

治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応
、
治
療
に
関

す
る
情
報
提
供
等
を
行
う
。

・
補
助
率
：
国
1/
2、

都
道
府
県
等
1/
2

②
不
妊
症
・
不
育
症
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

○
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
と
自
治
体
(担

当
部
局
、
児
童

相
談
所
等
）
及
び
医
療
関
係
団
体
、
当
事
者
団
体
等
で
構

成
さ
れ
る
協
議
会
を
設
置
し
、
流
産
・
死
産
に
対
す
る
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
を
含
む
相
談
支
援
、
不
妊
症
・
不
育
症
に
悩

む
方
へ
寄
り
添
っ
た
支
援
を
行
う
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
活
動
や
、

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
と
し
た
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

の
配
置
等
を
推
進
し
、
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
支
援

の
充
実
を
図
る
。

・
補
助
率
：
国
1/
2、

都
道
府
県
等
1/
2

③
不
妊
症
・
不
育
症
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修
等
事
業

○
不
妊
治
療
や
流
産
の
経
験
者
を
対
象
と
し
た
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
の
育
成
研
修
や
、
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研

修
を
、
国
に
お
い
て
実
施
す
る
。

＜
研
修
内
容
＞

①
不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
治
療

②
不
妊
症
・
不
育
症
に
悩
む
方
と
の
接
し
方

③
仕
事
と
治
療
の
両
立

④
特
別
養
子
縁
組
や
里
親
制
度

な
ど

④
不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
促
進
事
業

○
不
妊
症
・
不
育
症
に
対
す
る
社
会
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
や
、
治
療
を
受
け
や
す
い
環
境
整
備
に
係
る
社
会

機
運
の
醸
成
の
た
め
、
国
に
お
い
て
普
及
啓
発
事
業
を

実
施
す
る
。

＜
実
施
内
容
の
例
＞

①
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

②
不
妊
症
・
不
育
症
等
に
関
す
る
広
報
の
実
施

③
不
妊
治
療
を
続
け
、
子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
願
う

家
庭
の
選
択
肢
と
し
て
の
里
親
制
度
等
の
普
及
啓
発

な
ど

全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
等

相
談
支
援
等
の
実
施

関
係
機
関
間
の
協
議
会

研
修
会
の
実
施

不 育 症 相 談 体 制 の 強 化

正 し い 情 報 の 周 知 ・ 広 報
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不
妊
症
・
不
育
症
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

○
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
支
援
と
し
て
は
、
医
学
的
診
療
体
制
の
充
実

に
加
え
、
流
産
・
死
産
に
対
す
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
含
む
相
談
支
援
、
特
別

養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
等
の
心
理
社
会
的
支
援
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
開
催
し
、
地
域

に
お
け
る
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る
。

○
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
と
自
治
体
(
担
当
部
局
、
児
童
相
談
所
等
）
及
び
医
療
関
係
団
体
、
当
事
者
団

体
等
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
設
置

○
当
事
者
団
体
等
に
よ
る
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
の
実
施

○
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
に
係
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置

○
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
の
実
施

な
ど

○
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
の
う
ち
、
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体

１
．
目
的

２
．
事
業
内
容

３
．
実
施
主
体

○
補
助
基
準
額
：
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
す
る
自
治
体
に
お
い
て
、
当
事
業
を
行
う
場
合
、

1
,
04
0万

円
の
加
算
を
実
施

○
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２

４
．
予
算
額
、
補
助
率

R3
予
算
案
：

4.
2億
円
・
新
規
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○
対
象
者
・
・
・

不
妊
や
不
育
症
に
つ
い
て
悩
む
夫
婦
等

○
事
業
内
容

（
１
）
夫
婦
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じ
た
不
妊
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
３
）
不
妊
治
療
に
関
す
る
情
報
提
供

（
４
）
不
妊
相
談
を
行
う
専
門
相
談
員
の
研
修

○
実
施
担
当
者
・
・
・
不
妊
治
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
、
そ
の
他
社
会
福
祉
、
心
理
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
者
等

○
実
施
場
所
（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
）

全
国
８
１
か
所
（
令
和
２
年
８
月
１
日
時
点
）
※
自
治
体
単
独
（

3か
所
）
含
む

主
に
大
学
・
大
学
病
院
・
公
立
病
院
２
４
か
所
、
保
健
所
２
８
か
所
に
お
い
て
実
施
。

○
補
助
率
等

補
助
率
：
１
／
２

R
３
基
準
額
（
案
）
：
4
7
4
,5
00
円
（
月
額
）

加
算
（
Ｒ
３
新
規
）
：
不
妊
症
・
不
育
症
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
1
,0
4
0
万
円
（年
額
）

○
相
談
実
績

平
成
３
０
年
度
：
１
９
，
６
９
３
件
（
内
訳
：
電
話
９
，
７
９
１
件
、
面
接
８
，
３
７
１
件
、
メ
ー
ル
１
，
３
４
６
件
、
そ
の
他
１
８
５
件
）

（
電
話
相
談
）
医
師
１
２
％
、
助
産
師
４
１
％
、
保
健
師
２
６
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
２
１
％

（
面
接
相
談
）
医
師
３
５
％
、
助
産
師
２
８
％
、
保
健
師
１
７
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
２
０
％

（
メ
ー
ル
相
談
）
医
師
２
９
％
、
助
産
師
４
６
％
、
保
健
師
９
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
１
７
％

（
相
談
内
容
）
・
費
用
や
助
成
制
度
に
関
す
る
こ
と
（
９
，
４
５
８
件
）

・
不
妊
症
の
検
査
・
治
療
（
４
，
９
８
２
件
）

・
不
妊
の
原
因
（
１
，
５
４
３
件
）

・
不
妊
治
療
を
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
の
情
報
（１
，
６
８
９
件
）

・
家
族
に
関
す
る
こ
と
（
１
，
３
２
６
件
）

・
不
育
症
に
関
す
る
こ
と
（
８
９
０
件
）

・
主
治
医
や
医
療
機
関
に
対
す
る
不
満
（
７
２
１
件
）
・
世
間
の
偏
見
や
無
理
解
に
よ
る
不
満
（３
５
９
件
）
・
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
つ
い
て
（
４
２
０
件
）

○
事
業
の
目
的

不
妊
や
不
育
症
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

Ｒ
３
予
算
案
：
1億

円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
1億

円
）
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○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
続
く
中
で
、
妊
産
婦
は
日
常
生
活
等
が
制
約
さ
れ
、
自
身
の
み
な
ら
ず
胎
児
・
新
生
児

の
健
康
等
に
つ
い
て
、
強
い
不
安
を
抱
え
て
生
活
を
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

○
と
り
わ
け
、
感
染
が
確
認
さ
れ
た
妊
産
婦
は
、
出
産
後
も
一
定
期
間
の
母
子
分
離
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

上
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
予
定
し
て
い
た
里
帰
り
出
産
が
困
難
と
な
り
、
家
族
等
に
よ
る
支
援
を
得
ら
れ
ず
孤
独
の
中
で

産
褥
期
を
過
ご
す
こ
と
に
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
も
存
在
。

○
こ
の
た
め
、
以
下
の
事
業
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
下
に
お
け
る
妊
産
婦
へ

の
寄
り
添
っ
た
支
援
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。

【
事
業
内
容
】

①
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
妊
産
婦
へ
の
支
援

【
実
施
主
体
：
都
道
府
県
等

負
担
割
合
：
国
1
/
2
】

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
妊
産
婦
等
に
対
し
、
退

院
後
、
助
産
師
、
保
健
師
等
が
、
電
話
や
訪
問
な
ど
で
寄
り

添
っ
た
支
援
を
実
施

②
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
等
へ
の
分
娩
前
の
検
査

【
実
施
主
体
：
都
道
府
県
等

負
担
割
合
：
国
1
/
2
】

強
い
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
、
も
し
く
は
基
礎
疾
患
を
有
す
る

妊
婦
に
対
す
る
分
娩
前
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
の
費
用

を
補
助

③
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
保
健
指
導
等

【
実
施
主
体
:
市
町
村

負
担
割
合
:
国
1
/
2
、
市
区
町
村
1
/
2
】

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
保
健
指
導
等
を
実
施
す
る
た
め
の
設
備

及
び
職
員
の
費
用
を
補
助

④
育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

【
実
施
主
体
:
市
町
村

負
担
割
合
:
国
1
/
2
、
市
区
町
村
1
/
2
】

里
帰
り
出
産
が
困
難
な
妊
産
婦
に
、
育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る

医
療
機
関
へ

入
院
等

(
3
)情

報
提
供

入
院
等

不
安
を
抱
え
る

分
娩
前
の
妊
婦
等

(
1
)情

報
提
供 (
2
)助

産
師
、
保
健
師

等
に
よ
る
訪
問
、

電
話
相
談

地
方
自
治
体

自
宅
で
生
活

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

保
健
指
導
等

退
院
等

育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

じ
て
･･
･

必
要
に
応
じ
て
･･
･

対
面
式
の
母
子
保
健
事
業

オ
ン
ラ
イ
ン
化

①

③

②

④

検
査
等
の
受
検
の

補
助

医
療
機
関
等

PC
R検
査
等
で
陽
性

（
感
染
）
と
判
明

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
総
合
的
な
支
援

－
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
産
婦
総
合
対
策
事
業
－

Ｒ
２
第
三
次
補
正
予
算
案
：
３
１
億
円
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
総
合
的
な
支
援

－
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
産
婦
総
合
対
策
事
業
－

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
続
く
中
で
、
妊
産
婦
は
日
常
生
活
等
が
制
約
さ
れ
、
自
身
の
み
な
ら

ず
胎
児
・
新
生
児
の
健
康
等
に
つ
い
て
、
強
い
不
安
を
抱
え
て
生
活
を
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

○
と
り
わ
け
、
感
染
が
確
認
さ
れ
た
妊
産
婦
は
、
出
産
後
も
一
定
期
間
の
母
子
分
離
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
上
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
予
定
し
て
い
た
里
帰
り
出
産
が
困
難
と
な
り
、
家
族
等
に

よ
る
支
援
を
得
ら
れ
ず
孤
独
の
中
で
産
褥
期
を
過
ご
す
こ
と
に
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
も
存
在
。

○
こ
の
た
め
、
以
下
の
事
業
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
下
に

お
け
る
妊
産
婦
へ
の
寄
り
添
っ
た
支
援
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。

【
事
業
内
容
】

１
．
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
妊
産
婦
に
対
す
る
寄
り
添
い
型
支
援

○
PC
R検

査
等
に
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
妊
婦
は
、

症
状
の
有
無
、
程
度
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
の
健
康
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
胎
児
へ
の

健
康
影
響
等
に
つ
い
て
甚
大
な
不
安
に
直
面
す
る
。

○
さ
ら
に
、
感
染
し
た
妊
産
婦
は
、
医
師
の
判
断
に
よ
り
、
分
娩
が
帝
王
切
開
と

な
っ
た
り
、
出
産
後
に
母
子
分
離
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ

た
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
上
の
問
題
、
母
子
関
係
（
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
障
害
な
ど

の
リ
ス
ク
が
懸
念
さ
れ
る
。

○
こ
の
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
妊
産
婦
に
対
し
、
退
院
後
、

助
産
師
や
保
健
師
等
が
、
定
期
的
な
自
宅
へ
の
訪
問
や
電
話
等
に
よ
り
、
不
安
や

孤
立
感
の
解
消
、
育
児
技
術
の
提
供
な
ど
寄
り
添
っ
た
ケ
ア
支
援
を
実
施
す
る
。

■
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
保
健
所
設
置
市

■
補
助
率

：
1/
2

■
補
助
単
価

：
寄
り
添
い
支
援
：
15
,0
00
円
×
妊
婦
一
人
へ
の
支
援
回
数
×
妊
婦
数
、

医
療
機
関
委
託
：
42
5,
00
0円

（
１
自
治
体
当
た
り
）

都
道
府
県
調
整
事
務
費
：
89
2
,0
0
0円

（
１
都
道
府
県
当
た
り
）

医
療
機
関
へ

入
院
等

(
3
)情

報
提
供

入
院
等

不
安
を
抱
え
る

分
娩
前
の
妊
婦
等

(
1
)情

報
提
供 (
2
)助

産
師
、
保
健
師

等
に
よ
る
訪
問
、

電
話
相
談

地
方
自
治
体

自
宅
で
生
活

退
院
等

①

検
査
等
の
受
検
の

補
助

医
療
機
関
等

PC
R検
査
等
で
陽
性

（
感
染
）
と
判
明

【
参
考
：
詳
細
版
】
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【
事
業
内
容
】

２
．
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
等
へ
の
分
娩
前
の
ウ
イ
ル
ス
検
査

○
妊
娠
中
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
も
、
基
礎
疾
患
を
持
た
な
い
場

合
、
そ
の
経
過
は
同
年
代
の
非
妊
娠
女
性
と
変
わ
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

妊
娠
初
期
ま
た
は
中
期
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
に
、
ウ
イ
ル

ス
が
原
因
で
胎
児
に
先
天
異
常
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
さ
れ
て
い

る
。

○
し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
続
く
中
で
、
妊
婦

の
方
は
一
般
の
方
々
以
上
に
、
不
安
を
抱
い
て
生
活
を
送
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

○
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
強
い
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
も
し
く
は
基
礎
疾
患
を

有
す
る
妊
婦
が
か
か
り
つ
け
産
婦
人
科
医
と
相
談
し
、
本
人
が
希
望
す
る
場
合
に
、

分
娩
前
に
PC
R等

の
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
受
け
る
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

■
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
保
健
所
設
置
市

■
補
助
率

：
1/
2

■
補
助
単
価
：
20
,0
00
円
（
１
回
を
限
度
）
×
妊
婦
数

■
補
助
の
条
件

①
検
体
採
取
を
行
う
場
所
の
整
備
な
ど
適
切
な
検
査
実
施
体
制
の
確
保
、

②
検
査
で
陽
性
と
な
っ
た
妊
婦
に
対
す
る
適
切
な
周
産
期
医
療
体
制
の
確
保
、

③
感
染
し
た
妊
産
婦
に
対
す
る
寄
り
添
い
型
支
援
（
上
記
１
の
事
業
）
の
実
施

【
留
意
事
項
】

本
検
査
は
、
妊
婦
の
不
安
解
消
の
た
め
、
本
人
が
希
望
す
る
場
合
に
実
施
す
る

も
の
で
あ
り
、
院
内
感
染
対
策
を
目
的
と
し
て
、
本
人
の
意
思
に
よ
ら
ず
検
査

を
強
い
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

医
療
機
関
へ

入
院
等

(
3
)情

報
提
供

入
院
等

不
安
を
抱
え
る

分
娩
前
の
妊
婦
等

(
1
)情

報
提
供 (
2
)助

産
師
、
保
健
師

等
に
よ
る
訪
問
、

電
話
相
談

地
方
自
治
体

自
宅
で
生
活

退
院
等

検
査
等
の
受
検
の

補
助

医
療
機
関
等

PC
R検
査
等
で
陽
性

（
感
染
）
と
判
明

②

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
総
合
的
な
支
援

－
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
産
婦
総
合
対
策
事
業
－
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【
事
業
内
容
】

３
．
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
保
健
指
導
等
の
実
施

○
妊
娠
期
間
中
に
市
町
村
等
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
母
親
学
級
や
両
親
学
級
は
、
妊
婦
等
が
育
児
等
に
係
る
知
識
や
技
術

を
習
得
す
る
重
要
な
機
会
で
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
開
催
が

中
断
さ
れ
て
い
る
。

○
ま
た
、
不
安
や
悩
み
を
抱
え
な
が
ら
も
、
感
染
症
へ
の
懸
念
か
ら
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
相
談
窓
口

へ
の
訪
問
を
躊
躇
す
る
妊
産
婦
等
も
少
な
く
な
い
。

○
こ
の
よ
う
な
中
、
ビ
デ
オ
通
話
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
両
親
学
級
の
開
催
や
、
個
別
相
談
・
健
康
指
導
に
取
り
組
む

こ
と
に
よ
り
、
妊
産
婦
等
に
対
し
積
極
的
に
情
報
提
供
や
相
談
対
応
等
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
両
親
学
級
等
の
母
子
保
健
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

４
．
育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

○
厚
生
労
働
省
で
は
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
と
日
本
産
婦
人
科
医
会
の
見
解
を
踏
ま
え
、
妊
婦
の
方
々
に
対
し
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
下
に
お
い
て
、
現
在
お
住
ま
い
の
地
域
で
の
出
産
を
考
慮
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

○
帰
省
し
て
分
娩
し
、
実
家
の
親
か
ら
の
育
児
・
家
事
援
助
等
を
受
け
な
が
ら
産
前
・
産
後
期
を
過
ご
す
予
定
で
あ
っ
た

里
帰
り
が
困
難
と
な
り
、
生
活
面
で
不
安
を
抱
え
て
い
る
妊
婦
も
存
在
す
る
。

○
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
里
帰
り
出
産
が
不
可
と
な
っ
た
妊
婦
等
を
対
象
と
し
て
、
里
帰
り
を
し
な
く
て
も
安
心
し
て

産
前
・
産
後
期
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
民
間
の
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
係
る
費
用
の
補
助
を
行
う
。

■
実
施
主
体
：
市
区
町
村

■
補
助
率
：
国
1/
2、

市
区
町
村
1
/2

■
補
助
単
価
：
上
記
３
の
事
業
：
1,
9
00
,
00
0円

（
１
自
治
体
当
た
り
）
、

上
記
４
の
事
業
：
10
,
00
0円

（
１
世
帯
に
つ
き
、
月
４
回
を
限
度
と
し
、
半
年
間
程
度
を
想
定
）

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

保
健
指
導
等

育
児
等
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

必
要
に
応
じ
て
･･
･

対
面
式
の
母
子
保
健
事
業

③

④
オ
ン
ラ
イ
ン
化

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
総
合
的
な
支
援

－
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
産
婦
総
合
対
策
事
業
－
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○
健
診
内
容

①
身
体
発
育
状
況

②
栄
養
状
態

③
脊
柱
及
び
胸
郭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

④
皮
膚
の
疾
病
の
有
無

⑤
歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑥
四
肢
運
動
障
害
の
有
無

⑦
精
神
発
達
の
状
況

⑧
言
語
障
害
の
有
無

⑨
予
防
接
種
の
実
施
状
況

⑩
育
児
上
問
題
と
な
る
事
項

⑪
そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

○
健
診
内
容

①
身
体
発
育
状
況

②
栄
養
状
態

③
脊
柱
及
び
胸
郭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

④
皮
膚
の
疾
病
の
有
無

⑤
眼
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑥
耳
、
鼻
及
び
咽
頭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑦
歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑧
四
肢
運
動
障
害
の
有
無

⑨
精
神
発
達
の
状
況

⑩
言
語
障
害
の
有
無

⑪
予
防
接
種
の
実
施
状
況

⑫
育
児
上
問
題
と
な
る
事
項

⑬
そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

１
歳
６
か
月
児
健
診

３
歳
児
健
診

※
令
和
２
年
度
第
三
次
補
正
予
算
事
業

と
し
て
は
、
左
記
法
定
健
診
の
み
を
対

象
と
す
る
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
、
密
閉
空
間
・
密
集
場
所
・
密
接
場
面
を

避
け
る
た
め
に
、
幼
児
健
康
診
査
を
集
団
健
診
か
ら
医
療
機
関
に
お
け
る
個
別
健
診
へ
切
り
替
え
た

場
合
に
生
じ
る
市
区
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

■
実
施
主
体

：
市
区
町
村

■
補
助
率
（
案
）

：
国
１
／
２
、
市
区
町
村

１
／
２

■
補
助
単
価
（
案
）
：
医
科
5,
93
0円

／
１
人
、
歯
科
3,
51
0円

／
１
人

事
業
内
容

Ｒ
２
第
三
次
補
正
予
算
案
：
１
５
億
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
総
合
的
な
支
援

－
幼
児
健
康
診
査
個
別
実
施
支
援
事
業
－
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○
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
事
業
の
内
容

産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
市
区
町
村
が
施
設
へ
配
布
す
る
マ
ス
ク
、
消
毒
液
等
の
卸
・
販
社
か
ら
の
一
括
購
入
等
や
施
設
の

消
毒
に
必
要
と
な
る
経
費
、
業
務
の
か
か
り
増
し
経
費
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

○
補
助
率
：
国
1
/
2

事
業
目
的
等

事
業
の
概
要

○
市
区
町
村

実
施
主
体

産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
対
策
事
業

計
上
所
管
：
厚
生
労
働
省

令
和
２
年
度
３
次
補
正

予
算
額
：
２
億
円

－323－



○
現
在
、
予
算
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
市
町
村
事
業
の
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
に
つ
い
て
、
母
子
保
健
法
上
に
位
置
づ
け
る
。

○
各
市
町
村
に
つ
い
て
、
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
の
実
施
の
努
力
義
務
を
規
定
す
る
。

○
産
後
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
出
産
後
１
年
を
経
過
し
な
い
女
子
、

乳
児

母
子
保
健
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
産
後
ケ
ア
事
業
の
法
制
化
）
に
つ
い
て

○
産
後
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
出
産
後
１
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
対
し
て
、
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
（
産

後
ケ
ア
）
を
行
い
、
産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
支
援
体
制
を
確
保
す
る
も
の
。

対
象
者

○
実
施
主
体
：
市
町
村

※
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
可

○
内
容
：
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指
導

療
養
に
伴
う
世
話

育
児
に
関
す
る
指
導
若
し
く
は
相
談
そ
の
他

の
援
助

○
実
施
類
型
：
①
短
期
入
所
型

②
通
所
型
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
型
）

③
居
宅
訪
問
型
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
）

○
実
施
施
設
：
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
厚
生

労
働
省

令
で
定
め
る
施
設

○
実
施
基
準
：
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

（
人
員
、
設
備
、
運
営
等
に
係
る
基
準
）

概
要

産
後
ケ
ア
事
業
と
は

事
業
内
容
等

他
の
機
関
・
事
業
と
の
産
前
か
ら
の
連
携

施
行
日

○
２

年
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

政
令

で
定

め
る

日
（
令

和
３

年
４

月
１

日
）

○
市
町
村
は
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
後
に
至
る
支
援
を
切
れ
目
な
く

行
う
観
点
か
ら
、

・
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
と

必
要
な
連
絡
調
整

・
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
に
関
す
る
他
の
事
業
、

児
童
福
祉
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
母
性
及
び
乳
児
の

保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
妊
産
婦
及
び
乳
児
に
対
す
る
支
援
の

一
体
的
な
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

公
布
日
：
令
和
元
年
12
月
6
日

法
律
番
号
：
令
和
元
年
法
律
第
6
9号
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産
後

ケ
ア

事
業

の
全

国
展

開

○
事

業
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

き
め

細
か

い
支

援
を

実
施

す
る

。
（
利

用
期

間
は

原
則

７
日

以
内

）
原

則
と

し
て

①
及

び
②

を
実

施
、

必
要

に
応

じ
て

③
か

ら
⑤

を
実

施
。

①
褥

婦
及

び
新

生
児

に
対

す
る

保
健

指
導

及
び

授
乳

指
導

（
乳

房
マ

ッ
サ

ー
ジ

を
含

む
）

②
褥

婦
に

対
す

る
療

養
上

の
世

話
④

褥
婦

及
び

産
婦

に
対

す
る

心
理

的
ケ

ア
や

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
③

産
婦

及
び

乳
児

に
対

す
る

保
健

指
導

⑤
育

児
に

関
す

る
指

導
や

育
児

サ
ポ

ー
ト

等

○
実

施
方

法
・
実

施
場

所
等

(1
)「

宿
泊

型
」

・
・
・

病
院

、
助

産
所

等
の

空
き

ベ
ッ

ド
の

活
用

等
に

よ
り

、
宿

泊
に

よ
る

休
養

の
機

会
の

提
供

等
を

実
施

。
(2

)「
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
型

」
・
・
・

個
別

・
集

団
で

支
援

を
行

え
る

施
設

に
お

い
て

、
日

中
、

来
所

し
た

利
用

者
に

対
し

実
施

。
(3

)「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

」
・
・
・

実
施

担
当

者
が

利
用

者
の

自
宅

に
赴

き
実

施
。

○
実

施
担

当
者

事
業
内
容
に
応
じ
て

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を

配
置

。
（
宿

泊
型

を
行

う
場

合
に

は
、

２
４

時
間

体
制

で
１

名
以

上
の

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

の
配

置
が

条
件

）

○
補

助
率

等
（
補

助
率

：
1
/
2
）

（
R

３
基

準
額

案
：

人
口

1
0
 ～

3
0
万

人
未

満
の

市
の

場
合

月
額

2
,0

2
3
,3

0
0
円

）
（
利

用
料

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
が

利
用

者
の

所
得

等
に

応
じ

て
徴

収
）

（
平

成
２

６
年

度
は

、
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

の
一

部
と

し
て

事
業

開
始

。
令

和
元

年
度

は
９

４
１

市
町

村
に

お
い

て
実

施
）

○
家

族
等

か
ら

十
分

な
家

事
及

び
育

児
な

ど
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

褥
婦

及
び

産
婦

並
び

に
そ

の
新

生
児

及
び

乳
児

で
あ

っ
て

、
次

の
(1

)又
は

(2
)に

該
当

す
る

者
(1

)産
後

に
心

身
の

不
調

又
は

育
児

不
安

等
が

あ
る

者
(2

) 
そ

の
他

特
に

支
援

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

対
象
者

事
業
の
概
要

○
市

区
町

村
（
本

事
業

の
趣

旨
を

理
解

し
、

適
切

な
実

施
が

で
き

る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

の
委

託
が

可
能

）

実
施
主
体
等

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

を
行

い
、

産
後

も
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

支
援

体
制

の
確

保
を

行
う

産
後

ケ
ア

事
業

に
つ

い
て

、
今

般
の

少
子

化
の

状
況

を
踏

ま
え

、
誰

も
が

よ
り

安
心

・
安

全
な

子
育

て
環

境
を

整
え

る
た

め
、

法
定

化
に

よ
り

市
町

村
の

努
力

義
務

と
な

っ
た

当
事

業
の

全
国

展
開

を
図

り
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
困

難
事

例
や

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
対

し
て

不
安

を
抱

い
て

い
る

妊
産

婦
等

へ
の

対
応

の
強

化
に

対
す

る
受

け
皿

と
し

て
も

活
用

す
る

。

事
業
目
的

※
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
に
お
い
て
補
助

Ｒ
３
予
算
案
：
4
2
億
円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
2
7
億
円
）
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○
妊
産
婦
等
が
抱
え
る
妊
娠
・
出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て
、
助
産
師
等
の
専
門
家
又
は
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
等

の
相
談
し
や
す
い
「話
し
相
手
」
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
行
い
、
家
庭
や
地
域
で
の
妊
産
婦
等
の
孤
立
感
を
解
消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
事
業
の
内
容

①
利
用
者
の
悩
み
相
談
対
応
や
サ
ポ
ー
ト

②
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援

③
妊
産
婦
等
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
募
集

④
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
に
対
し
て
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催

⑤
母
子
保
健
関
係
機
関
、
関
係
事
業
と
の
連
絡
調
整

⑥
多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援
（多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
、
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
に
よ
る
支
援
（拡
充
）

⑦
悩
み
を
抱
え
る
妊
産
婦
の
早
期
支
援
（育
児
用
品
等
に
よ
る
支
援
）

⑧
出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
支
援
（新
規
）

○
実
施
方
法
・
実
施
場
所
等

①
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
型
」
・・
・
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
く
等
に
よ
り
、
個
別
に
相
談
に
対
応

②
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
参
加
）型
」・
・
・公
共
施
設
等
を
活
用
し
、
集
団
形
式
に
よ
り
、
同
じ
悩
み
等
を
有
す
る
利
用
者
か
ら
の
相
談
に
対
応

○
実
施
担
当
者

(1
)助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師

(2
)子
育
て
経
験
者
、
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等

（
事
業
内
容
②
の
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援
は
、
(1
)に
掲
げ
る
専
門
職
を
担
当
者
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

○
補
助
率
等

（
補
助
率
：
1
/
2
）

（
平
成
２
６
年
度
よ
り
、
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
一
部
と
し
て
事
業
開
始
。
令
和
元
年
度
は
5
0
1
市
町
村
に
お
い
て
実
施
）

○
身
近
に
相
談
で
き
る
者
が
い
な
い
な
ど
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る
妊
産
婦
及
び
そ
の
家
族
。

対
象
者

対
象
者

事
業
目
的
等

事
業
の
概
要

○
市
区
町
村

（
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

実
施
主
体

実
施
主
体

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

Ｒ
３
予
算
案
：
18
億
円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
17
億
円
）
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■
実
施
主
体
：
市
区
町
村

■
補
助
率
（
案
）
：
国
1/
2、

市
区
町
村
1/
2

■
事
業
内
容

①
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
援
等
事
業
：
補
助
単
価
案
：
月
額
55
,4
00
円

子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
や
、
現
在
子
育
て
中
の
父
親
に
よ
る
交
流
会
等
の
実
施
や
、
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
に
よ
る

相
談
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
の
共
有
や
情
報
交
換
を
行
い
、
さ
ら
に
子
ど
も
や
父
親
の
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
子
育
て
の
方
法
を
学
ぶ
場
と
し
て
、
継
続
的
な
支
援
を
実
施
す
る
。

②
父
親
相
談
支
援
事
業
：
補
助
単
価
案
：
月
額
15
4,
80
0円

妻
の
妊
娠
・
出
産
や
子
ど
も
の
誕
生
・
成
長
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
父
親
自
身
に
お
け
る
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
や
生
活
環
境
の
急
激

な
変
化
に
関
す
る
悩
み
や
う
つ
状
態
に
対
応
す
る
た
め
、
相
談
支
援
や
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を
取
得
す
る
た
め
の
研
修
を

実
施
す
る
。

＜
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
援
等
事
業
＞

○
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
や
、
現
在
子
育
て
中
の
父
親
に

よ
る
交
流
会
等
や
、
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
に
よ
る
相
談

支
援
を
実
施
す
る
。

○
こ
れ
ら
の
交
流
会
や
相
談
支
援
を
継
続
的
に
開
催
す
る
こ

と
で
、
子
ど
も
の
発
育
や
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ

た
相
談
や
悩
み
の
共
有
を
行
い
、
男
性
の
育
児
参
画
に
対
す

る
意
識
を
醸
成
す
る
。

＜
父
親
相
談
支
援
事
業
＞

○
妻
の
妊
娠
・
出
産
や
子
ど
も
の
誕
生
・
成
長
に
よ
っ
て

生
じ
る
、
父
親
自
身
に
お
け
る
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
や
生
活

環
境
の
急
激
な
変
化
に
関
す
る
悩
み
や
う
つ
状
態
に
対
応

す
る
た
め
、
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。

出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
【
新
規
】

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
急
激
な
環
境
の
変
化
の
た
め
、
家
族
と
の
関
わ
り
方
に
対
す
る

不
安
や
、
男
性
の
育
児
参
加
の
促
進
に
伴
っ
て
生
じ
る
出
産
・
子
育
て
に
関
し
て
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
の

た
め
、
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
等
に
よ
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
援
や
、
急
激
な
環
境
の
変
化
に
よ
る
父
親
の
産
後

う
つ
へ
の
対
応
を
行
う
際
に
係
る
費
用
の
補
助
を
創
設
す
る
。

※
母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金
の
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
と
し
て
実
施
。

交
流
会
、
相
談
支
援
の
実
施

相
談
支
援
の
実
施

Ｒ
３
予
算
案
：
0.
9億

円
新
規
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＜
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
＞

○
多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
と
の
交
流
会
等
や
、
多
胎

育
児
経
験
者
に
よ
る
相
談
支
援
事
業
を
実
施
。

＜
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
＞

○
多
胎
妊
婦
や
多
胎
家
庭
の
も
と
へ
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
を

派
遣
し
、
外
出
時
の
補
助
や
、
日
常
の
育
児
に
関
す
る

介
助
を
行
う
。

訪
問

訪
問

■
実
施
主
体
：
市
区
町
村

■
補
助
率
（
案
）
：
国
1/
2、

市
区
町
村
1/
2

■
事
業
内
容

①
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
（
拡
充
）
：
補
助
単
価
案
：
月
額
42
4,
5
00
円
（
10
万
人
以
上
30
万
人
未
満
の
自
治
体
）
な
ど

多
胎
妊
産
婦
等
は
、
育
児
等
に
対
す
る
孤
立
感
や
負
担
感
が
大
き
い
た
め
、
様
々
な
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
中
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
負
担
が
増
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
規
模
に
応
じ
た

拡
充
を
行
い
、
多
胎
家
庭
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

②
多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
（
新
規
）
：
補
助
単
価
案
：
１
回
5,
00
0円

（
５
回
を
限
度
）

多
胎
児
を
妊
娠
し
た
方
に
対
し
て
、
単
胎
よ
り
も
多
く
生
じ
る
妊
婦
健
康
診
査
の
費
用
を
補
助
す
る
。

○
多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
や
、
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
等
派
遣
事
業
に
加
え
て
、

多
胎
児
を
妊
娠
し
た
場
合
に
、
単
胎
に
対
し
て
追
加
で
生
じ
る
妊
婦
健
康
診
査
の
費
用
の
補
助
や
、
育
児
サ

ポ
ー
タ
ー
を
更
に
活
用
し
や
す
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
子
育
て
を
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
。

多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援
の
強
化
に
つ
い
て

日
常
生
活
の
サ
ポ
ー
ト

交
流
会
の
実
施
な
ど

既
存
事
業

新
規
・
拡
充
事
業

＜
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
の
拡
充
＞

○
市
区
町
村
の
規
模
に
応
じ
て
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
派
遣
に
要
す
る

事
業
の
拡
充
を
行
う
こ
と
で
、
市
町
村
で
実
施
し
や
す
い
環

境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
多
胎
家
庭
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

＜
多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
の
創
設
＞

○
多
胎
児
を
妊
娠
し
た
方
に
対
し
て
、
単
胎
よ
り
も
多
く
生
じ
る

妊
婦
健
康
診
査
の
費
用
を
補
助
す
る
。

日
常
生
活
の
サ
ポ
ー
ト

多
胎
に
係
る
妊
婦
健
診
の
補
助
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多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
【
新
規
】

多
胎
妊
婦
を
対
象
に
、
単
胎
の
場
合
よ
り
も
追
加
で
受
診
す
る
妊
婦
健
康
診
査
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
一
定
額
を
助
成
す
る
。

○
実
施
主
体
：
市
区
町
村

○
補
助
率
：
１
/
２

○
対
象
者
：
多
胎
妊
婦

○
補
助
単
価
案
：
１
回
5
,0
0
0円

（
多
胎
妊
婦
１
人
当
た
り
５
回
を
限
度
）

事
業
の
概
要

○
多
胎
児
を
妊
娠
し
た
妊
婦
は
、
単
胎
妊
娠
の
場
合
よ
り
も
頻
回
の
妊
婦
健
康
診
査
受
診
が
推
奨
さ
れ
、
受
診
に
伴
う
経
済
的
負

担
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
通
常
１
４
回
程
度
の
妊
婦
健
康
診
査
よ
り
も
追
加
で
受
診
す
る
健
康
診
査
に
係
る
費
用
を
補
助
す

る
こ
と
で
、
多
胎
妊
婦
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

事
業
目
的

多
胎
に
係
る
妊
婦
健
診
の
補
助

Ｒ
３
予
算
案
：
１
億
円
・
新
規
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産
後
2
週
間
、
産
後
１
か
月
な
ど
出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
（
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
や
授
乳
状
況
及
び
精

神
状
態
の
把
握
等
）
の
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て

期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
整
備
す
る
。

要
旨

○
地
域
に
お
け
る
全
て
の
産
婦
を
対
象
に
、
産
婦
健
康
診
査
２
回
分
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
助
成
を
行
う
。

（
実
施
主
体
：
市
町
村
、
補
助
率
：１
／
２
、
R
３
要
求
基
準
額
（
案
）
：
１
回
当
た
り
５
，
０
０
０
円
）
（令
和
元
年
度
は
68
4市
町
村
に
お
い
て
実

施
）
※
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
３
点
を
要
件
と
す
る
。

（
１
）
産
婦
健
康
診
査
に
お
い
て
、
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
や
授
乳
状
況
及
び
精
神
状
態
の
把
握
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
が
健
診
実
施
機
関
か
ら
市
区
町
村
へ
速
や
か
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
３
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
、
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
産
婦
に
対
し
て
、
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

事
業
内
容

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦
健
診
（
１
４
回
）

※
地
方
交
付
税
措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

２
回
分
を
助
成

乳
幼
児
健
診
（
３
～
４
か
月

児
健
診
な
ど
）

※
市
町
村
が
必
要
に
応
じ
実

施
（
地
方
交
付
税
措
置
）

産
後
ケ
ア
事
業

※
産
婦
の
心
身
の
不
調
や
産
後
う
つ
等
を
防
ぐ
た
め
、
母
子
へ
の
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
の
実
施

支
援
が
必
要
な
産
婦
の
把
握

産
婦
健
康
診
査
事
業
に
つ
い
て

Ｒ
３
予
算
案
：
18
億
円

（
Ｒ
２
予
算
額
：
18
億
円
）

（
48
6,
80
1件

）
（
48
6,
80
1件

）
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聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
さ
れ
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
聴
覚
障
害
に
よ
る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に

抑
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
聴
覚
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
療
育
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
や
、
研

修
会
の
実
施
、
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
お
け
る
推
進
体
制
を
整
備
す
る
。
（
平
成
２
９
年
度
創
設
）

○
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
医
師
会
・患
者
会
等
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
、

研
修
会
の
実
施
や
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
整
備
を
図
る
。

（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
補
助
率
１
／
２
、
R
３
基
準
額
（
案
）
：
２
，
３
７
３
千
円
）

令
和
元
年
度
実
施
都
道
府
県
：
39
都
道
府
県

事
業
内
容

要
旨

＜
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
確
保
＞

○
医
療
機
関
や
教
育
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

○
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施
や
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

○
県
内
に
お
け
る
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書
の
作
成

な
ど

都
道
府
県

※
新
生
児
聴
覚
検
査
･･
･新
生
児
期
に
お
い
て
、
先
天
性
の
聴
覚
障
害
の
発
見
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
聴
覚
検
査
。

＜
新
生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
＞

○
新
生
児
聴
覚
検
査
に
対
す
る
公
費
助
成
の
実
施
（※
地
方
交
付
税
措
置
）

○
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
、
母
子
健
康
手
帳
を
活
用
し
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
状
況
の
把
握
及
び
要
支
援
児
や
保
護
者

に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

な
ど

市
町
村

支
援

新
生
児
聴
覚
検
査
の
体
制
整
備
事
業

Ｒ
３
予
算
案
：
4.
3億

円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
4.
3億

円
）
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新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業

○
新
生
児
期
に
聴
覚
検
査
を
受
検
す
る
こ
と
は
、
難
聴
の
早
期
発
見
・
早
期
療
育
の
た
め
に
有
効
で
あ
る
が
、
市
町
村
に
お
い
て
、
新
生
児
聴
覚
検
査

の
実
施
率
の
把
握
が
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
把
握
し
て
も
、
必
要
な
医
療
や
療
育
機
関
等
へ
早
期
に
繋
げ
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。

○
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
結
果
の
情
報
集
約
や
医
療
機
関
・
市
町
村
へ
の
情
報
共
有
・
指
導
等
、
難
聴
と
診
断
さ
れ
た
子

を
持
つ
親
等
へ
の
相
談
支
援
、
産
科
医
療
機
関
等
の
検
査
状
況
・
精
度
管
理
等
の
実
施
を
支
援
す
る
。

【
１
．
都
道
府
県
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
の
実
施
】

■
実
施
主
体
：
都
道
府
県
or
都
道
府
県
内
の
聴
覚
に
関
す
る
治
療
や
療
育
の
機
能
を
持
つ
中
核
的
な
医
療
機
関
に
委
託
も
可
。

■
実
施
担
当
者
：
看
護
師
、
助
産
師
、
言
語
聴
覚
士

■
補
助
単
価
（
案
)：

10
,0
00
千
円

■
補
助
率
（
案
)：

国
1/
2、

都
道
府
県
1/
2

①
．
検
査
結
果
の
情
報
集
約
と
、
医
療
機
関
・
市
町
村
へ
の
情
報
共
有
・
指
導
等
の
実
施

○
産
科
医
療
機
関
等
や
市
町
村
か
ら
、
新
生
児
に
関
す
る
聴
覚
検
査
結
果
を
集
約
し
、
検
査
結
果
を
把
握
す
る
よ
う
市
町
村
へ
指
導
す
る
こ
と
や

他
の
精
密
検
査
実
施
医
療
機
関
等
へ
の
治
療
や
療
育
等
の
依
頼
等
を
行
う
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
直
接
訪
問
指
導
も
実
施
。

②
．
電
話
・
面
接
相
談
や
、
産
科
医
療
機
関
・
市
町
村
か
ら
の
相
談
対
応

○
難
聴
と
診
断
さ
れ
た
子
を
持
つ
親
等
か
ら
の
相
談
や
照
会
へ
の
対
応
を
実
施
。

○
産
科
医
療
機
関
や
市
町
村
か
ら
の
、
聴
覚
に
関
す
る
専
門
的
な
照
会
や
療
育
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
相
談
対
応
の
実
施
。

③
．
産
科
医
療
機
関
等
の
検
査
状
況
・
精
度
管
理
業
務

○
管
内
の
産
科
医
療
機
関
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
検
査
機
器
の
有
無
や
検
査
の
実
施
方
法
や
精
度
等
の
確
認
を
実
施
。

【
２
．
聴
覚
検
査
機
器
の
購
入
補
助
】

■
小
規
模
の
医
療
機
関
等
が
聴
覚
検
査
の
機
器
（
自
動
AB
R）

を
購
入
す
る
際
の
補
助
を
実
施
。

■
実
施
主
体
：
都
道
府
県

■
補
助
単
価
（
案
)：

3,
60
0千

円
■
補
助
率
（
案
)：

国
1/
2、

都
道
府
県
1/
2

課
題

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業

都
道
府
県
or
都
道
府
県
が

指
定
す
る
医
療
機
関

市
町
村

産
科
医
療
機
関

・
電
話
相
談
、
訪
問
指
導

出
生
・
検
査

・
情
報
共
有

・
検
査
結
果
の
把
握
や
指
導
等

訪
問
・
指
導

・
聴
覚
検
査
情
報
の
共
有

・
精
度
管
理
業
務

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
：
都
道
府
県
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
＞
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保
健
所

児
童
相
談
所

子
育
て
支
援
機
関

医
療
機
関

（
産
科
医
、
小
児
科
医

精
神
科
医
等
）

①
妊
産
婦
等
の
支
援
に
必
要
な
実
情
の
把
握

②
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
情
報
提
供
・
助
言
・
保
健
指
導

③
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定

④
保
健
医
療
又
は
福
祉
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
な
い
支
援

障
害
児
支
援
機
関

民
間
機
関
・
関
係
団
体

そ
の
他
の

専
門
職

看
護
師

助
産
師

保
健
師

マ ネ ジ メ ン ト （ 必 須 ）

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体
制
強
化

○
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
不
安
を
抱
え
る
妊
産
婦
や
家
庭
が
あ
る
中
で
、
誰
も
が
よ
り
安
心
・
安
全
な
子
育
て
環
境
を
整
え
る

た
め
、
保
健
師
等
を
配
置
し
て
、
妊
産
婦
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
健
診
等
の
「
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
不
安
を
抱
え
る
妊
産
婦
、
特
定
妊
婦
や
、
産
後
う
つ
、
障
害
が
あ
る
方
へ
の
対
応
と
い
っ
た
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
専
門
職
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
相
談
支
援
の
機
能
を
強
化
す
る
。

○
具
体
的
に
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
専
門
職
（
Ｓ
Ｗ
、
P
S
W
、
心
理
職
等
）
を
配
置
し
、
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
S
N
S
・
メ
ー
ル
等
で
の
即
時

の
相
談
対
応
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
支
援
や
、
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
や
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
と
の
連
携
強
化
を
行
う
。

産
後
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

困
難
事
例
へ
の
対
応
等
の
支
援

相 談 支 援 の 強 化

（ 必 須 事 業 と し て 位 置 づ け ）

【
専
門
職
が
行
う
業
務
】

○
妊
産
婦
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
即
時
対
応
可
能
と
す
る
た
め
、

S
N
S
等
を
活
用
し
た
即
時
の
相
談
支
援
及
び
多
職
種
で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
支
援

○
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
や
精
神
科

医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化

○
嘱
託
医
師
と
の
連
携
に
よ
る
ケ
ー
ス
対
応
等
の
実
施

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

妊
産
婦
等
を
支
え
る
地
域
の
包
括
支
援
体
制
の
構
築

市
区
町
村
子
ど
も
家

庭
総
合
支
援
拠
点

要
保
護
児
童
対
策

地
域
協
議
会

■
実
施
主
体
：
市
区
町
村

■
補
助
率
：
２
／
３

■
設
置
自
治
体
・
箇
所
数

1,
28

8自
治
体
、

2,
05

2箇
所
（

R2
.4

.1
時
点
）

■
令
和
３
年
度
単
価
（
案
）
：
専
門
職
の
配
置
に
よ
る
増
額

14
,2

09
千
円

そ
の
他
の

専
門
職
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○
対
象
者

思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
、
更
年
期
、
高
齢
期
等
の
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
相
談
を
希
望
す
る
者

（
不
妊
相
談
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
性
感
染
症
の
対
応
を
含
む
）

○
事
業
内
容

（
１
）
身
体
的
、
精
神
的
な
悩
み
を
有
す
る
女
性
に
対
す
る
相
談
指
導

（
２
）
相
談
指
導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
養
成

（
３
）
相
談
体
制
の
向
上
に
関
す
る
検
討
会
の
設
置

（
４
）
妊
娠
に
悩
む
者
に
対
す
る
専
任
相
談
員
の
配
置

（
５
）
（特
に
妊
娠
に
悩
む
者
）が
、
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
等
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
所
在
地
及
び
連
絡

先
を 記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
、
対
象
者
が
訪
れ
や
す
い
店
舗
等
で
配
布
す
る
等
広
報
活
動
を
積
極
的
に
実
施

（
６
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る

SN
Sや
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
、
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

（
８
）
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（N

IP
T）
を
受
け
た
妊
婦
等
へ
の
相
談
支
援
体
制
の
整
備
（
Ｒ
３
新
規
）

○
実
施
担
当
者
・
・
・
医
師
、
保
健
師
又
は
助
産
師
等

○
実
施
場
所
（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
）

全
国
８
４
ヵ
所
（令
和
２
年
８
月
１
日
時
点
）
※
自
治
体
単
独
１
４
か
所

４
７
都
道
府
県
、
札
幌
市
、
仙
台
市
、
さ
い
た
ま
市
、
千
葉
市
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
新
潟
市
、
静
岡
市
、
浜
松
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
大
阪
市
、
堺
市
、
神
戸
市
、
広
島
市
、
北
九
州
市
、
福
岡
市
、
八
戸

市
、
盛
岡
市
、
山
形
市
、
い
わ
き
市
、
福
島
市
、
水
戸
市
、
川
越
市
、
川
口
市
、
船
橋
市
、
八
王
子
市
、
横
須
賀
市
、
金
沢
市
、
甲
府
市
、
長
野
市
、
豊
橋
市
、
奈
良
市
、
鳥
取
市
、
呉
市
、
久
留
米
市
、
宮
崎
市

○
補
助
率
等

補
助
率
：
１
／
２

R
3
基
準
額
（
案
）
：
1
5
8
,7
0
0
円
（
月
額
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る
取
組
の
強
化
に
係
る
加
算
：
1
7
2
,1
0
0
円
（
月
額
）

○
相
談
実
績

平
成
３
０
年
度
：７
４
，
３
５
８
件
（
内
訳
：
電
話
４
３
，
９
７
９
件
、
面
接
２
１
，
１
１
０
件
、
メ
ー
ル
８
，
２
５
２
件
、
そ
の
他
１
，
０
１
７
件
）

○
相
談
内
容

・
女
性
の
心
身
に
関
す
る
相
談
（
２
１
，
３
８
９
件
）

・
妊
娠
・
避
妊
に
関
す
る
相
談
（
１
４
，
５
３
１
件
）

・
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
（
１
４
，
２
８
６
件
）

・
不
妊
に
関
す
る
相
談
（
１
２
，
３
５
２
件
）

・
思
春
期
の
健
康
相
談
（
７
，
８
２
５
件
）
・
性
感
染
症
等
（
８
０
５
件
）
・
婦
人
科
疾
患
・
更
年
期
障
害
（
５
６
９
件
）

？

○
事
業
の
目
的

思
春
期
か
ら
更
年
期
に
至
る
女
性
を
対
象
と
し
、
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
身
体
的
・精
神
的
な
悩
み
に
関
す
る
相
談
指
導
や
、
相
談

指
導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
を
実
施
し
、
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

Ｒ
３
予
算
案
：
1.
9億

円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
2.
2億

円
）
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○
予
期
せ
ぬ
妊
娠
な
ど
に
よ
り
、
身
体
的
、
精
神
的
な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た
若
年
妊
婦
等

が
、
身
近
な
地
域
で
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
SN
S
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
等
を
行
う
。

○
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
に
積
極
的
で
、
機
動
力
の
あ
る
NP
O
に
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
若
年
妊
婦
等
支
援
の
業
務
の
一
部
及
び
全
て
を
委
託
す

る
な
ど
に
よ
り
、
様
々
な
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
を
行
う
。

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

◆
補
助
率
：
国
1/
2、

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
1/
2

【
地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
】

○
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
と

調
整
し
、
地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
へ
つ
な
げ
る
。

地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援

【
長
期
間
の
居
場
所
の
確
保
】

○
長
期
的
に
ケ
ア
が
必
要
な
若
年
妊
婦
等
に
対
し

て
、
出
産
・
子
育
て
が
安
定
し
て
行
え
る
環
境

が
整
う
ま
で
の
居
場
所
の
確
保
を
支
援
す
る
。

母
子
生
活
支
援
施
設
等

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
：
居
場
所
の
確
保
や
地
域
の

関
係
機
関
と
の
調
整

○
相
談
し
や
す
い
体
制
の
整
備
：
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
S
N
S
等

に
よ
る
相
談
支
援

○
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

○
次
の
支
援
に
つ
な
げ
る
ま
で
の
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の

確
保

○
継
続
的
な
相
談
支
援

○
保
健
師
等
に
よ
る
、
よ
り
専
門
的
な
相
談
（
電
話
相
談
・
窓
口
相
談
等
）

※
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
S
NS
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
な
ど
、
機
動
力
を
活
か
し
た
相
談

支
援
に
つ
い
て
N
PO
に
委
託
し
て
実
施
。

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

女
性
健
康
支
援

セ
ン
タ
ー

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

＆
キ
ャ
ッ
チ

悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

産
科
同
行
支
援

緊
急
一
時
的

な
居
場
所

子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

連
携
・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

相
談

連
携
・
紹
介

○
地
域
の
N
P
O
と
連
携
し
、
悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

を
、
継
続
的
か
つ
専
門
的
な
支
援
へ
と
繋
げ
る
。

地
域
の
N
P
O
等

連
携
・
紹
介

若
年
妊
婦
等
支
援
事
業
～
不
安
を
抱
え
た
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
～

◆
補
助
単
価
（
案
）

・
相
談
等
：
月
額
36
6,
7
0
0円

・
夜
間
・
休
日
対
応
：
月
額
5
4,
7
0
0円

・
特
定
妊
婦
産
科
同
行
等
支
援
費
：
月
額
3
1
4,
4
00
円

な
ど

※
本
事
業
の
取
組
を
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行

う
場
合
は
「
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」
に

よ
り
補
助

(運
営
費

月
額
1
72
,
1
00
円
な
ど
)

Ｒ
３
予
算
案
：
12
億
円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
1
2億

円
）
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母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
つ
い
て

N
IP

Tを
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
経
過

平
成
2
5
年
３
月

平
成
2
5
年
4
月

平
成
3
1
年
３
月

令
和
元
年
６
月

1
0
月

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
が
「母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」指
針
を
決
定
・公
表

日
本
医
学
会
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
、
日
本
人
類
遺
伝
学
会
、
日
本
医
師
会
、
日
本
産
婦
人
科
医
会
が
、

「
母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」
に
つ
い
て
の
共
同
声
明
を
発
表

厚
生
労
働
省
か
ら
、
都
道
府
県
や
関
係
団
体
に
対
し
、
学
会
指
針
等
を
遵
守
し
た
対
応
を
依
頼
す
る
通
知
を

発
出

臨
床
研
究
と
し
て

NI
PT
開
始

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
に
お
い
て
、
指
針
の
施
設
要
件
を
緩
和
し
、
一
般
の
産
科
医
療
機
関
（
分
娩
取
扱
施

設
）
に
お
い
て
も

NI
PT
を
実
施
可
能
と
す
る
新
指
針
案
が
打
ち
出
さ
れ
る

厚
生
労
働
大
臣
よ
り
、
同
年
秋
頃
に
検
討
の
場
を
設
け
、

NI
PT
検
査
に
つ
い
て
必
要
な
議
論
を
し
て
い
く
旨

表
明

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
に
お
い
て
、
新
指
針
案
に
つ
い
て
は
運
用
開
始
を
保
留
す
る
と
発
表

第
１
回
「
母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（

NI
PT
）
の
調
査
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
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■
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
政
令
市
、
中
核
市
（
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
実
施
自
治
体
に
限
る
）

■
補
助
率
（
案
）
：
国
1
/2

■
事
業
内
容

①
相
談
支
援
の
実
施
：
補
助
単
価
（
案
）
：
1
51
,7
00
円
（
月
額
）

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
N
IP
T等

の
出
生
前
検
査
を
受
け
る
か
ど
う
か
悩
む
妊
婦
や
家
族
、
出
生
前

検
査
を
受
け
そ
の
結
果
等
に
疑
問
や
不
安
を
持
つ
妊
婦
等
へ
の
相
談
支
援
、
障
害
福
祉
関
係
機
関
等
と
の
連
携
・
紹
介

を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
経
費
の
補
助
の
実
施
。

②
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等
の
実
施
：
補
助
単
価
（
案
）
：
2
8,
70
0円

（
月
額
）

上
記
①
の
相
談
支
援
等
を
行
う
専
門
職
に
対
す
る
研
修
や
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
の
実
施

＜
相
談
支
援
の
実
施
＞

○
一
般
妊
婦
に
対
す
る

NI
PT
を
含
む
出
生
前
検
査
に

関
す
る
情
報
提
供
、
受
検
者
の
不
安
・
葛
藤
に
寄
り

添
っ
た
相
談
支
援
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
の
子
育
て
・

く
ら
し
等
に
関
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
な
情
報
の

提
供
、
障
害
福
祉
関
係
機
関
等
と
の
連
携
・
紹
介
を

行
う
。

妊
婦
等
へ
の
出
生
前
検
査
（N

IP
T等
）に
係
る
相
談
支
援
体
制
の
整
備

○
N
IP
T等

の
出
生
前
検
査
に
つ
い
て
悩
み
や
不
安
を
も
つ
妊
婦
や
家
族
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
女
性
健
康
支
援
セ
ン

タ
ー
に
専
門
の
相
談
員
を
配
置
し
相
談
支
援
等
を
行
う
と
と
も
に
、
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等
を
行
う
。

＜
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等
＞

○
N
IP
T等

に
関
す
る
知
識
の
習
得
や
、
関
係
機
関
と

の
連
携
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
務
等
に
対
す

る
補
助
を
行
う
こ
と
で
、
円
滑
な
相
談
支
援
の
実
施

を
図
る
。

相
談
支
援
の
実
施

関
係
機
関
と
の
連
携

専
門
職
へ
の
研
修

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の

加
算
と
し
て
実
施
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（
１

）
虐

待
予

防
に

向
け

た
広

報
・

啓
発

、
若

年
者

等
に

向
け

た
養

育
や

虐
待

予
防

に
資

す
る

知
識

の
普

及

（
２

）
国

民
運

動
健

や
か

親
子

2
1
 （

第
２

次
）

（
１

）
医

療
機

関
（

産
婦

人
科

、
精

神
科

、
小

児
科

、
歯

科
等

の
病

院
、

診
療

所
及

び
助

産
所

）
（

２
）

地
方

自
治

体
（

３
）

児
童

福
祉

施
設

（
助

産
施

設
）

母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

子
母

発
0
7
2
0
第

１
号

（
１

）
母

子
保

健
施

策
を

通
じ

た
虐

待
の

発
生

予
防

〇
平

成
2
8
年

の
「

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
（

平
成

2
8
年

法
律

第
6
3
号

）
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
児

童
福

祉
法

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
に

つ
い

て
発

生
予

防
か

ら
自

立
支

援
ま

で
の

一
連

の
対

策
の

更
な

る
強

化
等

を
図

る
た

め
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
（

母
子

保
健

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

）
で

は
「

母
子

健
康

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

」
。

）
が

法
定

化
さ

れ
た

。
〇

妊
娠

の
届

出
や

乳
幼

児
健

康
診

査
等

は
、

市
町

村
が

広
く

妊
産

婦
等

と
接

触
す

る
機

会
と

な
っ

て
お

り
、

悩
み

を
抱

え
る

妊
産

婦
等

を
早

期
に

発
見

し
相

談
支

援
に

つ
な

げ
る

な
ど

、
児

童
虐

待
の

予
防

や
早

期
発

見
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
が

、
母

子
保

健
法

上
も

明
確

化
さ

れ
（

同
法

第
５

条
第

２
項

）
、

母
子

保
健

施
策

と
児

童
虐

待
防

止
対

策
と

の
連

携
を

よ
り

一
層

強
化

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。

１
．
基
本
的
考
え
方

（
１

）
母

性
、

乳
幼

児
の

健
康

診
査

及
び

母
子

保
健

指
導

実
施

（
２

）
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

（
３

）
妊

娠
等

に
関

す
る

相
談

窓
口

の
設

置
・

周
知

（
４

）
各

相
談

窓
口

で
の

対
応

２
．
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

（
１

）
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
（

２
）

乳
幼

児
健

康
診

査
、

予
防

接
種

を
受

け
て

い
な

い
家

庭
等

へ
の

支
援

（
３

）
育

児
不

安
等

を
抱

え
る

保
護

者
へ

の
支

援
（

４
）

要
支

援
児

童
等

に
関

す
る

情
報

提
供

３
．
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
把
握
及
び
支
援

４
．
関
係
機
関
の
役
割
と
連
携
強
化

５
．
広
報
・
周
知
啓
発
の
徹
底
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乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
者
等
に
対
す
る
取
組
事
例
等
の
周
知
に
つ
い
て
（
通
知
）

令
和

元
年

８
月

１
日

子
母

発
0
8
0
1
第

１
号

【
児

童
虐

待
防

止
に

資
す

る
乳

幼
児

健
康

診
査

の
取

組
】

○
妊

娠
の

届
出

や
乳

幼
児

健
康

診
査

等
の

母
子

保
健

施
策

は
、

市
町

村
が

広
く

妊
産

婦
等

と
接

す
る

機
会

と
な

っ
て

お
り

、
悩

み
を

抱
え

る
妊

産
婦

等
を

早
期

に
発

見
し

、
相

談
支

援
に

繋
げ

る
こ

と
は

も
と

よ
り

、
児

童
虐

待
の

防
止

や
早

期
発

見
に

資
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

も
重

要
。

○
令

和
元

年
６

月
2
6
日

に
は

、
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
強

化
を

図
る

た
め

の
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
」

が
公

布
さ

れ
た

。
〇

児
童

虐
待

防
止

に
資

す
る

乳
幼

児
健

康
診

査
の

取
組

に
関

し
て

は
、

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

付
け

子
母

発
0
7
2
0
第

１
号

「
母

子
保

健
施

策
を

通
じ

た
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

」
で

、
既

に
お

示
し

し
て

い
る

が
、

厚
労

省
で

行
っ

て
き

た
調

査
研

究
や

、
各

自
治

体
に

お
け

る
取

組
事

例
に

つ
い

て
、

参
考

と
し

て
各

自
治

体
で

活
用

い
た

だ
け

る
よ

う
、

と
り

ま
と

め
を

行
っ

た
も

の
。

１
．
基
本
的
考
え
方

２
．
調
査
研
究
等
を
踏
ま
え
た
取
組
の
ポ
イ
ン
ト

１
．

大
阪

府
の

取
組

事
例

２
．

青
森

県
の

取
組

事
例

３
．
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例

１
．

未
受

診
者

へ
の

対
応

①
対

応
方

針
の

策
定

受
診

勧
奨

等
に

つ
い

て
、

期
限

等
を

事
前

に
定

め
る

②
対

応
の

際
の

注
意

事
項

目
視

に
よ

り
、

子
ど

も
の

状
況

を
確

認
す

る
③

保
護

者
の

状
況

確
認

家
庭

訪
問

等
に

よ
り

、
状

況
を

確
認

し
、

福
祉

分
野

も
含

め
て

適
切

な
支

援
に

繋
げ

る
④

多
機

関
と

の
情

報
共

有
関

係
機

関
等

と
の

積
極

的
な

情
報

共
有

を
行

う

２
．

支
援

対
象

者
へ

の
対

応
①

対
応

方
針

の
策

定
支

援
対

象
者

に
対

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
に

つ
い

て
、

期
限

を
決

め
て

、
事

前
に

対
応

方
針

を
定

め
る

。
②

支
援

対
象

者
の

選
定

多
職

種
で

の
検

討
に

よ
り

、
支

援
対

象
者

を
選

定
し

、
期

限
を

定
め

て
再

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

う
。

③
支

援
対

象
者

の
把

握
と

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
目

視
に

よ
り

、
子

ど
も

の
状

況
を

確
認

す
る

３
．

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
管

理
者

の
配

置
担

当
者

以
外

に
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
状

況
を

管
理

す
る

者
を

置
く

。
管

理
者

及
び

担
当

者
は

、
適

宜
、

関
係

機
関

と
連

携
を

行
う

。
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子発 0131 第７号 

令和２年１月 31日 

 

   都道府県知事 

各  指定都市市長  殿 

   中核市市長 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

  

母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について 

 

 

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たないなど依然として深

刻な社会問題となっている。 

 母子保健施策を通じた児童虐待防止対策に関しても、平成 28 年の児童福祉法等の一

部改正において、母子保健施策が児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであるこ

とを母子保健法（昭和 40年法律第 141号）に明記するとともに、「母子保健施策を通じ

た児童虐待防止対策の推進について」（平成 30年７月 20日付け子母発 0720第１号厚生

労働省子ども家庭局母子保健課長通知）等において、乳幼児健康診査等の受診勧奨に応

じない又は反応がない場合には、児童福祉部門と連携して児童の状況確認に努めること

などを求めているところであるが、福岡県田川市で１歳男児が亡くなった事案を受け、

下記に掲げる取り組みについて改めてお願いする。 

 また、厚生労働省としても、今後、母子保健施策を通じた児童虐待防止対策等の先進

的な取組について調査研究を行い、好事例としてとりまとめ、全国の市町村への周知を

予定している。 

 都道府県におかれては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知いただきたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的助言である。 
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記 

 

１． 乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把握 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等への受診勧奨を継続

するとともに、身長や体重の推移が不明な乳幼児については、乳児家庭全戸訪問事

業等の保健福祉サービスの機会を通じて速やかに養育環境や発育状況等を確認す

ること。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握等

も行うこと。 

また、確認の結果、発育曲線の傾きの変化がいびつであるなど、養育不全の兆候

が疑われる場合には、虐待のおそれが想定されるため、速やかに虐待対応部署と連

携・情報共有すること。 

 市町村の母子保健担当部署が、発育の経過を把握するにあたっては、体重の増加

不良などの乳幼児期の気になる兆候を正確な計測と目視による確認により評価し、

その後の保健指導や支援に反映すること。 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等に対して、受診勧奨の

期間や受診勧奨に応じない場合の関係機関との連携・協力体制など具体的なフロ

ー図を作成するなど、組織として対応すること。 

 

２．要保護児童対策地域協議会におけるモニタリング体制の構築 

 合理的な理由なく乳幼児健康診査の受診勧奨に応じない家庭は、虐待のリスク

も高いと考えられることから、未受診の理由や背景が把握できない家庭に関して、

要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）において関係機関からの情

報を共有し、支援方針を協議する必要があるため、地域の関係機関の協力を得て養

育状況を把握するためのモニタリング体制を構築すること。 

 

 要対協では、モニタリングによる結果を踏まえ、事案の危険度や緊急度の判断、

主たる支援機関、関係機関の役割分担、支援方法などを適時適切に協議すること。 

 

３．市町村職員の専門性強化のための研修の実施 

 都道府県（指定都市及び中核市を含む。）は、市町村職員等を対象として、乳幼

児健康診査や妊婦健康診査の受診勧奨に応じない子どもとその家族への対応につ

いてのアセスメント力の向上等を図るため、母子保健施策を通じた児童虐待防止

対策に資する模擬事例を用いた演習等による研修を実施すること。 

また、この研修の実施に当たっては、虐待対応部署とともに母子保健担当部署も

含めて、支援に携わる職員が幅広く参加し、虐待に関する認識を深めること。 

 

 なお、実施に当たっては、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金における

児童虐待防止対策研修事業（児童相談所及び市町村職員専門性強化事業）を活用さ

れたい。 
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【関係する通知等】 

 

１．母子保健施策を通じた乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見 

 

○母子保健法（昭和40年法律第141号）（抄） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努

めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する

施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期

発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規

定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について（抄） 

（平成30年７月20日子家発0720第５号、子母発0720第３号厚生労働省子ども家庭局家

庭福祉課長、母子保健課長連名通知） 

 

１ 保健・福祉サービスや学校保健を受けていない家庭など虐待発生リスクが高い家

庭への対応 

乳幼児健康診査、予防接種などの保健・福祉サービスや、就学時の健康診断な

どの学校保健において、受診勧奨を行っても未受診であるなど合理的理由なく受

診しない子どもの家庭（兄弟姉妹が未受診の家庭も含む）については、虐待発生

のリスクが高く、支援について検討が必要な家庭と考えられる。このため、市区

町村の母子保健担当部署及び教育委員会においては、こうした家庭への対応に関

し、「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」（平成24年11月

30日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）及

び「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の徹底について」（平成25年

6月11日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）

に基づく、児童虐待担当部署との情報共有、連携した支援について今一度点検・

確認を行い、万全の体制を構築するようお願いする。 

 

○母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について（通知）（抄） 

（平成30年７月20日子母発0720第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知） 

 

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

参 考 
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（１）母性、乳幼児の健康診査及び母子保健指導の実施 

母子保健法においては、都道府県及び市町村の役割として、母性等の保持及び

増進のため、妊娠・出産・子育てに関し、相談に応じ、個別的又は集団的に必要

な指導及び助言等を行い、知識の普及に努めることとされている。 

また、市町村は妊産婦若しくは その配偶者等に対して、妊娠・出産・子育てに

関し、必要な保健指導等を行うこととされている。これらの実施にあたっては、

母子の心身の健康を 共に 保持増進させることを基本として支援を行う必要が

あり、健康診査及び保健指導に当たっては、これを踏まえつつ、対象者の特徴並

びにその家庭及び地域社会の諸条件に留意の上行うよう配慮すべきである。 

また、近年の児童虐待に関する問題の深刻化に伴い、母子保健担当部門は児童

虐待担当部門等と協力のもと、母子保健活動や地域の医療機関等との連携を通じ

て、妊産婦及び親子の健康問題、家族の状況に係る問題等に関連した虐待発生の

ハイリスク要因を見逃さないよう努め、こうした要因がある場合、保健師の家庭

訪問等による積極的な支援を実施すること。 

 

３．養育支援を必要とする家庭の把握及び支援 

（２）乳幼児健康診査、予防接種を受けていない家庭等への支援 

乳幼児健康診査、予防接種や新生児訪問は、子どもの健康状態や母親等の育児

の悩み等について確認できる機会であることから、これらの機会を積極的に活用

して、子どもや家庭の状況の把握に努めること。 

また、乳幼児健康診査等を受けていない家庭に対しては、電話、文書、家庭訪

問等により、受診等に結びつけるよう努めること。受診等の勧奨に対し、拒否す

る又は反応のない場合等には、市町村の児童福祉担当部門と母子保健担当部門が

連携して、関係機関から情報を集め、安全確認等の必要性について検討し、必要

な場合には、児童の状況の確認に努めること。 

また、児童の状況が確認できない場合や、必要な支援について検討すべきと思

われる場合には、要対協へのケース登録を行うなど、児童相談所や関係機関と連

携して対応すること。なお、保育所等に所属していない乳幼児の場合には、特に

留意し早期に対応する必要がある。 

更に、転入家庭が未受診等である場合には、前居住地の市町村から転居前の家

庭の状況や過去の受診状況等を確認した上で、継続的な支援の必要性を検討する

こと。他方、未受診等の家庭が対応中に転居したことを把握した場合には、転居

先の市町村へ情報提供し、継続した支援を依頼すること。なお、本通知とは別途、

「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について」（平成

30年７月20日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長、母子保健課長）も発出

されているところであり、未受診の家庭等への対応については万全を期すこと。 
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○乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について（抄） 

（令和元年８月１日付け子母発0801第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通

知） 

 

別添 乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等  

 第１ 調査研究等を踏まえた取組のポイント 

  1．未受診者への対応 

   ①対応方針の策定 

    ○未受診者に対する受診勧奨の期限、間隔、手法を事前に定め、把握期限を

設定する。 

    ○その際、子どもに会えない、家庭訪問ができないなど、情報を把握できな

い場合を想定した対応方針や、要保護児童対策地域協議会に情報を提供す

るタイミング、期限を含め、事前に対応方針を決めておく。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成24年11月30日付け雇児総発第1130第１号、雇児母発1130第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知） 

 

２ 養育支援の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 

その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。（以下略） 

 

○子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第15次報告）（抄） 

（令和元年８月 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会） 
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２ 課題と提言 

（１）地方公共団体への提言 

   ①虐待の発生予防及び早期発見 

    イ 乳幼児健診未受診等の家庭の把握と支援の調整 

（前略） 

乳幼児健診や予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業等は、子ども

や母親等の心身の健康を確認したり、育児の悩みを相談したりする機会であ

り、そのような機会のない家庭は、育児支援が十分に届いていない可能性も

ある。 

市町村の母子保健担当部署は、受診の勧奨に応じない未受診等の家庭に対

しては、家庭訪問の実施とともに、市町村の児童福祉担当部署等と連携し、

関係機関から情報収集を行うことにより、子どもの状況を把握する必要があ

る。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握

等も必要である。（以下略） 

 

２．発育状況等の適切な把握 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第６章 診断・判定及び援助方針の決定をどのように行うか 

１． 各種診断はどのように行うか 

（１） 社会診断 

(i)成長曲線・乳児の身長体重曲線・身体発育曲線 

虐待を疑っている子どもの発育曲線の体重や身長の推移を把握すること

は必須である。体重や身長の曲線の傾きの変化は虐待の重要な所見となり得

る。 

 

参考資料 

２． 調査において有用な身体医学的知識 

（１） 発育や発達の障害 

基礎疾患のない低身長・低体重といった乳幼児の発育障害は Non-organic 

Failure to Thrive(NOFTT) と呼ばれ、虐待と考えるべきものである。適切な

栄養を与えていない場合もあれば、親子関係の問題から子どもが望む形で栄養

を与えることができずに成長障害となることもある。また、恐怖が続いて子ど

もが食事を拒否することも稀にある。成長曲線が正常な曲線からかい離してい
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き、入院や施設入所によりキャッチアップすることが多い。NOFTT は身体的虐

待を合併してくることも多く、リスクが高い虐待の形と考える必要がある。ま

た、年長児では低身長となることが多い。 

（以下略） 

 

○乳幼児健康診査身体診察マニュアル （抄） 

（平成30年３月、平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診

査のための「保健指導マニュアル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」

作成に関する調査研究） 

 

第２章 乳幼児健康診査 

  第３節 １か月児健康診査（新生児の診かた) 

17．その他の異常（児童虐待など） 

１）所見の取り方 

身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。とくに

目立たない臀部や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。 

２）判定と対応 

複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、体重増加

不良を伴うなどの場合には育児支援の必要度が高いと判定する。母子保健行

政担当者と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 

※１歳６か月児健康診査までは、ほぼ同様の記載あり 

 

○標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き～「健やか親子21（第2次）」

の達成に向けて～」（抄） 

（平成27年３月、平成26年度厚生労働科学研究費補助金 乳幼児健康診査の実施と

評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究） 

 

第４章 健康診査の実施 

４．４ 発育と発達の評価 

   １）発育評価 

    （２）発育評価の判定項目の例示 

判定区分を標準化する際の考え方を例示する。 

①パーセンタイル区分  

身長、体重、頭囲、胸囲の判定は、乳幼児身体発育曲線を用いて、パ

ーセンタイル値で判定する。早期産児の場合は、修正月齢を用いて判定

する。修正月齢は、出産予定日で修正した月齢であり、出生体重や在胎
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週数により修正月齢で判断する期間が異なる。（略） 

個々の値を母子健康手帳の乳幼児身体発育曲線にプロットして発育

曲線を作成する。それぞれの増加割合が身体発育曲線のカーブに沿って

いるか確認し、身体発育不良など発育状況の判定に用いる。（以下略） 

 

３．要対協におけるモニタリング体制の構築 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第１４章 虐待重大事例に学ぶ 

２．虐待対応上の主なポイント 

（２） 乳幼児期における予防的支援 

② 家庭の養育能力が低い、必要な健診を受けさせていないなどの要支援ケ

ースは、放置すると深刻な虐待につながるおそれがある。このため、養育

状況の把握（モニタリング）や時宜に適ったリスクアセスメント、さらに

母子保健事業や養育支援訪問事業等も活用した積極的な支援が必要であ

る。また、要支援児童として要保護児童対策地域協議会を活用するなど、

モニタリング体制の構築や関係機関間の情報共有、様々な地域資源を活用

した支援のあり方を検討することが重要である。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成 24年 11月 30日付け雇児総発 1130第１号雇児母発 1130第１号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知） 

 

２ 要支援児童の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 
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その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。 

特に、家庭訪問等による勧奨にもかかわらず、合理的な理由なくこれらを受けな

い家庭や、必要な調査を行っても居住実態が把握できない家庭は、虐待発生のリス

クが高い家庭として位置づけ、必要に応じ、児童相談所と対応や支援について相談・

情報共有を行うなど児童相談所と連携して対応する必要がある。 

 

○要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について（抄） 

（平成17年２月25日付け雇児発第0225001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知） 

 

第３章 要保護児童対策地域協議会の機能 

（１）業務内容 

② 実務者会議 

・ 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議におけ

る協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。 

ア  すべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、

支援方針の見直し等 

イ 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検

討 

ウ 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 

エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動 

オ 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 

 

・ また、子ども虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、児童相談所と市町村

の間の役割分担が曖昧になるおそれもあるため、市町村内におけるすべての虐待

ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる支援

機関をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした

観点から地域協議会の調整機関において、全ケースについて進行管理台帳（別添

１参照）を作成し、実務者会議等の場において、定期的に（例えば、３か月に１

度）、状況確認、主担当機関の確認、支援方針の見直し等を行うことが適当であ

る。 

○主担当機関 ：児童相談所又は市町村のうち、全体の進行管理の責任主体として

の機関を指す。 

○主たる支援機関：支援対象児童等に対して、必要な支援を主に行う機関を指す。 
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③ 個別ケース検討会議 

・ 個別の支援対象児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わ

りを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該支援対象児童等に

対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象

は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。 

・ （中略） 

・ 個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例についての危

険度や緊急度の判断、支援対象児童等に対する具体的な支援の内容について

検討を行うことが適当であり、子どもの権利を守るための支援方針や支援の

内容を具体的に実施していくための支援計画を作成するために、可能な限り

子ども、保護者及び妊婦の意見や参加を求め、保護者に左右されずに子ども

の意見を聞く配慮が必要である。 

（中略） 

 

・ 会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。 

ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断 

イ 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 

ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

エ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

オ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定 

カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討 

キ 次回会議（評価及び検討）の確認 
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デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
に
関
す
る
検
討
会
中
間
報
告
書
（
概
要
）

【
経

緯
】

○
2
0
1
8
年

１
月

に
厚

生
労

働
省

「
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
改

革
推

進
本

部
」

の
も

と
に

、
新

た
に

「
乳

幼
児

期
・

学
童

期
の

健
康

情
報

」
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

が
設

置
さ

れ
、

乳
幼

児
期

、
学

童
期

を
通

じ
た

健
康

情
報

の
利

活
用

等
に

つ
い

て
検

討
を

進
め

る
こ

と
と

な
っ

た
。

○
こ

れ
を

受
け

、
同

年
４

月
に

子
ど

も
家

庭
局

長
の

下
に

「
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
時

代
の

母
子

保
健

情
報

の
利

活
用

に
関

す
る

検
討

会
」

を
設

置
し

、
乳

幼
児

健
診

及
び

妊
婦

健
診

の
健

診
情

報
の

電
子

的
記

録
様

式
の

標
準

化
及

び
電

子
化

に
関

す
る

検
討

を
行

っ
た

。

【
中
間
報
告
書
の
主
な
内
容
】

１
．
電
子
的
に
記
録
・
管
理
す
る
情
報

○
乳

幼
児

健
診

（
３

～
４

か
月

、
１

歳
半

、
３

歳
）

及
び

妊
婦

健
診

の
健

診
情

報
に

か
か

る
「
標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式
」

及
び
「
最
低
限
電
子
化
す
べ
き
情
報
」

を
検

討
。

標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式

乳
幼

児
健

診
・

妊
婦

健
診

で
把

握
さ

れ
る

情
報

概
要

例

標
準
的
な
電
子

的
記
録
様
式

本
人

又
は

保
護

者
が

自
己

の
健

康
管

理
の

た
め

に
閲

覧
す

る
情

報
で

、
市

町
村

が
電

子
化

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
情

報
。

・
疾

病
及

び
異

常
の

診
察

所
見

・
新

生
児

聴
覚

検
査

に
関

す
る

情
報

・
風

疹
抗

体
検

査
に

関
す

る
情

報

最
低
限
電
子
化

す
べ
き
情
報

※
妊

婦
健

診
は

対
象

外

転
居

や
進

学
の

際
に

、
他

の
市

町
村

や
学

校
に

引
き

継
が

れ
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
市

町
村

が
必

ず
電

子
化

す
る

情
報

。

・
各

健
診

時
に

お
け

る
受

診
の

有
無

・
診

察
所

見
の

判
定

に
関

す
る

情
報

２
．
電
子
的
記
録
の
利
活
用
に
つ
い
て

３
．
今
後
の
検
討
事
項

○
引

き
続

き
検

討
が

必
要

と
さ

れ
た

主
な

課
題

。
・

電
子

的
記

録
の

保
存

年
限

・
電

子
的

記
録

の
保

存
形

式
の

標
準

化
・

デ
ー

タ
化

す
る

項
目

の
定

義
や

健
診

の
質

の
標

準
化

・
学

校
健

診
情

報
と

の
連

携
に

つ
い

て
・

任
意

の
予

防
接

種
情

報
の

把
握

に
つ

い
て

・
市

町
村

に
お

け
る

母
子

保
健

分
野

の
情

報
の

活
用

の
在

り
方

に
つ

い
て

・
ビ

ッ
グ

デ
ー

タ
と

し
て

の
利

用
に

つ
い

て
・

個
人

単
位

化
さ

れ
る

被
保

険
者

番
号

の
活

用
に

か
か

る
検

討
も

踏
ま

え
た

医
療

等
分

野
に

お
け

る
情

報
と

の
連

携
に

つ
い

て
な

ど

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
で

の
閲

覧
市

町
村

間
で

の
情

報
連

携

○
生

涯
を

通
じ

た
Ｐ

Ｈ
Ｒ

制
度

構
築

の
観

点
か

ら
、

医
療

機
関

等
に

お
い

て
は

、
健

診
情

報
等

を
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
に

よ
り

管
理

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
も

踏
ま

え
、

医
療

情
報

も
含

め
た

個
人

の
健

康
情

報
を

同
一

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
で

閲
覧

す
る

方
法

等
に

つ
い

て
今

後
検

討
が

必
要

。
○

現
状

、
学

校
そ

の
も

の
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
に

お
い

て
番

号
利

用
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

行
政

機
関

、
地

方
公

共
団

体
等

と
し

て
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

学
校

健
診

情
報

と
母

子
保

健
情

報
の

連
携

に
当

た
っ

て
は

検
討

が
必

要
。

○
市

町
村

が
精

密
健

康
診

査
対

象
者

の
精

密
健

康
診

査
結

果
を

確
認

す
る

際
に

、
医

療
機

関
か

ら
返

却
さ

れ
る

精
密

健
康

診
査

結
果

を
効

率
的

に
照

合
す

る
等

の
活

用
を

進
め

る
こ

と
を

念
頭

に
、

被
保

険
者

番
号

も
把

握
す

る
方

向
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
り
管
理
」
「
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
識
別
子
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

（
背

景
）

・
健

診
の

実
施

主
体

た
る

市
町

村
に

お
い

て
情

報
が

保
有

・
管

理
さ

れ
て

い
る

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
に

係
る

情
報

イ
ン

フ
ラ

が
全

国
的

に
整

備
さ

れ
て

い
る

乳
幼
児
期
・
学
童
期
の
健
康
情
報
の
一
元
的
活
用
の
検
討
な
ど
に
取
り
組
む
。

（
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
平

成
3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
乳
幼
児
期
・
学
童
期
の
健
康
情
報
の
一
元
的
活
用
の
検
討
な
ど
に
取
り
組
む
。

（
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
平

成
3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
政
府

方
針

Ｐ
Ｈ

Ｒ
（

P
e
rs

o
n
a
l 
H

e
a
lt
h
 R

e
co

rd
）

に
つ

い
て

、
平

成
3
2
年

度
よ

り
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
本

人
等

へ
の

デ
ー

タ
の

本
格

的
な

提
供

を
目

指
す

。
そ

の
た

め
、

予
防

接
種

（
平

成
2
9
年

度
提

供
開

始
）

に
加

え
て

、
平
成
3
2
年
度
か
ら
特
定
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
健
診
デ
ー
タ
の
提
供
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
指
す

。
（

未
来

投
資

戦
略

2
0
1
8

平
成

3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）

Ｐ
Ｈ

Ｒ
（

P
e
rs

o
n
a
l 
H

e
a
lt
h
 R

e
co

rd
）

に
つ

い
て

、
平

成
3
2
年

度
よ

り
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
本

人
等

へ
の

デ
ー

タ
の

本
格

的
な

提
供

を
目

指
す

。
そ

の
た

め
、

予
防

接
種

（
平

成
2
9
年

度
提

供
開

始
）

に
加

え
て

、
平
成
3
2
年
度
か
ら
特
定
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
健
診
デ
ー
タ
の
提
供
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
指
す

。
（

未
来

投
資

戦
略

2
0
1
8

平
成

3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
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成
育
基
本
法
の
概
要

主
な
内
容

法
律
の
目
的

公
布
か
ら
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
（
令
和
元
年
1
2
月
1
日
）

施
行
日

※
「
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
3
0
年
法
律
第
1
0
4
号
）

※
2
0
1
8
年
1
2
月
1
4
日
公
布

次
代
の
社
会
を
担
う
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本

理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
及
び
医
療
関
係
者
等
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護

者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。

○
基
本
理
念

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

保
障
さ
れ
る
権
利
の
尊
重

・
多
様
化
・
高
度
化
す
る
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た

成
育
医
療
等
の
切
れ
目
な
い
提
供

・
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

適
切
な
成
育
医
療
等
の
提
供

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供
、
社
会
的
経
済
的
状
況

に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備

○
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
、
医
療
関
係
者
等
の
責
務

○
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力

○
法
制
上
の
措
置
等

○
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
（
毎
年
１
回
）

○
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
と
評
価

※
閣
議
決
定
に
よ
り
策
定
し
、
公
表
す
る
。

※
少
な
く
と
も
６
年
ご
と
に
見
直
す

○
基
本
的
施
策

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
教
育
及
び
普
及
啓
発

・
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
の
整
備
等

例
：
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
予
防
接
種
等
に
関
す
る
記
録

成
育
過
程
に
あ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
死
亡
の
原
因
に
関
す
る
情
報

・
調
査
研
究

○
成
育
医
療
等
協
議
会
の
設
置

※
厚
生
労
働
省
に
設
置

※
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命

※
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
。

○
都
道
府
県
の
医
療
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
計
画
の
作
成
の
際
の

成
育
医
療
等
へ
の
配
慮
義
務
（
努
力
義
務
）
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①
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画

（
児
童
福
祉
法
第

33
条
の

22
第

1項
）

②
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

（
社
会
福
祉
法
第

10
8条
第
１
項
）

③
自
立
促
進
計
画

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第

11
条

第
２
項
第
３
号
）

④
都
道
府
県
障
害
者
計
画

（
障
害
者
基
本
法
第

11
条
第

2項
）

⑤
予
防
計
画

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
第

10
条
第
１
項
）

⑥
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画

（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
第

14
条
第

1項
）

⑦
都
道
府
県
基
本
計
画

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
第
２
条
の
３
第
１
項
）

⑧
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画

（
健
康
増
進
法
第
８
条
第
１
項
）

⑨
都
道
府
県
食
育
推
進
計
画

（
食
育
基
本
法
第

17
条
第
１
項
）

成
育
基
本
法
第
１
９
条
第

1項
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
計
画

⑩
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

89
条
第
１
項
）

⑪
都
道
府
県
自
殺
対
策
計
画

（
自
殺
対
策
基
本
法
第

13
条
第
１
項
）

⑫
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画

（
が
ん
対
策
基
本
法
第

12
条
第

1項
）

⑬
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

（
教
育
基
本
法
第

17
条
第
２
項
）

⑭
都
道
府
県
子
ど
も
・若
者
計
画

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
９
条
第
１
項
）

⑮
都
道
府
県
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

62
条
第
１
項
）

⑯
都
道
府
県
計
画

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

9条
第

1項
）

⑰
都
道
府
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
計
画

（
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
第

14
条
第
１
項
）

⑱
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
第

13
条
第
１
項
）

⑲
都
道
府
県
循
環
器
病
対
策
推
進
計
画

（
健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対
策

に
関
す
る
基
本
法
第

11
条
第
１
項
）

（
医
療
計
画
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
）

第
19
条
都
道
府
県
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
成
育
医
療
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配

慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

成
育
基
本
法
第
1
9
条
第
１
項

政
令
で
定
め
る
計
画
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住
民
（
親
子
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ

連
携
と
協
働

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
構
築

企
業

医
療
機
関

研
究
機
関

学
校

地
方
公
共
団
体

○
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
母
子
保
健
の
国
民
運
動
計
画

○
2
1
世
紀
の
母
子
保
健
の
取
組
の
方
向
性
と
目
標
や
指
標
を
示
し
た
も
の

○
第
１
次
計
画
（
2
0
0
1
年
～
2
0
1
4
年
）
・
第
２
次
計
画
（
2
0
1
5
年
度
～
2
0
2
4
年
度
）

「
健
や
か
親
子
２
１
」
と
は

【
基
盤
課
題
Ａ
】

切
れ
目
な
い
妊
産
婦
・

乳
幼
児
へ
の

保
健
対
策

【
基
盤
課
題
Ｂ
】

学
童
期
・
思
春
期
か
ら

成
人
期
に
向
け
た

保
健
対
策

【
基
盤
課
題
Ｃ
】

子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
を
見
守
り
育
む

地
域
づ
く
り

【
重
点
課
題
①
】

育
て
に
く
さ
を
感
じ
る

親
に
寄
り
添
う
支
援

【
重
点
課
題
②
】

妊
娠
期
か
ら
の

児
童
虐
待
防
止
対
策

「
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
」
の
実
現

健
や
か
親
子
２
１
推
進
協
議
会

国
（
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
等
）
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成
育
基
本
法
と
健
や
か
親
子
2
1
の
関
係

子
ど
も
と
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

・
医
療
提
供
体
制
の
整
備

・
救
急
医
療
の
充
実

な
ど

子
ど
も
と
妊
産
婦
に
対
す
る
保
健

健
や
か
親
子

21
平
成

26
年
局
長
通
知

・
健
康
の
保
持
・
増
進

・
社
会
か
ら
の
孤
立
の
防
止
、
不
安
の
緩
和

・
虐
待
の
予
防
、
早
期
発
見

・
健
康
診
査
、
健
康
診
断
の
適
切
な
実
施

・
心
身
の
健
康
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
な
ど

国
民
へ
の
教
育
・
普
及
啓
発

・
子
ど
も
の
心
身
の
健
康
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児
、

子
ど
も
と
の
愛
着
の
形
成
等
に
関
す
る
教
育
と
普
及

啓
発
な
ど

成
育
基
本
法

平
成

30
年

12
月
成
立

子
ど
も
の
健
康
に
関
す
る
記
録
の
収
集

・
予
防
接
種
、
乳
幼
児
健
康
診
査
、
学
校
健
診
の
記
録
の
収
集
と

管
理
、
活
用

・
子
ど
も
の
死
因
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
管
理
、
活
用
な
ど

調
査
研
究

・
妊
娠
、
出
産
、
育
児
、
子
ど
も
の
心
身
の
健
康
に

関
す
る
調
査
、
研
究
な
ど

基
本
的
施
策

国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
、

医
療
関
係
者
等
の
責
務

定
義

基
本
理
念

関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力

施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表

法
制
上
の
措
置
等

成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定

（
閣
議
決
定
・
公
表
・最
低

6年
ご
と

の
見
直
し
）
と
評
価

成
育
医
療
等
協
議
会
の
設
置
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課
題
名

課
題
の
説
明

基
盤
課
題

Ａ
切
れ
目
な
い
妊
産
婦
・

乳
幼
児
へ
の
保
健
対
策

妊
娠
・
出
産
・
育
児
期
に
お
け
る
母
子
保
健
対
策
の
充
実
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
各
事
業
間
や
関

連
機
関
間
の
有
機
的
な
連
携
体
制
の
強
化
や
、
情
報
の
利
活
用
、
母
子
保
健
事
業
の
評
価
・
分
析

体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
切
れ
目
な
い
支
援
体
制
の
構
築
を
目
指
す
。

基
盤
課
題

Ｂ

学
童
期
・
思
春
期
か
ら

成
人
期
に
向
け
た
保
健

対
策

児
童
生
徒
自
ら
が
、
心
身
の
健
康
に
関
心
を
持
ち
、
よ
り
良
い
将
来
を
生
き
る
た
め
、
健
康
の
維

持
・
向
上
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
多
分
野
の
協
働
に
よ
る
健
康
教
育
の
推
進
と
次
世
代
の
健
康
を
支
え

る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。

基
盤
課
題

Ｃ

子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を
見
守
り
育
む
地
域

づ
く
り

社
会
全
体
で
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
見
守
り
、
子
育
て
世
代
の
親
を
孤
立
さ
せ
な
い
よ
う
支
え

て
い
く
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
。
具
体
的
に
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
子
育
て
支
援
施
策
の
拡

充
に
限
ら
ず
、
地
域
に
あ
る
様
々
な
資
源
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
民
間
団
体
、
母
子
愛
育
会
や
母
子
保
健
推
進
員

等
）
と
の
連
携
や
役
割
分
担
の
明
確
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。

重
点
課
題

①
育
て
に
く
さ
を
感
じ
る
親

に
寄
り
添
う
支
援

親
子
が
発
信
す
る
様
々
な
育
て
に
く
さ
（
※
）
の
サ
イ
ン
を
受
け
止
め
、
丁
寧
に
向
き
合
い
、
子
育
て
に

寄
り
添
う
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
重
点
課
題
の
一
つ
と
す
る
。

（
※
）
育
て
に
く
さ
と
は
：
子
育
て
に
関
わ
る
者
が
感
じ
る
育
児
上
の
困
難
感
で
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
子

ど
も
の
要
因
、
親
の
要
因
、
親
子
関
係
に
関
す
る
要
因
、
支
援
状
況
を
含
め
た
環
境
に
関
す
る
要
因

な
ど
多
面
的
な
要
素
を
含
む
。
育
て
に
く
さ
の
概
念
は
広
く
、
一
部
に
は
発
達
障
害
等
が
原
因
と
な
っ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。

重
点
課
題

②
妊
娠
期
か
ら
の
児
童
虐

待
防
止
対
策

児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
①
発
生
予
防
に
は
、
妊
娠
届
出
時
な
ど
妊
娠
期
か
ら

関
わ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
②
早
期
発
見
・
早
期
対
応
に
は
、
新
生
児
訪
問
等
の
母
子
保
健
事

業
と
関
係
機
関
の
連
携
強
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
重
点
課
題
の
一
つ
と
す
る
。

「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
に
お
け
る
課
題
の
概
要

－357－

TTYIY
テキスト ボックス
資料67



「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
（

20
15
～

20
24
年
）
の
中
間
評
価
に
つ
い
て

全
体
の
目
標
達
成
状
況
等
の
評
価

～
52
指
標
の
う
ち
、
6
5％
が
改
善
～

評
価
区
分

該
当
指
標
数

（
割
合
）

該
当
項
目

改 善 し た

Ａ
目
標
を
達
成
し
た

12
(2

3.
1%

)

○
妊
娠
・
出
産
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る
者
の
割
合

○
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
を
妊
娠
中
に
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
母
親
の
割
合

○
積
極
的
に
育
児
を
し
て
い
る
父
親
の
割
合
等

Ｂ
目
標
に
達
し
て

い
な
い
が
改
善
し
た

22
(4

2.
3%

)
○
乳
幼
児
健
康
診
査
の
受
診
率

○
育
児
期
間
中
の
両
親
の
喫
煙
率

○
地
域
と
学
校
が
連
携
し
た
健
康
等
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
状
況
等

Ｃ
変
わ
ら
な
い

５

(9
.6

%
)

○
十
代
の
自
殺
死
亡
率

○
児
童
・
生
徒
に
お
け
る
痩
身
傾
向
児
の
割
合

○
育
て
に
く
さ
を
感
じ
た
と
き
に
対
処
で
き
る
親
の
割
合
等

Ｄ
悪
く
な
っ
て
い
る

４

(7
.7

%
)
○
朝
食
を
欠
食
す
る
子
ど
も
の
割
合

○
発
達
障
害
を
知
っ
て
い
る
国
民
の
割
合
等

Ｅ
評
価
で
き
な
い

９

(1
7.

3%
)
○
母
子
保
健
分
野
に
携
わ
る
関
係
者
の
専
門
性
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
地

方
公
共
団
体
の
割
合

○
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
数
等
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○
予

防
の

た
め
の
子

ど
も

の
死

亡
検
証
（

Ch
il
d
 D
e
at
h
 R
e
vi

ew
（

以
下

「
CD
R」

と
い

う
。
）

）
は

、
子
ど

も
が
死
亡

し
た

時
に

、
複
数
の

機
関

や
専

門
家
（
医

療
機

関
、

警
察
、
消

防
、

行
政

関
係
者
等

）
が

、
子

ど
も
の
既

往
歴

や
家

族
背
景
、

死
に

至
る

直
接
の
経

緯
等

に
関

す
る
様
々

な
情

報
を

基
に
死
因

調
査

を
行

う
こ
と
に

よ
り

、
効

果
的
な
予

防
対

策
を

導
き
出
し

予
防

可
能

な
子
ど
も

の
死

亡
を

減
ら
す
こ

と
を

目
的

と
す
る
も

の
。

○
今

般
、

成
育
基
本

法
や

、
死

因
究
明
等

推
進

法
の

成
立
を
踏

ま
え

、
一

部
の
都
道

府
県

に
お

い
て
、
実

施
体

制
の

整
備
を
モ

デ
ル

事
業

と
し
て
試

行
的

に
実

施
し
、
そ

の
結

果
を

国
へ
フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す
る
こ

と
で

、
制

度
化
に
向

け
た

検
討

材
料
と

す
る

。

＜
事

業
イ
メ

ー
ジ
＞

■
実
施
主
体

：
都
道
府
県
（
全
国
で
13
箇
所
程
度
を
想
定
）
※
中
核
を
担
う
医
療
関
係
団
体
等
（
医
師
会
、
医
療
機
関
へ
の
委
託
も
可
）

■
補
助
単
価

（
案
）
：
11
,9
48
千
円

■
補
助
率
（
案
）
：
国
10
/1
0

■
事
業
内
容

○
CD
R関

係
機
関
連
絡
調
整
会
議
：

医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
と
子
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
調
査
依
頼
や
、
こ
れ
に
対
す
る
報
告
な
ど
の
連
携

を
行

う
た
め
、
関
係
機
関
に
よ
る
調
整
会
議
を
実
施
し
、
デ
ー
タ
の
収
集
等
を
円
滑
に
行
う
環
境
を
整
え
る
。

○
CD
Rデ

ー
タ
収
集
・
整
理
等
：

子
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
（
医
学
的
死
因
、
社
会
的
原
因
）
を
関
係
機
関
か
ら
収
集
し
、
標
準
化
し
た
フ
ォ
ー

マ
ッ

ト
（
死
亡
調
査
票
：
厚
労
科
研
事
業
で
作
成
中
）
に
記
録
。

○
多
機
関

検
証
委
員
会
（
政
策
提
言
委
員
会
）
：
死
因
を
多
角
的
に
検
証
す
る
た
め
、
医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
の
様
々
な
専
門
職
や
有
識

者
を

集
め
て
検
証
委
員
会
を
開
催
し
、
検
証
結
果
を
標
準
化
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
死
亡
検
証
結
果
表
）
に
記
録
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県

に
対

し
、
検
証
結
果
を
も
と
に
今
後
の
対
応
策
な
ど
を
ま
と
め
た
提
言
を
行
う
。

②
CD
Rデ

ー
タ
収
集
・
整
理
等

①
CD
R関

係
機
関

連
絡
調
整
会
議

③
多
機
関
検
証
委
員
会

（
政
策
提
言
委
員
会
）

④
都
道
府
県
へ

提
言

【
事
業
の
流
れ
】

①
C
D
R関

係
機
関

連
絡
調

整
会

議
に

よ
り
、

関
係
機

関
か
ら

の
デ
ー
タ

収
集

の
環

境
を
整

え
る
。

②
関
係

機
関
よ

り
収
集
し

た
デ

ー
タ

の
整
理

等
を
行

う
。

③
整
理

さ
れ
た

デ
ー
タ
に

基
づ

き
様

々
な
機

関
を
招

集
し
、

検
証
委
員

会
を

開
催

。

④
そ
の

後
、
ま

と
め
ら
れ

た
検

証
結

果
を
も

と
に
、

検
証
委

員
会
か
ら

都
道

府
県

に
対
し

、
今

後
の

対
応
策

な
ど
を
ま

と
め

た
提

言
を

行
う
。

予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
【
拡
充
】

Ｒ
３
予
算
案
：
1.
1億

円
（
Ｒ
２
予
算
額
：
0.
6億

円
）
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《
保

育
関

係
予

算
案

の
主

な
内

容
》

１
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
等

（
令

和
２

年
度

３
次

補
正

）
（

P
3
以

降
参

照
）

４
７

８
億

円
○

令
和

２
年

度
１

次
、

２
次

補
正

に
加

え
、

職
員

が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
保

育
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費

（
か

か
り

増
し

経
費

）
や

、
都

道
府

県
等

が
保

育
所

等
に

配
布

す
る

マ
ス

ク
等

の
購

入
、

保
育

所
等

の
消

毒
に

必
要

と
な

る
経

費
の

支
援

を
行

う
。

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

防
止

の
た

め
、

保
育

の
周

辺
業

務
や

補
助

業
務

に
係

る
IC

T
等

を
活

用
し

た
業

務
シ

ス
テ

ム
の

導
入

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、

在
宅

等
で

研
修

が
受

講
で

き
る

よ
う

、
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

を
行

う
た

め
に

必
要

な
教

材
作

成
経

費
等

を
支

援
す

る
。

○
生

活
が

困
窮

し
て

い
る

学
生

を
支

援
す

る
た

め
、

指
定

保
育

士
養

成
施

設
に

通
う

学
生

の
修

学
資

金
の

貸
付

原
資

を
積

み
増

す
。

○
保

育
の

受
け

皿
整

備
等

を
進

め
る

た
め

、
保

育
所

等
の

整
備

に
必

要
な

経
費

を
補

助
す

る
。

２
「

新
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
」

に
基

づ
く

保
育

の
受

け
皿

整
備

（
P
6
以

降
参

照
）

６
０

２
億

円
（

７
６

７
億

円
）

＊
令

和
３

年
度

の
保

育
の

受
け

皿
整

備
量

は
5
.9

万
人

。
令

和
２

年
度

３
次

補
正

予
算

案
へ

の
前

倒
し

分
と

合
わ

せ
て

8
3
8
億

円

○
「

新
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
」

に
参

加
す

る
自

治
体

に
お

い
て

も
、

補
助

率
の

嵩
上

げ
（

１
／

２
→

２
／

３
）

等
を

引
き

続
き

実
施

す
る

。
○

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
受

け
皿

整
備

や
、

地
域

偏
在

の
解

消
、

保
育

環
境

の
向

上
等

を
図

る
た

め
、

利
用

者
の

利
便

性
向

上
の

た
め

の
改

修
や

、
よ

り
よ

い
保

育
の

環
境

を
整

備
す

る
た

め
の

改
修

等
も

補
助

対
象

に
加

え
る

。
○

安
心

こ
ど

も
基

金
に

お
け

る
保

育
の

受
け

皿
整

備
事

業
の

実
施

期
限

を
令

和
６

年
度

末
ま

で
延

長
す

る
。

（
社

会
・

援
護

局
予

算
）

○
社

会
福

祉
施

設
職

員
等

退
職

手
当

共
済

制
度

に
よ

る
保

育
所

等
に

対
す

る
公

費
助

成
予

算
を

延
長

す
る

。

1

【
令

和
３

年
度

予
算

案
】

【
前

年
度

予
算

】
９

４
７

億
円

（
１

，
０

６
３

億
円

）
【

厚
生

労
働

省
予

算
】

１
兆

９
，

１
０

２
億

円
（

１
兆

８
，

６
５

６
億

円
）

【
内

閣
府

予
算

】
【

令
和

２
年

度
３

次
補

正
予

算
案

】
４

７
８

億
円

【
厚

生
労

働
省

予
算

】

【
令

和
３

年
度

予
算

案
】

【
前

年
度

予
算

】

保
育

関
係

予
算

の
概

要
【

令
和

２
年

度
３

次
補

正
予

算
案

・
令

和
３

年
度

予
算

案
】

【
令

和
２

年
度

３
次

補
正

予
算

案
】
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３
保

育
人

材
確

保
の

た
め

の
総

合
的

な
対

策
（

P
8
以

降
参

照
）

１
９

１
億

円
（

１
９

０
億

円
)

○
保

育
現

場
で

就
業

し
や

す
く

な
る

よ
う

、
保

育
士

の
専

門
的

な
保

育
技

術
を

可
視

化
す

る
な

ど
の

保
育

の
見

え
る

化
を

含
め

情
報

発
信

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

作
成

や
保

育
体

験
イ

ベ
ン

ト
な

ど
、

様
々

な
対

象
者

に
対

す
る

保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
保

育
士

確
保

や
定

着
、

労
働

条
件

等
の

改
善

に
配

慮
し

た
取

組
等

に
関

し
て

、
関

係
機

関
と

も
連

携
し

て
、

相
談

し
や

す
い

環
境

を
整

備
す

る
。

○
保

育
士

の
業

務
負

担
の

軽
減

・
働

き
方

の
見

直
し

を
行

い
、

魅
力

あ
る

職
場

づ
く

り
を

支
援

す
る

た
め

、
社

会
保

険
労

務
士

な
ど

が
巡

回
し

、
保

育
所

等
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

を
行

う
保

育
所

等
の

啓
発

セ
ミ

ナ
ー

等
を

支
援

す
る

。
○

保
育

士
宿

舎
借

り
上

げ
支

援
事

業
に

つ
い

て
、

対
象

者
の

予
見

可
能

性
を

高
め

る
た

め
に

要
件

を
見

直
す

と
と

も
に

、
事

業
の

対
象

と
な

る
者

と
な

ら
な

い
者

と
の

公
平

性
等

に
鑑

み
、

対
象

期
間

の
段

階
的

な
見

直
し

を
図

る
。

○
保

育
士

の
補

助
を

行
う

保
育

補
助

者
の

勤
務

時
間

週
3
0
時

間
以

下
の

要
件

を
撤

廃
し

事
業

の
促

進
を

図
る

。
○

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
の

機
能

強
化

を
図

る
た

め
、

情
報

発
信

機
能

の
強

化
や

管
内

の
保

育
所

等
を

巡
回

し
て

マ
ッ

チ
ン

グ
機

能
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携

や
保

育
補

助
者

等
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

新
た

に
実

施
す

る
。

な
ど

４
多

様
な

保
育

の
充

実
（

P
1
5
以

降
参

照
）

１
１

０
億

円
（

７
０

億
円

）
○

モ
デ

ル
事

業
と

し
て

実
施

し
て

い
る

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

モ
デ

ル
事

業
を

一
般

事
業

化
す

る
と

と
も

に
、

喀
痰

吸
引

等
研

修
を

受
講

し

た
保

育
士

の
処

遇
改

善
を

実
施

す
る

。
○

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
保

育
需

要
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を

行
う

た
め

、
送

迎
セ

ン
タ

ー
の

か
所

数
に

よ
ら

ず
、

送
迎

バ
ス

の
台

数
や

保
育

士
の

配
置

に
応

じ
て

加
算

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
と

と
も

に
、

こ
ど

も
送

迎
セ

ン
タ

－
等

事
業

を
実

施
す

る
委

託
事

業
者

が
損

害
保

険
等

に
加

入
し

た
場

合
の

保
険

料
等

を
支

援
す

る
。

○
外

国
籍

の
子

ど
も

が
占

め
る

割
合

が
特

に
高

い
保

育
所

等
に

つ
い

て
、

保
育

士
を

加
配

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
。

な
ど

５
認

可
外

保
育

施
設

の
質

の
確

保
・

向
上

（
P
2
2
以

降
参

照
）

２
０

億
円

（
２

９
億

円
）

○
認

可
外

保
育

施
設

が
遵

守
・

留
意

す
べ

き
内

容
等

に
関

す
る

指
導

・
助

言
を

行
う

「
巡

回
支

援
指

導
員

」
の

配
置

等
を

支
援

す
る

。

○
認

可
外

保
育

施
設

が
設

備
面

に
お

い
て

認
可

保
育

所
等

の
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

や
移

転
費

等
の

補
助

を
行

う
。

な
ど

６
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

着
実

な
実

施
（

P
2
4
以

降
参

考
）

１
兆

９
,１

２
０

億
円

（
１

兆
８

,６
５

６
億

円
）

○
す

べ
て

の
子

ど
も

・
子

育
て

家
庭

を
対

象
に

、
市

区
町

村
が

実
施

主
体

と
な

り
、

教
育

・
保

育
、

地
域

の
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

の
量

的
拡

充
及

び
質

の
向

上
を

図
る

。
ま

た
、

保
育

士
の

処
遇

改
善

、
幼

児
教

育
・

保
育

の
無

償
化

等
を

引
き

続
き

実
施

す
る

。
〇

病
児

保
育

の
補

助
単

価
に

つ
い

て
、

提
供

体
制

の
安

定
的

な
確

保
の

た
め

利
用

児
童

数
の

変
動

に
よ

ら
な

い
基

本
単

価
の

引
上

げ
を

図
る

。
〇

保
育

コ
ン

シ
ェ

ル
ジ

ュ
（

利
用

者
支

援
事

業
（

特
定

型
）

）
に

つ
い

て
、

待
機

児
童

数
が

5
0
人

未
満

で
あ

る
市

区
町

村
で

も
利

用
可

能
と

な
る

よ
う

実
施

要
件

を
見

直
す

。
な

ど
2

【
令

和
３

年
度

予
算

案
】

【
前

年
度

予
算

】
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3

１
．

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

等
（

令
和

２
年

度
３

次
補

正
）

４
７

８
億

円
保
育
所
等
に
お
い
て
、
感
染
症
に
対
す
る
強
い
体
制
を
整
え
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
し
つ
つ
、
事
業
を
継
続
的
に

提
供
し
て
い
く
た
め
、
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
保
育
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要

な
経
費
（
か
か
り
増
し
経
費
）
や
、
都
道
府
県
等
が
保
育
所
等
に
配
布
す
る
マ
ス
ク
等
の
購
入
や
消
毒
に
必
要
と
な

る
経
費
等
を
支
援
す
る
。

ま
た
、
保
育
の
周
辺
業
務
や
補
助
業
務
に
係
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
業
務
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
支
援
す
る
と
と

も
に
保
育
士
資
格
の
取
得
や
再
就
職
を
目
指
す
者
等
に
対
す
る
修
学
資
金
等
の
貸
付
原
資
等
を
補
助
す
る
。

新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
保
育
の
受
け
皿
整
備
等
を
進
め
る
た
め
、
保
育
所
等
の
整
備
に
必
要
な
経
費
を

前
倒
し
て
補
助
す
る
。

（
１
）
保
育
環
境
改
善
等
事
業
（
P
2
8
参
照
）

１
１
７
億
円

令
和
２

年
度

１
次
、

２
次

補
正

に
加

え
、
職
員
が

感
染
症
対
策
の
徹
底
を

図
り
な
が

ら
保
育

を
継

続
的

に
実

施
し
て

い
く

た
め

に
必

要

な
経
費

（
か

か
り

増
し
経

費
）

や
、

都
道
府
県
等

が
保
育
所
等
に

配
布
す
る
マ
ス
ク

等
購

入
、
保

育
所

等
の

消
毒

に
必
要

と
な

る
経

費
を

支
援
す
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
又
は

市
区
町
村
、
市
区
町
村
等
が
認
め
た
者

【
対
象
施
設
】

保
育
所
、
幼
保
連
携
認
定

こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
事
業
所
、
認
可
外
保
育
施
設
、
児
童
厚
生
施
設

【
補
助
基
準
額
(案

)】
１
施
設
当
た
り

（
１
）
定
員
19

人
以
下

30
0千

円
（
２
）
定
員
20

以
上
59
人
以
下

40
0千

円
（
３
）
定
員
60

人
以
上

50
0千

円
（
４
）
児
童
厚
生
施
設
及

び
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

30
0千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、

都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
２
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4

（
２
）
保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
事
業
【
新
規
】
（
P
2
9
参
照
）

１
４
億
円

新
型

コ
ロ

ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の
感
染

拡
大

防
止

の
た
め
、

保
育

の
周

辺
業
務
や

補
助

業
務

に
係
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

等
を

活
用
し
た

業
務

シ
ス

テ
ム
の

導
入
を
支

援
す

る
と

と
も
に
、

都
道

府
県

等
で
実
施

さ
れ

て
い

る
研
修
に

つ
い

て
、

在
宅
等
で

受
講

で
き

る
よ
う
、

オ

ン
ラ

イ
ン
研

修
を
行
う

た
め

に
必
要

な
教
材

作
成

経
費

等
を
支
援

す
る

。

都
道

府
県

が
実
施

す
る

保
育

士
試
験
の

申
請

手
続

や
保
育
士

資
格

の
登

録
申
請
手

続
等

に
つ

い
て
、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ
る
手

続
を

可
能

と
す
る

た
め
に
必

要
な

シ
ス

テ
ム
改
修

費
等

を
支

援
す
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
（
１
）
(ｱ
)業

務
の
IC
T化

等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
導
入

１
施
設

当
た
り

1,
00
0千

円
(ｲ
)翻

訳
機
等

の
購
入

１
施
設

当
た
り

15
0千

円
（
２
）
認
可
外

保
育
施
設
に
お
け
る
機
器
の
導
入

１
施
設

当
た
り

20
0千

円
（
３
）
病
児
保
育
事
業
等

の
業
務
（
予
約
・
キ
ャ
ン
セ
ル
等
）
の
IC
T化

を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
導
入

(ｱ
)１

自
治

体
当
た
り

8,
00
0千

円
(ｲ
)１

施
設

当
た
り

1,
00
0千

円
（
４
）
研
修
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
事
業

１
自
治
体

当
た
り

4,
00
0千

円
（
５
）
保
育
士
資
格
取
得

に
係
る
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
化

総
額
49
,8
20
千
円
の
う
ち
令
和
元
年
度
の
各
都
道
府
県
の
受
験
者
数
の
割
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定

【
補
助
割
合
】

（
１
）
国
：
１
／
２

、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

（
２
）
国
：
１
／
２

、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

（
３
）
(ｱ
)国

：
１

／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

(ｲ
)国

：
１
／
２
、
市
区

町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

※
（

１
）

～
（

３
）

に
つ
い
て
、

地
方
自
治
体
が

運
営
す
る
施
設

(＊
)を

対
象

に
す
る

場
合

は
、

国
：

１
／

２
、
自

治
体

：
１

／
２

＊
（
１

）
～

（
２

）
は

財
政
力
指
数

が
1.
0
未
満

の
地
方
自
治
体
が

対
象

。

（
４
）
国
：
１
／
２

、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
２

（
５
）
国
：
１
／
２

、
都
道
府
県
：
１
／
２
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5

（
３
）
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
（
P
3
0
参
照
）

２
９
億
円

保
育

士
資

格
の
取

得
や

再
就

職
を
目
指

す
者

等
に

対
す
る
修

学
資

金
等

の
貸
付
原

資
等

を
補

助
す
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市

【
貸
付
額
（
上
限
）
(案

)】
①
保
育
士
修
学
資
金
貸
付

ア
学
費

50
千
円
（
月
額
）

イ
入
学
準
備
金

20
0千

円
（
初
回
に
限
る
）

ウ
就
職
準
備
金

20
0千

円
（
最
終
回
に
限
る
）

エ
生
活
費
加
算

40
～
50
千
円
程
度
（
月
額
）

②
保
育
補
助
者
雇
上
支
援

2,
95
3千

円
（
年
額
）

短
時
間
勤

務
の
場
合

2,
21
5千

円
（
年
額
）

③
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の
保
育
所
復
帰
支
援

54
千
円
の
半

額
（
月
額
）

④
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援

就
職
準
備
金

40
0千

円
⑤
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の
子
ど
も
の
預
か
り
支
援

事
業
利

用
料
金
の
半
額

【
貸
付
期
間
】

①
最
長
２
年
間

②
最
長
３
年
間

③
１
年
間

⑤
２
年
間

【
返
還
免
除
】

①
卒
業
後
、
５
年
間
の
実
務
従
事

②
保
育
補
助
者
が
原
則
と
し
て
３
年
間
で
保
育
士
資
格
を
取
得
又
は
こ
れ
に
準
じ
る
場
合

③
、
④
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事

⑤
２
年
間
の
勤
務

【
補
助
割
合
】

国
：
９
／
10
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
：
１
／
10

（
４
）
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
保
育
の
受
け
皿
整
備
の
前
倒
し
（
P
3
1
参
照
）
３
１
７
億
円

（
保
育
所
等
整
備
交
付
金
：
１
５
８
億
円
、
保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
：
１
６
０
億
円
）

保
育

の
受
け

皿
整
備

等
を

進
め

る
た
め
、

保
育

所
等

の
整
備
に

必
要

な
経

費
を
補
助

す
る

。
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２
．

「
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
に

基
づ

く
保

育
の

受
け

皿
整

備
６

０
２

億
円

（
７

６
７

億
円

）
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度
末
ま
で
に
約
14
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
を
確
保
す
る
た
め
、

保
育
所
等
の
整
備
な
ど
に
よ
る
受
入
児
童
数
の
拡
大
を
図
る
。

（
１
）
保
育
所
等
整
備
交
付
金
（
P
3
2
参
照
）

４
９
７
億
円

（
６
３
８
億
円
）

市
区
町

村
が
策
定

す
る

整
備

計
画
等
に

基
づ

き
、

保
育
所
、

認
定

こ
ど

も
園
及
び

小
規

模
保

育
事
業
所

に
係

る
施

設
整
備
事

業
及

び
保

育
所
等

の
防
音
壁

設
置

の
実

施
に
要
す

る
経

費
に

充
て
る
た

め
、

市
区

町
村
に
交

付
金

を
交

付
す
る
。

「
新

子
育
て

安
心
プ
ラ

ン
」

に
参

加
す
る
自

治
体

に
お

い
て
も
、
補

助
率

の
嵩

上
げ
（

１
／

２
→

２
／
３
）

等
を

引
き

続
き
実
施

す

る
。

6

【
対
象
事

業
】

・
保
育
所
整
備
事
業

・
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業
（
幼
稚
園
型
）

・
小
規
模
保
育
整
備
事
業

・
防
音
壁
整
備
事
業

・
防
犯
対
策
強
化
整
備
事
業

【
実
施
主

体
】

市
区
町
村

【
設
置
主

体
】

社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
学
校
法
人
等

（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
公
立
を
除
く
）

【
補
助
割

合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
設
置
主
体
：
１
／
４

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
:2
/3
、
市
区
町
村
:1
/1
2、

設
置
主
体
:1
/4

◆
安
心
こ
ど
も
基
金
に
お
け
る
保
育
の
受
け
皿
整
備
事
業
の
実
施
期
限
に
つ
い
て
、
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」

に
合
わ
せ
、
令
和
６
年
度
末
ま
で
延
長
す
る
。

◆
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
制
度
に
よ
る
保
育
所
等
に
対
す
る
公
費
助
成
予
算
を
延
長
す
る
。
（
社

会
・
援
護
局
予
算
）
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（
２
）
保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】
（
P
3
3
参
照
）
【
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
40
2億
円
（
39
4億
円
）
の
内
数
】

賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
保

育
所

等
を

設
置

す
る

際
や

、
幼

稚
園

に
お

い
て

長
時

間
預

か
り

保
育

を
実

施
す

る
際

、
認

可
外

保
育

施

設
が

認
可
保

育
所
等
の

設
備

運
営

基
準
を
満

た
す

た
め

に
必
要
な

改
修

費
等

の
一
部
を

補
助

す
る

。

「
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
に

参
加

す
る

自
治

体
に

お
い

て
も

、
補

助
率

の
嵩

上
げ

（
１

／
２

→
２

／
３

）
を

引
き

続
き

実
施

す

る
と

と
も

に
、

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
受

け
皿

整
備

や
、

地
域

偏
在

、
保

育
環

境
の

向
上

等
を

図
る

た
め

、
利

用
者

の
利

便
性

向
上

の
た

め
の

改
修
や

、
よ
り
よ

い
保

育
の

環
境
を
整

備
す

る
た

め
の
改
修

等
も

補
助

対
象
に
加

え
る

。

7

【
対
象
事
業
】

①
賃
貸
物
件
に
よ
る
保
育
所
改
修
費
等
支
援
事
業

②
小
規
模
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業

③
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業

④
認
可
化
移
行
改
修
費
等
支
援
事
業

⑤
家
庭
的
保
育
改
修
等
支
援
事
業

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】

※
(ｱ
)緊

急
対
策
参
加
自
治
体
、
(ｲ
)待

機
児
童
対
策
協
議
会
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
自
治
体

①
新
設
又
は
定
員
拡
大
の
場
合

１
施
設
当
た
り

利
用
（
増
加
）
定
員
19
名
以
下

15
,0
00
千
円
（
(ｱ
)2
0,
00
0千

円
、
(ｲ
)2
3,
00
0千

円
）

利
用
（
増
加
）
定
員
20
名
以
上
59
名
以
下

27
,0
00
千
円
（
(ｱ
)3
2,
00
0千

円
、
(ｲ
)3
5,
00
0千

円
）

利
用
（
増
加
）
定
員
60
名
以
上

55
,0
00
千
円
（
(ｱ
)6
0,
00
0千

円
、
(ｲ
)6
3,
00
0千

円
）

老
朽
化
対
応
の
場
合

１
施
設
当
た
り

27
,0
00
千
円
（
(ｱ
)3
2,
00
0千

円
）

②
１
事
業
所
当
た
り

22
,0
00
千
円
（
(ｱ
)3
2,
00
0千

円
、
(ｲ
)3
5,
00
0千

円
）

③
１
施
設
当
た
り

22
,0
00
千
円
（
(ｱ
)3
2,
00
0千

円
、
(ｲ
)3
5,
00
0千

円
）

④
１
施
設
当
た
り

32
,0
00
千
円
（
(ｲ
)3
5,
00
0千

円
）

⑤
保
育
所
で
行
う
場
合

１
か
所
当
た
り

22
,0
00
千
円
（
(ｱ
)3
2,
00
0千

円
、
(ｲ
)3
5,
00
0千

円
）

保
育
所
以
外
で
行
う
場
合

１
か
所
当
た
り

2,
40
0千

円
【
補
助
割
合
】
①
～
④

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
設
置
主
体
：
１
／
４

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
:2
/3
、
市
区
町
村
:1
/1
2、

設
置
主
体
:1
/4

⑤
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

※
 新

子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
:2
/3
、
市
区
町
村
:1
/3
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３
．

保
育

人
材

確
保

の
た

め
の

総
合

的
な

対
策

１
９

１
億

円
（

１
９

０
億

円
）

資
格
取
得
の
促
進
、
就
業
継
続
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
や
再
就
職
の
促
進
に
引
き
続
き
取
り
組
む
。
ま
た
、
保

育
の
現
場
・
職
業
の
魅
力
発
信
、
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
や
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
等
を

図
る
。

＜
保
育
人
材
の
確
保
＞
【
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
40
2億
円
（
39
4億
円
）
の
内
数
】

（
１
）
保
育
士
・
保
育
の
現
場
の
魅
力
発
信
事
業
【
新
規
】
（
P
3
4
参
照
）

①
保

育
士
を

目
指

す
方

や
保
育
士

に
復

帰
し

よ
う
と
す

る
方

が
増

え
、
保
育

現
場

で
就

業
し
や
す

く
な

る
よ

う
、
国
及

び

都
道

府
県
に

お
い
て
、

保
育

士
の

専
門
的
な

保
育

技
術

を
可
視
化

す
る

な
ど

の
保
育
の

見
え

る
化

を
含
め
情

報
発

信
の

プ

ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー
ム
の
作
成

や
保
育

体
験
イ
ベ

ン
ト

な
ど

、
様
々
な

対
象

者
に

対
す
る
、

保
育

士
・

保
育
の
現

場
の

魅
力

発

信
を

実
施
す

る
。

②
ま

た
、
保

育
現

場
で

就
業
し
や

す
く

な
る

よ
う
、
保

育
所

等
で

働
く
保
育

士
が

、
保

育
士
確
保

や
定

着
、

労
働
条
件

等

の
改

善
に
配

慮
し
た
取
組

等
に
関

し
て
、
関

係
機

関
と

も
連
携
し

て
、

相
談

し
や
す
い

環
境

を
整

備
す
る
と

と
も

に
、

令

和
２

年
度
に

引
き
続
き

、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に
対
応

し
た

相
談

窓
口
の
設

置
や

職
員

の
尊
厳
を

重
視

し
た

専

門
家

に
よ
る

相
談
支
援

を
行

う
。

8

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
①

１
自
治
体
あ
た
り
：
8,
10
8千

円
②

１
自
治
体
当
た
り
：
（
労
働
条
件
等
の
保
育
士
の
相
談
窓
口
）
4,
03
5千

円
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
相
談
窓
口
等
）
5,
59
9千

円
【
補

助
割
合
】

①
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
：
１
／
２

②
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
２

※
国

に
お
い

て
実
施
す

る
情

報
発

信
の
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム
の
作

成
は

、
子

ど
も
・
子

育
て

支
援

対
策
推
進

事
業

委
託

費
に
計
上

。
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9

（
２
）
若
手
保
育
士
や
保
育
事
業
者
等
へ
の
巡
回
支
援
事
業
【
拡
充
】
（
P
3
5
参
照
）

①
保
育
士
の
離
職
防
止
や
保
育
所
等
の
勤
務
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
支
援
員
が
保
育
所
等
を
巡
回
支
援
す
る
こ
と
に
加
え
、

②
保
育
士
の
業
務
負
担
の
軽
減
・
働
き
方
の
見
直
し
を
行
い
、
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
社
会
保
険
労
務
士
な

ど
が
巡
回
し
、
保
育
所
等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
を
行
う
保
育
所
等
の
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
等
を
支
援
す
る
。

③
各
保
育
所
に
お
け
る
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
に
よ
る
保
育
実
践
の
改
善
を
進
め
、
地
域
に
お
け
る
保
育
の
質
の
確
保
・
向
上

を
行
い
、
保
育
士
に
と
っ
て
働
き
甲
斐
の
あ
る
環
境
整
備
を
図
る
た
め
、
保
育
所
等
を
対
象
と
し
た
巡
回
相
談
等
を
行
う
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
①

保
育
事
業
者
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・

保
育
士
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
巡
回
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
：
１
自
治
体
当
た
り

4,
06
4千

円
②

保
育
士
働
き
方
改
革
支
援
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

、
保
育
実
践
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
１
自
治
体
当
た
り

そ
れ
ぞ
れ
4,
06
4千

円
③

魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
向
け
た

啓
発
セ
ミ
ナ
ー
、
自
己
評
価
地
域
協
議
会
：
１
自
治
体
当
た
り

そ
れ
ぞ
れ
1,
62
4千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県

、
市
区
町
村
：
１
／
２

（
３
）
保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業
【
見
直
し
】
（
P
3
6
参
照
）

対
象
者

の
予
見
可

能
性

を
高

め
る
た
め

に
要

件
を

見
直
す
と

と
も

に
、

事
業
の
対

象
と

な
る

者
と
な
ら

な
い

者
と

の
公
平
性

等
に

鑑
み

、
対

象
期

間
の
段
階

的
な

見
直

し
を
図
る

。

【
実
施
主
体
】

新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
市
区
町
村

【
対
象
者
】

採
用
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
９
年
以
内
の
常
勤
の
保
育
士

※
直
近
２
か
年
の
１
月
の
職
業
安
定
所
別
の
保
育
士
の
有
効
求
人
倍
率
が
連
続
し
て
２
未
満
の
場
合
は
、
採
用
日
か
ら
５
年
以
内

た
だ
し
、
令
和
元
年
４
月
及
び
令
和
２
年
４
月
の
待
機
児
童
数
が
い
ず
れ
も
50
人
以
上
の
場
合
は
、
令
和
３
年
度
に
限
り
９
年
以
内

※
令
和
２
年
度
に
事
業
の
対
象
だ
っ
た
者
で
引
き
続
き
令
和
３
年
度
も
事
業
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
令
和
２
年
度
の
年
数
を
適
用

【
補
助
基
準
額
(案

)】
月
額
82
,0
00
円
を
上
限
と
し
て
、
市
区
町
村
別
に
１
人
当
た
り
の
月
額
（
上
限
）
の
金
額
を
設
定

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４
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（
５
）
保
育
体
制
強
化
事
業

保
育
士
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
消
毒
等
を
行
う
保
育
支
援
者
の
配
置
を
支
援
す
る
。

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村
が
認
め
た
者

【
補
助
基
準
額

(案
)】

１
か
所
当
た
り
月
額
10
0千

円
※
1 
保
育
支
援
者
が
「
園
外
活
動
時
の
見
守
り
等
」
に
も
取
り
組
む
場
合

１
か
所
当
た
り

月
額
14
5千

円
・
勤
務
時
間
の
上
乗
せ
及
び
傷
害
保
険
加
入
料
を
追
加

＊
保
育
支
援
者
が
、
市
区
町
村
が
認
め
た
交
通
安
全
に
関
す
る
講
習
会
等
に
参
加
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る

※
2 
キ
ッ
ズ
・
ガ
ー
ド
に
謝
金
を
支
払
う
場
合
又
は
園
外
活
動
時
の
見
守
り
等
を
委
託
す
る
場
合

１
か
所
当
た
り

月
額

45
千
円

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

【
対
象
施
設
】

保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

（
４
）
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
事
業
【
拡
充
】
（
P
3
7
参
照
）

保
育
士

の
業
務
負

担
軽

減
を

図
る
た
め

、
補

助
者

の
勤
務
時

間
週

30
時

間
以
下
の

要
件

を
撤

廃
し
、
事

業
の

促
進

を
図
る
。

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
定
員
12
1人

未
満
の
施
設
：
年
額
2,
33
3千

円
又
は
年
額
3,
11
1千

円
※
 

定
員
12
1人

以
上
の
施
設
：
年
額
4,
66
6千

円
又
は
年
額
6,
22
2千

円
※

※
保
育
士
確
保
が
困
難
な
地
域

【
保
育
補
助
者
の
要
件
】
保
育
所
等
で
の
実
習
等
を
修
了
し
た
者
等

【
補
助
割
合
】

国
：
３
／
４
、
都
道
府
県
：
１
／
８
、
市
区
町
村
（
指
定
都
市
・
中
核
市
除
く
）
：
１
／
８

国
：
３
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４
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11

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

【
補
助
基
準
額
(案

)】
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
費
：

7,
20
0千

円
保
育
士
再
就
職
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
雇
上
費
：

4,
00
0千

円
※
マ
ッ
チ
ン
グ
の
実
績
が
年
50
件
以
上
あ
る
場
合
、
4,
00
0千

円
（
１
名
分
）
を
加
算

※
待
機
児
童
対
策
協
議
会
参
加
自
治
体
の
場
合
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
更
な
る
追
加
配
置
を
支
援

復
職
前
研
修
実
施
経
費
：

46
9千

円
離
職
し
た
保
育
士
等
に
対
す
る
再
就
職
支
援
：

6,
11
9千

円
保
育
士
登
録
簿
を
活
用
し
た
就
職
促
進
：

3,
66
4千

円
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
導
入
費
：

7,
00
0千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
：
１
／
２

（
６
）
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業
【
拡
充
】
（
P
3
8
参
照
）

①
現
職

保
育

士
に

対
し

て
、

就
業
継

続
に

向
け
た
必

要
な
相

談
支

援
を
実
施

す
る
と

と
も

に
、

保
育

士
以

外
の

保
育

補
助

者
や

保
育

支
援

者
の
マ
ッ

チ
ン

グ
に

係
る

経
費
を

補
助
対
象

に
加

え
る

。

②
保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ
ー

と
市

町
村

が
シ

ル
バ
ー

人
材

セ
ン
タ
ー

と
合
同

で
実

施
す

る
就

職
相

談
会
に

係
る

経
費

を
補

助
対

象
に

加
え
る

。

③
保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ
ー

の
情

報
発
信
機

能
を
強

化
し

潜
在
保
育

士
の
掘

り
起

こ
し

を
行

う
と

と
も

に
、
管

内
の

保
育

所
等

を
巡

回
し
て

求
人

情
報

の
収

集
や

ヒ
ア

リ
ン
グ

等
を

実
施

し
マ

ッ
チ
ン

グ
機

能
の

向
上

を
図
る

。

（
７
）
保
育
士
資
格
取
得
支
援
事
業

①
認

定
こ

ど
も
園

に
勤

務
し

て
い
る

幼
稚

園
教
諭
免

許
状

を
有
す

る
者
及
び

保
育
所

等
に

勤
務
し

て
い

る
保

育
士

資
格
を

有
し

て
い

な
い

者

の
保
育

士
資

格
の

取
得

促
進
を

図
る
た
め

、
保

育
士
養
成

施
設

に
お
け

る
受
講
料

（
1/
2
相

当
）

等
の

一
部
を

補
助
す

る
。

②
保

育
士

試
験

の
合

格
を

目
指
す

者
に

対
し

、
保

育
士
試

験
受

験
の
た
め

の
学
習

に
要

し
た
費

用
の
一

部
を
補

助
す

る
こ

と
で

保
育

士
資

格

取
得
者

の
拡

大
を

図
る

。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

【
補
助
基
準
額
(案

)】
①

１
人
当
た
り

受
講
料
の
１
／
２
（
上
限
30
0千

円
）

代
替
職
員
経
費

１
人
１
日
当
た
り

7千
円

②
保
育
士
試
験
受
験
の
た
め
の
学
習
に
要
し
た
経
費
（
教
材
費
等
）
の
１
／
２
（
上
限
15
0千

円
）

【
支
給
対
象
期
間
】

②
保
育
士
試
験
（
筆
記
試
験
）
か
ら
起
算
し
て
２
年
前
ま
で
に
要
し
た
費
用

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
：
１
／
２

－370－
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（
８
）
保
育
士
養
成
施
設
に
対
す
る
就
職
促
進
支
援
事
業

指
定
保
育

士
養
成

施
設

が
学

生
に
対
し

て
保

育
所

等
へ
の
就

職
を

促
す

た
め
の
取

組
（

リ
ア

リ
テ
ィ
・

シ
ョ

ッ
ク

に
対
応
す

る
た

め
の

特
別
講

座
の
開
講

等
）

を
実

施
し
た
結

果
、

保
育

所
等
へ
の

就
職

内
定

率
が
前
年

度
の

保
育

所
等
就
職

率
（

全
国

平
均
）
を

上

回
っ

た
割
合

に
応
じ
て

、
当

該
取

組
に
要
し

た
費

用
の

一
部
を
補

助
す

る
。

【
実
施
主

体
】

都
道
府
県
等

【
補
助
基

準
額
(案

)】
保
育
士
養
成
施
設
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
就
職
内
定
の
割
合
が
、
前
年
度
の
当
該
施
設
の
就
職
割
合
と
比
較
し
、

２
％
増
加
す
る
ご
と
に
、
１
か
所
当
た
り
年
額
26
4千

円
を
補
助

【
補
助
割

合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
２

（
９
）
保
育
士
試
験
追
加
実
施
支
援
事
業

保
育
士

を
確
保
す

る
た

め
、

地
域
限
定

保
育

士
試

験
（
※

）
を

実
施

す
る

自
治
体
に

対
し

て
、

当
該
試
験

の
準

備
に

必
要
な
費

用
を

補
助

す
る
。

※
「
国
家
戦

略
特

別
区
域

法
及

び
構

造
改

革
特
別
区
域
法
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

」
(平

成
2
7
年
法
律
第

5
6号

)
に

よ
り

、
資

格
取

得
後

３
年
間

は
当

該
国

家
戦

略
特

別
区
域

内
の
み
で
保

育
士

と
し

て
働
く

こ
と

が
で

き
、

４
年
目
以
降

は
全
国
で

働
く
こ
と
が
で
き
る
「

地
域
限
定
保
育

士
」
と

な
る

た
め

の
試

験
。

【
実
施
主
体

】
都
道
府
県
、
指

定
都
市

【
補
助
基
準
額

(案
)】

地
域
限
定

保
育
士
試
験
の
広
報
に
関
す
る
費
用
及
び
保
育
実
技
講

習
会

（
※

2）
の
実
施
に
必
要
な
費
用

※
2

保
育

の
表
現
技
術
に

関
す
る

演
習
及
び

実
習
等
で

構
成
さ
れ
る

講
習
会
で

、
当

該
講
習

会
を

修
了

し
た

場
合

、
実
技

試
験

が
免

除
さ

れ
る

も
の

。

【
補
助
割
合

】
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
：
１
／
２
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（
1
0
）
保
育
人
材
等
就
職
・
交
流
支
援
事
業

①
就
職
相

談
会
の

開
催

等
に

よ
る
潜
在

保
育

士
の

再
就
職
支

援
や

保
育

所
見
学
等

に
よ

る
新

卒
保
育
士

の
確

保
、

新
規
採
用

さ
れ

た
保

育
士
へ

の
研
修
に

よ
る

就
業

継
続
支
援

な
ど

、
市

区
町
村
が

行
う

保
育

人
材
確
保

に
関

す
る

取
組
に
要

し
た

費
用

の
一
部
を

補
助

す
る
。

②
保
育
所

等
に
お

け
る

業
務

効
率
化
の

た
め

、
複

数
の
施
設

で
行

わ
れ

て
い
る
業

務
を

共
同

で
実
施
す

る
「

業
務

集
約
化
」

に
関

す
る

取
組
に

必
要
な
費

用
を

補
助

す
る
。

③
保
育
所

等
の
施

設
間

に
お

け
る
人
材

交
流

や
保

育
所
等
へ

の
養

成
校

の
保
育
実

習
の

受
入

れ
支
援
を

行
う

こ
と

に
よ
り
、

技
能

の
向

上
に
よ

る
キ
ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

及
び
保
育

所
等

へ
の

就
職
者
の

増
加

を
図

る
。

【
実
施

主
体
】

市
区
町
村

【
補
助

基
準
額
(案

)】
①
１
市
区
町
村
当
た
り

11
,7
31
千
円

※
待
機
児
童
対
策
協
議
会
参
加
自
治
体
の
場
合
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
追
加
配
置
を
支
援

4,
00
0千

円
（
加
算
額
）

②
「
業
務
集
約
化
」
に
関
す
る
取
組
に
必
要
な
費
用

※
 運

営
主
体
が
異
な
る
複
数
施
設
に
お
け
る
取
組
を
対
象
と
し
、
同
一
の
法
人
が
運
営
す
る
施
設
の
み
で
業
務
集
約
化
を

行
う
場
合
は
対
象
外
。

③
保
育
士
の
実
地
派
遣
・
人
材
交
流

１
人
１
日
当
た
り

7,
21
0円

（
代
替
保
育
士
等
雇
上
費
）

実
習
受
入
費

１
人
当
た
り

10
,0
00
円

調
整
費

１
人
当
た
り

4,
00
0円

【
補
助

割
合
】

①
、
②
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

③
国
：
３
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４

（
1
1
）
潜
在
保
育
士
再
就
職
支
援
事
業

離
職

後
の

ブ
ラ
ン

ク
が

長
く

な
っ
た
潜

在
保

育
士

が
抱
く
職

場
復

帰
へ

の
不
安
を

軽
減

す
る

た
め
、
保

育
士

・
保

育
所
支
援

セ
ン

タ
ー

等
の
紹

介
（
マ
ッ

チ
ン

グ
）

に
よ
り
、

保
育

所
等

が
潜
在
保

育
士

を
非

常
勤
と
し

て
試

行
的

に
雇
用
す

る
際

に
行

う
研
修
等

に

要
す

る
費
用

を
補
助
す

る
。

【
実
施
主
体

】
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額

(案
)】

１
人
当
た

り
年
額
10
0千

円
【
補
助
割
合

】
国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

－372－
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【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
研
修
の
実
施
に
必
要
な
費
用

【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
／
２

（
２
）
保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
事
業

保
育

所
の

職
員
等

を
対

象
に

、
質
の
高

い
保

育
を

安
定
的
に

提
供

す
る

べ
く
、
保

育
の

専
門

性
向
上
を

図
る

た
め

の
研
修
の

実
施

に
要

す
る
費

用
の
一
部

を
補

助
す

る
。

（
３
）
新
規
卒
業
者
の
確
保
、
就
業
継
続
支
援
事
業

保
育

士
の
専

門
性

向
上

と
質

の
高
い
人

材
を

安
定

的
に
確
保

す
る

観
点

か
ら
、
「

新
規

卒
業

者
の
確
保

」
及

び
「

就
業
継
続

支
援

」
に

関
す

る
研
修
の

実
施

に
要

す
る
費
用

の
一

部
を

補
助
す
る

。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
研
修
の
実
施
に
必
要
な
費
用

【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
／
２

＜
保
育
士
の
質
の
向
上
と
保
育
人
材
確
保
の
た
め
の
研
修
＞

【
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
27
億
円
(2
9億
円
)の
内
数
】

（
１
）
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
事
業

保
育

所
等

に
お
け

る
リ

ー
ダ

ー
的
職
員

の
職

務
内

容
に
応
じ

た
専

門
性

の
向
上
を

図
る

た
め

、
国
で
示

し
た

保
育

士
等
キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研
修

に
つ
い
て

、
都

道
府

県
が
行
う

研
修

又
は

都
道
府
県

が
指

定
し

た
研
修
を

実
施

す
る

た
め
に
必

要
な

費
用

の
一
部
を

補
助

す
る

。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県

【
補

助
基
準
額
(案

)】
研
修
の
実
施
に
必
要
な
費
用

【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
２

（
４
）
多
様
な
保
育
研
修
事
業

家
庭

的
保
育

事
業

、
居

宅
訪

問
型
保
育

事
業

、
延

長
保
育
事

業
（

訪
問

型
）
、
一

時
預

か
り

事
業
（
居

宅
訪

問
型

）
又
は
病

児
保

育
事

業
に
従

事
す
る
者

に
必

要
な

知
識
の
修

得
、

資
質

を
確
保
す

る
た

め
に

必
要
な
研

修
の

実
施

に
要
す
る

費
用

の
一

部
を
補
助

す
る

。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
研
修
の
実
施
に
必
要
な
費
用

【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
／
２

－373－



４
．
多
様
な
保
育
の
充
実

１
１
０
億
円

（
７
０
億
円
）

【
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
40
2億
円
（
39
4億
円
）
の
内
数
】

医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
受
入
体
制
の
整
備
や
自
宅
か
ら
距
離
の
あ
る
保
育
所
等
の
利
用
を
可
能
に

す
る
た
め
の
保
育
所
等
へ
の
直
接
送
迎
の
実
施
、
家
庭
的
保
育
に
お
け
る
複
数
の
事
業
者
・
連
携
施
設
に
よ
る
共
同

実
施
の
推
進
等
、
様
々
な
形
で
の
保
育
の
実
施
を
支
援
す
る
。

15

（
１
）
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
モ
デ
ル
事
業
【
拡
充
】
（
P
3
9
参
照
）

モ
デ

ル
事
業
と
し

て
実

施
し

て
い
る
医

療
的

ケ
ア

児
保
育
支

援
モ

デ
ル

事
業
を
一

般
事

業
化

す
る

と
と

も
に

、
喀

痰
吸
引
等

研
修

を

受
講

し
た
保

育
士
が
「

医
療

的
ケ

ア
児
保
育

支
援

者
」

と
し
て
管

内
保

育
所

の
巡
回
支

援
を

行
う

場
合
、
処

遇
改

善
を

実
施
す
る

。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
○
基
本
分
単
価

①
看
護
師
等
の
配
置

１
施
設
当
た
り

5,
32
0千

円
○
加
算
分
単
価

②
研
修
の
受
講
支
援

１
施
設
当
た
り

30
0千

円
③
補
助
者
の
配
置

１
施
設
当
た
り

2,
16
0千

円
④
医
療
的
ケ
ア
保
育
支
援
者
の
配
置

１
市
区
町
村
当
た
り

2,
16
0千

円
（
喀
痰
吸
引
等
研
修
を
受
講
し
た
保
育
士
が
担
う
場
合
、
13
0千

円
を
加
算
）

⑤
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

１
市
区
町
村
当
た
り

36
0千

円
⑥
検
討
会
の
設
置

１
市
区
町
村
当
た
り

56
0千

円
【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
：
１
／
２

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４
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16

（
２
）
広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
【
拡
充
】
（
P
4
0
参
照
）

①
地

域
の

実
情
に

応
じ

て
保

育
需
要
の

マ
ッ

チ
ン

グ
を
行
う

た
め

、
送

迎
セ
ン
タ

ー
の

か
所

数
に
よ
ら

ず
、
送

迎
バ

ス
の
台

数
や

保
育

士
の
配

置
に
応
じ

て
加

算
で

き
る
仕
組

み
と

す
る

と
と
も
に

、
こ

ど
も

送
迎
セ
ン

タ
－

等
事

業
を
実
施

す
る

委
託

事
業
者
が

損
害

保
険
等

に
加
入
し

た
場

合
の

保
険
料
等

を
支

援
す

る
。

②
保

育
所

等
へ
の

送
迎

後
の

空
き
時
間

を
有

効
活

用
で
き
る

よ
う

、
本

事
業
を
よ

り
有

効
に

活
用
で
き

る
よ

う
、

保
育
所
等

へ
の

巡
回

以
外
の

時
間
帯
に

お
い

て
、

一
時
預
か

り
事

業
等

へ
の
巡
回

を
可

能
と

す
る
。

（
３
）
家
庭
支
援
推
進
保
育
事
業
【
拡
充
】
（
P
4
1
参
照
）

特
別

な
配

慮
が
必

要
な

児
童

（
40
％
以

上
）

の
う

ち
、
外
国

籍
の

子
ど

も
が
占
め
る

割
合
が

特
に
高
い

保
育

所
等

（
20
％
以

上
）

に
つ

い
て
、
加

配
保
育

士
１

名
分

を
追
加
し

、
合

計
２

名
分
の
補

助
基

準
額

を
適
用
す

る
よ

う
拡

充
す
る
。

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
１
か
所
当
た
り

3,
86
7千

円
（
外
国
人
子
育
て
家
庭
の
児
童
が
占
め
る
割
合
が
特
に
高
い
(2
0％

以
上
)場

合
１
か
所
当
た
り

7,
73
4千

円
）

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
・
保
育
士
雇
上
費

5,
00
0千

円
（
加
配
数
に

応
じ
て
3,
00
0千

円
を
加
算
）

・
運
転
手
雇
上
費

5,
00
0千

円
（
加
配
数
に

応
じ
て
3,
00
0千

円
を
加
算
）

・
事
業
費
（
損
害
賠
償
保
険
含
む
）

10
,2
02
千
円
（
自
宅
送
迎

の
場
合

1,
11
9千

円
）

・
バ
ス
購
入
費

15
,0
00
千
円

・
バ
ス
借
上
費

7,
50
0千

円
・
改
修
費

7,
27
0千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

－375－



（
５
）
保
育
利
用
支
援
事
業
（
入
園
予
約
制
）

保
育

所
の

入
園
の

た
め

に
育

児
休
業
期

間
を

切
り

上
げ
て
い

る
保

護
者

が
い
る
現

状
に

鑑
み

、
育
児
休

業
終

了
後

の
入
園
予

約
の

仕
組

み
を
設

け
、
職
場

復
帰

に
向

け
た
保
育

所
入

園
時

期
に
関
す

る
保

護
者

の
不
安
を

解
消

す
る

た
め
、
以

下
の

支
援

を
行
う
。

①
「
代

替
保
育
利

用
支

援
」

育
児

休
業
終
了

後
か

ら
保

育
所
等
に

入
園

す
る

翌
４
月
ま

で
の

間
、

利
用
し
た

代
替

保
育

（
一
時
預

か
り

事
業

等
）
に
係

る
利

用
料
を

支
援
。

②
「
予

約
制
導
入

に
係

る
体

制
整
備
」

入
園

予
約
制
を

導
入

し
た

保
育
所
等

に
対

し
、

子
ど
も
が

入
園

す
る

ま
で
の
間

、
保

護
者

へ
の
相
談

対
応

や
自

治
体
と
の

連
絡

調
整
等

を
行
う
職

員
の

配
置

に
必
要
な

費
用

を
支

援
。

17

【
実

施
主
体
】

市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
①
子
ど
も
１
人
当
た
り

月
額

20
千
円

②
施
設
１
か
所
当
た
り

年
額
2,
40
6千

円
【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２

（
４
）
新
た
な
待
機
児
童
対
策
提
案
型
事
業

待
機

児
童

対
策
協

議
会

に
参

加
す
る
自

治
体

が
提

案
す
る
待

機
児

童
の

解
消
等
に

向
け

た
先

駆
的
な
取

組
で

あ
っ

て
、
厚
生

労
働

省

が
適

当
と
認

め
た
事
業

に
つ

い
て

採
択
を
行

い
、

当
該

事
業
の
実

施
に

必
要

な
費
用
を

補
助

す
る

。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
市

区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
１
自
治
体
当
た
り

上
限
10
,0

00
千
円

【
補

助
割
合
】

国
：
10
／
10

－376－



（
６
）
３
歳
児
受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業

保
育
所

等
に
お
い

て
、

満
３

歳
以
上
の

子
ど

も
の

受
入
れ
を

重
点

的
に

行
い
、
家

庭
的

保
育

事
業
者
等

と
積

極
的

に
接
続
を

行
っ

た
場

合
に
当

該
保
育
所

等
を

支
援

す
る
こ
と

に
よ

り
、

家
庭
的
保

育
事

業
等

を
利
用
す

る
子

ど
も

の
３
歳
到

達
時

に
お

け
る
保
育

所

等
へ

の
円
滑

な
接
続
を

図
る

。

ま
た
、

家
庭
的
保

育
者

が
保

育
に
専
念

で
き

る
環

境
を
整
備

す
る

こ
と

に
よ
り
、

家
庭

的
保

育
事
業
へ

の
参

入
を

促
進
す
る

と
と

も
に

、
家
庭

的
保
育
事

業
の

普
及
及

び
質
の

向
上

を
図

る
。

①
小
規

模
保
育
事

業
等

と
の

連
携
を
積

極
的

に
行

う
保
育
所

等
（

公
立

保
育
所
を

含
む

）
に

対
し
て
、

小
規

模
保

育
事
業
等

へ
の

相
談
・

助
言
や
、

受
入

れ
保

育
所
等
に

お
い

て
利

用
乳
幼
児

に
集

団
保

育
を
体
験

さ
せ

る
た

め
の
行
事

の
参

加
等

を
行

う
場

合
の
調

整
を
担
う

「
連

携
支

援
コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」
の
配

置
や

事
務

諸
経
費
等

に
必

要
な

費
用
を
支

援
す

る
。

②
複
数

の
家
庭
的

保
育

事
業

所
及
び
連

携
施

設
が

コ
ン
ソ
ー

シ
ア

ム
（

共
同
事
業

体
）

を
形

成
し
、
情

報
・

ノ
ウ

ハ
ウ
の
共

有
や

、
保
育

環
境
の
整

備
（

共
同

で
の
備
品

購
入

、
給

食
提
供
、

代
替

保
育

の
連
携
等

）
、

経
営

の
効
率
化

（
経

理
面

で
の

共
同

管
理
等

）
等
を
共

同
で

行
う

場
合
に
「

コ
ン

ソ
ー

シ
ア
ム
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
」

を
配

置
す

る
た
め
に

必
要

な
費

用
を

支
援

す
る
。

18

【
実
施
主

体
】

市
区
町
村

【
補
助
基

準
額
(案

)】
①
１
か
所
当
た
り
年
額

4,
54
9千

円
②
１
自
治
体
当
た
り
年
額

4,
18
3千

円
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
２
人
以
上
配
置
す
る
場
合
は
、
8,
18
3千

円
）

【
補
助
割

合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
２
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（
８
）
民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

保
育
所

、
認
定
こ

ど
も

園
の

整
備
等
を

促
進

す
る

た
め
、
土

地
等

所
有

者
と
保
育

所
等

を
整

備
す
る
法

人
等

の
マ

ッ
チ
ン
グ

を
行

い
、

都
市
部

を
中
心
と

し
た

用
地

不
足
へ
の

対
応

を
図

る
。

①
土

地
等
所
有

者
と

保
育

所
等
整
備

法
人

等
の

マ
ッ
チ
ン

グ
支

援
土

地
等

所
有
者

と
保

育
所

等
整
備
法

人
等

の
マ

ッ
チ
ン
グ

を
行

う
た

め
、
地
権

者
か

ら
整

備
候
補
地

の
公

募
・

選
考
等
を

行
う

と
と
も

に
、
当
該

候
補

地
で

の
保
育
所

等
整

備
を

希
望
す
る

法
人

の
公
募

・
選
考

等
を

行
う

。
②

整
備

候
補
地

等
の

確
保

支
援

地
域
の

不
動
産

事
業

者
等

を
含
め
た

協
議

会
の

設
置
や
担

当
職

員
の

配
置
等
、

整
備

候
補

地
の
積
極

的
な

掘
り

起
こ
し
を

行
う

。
③
地

域
連
携
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ
ー
の

配
置

支
援

保
育
所

等
の
設

置
や

増
設

に
向
け
た

地
域

住
民

と
の
調
整

な
ど

、
保

育
所
等
の

設
置

を
推

進
す
る
た

め
の

コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

を
配
置

す
る
。

19

（
７
）
都
市
部
に
お
け
る
保
育
所
等
へ
の
賃
借
料
等
支
援
事
業

都
市
部

に
お
け
る

保
育

所
等

の
う
ち
、

賃
借

料
が

公
定
価
格

の
賃

借
料

加
算
の
３

倍
を

超
え

る
も
の
に

つ
い

て
、

公
定
価
格

に
お

け
る

賃
借
料

加
算
と
の

乖
離

分
の

一
部
を
補

助
す

る
。

ま
た
、

土
地
の
確

保
が

困
難

な
都
市
部

で
の

保
育

所
整
備
を

促
進

す
る

た
め
、
施

設
整

備
補

助
を
受
け

ず
に

保
育

所
等
の
整

備
を

行
う

法
人
に

対
し
、
土

地
借

料
の

一
部
を
支

援
す

る
。

【
実

施
主
体
】

市
区
町
村

【
補

助
基
準
額
(案

)】
①
賃
借
料
の
補
助

１
施
設
当
た
り

22
,0
00
千
円

※

※
 特

別
区
及

び
財
政
力
指
数

が
１

．
０

を
超
え
る

市
町
村

の
場

合
、

補
助
基

準
額

の
９

／
１

０
※

 待
機
児
童
対
策
協
議
会
に
参
加

す
る

等
一
定
の

要
件

を
満
た

す
場

合
は
、

保
育

所
等

を
開

設
し

た
年

度
に

限
り
、

賃
借

料
が

公
定
価
格

の
賃
借
料
加
算

の
２

倍
を

超
え
る
も
の
に
つ

い
て

も
、

１
施

設
当

た
り
12
,0
00

千
円
を

基
準

額
と

し
て

補
助

す
る

②
土
地
借
料
の
補
助

１
施
設
当
た
り

21
,2
00
千
円

【
補

助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
①
１
自
治
体
当

た
り

5,
70
0千

円
②
１
自
治
体
当
た
り

4,
50
0千

円
③
１
か
所
当
た
り

4,
40
0千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２

、
都
道
府
県
：
１
／
２

※
市

区
町

村
が

実
施

す
る
場

合
は

国
：

１
／
２

、
都
道

府
県
：
１

／
４

、
市

区
町
村

：
１
／
４

－378－



20

（
９
）
保
育
環
境
改
善
等
事
業

保
育
所

等
に

お
い
て

、
障

害
児

を
受

け
入
れ
る
た
め
に

必
要

な
改
修
等
や

病
児
保
育

事
業
（

体
調

不
良

児
対

応
型
）

を
実

施
す

る
た

め

に
必
要

な
設

備
の

整
備
等

に
必

要
な

費
用

の
一
部

に
つ
い
て

支
援

す
る
。

１
．
基
本
改

善
事
業

（
改

修
等

）

①
保
育

所
等
設

置
促

進
等

事
業

②
病
児
保
育
事
業
（

体
調
不
良
児
対
応
型
）

設
置
促

進
事

業

２
．
環
境
改

善
事
業

（
設

備
整

備
等

）

①
障
害

児
受
入

促
進

事
業

②
分
園
推
進
事
業

③
熱
中
症
対
策
事
業

④
安
全

対
策
事

業
⑤
病

児
保
育
事
業

（
体
調
不
良
児
対
応
型

）
推
進
事
業

⑥
緊
急

一
時

預
か

り
推

進
事
業

⑦
放
課

後
児
童

ク
ラ

ブ
閉

所
時
間
帯
等

に
お
け
る

乳
幼
児
受
入

れ
支
援
事
業

【
実
施
主
体
】
市
区
町
村
、
保
育
所
等

を
経
営
す
る
者

【
補
助
基
準
額
(案

)】
１
．
基
本
改
善
事
業

１
事
業
当
た
り

7,
20
0千

円
２
．
環
境
改
善
事
業

（
①
～
③
、
⑤
）
１
事
業
当
た
り

1,
02
9千

円
、
（
④
）
１
施
設
当
た
り

50
0千

円
以
内

（
⑥
、
⑦
）

１
施
設
当
た
り

32
,0
00
千
円

【
補
助
割
合
】
２
④
の
事
業

国
：
１
/２

、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
/４

、
事
業
者
：
１
/４

２
⑥
⑦
の
事
業

国
：
１
/２

、
市
区
町
村
：
１
/２

そ
れ
以
外
の
事
業

国
：
１
/３

、
都
道
府
県
：
１
/３

、
市
区
町
村
：
１
/３

又
は

国
：
１
/３

、
指
定
都
市
、
中
核
市
：
２
/３

－379－



（
1
0
）
保
育
所
等
に
お
け
る
要
支
援
児
童
等
対
応
推
進
事
業

保
育

所
等

に
お
い

て
、

保
育

士
等
が
有

す
る

専
門

性
を
活
か

し
た

保
護

者
の
状
況

に
応

じ
た

相
談
支
援

な
ど

の
業

務
を
行
う

地
域

連

携
推

進
員
の

配
置
を
促

進
し

、
保

育
所
等
に

お
け

る
要

支
援
児
童

等
（

要
支

援
児
童
、

要
保

護
児

童
及
び
そ

の
保

護
者

等
）
の
対

応
や

関
係

機
関
と

の
連
携
の

強
化

、
運

営
の
円
滑

化
を

図
る

。

21

【
実
施

主
体
】

都
道
府
県
、
市
区

町
村

【
補
助

基
準
額
(案

)】
１
か
所
当
た

り
4,
56
7千

円
【
補
助

割
合
】

国
：
１
／
２
、
都

道
府
県
：
１
／
４
、
市
区
町
村
１
／
４

※
都

道
府

県
が

実
施

す
る
場

合
は

国
：

１
／
２

、
都
道

府
県
：
１

／
２

（
1
1
）
待
機
児
童
対
策
協
議
会
推
進
事
業

待
機

児
童

対
策
協

議
会

の
協

議
を
受
け

て
実

施
す

る
、

・
保

育
所
等

の
広

域
利

用
調
整
や

公
有

地
等

で
の
保
育

所
等

設
置

に
係
る
調

整
業

務

・
都

道
府
県

内
の

市
区

町
村
を
ま

た
ぐ

保
育

対
策
関
係

事
業

の
取

組
状
況
の

横
展

開

・
幼

稚
園
の

認
定

こ
ど

も
園
へ
の

移
行

促
進

等

を
担

う
職

員
を
都

道
府

県
に

配
置
す
る

た
め

の
費

用
を
補
助

す
る

。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県

【
補
助
基
準
額
(案

)】
１
都
道
府
県
当
た
り

2,
67
8千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
２
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５
．
認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
確
保
・
向
上

２
０
億
円

（
２
９
億
円
）

【
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
40
2億
円
(3
9
4億
円
)の
内
数
】

認
可
外
保
育
施
設
に
お
け
る
保
育
の
質
の
確
保
・
向
上
を
図
る
た
め
、
認
可
外
保
育
施
設
が
遵
守
・
留
意
す
べ
き

内
容
や
重
大
事
故
防
止
に
関
す
る
指
導
・
助
言
を
行
う
「
巡
回
支
援
指
導
員
」
の
配
置
や
、
必
要
な
知
識
、
技
能
の

修
得
及
び
資
質
確
保
の
研
修
の
実
施
等
、
認
可
外
保
育
施
設
の
認
可
保
育
所
等
へ
の
移
行
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。

（
１
）
保
育
所
等
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た
め
の
取
組
強
化
事
業

保
育
所

や
認
可
外

保
育

施
設

等
の
質
の

確
保

及
び

向
上
を
目

的
と

し
て

、
保
育
所

等
が

遵
守

・
留
意
す

べ
き

内
容

や
死
亡
事

故
等

の
重

大
事
故

の
防
止
に

関
す

る
指

導
・
助
言

を
行

う
「

巡
回
支
援

指
導

員
」

の
配
置
に

要
す

る
費

用
や
、
保

育
所

職
員

や
巡
回
支

援

指
導

員
等
に

対
し
て
、

遵
守

・
留

意
す
べ
き

内
容

や
重

大
事
故
防

止
に

関
し

て
必
要
な

知
識

、
技

能
の
修
得

、
資

質
の

確
保
の
た

め

の
研

修
の
実

施
に
要
す

る
費

用
の

一
部
を
補

助
す

る
。

22

【
実
施
主

体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
補
助
基

準
額
(案

)】
・
研
修
開
催

１
回
当
た
り

35
3千

円
・
巡
回
支
援
指
導
員

１
人
当
た
り

4,
06
2千

円
【
補
助
割

合
】

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
／
２

（
２
）
認
可
化
移
行
の
た
め
の
助
言
指
導
・
移
転
費
等
支
援
事
業

認
可
化

移
行
を
希

望
す

る
認

可
外
保
育

施
設

に
お

い
て
移
行

の
障

害
と

な
っ
て
い

る
事

由
を

調
査
・
診

断
す

る
と

と
も
に
、

移
行

の
た

め
の
計

画
書
の
作

成
・

見
直

し
及
び
移

行
ま

で
の

助
言
指
導

を
行

い
、

認
可
外
保

育
施

設
の

認
可
保
育

所
等

へ
の

円
滑
な
移

行

を
支

援
す
る

。
ま
た
、

認
可

外
保

育
施
設
が

保
育

所
等

へ
円
滑
に

移
行

で
き

る
よ
う
、

現
行

の
施

設
で
は
立

地
場

所
や

敷
地
面
積

の

制
約

上
、
設

備
運
営
基

準
を

満
た

す
こ
と
が

で
き

な
い

場
合
に
移

転
等

に
必

要
な
費
用

の
一

部
を

補
助
す
る

。

【
実
施
主
体
】

①
～
③
：
都
道
府
県
、
市
区
町
村

④
：
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
①
認
可
化
移
行
可
能
性
調
査
支
援

１
施
設
当
た
り

57
6千

円
②
認
可
化
移
行
助
言
指
導
支
援

１
施
設
当
た
り

51
4千

円
③
指
導
監
督
基
準
遵
守
助
言
指
導
支
援

１
施
設
当
た
り

77
1千

円
④
移
転
費
等
支
援

１
か
所
当
た
り

移
転
費

1,
20
0千

円
、
仮
設
設
置
費

3,
80
0千

円
【
補
助
割
合
】

①
～
③
：
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
２

国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４

④
：
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
区
町
村
：
１
／
４
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23

（
３
）
認
可
外
保
育
施
設
の
衛
生
・
安
全
対
策
事
業

認
可
外

保
育
施
設

に
従

事
す

る
職
員
に

対
し

て
健

康
診
断
を

実
施

す
る

こ
と
に
よ

り
、

認
可

外
保
育
施

設
に

お
け

る
衛
生
・

安
全

対
策

を
図
り

、
も
っ
て

子
ど

も
の

福
祉
の
向

上
を

図
る

。

【
実
施
主
体

】
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額

(案
)】

１
市
区
町
村
当
た
り

35
4千

円
【
補
助
割
合

】
国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
：
１
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
３

国
：
１
／
３
、
指
定
都
市
、
中
核
市
：
２
／
３

（
４
）
認
可
外
保
育
施
設
改
修
費
等
支
援
事
業

認
可
外

保
育
施
設

の
指

導
監

督
基
準
の

う
ち

、
職

員
配
置
基

準
は

満
た

し
て
い
る

が
設

備
基

準
を
満
た

し
て

い
な

い
認
可
外

保
育

施
設

に
対
し

て
、
認
可

保
育

所
等

の
設
備
の

基
準

を
満

た
す
た
め

に
必

要
な

改
修
費
や

移
転

費
等

を
支
援
す

る
。

【
実
施
主
体

】
都
道
府
県
、
市

区
町
村

【
補
助
基
準
額

(案
)】

改
修
費
等

１
か
所
当
た
り

32
,0
00
千
円

移
転
費
等

１
か
所
当
た
り

5,
00
0千

円
【
補
助
割
合

】
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４
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６
．
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
実
施

１
兆
９
，
１
２
０
億
円
（
１
兆
８
，
６
５
６
億
円
）

＜
教
育
・
保
育
、
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
＞

※
内
閣
府
予
算
及
び
厚
労
省
予
算

１
兆
７
，
１
８
１
億
円
（
１
兆
６
，
３
８
３
億
円
）

す
べ
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
を
対
象
に
、
市
区
町
村
が
実
施
主
体
と
な
り
、
教
育
・
保
育
、
地
域
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
の
量
的
拡
充
及
び
質
の
向
上
を
図
る
。
ま
た
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
、
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償

化
等
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

（
１
）
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
等

・
施

設
型
給

付
、

委
託

費
（
認
定

こ
ど

も
園

、
幼
稚
園

、
保

育
所

に
係
る
運
営

費
）

・
地

域
型

保
育
給
付

（
家
庭
的

保
育
、
小

規
模

保
育

、
事
業
所

内
保

育
、

居
宅
訪
問

型
保

育
に

係
る
運
営

費
）

・
子

育
て

の
た
め
の

施
設

等
利

用
給
付

等

（
２
）
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

「
少
子

化
社
会
対

策
大

綱
」

等
を
踏
ま

え
、

市
区

町
村
が
地

域
の

実
情

に
応
じ
て

実
施

す
る

事
業
を
支

援
す

る
。

①
利
用
者
支
援
事
業
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
【
拡
充
】
（
P
4
2
参
照
）

主
と

し
て
、

市
区
町
村

の
窓

口
で

、
子
育
て

家
庭

等
か

ら
保
育
サ

ー
ビ

ス
に

関
す
る
相

談
に

応
じ

、
地
域
に

お
け

る
保

育

所
や

各
種
の

保
育
サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る
情
報

提
供

や
利

用
に
向
け

て
の

支
援

な
ど
を
行

う
。

ま
た

、
保
護

者
に
「
寄

り
添

う
」

の
実
施
を

促
し

、
地

域
に
お
け

る
ミ
ス
マ

ッ
チ
解
消

を
図

る
た

め
、
実
施

要
件

を
緩

和

し
、
待

機
児

童
数
が

50
人
未

満
で

あ
る

市
町
村

で
も

「
新

子
育
て
安

心
プ

ラ
ン

」
に
参
画

す
れ

ば
利

用
可
能
と

す
る

。

【
実
施
主
体
】
市
区
町
村

【
負
担
割
合
】
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
：
１
／
４
、
市
町
村
：
１
／
４
等

※
事
業
主
拠
出
金
充
当
額
控
除
後
の
負
担
割
合

【
実
施
主
体

】
市
区
町
村

【
補
助
基
準
額

(案
)】

基
本
事
業

3,
07
5千

円
加
算
事
業

夜
間
開
所

1
,4
06
千
円
、
休
日
開
所

75
7千

円
、
出
張
相
談
支
援

1,
08
2千

円
機
能
強
化
取
組

1,
87
5千

円
、
多
言
語
対
応

80
5千

円
、
特
別
支
援
対
応

75
0千

円
【
補
助
割
合

】
国
：
２
／
３
、
都

道
府
県
：
１
／
６
、
市
区
町
村
：
１
／
６
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②
病
児
保
育
事
業
【
拡
充
】
（
P
4
3
参
照
）

子
ど

も
が
病

気
の
際
に

自
宅

で
の

保
育
が
困

難
な

場
合

に
、
病
院

・
保

育
所

等
に
お
い

て
、

病
気

の
子
ど
も

を
一

時
的

に
保

育
す

る
こ

と
で
、
安

心
し

て
子

育
て
が
で

き
る

環
境

整
備
を
図

る
。

ま
た

、
補
助

単
価
に
つ

い
て

、
提

供
体
制
を

安
定

的
に

確
保
す
る

た
め
利

用
児

童
数
の

変
動

に
よ

ら
な
い
基

本
単

価
の

引
上

げ
を

図
る

。

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
（
病
児
対
応
型

１
か
所
当
た
り
年
額
）

基
本
分

単
価

7,
04
1千

円
加
算
分

単
価

1,
00
0千

円
～

37
,6
00
千
円
（
※
）

※
延
べ
利
用
児
童
数
が
50
人
未
満
の
場
合
は
加
算
な
し
。

※
延
べ
利
用
児
童
数
が
年
間
4,
00
0人

を
超
え
る
場
合
は
別
途
協
議

送
迎

対
応
看
護
師
雇
上
費

5,
40
0千

円
送
迎
経

費
3,
63
4千

円
【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
３

、
都
道
府
県
：
１
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
３

（
参

考
）

保
育
所
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
等
事
業

(保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
)

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染

症
の
感

染
拡

大
防
止

の
た
め

、
保
育

の
周
辺
業

務
や

補
助

業
務
に
係

る
I
CT

等
を

活
用
し

た
業

務
シ

ス
テ

ム
の
導

入
を

支
援
す
る

と
と
も

に
、

在
宅
等

で
研
修
が

受
講

で
き

る
よ

う
、

オ
ン

ラ
イ

ン
研

修
を

行
う

た
め

に
必

要
な
教

材
作

成
経

費
等
を

支
援
す
る

。
→

Ｐ
4
参
照
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③
延
長
保
育
事
業

保
育

認
定
を

受
け
た
子

ど
も

に
つ

い
て
、
通

常
の

利
用

日
及
び
利

用
時

間
以

外
の
日
及

び
時

間
に

お
い
て
、

保
育

所
等

で
引

き
続

き
保

育
を
実
施

す
る

。

④
一
時
預
か
り
事
業

日
常

生
活
上

の
事
情
や

社
会

参
加

な
ど
に
よ

り
、

一
時

的
に
家
庭

で
の

保
育

が
困
難
と

な
っ

た
乳

幼
児
を
保

育
所

等
で

一
時

的
に
預

か
る
。

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
①
保
育
短
時
間
認
定
（
保
育
所
：
在
籍
児
童
１
人
当
た
り
年
額
）

１
時
間
延
長

18
,8
00
円
、
２
時
間
延
長

37
,6
00
円
、
３
時
間
延
長

56
,4
00
円

②
保
育
標
準
時
間
認
定
（
保
育
所
：
１
事
業
所
当
た
り
年
額
）

30
分
延
長

30
0,
00
0円

、
１
時
間
延
長

1,
66
5,
00
0円

、
２
～
３
時
間
延
長

2,
61
7,
00
0円

４
～
５
時
間
延
長

5,
49
1,
00
0円

、
６
時
間
以
上
延
長

6,
46
5,
00
0円

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
３
、
都
道
府
県
：
１
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
３

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
(案

)】
一
般
型
基
本
分

１
か
所
当
た
り
年
額

2,
67
6千

円
～

47
,8
80
千
円

※
延
べ
利
用
児
童
数
が
年
間
20
,0
00
人
を
超
え
る
場
合
は
別
途
協
議

【
補
助
割
合
】

国
１
／
３
、
都
道
府
県

１
／
３
、
市
区
町
村

１
／
３
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＜
企
業
主
導
に
よ
る
多
様
な
就
労
形
態
等
に
対
応
し
た
多
様
な
保
育
の
支
援
＞

※
内
閣
府
予
算

１
，
９
３
９
億
円
（
２
，
２
７
３
億
円
）

企
業
主
導
型
の
事
業
所
内
保
育
等
の
保
育
を
支
援
す
る
。

（
１
）
企
業
主
導
型
保
育
事
業

休
日

や
夜
間

の
対
応
な
ど

企
業
の

勤
務
時
間

に
合

わ
せ

た
保
育
や

、
複

数
企

業
に
よ
る

共
同

利
用

な
ど
の
柔

軟
で

多
様

な
保

育
の

提
供

を
可
能
と

し
た

施
設

を
支
援
す

る
。

（
２
）
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業

残
業

や
夜
勤

等
の
多
様

な
働

き
方

を
し
て
い

る
労

働
者

が
、
ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
派
遣
サ

ー
ビ

ス
を

利
用
し
や

す
く

な
る

よ
う

支
援

す
る

。

【
実
施
主
体
】
公
募
団
体

【
補
助
割
合
】
定
額
（
10
／
10
相
当
）

【
実
施
主
体
】
公
募
団
体

【
補
助
割
合
】
定
額
（
10
／
10
相
当
）
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【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

又
は

市
区

町
村

（
以

下
「

市
区

町
村

等
」

と
い

う
。

）
、

市
区

町
村

等
が

認
め

た
者

【
事

業
内

容
】

①
職

員
が

感
染

症
対

策
の

徹
底

を
図

り
な

が
ら

保
育

を
継

続
的

に
実

施
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
経

費
（

か
か

り
増

し
経

費
、

研
修

受
講

等
）

②
保

育
所

等
へ

の
マ

ス
ク

や
消

毒
液

等
の

配
布

、
感

染
防

止
用

の
備

品
購

入

【
対

象
施

設
等

】
保

育
所

、
幼

保
連

携
認

定
こ

ど
も

園
、

地
域

型
保

育
事

業
所

、
認

可
外

保
育

施
設

、
児

童
厚

生
施

設

【
補

助
基

準
額

】
①

及
び

②
の

合
計

１
施

設
当

た
り

（
１

）
定

員
※

1
9
人

以
下

3
0
0
千

円
以

内
（

２
）

定
員

※
2
0
人

以
上

5
9
人

以
下

4
0
0
千

円
以

内
（

３
）

定
員

※
6
0
人

以
上

5
0
0
千

円
以

内
（

４
）

児
童

厚
生

施
設

及
び

認
可

外
の

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
3
0
0
千

円
以

内

【
補

助
割

合
】

国
：

１
／

２
、

市
区

町
村

等
：

１
／

２

【
概

要
】

保
育

所
等

に
お

い
て

、
感

染
症

に
対

す
る

強
い

体
制

を
整

え
、

感
染

症
対

策
を

徹
底

し
つ

つ
、

事
業

を
継

続
的

に
提

供
し

て
い

く
た

め
、

令
和

２
年

度
１

次
、

２
次

補
正

に
加

え
、

職
員

が
感

染
症

対
策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
保

育
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費

の
ほ

か
、

保
育

所
等

が
配

布
す

る
子

ど
も

用
マ

ス
ク

、
消

毒
液

等
の

卸
・

販
社

か
ら

の
一

括
購

入
等

や
保

育
所

等
の

消
毒

に
必

要
と

な
る

経
費

を
補

助
す

る
。

保
育

所
等

に
お

け
る

マ
ス

ク
購

入
等

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
に

係
る

支
援

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
）

※
（

認
可

の
）

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
は

定
員

で
は

な
く

、
月

初
日

に
お

け
る

利
用

児
童

数

厚
生
労
働
省

（
保

育
環

境
改

善
等

事
業

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
）

令
和

２
年

度
第

３
次

補
正

予
算

案
：

1
1
7
億

円
） 28

（
「
か
か
り
増
し
経
費
」
の
具
体
的
な
内
容
）

○
職
員
が
勤
務
時
間
外
に
消
毒
・
清
掃
等
を
行
っ
た
場
合
の
超
過
勤
務
手
当
や
休
日
勤
務
手
当
等
の
割
増
賃
金
や
、
通
常
想
定
し
て
い
な
い
感
染
症
対
策
に
関
す

る
業
務
の
実
施
に
伴
う
手
当
な
ど
、
法
人
（
施
設
）
の
給
与
規
程
等
に
基
づ
き
職
員
に
支
払
わ
れ
る
手
当
等
の
ほ
か
、
非
常
勤
職
員
を
雇
上
し
た
場
合
の
賃
金

※
手
当
等
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
社
会
通
念
上
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

○
施
設
の
感
染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、
職
員
個
人
が
施
設
や
日
常
生
活
に
お
い
て
必
要
と
す
る
物
品
等
の
購
入
支
援

※
物
品
等
の
例
：
手
荒
れ
防
止
用
の
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
、
マ
ス
ク
、
帽
子
、
ゴ
ー
グ
ル
、
エ
プ
ロ
ン
、
手
袋
、
ウ
ェ
ス
ト
ポ
ー
チ
、
ガ
ウ
ン
、
タ
オ
ル
な
ど
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保
育

所
等

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

推
進

等
事

業
【

新
規

】

【
事

業
内

容
】

（
１

）
保

育
士

の
業

務
負

担
軽

減
を

図
る

た
め

、
保

育
の

周
辺

業
務

や
補

助
業

務
（

保
育

に
関

す
る

計
画

・
記

録
や

保
護

者
と

の
連

絡
、

子
ど

も
の

登
降

園
管

理
等

の
業

務
）

に
係

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

等
を

活
用

し
た

業
務

シ
ス

テ
ム

の
導

入
費

用
及

び
外

国
人

の
子

ど
も

の
保

護
者

と
の

や
り

と
り

に
係

る
通

訳
や

翻
訳

の
た

め
の

機
器

の
購

入
に

か
か

る
費

用
の

一
部

を
補

助
す

る
。

（
２

）
認

可
外

保
育

施
設

に
お

い
て

、
保

育
記

録
の

入
力

支
援

な
ど

、
保

育
従

事
者

の
業

務
負

担
軽

減
に

つ
な

が
る

機
器

の
導

入
に

係
る

費
用

の
一

部
を

補
助

し
、

事
故

防
止

に
つ

な
げ

る
。

（
３

）
病

児
保

育
事

業
等

に
お

い
て

、
空

き
状

況
の

見
え

る
化

や
予

約
・

キ
ャ

ン
セ

ル
等

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
を

行
う

た
め

に
必

要
な

シ
ス

テ
ム

の
導

入
費

用
の

一
部

を
補

助
す

る
。

（
４

）
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
研

修
を

在
宅

等
で

受
講

で
き

る
よ

う
、

オ
ン

ラ
イ

ン
で

行
う

た
め

に
必

要
な

シ
ス

テ
ム

基
盤

の
整

備
に

係
る

費
用

や
教

材
作

成
経

費
等

の
一

部
を

補
助

す
る

。
（

５
）

保
育

士
試

験
の

申
請

手
続

や
保

育
士

資
格

の
登

録
申

請
の

届
出

等
に

つ
い

て
、

オ
ン

ラ
イ

ン
に

よ
る

手
続

を
可

能
と

す
る

た
め

に
必

要
な

シ
ス

テ
ム

改
修

費
等

の
一

部
を

補
助

す
る

。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

区
町

村

【
補

助
基

準
額

】
（

１
）

業
務

の
IC

T
化

等
を

行
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム
導

入
１

施
設

当
た

り
1
,0

0
0
千

円
翻

訳
機

等
の

購
入

１
施

設
当

た
り

1
5
0
千

円
（

２
）

認
可

外
保

育
施

設
に

お
け

る
機

器
の

導
入

１
施

設
当

た
り

2
0
0
千

円
（

３
）

病
児

保
育

事
業

等
の

業
務

（
予

約
・

キ
ャ

ン
セ

ル
等

）
の

IC
T
化

を
行

う
た

め
の

シ
ス

テ
ム

導
入

①
１

自
治

体
当

た
り

8
,0

0
0
千

円
②

１
施

設
当

た
り

1
,0

0
0
千

円
（

４
）

研
修

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
事

業
１

自
治

体
当

た
り

4
,0

0
0
千

円
（

５
）

保
育

士
資

格
取

得
に

係
る

オ
ン

ラ
イ

ン
手

続
化

総
額

4
9
,8

2
0
千

円
の

う
ち

令
和

元
年

度
の

各
都

道
府

県
の

受
験

者
数

の
割

合
に

応
じ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

設
定

【
補

助
割

合
】

（
１

）
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

４
、

事
業

者
：

１
／

４
（

２
）

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県

・
市

区
町

村
：

１
／

４
、

事
業

者
：

１
／

４
（

３
）

①
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

２
②

国
：

１
／

２
、

市
区

町
村

：
１

／
４

、
事

業
者

：
１

／
４

※
（

１
）

～
（

３
）

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
体

が
運

営
す

る
施

設
(＊

)を
対

象
に

す
る

場
合

は
、

国
：

１
／

２
、

自
治

体
：

１
／

２
＊

（
１

）
～

（
２

）
は

財
政

力
指

数
が

1
.0

未
満

の
地

方
自

治
体

が
対

象
。

（
４

）
国

：
１

／
２

、
都

道
府

県
・

市
区

町
村

：
１

／
２

（
５

）
国

：
１

／
２

、
都

道
府

県
：

１
／

２

市
区

町
村

保
育

所
等

【
業

務
負

担
が

軽
減

さ
れ

る
例

】
○

保
育

に
関

す
る

計
画

・
記

録

・
手

書
き

で
作

成
し

て
い

た
各

期
間

（
年

・
月

・
週

・
日

）
ご

と
の

指
導

計
画

や
保

育
日

誌
に

つ
い

て
、

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
、

関
連

す
る

項
目

が
自

動
的

に
入

力
さ

れ
る

。

○
登

降
園

管
理

・
手

作
業

で
行

っ
て

い
た

子
ど

も
の

出
欠

状
況

の
集

計
や

延
長

保
育

料
金

の
計

算
に

つ
い

て
、

タ
ッ

チ
パ

ネ
ル

式
の

機
器

の
導

入
に

よ
り

、
登

園
・

降
園

時
間

が
シ

ス
テ

ム
で

管
理

さ
れ

、
出

欠
状

況
の

集
計

や
延

長
保

育
料

金
の

計
算

が
自

動
的

に
行

わ
れ

る
。

業
務

支
援

シ
ス

テ
ム

・
翻

訳
機

等

①
申

請

③
補

助

②
シ

ス
テ

ム
の

導
入

等
に

よ
る

業
務

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

実
施

(１
)業

務
の

IC
T
化

等
を

行
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム
導

入
（

２
）

認
可

外
保

育
施

設
に

お
け

る
機

器
の

導
入

都
道

府
県

等
認

可
外

保
育

施
設

業
務

支
援

の
た

め
の

機
器

①
申

請

③
補

助

②
機

器
の

導
入

に
よ

る
業

務
負

担
軽

減

※
業

務
支

援
の

た
め

の
機

器
を

活
用

す
る

こ
と

で
、

保
育

記
録

な
ど

保
育

従
事

者
の

業
務

負
担

を
軽

減
す

る
。

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

第
３

次
補

正
（

案
）

：
1
4
億

円
）
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保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等
事

業

【
事
業
内
容
】

保
育
人
材
確
保
事
業
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
実
施
し
て
い
る
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
の
貸
付
原
資
等

の
充
実
や
新
規
に
貸
付
事
業
を
実
施
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
を
行
う
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市

【
補
助
割
合
】
国
：
９
／
１
０
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
：
１
／
１
０

１
．
保
育
士
修

学
資

金
貸

付

○
貸
付
額
（
上

限
）

ア
学

費
5万

円
（
月
額

）
イ

入
学
準
備

金
2
0万

円
（
初
回

に
限
る
）

ウ
就
職
準
備

金
2
0万

円
（
最
終
回

に
限
る

）
エ

生
活
費
加

算
4～

5万
円
程
度

（
月
額
）

※
生
活
保
護
受
給
者
及

び
こ
れ
に

準
ず

る
経
済

状
況

の
者

に
限
る

※
貸
付
期
間

：
最
長

２
年
間

○
貸
付
額

(上
限

)
5
.4
万

円
の
半
額

(月
額

)

※
貸
付
期

間
：
１
年
間

○
貸
付
額

(上
限

)
就
職
準
備
金

40
万
円

２
．
保
育
補
助

者
雇

上
支

援

３
．
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の

保
育
所
復

帰
支

援

４
．
潜
在
保
育

士
の

再
就

職
支

援

○
保

育
士
の

雇
用
管
理
改
善

や
労
働
環
境
改
善

に
積
極
的

に
取

り
組
ん
で
い
る

保
育

事
業

者
に
対

し
、
保
育
士
資
格

を
持

た
な
い

保
育

補
助
者

の
雇
い
上

げ
に
必
要

な
費

用
の

貸
付
け
に
よ

り
、

保
育
士

の
負
担

を
軽
減

○
施

設
全
体

の
保
育
従
事
者

に
占
め
る

未
就
学

児
を
も
つ

保
育
従
事
者

の
割
合

が
２
割

以
上
の

保
育
所

等
に
つ
い
て
は

、
短
時
間
勤
務

の
保
育
補
助
者

を
追
加
配
置

に
必

要
な

費
用
を

貸
付

○
保

育
補
助

者
が
原
則

と
し
て

３
年
間

で
保
育

士
資
格

を
取
得
又

は
こ
れ
に

準
じ

た
場

合
、

返
還

を
免
除

○
未

就
学
児

を
有
す
る

潜
在
保
育
士

が
支
払
う

べ
き

未
就
学
児

の
保
育
料

の
一
部

の
貸

付
け

に
よ
り

、
再
就
職

を
促
進

○
再

就
職
後

、
２
年
間

の
実
務
従
事

に
よ
り

返
還

を
免
除

○
潜

在
保
育

士
が
再
就
業

す
る

場
合
の

就
職
準

備
金

の
貸
付
け
に
よ
り

、
潜
在
保

育
士

の
掘
り

起
こ
し

を
促
進

○
再

就
職
後

、
２
年
間

の
実
務
従
事

に
よ
り

返
還

を
免
除

○
保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付
額

(上
限

)

29
5.
3万

円
(年

額
)

※
貸
付
期

間
：
最
長
３
年
間

○
保
育
補
助
者

(短
時
間
勤
務

)雇
上
費
貸
付
額

(上
限

)

22
1.
5万

円
(年

額
)

※
貸
付
期

間
：
最
長
３
年
間

○
保

育
士
養
成
施
設

に
通

う
学
生

に
対
し

、
修

学
資
金

の
一
部
を

貸
付
け

○
卒

業
後
、

５
年
間
の

実
務
従
事

に
よ
り

返
還

を
免
除

○
貸
付
額

(上
限

)
事
業
利
用
料
金

の
半
額

※
貸
付
期

間
：
２
年
間

○
保

育
所
等

に
勤
務

す
る
未
就
学
児

を
も
つ

保
育
士

に
つ
い
て

、
勤
務
時
間

（
早

朝
又

は
夜

間
）

に
よ
り

、
自
身

の
子
ど
も
の

預
け
先

が
な
い

場
合

が
あ
る
こ
と
か

ら
、

フ
ァ

ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業

や
ベ

ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

派
遣
事
業

を
利
用

す
る
際

の
利
用

料
金

の
一
部

を
支
援

○
２
年

間
の

勤
務
に
よ
り

返
還

を
免
除

５
．
未
就
学
児

を
持
つ

保
育

士
の

子
ど
も
の

預
か

り
支

援

【
貸
付

事
業
の

メ
ニ
ュ

ー
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

第
３

次
補

正
（

案
）

：
2
9
億

円
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●
保
育
所
等
整
備
交
付
金
（
保
育
所
整
備
事
業
、
小
規
模
保
育
整
備
事
業
、
保
育
所
等
防
音
壁
整
備
事
業
、
防
犯
対
策
強
化
事
業
）

保
育
所
等
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
創
設
、
増
築
、
老
朽
改
築
等
に
係
る
費
用
の
一
部
支
援

※
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
を
実
施
（
１
／
２
→
２
／
３
）

●
保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業

保
育
所
等
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
創
設
、
定
員
の
拡
大
、
老
朽
化
に
伴
う
改
修
等
に
係
る
費
用
の
一
部
支
援

※
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
を
実
施
（
１
／
２
→
２
／
３
）

保
育
所
等
の
整
備
の
推
進

［
趣
旨
］

待
機
児
童
解
消
に
向
け
て
保
育
の
受
け
皿
整
備
を
進
め
る
た
め
、
保
育
所
等
の
整
備
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

●
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
若
い
世
代
の
子
育
て
へ
の
安
心
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
女
性
就
業
率
８
割
に
対
応
で
き
る
約
３
２

万
人
の
保
育
の
受
け
皿
を
平
成
３
０
～
令
和
２
年
度
末
ま
で
の
３
年
間
で
整
備

●
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
動
き
を
着
実
に
進
め
る
た
め
、
過
去
の
補
正
予
算
の
状
況
等
を
踏
ま
え
た
施
設
整
備
等
に
要
す
る
費
用
を
計
上
。

令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算
（
案
）

3
1
7
億
円

保
育
所
等
整
備
交
付
金

1
5
8
億
円

保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業

1
6
0
億
円

［
実
施
主
体
］
市
区
町
村
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【
趣
旨
】

市
区
町
村
が
策

定
す
る
整
備
計

画
等
に

基
づ
き

、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
及

び
小
規

模
保
育

事
業
所
に
係
る
施
設
整

備
事
業
及
び

保
育
所
等
の
防
音

壁
設
置
の
実
施

に
要
す
る
経
費

に
充
て
る
た
め

、
市
区

町
村
に

交
付
金
を
交
付
す
る
。

（
※
）
市
区
町
村
が
作
成
す
る
保

育
所
等

の
整
備

に
関
す
る
計
画

（
市
区
町
村
整
備
計
画

）
に
よ

る
整
備

等
の
実

施
に
必

要
な
経

費
の

一
部
を
支

援
す
る

た
め
、
児
童
福
祉
法
第

56
条
の
４
の
３
に
基
づ
く
交
付
金
と
し
て
平
成

27
年
度

に
創
設

。

◆
「
新
子
育
て
安
心
プ

ラ
ン
」

に
参
加

す
る
自
治
体
に
つ
い
て
も
、
補
助
率
の

嵩
上
げ
（
１
／
２
→
２
／
３
）
等
を
引
き
続
き
実
施
。

【
対
象
事
業
】

・
保
育
所
整
備

事
業

・
認
定
こ

ど
も
園

整
備
事

業
（
幼

稚
園
型

）
・

小
規
模

保
育
整

備
事
業

・
防
音
壁

整
備
事

業
・

防
犯
対

策
強
化

整
備
事

業

【
実
施
主
体
】

市
区
町

村

【
設
置
主
体
】

社
会
福

祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、

公
益
財
団
法
人

、
学
校

法
人
等

（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
に

つ
い
て

は
公
立
を
除
く
）

【
補
助
割
合
】

国
１
／
２
、
市

区
町
村

１
／
４

、
設
置
主
体
１

／
４

※
 新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン
に
参
加
す
る

等
一
定

の
要
件
を
満
た
す

場
合

は
、

国
２
／

３
、

市
区

町
村
１
／

１
２

、
設

置
主

体
１
／

４

保
育
所
等
整
備
交
付
金

（
令

和
２

年
度

予
算

）
６
３
８

億
円

→
（

令
和

３
年
度

予
算
案

）
４
９
７

億
円

（
（

令
和

２
年

度
３
次

補
正
予

算
案

）
１
５

８
億
円

）
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【
趣
旨
】

賃
貸
物
件
を
活
用
し
て
保
育
所
等
を
設
置
す
る
際
や
、
幼
稚
園
に
お
い
て
長
時
間
預
か
り
保
育
を
実
施
す
る
際
、
認
可
外
保
育
施
設
が
認
可

保
育
所
等
の
設
備
運
営
基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
改
修
費
等
の
一
部
を
補
助
す
る
。

(
※

)都
市
部

を
中
心

に
保

育
所

等
の

整
備

が
困
難

な
状
況

に
か
ん

が
み

、
賃
貸

物
件
等

を
活
用

し
て

保
育
所

等
を
設

置
す
る

た
め

に
必
要

な
改
修

費
等
の

一
部

を
補

助
す

る
た

め
、

平
成

20
年

度
に
創

設
。

≪
拡
充
≫

・
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
参
加
す
る
自
治
体
に
つ
い
て
も
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
１
／
２
→
２
／
３
）
を
引
き
続
き
実
施
。

・
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
受
け
皿
整
備
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
や
、
地
域
偏
在
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
、
保
育
環
境
の
向
上
等
を
図
る

た
め
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
の
改
修
や
、
よ
り
よ
い
保
育
の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
改
修
等
も
補
助
対
象
に
加
え
る
。

【
対
象
事
業
】
（
１
）
賃
貸
物
件
に
よ
る
保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業

（
２
）
小
規
模
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業

（
３
）
幼
稚
園
に
お
け
る
長
時
間
預
か
り
保
育
改
修
費
等
支
援
事
業

（
４
）
認
可
化
移
行
改
修
費
等
支
援
事
業

（
５
）
家
庭
的
保
育
改
修
等
支
援
事
業

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
基
準
額
】

※
 ①

緊
急
対
策
参
加
自
治
体
、
②
待
機
児
童
対
策
協
議
会
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
自
治
体

（
１
）
新
設
ま
た
は
定
員
拡
大
の
場
合

１
施
設
当
た
り

利
用
（
増
加
）
定
員

19
名
以
下

15
,0
00
千
円

（
①

20
,0
00
千
円
、
②

23
,0
00
千
円

）
利
用
（
増
加
）
定
員

20
名
以
上

59
名
以
下

27
,0
00
千
円

（
①

32
,0
00
千
円
、
②

35
,0
00
千
円

）
利
用
（
増
加
）
定
員

60
名
以
上

55
,0
00
千
円

（
①

60
,0
00
千
円
、
②

63
,0
00
千
円

）
老
朽
化
対
応
の
場
合

１
施
設
当
た
り

27
,0
00
千
円

（
①

32
,0
00
千
円

）
（
２
）
１
事
業
所
当
た
り

22
,0
00
千
円

（
①

32
,0
00
千
円
、
②

35
,0
00
千
円

）
（
３
）
１
施
設
当
た
り

22
,0
00
千
円

（
①

32
,0
00
千
円
、
②

35
,0
00
千
円

）
（
４
）
１
施
設
当
た
り

32
,0
00
千
円

（
②

35
,0
00
千
円

）
（
５
）
保
育
所
で
行
う
場
合

１
か
所
当
た
り

22
,0
00
千
円

（
①

32
,0
00
千
円
、
②

35
,0
00
千
円

）
保
育
所
以
外
で
行
う
場
合

１
か
所
当
た
り

2,
40
0千

円

【
補
助
割
合
】
（
１
）
～
（
４
）

国
：
１

/２
、
市
区
町
村
：
１

/４
、
設
置
主
体
：
１

/４
※

 新
子
育

て
安

心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る

等
一
定

の
要
件
を
満
た
す

場
合

は
、
国

２
／

３
、
市

区
町

村
１

／
１
２

、
設

置
主

体
１

／
４

（
５
）

国
：
１

/２
、
市
区
町
村
：
１

/２
※

 新
子
育

て
安

心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る

等
一
定

の
要
件
を
満
た
す

場
合

は
、
国
２
／

３
、

市
区
町

村
１
／

３

保
育
所
等
改
修
費
等
支
援
事
業
【
拡
充
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
 

令
和

３
年

度
予

算
案

：
4
0
2
億

円
の

内
数

）
（

令
和

２
年

度
３

次
補

正
予

算
案

：
1
6
0
億

円
）
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保
育

士
・

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

事
業

【
新

規
】

【
事

業
内

容
】

保
育

士
を

目
指

す
方

や
保

育
士

に
復

帰
し

よ
う

と
す

る
方

が
増

え
、

保
育

現
場

で
就

業
し

や
す

く
な

る
よ

う
、

①
保

育
士

と
い

う
職

業
や

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

や
②

保
育

士
が

相
談

し
や

す
い

体
制

を
整

備
し

、
保

育
士

確
保

や
就

業
継

続
を

図
る

。

①
保

育
士

と
い

う
職

業
や

保
育

の
現

場
の

魅
力

発
信

保
育

技
術

の
見

え
る

化
な

ど
情

報
発

信
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

を
国

に
お

い
て

作
成

し
、

そ
れ

を
活

用
し

な
が

ら
以

下
の

取
組

み
を

実
施

（
具

体
的

な
取

組
）

・
保

育
体

験
イ

ベ
ン

ト
・

情
報

発
信

サ
イ

ト
・

進
路

指
導

担
当

や
中

高
生

な
ど

に
対

す
る

魅
力

発
信

等

②
保

育
士

が
相

談
し

や
す

い
体

制
整

備
（

具
体

的
な

取
組

）
1
）

保
育

士
の

相
談

窓
口

（
S
N

S
等

も
含

む
）

の
設

置
・

心
理

職
や

社
労

士
等

を
配

置
し

、
人

間
関

係
や

労
働

条
件

等
に

関
す

る
相

談
支

援
を

実
施

・
相

談
内

容
に

応
じ

て
、

保
育

所
等

に
対

し
て

、
必

要
な

指
導

・
助

言
2
）

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

相
談

支
援

・
気

軽
に

相
談

で
き

る
感

染
対

策
相

談
窓

口
の

設
置

・
職

員
の

尊
厳

を
重

視
し

た
専

門
家

に
よ

る
相

談
支

援
を

実
施

【
実

施
主

体
】

①
都

道
府

県
、

指
定

都
市

②
都

道
府

県
、

市
町

村

【
補

助
基

準
額

】
①

１
自

治
体

あ
た

り
：

8
,1

0
8
千

円
②

１
自

治
体

当
た

り
：

１
）

4
,0

3
5
千

円
２

）
5
,5

9
9
千

円

【
補

助
割

合
】

①
国

：
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

：
1
/2

②
国

：
1
/2

、
都

道
府

県
・

市
町

村
：

1
/2
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（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）
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若
手

保
育

士
や

保
育

事
業

者
等

へ
の

巡
回

支
援

事
業

【
拡

充
】

【
事

業
内

容
】

保
育

士
の

離
職

防
止

や
保

育
所

等
の

勤
務

環
境

の
改

善
を

図
る

た
め

、
下

記
支

援
員

が
保

育
所

等
を

巡
回

支
援

す
る

た
め

に
必

要
な

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

。

①
「

保
育

事
業

者
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

」
：

保
育

の
質

の
向

上
や

事
故

防
止

、
保

護
者

・
地

域
住

民
等

と
の

ト
ラ

ブ
ル

等
に

関
す

る
助

言
・

指
導

②
「

保
育

士
支

援
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」

：
若

手
保

育
士

等
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
た

め
、

保
育

業
務

全
般

に
関

す
る

助
言

・
指

導
③

「
巡

回
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」

：
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
い

て
、

子
ど

も
の

安
全

の
確

保
や

子
ど

も
の

主
体

的
な

活
動

を
尊

重
し

つ
つ

、
子

ど
も

の
自

主
性

、
社

会
性

等
の

よ
り

一
層

の
向

上
を

図
る

た
め

の
助

言
・

指
導

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

区
町

村

【
補

助
基

準
額

】

保
育

事
業

者
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
保

育
士

支
援

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
巡

回
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
4
,0

6
4
千

円

働
き

方
改

革
支

援
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
保

育
実

践
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
4
,0

6
4
千

円

魅
力

あ
る

職
場

づ
く

り
に

向
け

た
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
、

自
己

評
価

地
域

協
議

会
：

１
自

治
体

当
た

り
そ

れ
ぞ

れ
1
,6

2
4
千

円

【
補

助
割

合
】

国
：

1
/2

、
都

道
府

県
、

市
区

町
村

：
1
/2

＜
拡

充
＞

以
下

の
事

業
の

メ
ニ

ュ
ー

を
新

た
に

追
加

す
る

。
①

社
会

保
険

労
務

士
な

ど
が

巡
回

し
保

育
所

等
の

事
業

者
を

支
援

す
る

、
「

保
育

士
働

き
方

改
革

支
援

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
」

の
メ

ニ
ュ

ー
を

追
加

②
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

に
向

け
た

保
育

所
等

の
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
を

開
催

③
保

育
所

の
自

己
評

価
等

の
充

実
に

よ
り

保
育

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

り
、

働
き

が
い

を
高

め
ら

れ
る

よ
う

、
「

保
育

実
践

充
実

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

」
の

メ
ニ

ュ
ー

を
追

加
④

公
開

保
育

実
施

の
支

援
や

各
保

育
所

の
自

己
評

価
の

促
進

を
図

る
た

め
、

「
地

域
協

議
会

（
仮

称
）

」
を

開
催
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【
事

業
内

容
】

保
育

士
確

保
対

策
と

し
て

、
保

育
所

等
の

事
業

者
が

保
育

士
用

の
宿

舎
を

借
り

上
げ

る
た

め
の

費
用

の
一

部
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
保

育
士

が
働

き
や

す
い

環
境

を
整

備
す

る
。

【
実

施
主

体
】

新
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
に

参
加

す
る

市
区

町
村

【
対

象
者

】
採

用
さ

れ
た

日
か

ら
起

算
し

て
9
年

以
内

の
常

勤
の

保
育

士
※

直
近

２
か

年
の

１
月

の
職

業
安

定
所

別
の

保
育

士
の

有
効

求
人

倍
率

が
連

続
し

て
２

未
満

の
場

合
は

、
採

用
日

か
ら

５
年

以
内

た
だ

し
、

令
和

元
年

４
月

及
び

令
和

２
年

４
月

の
待

機
児

童
数

が
い

ず
れ

も
5
0
人

以
上

の
場

合
は

、
令

和
３

年
度

に
限

り
９

年
以

内
※

令
和

２
年

度
に

事
業

の
対

象
だ

っ
た

者
で

引
き

続
き

令
和

３
年

度
も

事
業

の
対

象
と

な
る

場
合

は
、

令
和

２
年

度
の

年
数

を
適

用

【
補

助
基

準
額

】
月

額
8
2
,0

0
0
円

を
上

限
と

し
て

、
市

区
町

村
別

に
一

人
当

た
り

の
月

額
（

上
限

）
の

金
額

を
設

定

【
補

助
割

合
】

国
：

1
/2

、
市

区
町

村
：

1
/4

、
事

業
者

：
1
/4

保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業
【見
直
し
】

＜
見

直
し

の
考

え
方

等
＞

【
現

行
】

採
用

さ
れ

た
日

か
ら

起
算

し
て

1
0
年

以
内

の
常

勤
の

保
育

士
※

以
下

の
場

合
は

、
5
年

以
内

の
常

勤
の

保
育

士
○

直
近

２
か

年
の

４
月

１
日

時
点

の
待

機
児

童
数

が
連

続
し

て
5
0
人

未
満

、
か

つ
、

直
近

２
か

年
の

１
月

の
保

育
士

の
有

効
求

人
倍

率
が

連
続

し
て

全
国

平
均

以
下

の
市

区
町

村
た

だ
し

、
待

機
児

童
数

が
5
0
人

未
満

（
前

年
度

）
か

ら
5
0
人

以
上

（
事

業
実

施
年

度
）

と
な

っ
た

場
合

で
、

か
つ

、
直

近
２

か
年

の
１

月
の

保
育

士
の

有
効

求
人

倍
率

が
連

続
し

て
全

国
平

均
以

下
の

市
区

町
村

も
５

年
以

内

見
直

し
の

・
対

象
者

の
年

数
の

予
見

可
能

性
を

高
め

る
こ

と
で

、
保

育
士

募
集

に
際

し
て

支
障

が
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

。
考

え
方

・
事

業
の

対
象

と
な

る
者

と
な

ら
な

い
者

と
の

公
平

性
等

に
鑑

み
、

段
階

的
な

見
直

し
を

図
る

。
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【
事

業
内

容
】

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

士
の

業
務

負
担

を
軽

減
し

、
保

育
士

の
離

職
防

止
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
保

育
士

の
補

助
を

行
う

保
育

補
助

者
の

雇
上

げ
に

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

。

【
保

育
補

助
者

の
要

件
】

保
育
所
等
で
の
実
習
等
を
修
了
し
た
者
等

【
補
助
基
準
額
】

定
員
1
2
1
人
未
満
の
施
設
：
年
額
2
,3
3
3
千
円

又
は
年
額
3
,1
1
1
千
円
※
／
定
員
1
2
1
人
以
上
の
施
設
：
年
額
4
,6
6
6
千
円

又
は
年
額
6
,2
2
2
千
円
※

※
保
育
士
確
保
が
困
難
な
地
域 【

保
育

所
】

【
市

区
町

村
】

補
助

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

士
を

補
助

保
育

士
と

し
て

引
き

続
き

勤
務

○
保
育
士
の
養
成
校
を
卒
業

（
夜
間
・
通
信
制
は
３
年
間
）

【
保

育
補

助
者

】

৳   ৱ ત  ੭

○
保
育
士
試
験
合
格

又
は

保
育

士
の

業
務

負
担

軽
減

⇒
離

職
防

止

【
補
助
割
合
】

国
：
3
/
4
、
都
道
府
県
1
/
8
・
市
区
町
村
（
指
定
都
市
・
中
核
市
除
く
）
1
/
8

／
国
：
3
/
4
、
市
区
町
村
1
/
4

保
育

補
助

者
雇

上
強

化
事

業
【

拡
充

】

雇
上
げ

保
育

士
へ

の
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ
プ

※
資

格
取

得
支

援
事

業
を

活
用

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

＜
要

件
撤

廃
＞

【
現

行
】

保
育

補
助

者
は

、
原

則
と

し
て

勤
務

時
間

が
週

3
0
時

間
以

下
で

あ
る

こ
と

【
撤

廃
理

由
・

見
直

し
後

】
事

業
の

促
進

を
図

る
た

め
、

当
該

規
定

を
撤

廃

37

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

）

－396－



【
主

な
事

業
内

容
】

○
潜

在
保

育
士

に
対

す
る

取
組

・
再

就
職

に
関

す
る

相
談

・
就

職
あ

っ
せ

ん
、

求
人

情
報

の
提

供

○
人

材
バ

ン
ク

機
能

等
の

活
用

・
保

育
所

へ
の

離
職

時
に

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
に

登
録

し
、

再
就

職
支

援
（

求
人

情
報

の
提

供
や

研
修

情
報

の
提

供
）

を
実

施
・

ま
た

、
新

た
に

保
育

士
登

録
を

行
う

者
に

対
し

て
も

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

の
登

録
を

促
し

、
登

録
さ

れ
た

保
育

士
に

対
し

、
就

業
状

況
等

の
現

況
の

確
認

や
就

職
支

援
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
潜

在
保

育
士

の
掘

り
起

こ
し

を
行

う
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市

【
補

助
基

準
額

】

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
費

：
7
,2

0
0
千

円
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
雇

上
費

：
4
,0

0
0
千

円
※

マ
ッ

チ
ン

グ
の

実
績

が
年

5
0
件

以
上

あ
る

場
合

、
4
,0

0
0
千

円
（

１
名

分
）

を
加

算
※

待
機

児
童

対
策

協
議

会
参

加
自

治
体

の
場

合
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
更

な
る

追
加

配
置

を
支

援
復

職
前

研
修

実
施

経
費

：
4
6
9
千

円
離

職
し

た
保

育
士

等
に

対
す

る
再

就
職

支
援

：
6
,1

1
9
千

円
保

育
士

登
録

簿
を

活
用

し
た

就
職

促
進

：
3
,6

6
4
千

円
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

導
入

費
：

7
,0

0
0
千

円

【
補

助
割

合
】

国
：

1
/2

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
：

1
/2

①
卒
業
生
に
対
す
る

連
絡
依
頼

②
卒
業
名
簿
等
を
活
用
し
た

O
B
・O
G
へ
の
連
絡

【
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
組
例
】

ⅱ
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

指
定
保
育
士
養
成
施
設

卒
業
生

（
潜
在
保
育
士
等
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

連
携

保
育
士

離
職
し
た
保
育
士

③
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

ⅰ
保
育
士
登
録
名
簿
を
活
用
し
た
情
報
発
信

ⅲ
再
就
職
支
援
機
関
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職

前
研
修
情
報
の
提
供

ア
登
録

※
保
育
士
登
録
の
際
に
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
勧
奨

ウ
研
修
情
報
提
供
・

就
職
あ
っ
せ
ん

イ
就
業
状
況
等
の
現
況
確
認

エ
就
職
相
談

保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

（都
道
府
県
等
）

④
再
就
職
支
援
機
関
や
そ
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職
前
研
修
情
報
の
提
供

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
設

置
運

営
事

業
【

拡
充

】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

＜
拡

充
＞

以
下

の
事

業
の

拡
充

を
図

る
。

①
現

職
保

育
士

に
対

し
て

就
業

継
続

に
向

け
た

必
要

な
相

談
支

援
や

、
保

育
補

助
者

や
保

育
支

援
者

の
マ

ッ
チ

ン
グ

に
係

る
経

費
を

補
助

対
象

に
加

え
る

。
②

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
が

、
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
と

合
同

で
実

施
す

る
就

職
相

談
会

に
係

る
経

費
を

補
助

対
象

に
加

え
る

。
③

保
育

士
・

保
育

所
支

援
セ

ン
タ

ー
の

情
報

発
信

機
能

の
強

化
、

管
内

の
保

育
所

等
を

巡
回

し
て

求
人

情
報

の
収

集
や

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

マ
ッ

チ
ン

グ
機

能
の

向
上

。

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） 38
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医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
モ
デ
ル
事
業
【
拡
充
】

令
和
３
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応
（
案
）
《
拡
充
》

○
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
を
一
般
事
業
化
す
る
と
と
も
に
、
喀
痰
吸
引
等
研
修
を
受
講
し
た
保
育
士
が

「
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
」
と
し
て
管
内
保
育
所
の
巡
回
支
援
を
行
う
場
合
、
処
遇
改
善
を
実
施
す
る
。

事
業
内
容

○
保
育
所
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
医
療
的
ケ
ア
児
の
地
域
生
活
支
援
の
向
上
を
図
る
。

○
ま
た
、
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
技
能
及
び
経
験
を
有
し
た
者
（
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
）
を
配
置
し
、
管
内
の
保
育
所
へ
の
医
療
的
ケ
ア
に

関
す
る
支
援
・
助
言
や
、
喀
痰
吸
引
等
研
修
の
受
講
等
を
勧
奨
す
る
ほ
か
、
市
区
町
村
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
で
、
安
定
・
継
続
し
た
医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
支
援
体
制
を
構
築
す
る
。

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】

○
基
本
分
単
価

①
看
護
師
等
の
配
置

１
施
設
当
た
り

5
,３
２
0
千
円

○
加
算
分
単
価

②
研
修
の
受
講
支
援

１
施
設
当
た
り

３
０
0
千
円

③
補
助
者
の
配
置

１
施
設
当
た
り

２
,１
６
0
千
円

④
医
療
的
ケ
ア
保
育
支
援
者
の
配
置

１
市
区
町
村
当
た
り
２
,１
６
0
千
円

（
喀
痰
吸
引
等
研
修
を
受
講
し
た
保
育
士
が
担
う
場
合
、
１
３
０
千
円
を
加
算
）

⑤
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

１
市
区
町
村
当
た
り

3
６
0
千
円

⑥
検
討
会
の
設
置

１
市
区
町
村
当
た
り

5
6
0
千
円

○
さ
ら
に
、
各
自
治
体
の
取
組
み
を
推
進
す
る
た
め
、

か
所
数
の
増
加
を
図
る
（
９
０
か
所
→
１
９
９
か
所
）
。

実
施
主
体
・
補
助
割
合
・
事
業
実
績

○
都
道
府
県
、
市
区
町
村

○
国
：
１
/
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
：
１
/
２

国
：
１
/
２
、
都
道
府
県
：
１
/
４
、
市
区
町
村
：
１
/
４

○
R
2
（
公
募
ベ
ー
ス
）
：
１
０
9
か
所
（
1
7
1
か
所
）

＜
基

幹
施

設
＞

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

者

保
育

所
（

医
ケ

ア
児

受
入

施
設

）
保

育
所

＜
管

内
保

育
所

等
＞

看
護

師
等

助 言 ・ 支 援 等

看
護
師
等
の
配
置
や
医
療
的
ケ
ア
児

保
育
支
援
者
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、

保
育
士
の
研
修
受
講
等
を
行
い
、
医
療

的
ケ
ア
児
を
受
入
れ
。

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
ノ

ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
た
施
設
等
が
、

市
町
村
内
の
基
幹
施
設
と
し
て
、

管
内
保
育
所
の
医
療
的
ケ
ア
に

関
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、

医
療
的
要
因
や
障
害
の
程
度
が

高
い
児
童
の
対
応
を
行
う
。

事
業
イ
メ
ー
ジ

看
護

師
等

の
配

置

体
制

整
備

等 検
討
会
の
設
置
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
に
よ
り
、
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
に

つ
い
て
の
検
討
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
体

制
の
構
築
、
施
設
や
保
護
者
と
の
調
整
等

の
体
制
整
備
を
実
施
。

＜
自

治
体

＞
検

討
会

の
設

置

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） 39
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広
域

的
保

育
所

等
利

用
事

業
【

拡
充

】

○
市

区
町

村
が

設
置

す
る

こ
ど

も
送

迎
セ

ン
タ

ー
等

か
ら

各
保

育
所

等
へ

の
子

ど
も

の
送

迎
を

行
う

た
め

の
バ

ス
等

の
購

入
費

、
運

転
手

雇
上

費
、

駐
車

場
の

賃
借

料
、

送
迎

セ
ン

タ
ー

の
実

施
場

所
の

賃
借

料
及

び
子

ど
も

の
送

迎
時

に
付

き
添

う
保

育
士

等
の

雇
上

費
等

の
補

助
を

行
う

。

事
業

内
容

１
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業

○
各

保
育

所
等

か
ら

遠
距

離
に

あ
る

屋
外

遊
戯

場
に

代
わ

る
場

所
へ

の
児

童
の

送
迎

を
行

う
た

め
の

バ
ス

等
の

購
入

費
、

運
転

手
雇

上
費

、
駐

車
場

の
賃

借
料

及
び

子
ど

も
の

送
迎

時
に

付
き

添
う

保
育

士
等

の
雇

上
費

等
の

補
助

を
行

う
。

２
代

替
屋

外
遊

戯
場

送
迎

事
業

○
既

存
の

建
物

を
改

修
し

て
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す

る
場

合
、

建
物

の
改

修
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

う
。

３
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

設
置

改
修

事
業

（
H

3
0

創
設

）

実
施

主
体

○
市

区
町

村

○
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

２

＜
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

2
8
自

治
体

（
3
3
か

所
）

R
1
：

3
4
自

治
体

（
4
1
か

所
）

＜
代

替
野

外
遊

技
場

送
迎

事
業

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
3
0
：

１
自

治
体

（
１

か
所

）
R

1
：

２
自

治
体

（
７

か
所

）
※

い
ず

れ
も

R
1
年

度
は

交
付

決
定

ベ
ー

ス

自
宅

送
迎

セ
ン

タ
ー

保
育

所
等

※
平

成
3
0
年

度
よ

り
、

自
宅

か
ら

直
接

保
育

所
へ

の
送

迎
も

可
能

事
業

イ
メ

ー
ジ

令
和

３
年

度
予

算
に

お
け

る
対

応
（

案
）

《
拡

充
》

・
保

育
士

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
運

転
手

雇
上

費
5
,0

0
0
千

円
（

加
配

数
に

応
じ

て
3
,0

0
0
千

円
を

加
算

）

・
事

業
費

（
損

害
賠

償
保

険
含

む
）

1
0
,2

0
2
千

円
（

自
宅

送
迎

の
場

合
1
,1

1
9
千

円
）

・
バ

ス
購

入
費

1
5
,0

0
0
千

円

・
バ

ス
借

上
費

7
,5

0
0
千

円

・
改

修
費

7
,2

7
0
千

円

○
送

迎
セ

ン
タ

ー
の

か
所

数
に

よ
ら

ず
、

送
迎

バ
ス

の
台

数
や

保
育

士
の

配
置

に
応

じ
て

加
算

で
き

る
仕

組
み

と
す

る
。

○
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
－

等
事

業
を

実
施

す
る

委
託

事
業

者
が

損
害

保
険

等
に

加
入

し
た

場
合

の
保

険
料

等
を

補
助

す
る

。

○
保

育
所

等
へ

の
送

迎
後

の
空

き
時

間
を

有
効

活
用

で
き

る
よ

う
、

保
育

所
等

へ
の

巡
回

以
外

の
時

間
帯

に
お

い
て

、
一

時
預

か
り

事
業

等
へ

の
巡

回
を

可
能

と
す

る
。

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） 40
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家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

【
拡

充
】

家
庭

支
援

推
進

保
育

事
業

【
拡

充
】

事
業
内
容

日
常

生
活

に
お

け
る

基
本

的
な

習
慣

や
態

度
の

か
ん

養
等

に
配

慮
が

必
要

な
家

庭
や

、
外

国
人

子
育

て
家

庭
に

つ
い

て
、

家
庭

環
境

に
対

す
る

配
慮

な
ど

保
育

を
行

う
上

で
特

に
配

慮
が

必
要

な
家

庭
に

お
け

る
子

ど
も

を
多

数
（

4
0
%

以
上

）
受

け
入

れ
て

い
る

保
育

所
に

対
し

て
加

配
を

行
う

。

令
和
３
年
度
予
算
に
お
け
る
対
応
（
案
）
《
拡
充
》

特
別

な
配

慮
が

必
要

な
児

童
の

う
ち

外
国

人
子

育
て

家
庭

の
児

童
が

占
め

る
割

合
が

特
に

高
い

保
育

所
等

に
つ

い
て

、
加

配
保

育
士

２
名

分
の

補
助

基
準

額
を

適
用

す
る

よ
う

に
拡

充
す

る
。

実
施
主
体
・
補
助
基
準
額
（
案
）
・
補
助
割
合

実
施

主
体

：
市

区
町

村
補

助
基

準
額

（
案

）
：

１
か

所
当

た
り

３
，

８
６

７
千

円
（

外
国

人
子

育
て

家
庭

の
児

童
が

占
め

る
割

合
が

特
に

高
い

(2
0
%

以
上

)場
合

）
１

か
所

当
た

り
７

，
７

３
４

千
円

補
助

割
合

：
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

２

事
業
実
績

3
0
0

5
0
0

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

3
9
9

4
2
8

4
3
3

4
3
9

4
2
0

4
1
3

4
0
2

4
1
9

4
2
0

4
0
7

3
9
5

4
0
2

3
7
8

3
6
0

3
4
4 （

年
度

）

（
か

所
数

）

※
R
1
は

交
付

決
定

ベ
ー

ス

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
令

和
２

年
度

予
算

：
3
9
4
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
：

4
0
2
億

円
の

内
数

） 41
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利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

利
用
者
支
援
事
業
（
特
定
型
（
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
）
）

１
．

事
業

概
要

２
．

令
和

３
年

度
予

算
案

に
お

け
る

拡
充

主
と

し
て

市
町

村
の

窓
口

で
、

子
育

て
家

庭
等

か
ら

保
育

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

地
域

に
お

け
る

保
育

所
や

各
種

の
保

育
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
情

報
提

供
や

利
用

に
向

け
て

の
支

援
な

ど
を

行
う

。
《

職
員

配
置

》
専

任
職

員
（

利
用

者
支

援
専

門
員

）
を

１
名

以
上

配
置

※
子

育
て

支
援

員
基

本
研

修
及

び
専

門
研

修
（

地
域

子
育

て
支

援
コ

ー
ス

）
の

「
利

用
者

支
援

事
業

（
特

定
型

）
」

の
研

修
を

修
了

し
て

い
る

者
が

望
ま

し
い

実
施

主
体

：
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

補
助

率
：

国
２

／
３

（
都

道
府

県
１

／
６

、
市

町
村

１
／

６
）

実
施

か
所

数
：

H
3
0
年

度
3
7
5
か

所
→

R
元

年
度

3
8
9
か

所

《
令

和
３

年
度

補
助

基
準

額
（

案
）

》
①

基
本

分
3
,0

7
5
千

円
②

加
算

分
夜
間
開
所

休
日
開
所

出
張
相
談
支
援

機
能
強
化
取
組

多
言
語
対
応

特
別
支
援
対
応

1,
40
6千
円

75
7千
円

1,
08
2千
円

1,
87
5千
円

80
5千
円

75
0千
円

保
護

者
に

「
寄

り
添

う
」

の
実

施
を

促
し

、
地

域
に

お
け

る
ミ

ス
マ

ッ
チ

解
消

を
図

る
た

め
、

実
施

要
件

を
緩

和
し

、
待

機
児

童
数

が
5

0
人

未
満

で
あ

る
市

町
村

で
も

「
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
に

参
画

す
れ

ば
利

用
可

能
と

す
る

。

３
．

事
業

実
施

イ
メ

ー
ジ

（
保

護
者

に
「

寄
り

添
う

支
援

」
の

実
施

）

42

令
和

２
年

度
予

算
1
,4

5
3
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
1
,6

9
1
億

円
の

内
数

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
）
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病
児

保
育

事
業

病
児

保
育

事
業

（
１

）
病

児
対

応
型

・
病

後
児

対
応

型
地

域
の

病
児

・
病

後
児

に
つ

い
て

、
病

院
・

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

等
に

お
い

て
看

護
師

等
が

一
時

的
に

保
育

す
る

事
業

。

（
２

）
体

調
不

良
児

対
応

型
保

育
中

の
体

調
不

良
児

に
つ

い
て

、
一

時
的

に
預

か
る

ほ
か

、
保

育
所

入
所

児
に

対
す

る
保

健
的

な
対

応
や

地
域

の
子

育
て

家
庭

や
妊

産
婦

等
に

対
す

る
相

談
支

援
を

実
施

す
る

事
業

。

（
３

）
非

施
設

型
（

訪
問

型
）

地
域

の
病

児
・

病
後

児
に

つ
い

て
、

看
護

師
等

が
保

護
者

の
自

宅
へ

訪
問

し
、

一
時

的
に

保
育

す
る

事
業

。

１
．

事
業

概
要

実
施

主
体

：
市

町
村

(特
別

区
を

含
む

。
) 

 補
助

率
：

国
１

/３
(都

道
府

県
１

/３
、

市
町

村
１

/３
)

子
ど

も
が

病
気

の
際

に
自

宅
で

の
保

育
が

困
難

な
場

合
に

、
病

院
・

保
育

所
等

に
お

い
て

、
病

気
の

児
童

を
一

時
的

に
保

育
す

る
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

整
備

を
図

る
。

＜
事

業
類

型
＞

＜
実

施
主

体
等

＞

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

5
0
3

5
5
6

6
2
0

6
9
8

8
0
3

8
9
6

9
8
5

1
0
6
8

5
2
3

5
0
4

5
5
3

5
7
3

5
9
9

6
1
9

6
3
7

6
4
3

4
5
7

4
8
7

5
3
2

5
6
3

8
1
9

1
0
4
6

1
2
5
5

1
4
1
2

1
3

5
8

1
1

9
7

非
施

設
型

（
訪

問
型

）

体
調

不
良

児
対

応
型

病
後

児
対

応
型

病
児

対
応

型

（
か

所
）

4
4

0
,5

1
7

 

4
4

9
,4

1
5

 4
9

8
,2

6
4

 5
2

4
,6

8
8

 5
8

5
,2

7
6

 

8
8

6
,2

6
3

 

1
,0

0
2

,9
2

5
 

1
,0

0
8

,7
1

2
 

※
平

成
2
7
年

度
ま

で
の

延
べ

利
用

児
童

数
は

、
「

病
児

対
応

型
」

及
び

「
病

後
児

対
応

型
」

の
合

計
※

平
成

2
8
年

度
か

ら
の

延
べ

利
用

児
童

数
は

、
「

病
児

対
応

型
」

、
「

病
後

児
対

応
型

」
、

「
体

調
不

良
児

対
応

型
」

の
合

計

（
人

）

計
3
,1

3
0
か

所

２
．

実
施

か
所

数
及

び
延

べ
利

用
児

童
数

３
．

実
施

場
所

（
１

）
病

児
対

応
型

（
２

）
病

後
児

対
応

型

3
9
.7

%

3
5
.1

%

1
1
.3

%

1
0
.3

%3
.6

% 診
療
所

病
院

保
育
所

単
独
施
設

そ
の
他

5
.1

% 8
.4

%

6
2
.8

%
7
.9

%

1
5
.7

%

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型

67
.7

%
30

.8
%

1.
4%

0.
1%

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

小
規
模
保
育
事
業
所

そ
の
他

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
等

を
踏

ま
え

つ
つ

、
提

供
体

制
を

安
定

的
に

確
保

す
る

た
め

、
基

本
単

価
の

比
率

を
引

き
上

げ
。

＜
補

助
基

準
額

（
案

）
（

病
児

対
応

型
１

か
所

当
た

り
年

額
）

＞
基

本
分

単
価

：
令

和
２

年
度

5
,0

0
7
,0

0
0
円

→
令

和
３

年
度

案
7
,0

4
1
,0

0
0
円

加
算

分
単

価
：

（
例

）
2
0
0
～

3
9
9
人

の
場

合
令

和
２

年
度

2
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,4

3
4
,0

0
0
円

→
令

和
３

年
度

案
2
0
0
～

2
9
9
人

単
価

3
,0

0
0
,0

0
0
円

3
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,0

0
0
,0

0
0
円

■
令

和
３

年
度

予
算

案
に

お
け

る
対

応
【

別
紙

参
照

】

43

令
和

２
年

度
予

算
1
,4

5
3
億

円
の

内
数

→
令

和
３

年
度

予
算

案
1
,6

9
1
億

円
の

内
数

（
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
）
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病
児

保
育

事
業

の
単

価
見

直
し

に
つ

い
て

病
児

保
育

事
業

の
単

価
見

直
し

に
つ

い
て

令
和

３
年

度
予

算
案

に
お

け
る

対
応

○
病

児
保

育
事

業
の

補
助

単
価

に
つ

い
て

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

提
供

体
制

を
安

定
的

に
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

利
用

児
童

数
の

変
動

に
よ

ら
な

い
基

本
単

価
の

比
率

を
引

き
上

げ
る

た
め

、

①
基

本
単

価
に

お
い

て
事

業
実

施
に

最
低

限
必

要
な

事
業

費
相

当
（

看
護

師
・

保
育

士
各

１
人

分
）

を
確

保
で

き
る

よ
う

、

基
本

単
価

を
引

き
上

げ
（

病
児

対
応

型
の

場
合

：
5
,0

0
7
千

円
を

7
,0

4
1
千

円
に

引
き

上
げ

(+
2
,0

3
4
千

円
)

②
一

方
、

基
本

単
価

の
引

き
上

げ
に

伴
い

、
加

算
単

価
を

引
き

下
げ

る
と

と
も

に
、

原
則

2
0
0
人

単
位

で
設

定
さ

れ
て

い
る

加
算

単
価

を
原

則

1
0

0
人

単
位

に
細

分
化

（
病

児
対

応
型

の
場

合
：

（
例

）
2
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,4

3
4
千

円
→

2
0
0
～

2
9
9
人

単
価

3
,0

0
0
千

円
、

3
0
0
～

3
9
9
人

単
価

4
,0

0
0
千

円
）

別
紙

基
本

分
（

5
,0

0
7

千
円

）
※

改
善

分
を

含
む

2
0

0
人

単
位

加
算

分

①
基

本
単

価
の

引
き

上
げ

（
5

,0
0

7
千

円
→

7
,0

4
1

千
円

（
＋

2
,0

3
4

千
円

）
）

②
‘加

算
単

価
を

原
則

1
0

0
人

細
分

化
（

単
価

引
き

下
げ

）

1
0

0
人

単
位

②
加

算
単

価
の

引
き

下
げ

（
病

児
対

応
型

の
場

合
）

【
現

行
】

【
見

直
し

後
】

44
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人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
や
事
業
継
続
に
向
け
た
取
組
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
や
事
業
継
続
に
向
け
た
取
組
事
例
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

●
人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
は
、今
後
、利
用
児
童
の
減
少
に
伴
い
、

・利
用
定
員
を
満
た
さな
い
状
態
で
の
施
設
運
営
、

・継
続
利
用
の
確
保
な
ど、

地
域
の
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
受
け
皿
の
確
保
、安
定
的
な
事
業
継
続
が
困
難
な
状
況
が
、生
じる
可
能
性
が
あ
る
。

●
本
調
査
研
究
で
は
、

・人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
提
供
確
保
に
向
け
た
取
組
事
例
や
、

・今
後
検
討
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て

調
査
、検
討
す
る
。（
今
年
度
末
に
報
告
書
を
取
りま
とめ
る
予
定
）

●
以
下
の
３
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
予
定
。

①
自
治
体
調
査

離
島
・へ
き地
を含
め
今
後
人
口
減
少
が
見
込
まれ
る
全
国
の
市
町
村
に
対
して
、地
域
の
保
育
ニー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
提
供
確
保
に
向
け
て
現
在
行
っ

て
い
る
事
業
継
続
支
援
等
の
取
組
み
や
今
後
の
対
応
方
針
、現
在
認
識
して
い
る
課
題
等
に
係
る
アン
ケ
ー
ト調
査
を実
施
。

②
ヒア
リン
グ
の
実
施

自
治
体
に
対
す
る
ア
ンケ
ー
ト調
査
の
結
果
を踏
まえ
、先
進
的
な
取
組
み
を
行
って
い
る
自
治
体
（
13
自
治
体
程
度
）
と、
現
在
、課
題
等
を
抱
え
て
い
る

自
治
体
（
７
自
治
体
程
度
）
それ
ぞ
れ
か
ら、
より
詳
細
な
取
組
内
容
や
認
識
等
をヒ
アリ
ング
。

③
研
究
会
の
開
催

自
治
体
担
当
者
、保
育
関
係
者
、有
識
者
か
らな
る
研
究
会
を
開
催
し、
①
自
治
体
調
査
と②
ヒア
リン
グ
に
お
い
て
得
られ
た
結
果
を
踏
ま
え
、人
口
減
少

地
域
等
に
お
け
る
保
育
ニー
ズ
に
対
応
した
保
育
の
確
保
に
向
け
た
事
業
継
続
等
に
係
る
取
組
み
の
在
り方
に
つ
い
て
検
討
。

１
．
本
調
査
研
究
の
目
的

２
．
本
調
査
研
究
の
概
要

（
参
考
）
子
ども
・子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
後
５
年
の
見
直
しに
係
る
対
応
方
針
に
つ
い
て
（
令
和
元
年
12
月
10
日
子
ども
・子
育
て
会
議
）
抄

「離
島
・へ
き
地
を
含
む
人
口
減
少
地
域
等
に
お
け
る
保
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
見
通
しや
取
組
事
例
を把
握
す
る
た
め
の
実
態
調
査
の
実
施
な
ど、
そ
の
実
態
の
把
握
や
対
応
策
とし
て
何
が

考
え
られ
る
か
の
検
討
に
着
手
す
べ
き」

－404－
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災
害

に
お

け
る

臨
時

休
園

の
在

り
方

災
害
発
生
の
状
況
下
に
お
い
て
社
会
的
要
請
が
強
い
防
災
関
係
者
や
医
療
関
係
者
等
に
つ
い
て

は
、
保
育
の
提
供
を
確
保
す
る
必
要
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、
安
全
に
保
育
を
実
施
す
る
こ
と

が
可
能
な
保
育
園
に
子
ど
も
を
集
め
て
保
育
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
災
害
の
状
況
や

市
町
村
の
提
供
体
制
、
登
園
や
出
勤
の
際
の
子
ど
も
や
職
員
の
安
全
等
に
つ
い
て
留
意
し
た
う

え
で
、
実
施
場
所
や
時
間
及
び
職
員
体
制
等
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

拠
点
の
園
に
お
い
て
代
替
保
育
を
提
供
す
る
場
合
は
、
子
ど
も
や
職
員
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
施
設
や
避
難
場
所
の
位
置
、
過
去
の
周
辺
地
域
の
災
害
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
周
辺

に
あ
る
保
育
園
を
拠
点
園
と
し
て
設
定
す
る
。
そ
の
際
、
子
ど
も
が
ど
の
園
に
行
く
こ
と
に
な

る
か
、
事
前
に
登
録
を
行
う
な
ど
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
。

（
※
２
）
災
害
発
生
時
の
連
携
体
制

◎
保
育
の
代
替
措
置

市
町
村
保
育
部
局

市
町
村

防
災
部
局

保
育
所

保
護
者

連
携

対
応
判

断

防
災
情
報
の

発
信

臨
時
休
園
等
の

意
思
決
定

情
報
提
供

対
応
連
絡

情
報
提
供

対
応
連
絡

保
育
の

代
替
措
置
の
調
整

保
育
の

代
替
措
置

警
戒
レ
ベ
ル

避
難
情
報
等

５
災
害
発
生
情
報

（
市
町
村
が
発
令
）

４
避
難
勧
告
・
避
難
指
示

（
市
町
村
が
発
令
）

３
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難

開
始
（
市
町
村
が
発
令
）

２
洪
水
注
意
報
・
大
雨
注
意
報

等
（
気
象
庁
が
発
表
）

１
早
期
注
意
情
報

（
気
象
庁
が
発
表
）

（
※
１
は
『
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
３
１
年
３
月
２
９
日
）
』
を
元
に
作
成
）

（
※
１
）
警
戒
レ
ベ
ル

◎
臨
時
休
園
を
行
う
際
の
判
断
基
準
等

（
※
）
令
和
元
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「
保
育
所
等
に
お
け
る
災
害
発
生
時
又
は
感
染
症
流
行
時
の
対
応
等
に
関
す
る
調

査
研
究
事
業
」
を
参
考
に
作
成

保
育
の
制
限
を
伴
う
臨
時
休
園
の
最
終
的
な
意
思
決
定
者
は
、
保
育
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町

村
で
あ
る
が
、
臨
時
休
園
の
基
準
に
つ
い
て
は
関
係
者
間
で
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
保
護
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

事
前
に
予
見
が
可
能
な
災
害
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
が
示
す
『
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
（
平
成
３
１
年
３
月
２
９
日
）
』
で
示
さ
れ
た
警
戒
レ
ベ
ル
（
※
１
）
や
市
区
町
村
に

お
い
て
作
成
さ
れ
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
合
わ
せ
、
臨
時
休
園
等
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
関
係
者
間
で
よ
く
協
議
し
事
前
に
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

◎
災
害
発
生
前
に
市
区
町
村
に
お
い
て
事
前
に
決
め
て
お
く
事
項

警
戒
レ
ベ
ル
が
発
令
さ
れ
た
時
の
各
レ
ベ
ル
毎
の
対
応

（
例
）
ど
の
警
戒
レ
ベ
ル
の
時
に
臨
時
休
園
の
判
断
を
行
う
の
か
。
保
育
中
に

警
戒
レ
ベ
ル
が
発
令
さ
れ
た
時
の
対
応
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
応
じ
た
各
保
育
所
毎
の
対
応

（
例
）
浸
水
地
域
に
あ
る
保
育
所
へ
の
対
応
。

臨
時
休
園
等
の
判
断
に
関
す
る
保
育
所
・
保
護
者
へ
の
連
絡
方
法
・
タ
イ
ミ

ン
グ

（
例
）
当
日
の
連
絡
経
路
等
の
整
理
が
必
要
。

代
替
保
育
が
必
要
と
さ
れ
る
家
庭
の
把
握
と
保
育
の
代
替
措
置
の
設
定

（
例
）
職
種
や
各
家
庭
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
対
象
の
家
庭
を
把
握
す
る
。

上
記
事
項
に
関
し
て
、
入
園
説
明
会
等
を
通
じ
た
保
護
者
等
へ
の
周
知

※
基
準
の
策
定
や
当
日
の
対
応
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
保
育
担
当
部
局
と

防
災
担
当
部
局
が
連
携
を
と
る
こ
と
が
重
要
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保
育

所
等

に
お

け
る

外
国

籍
等

の
子

ど
も

の
保

育
に

関
す

る
取

組
事

例
集

平
成

30
年

12
月
に
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
が
改
正
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
の
増
加

が
見
込
ま
れ
ま
す
。
「
保
育
所
保
育
指
針
」
に
お
い
て
も
、
改
定
に
あ
た
り
外
国
籍
家
庭
へ
の
支
援
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

本
事
例
集
は
、
市
区
町
村
の
保
育
部
局
お
よ
び
実
際
に
受
入
れ
を
行
う
保
育
所
等
の
職
員
を
対
象
と
し
て
、
外
国
籍
等
の
子

ど
も
・
保
護
者
の
保
育
を
行
う
う
え
で
の
基
本
的
な
考
え
方
や
具
体
的
な
自
治
体
・
保
育
所
等
の
事
例
に
つ
い
て
紹
介
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

①
目
的

本
事
例
集
は
全
５
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
章
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

②
構
成

は
じ
め
に

本
事
例
集
の
ね
ら
い
、
対
象
者
、
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

第
１
章

外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
の
受
入
に
関
す
る
現
状

市
区
町
村
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
外

国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
の
受
入
れ
に
あ
た
っ
て
市
区
町
村
・

保
育
所
等
が
抱
え
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

第
２
章

外
国
籍
等
の
子
ど
も
の
保
育
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
と

配
慮
の
ポ
イ
ン
ト

保
育
所
保
育
指
針
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
外
国
籍
等
の
子
ど
も
の
保

育
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
と
配
慮
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い

て
解
説
し
て
い
ま
す
。

第
３
章

外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
の
受
入
れ
か
ら
卒
園
ま
で

保
育
所
等
の
入
園
申
し
込
み
か
ら
卒
園
ま
で
の
各
場
面
に

お
け
る
、
市
区
町
村
や
保
育
所
等
で
の
課
題
や
取
組
の
ポ

イ
ン
ト
、
実
際
の
市
区
町
村
や
保
育
所
等
に
お
け
る
取
組

事
例
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
内
容
は
次
頁
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

第
４
章

個
別
事
例

２
つ
の
市
区
町
村
を
取
り
上
げ
、
外
国
籍
等
の
子
ど
も
の
保
育
に
関
す
る
取
組
が

始
ま
っ
た
経
緯
や
取
組
内
容
、
他
部
局
と
の
連
携
状
況
等
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介

し
て
い
ま
す
。

第
５
章

お
役
立
ち
ツ
ー
ル
集

外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
の
受
入
に
あ
た
っ
て
参
考
と
な
る
情
報
（
国
や
関

連
機
関
が
作
成
し
て
い
る
ツ
ー
ル
等
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

保
育
所
等
に
お
け
る
外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
へ
の
対
応
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
（
令
和
元
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）
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①
入
園
申
込
み
ま

で ②
入
園
時

•
保
育
所
等
の
制
度
や
手
続
き
に
関
す
る

多
言
語
で
の
周
知

•
入
園
前
の
問
い
合
わ
せ
等
へ
の
多
言
語
対
応

•
産
後
か
ら
保
育
所
等
入
所
ま
で
の
連
続
的
支
援

•
入
園
の
し
お
り
の
多
言
語
化

•
入
園
説
明
会
で
の
多
言
語
対
応

•
入
園
面
接
で
の
対
応

③ 在 園 中

体
制
整
備

子
ど
も
へ
の

配
慮

保
護
者
へ
の

配
慮

④
卒
園
時

•
保
育
所
等
へ
の
通
訳
等
の
派
遣
・
配
置

•
保
育
士
・
保
育
助
手
等
の
配
置
の
工
夫
や
充
実

•
職
員
へ
の
研
修

•
保
育
所
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

•
母
語
に
配
慮
し
た
保
育
所
内
で
の
表
示
や
声
か
け

•
言
葉
や
文
化
の
違
い
が
発
達
の
壁
と
な
ら
な
い
よ
う
な
支

援
•
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
や
イ
ラ
ス
ト
等
の
使
用

•
宗
教
や
生
活
習
慣
の
違
い
へ
の
配
慮
・

保
育
内
容
の
見
直
し

•
各
国
の
文
化
を
お
互
い
に
知
る
た
め
の
取
組

•
文
書
の
多
言
語
化
、
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
や
イ
ラ
ス
ト
、

翻
訳
機
の
使
用

•
保
育
に
関
す
る
ル
ー
ル
・
認
識
の
違
い
等
へ
の
配
慮

•
子
育
て
、
日
常
生
活
の
支
援

•
保
護
者
間
の
交
流
促
進

•
緊
急
対
応
等
の
サ
ポ
ー
ト

•
小
学
校
の
制
度
や
手
続
き
に
関
す
る
周
知

•
就
学
に
向
け
た
個
別
的
な
指
導
や
支
援

•
小
学
校
と
の
連
携
強
化

•
地
域
の
日
本
語
教
室
等
に
関
す
る
情
報
提
供

③
掲
載
事
例

④
ペ
ー
ジ
例

「
外
国
籍
等
の
子
ど
も
の
保
育
に
関
す
る
事
例
集
」
お
よ
び
本
事
業
報
告
書
は
、

三
菱

U
F

Jリ
サ
ー
チ

&
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

ホ
ー
ム

>
 レ
ポ
ー
ト

>
 レ
ポ
ー
ト
・
コ
ラ
ム

>
 政
策
研
究
レ
ポ
ー
ト

>
 公
開
報
告
書

ht
tp

s:
//

w
w

w
.m

ur
c.

jp
/r

ep
or

t/
rc

/p
ol

ic
y_

re
ar

ch
/p

ub
lic

_r
ep

or
t/

事
例
集
を
ご
覧
に
な
り
た
い
場
合

は
・
・
・

取
組
事
例

（
１
）
保
育
所
等
で
の
制
度
や
手
続
き
に
関
す
る
多
言
語
で
の
周
知

①
保
育
所
案
内
を
多
言
語
に
て
作
成
【
市
区
町
村
】

保
育
所
申
請
に
係
る
多
言
語
案
内
を
英
語
、中
国
語
、タ
ガ
ロ
グ
語
、韓
国
語
の
４
か
国
語
で
作
成
。

②
保
育
所
案
内
以
外
の
多
言
語
資
料
も
作
成
【
市
区
町
村
】

各
種
手
続
き
・
制
度
等
を
紹
介
し
た
「
生
活
の
し
お
り
」
（
や
さ
し
い
日
本
語
版
、
英
語
版
、中
国
語
版
、韓
国
語
版
、
タ
ガ
ロ
グ
語

版
）
、
相
談
先
を
紹
介
す
る
「
○
○
こ
ど
も
相
談
」
（
英
語
版
、中
国
語
版
、
韓
国
語
版
、タ
ガ
ロ
グ
語
版
）
、「
保
育
所
の
し
お
り
」

（
日
本
語
版
、
英
語
版
、
中
国
語
版
）
を
多
言
語
で
作
成
。

（
２
）
入
園
前
の
問
い
合
わ
せ
へ
の
多
言
語
対
応

①
電
話
通
訳
・通
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
設
置
【
市
区
町
村
】

日
本
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、電
話
通
訳
（
1
回
1
,2
0
0
円
）
と
、タ
ブ
レ
ッ
ト
通
訳
（
1
分
3
0
0
円
）
の
通
訳
サ
ー
ビ
ス
を

行
政
で
提
供
し
て
い
る
。

②
区
役
所
の
窓
口
案
内
に
配
置
さ
れ
た
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
活
用
【
市
区
町
村
】

区
役
所
の
１
階
の
窓
口
案
内
に
英
語
、中
国
語
の
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
配
置
し
て
、
言
葉
が
分
か
ら
な
い
場
合
、各
種
窓
口
ま
で

通
訳
と
一
緒
に
来
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

③
国
際
交
流
協
会
等
の
通
訳
派
遣
を
利
用
【
市
区
町
村
】

国
際
交
流
協
会
、多
文
化
共
生
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
通
訳
者
派
遣
、1
2
か
国
語
に
対
応
し
た
オ
ペ
レ
ー
タ
に
つ
な
が
る
翻
訳
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
設
置
を
実
施
。

④
庁
内
の
他
部
署
と
連
携
【
市
区
町
村
】

多
文
化
共
生
を
担
当
し
て
い
る
国
際
部
局
と
連
携
し
、
保
育
部
局
が
発
信
す
る
文
章
の
翻
訳
や
、入
園
の
手
続
き
時
に
通
訳
に
同

行
し
て
も
ら
う
な
ど
し
て
い
る
。

（
３
）
産
後
か
ら
保
育
所
等
入
所
ま
で
の
連
続
的
支
援

①
保
健
衛
生
部
局
や
国
際
部
局
と
の
連
携
【
市
区
町
村
】

母
子
保
健
を
担
当
し
て
い
る
保
健
衛
生
部
局
で
母
子
手
帳
交
付
や
新
生
児
訪
問
を
行
う
際
に
、外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
保
護

者
と
子
ど
も
を
特
定
。聴
取
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
国
際
部
局
と
の
連
携
で
、各
種
健
診
や
予
防
接
種
の
受
診
等
の
際
の
、通
訳
手

配
な
ど
を
支
援
し
て
い
る
。こ
の
支
援
の
過
程
で
、保
育
所
へ
の
入
園
希
望
を
聴
取
し
た
際
は
、保
育
部
局
も
情
報
が
共
有
さ
れ

る
。
ま
た
、こ
う
し
た
方
が々
保
育
部
局
に
来
庁
し
て
保
育
所
へ
の
入
園
を
希
望
し
た
場
合
は
、保
育
部
局
か
ら
保
健
衛
生
部
局

と
国
際
交
流
部
局
に
照
会
し
て
こ
れ
ま
で
の
経
緯
確
認
や
情
報
共
有
を
図
り
、保
育
所
入
園
・在
園
中
に
必
要
な
支
援
に
つ
な

げ
て
い
る
。

②
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
と
共
催
で
保
育
所
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
実
施
【
市
区
町
村
】

外
国
籍
家
庭
が
多
く
住
ん
で
い
る
団
地
で
活
動
し
て
い
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
と
国
際
交
流
協
会
が
共
催
で
、
外
国
籍
等

の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
保
育
所
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

P
.●
で
詳
し
く
紹
介

15

市
区
町
村
・
保
育
所
等
が
抱
え
る

課
題
や
、
各
場
面
に
お
い
て
有
効

と
考
え
ら
れ
る
取
組
の
ポ
イ
ン

ト
、
注
意
点
を
解
説
し
て
い
ま
す

取
組
ご
と
に
、
実
際
の
市
区
町

村
・
保
育
所
等
の
事
例
を
紹
介
し

て
い
ま
す

※
本

事
業

の
報

告
書

に
は

、
各

自
治

体
の

多
言

語
資

料
の

実
例

も
掲

載
し

て
い

ま
す

。
あ

わ
せ

て
ご

覧
く

だ
さ

い
。

保
育
所
等
に
お
け
る
外
国
籍
等
の
子
ど
も
・
保
護
者
へ
の
対
応
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
（
令
和
元
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）
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③
研
究
会
の
開
催

自
治
体
担
当
者
、保
育
関
係
者
、有
識
者
か
らな
る
研
究
会
を
開
催
し、
①
自
治
体
調
査
と②
ヒア
リン
グ
に
お
い
て
得
られ
た
結
果
を
踏
ま
え
、保
育
所
内
の

不
適
切
な
保
育
等
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
議
論
す
る
とと
も
に
、自
治
体
・保
育
現
場
向
け
の
マニ
ュア
ル
を含
む
報
告
書
を作
成
す
る
。

②
ヒア
リン
グ
の
実
施

自
治
体
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、好
事
例
とし
て

紹
介
で
き
る
取
組
を
行
って
い
る
自
治
体
に
対
し、
よ
り詳
細
な
取
組
内
容

や
認
識
等
をヒ
アリ
ング
。

①
自
治
体
調
査

全
国
の
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
に
対
して
、不
適
切
な
保
育
等
の

未
然
防
止
の
取
組
や
不
適
切
な
保
育
等
が
起
こっ
た
場
合
の
対
応
等
に

関
す
る
実
態
調
査
を行
う。

不
適
切
保
育
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

不
適
切
保
育
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
の
調
査
研
究

（
令
和
２
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

●
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
23
年
厚
生
省
令
第
63
号
）
第
９
条
の
２
に
お
い
て
は
、「
児
童
福
祉

施
設
の
職
員
は
、入
所
中
の
児
童
に
対
し、
（
中
略
）
当
該
児
童
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
して
は
な
らな
い
」と
の
不
適

切
保
育
や
虐
待
を
禁
止
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、保
育
所
内
の
不
適
切
保
育
等
の
防
止
の
取
組
や
、保
育
所
内
で
行
わ
れ

た
不
適
切
な
保
育
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、現
在
、国
か
ら市
町
村
等
に
対
して
統
一
的
な
対
応
を
示
した
も
の
は
な
い
。

●
本
調
査
研
究
で
は
、

・保
育
所
内
で
の
不
適
切
な
保
育
等
に
対
す
る
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
の
対
応
等
に
関
す
る
実
態
調
査
の
実
施

・保
育
所
内
で
の
不
適
切
な
保
育
等
を防
止
す
る
た
め
の
方
策
や
発
生
した
とき
の
対
応
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ュア
ル
の
作
成

を
行
う。
（
今
年
度
末
に
報
告
書
を
取
りま
とめ
る
予
定
）

１
．
本
調
査
研
究
の
目
的

２
．
本
調
査
研
究
の
概
要

３
．
調
査
の
ス
ケ
ジ
ュー
ル

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

自
治
体
調
査
の
実
施

調
査
結
果
の
集
計

ヒア
リン
グ
調
査
の
実
施

ヒア
リン
グ
結
果

の
取
りま
とめ

第
１
回
研
究
会

第
２
回
研
究
会

第
３
回
研
究
会報
告
書
の
作
成

報
告
書
素
案
の
作
成

令
和
２
年
10
月
30
日
時
点

子
ども
家
庭
局
保
育
課
作
成

事
前
の
有
識
者

ヒア
リン
グ
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「保
育
所
に
お
け
る
自
己
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
20
20
年
改
訂
版
）
」の
概
要

＜
目
的
＞

保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
き
、保
育
所
に
お
け
る
保
育
内
容
等
の
評
価
に
よ
る
保
育
の
改
善
に
資
す
る
よ
う、
保
育
所
保
育
の
特
性
を

踏
まえ
た
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
の
基
本
を
示
し、
各
保
育
所
が
、保
育
内
容
等
の
評
価
に
取
り組
む
際
に
活
用
す
る
。

別
添
:保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
の
観
点
（
例
）
、関
係
法
令
等

・保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
く「
保
育
内
容
等
の
評
価
」に
つ
い
て
、目
的
と意
義
・対
象
・主
体
・全
体
像
な
ど、
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
記
載

（
１
）
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
く保
育
内
容
等
の
評
価

（
２
）
保
育
内
容
等
の
評
価
の
目
的
と意
義

（
３
）
保
育
内
容
等
の
評
価
の
全
体
像
と多
様
な
視
点
の
活
用

１
保
育
内
容
等
の
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方

２
保
育
士
等
に
よ
る
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価

・
保
育
士
等
が
子
ども
の
理
解
を
踏
ま
え
自
らの
保
育
の
計
画
と実
践
に

つ
い
て
行
う評
価
の
基
本
的
な
流
れ
と内
容
に
つ
い
て
記
載

（
１
）
保
育
士
等
が
行
う保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
の
流
れ

（
２
）
保
育
に
お
け
る
子
ども
の
理
解

（
３
）
保
育
の
計
画
と実
践
の
振
り返
り

（
４
）
保
育
の
改
善
・充
実
に
向
け
た
検
討

・保
育
所
が
、全
職
員
の
共
通
理
解
の
下
で
組
織
とし
て
取
り組
む
自
己

評
価
に
関
して
、基
本
的
な
流
れ
と内
容
に
つ
い
て
記
載

（
１
）
保
育
所
が
組
織
とし
て
行
う保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
の
流
れ

（
２
）
評
価
の
観
点
・項
目
の
設
定

（
３
）
現
状
・課
題
の
把
握
と共
有

（
４
）
保
育
の
改
善
・充
実
に
向
け
た
検
討

３
保
育
所
に
よ
る
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価

・
保
育
士
等
の
自
己
評
価
とそ
れ
を
踏
ま
え
た
保
育
所
の
自
己
評
価
の

取
組
の
進
め
方
、効
果
的
・効
率
的
な
評
価
の
実
施
の
た
め
の
留
意

や
工
夫
等
に
つ
い
て
記
載

（
１
）
保
育
の
記
録
とそ
の
活
用

（
２
）
保
育
所
に
お
け
る
取
組
の
進
め
方

（
３
）
自
己
評
価
の
方
法
とそ
の
特
徴

（
４
）
自
己
評
価
に
当
た
って
考
慮
す
べ
き
事
項

４
保
育
所
に
お
け
る
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
の
展
開

・
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
に
関
す
る
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
、そ
の

意
義
・方
法
の
例
、公
表
に
当
た
って
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
記
載

（
１
）
自
己
評
価
の
結
果
を
公
表
す
る
意
義

（
２
）
自
己
評
価
の
結
果
の
公
表
方
法

（
３
）
自
己
評
価
の
結
果
の
公
表
に
当
た
って
留
意
す
べ
き
事
項

５
保
育
内
容
等
の
自
己
評
価
に
関
す
る
結
果
の
公
表
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『
保
育
を
も
っ
と
楽
し
く
』
保
育
所
に
お
け
る
自
己
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
概
要

会
議
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

の
工
夫

取
組
を
進
め
て
い
く
際
の
ポ
イ
ン
ト

未
来
の
保
育
実
践
を

考
え
る
た
め
の
「
評
価
」

○
保
育
所
に
お
け
る
自
己
評
価
ガ
イ
ドラ
イ
ン
（
20
20
年
改
訂
版
）
の
活
用
に
資
す
る
よ
う、
各
保
育
所
が
自
己
評
価
の
取
組
を
行
う

際
の
具
体
的
な
留
意
点
や
工
夫
例
に
つ
い
て
、ガ
イド
ライ
ン
の
改
訂
内
容
の
検
討
に
あ
た
って
保
育
の
現
場
か
ら得
られ
た
知
見
等
を
踏

まえ
記
載
。

自
己
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て

大
切
に
し
た
い
こ
と

日
々
の
保
育
に
手
応
え

が
生
ま
れ
、
保
育
が
よ

り
楽
し
く
な
る
評
価
に

互
い
に
肯
定
的
な
理
解

と
評
価
が
で
き
る

職
場
の
環
境
づ
く
り

自
己
評
価
の
基
盤
と
な
る

「
子
ど
も
の
理
解
」

２２
１１

明
日
の
保
育
に
向
け
た

日
常
的
な
記
録
・
計
画

の
活
用

園
内
・
外
部
研
修

や
評
価
な
ど
の

活
用

既
存
の
評
価
項
目
を

用
い
る
際
の

留
意
点
と
工
夫

園
長
・
主
任
の
役
割

保
護
者
や
地
域

と
の
連
携

３３
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子
育
て
支
援
に
要
す
る
費
用
に
係
る
税
制
上
の
措
置
の
創
設

（
所
得
税
、
個
人
住
民
税
）
（
内
閣
府
と
共
同
要
望
）

○
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
に
対
す
る
助
成
を
す
る
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
定
の
助

成
を
す
る
事
業
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
助
成
を
受
け
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
保
育
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
の
供
与
を
行
う
業
務
又
は
認
可
外
保
育
施
設
そ
の
他
の
一
定
の
施
設
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
給
付
さ

れ
る
金
品
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

○
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
に
対
す
る
助
成
を
す
る
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
定
の
助

成
を
す
る
事
業
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
助
成
を
受
け
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
保
育
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
の
供
与
を
行
う
業
務
又
は
認
可
外
保
育
施
設
そ
の
他
の
一
定
の
施
設
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
給
付
さ

れ
る
金
品
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

○
地
方
自
治
体
等
（
※
）
が
行
う
子
育
て
支
援
に
係
る
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
等
の
助
成
に
つ
い
て
、
非
課
税
と
す
る
。

（
※
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
を
含
む
。
）

○
地
方
自
治
体
等
（
※
）
が
行
う
子
育
て
支
援
に
係
る
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
等
の
助
成
に
つ
い
て
、
非
課
税
と
す
る
。

（
※
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
を
含
む
。
）

１
．
令
和
３

年
度
税
制
改
正
の
大
綱
（
令
和
２
年

1
2月

2
1日

閣
議
決
定
）
の
概

要

２
．
制
度
の

内
容

国
又
は
地
方
自
治
体

利
用
料

利
用
料
を
助
成

（
こ
れ
ま
で
）
雑
所
得

（
改
正
後
）

非
課
税

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
等

利
用
者

【
イ
メ
ー

ジ
】
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放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

○
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
令
第
６
３
号
。
以
下
「基
準
」と
い
う
。
）

に
基
づ
き
、
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
と
な
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、

自
立
に
向
け
た
支
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
生
活
支
援
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
、
有
資
格
者
と
な
る
た
め
の
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
市
長

が
行
う
研
修
（
以
下
「認
定
資
格
研
修
」と
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
策
定
す
る
も
の
。

○
認
定
資
格
研
修
は
、
一
定
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
補
完
し
、
新
た
に
策
定
し
た
基
準
及
び
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
雇
児
発
０
３
３
１
第
３
４
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の

役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
を
得
る
た
め
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本

的
な
考
え
方
や
心
得
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
も
の
。

基
本
的
考
え
方

研
修
内
容
等

事
項

主
な

内
容

実
施
主
体

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
又
は
中
核
市
（
以
下
、
「
都
道
府
県
等
」と
表
記
）

（
都
道
府
県
等
が
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
市
区
町
村
、
民
間
団
体
等
に
一
部
委
託
可
）

研
修
内
容
・時
間
数

次
項
の
と
お
り
（
１
６
科
目
２
４
時
間
）（
都
道
府
県
等
の
実
情
に
応
じ
て
研
修
科
目
等
を
追
加
し
て
の
実
施
も
可
）。

修
了
の
認
定
・

修
了
証
の
交
付

都
道
府
県
等
は
、
認
定
資
格
研
修
の
全
科
目
を
履
修
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
た
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
修
了
の
認
定
を
行
い
、
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
都
道
府
県
知
事
名
等
で
交
付

認
定
の
取
消

都
道
府
県
等
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
当
該
者
の
認
定
者
名
簿
か
ら
の
削
除
が
可
能
。

①
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
場
合

②
虐
待
等
の
禁
止
（
基
準
第
１
２
条
）
に
違
反
し
た
場
合

③
秘
密
保
持
義
務
（基
準
第
１
６
条
第
１
項
）
に
違
反
し
た
場
合

④
そ
の
他
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
信
用
失
墜
行
為
を
行
っ
た
場
合
な
ど

研
修
会
参
加
費
用

資
料
等
に
係
る
実
費
相
当
部
分
、
研
修
会
場
ま
で
の
受
講
者
の
旅
費
及
び
宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
受
講
者
又
は
運
営
主
体
が
負
担
。

費
用
に
対
す
る
支

援
国
は
、
都
道
府
県
等
に
対
し
て
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
。

（
※
）
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
経
費
及
び
研
修
会
場
ま
で
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
に
計
上
。

令
和
3
年
1
月
1
4
日
現
在

【
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
（
平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
よ
り
】
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認
定
の
仕
組
み
（
都
道
府
県
等
の
事
務
の
主
な
流
れ
）

認
定
資
格
研
修
の
実

施
認
定
資
格
研
修
修
了
→
認
定
→
修
了
証
交
付

認
定
者
名
簿
の
作
成
・管
理

【永
年
保
存
】

全 国 共 通 で 通 用 す る

修 了 証 と し て 位 置 づ け

※
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意

受
講
資
格
等
の
確
認

市
区
町
村

都
道
府
県
等

連 携 ・ 協 力

基
準
第
１
０
条

第
３
項
第
９
号

の
認
定
は

市
区
町
村
が

実
施

受
講
申
込
書
の
提
出

修 了 前 に 、 他 の 都 道

府 県 に 転 居 又 は 病 気

等 で 欠 席 し た 場 合

既 修 了 科 目 は 履 修 し

た も の と み な し 、 一

部 科 目 修 了 証 を 交

付
未 修 了 科 目 を 他 の 都

道 府 県 等 で 履 修

全 国 共 通 の

「 認 定 者 名 簿

管 理 シ ス テ ム 」

を 導 入

１
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
理
解
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×
3
）】

①
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
制
度
内
容

②
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
と
権
利
擁
護

③
子
ど
も
家
庭
福
祉
施
策
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

２
．
子
ど
も
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
【
６
．
０
時
間
（
9
0
分
×
4
）
】

④
子
ど
も
の
発
達
理
解

⑤
児
童
期
（
６
歳
～
１
２
歳
）
の
生
活
と
発
達

⑥
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解

⑦
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
子
ど
も
の
育
成
支
援
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×
3
）
】

⑧
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
う
子
ど
も
の
育
成
支
援

⑨
子
ど
も
の
遊
び
の
理
解
と
支
援

⑩
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
育
成
支
援

４
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
保
護
者
・
学
校
・
地
域
と
の
連
携
・
協
力

【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑪
保
護
者
と
の
連
携
・
協
力
と
相
談
支
援

⑫
学
校
・
地
域
と
の
連
携

５
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
安
全
・安
心
へ
の
対
応
【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑬
子
ど
も
の
生
活
面
に
お
け
る
対
応

⑭
安
全
対
策
・
緊
急
時
対
応

６
．
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
・
機
能
【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑮
放
課
後
児
童
支
援
員
の
仕
事
内
容

⑯
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
管
理
と
運
営
主
体
の
法
令
の
遵
守

合
計
２
４
時
間
（１
６
科
目
）

放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
等
認
定
資
格
研
修
の
項
目
・
科
目
及
び
時
間
数

－414－



【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
（
以
下
「
市
区
町
村
等
」
と
い
う
。
）
、
市
区
町
村
等
が
認
め
た
者

【
事
業
内
容
】

①
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
保
育
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に

必
要
な
経
費
（
か
か
り
増
し
経
費
、
研
修
受
講
等
）

②
保
育
所
等
へ
の
マ
ス
ク
や
消
毒
液
等
の
配
布
、
感
染
防
止
用
の
備
品
購
入

【
対
象
施
設
等
】
保
育
所
、
幼
保
連
携
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
事
業
所
、
認
可
外
保
育
施
設
、
児
童
厚
生
施
設

【
補
助
基
準
額
】
①
及
び
②
の
合
計

１
施
設
当
た
り

（
１
）
定
員
※
1
9
人
以
下

3
0
0
千
円
以
内

（
２
）
定
員
※
2
0
人
以
上
5
9
人
以
下

4
0
0
千
円
以
内

（
３
）
定
員
※
6
0
人
以
上

5
0
0
千
円
以
内

（
４
）
児
童
厚
生
施
設
及
び
認
可
外
の
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

3
0
0
千
円
以
内

【
補
助
割
合
】

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
等
：
１
／
２

【
概
要
】

保
育
所
等
に
お
い
て
、
感
染
症
に
対
す
る
強
い
体
制
を
整
え
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
し
つ
つ
、
事
業
を
継
続
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
、

令
和
２
年
度
１
次
、
２
次
補
正
に
加
え
、
職
員
が
感
染
症
対
策
の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
保
育
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な

経
費
の
ほ
か
、
保
育
所
等
が
配
布
す
る
子
ど
も
用
マ
ス
ク
、
消
毒
液
等
の
卸
・
販
社
か
ら
の
一
括
購
入
等
や
保
育
所
等
の
消
毒
に
必
要
と

な
る
経
費
を
補
助
す
る
。

保
育
所
等
に
お
け
る
マ
ス
ク
購
入
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
）

※
（
認
可
の
）
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
は
定
員
で
は
な
く
、
月
初
日
に
お
け
る
利
用
児
童
数

（
保
育
環
境
改
善
等
事
業
（
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
）
令
和
２
年
度
第
三
次
補
正
予
算
案
：
1
1
7
億
円
）

（
「
か
か
り
増
し
経
費
」
の
具
体
的
な
内
容
）

○
職
員
が
勤
務
時
間
外
に
消
毒
・
清
掃
等
を
行
っ
た
場
合
の
超
過
勤
務
手
当
や
休
日
勤
務
手
当
等
の
割
増
賃
金
や
、
通
常
想
定
し
て
い
な
い
感
染
症
対
策
に
関
す

る
業
務
の
実
施
に
伴
う
手
当
な
ど
、
法
人
（
施
設
）
の
給
与
規
程
等
に
基
づ
き
職
員
に
支
払
わ
れ
る
手
当
等
の
ほ
か
、
非
常
勤
職
員
を
雇
上
し
た
場
合
の
賃
金

※
手
当
等
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
社
会
通
念
上
、
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

○
施
設
の
感
染
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、
職
員
個
人
が
施
設
や
日
常
生
活
に
お
い
て
必
要
と
す
る
物
品
等
の
購
入
支
援

※
物
品
等
の
例
：
手
荒
れ
防
止
用
の
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
、
マ
ス
ク
、
帽
子
、
ゴ
ー
グ
ル
、
エ
プ
ロ
ン
、
手
袋
、
ウ
ェ
ス
ト
ポ
ー
チ
、
ガ
ウ
ン
、
タ
オ
ル
な
ど
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利
用
者
支
援
事
業

利
用

者
支

援
事

業
は

、
子

育
て

家
庭

や
妊

産
婦

が
、

教
育

・
保

育
施

設
や

地
域

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
、

保
健

・
医
療

・
福
祉

等
の

関
係

機
関

を
円

滑
に

利
用

で
き
る

よ
う

に
、

身
近

な
場

所
で

の
相

談
や

情
報

提
供

、
助

言
等

必
要

な
支

援
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
、

連
携

・
協
働
の

体
制

づ
く

り
等

を
行

う
も
の

で
あ

る
。

３
つ
の
事
業
類
型

○
主

と
し

て
市

町
村

の
窓
口

で
、

子
育

て
家

庭
等

か
ら

保
育

サ
ー
ビ

ス
に

関
す

る
相

談
に

応
じ

、
地

域
に

お
け

る
保

育
所

や
各
種
の
保

育
サ
ー

ビ
ス
に

関
す

る
情

報
提

供
や

利
用

に
向

け
て

の
支
援
な
ど
を
行
う

《
職
員
配
置
》
専
任
職
員
（
利
用
者
支
援
専
門
員
）
を
１
名
以
上
配
置

※
子
育
て
支
援
員
基
本
研
修
及
び
専
門
研
修

（
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

）
の
「
利
用

者
支
援
事
業
（
特
定
型

）
」
の
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
が
望
ま
し
い

○
主

と
し

て
市

町
村

保
健

セ
ン

タ
ー

等
で

、
保

健
師

等
の

専
門

職
が

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

ま
で

の
母

子
保

健
や

育
児

に
関

す
る

妊
産

婦
等

か
ら

の
様

々
な

相
談

に
応

じ
、

そ
の

状
況

を
継

続
的

に
把

握
し

、
支

援
を

必
要

と
す

る
者

が
利

用
で

き
る

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

等
の

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、

関
係

機
関

と
協

力
し

て
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定
な
ど
を
行
う

《
職
員
配

置
》

母
子

保
健
に
関

す
る
専
門

知
識
を

有
す
る
保

健
師

、
助

産
師
等

を
１
名

以
上
配
置

※
職
員
は
専
任
が
望
ま
し
い

【
利

用
者

支
援

】
地

域
子

育
て

支
援
拠

点
等
の

身
近
な

場
所

で
、

○
子
育

て
家

庭
等
か

ら
日
常

的
に
相

談
を

受
け
、

個
別
の
ニ
ー
ズ
等
を
把
握

○
子
育

て
支

援
に
関

す
る
情

報
の
収

集
・
提

供
○
子
育

て
支

援
事
業

や
保
育

所
等
の

利
用

に
当
た
っ
て
の
助
言
・

支
援

→
当

事
者

の
目
線

に
立
っ

た
、
寄

り
添

い
型
の
支
援

【
地

域
連

携
】

○
よ
り

効
果

的
に
利

用
者
が

必
要
と

す
る

支
援
に
つ
な
が
る
よ
う

、
地
域
の
関
係
機

関
と
の

連
絡

調
整
、
連
携
・
協

働
の

体
制

づ
く
り

○
地
域

に
展

開
す
る

子
育
て

支
援
資

源
の

育
成

○
地
域

で
必

要
な
社

会
資
源

の
開
発

等
→
地

域
に

お
け
る

、
子
育

て
支
援

の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
支
援

○
基

本
型

は
「

利
用

者
支

援
」

と
「

地
域

連
携

」
の

２
つ

の
柱

で
構

成
し

て
い

る
。

《
職

員
配

置
》

専
任
職

員
（

利
用
者

支
援

専
門
員

）
を
１
名
以
上
配
置

※
子
ど

も
・

子
育
て

支
援
に

関
す
る

事
業

（
地
域

子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
ど
）
の
一
定

の
実
務

経
験

を
有
す
る
者
で

、
子
育

て
支

援
員
基

本
研
修
及
び
専
門
研
修
（
地
域
子
育
て

支
援
コ

ー
ス

）
の
「
利
用
者

支
援
事

業
（

基
本
型

）
」
の
研
修
を
修
了
し
た
者
等

基
本
型

特
定
型
（
い
わ
ゆ
る
「
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」
）

母
子
保
健
型

○
主

な
補

助
単

価
（

令
和
３

年
度

予
算

案
）

【
基
本
事
業

】

○
実

施
か

所
数

の
推

移
（
単
位
：

か
所

数
）

○
負

担
割

合
国

（
２
/３

）
、
都

道
府

県
（
１
/
６
）

、
市
町
村
（
１

/６
）

○
実

施
主

体
市
町
村
（

特
別
区

を
含

む
）

基
本

型
特

定
型

母
子

保
健
型

7
,
6
0
4
千
円

3
,
0
7
5
千
円

1
4
,
2
0
9
千
円

夜
間
開
所

休
日
開
所

出
張

相
談
支
援

機
能

強
化
取
組

多
言
語
対
応

特
別
支
援
対

応
多
機
能
型
事
業

（
新
規
）

1
,
4
06

千
円

7
5
7千

円
1
,
0
82

千
円

1
,
8
75

千
円

8
0
5千

円
7
5
0千

円
3
,
1
94

千
円

※
母

子
保

健
型

は
、

職
員

が
専

任
の

場
合

令
和
２
年
度
予
算

1
,4
5
3
億
円
の
内
数

→
令
和
３
年
度
予
算
案

1
,6
9
1
億
円
の
内
数

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
）
及
び
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
交
付
金
（
厚
生
労
働
省
）
）

【
令

和
３
年

度
新
規

】
・
基
本
型
に
つ
い
て

、
地
域

の
支

援
員

が
各

事
業

所
等
を

巡
回

し
、

連
携

・
協

働
の
体

制
づ
く
り
や

情
報

連
携

シ
ス
テ

ム
の

構
築

等
を

行
う

経
費
を

支
援

す
る

。
・
特
定
型
（
保
育
コ

ン
シ
ェ

ル
ジ

ュ
）

に
つ

い
て

、
待
機

児
童

数
が

5
0人

未
満

で
あ
る

市
町
村
で
も
「
新

子
育

て
安
心

プ
ラ

ン
」

に
参

画
す

れ
ば
利

用
可

能
に

実
施

要
件

を
見
直
す
。

・
母
子
保
健
型
に
つ

い
て
、

困
難

事
例

へ
の

対
応

等
の
支

援
を

行
う

専
門

職
（

Ｓ
Ｗ
、

Ｐ
Ｓ
Ｗ
、
心
理
職

等
）

を
配
置

す
る

た
め

、
単

価
を

拡
充
す

る
。

基
本
型

特
定
型

母
子
保
健
型

合
計

３
０
年
度

７
２
０

３
７
５

１
，
１
８
３

２
，
２
７
８

元
年
度

８
０
５

３
８
９

１
，
３
３
０

２
，
５
２
４

【
加
算
事
業

】

【
開
設
準
備
経
費

】
改
修

費
等

4
,
0
00
千

円

※
令

和
３

年
度

よ
り

、
国

庫
負

担
割

合
を

引
き

上
げ

（
１

／
３
→

２
／

３
）
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両
親
共
に
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
休
日
の
育
児
参
加
促
進
に
関

す
る
講
習
会
の
実
施
を
支
援

（
参
考
）
実
施
か
所
数
：
7
,5
7
8
か
所
（
令
和
元
年
度
実
績
）

③
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

地
域
の
支
援
員
が
各
事
業
所
等
を
巡
回
し
、
連
携
・
協
働
の
体
制
づ
く

り
等
の
支
援
を
実
施

国
庫
補
助
率
を
1
/3
か
ら
2
/3
に
引
上
げ

（
参
考
）
実
施
か
所
数
：
8
0
5
か
所
（
令
和
元
年
度
実
績
）

①
利
用
者
支
援
事
業
（
基
本
型
）

提
供
会
員
の
確
保
の
促
進
や
、
安
心
し
て
子
ど
も
の
預
か
り
等
を

実
施
す
る
た
め
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
と
の
連
携
を
強
化

（
参
考
）
実
施
か
所
数
：
9
3
1
か
所
（
令
和
元
年
度
実
績
）

②
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業

（
ファ
ミリ
ー
・サ
ポ
ー
ト・
セ
ン
タ
ー
事
業
）

多
機
能
型
地
域
子
育
て
支
援
の
新
た
な
展
開
に
向
け
た
対
応

保
育
所
等
へ
の
子
ど
も
の
送
迎
以
外
の
時
間
帯
に
お
け
る
送
迎
バ

ス
を
活
用
し
た
巡
回
支
援
を
実
施

(参
考
）
一
時
預
か
り
事
業
の
利
用
児
童
数
：
延
べ
5
1
3
.6
万
人
（
令
和
元
年
度
実
績
）

④
一
時
預
か
り事
業
等
へ
の
巡
回
支
援

（
広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業
）

○
我
が
国
で
は
、
少
子
化
の
進
行
や
人
口
減
少
が
深
刻
さ
を
増
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
解
決
の
た
め
に
は
、
子
育
て
家
庭
が
身
近
な
場
所
で
、
適
切
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
作
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

○
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（
令
和
2
年
5
月
2
9
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
、
子
育
て
家
庭
に
お
け
る
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
全
て
の
子
育
て
家
庭

が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
必
要
と
す
る
支
援
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
安
心
し
て
子
供
を
生
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

○
こ
れ
を
踏
ま
え
、
子
育
て
家
庭
が
身
近
な
地
域
で
安
全
に
か
つ
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
支
援
事
業
を
核
と
し
た
多
機
能
型
地
域

子
育
て
支
援
の
新
た
な
展
開
に
向
け
、
令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、
以
下
の
取
組
を
推
進
す
る
。

⇒
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
相
互
連
携
・
協
力
に
つ
い
て
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
へ
の
位
置
付
け
を
検
討
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
改
正
法
案
に
盛
り
込
む
予
定
）

新
た
な
展
開
の
方
向
性

共
通
課
題
で
あ
る

○
量
的
拡
充

○
人
材
の
確
保
・
育
成

を
図
る
と
と
も
に
、
相
互
に
関
連
し

合
う
子
育
て
支
援
事
業
を
有
機
的
に

つ
な
ぎ
、
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、

○
個
々
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
で
は
、

・
子
育
て
親
子
の
利
便
性
の
向
上
（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
）

・
子
育
て
関
連
の
よ
り
幅
広
い
情
報
収
集
や
、
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
利
用
の
広
が
り

・
保
健
サ
イ
ド
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）
と
連
携
し
た
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

・
孤
立
化
の
解
消
、
虐
待
の
未
然
防
止

な
ど
を
進
め
、
さ
ら
に
、

○
子
育
て
支
援
の
新
た
な
社
会
資
源
の
創
出
、
連
携
・
協
働
の
体
制
づ
く
り
を
推
進

令
和
３
年
度
予
算
案
に
お
け
る
対
応

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

1
,6
7
3
億
円
の
内
数

(1
,4
5
3
億
円
の
内
数
)

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

1
,6
7
3
億
円
の
内
数

(1
,4
5
3
億
円
の
内
数
)

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

1
,6
7
3
億
円
の
内
数

(1
,4
5
3
億
円
の
内
数
)

保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

4
0
2
億
円
の
内
数

(3
9
4
億
円
の
内
数
)
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地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

・
３
歳
未
満
児
の
約
６
～
７
割
は
家
庭
で
子
育
て

・
核
家
族
化
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化

・
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
以
外
で
の
子
育
て

の
増
加

・
男
性
の
子
育
て
へ
の
関
わ
り
が
少
な
い

・
児
童
数
の
減
少

・
子
育
て
が
孤
立
化
し
、

子
育
て
の
不
安
感
、
負
担
感

・
子
ど
も
の
多
様
な
大
人
・
子
ど
も
と
の

関
わ
り
の
減

・
地
域
や
必
要
な
支
援
と
つ
な
が
ら
な
い

子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に
集
い
、

相
互
交
流
や
子
育
て
の
不
安
・
悩
み

を
相
談
で
き
る

場
を
提
供

背
景

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置

課
題 ①
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

②
子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
、
援
助
の
実
施

③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施

４
つ
の
基
本
事
業

○
更
な
る
展
開
と
し
て

・
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
の
展
開
を
図
る
た
め
の

取
組
（
一
時
預
か
り
等
）

・
地
域
に
出
向
き
、
出
張
ひ
ろ
ば
を
開
設

・
高
齢
者
等
の
多
様
な
世
代
と
の
交
流
、
伝
統
文
化
や

習
慣
・
行
事
の
実
施
等

公
共
施
設
や
保
育

支
え
合
い
に
よ
り
、

を
向
上

公
共
施
設
や
保
育

所
、
児
童
館
等
の

地
域
の
身
近
な
場

所
で
、
乳
幼
児
の

い
る
子
育
て
中
の

親
子
の
交
流
や
育

児
相
談
、
情
報
提

供
等
を
実
施

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
多
様

な
主
体
の
参
画
に

よ
る
地
域
の
支
え

合
い
、
子
育
て
中

の
当
事
者
に
よ
る

支
え
合
い
に
よ
り
、

地
域
の
子
育
て
力

を
向
上

○
実
施
主
体

市
町
村
（特
別
区
を
含
む
）

○
実
施
か
所
数
の
推
移
（単
位
：か
所
数
）

○
負
担
割
合
国
（１
/
３
）、
都
道
府
県
（
１
/
３
）、
市
町
村
（１
/
３
）

○
一
般
型

公
共
施
設
、
空
き
店
舗
、
保
育
所
等
に
常
設
の
地
域
の
子
育
て
拠
点
を
設
け
、
地
域
の
子

育
て
支
援
機
能
の
充
実

を
図
る
取
組
を
実
施

○
連
携
型

児
童
館
等
の
児
童
福
祉
施
設
等
多
様
な
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
設
に
親
子
が
集
う
場
を

設
け
、
子
育
て
支
援
の

た
め
の
取
組
を
実
施

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

3
0
年
度

R
1
年
度

6
,8
1
8

7
,0
6
3

7
,2
5
9

7
,4
3
1

7
,5
7
8

○
主
な
補
助
単
価
（令
和
３
年
度
予
算
案
）

【基
本
事
業
】一
般
型
8
,3
9
8
千
円
（５
日
型
、
常
勤
職
員
を
配
置
の
場
合
）

連
携
型
3
,0
0
6
千
円
（５
～
７
日
型
の
場
合
）

（
注
）
開
設
日
数
、
勤
務
形
態
に
よ
り
単
価
が
異
な
る

【加
算
事
業
】子
育
て
支
援
活
動
の
展
開
を
図
る
取
組
（一
時
預
か
り
等
）

3
,3
0
6
千
円
（基
本
事
業
一
般
型
（５
日
型
）で
実
施
し
た
場
合
）

（
注
）
こ
の
他
、
出
張
ひ
ろ
ば
等
の
事
業
内
容
に
よ
り
単
価
が
異
な
る

（
令
和
３
年
度
新
規
）

育
児
参
加
促
進
講
習
休
日
実
施
加
算
4
0
0
千
円

両
親
共
に
参
加
し
や
す
く
な
る
よ
う
休
日
に
育
児
参
加
促
進
に
関
す
る
講
習
会
を

実
施
し
た
場
合
に
加
算
を
行
う
。

【開
設
準
備
経
費
】（
１
）改
修
費
等
4
,0
0
0
千
円

（２
）礼
金
及
び
賃
借
料
（開
設
前
月
分
）
6
0
0
千
円

令
和
２
年
度
予
算

1
,4
5
3
億
円
の
内
数

→
令
和
３
年
度
予
算
案

1
,6
9
1
億
円
の
内
数

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
）
及
び
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
交
付
金
（
厚
生
労
働
省
）
）
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地
域

子
育

て
支

援
拠

点
従

事
職

員
に

関
す

る
研

修
の

考
え

方

【
新
任
職
員
】

◇
経
験
年
数
が

概
ね
3
年
未
満
の
職
員【
ベ
テ
ラ
ン
職
員
】

○
地
域
の
人
材
に
よ
る
子
育
て
支
援
活
動
強
化
研
修

①
対
象
者

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
管
理
者
や
事
業
所
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・
地
域
の
子
育
て
に
関
す
る
指
導
的
立
場
の
者
の
養
成

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
課
題
へ
の
対
応
技
術
の
習
得

③
実
施
主
体
：
国
（
※
公
募
に
よ
り
民
間
団
体
に
委
託
予
定
）

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業

①
対
象
者

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
業
務
経
験
年
数
が
あ
る
程
度
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
の
職
員
の
質
の
向
上

・
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
し
て
の
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
町
村
１
／
２

○
子
育
て
支
援
員
研
修

（
地
域
子
育
て
支
援
コー
ス
・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
）

①
対
象
者

・
新
た
に
子
育
て
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
、
ま
た
は
経
験
が
浅
い
者

②
研
修
の
目
的

・
多
様
な
子
育
て
支
援
分
野
全
般
に
関
し
て
の
基
礎
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て
全
体
像
の
理
解
、
お
よ
び
事
業
の
ね
ら
い
に

つ
い
て
の
理
解

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
町
村
１
／
２

指 導 者 養 成 研 修 専 門 的 研 修 基 礎 的 研 修

◇
未
経
験
の
職
員

【
中
堅
職
員
】

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年

未
満
の
職
員

これ
ま
で
実
施
して
き
た
「基
礎
的
研
修
」及
び
「指
導
者
養
成
研
修
」に
加
え
、中
堅
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、平
成
30
年
度
よ
り

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
「専
門
的
研
修
」を
実
施
。

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年
以
上

の
職
員
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子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子

育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
の
援
助
を
受
け
た
い
者
と
当
該
援
助
を
行
い
た
い
者
と
の
相
互
援

助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
等
を
行
う
事
業
。

○
主
な
実
施
要
件

・
会
員
数
は
２
０
人
以
上

・
相
互
援
助
活
動
中
の
子
ど
も
の
事
故
に
備
え
、
補
償
保
険
へ
の
加
入

・
子
ど
も
の
預
か
り
場
所
の
定
期
的
な
安
全
点
検
の
実
施

・
事
故
発
生
時
の
円
滑
な
解
決
に
向
け
た
会
員
間
の
連
絡
等
の
実
施

・
提
供
会
員
に
対
し
て
、
緊
急
救
命
講
習
及
び
事
故
防
止
に
関
す
る
講
習

と
、
少
な
く
と
も
５
年
に
１
回
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
習
の
実
施

○
相
互
援
助
活
動
の
例

・
保
育
施
設
等
ま
で
の
送
迎

・
保
育
施
設
の
開
始
前
、
終
了
後
又
は
学
校
の
放
課
後
、
冠
婚
葬
祭
、

買
い
物
等
の
外
出
の
際
の
子
ど
も
の
預
か
り

○
実
施
主
体

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）

○
実
施
市
町
村

令
和
元
年
度

９
３
１
市
町
村

平
成
３
０
年
度

８
９
０
市
町
村

○
負
担
割
合

国
：
1/
3、
都
道
府
県
：
1/
3、
市
町
村
：
1/
3

子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
の
概
要

○
主
な
補
助
単
価
（
令
和
３
年
度
予
算
案
）

【
基
本
事
業
】
会
員
数
10
0～
29
9人

2,
00
0千
円
（
会
員
数
に
応
じ
て
段
階
的
に
設
定
）
、
土
日
実
施
加
算
：
1,
80
0千
円

【
病
児
・
緊
急
対
応
強
化
事
業
】
預
か
り
等
の
利
用
件
数

～
59
件

1,
80
0千
円
（
利
用
件
数
に
応
じ
て
段
階
的
に
設
定
）

【
預
か
り
手
増
加
の
た
め
の
取
組
加
算
】
提
供
会
員
数
が
19
人
以
下
で
2人
以
上
増
加
の
場
合

50
0千
円
（
提
供
会
員
の
増
加
数
に
応
じ
て
段
階
的
に
設
定
）

【
開
設
準
備
経
費
】
改
修
費
等

4,
00
0千
円

礼
金
及
び
賃
借
料
（
開
設
前
月
分
）

60
0千
円

【
令
和
３
年
度
新
規
】
連
携
推
進
加
算

1,
50
0千
円

提
供
会
員
の
確
保
の
促
進
や
、
安
心
し
て
子
ど
も
の
預
か
り
等
を
実
施
す
る
た
め
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
と
連
携
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
を
行
う
。

依
頼
会
員
（
預
け
る
側
）

６
０
万
人

依
頼
会
員
（
預
け
る
側
）

６
０
万
人

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

〔
相
互
援
助
組
織
〕

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

提
供
会
員
（
預
か
る
側
）

１
５
万
人

提
供
会
員
（
預
か
る
側
）

１
５
万
人

援
助
の
申
し
入
れ

援
助
の
打
診

マ
ッ
チ
ン
グ

請
負
契
約

準
委
任
契
約

令
和
２
年
度
予
算

1,
45
3億
円
の
内
数

→
令
和
３
年
度
予
算
案

1,
67
3億
円
の
内
数

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
（
内
閣
府
計
上
）
）

※
両
方
会
員
４
万
人
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子
ど

も
・

子
育

て
支

援
の

充
実

の
た

め
の

研
修

・
調

査
研

究
事

業
等

平
成
２
７
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
に
お
け
る
、
質
の
高
い
特
定
教
育
・
保
育
及
び
地
域
型
保
育
並
び
に
地
域
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
の
実
施
に
は
、
現
任
の
職
員
の
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
な
事
業
の
創
設
や
既
存
事
業
の
拡
充
に
伴
い
、
更
な
る
人
材
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る

。
ま
た
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
従
前
か
ら
の
課
題
や
新
た
な
問
題
点
等
に
つ
い
て
、
現
地
調
査
等
に
よ
り
実
態
や
試
行
的
取
り
組
み
等
を
把
握

し
、
諸
般
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
手
立
て
と
な
る
提
言
を
得
る
た
め
の
調
査

研
究
等
を
実
施
。

子
育

て
支

援
員
研

修
事
業

令
和
２

年
度

予
算

:
５

．
１
億
円

→
令

和
３
年

度
予
算
案

:
３
．

３
億
円

・
地

域
に
お

い
て
保

育
や
子
育

て
支

援
等

の
仕
事
に

関
心
を

持
ち

、
子

育
て
支

援
分
野
の

各
事

業
等

に
従
事

す
る
こ
と

を
希

望
す

る
者
に

対
し
、
多

様
な

子
育

て
分
野

に
関
し

て
の

必
要

な
知
識

や
技
術
等

を
習

得
す

る
た
め

の
研
修
を

実
施

・
研

修
を
修

了
し
た

者
を
「
子

育
て

支
援

員
」
と
し

て
認
定

職
員

の
資

質
向
上

・
人
材
確

保
等

研
修

事
業

令
和
２

年
度

予
算

:
 
 
  
２

９
億
円

→
令

和
３
年

度
予
算
案

:
 
 
 
 ２

７
億
円

・
子

ど
も
・

子
育
て

支
援
新
制

度
に

お
い

て
、
様
々

な
給
付

・
事

業
が

拡
充
さ

れ
る
こ
と

に
伴

い
、

担
い
手

と
な
る
職

員
の

資
質

向
上
及

び
人
材
確

保
を

行
う

た
め
各

種
研
修

を
実

施

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金

令
和
２
年
度
予
算
:
４
０
億
円

→
令
和
３
年
度
予
算
案
:
３
８
億
円

子
ど

も
・

子
育
て

支
援
推
進

調
査

研
究

事
業

令
和
２

年
度

予
算

:
６

．
０
億
円

→
令

和
３
年

度
予
算
案

:
７
．

４
億
円

・
子

ど
も
・

子
育
て

支
援
に
関

す
る

幅
広

い
知
見

を
得
る
た

め
に

、
先

駆
的
な

取
組
な
ど

の
実

態
把

握
等
に

関
わ
る
調

査
研

究
を

実
施

指
導

者
養

成
等
研

修
事
業

令
和
２

年
度
予
算

:
１
．

４
億
円

→
令

和
３

年
度

予
算
案

:
１
．

６
億

円

・
各

自
治
体

で
研
修

を
実
施
す

る
た

め
の

講
師
や
各

施
設
に

お
け

る
指

導
者
の

立
場
に
あ

る
者

を
養

成
。
ま

た
研
修
内

容
が

確
立

さ
れ
て

い
な
い
最

新
の

テ
ー

マ
や
事

柄
な
ど

に
つ

い
て

、
全
国

的
に
周
知

や
普

及
を

行
い
、
全

国
一
律

で
一

定
程

度
の
質

・
量
の
確

保
を

行
う

研
修
を

実
施

子
ど

も
・

子
育
て

支
援
推
進

委
託

調
査

研
究
・

普
及
促
進

事
業

令
和

２
年

度
予
算
:

１
．
２

億
円

→
令
和

３
年

度
予

算
案
:

２
．
５

億
円

・
子

ど
も
・

子
育
て

支
援
新
制

度
の

円
滑

な
実
施

、
子
ど
も

・
子

育
て

支
援
に

関
す
る
制

度
の

見
直

し
や
課

題
へ
の
対

応
及

び
児

童
相
談

所
の
専
門

性
向

上
に

対
応
す

る
た
め

の
各

種
調

査
研
究

等
を
実
施

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
委
託
費

令
和
２
年
度
予
算
:

２
．
５
億
円

→
令
和
３
年
度
予
算
案
:

５
．
３
億
円

児
童

福
祉

実
態
調

査
令

和
２
年

度
予
算
:

０
億

円
→

令
和

３
年

度
予

算
案
:

１
．
２

億
円

・
全

国
の
母

子
世
帯

、
父
子
世

帯
及

び
養

育
者
世
帯

の
生
活

の
実

態
を

把
握
し

、
こ
れ
ら

ひ
と

り
親

世
帯
等

に
対
す
る

福
祉

対
策

の
充
実

を
図
る
た

め
の

基
礎

資
料
を

得
る
こ

と
を

目
的

と
し
た

調
査
を
実

施
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【
職
員
の
資
質
向
上
・
人
材
確
保
等

研
修

研
修
内
容
一
覧
】

事
業

名
概

要

保
育

の
質
の

向
上
の

た
め

の
研

修
等

事
業

保
育

の
質
の

向
上
の

た
め

の
研

修
事

業
保
育

所
の
職

員
等
を

対
象
に
、

保
育
士

の
専
門

性
の

向
上

を
図

り
、

保
育
の
質

を
向
上

さ
せ
る

た
め
の

研
修
を

実
施

保
育

士
試
験

合
格
者

に
対

す
る

実
技

講
習

事
業

実
務

経
験
の

少
な
い

保
育
士
試

験
合
格

者
を
対

象
と

し
て

、
就

業
前

の
不
安
を

軽
減
し

、
継
続

し
て
保

育
所
等

に
勤

務
す

る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
実
技
講

習
を
実

施

保
育

実
習
指

導
者
に

対
す

る
講

習
事

業
指
定

保
育
士

養
成
施

設
の
学
生

に
対
す

る
実
習

指
導

を
行

う
者

を
対

象
に
、
指

導
者
の

資
質
向

上
を
目

的
と
し

た
研
修

を
実
施

保
育

士
等
キ

ャ
リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
事

業
職
務

内
容
に

応
じ
た

専
門
性
の

向
上
を

図
る
た

め
、

保
育

現
場

に
お

け
る
リ
ー

ダ
ー
的

職
員
の

育
成
に

関
す
る

研
修
を

実
施

新
規

新
卒
者

の
確
保

、
就

業
継

続
支

援
事

業
保
育

士
の
専

門
性
向

上
と
質
の

高
い
人

材
を
安

定
的

に
確

保
す

る
と

い
う
観
点

か
ら
、

「
新
規

卒
業
者

の
確
保

」
及
び

「
就
業
継

続
支
援

」
に
関

す
る
研

修
等
を

実
施

多
様

な
保
育

研
修
事

業

家
庭

的
保
育

者
等
研

修
事

業
家
庭

的
保
育

事
業
、

小
規
模
保

育
事
業

等
を
推

進
す

る
た

め
、

家
庭

的
保
育
者

等
と
し

て
の
知

識
を
習

得
す
る

た
め
の

研
修

を
実
施

居
宅

訪
問
型

保
育
研

修
事

業
利
用

児
童
の

居
宅
に

お
い
て
保

育
を
行

う
と
い

う
特

殊
性

を
踏

ま
え

、
居
宅
訪

問
型
保

育
事
業

（
一
時

預
か
り

・
延

長
保

育
の

訪
問
型

を
含
む

）
に
従
事

す
る
に

あ
た
っ

て
必

要
な

知
識

を
習

得
す
る
た

め
の
研

修
を
実

施

病
児

・
病
後

児
保
育

研
修

事
業

病
児

保
育
事

業
（
病

児
対
応
型

・
病
後

児
対
応

型
・

訪
問

型
）

に
従

事
す
る
者

（
看
護

師
、
准

看
護
師

、
保
健

師
、

助
産

師
、

保
育
士

）
の
資

質
の
向
上

を
図
る

た
め
の

研
修

を
実

施

放
課

後
児
童

支
援
員

等
研

修
事

業

放
課

後
児
童

支
援
員

認
定

資
格

研
修

事
業

省
令

基
準
に

よ
り
、

「
放
課
後

児
童
支

援
員
」

と
な

る
た

め
に

は
都

道
府
県

知
事

等
が

実
施

す
る

研
修

を
修

了
す

る
こ

と
が

義
務
づ
け

ら
れ
て

い
る
た
め

、
「
放

課
後
児

童
支

援
員

」
と

し
て

新
た
に
業

務
に
従

事
す
る

た
め
の

認
定
資

格
研
修

を
実
施

放
課

後
児
童

支
援
員

等
資

質
向

上
研

修
事

業
放
課

後
児
童

支
援
員

及
び
補
助

員
等
の

資
質
の

向
上

を
図

る
た

め
研

修
を
実
施

児
童

厚
生
員

等
研
修

事
業

児
童

厚
生
員

等
の
資

質
の
向
上

を
図
る

た
め
の

研
修

を
実

施

地
域

子
育
て

支
援
拠

点
事

業
所

職
員

等
研

修
事

業
地
域

子
育
て

支
援
拠

点
事
業
所

の
職
員

の
資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
研
修
を

実
施

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ

ー
ト

・
セ

ン
タ

ー
事

業
ア
ド

バ
イ
ザ

ー
・
援

助
を

行
う

会
員

研
修

事
業

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ

ー
ト
・
セ

ン
タ
ー

事
業
の

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

及
び

援
助
を
行

う
会
員

の
資
質

向
上
を

図
る
た

め
の

研
修

を
実

施

認
可

外
の
居

宅
訪
問

型
保

育
研

修
事

業
幼
児

教
育
・

保
育
の

無
償
化
の

実
施
に

伴
い
創

設
さ

れ
た

認
可

外
の

居
宅
訪
問

型
保
育

事
業
（

ベ
ビ
ー

シ
ッ
タ

ー
）
の

基
準

に
お
い
て

保
育
従

事
者
が
修

了
す
る

必
要
が

あ
る

と
し

た
研

修
を

実
施
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○
地
域
住
民
が
抱
え
る
課
題
が
複
雑
化
・
複
合
化
（
※
）
す
る
中
、
従
来
の
支
援
体
制
で
は
課
題
が
あ
る
。

▼
属
性
別
の
支
援
体
制
で
は
、
複
合
課
題
や
狭
間
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
困
難
。

▼
属
性
を
超
え
た
相
談
窓
口
の
設
置
等
の
動
き
が
あ
る
が
、
各
制
度
の
国
庫
補
助
金
等
の
目
的
外
流
用
を
避
け
る
た
め
の
経
費
按
分
に
係
る
事
務
負
担
が
大
き
い
。

○
こ
の
た
め
、
属
性
を
問
わ
な
い
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
を
、
市
町
村
が
、
創
意
工
夫
を
も
っ
て
円
滑
に
実
施
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
必
要
。

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
の
創
設

※
Ⅰ
～
Ⅲ
の
３
つ
の
支
援
を
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
相
互
作
用
が
生
じ
支
援
の
効
果
が
高
ま
る
。

（
ア
）
狭
間
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応
し
、
相
談
者
が
適
切
な
支
援
に
つ
な
が
り
や
す
く
な
る
こ
と
で
、
相
談
支
援
が
効
果
的
に
機
能
す
る

（
イ
）
地
域
づ
く
り
が
進
み
、
地
域
で
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
こ
と
で
、
課
題
を
抱
え
る
住
民
に
対
す
る
気
づ
き
が
生
ま
れ
、
相
談
支
援
へ
早
期
に
つ
な
が
る

（
ウ
）
災
害
時
の
円
滑
な
対
応
に
も
つ
な
が
る

○
市
町
村
に
お
い
て
、
既
存
の
相
談
支
援
等
の
取
組
を
活
か
し
つ
つ
、
地
域
住
民
の
複
雑
化
・
複
合
化
し
た
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
を

構
築
す
る
た
め
、
Ⅰ
相
談
支
援
、
Ⅱ
参
加
支
援
、
Ⅲ
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
支
援
を
一
体
的
に
実
施
す
る
事
業
を
創
設
す
る
。

○
新
た
な
事
業
は
実
施
を
希
望
す
る
市
町
村
の
手
あ
げ
に
基
づ
く
任
意
事
業
。
た
だ
し
、
事
業
実
施
の
際
に
は
、
Ⅰ
～
Ⅲ
の
支
援
は
必
須

○
新
た
な
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
に
対
し
て
、
相
談
・
地
域
づ
く
り
関
連
事
業
に
係
る
補
助
等
に
つ
い
て
一
体
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
交
付
金
を
交
付
す
る
。

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
新
た
な
事
業
（
「
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
」
）
の
創
設

（
※
）
一
つ
の
世
帯
に
複
数
の
課
題
が
存
在
し
て
い
る
状
態
（
80

50
世
帯
や
、
介
護
と

育
児
の
ダ
ブ
ル
ケ
ア
な
ど
）
、
世
帯
全
体
が
孤
立
し
て
い
る
状
態
（
ご
み
屋
敷
な
ど
）

○
各
支
援
機
関
・
拠
点
が
、
属
性
を
超
え
た
支
援
を

円
滑
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
国
の
財
政
支

援
に
関
し
、
高
齢
、
障
害
、
子
ど
も
、
生
活
困
窮
の
各

制
度
の
関
連
事
業
に
つ
い
て
、
一
体
的
な
執
行
を
行

う
。 現
行
の
仕
組
み

高
齢
分
野
の

相
談
・
地
域
づ
く
り

障
害
分
野
の

相
談
・
地
域
づ
く
り

子
ど
も
分
野
の

相
談
・
地
域
づ
く
り

生
活
困
窮
分
野
の

相
談
・
地
域
づ
く
り

重
層
的
支
援
体
制

属
性
・
世
代
を

問
わ
な
い

相
談
・
地
域
づ
く

り
の
実
施
体
制

相
談
支
援
・
地
域
づ
く
り
事
業
の
一
体
的
実
施

新
た
な
事
業
の
全
体
像

（
参
考
）
モ
デ
ル
事
業
実
施
自
治
体
数

H
28
年
度

:2
6 

 H
29
年
度

:8
5 

  H
30
年
度

:1
51

  R
元
年
度

:2
08

⇒
新
た
な
参
加
の
場
が
生
ま

れ
、
地
域
の
活
動
が
活
性
化

住
民
同
士
の
顔
の
見
え
る
関
係
性
の
育
成
支
援

Ⅲ
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
支
援

・世
代
や
属
性
を
超
え
て
交
流
で
き
る
場
や
居
場
所
の
確
保

・多
分
野
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
形
成
な
ど
、
交
流
・参
加
・学
び
の
機
会
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

Ⅰ
～
Ⅲ
を
通
じ
、

・
継
続
的
な
伴
走
支
援

・
多
機
関
協
働
に
よ
る

支
援
を
実
施

包
括
的
な

相
談
支
援
の
体
制

Ⅰ
相
談
支
援

Ⅰ
相
談
支
援

・属
性
や
世
代
を
問
わ
な
い
相
談
の
受
け
止
め

・多
機
関
の
協
働
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

・ア
ウ
ト
リ
ー
チ
も
実
施

就
労
支
援

就
労
支
援

Ⅱ
参
加
支
援

Ⅱ
参
加
支
援

・既
存
の
取
組
で
対
応
で
き
る
場
合
は
、
既
存
の
取
組
を
活
用

・既
存
の
取
組
で
は
対
応
で
き
な
い
狭
間
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応

（既
存
の
地
域
資
源
の
活
用
方
法
の
拡
充
）

生
活
困
窮
者
の
就
労
体
験
に
、
経
済
的
な
困
窮
状
態
に
な
い

ひ
き
こ
も
り
状
態
の
者
を
受
け
入
れ
る
等

見
守
り
等
居
住
支
援

見
守
り
等
居
住
支
援

（
狭
間
の
ニ
ー
ズ
へ
の

対
応
の
具
体
例
）
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２
．

設
置
主

体
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
区
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
（
児
童
館
を
除
く
）
等

３
．

国
庫
補

助
率

定
額
（
1/
2相

当
、
児
童
館
は
1/
3相

当
）

４
．

令
和
３

年
度
拡
充

内
容

児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
等
の
推
進
（
補
助
率
の
嵩
上
げ
、
定
期
借
地
権
設
定
の
た
め
の
一
時
金
加
算
の
創
設
）

１
．

目
的
・

事
業
概
要

児
童
福
祉
施
設
等
に
係
る
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
作
成
す
る
整
備
計
画
に
基
づ
く
施
設
の
整
備
を
推
進
し
、
次

世
代
育
成
支
援
対
策
の
充
実
を
図
る
。

次
世

代
育
成

支
援

対
策

施
設
整
備
交
付
金

(
令
和
２
年
度
当
初
予
算
額
)

(令
和
３
年
度
予
算
案
)

10
6億

円
⇒

64
億
円

※
令
和
２
年
度
当
初
予
算
額
は
、
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
除
く
。

事
業
概
要

対
象
施
設

整
備
内
容

①
通
常
整
備

児
童
養
護
施
設
等
の
整
備
を
実
施
す
る
。

・
助
産
施
設

・
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
館
）

・
一
時
預
か
り
事
業
所

・
乳
児
院

・
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所

・
母
子
生
活
支
援
施
設

・
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
施
設

・
利
用
者
支
援
事
業
所

・
児
童
養
護
施
設

・
婦
人
保
護
施
設

・
子
育
て
支
援
の
た
め
の
拠
点
施
設

・
児
童
心
理
治
療
施
設

・
職
員
養
成
施
設

・
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

・
児
童
自
立
支
援
施
設

・
自
立
援
助
ホ
ー
ム

・
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設

・
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

創
設
、
大
規
模
修
繕
、
増
築
、

増
改
築
、
改
築
、
拡
張
、
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
整
備
、
老

朽
民
間
児
童
福
祉
施
設
整
備
、

応
急
仮
設
施
設
整
備

②
耐
震
化
等
整
備

地
震
防
災
上
倒
壊
等
の
危
険
性
の
あ
る

建
物
の
耐
震
化
、
津
波
対
策
と
し
て
の

高
台
へ
の
移
転
を
図
る
た
め
の
改
築
又

は
補
強
等
の
整
備
を
図
る
。

・
助
産
施
設

・
児
童
養
護
施
設

・
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設

・
乳
児
院

・
児
童
心
理
治
療
施
設

・
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
施
設

・
母
子
生
活
支
援
施
設

・
児
童
自
立
支
援
施
設

・
婦
人
保
護
施
設

大
規
模
修
繕
、
増
改
築
、

改
築
、
老
朽
民
間
児
童
福
祉
施

設
整
備
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社
会

福
祉

施
設

等
の

耐
災

害
性

強
化

対
策

概
要

：
近

年
頻

発
す

る
豪

雨
等

の
災

害
に

伴
い

発
生

す
る

停
電

・
土

砂
災

害
・
浸

水
災

害
を

踏
ま

え
、

以
下

４
つ

の
緊

急
対

策
を

実
施

す
る

。

①
社

会
福

祉
施

設
等

の
耐

震
化

を
進

め
る

こ
と

に
よ

り
、

地
震

発
生

に
よ

る
建

物
倒

壊
等

で
の

人
的

被
害

を
防

ぐ

②
安

全
性

に
問

題
の

あ
る

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
改

修
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
地

震
発

生
に

よ
る

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
倒

壊
等

で
の

人
的

被
害

を
防

ぐ

③
社

会
福

祉
施

設
等

に
お

い
て

、
水

害
対

策
の

た
め

の
施

設
改

修
等

を
推

進
す

る
こ

と
で

、
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

る

④
非

常
用

自
家

発
電

設
備

の
整

備
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
停

電
時

に
お

い
て

も
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

確
保

を
可

能
と

す
る

府
省

庁
名

：
厚

生
労

働
省

都
道

府
県

、
市

区
町

村

①
耐
震
化
整
備

④
非
常
用
自
家
発
電
設
備
整
備

都
道

府
県

、
市

区
町

村

②
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
改
修
整
備

③
水
害
対
策
強
化

社
会

福
祉

施
設

等
の

耐
震

化
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
地

震
発

生
に

よ
る

建
物

倒
壊

等
で

の
人

的
被

害
を

防
ぐ

。

◆
中

長
期

の
目

標

昭
和

56
年

以
前

に
建

築
さ

れ
た

以
下

の

施
設

の
う

ち
、

耐
震

診
断

の
結

果
、

改
修

の
必

要
が

あ
る

と
さ

れ
た

施
設

に
対

す
る

対
策

の
実

施
数

中
長

期
の

目
標

：
・
児

童
関

係
施

設
等

約
59

5箇
所

・
障

害
児

者
関

係
施

設
約

28
0箇

所
・
介

護
関

係
施

設
約

65
箇

所
・
そ

の
他

関
係

施
設

約
84

箇
所

本
対

策
に

よ
る

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

12
年

度
→

令
和

７
年

度

◆
５

年
後

（
令

和
７

年
度

）
の

状
況

同
上

◆
実

施
主

体

◆
中

長
期

の
目

標

安
全

性
に

問
題

の
あ

る
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
の

改
修

を
進

め
る

こ
と

に
よ

り
、

地
震

発
生

に
よ

る
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
の

倒
壊

等
で

の
人

的
被

害
を

防
ぐ

。

安
全

性
に

問
題

の
あ

る
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
を

設
置

し
て

い
る

施
設

に
お

け
る

改
修

整
備

数
中

長
期

の
目

標
：

・
児

童
関

係
施

設
等

約
38

5箇
所

・
障

害
児

者
関

係
施

設
約

25
5箇

所
・
介

護
関

係
施

設
約

82
0箇

所
・
そ

の
他

関
係

施
設

約
12

箇
所

本
対

策
に

よ
る

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

12
年

度
→

令
和

７
年

度

◆
５

年
後

（
令

和
７

年
度

）
の

状
況

同
上

◆
実

施
主

体

都
道

府
県

、
市

区
町

村

◆
５

年
後

（
令

和
７

年
度

）
の

状
況

同
上

◆
実

施
主

体

◆
中

長
期

の
目

標

要
配

慮
者

施
設

に
お

い
て

、
水

害
対

策
の

た
め

の
施

設
改

修
等

を
推

進
す

る
こ

と
で

、
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

る
。

水
害

に
よ

る
危

険
性

が
高

い
地

域
に

お
い

て
、

安
全

な
避

難
の

た
め

の
整

備
が

必
要

な
施

設
数

中
長

期
の

目
標

：
・
児

童
関

係
施

設
等

約
45

箇
所

・
障

害
児

者
関

係
施

設
約

47
0箇

所
・
介

護
関

係
施

設
約

1,
17

5箇
所

本
対

策
に

よ
る

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

12
年

度
→

令
和

７
年

度

◆
中

長
期

の
目

標

非
常

用
自

家
発

電
設

備
の

整
備

を
進

め
る

こ
と

に
よ

り
、

停
電

時
に

お
い

て
も

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

の
確

保
を

可
能

と
す

る
。

非
常

用
自

家
発

電
設

備
が

な
く
、

今
後

、
整

備
予

定
の

あ
る

施
設

に
お

け
る

整
備

中
長

期
の

目
標

：
・
児

童
関

係
施

設
等

約
５

箇
所

・
障

害
児

者
関

係
施

設
約

49
5箇

所
・
介

護
関

係
施

設
約

2,
35

0箇
所

・
そ

の
他

関
係

施
設

約
７

箇
所

本
対

策
に

よ
る

達
成

年
次

の
前

倒
し

令
和

12
年

度
→

令
和

７
年

度

都
道

府
県

、
市

区
町

村

◆
５

年
後

（
令

和
７

年
度

）
の

状
況

同
上

◆
実

施
主

体
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児
童
福
祉

施
設
等
の
災
害
時
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
つ
い
て

災
害
発
生

時
に
お

け
る

児
童
福
祉
施
設
等
の
被
害
状
況
等
を
国
・
地
方
公
共
団
体
等
が
迅

速
に

把
握
・
共
有
し
、
被
災
施
設
等
へ
の
迅
速

か
つ
適
切
な

支
援
（

停
電

施
設
へ
の

電
源
車
の
手
配
等
）
に
つ
な
げ
る
た
め
、
今
年
度
、
児

童
福

祉
施
設
等

に
係
る

災
害

時
情
報
共

有
シ
ス

テ
ム
の
構
築

を
進
め

て
お

り
、
令
和

３
年
度
よ
り
運
用
を
開
始
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

事
業
概

要

シ
ス
テ
ム

イ
メ

ー
ジ

シ
ス

テ
ム

で
取

扱
う

主
な

災
害

情
報

・
人

的
被

害
の

有
無

・
建

物
被

害
の

有
無

・
建

物
被

害
の

状
況

・
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
(
電

気
・

水
道

等
)

の
状

況

・
物

資
(
食

料
・

飲
料

水
等

)
の

状
況

・
支

援
の

要
否

・
避

難
又

は
開

所
の

有
無

な
ど

＜
今
後
の
予
定
＞

令
和
３
年
１
月
下

旬
～

２
月
中
：

①
災
害
発
生
時
の
自
治
体
連
絡
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
登
録

②
施
設
基
本
情
報
の
登
録
（
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
に
な
い
又
は
未
登
録
の
情
報
）

③
災
害
発
生
時
の
施
設
、
事
業
所
担
当
者
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
登
録

令
和
３
年
３
月
中

旬
以

降
：

上
記
①
で
登
録
さ
れ
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
シ
ス
テ
ム
ロ
グ
イ
ン
の
テ
ス
ト
メ
ー
ル
を
送
信

令
和
３
年
４
月
以

降
：

災
害
時
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
操
作
説
明
会
（

W
E
B
上
で
公
開

予
定
）

シ
ス
テ
ム

化
に

よ
る

メ
リ

ッ
ト

被
災
施
設
等
へ
の
支
援
の
迅
速
化

※
関

係
機

関
に

お
い

て
施

設
の

リ
ア

ル
タ

イ
ム

の
災

害
情

報
が

把
握

出
来

る
た

め
、

迅
速

な
支

援
が

可
能

自
治
体
の
事
務
負
担
軽
減
及
び
災
害
対
応
業
務
の
重
点
化
・
効
率
化

※
従

来
自

治
体

職
員

が
行

っ
て

い
た

被
災

施
設

の
状

況
確

認
や

国
等

へ
の

報
告

業
務

が
省

略
化

さ
れ

、
よ

り
優

先
度

の
高

い
業

務
へ

の
従

事
が

可
能

国

都
道
府
県

市
町
村
等

被
災
し
た

児
童
福
祉
施
設
等

災
害
時
情
報
共
有

シ
ス
テ
ム

①
災
害
情
報

の
入
力

②
災
害
情
報

の
閲
覧

④
被
災
施
設
等
へ
の
支
援

④
被
災
施
設
等
へ
の
支
援

※
（

独
）
福

祉
医
療
機

構
WA
M
NE
Tを

活
用
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社
会
福
祉
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金
（
児
童
福
祉
施
設
等
分
）

社
会
福
祉
施
設
等
設
備
災
害
復
旧
費
補
助
金
（
児
童
福
祉
施
設
等
分
）

１
．

概
要

災
害

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
児

童
福

祉
施

設
等

に
関

し
、

災
害

に
よ

る
被

害
か

ら
の

速
や

か
な

復
旧

を
図

り
、

も
っ

て
施

設
入

所
者

等
の

福
祉

を
確

保
す

る
た

め
、

施
設

の
災

害
復

旧
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
財

政
支

援
を

行
う

。

２
．

補
助

対
象

施
設

・
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
・
小

規
模

保
育

事
業

所
・
事

業
所

内
保

育
事

業
所

・
母

子
生

活
支

援
施

設
・
乳

児
院

・
児

童
養

護
施

設
・
児

童
自

立
支

援
施

設
・
児

童
心

理
治

療
施

設
・
婦

人
保

護
施

設
・
助

産
施

設
・
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
・
児

童
厚

生
施

設
・
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

・
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

等

５
．

国
庫

補
助

率
施

設
整

備
：

通
常

（
※

）
１

／
２

ま
た

は
１

／
３

（
施

設
種

類
に

よ
っ

て
異

な
る

）
※

激
甚

災
害

時
に

お
い

て
は

、
激

甚
法

対
象

施
設

の
国

庫
補

助
率

が
被

害
額

等
に

応
じ

て
１

／
２

＋
α

 ま
た

は
１

／
３

＋
α

と
な

る
。

（
別

途
、

激
甚

法
対

象
外

施
設

の
国

庫
補

助
率

は
、

予
算

措
置

に
よ

り
１

／
２

→
 ２

／
３

ま
た

は
１

／
３

→
 １

／
２

に
嵩

上
げ

対
象

と
す

る
）

設
備

整
備

：
定

額

３
．

補
助

対
象

経
費

児
童

福
祉

施
設

等
の

災
害

復
旧

事
業

に
要

す
る

経
費

及
び

事
業

再
開

に
要

す
る

費
用

（備
品

・
設

備
等

）

４
．

交
付

先

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市

６
．

国
庫

補
助

協
議

に
係

る
事

務
の

流
れ

地
方
厚
生
（
支
）
局

地
方
財
務
局 災
害
査
定

（
実
地
調
査
）

厚
生
労
働
省

査
定
結
果
の
報
告

協
議
書
の
修
正

被
災

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

状
況
把
握

協
議
書
提
出

（
原
則
被
災
後
3
0
日
以
内
）

令
和
２
年
度
予
備
費
34
億
円

（
施
設
）
社
会
福
祉
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

：
32
億
円

（
設
備
）
社
会
福
祉
施
設
等
設
備
災
害
復
旧
費
補
助
金
：
2億
円
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令
和
２
年
度
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
」

○
こ
れ
ま
で
の
経
緯

平
成

30
年
度
か
ら
、
各
市
区
町
村
の
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（要
対
協
）
を
対
象
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

(※
)に
関
す
る
調
査

研
究
を
開
始
し
、
こ
れ
ま
で
、

・
平
成

30
年
度
に
は
、
実
態
の
調
査

・
令
和
元
年
度
に
は
、
早
期
発
見
・支
援
に
活
用
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
等

を
実
施
。

令
和
元
年
度
の
調
査
研
究
に
よ
り
、

・
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
の
実
態
把
握
の
方
法
と
し
て
、
「
関
係
機
関
や
関
係
団
体
か
ら
の
報
告
・指
摘
が
あ
っ
た

際
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
対
応
し
て
い
る
」と
の
回
答
が
約
４
５
％

・
ま
た
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
の
実
態
を
把
握
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、

「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
家
族
内
の
こ
と
で
問
題
が
表
に
出
に
く
く
、
実
態
の
把
握
が
難
し
い
」と
い
う
回
答
が
７
４
％

「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
子
ど
も
自
身
や
そ
の
家
族
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
問
題
を
認
識
を
し
て
い
な
い
」
と
い
う
回
答
が

約
７
３
％

と
い
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

○
今
年
度
の
調
査
研
究
の
目
的

・
上
記
の
調
査
結
果
を
受
け
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、
教
育
現
場
も
含
め
た
地
方
自
治
体
、
子
ど

も
本
人
を
対
象
と
し
た
調
査
を
実
施
予
定
。

○
今
後
の
予
定

・
文
部
科
学
省
と
と
も
に
、
実
施
機
関
（三
菱

UF
Jリ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
）に
設
置
さ
れ
る
事
業
検
討
委
員
会

（
有
識
者
で
構
成
）で
の
検
討
に
参
画
し
、

11
月
中
に
調
査
対
象
及
び
方
法
等
を
確
定
さ
せ
、
今
年
度
中
に
調
査
結
果
を
と
り
ま
と
め

る
予
定
。

（
※
）
本
来
大
人
が
担
う
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
家
事
や
家
族
の
世
話
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
子
ど
も

1
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○
ア
セ
ス
メ
ン
ト
項
目
の
構
成

令
和
元
年
度
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
早
期
対
応
に
関
す
る
研
究
」

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構
成

１
．
な
ぜ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
が
必
要
か

→
本
来
守
ら
れ
る
べ
き
子
ど
も
自
身
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
不
安
や
不
満
を
抱
い
て
い
て
も
言
い
出
せ
な
い
子
ど
も
も
い
る
。

２
．
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
位
置
付
け

→
よ
り
多
く
の
視
点
か
ら
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
把
握
が
進
む
よ
う
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
の
活
用
、
展
開
が
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

３
．
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

→
「
子
ど
も
と
関
わ
り
の
あ
る
第
三
者
で
も
気
付
け
る
可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
の
様
子
・
状
況
」
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
項
目
と
し
て
整
理
。

４
．
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
に
お
け
る
留
意
点

→
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
子
ど
も
自
身
が
理
解
・
納
得
で
き
る
説
明
等
の
向
き
合
い
方
が
重
要
。

５
．
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
早
期
発
見
・対
応
に
向
け
た
取
組
と
今
後
の
課
題

→
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
概
念
自
体
の
認
知
度
が
ま
だ
ま
だ
低
い
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
正
し
い
理
解
の
啓
発

実
施
機
関
（
令
和
元
年
度
）
：
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

○
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
概
念
の
認
知
を
広
げ
る
た
め
の
研
修
の
在
り
方
や
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
お
い
て
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
に
早
期
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
た
め
の
ツ
ー
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
研
究
を
実
施
。

※
ア
セ
ス
メ
ン
ト
項
目
の
例

１
．
本
来
守
ら
れ
る
べ
き
「
子
ど
も
の
権
利
」
が
守
ら
れ
て
い
る
か

□
必
要
な
病
院
に
通
院
・
受
診
で
き
て
い
な
い
、
服
薬
で
き
て
い
な
い

□
保
健
室
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

□
幼
い
き
ょ
う
だ
い
の
送
迎
を
し
て
い
る
姿
を
見
か
け
る

等

２
．
家
族
状
況
は
ど
う
か

□
高
齢
□
幼
い
き
ょ
う
だ
い
が
多
い
□
障
が
い
が
あ
る
□
親
が
多
忙

等

３
．
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
子
ど
も
の
状
況
は
ど
う
か

・
子
ど
も
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
相
手

・
子
ど
も
自
身
が
サ
ポ
ー
ト
に
費
や
し
て
い
る
時
間

等

４
．
子
ど
も
本
人
の
認
識
や
意
向

・
子
ど
も
自
身
が
「ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
る
か

・
家
族
の
状
況
や
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
か
に
話
せ
て
い
る
か

等
2
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○
市
区
町
村
の
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
登
録
さ
れ
て
い
る
児
童
の
う
ち
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
し
て
調
査
実
施
。

※
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
本
来
大
人
が
や
る
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
家
事
や
家
族
の
世
話
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る

18
歳
未
満
の
子
ど
も
（
障
害
や
病
気
の

あ
る
家
族
に
代
わ
り
、
買
い
物
・
料
理
・
掃
除
・
洗
濯
な
ど
の
家
事
を
し
て
い
る
、
幼
い
き
ょ
う
だ
い
の
世
話
を
し
て
い
る
、
等
）

○
回
答
の
あ
っ
た
自
治
体
：
２
５
６
自
治
体

○
回
答
の
あ
っ
た
自
治
体
の
要
対
協
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
数
：
71
,1
74
件

う
ち
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
児
童
数
：
1
,7
8
2
ケ
ー
ス
（全
体
の
2
.5
％
）

○
詳
細
が
把
握
で
き
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
（
90
6
人
）
に
つ
い
て

・
世
帯
の
状
況
生
活
保
護
世
帯
が
3
0％

・
要
対
協
に
登
録
さ
れ
て
い
る
理
由
：
虐
待
（ネ
グ
レ
ク
ト
）が
半
数

・
学
年

・
要
対
協
に
登
録
さ
れ
た
経
緯
（発
見
者
）
：
学
校
約
4
0
％

小
学
生

中
学
生

高
校
生

そ
の
他

3
3
％

4
3
%

1
5
%

8
％

ケ
ア
対
象
者

ケ
ア
対
象
者
の
状
況

（
複
数
回
答
）

き
ょ
う
だ
い

7
3
％

幼
い

6
0
％

知
的
障
害

1
0
％

発
達
障
害

1
0
％

母
親

4
7
％

精
神
障
害

5
0
％

依
存
症

1
0
％

・
子
ど
も
に
み
ら
れ
る
影
響
（複
数
回
答
）

・
学
校
等
に
あ
ま
り
行
け
て
い
な
い
約
3
1
％

・
学
校
に
行
っ
て
い
る
が
、
学
業
が
振
る
わ
な
い
等
何
ら
か
の
支
障
が
あ
る
約
2
7
％

・
学
校
生
活
に
支
障
が
見
ら
れ
な
い
約
2
9
％

・
ケ
ア
対
象
者
の
状
況

平
成
30
年
度
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
」

実
施
機
関
（
平
成

30
年
度
）
：
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

3
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１
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
（
令
和
３
年
度
の
予
定
に
つ
い
て
は
別
紙
１
参
照
）

令
和

２
年

1
1
月

2
9
日

（
日

）
に

無
観

客
で

の
オ

ン
ラ

イ
ン

フ
ォ

ー
ラ

ム
を

開
催

。
（

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
防

止
の

た
め

、
「

子
ど

も
の

虐
待

防
止

推
進

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
in

 こ
う

ち
」

は
中

止
）

２
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
標
語
の
募
集
・
決
定
・
公
表

全
国

か
ら

募
集

し
た

応
募

作
品

の
中

か
ら

最
優

秀
作

品
を

選
出

し
、

厚
生

労
働

大
臣

賞
を

授
与

。
当

該
標

語
は

、
厚

生
労

働
省

や
自

治
体

等
が

作
成

す
る

各
種

広
報

媒
体

に
掲

載
。

【
令

和
２

年
度

最
優

秀
作

品
】

「
１

８
９

（
い

ち
は

や
く

）
知

ら
せ

て
守

る
こ

ど
も

の
未

来
」

３
広
報
・
啓
発
物
品
の
作
成
、
全
国
配
布

【
参

照
】

h
tt

p
s:

//
n
o
-t

a
ib

a
ts

u
.j
p
/

児
童

相
談

所
虐

待
対

応
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
（

い
ち

は
や

く
）

」
及

び
「

体
罰

等
に

よ
ら

な
い

子
育

て
」

等
の

普
及

・
啓

発
を

図
る

ポ
ス

タ
ー

・
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
作

成
し

、
全

国
の

自
治

体
、

関
係

機
関

、
関

係
団

体
等

に
配

布
。

４
各
種
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
等
に
よ
る
広
報
啓
発

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
・

Ｓ
Ｎ

Ｓ
等

や
政

府
広

報
を

活
用

し
、

児
童

相
談

所
虐

待
対

応
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
（

い
ち

は
や

く
）

」
及

び
「

体
罰

等
に

よ
ら

な
い

子
育

て
」

等
の

周
知

・
啓

発
を

図
る

。

５
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

® の
オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

全
国

の
自

治
体

に
お

い
て

も
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
、

横
断

幕
の

掲
揚

等
の

取
組

を
実

施
。

６
自
治
体
・
関
係
団
体
等
の
取
組
の
取
り
ま
と
め
・
公
表

自
治

体
、

関
係

団
体

、
関

係
府

省
庁

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

に
向

け
た

広
報

・
啓

発
活

動
の

実
施

状
況

を
取

り
ま

と
め

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で

公
表

。
（

例
：

イ
ベ

ン
ト

の
開

催
、

啓
発

物
品

の
作

成
・

配
布

、
民

間
企

業
等

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
た

企
画

の
実

施
等

）

○
平

成
1
6
年

度
か

ら
毎

年
1
1
月

を
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

と
位

置
付

け
、

児
童

虐
待

問
題

に
対

す
る

社
会

的
関

心
の

喚
起

を
図

る
た

め
、

自
治

体
、

関
係

府
省

庁
、

関
係

団
体

等
と

連
携

し
た

集
中

的
な

広
報

・
啓

発
活

動
を

実
施

。
○

月
間

の
開

始
に

あ
た

り
、

毎
年

閣
議

に
お

い
て

厚
生

労
働

大
臣

か
ら

各
大

臣
に

対
し

、
月

間
へ

の
積

極
的

な
協

力
と

「
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・
バ
ッ
ジ
」

の
着

用
を

依
頼

（
閣

議
日

：
1
0
月

3
0
日

（
金

）
）

。

東
京

ス
カ

イ
ツ

リ
ー

を
オ

レ
ン

ジ
リ

ボ
ン

運
動

の
イ

メ
ー

ジ
カ

ラ
ー

で
あ

る
オ

レ
ン

ジ
色

に
特

別
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ

（
画

像
は

イ
メ

ー
ジ

）

1

令
和
２
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
の
主
な
取
組
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
の
主
な
取
組
に
つ
い
て
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【
令
和
２
年
度
開
催
実
績
】

子
ど

も
の

虐
待

防
止

推
進

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
（

オ
ン

ラ
イ

ン
）

日
程

：
令

和
２

年
1
1
月

2
9
日

（
日

）
1
4
時

～
1
6
時

3
0
分

会
場

：
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

配
信

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

防
止

の
た

め
）

テ
ー

マ
：

「
体

罰
等

に
よ

ら
な

い
子

育
て

の
た

め
に

～
み

ん
な

で
育

児
を

支
え

る
社

会
に

～
」

内
容

：
基

調
講

演
、

パ
ネ

ル
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
、

ト
ー

ク
セ

ッ
シ

ョ
ン

等

h
tt

p
s:

//
n
o
-t

a
ib

a
ts

u
.j
p

/f
o
ru

m
/（

ア
ー

カ
イ

ブ
閲

覧
可

）
※

令
和

３
年

３
月

3
1
日

ま
で

○
児

童
虐

待
問

題
に

対
す

る
理

解
を

国
民

一
人

一
人

が
深

め
、

主
体

的
な

関
わ

り
を

持
て

る
よ

う
、

毎
年

、
児

童
虐

待
防

止
推

進
月

間
に

合
わ

せ
、

厚
生

労
働

省
が

主
催

、
開

催
地

自
治

体
が

共
催

と
な

っ
て

「
子

ど
も

の
虐

待
防

止
推

進
全

国
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
を

開
催

。 2

平
成
17
年

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

平
成
18
年

静
岡
県
静
岡
市

平
成
19
年

熊
本
県
熊
本
市

平
成
20
年

滋
賀
県
大
津
市

平
成
21
年

新
潟
県
妙
高
市

平
成
22
年

広
島
県
広
島
市

平
成
23
年

東
京
都
世
田
谷
区

平
成
24
年

北
海
道
札
幌
市

平
成
25
年

大
分
県
別
府
市

平
成
26
年

和
歌
山
県
和
歌
山
市

平
成
27
年

神
奈
川
県
横
浜
市

平
成
28
年

福
井
県
福
井
市

平
成
29
年

高
知
県
高
知
市

平
成
30
年

宮
城
県
仙
台
市

令
和
元
年

鳥
取
県
倉
吉
市

令
和
２
年

高
知
県
高
知
市

（
参
考
）
こ
れ
ま
で
の
開
催
(共
催
)地

【
令
和
３
年
度
開
催
予
定
】

子
ど

も
の

虐
待

防
止

推
進

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
in

 福
岡

（
仮

称
）

日
程

：
令

和
３

年
1
1
月

某
日

会
場

：
福

岡
県

（
※

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
拡

大
状

況
に

応
じ

て
、

人
数

制
限

や
オ

ン
ラ

イ
ン

開
催

等
の

措
置

を
講

じ
る

）

内
容

：
児

童
虐

待
対

策
を

テ
ー

マ
と

し
た

基
調

講
演

、
分

科
会

、
「

児
童

虐
待

防
止

推
進

月
間

」
標

語
最

優
秀

作
品

の
表

彰
等

※
台

風
の

影
響

に
よ

り
中

止

別
紙
１

令
和
３
年
度
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
に
つ
い
て

令
和
３
年
度
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
に
つ
い
て

※
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

配
信
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１
．
目

的

厚
生

労
働

省
及

び
関

係
団

体
が

主
唱

し
、

毎
年

１
０

月
を

「
里

親
月

間
（

里
親

を
求

め
る

運
動

）
」

と
定

め
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

が
管

内
市

町
村

や
、

児
童

福
祉

施
設

、
里

親
支

援
機

関
、

各
地

域
の

里
親

会
や

社
会

福
祉

協
議

会
等

の
関

係
機

関
並

び
に

関
係

団
体

の
協

力
を

得
な

が
ら

、
①

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
里

親
制

度
に

関
す

る
広

報
活

動
を

展
開

、
②

新
規

里
親

の
開

拓
を

行
う

な
ど

里
親

委
託

を
促

進
、

③
里

親
家

庭
に

お
い

て
適

切
な

養
育

を
確

保
し

里
親

を
孤

立
さ

せ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
里

親
支

援
の

充
実

を
図

り
、

併
せ

て
、

④
里

親
組

織
の

育
成

等
に

取
り

組
む

こ
と

に
よ

り
、

里
親

制
度

の
一

層
の

推
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
．
主
唱
・
協
力

主
唱

：
厚

生
労

働
省

、
公

益
財

団
法

人
全

国
里

親
会

、
一

般
社

団
法

人
日

本
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
協

議
会

協
力

：
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
、

市
町

村
、

社
会

福
祉

法
人

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
、

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会
、

全
国

乳
児

福
祉

協
議

会
、

全
国

母
子

生
活

支
援

施
設

協
議

会
、

全
国

児
童

自
立

支
援

施
設

協
議

会
、

全
国

児
童

心
理

治
療

施
設

協
議

会
、

全
国

自
立

援
助

ホ
ー

ム
協

議
会

、
全

国
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

、
公

益
財

団
法

人
日

本
財

団
、

全
国

児
童

相
談

所
長

会
、

全
国

民
生

委
員

児
童

委
員

連
合

会
、

全
国

保
育

協
議

会
、

公
益

社
団

法
人

全
国

私
立

保
育

園
連

盟
、

社
会

福
祉

法
人

日
本

保
育

協
会

、
公

益
社

団
法

人
日

本
P
T
A
全

国
協

議
会

、
一

般
財

団
法

人
児

童
健

全
育

成
推

進
財

団
、

全
国

地
域

活
動

連
絡

協
議

会
、

N
P
O

法
人

子
育

て
ひ

ろ
ば

全
国

連
絡

協
議

会

「
里
親
月
間
（
里
親
を
求
め
る
運
動
）
」
に
つ
い
て

「
里
親
月
間
（
里
親
を
求
め
る
運
動
）
」
に
つ
い
て

３
．
取
組
方
針

月
間

期
間

中
、

以
下

の
基

本
的

な
方

針
に

よ
り

取
り

組
む

。

（
１

）
里

親
制

度
の

普
及

啓
発

の
強

化
を

図
り

、
児

童
福

祉
関

係
機

関
・

施
設

は
も

と
よ

り
病

院
や

学
校

、
企

業
・

事
業

所
、

地
域

住
民

等
へ

の
理

解
を

促
す

こ
と

に
よ

り
、

社
会

全
体

で
里

親
を

支
援

す
る

気
運

づ
く

り
を

行
う

。
（

２
）

新
規

里
親

を
積

極
的

に
開

拓
す

る
と

と
も

に
、

併
せ

て
未

委
託

里
親

へ
の

委
託

を
進

め
る

な
ど

、
里

親
委

託
数

を
増

加
さ

せ
る

。
（

３
）

里
親

等
へ

の
研

修
等

を
充

実
し

、
里

親
の

養
育

技
術

の
一

層
の

向
上

を
図

る
。

（
４

）
児

童
相

談
所

、
里

親
支

援
機

関
、

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

等
に

よ
る

里
親

支
援

の
一

層
の

拡
充

を
図

る
。

（
５

）
里

親
組

織
等

を
育

成
す

る
と

と
も

に
、

活
動

の
活

性
化

を
図

る
。

1
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令
和
２
年
度
の
里
親
制
度
の
広
報
啓
発

里
親

制
度

等
の

普
及

促
進

を
図

る
た

め
、

年
間

を
通

じ
て

、
ま

た
、

毎
年

1
0
月

に
実

施
す

る
里

親
月

間
（

里
親

を
求

め
る

運
動

）
に

お
い

て
は

特
に

集
中

的
に

、
様

々
な

広
告

媒
体

を
活

用
し

た
広

報
啓

発
を

実
施

。

事
業
内
容

予
算
額

【
令

和
２

年
度

予
算

】
8
1
百

万
円

【
令

和
３

年
度

予
算

概
算

要
求

額
】

2
1
0
百

万
円

里
親

制
度

等
広

報
啓

発
事

業
費

補
助

金
2

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

１
．
L
IN
E
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
広
報
の
実
施

－
①
里
親
制
度
に
関
す
る
特
設
サ
イ
ト
の
開
設

里
親

制
度

の
基

本
情

報
や

里
親

制
度

啓
発

動
画

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
記

事
（

里
親

、
里

親
支

援
に

従
事

さ
れ

て
い

る
方

、
元

委
託

児
童

等
）

等
の

掲
載

－
②
L
IN
E
を
活
用
し
た
広
報
の
実
施

LI
N

E
ア

プ
リ

や
LI

N
E
 N

E
W

S
等

に
広

告
を

掲
載

し
、

特
設

サ
イ

ト
へ

誘
導

－
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
等
の
実
施

T
w

it
te

rや
Y
a
h
o
o
!、

G
o
o
g
le

等
に

広
告

を
掲

載
し

、
特

設
サ

イ
ト

へ
誘

導

２
．
地
上
波
テ
レ
ビ
C
M
の
放
映

1
0
月

の
里

親
月

間
に

合
わ

せ
て

、
地

上
波

テ
レ

ビ
で

ス
ポ

ッ
ト

C
M

を
放

映

３
．
新
聞
広
告
の
実
施

1
0
月

１
日

の
朝

日
新

聞
朝

刊
に

一
面

広
告

を
掲

載

４
．
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

1
0
月

1
0
日

に
里

親
や

有
識

者
等

が
登

壇
す

る
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

開
催

５
．
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
・
掲
示

発
送

部
数

：
ポ

ス
タ

ー
約

２
万

部
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

は
デ

ジ
タ

ル
化

配
布

先
：

自
治

体
、

公
共

交
通

機
関

等

６
．
映
画
「
朝
が
来
る
」
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ

映
画

「
朝

が
来

る
」

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
た

広
報

を
実

施
（

タ
イ

ア
ッ

プ
ポ

ス
タ

ー
及

び
特

設
サ

イ
ト

を
開

設
）

７
．
政
府
広
報
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
に
よ
る
広
報
の
実
施

1
0
月

の
里

親
月

間
に

合
わ

せ
て

、
政

府
広

報
テ

レ
ビ

及
び

ラ
ジ

オ
を

通
じ

て
里

親
制

度
の

特
集

を
放

送

１
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
広
報
の
実
施

－
①
里
親
制
度
に
関
す
る
特
設
サ
イ
ト
の
開
設

里
親

制
度

の
基

本
情

報
や

里
親

制
度

啓
発

動
画

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
記

事
（

里
親

、
元

委
託

児
童

等
）

等
の

掲
載

－
②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
等
の
実
施

T
w

it
te

rや
Y
a
h
o
o
!等

に
広

告
を

掲
載

し
、

特
設

サ
イ

ト
へ

誘
導

２
．
B
S
テ
レ
ビ
C
M
の
放
映

1
0
月

の
里

親
月

間
に

合
わ

せ
て

、
B
S
テ

レ
ビ

で
C
M

を
放

映

３
．
新
聞
広
告
の
実
施

９
月

3
0
日

の
読

売
新

聞
夕

刊
、

1
0
月

１
日

の
読

売
新

聞
朝

刊
に

広
告

を
掲

載

４
．
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
・
掲
示

発
送

部
数

：
ポ

ス
タ

ー
約

３
万

５
千

部
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

約
6
5
万

部
配

布
先

：
自

治
体

、
公

共
交

通
機

関
等
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L
IN
E
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
広
報
の
実
施

テ
レ

ビ
等

を
あ

ま
り

視
聴

す
る

こ
と

の
な

い
方

も
含

め
、
多
く
の
方
が
利
用
す
る
L
IN
E
（

月
間

約
8
,4

0
0
万

人
利

用
）

や
T
w
it
te
r（

月
間

約
4
,5

0
0
万

人
利

用
）

を
活

用
し

た
広

報
の

ほ
か

、
Y
a
h
o
o
!等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告

を
活

用

し
た

広
報

を
実

施
。

広
報
内
容

3

≪
里
親
の
種
類
の
紹
介
≫

≪
LI
NE
ア
プ
リ
≫

≪
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
≫

イ
メ
ー
ジ
図

≪
養
育
費
に
関
す
る
支
援
の
紹
介
≫

里
親
広
報

特
設
サ
イ
ト

※
G

o
o
g
le

や
T
w

it
te

rも
同

様
の

広
報

を
実

施

≪
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
≫

※
LI
NE
関
連
ア
プ
リ（
LI
NE
マ
ンガ
や
LI
NE

ウォ
レ
ット
な
ど）
で
も
同
様
の
広
報
を実

施
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テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
等
を
活
用
し
た
広
報
の
実
施

日
常
的
に
接
触
頻
度
が
多
く
、
社
会
的
影
響
力
の
あ
る
テ
レ
ビ
C
M
等
を
活
用

し
、

よ
り

広
く

国
民

に
制

度
の

情
報

を
発

信
す

る
こ

と
で
里
親
制
度
の
社
会
的
認
知
の
底
上
げ
を
図
る

。

広
報
内
容

エ
リ

ア
：
関
東
ロ
ー
カ
ル

放
送
時
期
：
令
和
２
年
１
０
月
１
日
～
３
１
日
（
里
親
月
間
）

秒
数
：
１
回
当
た
り
１
５
秒

エ
リ
ア
人
口
：
関
東
地
区
世
帯
数
19
,8
66
千
世
帯

関
東
地
区
人
口
43
,1
15
千
人

4

地
上
波
TV
CM
（
令
和
２
年
度
新
規
）

≪
Ｃ
Ｍ
イ
メ
ー
ジ
≫

政
府
広
報
(T
V番
組
,ラ
ジ
オ
）

①
番
組
情
報

・
番
組
名
：
「
宇
賀
な
つ
み
の
そ
こ
教
え
て
！
」

・
放
送
局
：
B
S朝

日
・
放
送
日
時
：
10
月
16
日
（
金
）
18
:0
0～

18
:3
0

（
再
放
送
：
10
月
23
日
（
金
）
18
:0
0～

18
:3
0）

②
放
送
内
容

１
．
有
識
者
の
方
に
よ
る
里
親
制
度
の
説
明
（
趣
旨
や
里
親
へ
の
支
援
、
研
修
等
に
つ
い
て
）

２
．
現
役
里
親
（
共
働
き
世
帯
）
の
方
へ
の
取
材

３
．
里
親
に
対
す
る
様
々
な
支
援
を
実
施
し
て
い
る
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
へ
の
取
材

４
．
里
親
家
庭
で
育
っ
た
方
へ
の
取
材

≪
政
府
広
報
テ
レ
ビ
≫

≪
政
府
広
報
ラ
ジ
オ
≫

①
番
組
情
報

・
番
組
名
：
「
柴
田
阿
弥
と
オ
テ
ン
キ
の
り
の

ジ
ャ
パ
ン
5
.
0
」

・
放
送
局
：
文
化
放
送
を
は
じ
め
N
RN
系
列

全
国
1
9
局
ネ
ッ
ト

・
放
送
日
時
：
1
0
月
1
8日

（
日
）

1
2:
2
0
～
1
2
:3
5

（
※
）
曜
日
・
時
間
は
放
送
局
に
よ
っ
て
異
な
る
。

②
放
送
内
容

１
.里

親
制
度
の
趣
旨
や
目
的
に
つ
い
て

２
.里

親
に
な
る
た
め
の
条
件
や
手
続
き
等
に
つ
い
て

３
.里

親
の
種
類
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
と
の
違
い
に
つ
い
て

４
.里

親
が
養
育
す
る
際
に
受
け
ら
れ
る
支
援
や
里
親
手
当
等
に
つ
い
て
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ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
・
掲
示
に
よ
る
広
報
の
実
施

・
首

都
圏

の
公

共
交

通
機

関
（

一
部

）
に

ポ
ス

タ
ー

を
掲

示

・
都

道
府

県
を

通
じ

て
、

全
国

の
公

共
施

設
・

公
共

機
関

で
ポ

ス
タ

ー
・

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
掲

示
や

配
布

を
依

頼
。

広
報
内
容

＜
ポ

ス
タ

ー
＞

＜
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
＞

＜
表

面
・

裏
面

（
制

度
概

要
）

＞
・

里
親

の
種

類
・

里
親

に
な

る
ま

で
の

流
れ

・
里

親
へ

の
支

援
・

里
親

手
当

＜
中

面
（

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

記
事

）
＞

・
共

働
き

で
里

親
を

さ
れ

て
い

る
方

・
里

親
家

庭
で

育
っ

た
方

・
里

親
を

支
援

し
て

い
る

方
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機

関
）

・
有

識
者

の
方

5
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そ
の
他
、
令
和
２
年
度
新
規
に
取
り
組
む
広
報
に
つ
い
て

・
里

親
制

度
及

び
特

別
養

子
縁

組
制

度
の

関
心

層
に

直
接

的
ア

プ
ロ

ー
チ

を
行

う
場

と
し

て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

・
「

特
別

養
子

縁
組

制
度

」
が

題
材

の
映
画
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
広
報

の
実

施

広
報
内
容

6

「
里
親
制
度
」
や
「
特
別
養
子
縁
組
制
度
」
を
効
果
的
に
周
知
す
る

た
め
に
、
タ
イ
ア
ッ
プ
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
及
び
特
設
サ
イ
ト
を
開
設

映
画
「朝
が
来
る
」と
の
タ
イ
ア
ップ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

・
制
度
解
説

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

（
登
壇
者
）

・
現
役
里
親

・
日
本
女
子
大
学

林
浩
康
教
授

・
眞
鍋
か
を
り
さ
ん

≪
第
１
部
（
里
親
制
度
）
≫

≪
第
２
部
（
特
別
養
子
縁
組
制
度
）
≫

・
制
度
解
説

・
河
瀬
直
美
監
督
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

（
登
壇
者
）

・
武
内
由
紀
子
さ
ん

・
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員

・
日
本
女
子
大
学

林
浩
康
教
授
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7

特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て
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不
妊
治
療
関
連
施
策
と
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
等

＜
検
討
課
題
＞

＜
対
応
方
針
＞

※
特

別
養

子
縁

組
と

は
、

実
親

（
生

み
の

親
）

と
の

法
的

な
親

子
関

係
を

解
消

し
、

養
親

（
育

て
の

親
）

と
の

新
た

な
親

子
関

係
を

結
ぶ

制
度

。

現
状

広
く
一
般
に
対
し
て
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度

の
普
及
啓
発
を
実
施
。

令
和
３
年
度
以
降

不
妊
治
療
医
療
機
関
や
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
等

に
お
い
て
、

①
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
に
対
す
る
制
度
の
ご

案
内
の
推
進

②
ス
タ
ッ
フ
が
制
度
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
研

修
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
の
推
進

不
妊
治
療
医
療
機
関
や
不
妊
相
談
専
門
セ
ン
タ
ー
、

婦
人
相
談
所
、
児
童
相
談
所
、
民
間
団
体
等
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築

令
和
２
年
度
中

里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
関
す
る
不
妊
治
療
を

受
け
て
い
る
方
へ
の
意
識
調
査
や
、
不
妊
治
療
医
療

機
関
に
お
け
る
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
へ
の
制

度
の
ご
案
内
の
仕
方
に
関
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
研
究
を

実
施
。

子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
い
う
願
い
を
叶
え
る
選
択

肢
の
一
つ
と
し
て
、
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方

に
対
し
て
、
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
を
ご
案

内
す
る
取
組
は
不
妊
治
療
医
療
機
関
等
に
お
い
て

殆
ど
無
い
。

（
厚

生
労

働
省

の
普

及
啓

発
ポ

ス
タ

ー
）

子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
願
う
家
庭
の
選
択
肢
と
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
興
味
・
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
不
妊
治
療
へ
の
支
援
拡
充
と
併
せ
て
、
不
妊
治
療
医
療
機
関
な
ど
に
お
け
る
、
里
親
・

特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
等
を
強
化
。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

8
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１
．
目
的
離
婚
に
よ
る
ひ
と
り
親
世
帯
等
、
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与

す
る
た
め
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
手
当
を
支
給
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
（
平
成
2
2
年
８
月
よ
り
父
子
家
庭
も
対
象
）
。

２
．
支
給
対
象
者

1
8
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
児
の
場
合
は
2
0
歳
未
満
）
を
監
護
す
る
母
、
監
護
し
、
か
つ
生
計

を
同
じ
く
す
る
父
又
は
養
育
す
る
者
（
祖
父
母
等
）
。

３
．
支
給
要
件

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童
、
父
又
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
、
父
又
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童
、
父
又
は
母
の
生
死
が

明
ら
か
で
な
い
児
童
な
ど
を
監
護
等
し
て
い
る
こ
と
。

４
．
手
当
額

月
額
（
令
和
３
年
４
月
か
ら
の
見
込
額
）

・
全
部
支
給
：
４
３
，
２
０
０
円

・
一
部
支
給
：
４
３
，
１
９
０
円
～
１
０
，
１
９
０
円

加
算
額
（
児
童
２
人
目
）

・
全
部
支
給
：
１
０
，
２
０
０
円

・
一
部
支
給
：
１
０
，
１
９
０
円
～

５
，
１
０
０
円

（
児
童
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き
）
・
全
部
支
給
：

６
，
１
２
０
円

・
一
部
支
給
：

６
，
１
１
０
円
～

３
，
０
６
０
円

５
．
所
得
制
限
限
度
額
（
収
入
ベ
ー
ス
）
※
前
年
の
所
得
に
基
づ
き
算
定
。

・
全
部
支
給
（
２
人
世
帯
）

１
６
０
万
円

・
一
部
支
給
（
２
人
世
帯
）

３
６
５
万
円

６
．
支
払
期
月

・
１
月
、
３
月
、
５
月
、
７
月
、
９
月
、
1
1
月

７
．
受
給
者
数
（
令
和
２
年
３
月
末
現
在
（
概
数
値
）
）

９
０
１
，
３
９
１
人

（
母
：
8
5
1
,
3
9
0
人
、
父
：
4
5
,
9
2
6
人
、
養
育
者
：
4
,
0
7
5
人
）

８
．
予
算
額
（
国
庫
負
担
（
1/
3）
分
）

令
和
３
年
度
予
算
案

１
，
５
７
５
．
８
億
円

９
．
手
当
の
支
給
主
体

支
給
主
体
：
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

1
0．
改
正
経
緯

①
多
子
加
算
額
の
倍
増
（
平
成
２
８
年
８
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

②
全
部
支
給
の
所
得
制
限
限
度
額
の
引
き
上
げ
（
平
成
３
０
年
８
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

③
支
払
回
数
を
年
３
回
か
ら
年
６
回
に
見
直
し
（
令
和
元
年
１
１
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

④
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
の
併
給
調
整
の
方
法
の
見
直
し
（
令
和
３
年
３
月
分
手
当
か
ら
実
施
）

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
概
要
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児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の
併
給
調
整
の
見
直
し

【
見
直
し
の
趣
旨
】

○
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
は
、
現
行
制
度
で
は
、
障
害
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
と
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
な
い
。

○
こ
の
た
め
、
児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の
併
給
調
整
の
方
法
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
が
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

【
見
直
し
内
容
】
（
令
和
３
（
2
0
2
1
）
年
３
月
施
行
）

○
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
に
つ
い
て
併
給
調
整
の
方
法
を
見
直
し
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
と
の
差
額

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

月83,881円

障
害
年
金
本
体

（
本
体
：
月
6
5
,1
4
1
円
）

児
童
扶
養
手
当

（
月
4
3
,1
6
0
円
）

子
加
算

（
月
1
8
,7
4
0
円
）

比
較

調
整

障
害
年
金

児
童
扶
養
手
当

※
支
給
額
＝
児
童
扶
養
手
当
－
障
害
基
礎
年
金
の
子
加
算
相
当
額

障
害
年
金
本
体

（
本
体
：
月
6
5
,1
4
1
円
）

児
童
扶
養
手
当

（
月
4
3
,1
6
0
円
）

子
加
算

（
月
1
8
,7
4
0
円
）

比
較

調
整

障
害
年
金

児
童
扶
養
手
当

全
額
支
給
停
止

差
額
支
給

（
月
2
4
,4
2
0
円
）

（
月
0
円
）

現
行

見
直
し
後

月83,881円

：
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い

：
児
童
扶
養
手
当
を
一
部
支
給
※
で
き
る
よ
う
に
す
る

※
障
害
基
礎
年
金
受
給
中
の
ひ
と
り
親
（
障
害
年
金
２
級
）
と
子
ど
も
が
１
人
の
場
合

（
参
考
）
こ
れ
ま
で
の
経
緯

‣
昭
和
3
6
年
児
童
扶
養
手
当
制
度
創
設
【
母
子
福
祉
年
金
の
補
完
的
制
度
】

→
離
婚
等
に
よ
る
世
帯
の
「
稼
得
能
力
の
低
下
に
対
す
る
所
得
保
障
」
。
公
的
年
金
と
同
一
の
性
格
で
あ
り
、
原
則
併
給
不
可
。

‣
昭
和
6
0
年
児
童
扶
養
手
当
法
改
正
【
福
祉
制
度
※
へ
見
直
し
】
※
母
子
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
を
通
じ
て
児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
福
祉
制
度

‣
平
成
2
6
年
児
童
扶
養
手
当
法
改
正
【
公
的
年
金
と
の
併
給
調
整
の
見
直
し
】

→
基
本
的
な
考
え
方
は
維
持
し
つ
つ
、
受
給
者
等
の
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
下
回
る
場
合
に
、
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
。

‣
現
在
指
摘
さ
れ
て
い
る
課
題

→
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
は
、
就
労
が
で
き
な
く
と
も
、
障
害
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
と
児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と

か
ら
、
障
害
年
金
と
児
童
扶
養
手
当
の
併
給
を
可
能
と
す
る
べ
き
。

（
参
考
１
）
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
の
状
況
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
6
年
年
金
制
度
基
礎
調
査
（
障
害
年
金
受
給
者
実
態
調
査
）
」
（
特
別
集
計
）
）

働
き
た
く
て
も
働
け
な
い
割
合
：
5
4
.3
％
、
働
い
て
い
て
も
就
労
収
入
1
0
0
万
円
以
下
の
割
合
：
5
9
.0
％

（
参
考
２
）
ひ
と
り
親
の
状
況
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
8
年
度
全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査
」
）

就
業
状
況
：
8
1
.8
％
（
母
子
世
帯
）
・
8
5
.4
％
（
父
子
世
帯
）
、
平
均
年
間
収
入
：
2
4
3
万
円
（
母
子
世
帯
）
・
4
2
0
万
円
（
父
子
世
帯
）
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就業支援に積極的に取り組む企業・団体を募集し、表彰します。

応募用紙※に必要事項を記入の上、「厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等
自立支援室」宛てにＦＡＸ、又は郵送（当日消印有効）してください。

※ 応募用紙（公募用）は、同支援室で配付するほか、厚生労働省ホームページにも掲載してい
ますので、ダウンロードしてお使いください。

ホームページはこちら→

ひとり親家庭を応援 !

はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰

募集期間：令和２年1２月３日（木）～令和３年１月２９日（金）
厚生労働省では、ひとり親家庭に対する自立支援の一環として、母子家庭の母、父子家

庭の父の就業支援に積極的に取り組んでいる企業や団体を対象に「はたらく母子家庭・父

子家庭応援企業表彰」を実施しています（平成18年～）。

母子家庭の母、父子家庭の父は、子育てと仕事の両立が難しいなどの理由から、就業が

困難な状況にあります。この表彰は、雇用する企業側に働きかけることで、母子家庭の母、

父子家庭の父が働きやすい環境整備などの取組を促進するとともに、ひとり親家庭支援の

社会的機運を高めることを目的とするものです。

受賞企業・団体の発表は、令和３年３月の予定です。

【募集対象】

【募集期間】

【応募方法】

【お問合せ】

下の（１）又は（２）の項目のすべてに当てはまる企業や団体を対象に表彰します。

（１）母子家庭の母及び父子家庭の父（以下「ひとり親家庭の親」という。）の就業支援に積極
的に取り組んでいる企業・団体
①ひとり親家庭の親の就業促進について理解があること
②ひとり親家庭の親が継続的に就業可能となっているなど、職場環境が良好であること
③ひとり親家庭の親を相当数雇用していること
④重大悪質な法令違反がないこと及び社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断され

る問題がないこと
⑤過去に本表彰制度に基づく表彰を受賞していないこと

（２）母子・父子福祉団体等に相当額の事業の発注を行っている企業・団体
①母子・父子福祉団体又はひとり親家庭の親に対する年間発注割合が一定以上であること
②重大悪質な法令違反がないこと及び社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断され

る問題がないこと
③過去に本表彰制度に基づく表彰を受賞していないこと

令和２年1２月３日（木）～令和３年１月２９日（金）まで

厚生労働省 子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室

住所：〒100-8916 東京都千代田区霞が関１-２-２
電話：03-5253-1111（内線4888)   ＦＡＸ：03-3595-2663
ＨＰ：右のＱＲコードからアクセスできます。

たくさんのご応募を
お待ちしております。募 集 要 項
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婦
人
相
談
員

全
国
１
，
５
１
２
人

・
婦
人
相
談
所
や

福
祉
事
務
所
に

配
置
。

・
Ｄ
Ｖ
等
に
係
る
相

談
・
情
報
提
供

等
を
行
う
。

福
祉
事
務
所
（
も
し
く
は
市
町
村
）

生
活
保
護
、
母
子
生
活
支
援
施
設
入
所

保
育
所
入
所
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業

母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
、

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
等

被 害 女 性

自 立

婦
人
相
談
所
４
９
か
所

・
各
都
道
府
県
１
ヶ
所
（
徳
島
県
の
み
３
ヶ
所
）

・
Ｄ
Ｖ
等
に
係
る
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
情
報
提
供

を
行
う
。

・
婦
人
相
談
所
は
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
婦
人
相
談

所
も
含
め
、
全
国
２
９
２
カ
所
設
置
）

一
時
保
護
所
４
７
か
所

・
婦
人
相
談
所
に
併
設
（
各
都
道
府
県
１
ヶ
所
）

・
Ｄ
Ｖ
被
害
等
女
性
、
同
伴
児
童
に
係
る
短
期
間
の

一
時
保
護
を
行
う
。

・
保
護
の
期
間
は
概
ね
２
週
間
程
度
。

・
適
切
な
保
護
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
民
間
シ
ェ
ル

タ
ー
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
等
へ

一
時
保
護
委
託
。

・
中
長
期
的
な
支
援
が
必
要
な
場
合
、
婦
人
保
護
施

設
へ
の
入
所
措
置
決
定
を
行
う
。

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
：
職
業
相
談
、
就
業
支
援
講
習
会
の
開
催
、
就
業
情
報
の
提
供
等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
：
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
に
お
け
る
子
育
て
女
性
等
へ
の
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

児
童
相
談
所
：
心
理
的
虐
待
等
を
受
け
た
子
ど
も
へ
の
心
理
的
ケ
ア
、
子
育
て
相
談
等

連 携

・

協 力

他
省
庁
等

関
係
機
関

警
察

裁
判
所

公
営
住
宅

窓
口

等

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等

（
一
時
保
護
委
託
）

・
保
護
の
期
間
は
概

ね
２
週
間
程
度

婦
人
保
護
事
業
の
概
要

婦
人
保
護
事
業

関
連

婦
人
保
護
事
業
以

外
の
厚
生
労
働
省

所
管
事
業

婦
人
保
護
施
設

３
９
都
道
府
県

４
７
か
所

・
Ｄ
Ｖ
被
害
女
性
等
に

係
る
生
活
支
援
・
心

理
的
ケ
ア
・
自
立
支

援
を
行
う
。

・
支
援
期
間
は
中
長
期

で
、
概
ね
１
ヶ
月
以

上
。

母
子
生
活
支
援
施
設

生
活
支
援

子
育
て
支
援

心
理
的
ケ
ア

自
立
支
援

（
注
）
婦
人
相
談
員
、
婦
人
相
談
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
数
は
平
成
３
１
年
４
月
１
日
現
在
。
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
数
は
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在

○
婦
人
保
護
事
業
関
連
施
設
と
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
施
策
な
ど
婦
人
保
護
事
業
以
外
の
厚
生
労
働
省
所
管
事
業
を
組
み
合
わ
せ
て
被
害
女
性

の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
実
施
。
必
要
に
応
じ
、
関
係
省
庁
等
と
も
連
携
し
て
対
応
。

【
支
援
対
象
】

・
D

V被
害
女
性

・
ス
ト
ー
カ
ー
被

害
女
性

・
性
暴
力
被
害

女
性

・
人
身
取
引
被

害
女
性
等
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困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
関
す
る
検
討
会
中
間
ま
とめ
＜
概
要
＞

第
１
婦
人
保
護
事
業
の
現
状
と課
題

○
婦
人
保
護
事
業
は
、昭
和
31
年
制
定
の
売
春
防
止
法
に
基
づ
き
、売
春
を
行
うお
そ
れ
の
あ
る
女
子
を
保
護
す
る
事
業
とし
て
発
足
した
が
、そ
の
後
支
援
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
。

○
事
業
開
始
当
初
は
想
定
され
な
か
った
、性
暴
力
・性
被
害
に
遭
った
10
代
の
女
性
へ
の
支
援
や
、近
年
で
は
、Ａ
Ｖ
出
演
強
要
、Ｊ
Ｋ
ビジ
ネ
ス
問
題
へ
の
対
応
が
必
要
。

第
２
婦
人
保
護
事
業
の
運
用
面
に
お
け
る
見
直
し

○
婦
人
保
護
事
業
の
運
用
面
に
つ
い
て
、他
法
他
施
策
優
先
の
取
扱
い
の
見
直
しや
、一
時
保
護
委
託
の
対
象
拡
大
と積
極
的
活
用
な
ど、
10
項
目
の
運
用
面
の
改
善
を
行
うこ

とと
され
て
い
る
。

第
３
婦
人
保
護
事
業
の
見
直
しに
関
す
る
新
た
な
制
度
の
基
本
的
な
考
え
方

（
１
）
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
を
支
援
す
る
制
度
の
必
要
性

○
性
差
に
起
因
して
社
会
的
に
様
々
な
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
女
性
を対
象
とし
た
包
括
的
な
支
援
制
度
が
必
要
。

（
２
）
新
た
な
枠
組
み
の
必
要
性

○
女
性
が
抱
え
る
困
難
な
問
題
は
、売
春
防
止
法
を
根
拠
とし
た
従
来
の
枠
組
み
で
の
対
応
は
限
界
。法
制
度
上
も
売
春
防
止
法
で
は
な
く、
新
た
な
枠
組
み
の
構
築
が
必
要
。

○
売
春
防
止
法
の
第
４
章
の
廃
止
の
ほ
か
、そ
の
他
の
規
定
の
見
直
しも
検
討
す
べ
き
だ
が
、時
間
を要
す
る
の
で
あ
れ
ば
、新
た
な
枠
組
み
の
構
築
を
急
ぐべ
き
。

（
３
）
新
た
な
制
度
の
下
で
提
供
さ
れ
る
支
援
の
あ
り方

○
若
年
女
性
へ
の
対
応
な
ど、
専
門
的
な
支
援
の
包
括
的
な
提
供
。

○
行
政
・民
間
団
体
を
通
した
多
機
関
に
お
け
る
連
携
・協
働
を
通
じた
、早
期
か
つ
、切
れ
目
な
い
支
援
。

○
婦
人
相
談
所
（
一
時
保
護
所
）
、婦
人
相
談
員
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
名
称
を見
直
し。
利
用
者
の
実
情
に
応
じた
必
要
な
支
援
を
柔
軟
に
担
え
る
仕
組
み
や
体
制
。

○
施
設
入
所
だ
け
で
な
く、
通
所
や
ア
ウト
リー
チ
な
ど、
伴
走
型
支
援
。未
成
年
の
若
年
女
性
に
対
す
る
広
域
的
な
情
報
共
有
や
連
携
。同
伴
す
る
児
童
に
つ
い
て
の
支
援
対
象
と

して
の
位
置
付
け
の
明
確
化
。

（
４
）
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
の
考
え
方

○
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
役
割
や
位
置
付
け
の
明
確
化
。

○
基
本
的
な
方
針
の
も
と、
都
道
府
県
と市
町
村
の
各
々
の
役
割
や
強
み
を活
か
し、
地
域
の
実
情
に
応
じた
支
援
体
制
の
計
画
的
な
構
築
。

（
５
）
地
方
公
共
団
体
と民
間
団
体
の
連
携
・協
働
の
あ
り方

○
地
方
公
共
団
体
等
と民
間
団
体
の
連
携
・協
働
。

（
６
）
教
育
啓
発
、調
査
研
究
、人
材
育
成
等

○
教
育
、啓
発
、調
査
研
究
、人
材
の
養
成
、確
保
及
び
資
質
向
上
の
推
進
。

（
７
）
関
連
す
る
他
制
度
との
連
携
等
の
あ
り方

○
関
連
す
る
他
制
度
に
基
づ
く支
援
との
連
携
・調
整
等
を
推
進
す
る
仕
組
み
づ
くり
、法
的
な
トラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
る
場
合
の
専
門
的
な
相
談
窓
口
へ
の
連
携
等
。

第
４
今
後
の
対
応
に
つ
い
て

○
新
た
な
制
度
の
構
築
に
向
け
て
、第
３
の
基
本
的
な
考
え
方
に
沿
って
、検
討
を
更
に
加
速
し、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
等
の
既
存
の
法
体
系
との
関
係
に
も
留
意
しつ
つ
、具
体
的
な
制

度
設
計
等
が
進
め
られ
、で
きる
だ
け
早
く実
現
す
る
こと
を強
く期
待
。

※
「困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
関
す
る
検
討
会
」は
、厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
長
が
、有
識
者
等
の
参
集
を
求
め
、平
成
30
年
７
月
に
設
置
。中
間
ま
とめ
は
、本
検
討
会
に
よ
り、
令
和
元
年
10

月
11
日
に
取
りま
とめ
られ
た
も
の
。
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乳
幼
児
健
康
診
査
身
体
診
察
マ
ニ
ュ
ア
ル

乳
幼
児
健
康
診
査
事
業
実
践
ガ
イ
ド

平
成

29
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「
乳
幼
児
健
康
診
査
の
た
め
「
保
健
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
仮
称
）
」
及
び
「
身
体
診
察
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
仮
称
）
」
作
成
に
関
す
る
調
査
研
究
（
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
）
」

目
次

第
1章

総
説

第
2章

乳
幼
児
健
康
診
査

第
3章

1歳
6か
月
児
健
康
診
査

第
4章

3歳
児
健
康
診
査

第
5章

養
育
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

目
次

第
1章

総
論

第
2章

標
準
的
な
保
健
指
導
の
基
礎

第
3章

乳
幼
児
健
診
に
お
け
る
情
報
共
有
と
情
報
活
用

第
4章

乳
幼
児
健
診
の
評
価
の
実
践

第
5章

他
職
種
間
で
共
通
に
理
解
す
べ
き
情
報
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乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
実
施

目
的
全
国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し
、
我
が
国
の
乳
幼
児
の
身
体
発
育
地
を
定
め
て
、

乳
幼
児
の
保
健
指
導
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
専
門
委
員
会

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
実
施

集
計
・
解
析

結
果
の
活
用

企
画
・
解
析

•
身
体
発
育
曲
線
（
身
長
、
体
重
、
胸
囲
、

頭
囲
）
の
作
成

•
運
動
・
言
語
機
能
通
過
率
曲
線
の
作
成

•
妊
娠
中
の
状
況
と
児
の
体
位
等
の
検

討
等

•
母
子
健
康
手
帳
の
身
体
発
育
曲
線
に
反

映
•
乳
幼
児
健
康
診
査
時
の
基
準
と
し
て
活
用

•
保
健
指
導
の
現
場
で
の
活
用
等

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
調
査
項
目
、
調
査

方
法
、
解
析
方
法
等
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
観

点
か
ら
検
討
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○
身
体
発
育
曲
線

調
査
結
果
を
も
と
に
身
体
発
育
評
価
の
た
め
の
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
曲
線
を
作
成

○
身
長
体
重
曲
線

調
査
結
果
を
も
と
に
肥
満
判
定
（
や
せ
及
び
肥
満
の
評
価
）
の
た
め
に
作
成

（
参
考
）
平
成
2
2
（
2
0
1
0
）
年
乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
概
要

○
目
的
：
全
国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し
、
我
が
国
の
乳
幼
児
の
身
体
発
育
値
を
定
め
て
乳
幼
児
保
健
指
導
の
改
善
に
資
す
る

○
調
査
方
法
：
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
で
企
画
し
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
委
託

①
一
般
調
査
：
全
国
の
生
後
1
4
日
以
上
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
7
,6
5
2
人
の
生
年
月
日
、
身
長
、
体
重
、
運
動
・
言
語
機
能
、
栄
養
法
、

母
の
状
況
等
（
原
則
と
し
て
乳
幼
児
の
一
斉
健
診
に
よ
る
集
団
調
査
と
し
て
実
施
し
た
）

②
病
院
調
査
：
全
国
の
1
5
0
の
産
科
標
榜
病
院
で
出
生
し
、
平
成
2
2
年
９
月
中
に
い
わ
ゆ
る
1
か
月
健
診
を
受
診
し
た
乳
児
4
,7
7
4
人
の

生
年
月
日
、
身
長
、
体
重
、
娩
出
方
法
、
栄
養
法
、
母
の
状
況
等

調
査
の
概
要

○
乳
幼
児
身
体
発
育
値

乳
幼
児
の
年
・
月
齢
別
の
体
重
及
び
身
長
は
平
成
1
2
年
の

調
査
に
比
べ
て
全
体
的
に
若
干
減
少
し
て
い
た
。

○
乳
幼
児
の
運
動
機
能
・
言
語
機
能
通
過
率

乳
幼
児
の
運
動
機
能
・
言
語
通
過
率
に
つ
い
て
は
、
平
成

1
2
年
の
調
査
に
比
べ
て
や
や
遅
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。

○
乳
幼
児
の
栄
養
法
に
つ
い
て

母
乳
栄
養
の
割
合
は
、
各
月
齢
で
平
成
1
2
年
の
調
査
と
比

べ
て
増
加
し
て
お
り
、
４
～
５
か
月
児
で
の
母
乳
栄
養
の
割

合
は
、
平
成
1
2
年
は
3
5
.9
％
、
平
成
2
2
年
は
5
5
.8
％
で

あ
っ
た
。

○
妊
娠
中
の
喫
煙
に
つ
い
て

妊
娠
中
の
喫
煙
率
は
、
平
成
1
2
年
の
1
0
.0
％
と
比
較
し

て
平
成
2
2
年
は
5
.0
％
に
減
少
し
て
い
た
。

○
妊
娠
中
の
飲
酒
に
つ
い
て

妊
娠
中
の
飲
酒
率
は
、
平
成
1
2
年
の
1
8
.1
％
と
比
較
し

て
平
成
2
2
年
は
8
.7
％
に
減
少
し
て
い
た
。

調
査
結
果
の
概
要

調
査
結
果
に
基
づ
く
曲
線
例

例
：
乳
児
（
男
子
）
身
体
発
育
曲
線
（
体
重
）

例
：
幼
児
（
女
子
）
の
身
長
体
重
曲
線

平
成
2
3
年
1
0
月
2
7
日
結
果
公
表
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旧
優
生
保
護
法
に
つ
い
て

議
員
立
法
に
よ
り
全
会
一
致
で
成
立
。

人
口
過
剰
問
題
や
ヤ
ミ
堕
胎
の
増
加
を
背
景
に
、
優
生
思
想
の
下
、
不
良
な
子
孫
を
出
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母

性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
等
に
つ
い
て
規
定
。

昭
和
23
年

優
生
保
護
法
の
制
定
（
議
員
立
法
）

障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
障
害
者
を
差
別
す
る
優
生
思
想
を
排
除
す
る
た
め
、
法
律
名
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、
遺
伝
性
精
神
疾
患
等
を
理
由
と
す
る
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）及
び
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。

平
成
８
年
優
生
保
護
法
を
母
体
保
護
法
に
改
正
（
議
員
立
法
）

【
法
の
概
要
及
び
件
数
（
昭
和
24
年
か
ら
平
成
８
年
）】

遺
伝
性
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
優
生
手
術
（不
妊
手
術
）と
し
て
、
本
人
同
意
の
有
無
等
に
基
づ
い
て
３
類
型
を
規
定
。

本
人
の
同
意
に
よ
ら
な
い
も
の
は
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
「
優
生
保
護
審
査
会
」
に
て
、
審
査
・決
定
。

本
法
の
定
め
に
よ
ら
な
い
不
妊
手
術
は
禁
止
。

約
１
万

6,
50

0件
約

8,
50

0件

本
人
同
意
不
要

本
人
同
意

審
査
会
決
定

保
護
者
同
意

審
査
会
決
定

４
条

12
条

３
条

遺
伝
性
疾
患

非
遺
伝
性
疾
患

遺
伝
性
疾
患
等

ら
い
疾
患

14
,5

66
件

1,
90

9件
6
,9
6
7
件

1,
55

1件

（
優
生
手
術
の
対
象
疾
患
の
類
型
）

▶
４
条
（
医
師
の
申
請
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
、
顕
著
な
遺

伝
性
身
体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
医
師
に
申
請
義
務
が
あ
る
。

•
公
益
上
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
1
2
条
（
医
師
の
申
請
・
保
護
者
同
意
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
非
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
を
理
由
と

し
た
手
術
。

•
本
人
保
護
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
３
条
（
本
人
同
意
・
医
師
の
認
定
）

•
本
人
、
配
偶
者
の
遺
伝
性
精
神
病
質
、
遺
伝
性
身

体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
四
親
等
以
内
の
血
族
の
遺
伝
性
精
神
病
、
遺
伝
性

精
神
薄
弱
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
ら
い
疾
患
を
理
由
と
し
た
手
術
。

（
参
考
）
旧
優
生
保
護
法
第
３
条
に
母
体
保
護
を
理
由
と
す
る
手
術
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
平
成
８
年
改

正
後
の
母
体
保
護
法
に
お
い
て
も
「
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
」場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

約
２
万
5
,0

00
件
（
※
）

（
※
）
「
都
道
府
県
等
に
お
け
る
旧
優
生
保
護
法
関
係
資
料
等
の
保
管
状
況
調
査
結
果
」
（
平
成
30
年
９
月
６
日
公

表
）
に
よ
れ
ば
、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
優
生
手
術
の
実
施
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
個
人
が
特
定
で
き
る

形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
は
、
手
術
実
施
が
確
認
で
き
る
3
,0
79
人
を
含
め
、
計
5
,4
00
人
で
あ
っ
た
。
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①
一
時
金
受
給
権
の
認
定
は
、
請
求
（
都
道
府
県
知
事
の
経
由
可
）
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
。

②
請
求
期
限
は
、
５
年
（
検
討
条
項
あ
り
。
）

③
都
道
府
県
知
事
・
厚
生
労
働
大
臣
は
認
定
に
必
要
な
調
査
を
行
う
。

国
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
一
時
金
（３
２
０
万
円
）を
支
給
（非
課
税
）

・
旧
優
生
保
護
法
の
下
、
多
く
の
方
々
が
、
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
・
放
射
線
の
照
射
を
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
我
々
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
真
摯
に
反
省
し
、
心
か
ら
深
く
お
わ
び
す
る
。

・
今
後
、
こ
れ
ら
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
努
力
を
尽
く
す
決
意

を
新
た
に
す
る
。

・
国
が
こ
の
問
題
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
く
立
場
に
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
本
法
を
制
定
す
る
。

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
概
要

第
１
前
文

第
２
対
象
者
（
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
）

第
３
一
時
金
の
支
給

公
布
日
（
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
か
ら
２
月
後
）

２
権
利
の
認
定
等

①
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
者
（第
２
①
）で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
認
定
審
査
会
の
審
査
を
求
め
る
。

※
認
定
審
査
会
：
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
、
医
療
、
法
律
、
障
害
者
福
祉
等
に
関
す
る
有
識
者
で
構
成

②
認
定
審
査
会
は
、
請
求
者
の
陳
述
、
医
師
の
診
断
、
診
療
録
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
切
に
判
断

③
厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
審
査
会
の
審
査
結
果
に
基
づ
き
認
定

①
支
給
手
続
に
つ
い
て
十
分
か
つ
速
や
か
に
周
知
（
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
）

②
相
談
支
援
そ
の
他
請
求
に
関
し
利
便
を
図
る
。
（
国
・
都
道
府
県
）

※
障
害
者
支
援
施
設
、
障
害
者
支
援
団
体
等
の
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
障
害
の
特
性
に
十
分
に
配
慮

１
調
査
等

国
は
、
前
文
で
述
べ
た
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
に
関
す
る
調
査
そ

の
他
の
措
置
を
実
施

２
周
知

国
は
、
本
法
の
趣
旨
・内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
国
民
に
周
知
を
図
り
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。

①
旧
優
生
保
護
法
が
存
在
し
た
間
（
※
）
に
、
優

生
手
術
を
受
け
た
者
（
母
体
保
護
の
み
を
理
由
と

し
て
受
け
た
者
を
除
く
。
）

②
①
の
期
間
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
等
を
受
け
た
者
（
㋑
～
㊁
の
み
を
理
由
と
す
る
手
術
等
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
を
除
く
。
）

㋑
母
体
保
護

㋺
疾
病
の
治
療
㋩
本
人
が
子
を
有
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
こ
と
。

㊁
㋩
の
ほ
か
、
本
人
が
手
術
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
。

①
又
は
②
の
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
。

※
昭
和
２
３
年
９
月
１
１
日

～
平
成
８
年
９
月
２
５
日

１
一
時
金
の
支
給

３
旧
優
生
保
護
法
一
時
金
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査

４
相
談
支
援
等

第
４
調
査
等
及
び
周
知

第
５
施
行
期
日

－453－
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